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Ⅰ 情報公開制度のあらまし 

 

 １ 情報公開制度の意義 

   情報公開制度とは、市が保有している文書等を市民の請求に応じて閲覧に供し、  

又は、写しの交付を行う制度です。 

   この制度の目指すものは、本市の保有する文書等の開示を請求する権利を市民  

の権利として定めることにより、市政運営の公開性の向上を図るとともに、本市

の諸活動を市民に対して説明する責務が全うされ、地方自治の本旨に即した公正

で民主的な市政を実現することです。 

 

 ２ 情報公開制度の概要 

  (1) 実施機関 

    情報公開制度を実施する機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事

委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、

消防長及び議会です。 

 

  (2) 対象となる文書等 

公開請求の対象となる文書等は、次の要件を備えているものです。 

   ア 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィル    

ム、磁気テープその他これらに類するもので、当該実施機関の職員が組織的

に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの 

   イ 現に保有している文書等 

     ただし、議会の文書等については、平成１１年１０月１日以降に作成し、

又は取得したもの 

また、旧富合町関連の文書等については、平成１９年４月１日以降に、旧

城南町関連の文書等については、平成１４年４月１日以降にそれぞれ作成し、

又は取得したもの 

旧植木町関連の文書等については、平成１０年４月１日以降に作成し、又

は取得したもの（一部の電磁的記録については、平成１４年４月１日以降。

また、旧植木町議会の文書等については、平成１９年４月１日以降） 

 

  (3) 請求権者 

平成２４年度より、何人も、実施機関に対して文書等の開示を請求できます。 

 

  (4) 開示請求の方法並びに請求に対する決定及び通知 

開示請求の方法並びに請求に対する決定及び通知については、次のとおりで   

す。 

   ア 文書等の開示の請求をしようとするものは、必要事項を記載した請求書を    
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情報公開窓口へ提出しなければなりません。 

   イ 実施機関は、請求書の提出があった日の翌日から起算して１４日以内（平

成２８年１月１日以降の請求にあっては、熊本市の休日を除いた１４日以内）

に、開示請求に係る文書等を開示又は開示しない決定をし、開示請求者に対

して書面で通知します。 

     ただし、開示請求に係る文書等が著しく大量である場合、第三者情報が含    

まれ、当該第三者に意見聴取の必要がある場合等、やむを得ない理由により、    

１４日以内に決定をすることができない場合は、請求書の提出があった日の    

翌日から起算して４５日を限度として延長することができます。 

     この場合、延長する期限及び理由を文書で請求者に通知します。 

 

  (5) 不開示情報 

    開示請求のあった文書等は原則として開示します。ただし、開示することに   

より、個人又は法人等の正当な利益を害するもの、公共の安全、行政の事務事

業の適正な遂行等に支障を及ぼすもの等、次に掲げる７項目は開示することは

できません。 

   ア 法令秘情報 

     法令等の規定により、開示することができない情報 

   イ 個人に関する情報 

     個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は他の情報と照合    

することにより識別され得るもの 

   ウ 法人等に関する情報 

     開示することにより、法人等の競争上の地位、財産権その他正当な利益を    

害するおそれがあるもの 

     公にしないとの約束の下に、任意に提供されたもので、当該約束の締結が    

合理的であると認められるもの 

   エ 公共の安全等に関する情報 

     開示することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防及び捜    

査その他公共の安全及び秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報 

   オ 審議、検討等に関する情報 

     審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な    

意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ、不当に市民の間に    

混乱を生じさせ、又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼ

すおそれがあるもの 

   カ 事務事業に関する情報 

     事務事業に関する情報のうち、開示することにより、事務事業の性質上、    

その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの 

   キ 国等に関する情報 
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     国等との協議等に基づく情報であって、開示することにより国等との協力

関係又は信頼関係が著しく損なわれると認められるもの 

 

  (6) 存否不回答 

    開示請求に係る文書等の存否について回答することにより、不開示情報を開   

示した場合と同様に保護される利益が害されることとなるときは、その存否を   

明らかにしないで請求を拒否することができます。 

 

  (7) 第三者保護 

実施機関は、開示請求に係る文書等に本市又は開示請求者以外の第三者に関   

する情報が記録されている場合は、第三者の正当な権利利益を保護するため、

開示等の決定をする際に、当該第三者の意見を聞くことができます。     

 

  (8) 費用負担 

文書等の閲覧に係る手数料は無料ですが、文書等の写しの作成及び送付に必   

要な費用は、請求者の負担となります。 

 

  (9) 不服申立て 

請求者は、開示等の決定に対し不服があるときは、行政不服審査法に基づき   

審査請求をすることができます。 

    実施機関は、審査請求があった場合、学識経験者などの第三者で構成する   

熊本市情報公開・個人情報保護審議会に諮問し、その答申を尊重して裁決を行

います。 

  

  (10) 情報提供施策の充実 

実施機関は、市民生活の向上に資するとともに、市民の市政に対する理解を 

   深めるため、市民が必要とする情報を積極的に提供するよう努めなければなり 

   ません。 

 

 ３ 情報公開窓口 

   情報公開制度を円滑に運営し、市民の利用しやすい制度とするため、情報公開 

  の相談や案内、請求の受付、開示の実施等を一元的に行う総合窓口として、市庁 

  舎１階に「情報公開窓口」を設置しています。 
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Ⅱ 情報公開制度の運用状況 

 

１ 開示請求件数及びその処理状況 

   平成１０年度から平成２９年度の開示請求の処理状況は、次のとおりです。 

                       （単位：件） 

年度 

開示

請求

件数 

処理状況 

開示

決定 

部分

開示 

請求拒否決定 

合計 取下げ 却下 
不開示 

存否不

回答 
不存在 その他 小計 

10 21 4 16 1 0 5 5 11 31 0 0 

11 64 14 45 2 0 4 0 6 65 0 0 

12 96 67 18 0 0 17 2 19 104 2 0 

13 486 231 86 0 0 246 0 246 563 8 2 

14 346 185 75 0 0 172 2 174 434 3 1 

15 572 225 150 15 1 214 4 234 609 5 0 

16 489 234 112 11 8 142 0 161 507 11 0 

17 536 189 132 12 0 146 6 164 485 68 2 

18 344 120 105 17 0 122 2 141 366 15 4 

19 504 314 80 8 0 177 2 187 581 6 0 

20 416 262 93 8 0 63 4 75 430 13 1 

21 517 364 102 14 1 70 1 86 552 9 14 

22 633 445 147 18 0 96 12 126 718 15 2 

23 787 629 114 16 0 72 0 88 831 6 0 

24 868 519 227 9 0 152 0 161 907 9 0 

25 974 681 237 18 0 105 1 124 1,042 6 0 

26 1,219 822 345 15 1 78 6 100 1,267 13 0 

27 1,301 800 459 16 2 61 2 81 1,340 13 0 

28 1,043 597 391 9 0 70 1 80 1,068 15 0 

29 1,494 739 668 13 2 123 1 139 1,546 16 24 

〔備考〕 

(1) １件の開示請求に対し、複数の決定が為される場合があるため、開示請求件

数と処理件数とは、必ずしも一致しない。 

(2) 部分開示決定とは、開示請求に係る文書等の一部について請求拒否の決定を

し、その他の部分について開示の決定をしたものをいう。 

(3) 存否不回答とは、条例第９条の規定により請求拒否の決定をしたものをいう。 

(4) その他とは、条例が適用されない文書等に対する請求等その他の理由により、

請求拒否の決定をしたものをいう。 

(5) 却下とは、文書等開示請求書の記載内容に不備があったため補正を依頼した

が補正に応じなかったもの、又は開示請求権がない者からの請求について、却

下したもの等をいう。 
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２ 実施機関別の処理状況 

   平成２９年度の実施機関別の処理状況は次のとおりです。平成２９年度におけ

る実施機関別請求件数は、市長事務部局が１，１７０件で最も多く、うち都市建

設局が７３０件、次いで健康福祉局が１５７件となっています。 

 

 平成２９年度の実施機関別の開示請求件数及び処理状況     （単位：件） 

実施機関 

開示 

請求 

件数 

処    理    状    況 

開示 

決定 
部分開

示決定 

請求拒否決定 
合計 

取下

げ 

却

下 不開示 
存否不

回答 
不存在 その他 小計 

市 

 

 

長 

政 策 局 13 2 10 0 0 2 0 2 14 0 0 

総 務 局 15 5 4 0 0 3 0 3 12 0 3 

財 政 局 12 3 6 2 0 2 0 4 13 0 0 

市 民 局 35 9 22 1 0 11 1 13 44 1 0 

健康福祉局 157 114 37 2 2 15 0 19 170 3 0 

環 境 局 71 18 31 1 0 9 0 10 59 2 21 

経済観光局 72 35 41 1 0 17 0 18 94 0 0 

農 水 局 34 12 21 0 0 5 0 5 38 0 0 

都市建設局 730 302 413 3 0 21 0 24 739 7 0 

都 市 政 策 

研 究 所 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

中央区役所 10 1 7 0 0 3 0 3 11 0 0 

東 区 役 所 6 1 5 0 0 0 0 0 6 0 0 

西 区 役 所 4 1 1 0 0 2 0 2 4 0 0 

南 区 役 所 5 2 3 0 0 1 0 1 6 0 0 

北 区 役 所 5 1 4 0 0 0 0 0 5 0 0 

会 計 総 室 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

小 計 1170 507 605 10 2 91 1 104 1216 13 24 

教 育 委 員 会 96 55 20 0 0 23 0 23 98 0 0 

選挙管理委員会 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

人 事 委 員 会 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 

監 査 委 員 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 

農 業 委 員 会 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 

固 定 資 産 評 価 

審 査 委 員 会 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

公
営
企
業

管

理

者 

交 通 局 4 2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 

上下水道局 178 154 19 2 0 2 0 4 177 3 0 

病 院 局 10 5 5 0 0 2 0 2 12 0 0 

消防長 消 防 局 21 11 8 1 0 4 0 5 24 0 0 

議 会 8 5 3 0 0 0 0 0 8 0 0 

合 計 1,494 739 668 13 2 123 1 139 1,546 16 24 
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３ 不開示理由の適用状況 

熊本市情報公開条例第７条各号のいずれかに該当し、不開示（部分開示を含む。）

となった事例の理由別内訳は、次のとおりです。 

  ＜不開示理由別内訳＞ 

不開示理由（条例第７条）  
２９年度 

件数（件） 

第１号 法令秘情報 ７ 

第２号 個人に関する情報 ４８２ 

第３号 法人等に関する情報 ３１５ 

第４号 公共の安全等に関する情報 ９ 

第５号 審議、検討等に関する情報 ６ 

第６号 事務事業に関する情報 ３４ 

第７号 国等に関する情報 ２ 

その他（条例の適用除外など） １ 

合    計 ８５６ 

 

 

４ 審査請求の処理状況 

  審査請求の処理状況は、次のとおりです。 

             （単位：件） 

年度 審査請求件数 

処理状況 

諮問 答申 審 議 中     裁決 取下げ 

平成２８年度 ７ ７ ７ ０ ７ ０ 

平成２９年度 １ １ ０ １ ０ ０ 
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５ 答申一覧 

平成２９年度の答申は、次のとおりです。 

              

答申番号 答申日 件名 
実施機関 

（所管課） 

平成 29 年度 

答 申 第１ 号 
H29.4.12 

熊本県医師会が提供する熊本県地域医療等情

報ネットワーク（以下「メディカルネットワー

ク」という。）の利用に伴うメディカルネット

ワークと、熊本市民病院の院内電子カルテシス

テムへの連携用データベースサーバとの電子

計算機結合について 

熊本市 

病院事業管理者 

（病院局 

  事務局総務課） 

平成 29 年度 

答 申 第２ 号 
H30.2.14 

平成 17年度から平成 27年度までに実施機関に

おいて把握している市職員のセクシュアル・ハ

ラスメント、パワー・ハラスメント等に関する

相談又は処分の件数、内容及び対応を示す文書

の文書等開示（一部請求拒否）決定 

熊本市長 

（コンプライアンス 

  推進室） 

平成 29 年度 

答 申 第３ 号 
H30.2.14 

平成 17年度から平成 27年度までに実施機関に

おいて把握している市職員のセクシュアル・ハ

ラスメント、パワー・ハラスメント等に関する

相談又は処分の件数、内容及び対応を示す文書

の文書等開示請求拒否決定（不存在） 

熊本市長 

（人事課） 

平成 29 年度 

答 申 第４ 号 
H30.2.14 

平成 17年度から平成 27年度までに実施機関に

おいて把握している市職員のセクシュアル・ハ

ラスメント、パワー・ハラスメント等に関する

相談又は処分の件数、内容及び対応を示す文書

の文書等開示請求拒否決定（不存在） 

熊本市長 

（労務厚生課） 

平成 29 年度 

答 申 第５ 号 
H30.2.14 

平成 17年度から平成 27年度までに実施機関に

おいて把握している市職員のセクシュアル・ハ

ラスメント、パワー・ハラスメント等に関する

相談又は処分の件数、内容及び対応を示す文書

の文書等開示請求拒否決定（不存在） 

熊本市長 

（男女共同参画課） 

平成 29 年度 

答 申 第６ 号 
H30.2.14 

平成 17年度から平成 27年度までに実施機関に

おいて把握している市職員のセクシュアル・ハ

ラスメント、パワー・ハラスメント等に関する

相談又は処分の件数、内容及び対応を示す文書

の文書等開示（一部請求拒否）決定 

熊本市 

上下水道事業管理者 

（上下水道局総務課） 

平成 29 年度 

答 申 第７ 号 
H30.2.14 

平成 17年度から平成 27年度までに実施機関に

おいて把握している市職員のセクシュアル・ハ

ラスメント、パワー・ハラスメント等に関する

相談又は処分の件数、内容及び対応を示す文書

の文書等開示（一部請求拒否）決定 

 熊本市 

病院事業管理者 

（病院局 

 事務局総務課） 

平成 29 年度 

答 申 第８ 号 
H30.2.14 

平成 17年度から平成 27年度までに実施機関に

おいて把握している市職員のセクシュアル・ハ

ラスメント、パワー・ハラスメント等に関する

相談又は処分の件数、内容及び対応を示す文書

の文書等開示（一部請求拒否）決定 

熊本市人事委員会 

（人事委員会事務局） 
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Ⅲ 個人情報保護制度のあらまし 

 

 １ 個人情報保護制度の意義 

熊本市では、昭和６１年１月に「熊本市電子計算組織の運営に係る個人情報の

保護に関する条例」を制定し、電子計算組織により処理される個人情報の保護を

図ってきました。しかし、近年における市民のプライバシーに関する認識の高ま

りや高度情報化社会の急速な進展に伴い、「手作業処理される個人情報」や「民

間業者が保有する個人情報」についても、保護措置を講ずることが求められるよ

うになってきました。このため、平成１１年１１月に熊本市個人情報保護制度検

討委員会が設置され、平成１２年１１月の答申を経て、平成１３年９月２１日に

「熊本市個人情報保護条例」を公布、平成１４年４月１日から施行されました。 

この制度は、熊本市や熊本市の民間事業者等における個人情報の取扱いによっ

て侵害されるおそれがある個人の権利利益を、広く保護することを目的とするも

のであり、本市が個人情報を適正に取り扱うためのルールを定めるとともに、個

人情報の本人に開示、訂正などを求める権利を保障しているものです。 

 

 ２ 個人情報保護制度の概要 

  (1) 実施機関 

    市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、

固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、消防長及び議会 

 

  (2) 個人情報を適正に取り扱うルール 

    行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

（（平成２５年法律第２７号）以下「番号法」といいます。）の施行に伴い、

個人番号を含む特定個人情報に係る取り扱いを保護するため、平成２７年１０

月に熊本市個人情報保護条例を改正しました。 

   ア 収集の制限 

    (ｱ) 個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、必要な範囲内で収集する。 

    (ｲ) 適法かつ公正な手段で収集する。 

    (ｳ) 原則として本人から収集する。 

    (ｴ) 思想､信条等に関する個人情報は、原則として収集しない。 

   イ 利用及び提供の制限 

    (ｱ) 目的外利用の制限 

(ｲ) 外部提供の制限 

   ウ 特定個人情報の利用の制限 

    (ｱ) 特定個人情報を取り扱う事務の範囲を超えた利用の制限 

    (ｲ) 番号法に規定されたもの以外への提供の制限 

   エ 電子計算機結合による提供の制限 
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(ｱ) 通信回線の結合による提供の制限（相手方が随時入手できる状態にする

ものに限定して制限） 

   エ 適正管理 

    (ｱ) 正確、最新の状態を確保 

(ｲ) 漏えい、滅失、改ざん等の防止と責任体制の明確化 

    (ｳ) 不必要なものの廃棄、消去 

(3) 開示や訂正などを求める権利 

 ア 開示請求 

   自己情報の開示請求権の保障 

 イ 訂正請求 

   自己情報の訂正請求権の保障 

 ウ 是正の申出 

個人情報の取扱い（収集、利用及び提供）の違反に対する利用停止請求権

の保障 

※ 利用停止請求（平成１６年４月１日から条例改正・施行） 

    個人情報の取扱い（収集、利用及び提供）の違反に対する利用停止請求

権の保障 

 エ 苦情の処理 

   実施機関の個人情報の取扱いに関する苦情の処理 

 オ 苦情相談の処理 

   事業者の個人情報の取扱いに関する苦情相談の処理 

 

  (4) 請求の方法並びに請求に対する決定及び通知 

請求の方法並びに請求に対する決定及び通知については、次のとおりで   

す。 

   ア 自己に関する個人情報の開示、訂正等の請求をしようとする者は、必要事

項を記載した請求書を情報公開窓口へ提出しなければなりません。 

     個人番号を含む特定個人情報の開示請求については、本人のほか、法定代

理人及び任意代理人による請求ができます。 

   イ 実施機関は、請求書の提出があった日の翌日から起算して、開示請求は 

１４日以内（平成２８年１月１日以降の請求にあっては、熊本市の休日を除

いた１４日以内）に、訂正請求及び利用停止請求は３０日以内に諾否の決定

をし、開示請求者に対して書面で通知します。 

     ただし、やむを得ない理由により、１４日以内（訂正請求及び利用停止請

求は３０日以内）に決定をすることができない場合は、請求書の提出があっ

た日の翌日から起算して４５日（訂正請求及び利用停止請求は６０日）を限

度として延長することができます。 

     この場合、延長する期限及び理由を文書で請求者に通知します。 
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  (5) 罰則 

    国において職員や受託事務従事者等に対して罰則規定を設けられたことに伴

い、本市においても次のような罰則規定を設け、平成１６年４月１日から施行

しています。 

   ア 職員若しくは委託を受けた者又は指定管理者の行う事務に従事している者

（職員・受託者・指定管理者であった者も含む。）が、正当な理由がないの

に、個人の秘密に属する事項が記録された､行政文書に記録された個人情報

を含む情報の集合物であって一定の事務の目的を達成するために特定の行

政文書に記録された個人情報を電子計算機を用いて検索することができる

ように体系的に構成したもの（その全部又は一部を複製し、又は加工したも

のを含む。）を外部提供したときは、２年以下の懲役又は１００万円以下の

罰金 

   イ 職員若しくは委託を受けた者又は指定管理者の行う事務に従事している者

（職員・受託者・指定管理者であった者も含む）が、個人情報をその業務に

関して知り得た行政文書に記録された個人情報を自己若しくは第三者の不

正な利益を図る目的で外部提供し、又は盗用したときは、１年以下の懲役又

は５０万円以下の罰金 

   ウ 職員が職権を濫用して専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘

密に係る個人情報を収集した場合は１年以下の懲役又は５０万円以下の罰

金 

   エ 不正な手段により個人情報の開示請求をした場合５万円以下の過料 

 

  (6) 費用負担 

文書等の閲覧に係る手数料は無料ですが、文書等の写しの作成及び送付に必   

要な費用は、請求者の負担となります。 

 

  (7) 不服申立て 

請求者は、開示等の決定に対し不服があるときは、行政不服審査法に基づき   

審査請求をすることができます。 

    実施機関は、審査請求があった場合、学識経験者などの第三者で構成する   

熊本市情報公開・個人情報保護審議会に諮問し、その答申を尊重して裁決を行

います。 
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Ⅳ 個人情報保護制度の運用状況 

 

１ 開示請求件数及びその処理状況 

   平成１４年度から２９年度の開示請求の処理状況は、次のとおりです。 

                                （単位：件） 

 
開 示 

請 求 

件 数 

処  理  状  況 

開 示 

決 定 

一 部 

開 示 

決 定 

不開示 不存在 
存 否 

不回答 
取下げ 却下 

14 年度 １７ ４ ０ １ １２ ０ １ ０ 

15 年度 ５１ ２０ １０ ０ １８ ０ ３ ０ 

16 年度 ５２ ２８ １０ ０ １７ ０ ０ ０ 

17 年度 ９４ ４０ １４ ２ ３３ ０ ４ ２ 

18 年度 ６６ ３４ １０ １ ２１ ０ ０ １ 

19 年度 ７９ ４５ ９ ０ ２７ ０ ０ ０ 

20 年度 ８６ ４４ ２９ ０ １３ ０ ０ ０ 

21 年度 ７５ ３５ １９ １ ２２ ０ １ ０ 

22 年度 １０５ ４８ ３８ １ ２４ ０ ０ ０ 

23 年度 ８０ ３７ ３２ ０ １３ ０ ０ ０ 

24 年度 ６３ ３３ ２１ ２ １１ ０ ０ ０ 

25 年度 ９３ ３８ ３６ ５ ２７ ０ ０ ０ 

26 年度 ９４ ５２ ３０ ３ １４ １ ２ ０ 

27 年度 １００ ５７ ３１ ２ ２５ ０ ０ ０ 

28 年度 ８５ ４５ ２４ ３ ２２ ０ ０ ０ 

29 年度 １０７ ６４ ３８ ４ ２３ １ ０ ０ 

 

〔備考〕 

１ １件の開示請求に対し、複数の決定が為される場合があるため、開示請求

件数と処理件数とは、必ずしも一致しない。 

２ 一部開示決定とは、開示請求に係る文書等の一部について請求拒否の決定

をし、その他の部分について開示の決定をしたものをいう。 

３ 存否不回答とは、条例第１７条の規定により請求拒否の決定をしたものを

いう。 
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２ 実施機関別の処理状況 

  平成２９年度の実施機関別の処理状況は次のとおりです。平成２９年度における

実施機関別請求件数は、市長事務部局が８４件で最も多く、うち健康福祉局が２７

件、次いで市民局が２５件となっています。 

 

 平成２９年度の実施機関別の開示請求件数及び処理状況       （単位：件） 

実施機関 

開 示 

請 求 

件 数 

処    理    状    況 

開 示 

決 定 

一部開 

示決定 
不開示 不存在 

存否不

回答 
合 計 取下げ 却下 

市 

 

 

 

長 

政 策 局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

総 務 局 3 2 1 0 1 0 4 0 0 

財 政 局 2 1 0 0 1 0 2 0 0 

市 民 局 25 19 10 0 4 0 33 0 0 

健 康 福 祉 局 27 17 8 2 8 1 36 0 0 

環 境 局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

経 済 観 光 局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

農 水 局 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

都 市 建 設 局 2 0 2 0 0 0 2 0 0 

都 市 政 策 

研 究 所 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

中 央 区 役 所 9 4 4 0 2 0 10 0 0 

東 区 役 所 7 3 3 0 1 0 7 0 0 

西 区 役 所 2 2 0 0 0 0 2 0 0 

南 区 役 所 1 1 0 0 0 0 1 0 0 

北 区 役 所 5 4 1 0 0 0 5 0 0 

会 計 総 室 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

小 計 84 53 29 2 18 1 103 0 0 

教 育 委 員 会 5 2 2 1 1 0 6 0 0 

選 挙 管 理 委 員 会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

人 事 委 員 会 1 1 0 1 0 0 2 0 0 

監 査 委 員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

農 業 委 員 会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

固 定 資 産 評 価 

審 査 委 員 会 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

公 営 

企 業 

管理者 

交 通 局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

上下水道局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

病 院 局 2 2 0 0 0 0 2 0 0 

消防長 消 防 局 13 6 7 0 2 0 15 0 0 

議 会 2 0 0 0 2 0 2 0 0 

合 計 107 64 38 4 23 1 130 0 0 

 



13 

 

３ 不開示理由の適用状況 

熊本市個人情報保護条例第１５条各号のいずれかに該当し、不開示（部分開示

を含む。）となった事例の理由別内訳は、次のとおりです。 

  ＜不開示理由別内訳＞ 

不開示理由（条例第１５条）  
２９年度 

件数（件） 

第１号 法令秘情報 ０ 

第２号 評価・診断情報 ８ 

第３号 行政運営情報 ４ 

第４号 公共の安全及び秩序の維持情報 １ 

第５号 国等協力関係情報 ３ 

第６号 開示請求者以外の個人又は法人等に関する情報 ３５ 

第７号 未成年者情報 ２ 

合    計 ５３ 

 

４ 審査請求の処理状況 

  審査請求の処理状況は、次のとおりです。 

             （単位：件） 

年度 審査請求件数 

処理状況 

諮問 答申 審 議 中     裁決 取下げ 

平成２８年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

平成２９年度 ２ ２ ０ ２ ０ ０ 

 

５ 答申一覧 

  平成２９年度における答申は、ありません。 

 

６ 訂正請求の状況 

  平成２９年度における自己に関する個人情報の訂正請求は、ありません。 

 

７ 利用停止請求の状況 

  平成２９年度における個人情報の取扱いの違反に対する利用停止請求は、ありま

せん。 
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Ⅴ 熊本市情報公開・個人情報保護審議会の運営状況  

 

１ 熊本市情報公開・個人情報保護審議会の概要 

開示請求等に対する不開示等の処分に対して不服がある場合は、行政不服審査

法に基づく審査請求を行うことができます。 

そこで、審査請求が行われたとき、実施機関は、審査請求を認容する場合等を

除き、第三者機関である熊本市情報公開・個人情報保護審議会に諮問を行い、そ

の答申を尊重し当該審査請求に係る裁決を行わなければなりません。この審議会

は、次の５人の有識者によって構成されます。  

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会委員名簿  

 （任期：平成２９年４月２７日～平成３１年４月２６日） 

役  職 氏  名 職  名  等 

会  長  高木 絹子  弁護士 

会長職務代理者  大江 正昭  元 熊本学園大学社会福祉学部教授 

委  員  馬場  啓  弁護士 

委  員  澤田 道夫  熊本県立大学総合管理学部准教授 

委  員  魚住 弘久  熊本大学大学院社会文化科学研究科教授  

（平成３０年４月１日現在） 
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 ２ 熊本市情報公開・個人情報保護審議会の開催状況 

平成２９年度の情報公開・個人情報保護審議会への諮問は合計３件で、うち、

情報公開制度に基づく諮問が１件、個人情報保護制度に基づく諮問が２件（特定

個人情報に関する０件を含む）でした。 

   平成２９年度の情報公開・個人情報保護審議会の開催は、合計１２回で、開催

状況は、次のとおりです。 

 

 

年  月  日 主 な 審 議 事 項 

平成２９年 ４月１２日 
平成２８年度諮問第１号、第２号、第３号、第４号、

及び第８号の審議 

平成２９年 ５月１０日 平成２８年度諮問第２号、第３号及び第４号の審議 

平成２９年 ６月 ７日 平成２８年度諮問第２号の審議 

平成２９年 ７月１２日 平成２８年度諮問第１号及び第２号の審議 

平成２９年 ８月 ９日 平成２８年度諮問第１号及び第２号の審議 

平成２９年 ９月１３日 平成２８年度諮問第１号の審議 

平成２９年１０月１１日 
平成２８年度諮問第１号、第５号、第６号、及び第７

号の審議 

平成２９年１１月 ８日 
平成２８年度諮問第１号、第５号、第６号、及び第７

号の審議 

平成２９年１２月１３日 
平成２８年度諮問第１号、第５号、第６号、及び第７

号の審議 

平成３０年 １月１０日 
平成２８年度諮問第１号、第５号、第６号、及び第７

号の審議 

平成３０年 ２月１４日 
平成２８年度諮問第１号、第２号、第３号、第４号、

第５号、第６号、及び第７号の審議 

平成３０年 ３月１４日 平成２９年度諮問第１号及び第２号の審議 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔資  料〕 
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の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
震

災
土

木
施

設
対

策
課

一
般

県
道

　
小

池
竜

田
線

(擁
壁

外
)災

害
復

旧
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

4
/
5

4
/
6

4
4/

3

平
成

29
年

3/
1～

3/
31

ま
で

に
新

規
で

営
業

許
可

を
取

得
し

た
美

容
所

の
一

覧
表

。
・施

設
名

称
・施

設
所

在
地

・電
話

番
号

・確
認

年
月

日
・開

設
者

名
(可

能
で

あ
れ

ば
)

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

29
年

3/
1～

3/
31

ま
で

に
新

規
で

確
認

し
た

熊
本

市
内

の
美

容
所

の
一

覧
表

。
・施

設
名

称
・施

設
所

在
地

・電
話

番
号

・確
認

年
月

日
・開

設
者

名

開
示

4
/
1
0

4
/
1
7

郵
送

5
4/

3
下

水
道

災
害

復
旧

工
事

(第
73

号
)そ

の
3の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

下
水

道
災

害
復

旧
工

事
(第

73
号

)そ
の

3の
金

入
り

設
計

書
開

示
4
/
7

4
/
1
3

6
4/

4
南

区
富

合
町

上
杉

(富
合

東
部

浄
水

場
～

富
合

南
部

送
水

場
間

)φ
15

0粍
導

水
管

布
設

工
事

の
金

入
り

設
計

書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

南
区

富
合

町
上

杉
(富

合
東

部
浄

水
場

～
富

合
南

部
送

水
場

間
)φ

15
0粍

導
水

管
布

設
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

4
/
1
8

4
/
2
1

7
4/

4

一
般

県
道

　
砂

原
四

方
寄

線
(池

上
工

区
)花

園
高

架
2号

線
(鋼

上
部

工
)工

事
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

一
般

県
道

　
砂

原
四

方
寄

線
(池

上
工

区
)花

園
高

架
2号

線
(鋼

上
部

工
)工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

4
/
6

4
/
2
1

平
　

成
　

２
９

　
年

　
度

　
情

　
報

　
公

　
開

　
請

　
求

　
一

　
覧

1



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

8
4/

4

平
成

21
年

1月
1日

か
ら

平
成

22
年

12
月

31
日

ま
で

に
○

○
法

人
が

申
請

し
た

有
料

老
人

ホ
ー

ム
設

置
に

係
る

下
記

文
書

、
図

面
等

の
一

切
①

文
書

の
件

名
、

内
容

の
概

要
が

判
明

し
て

い
る

文
書

・特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
(混

合
型

)整
備

計
画

書
・特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

に
関

す
る

事
前

協
議

書
・土

地
贈

与
確

約
書

・特
定

施
設

建
設

計
画

に
係

る
住

民
説

明
会

議
事

録 ・医
療

支
援

協
力

に
対

す
る

確
約

書
②

文
書

の
件

名
、

内
容

の
概

要
が

判
明

し
て

い
な

い
文

書
・申

請
の

取
下

げ
に

関
す

る
文

書
・申

請
に

関
し

て
上

記
以

外
に

作
成

し
、

又
は

取
得

し
た

文
書

等

健
康

福
祉

局
福

祉
部

高
齢

介
護

福
祉

課

取
下

げ

9
4/

4
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

01
年

第
13

9号
判

定
B

-1
･協

定
書

の
み

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
01

年
第

13
9号

判
定

B
-1

･協
定

書
の

み
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
6

4
/
1
1

10
4/

5

平
成

29
年

3月
1日

～
平

成
29

年
3月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
美

容
所

一
覧

項
目

：施
設

名
称

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

開
設

者
氏

名
、

役
職

、
代

表
者

氏
名

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

29
年

3月
1日

～
平

成
29

年
3月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
確

認
し

た
美

容
所

一
覧

項
目

：施
設

名
称

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

開
設

者
氏

名
、

役
職

、
代

表
者

氏
名

開
示

4
/
1
2

4
/
1
3

11
4/

5
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

07
年

第
12

6号
　

B
-1

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
07

年
第

12
6号

　
B

-1
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
1
1

4
/
1
1

12
4/

5
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

11
年

第
05

4号
　

D
-2

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
11

年
第

05
4号

　
D

-2
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

4
/
1
1

4
/
1
1

13
4/

5

・中
央

区
黒

髪
5丁

目
φ

60
0・

30
0粍

配
水

管
布

設
替

工
事

【総
合

評
価

方
式

】【
余

裕
工

期
あ

り
】

・北
区

植
木

町
平

野
国

道
3号

線
植

木
ﾊ

ﾞｲ
ﾊ

ﾟｽ
付

近
φ

15
0・

10
0粍

配
水

管
布

設
工

事
【余

裕
工

期
あ

り
】

・南
区

城
南

町
築

地
【築

地
公

民
館

】付
近

φ
10

0
粍

配
水

管
布

設
替

他
2件

工
事

【余
裕

工
期

あ
り

】
上

記
の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

・中
央

区
黒

髪
5丁

目
φ

60
0・

30
0粍

配
水

管
布

設
替

工
事

【総
合

評
価

方
式

】【
余

裕
工

期
あ

り
】

・北
区

植
木

町
平

野
国

道
3号

線
植

木
ﾊ

ﾞｲ
ﾊ

ﾟｽ
付

近
φ

15
0・

10
0粍

配
水

管
布

設
工

事
【余

裕
工

期
あ

り
】

・南
区

城
南

町
築

地
【築

地
公

民
館

】付
近

φ
10

0
粍

配
水

管
布

設
替

他
2件

工
事

【余
裕

工
期

あ
り

】
上

記
の

金
入

り
設

計
書

開
示

4
/
1
1

4
/
1
9

郵
送

2



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

14
4/

5

･東
区

沼
山

津
2丁

目
○

番
付

近
15

0粍
配

水
管

布
設

替
他

1件
工

事
・北

区
植

木
町

木
留

○
番

付
近

φ
15

0・
25

0粍
送

配
水

管
仮

設
工

事
上

記
の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
維

持
管

理
部

管
路

維
持

課

･東
区

沼
山

津
2丁

目
○

番
付

近
15

0粍
配

水
管

布
設

替
他

1件
工

事
・北

区
植

木
町

木
留

○
番

付
近

φ
15

0・
25

0粍
送

配
水

管
仮

設
工

事
上

記
の

金
入

り
設

計
書

開
示

4
/
1
0

4
/
1
9

郵
送

15
4/

5
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

15
年

第
52

号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
15

年
第

52
号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

4
/
1
1

4
/
1
2

16
4/

5
国

道
3号

迎
町

交
差

点
改

良
工

事
に

伴
う

公
共

下
水

道
管

渠
移

設
工

事
（第

18
-2

83
25

）の
金

入
り

設
計

書

上
下

水
道

局
維

持
管

理
部

管
路

維
持

課

国
道

3号
迎

町
交

差
点

改
良

工
事

に
伴

う
公

共
下

水
道

管
渠

移
設

工
事

（第
18

-2
83

25
）の

金
入

り
設

計
書

開
示

4
/
2
4

5
/
2
6

17
4/

5

国
道

50
1号

（河
内

工
区

）道
路

改
良

工
事

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

道
路

課

国
道

50
1号

（河
内

工
区

）道
路

改
良

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
4
/
7

4
/
1
3

18
4/

5
都

市
計

画
事

業
東

部
汚

水
48

号
幹

線
及

び
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（6

20
4工

区
）の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

東
部

汚
水

48
号

幹
線

及
び

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（6
20

4工
区

）の
金

入
り

設
計

書
開

示
4
/
1
1

4
/
1
3

19
4/

7

一
般

県
道

　
砂

原
四

方
寄

線
(池

上
工

区
)花

園
高

架
2号

線
(鋼

上
部

工
)工

事
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

一
般

県
道

　
砂

原
四

方
寄

線
(池

上
工

区
)花

園
高

架
2号

線
(鋼

上
部

工
)工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

4
/
1
0

4
/
1
9

郵
送

20
4/

7

開
発

登
録

簿
調

書
N

o.
変

許
24

-0
23

・変
更

許
可

番
号

　
指

令
（開

景
）第

25
-2

06
6号

・変
更

許
可

年
月

日
　

平
成

25
年

3月
26

日
・許

可
を

受
け

た
者

　
住

所
　

熊
本

市
東

区
尾

ノ
上

1丁
目

○
-○

　
氏

名
　

㈱
○

○
○

○
　

代
表

　
○

○
○

○
上

記
に

係
る

宅
地

2の
断

面
図

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

開
発

景
観

課

・開
発

許
可

番
号

　
指

令
（開

景
）第

25
-2

06
6号

・許
可

日
　

平
成

25
年

3月
26

日
上

記
開

発
許

可
に

係
る

造
成

計
画

断
面

図
（宅

地
2に

か
か

る
部

分
）

開
示

4
/
1
7

4
/
1
9

21
4/

7

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 熊

本
県

指
令

（建
）第

40
2号

・全
部

・カ
ラ

ー
希

望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 熊

本
県

指
令

（建
）第

40
2号

・全
部

・カ
ラ

ー
希

望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
1
1

4
/
1
1

22
4/

7
天

明
漁

港
外

3箇
所

浚
渫

覆
砂

工
事

（平
成

28
年

度
変

更
契

約
後

）の
金

入
り

設
計

書
農

水
局

農
政

部
水

産
振

興
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

天
明

漁
港

外
3箇

所
浚

渫
覆

砂
工

事
（平

成
28

年
度

変
更

契
約

後
）の

金
入

り
設

計
書

開
示

4
/
1
4

4
/
1
7

23
4/

7
都

市
計

画
事

業
　

坪
井

川
第

3排
水

区
雨

水
調

整
池

遮
水

築
造

工
事

（そ
の

2）
の

設
計

変
更

後
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

河
川

課

都
市

計
画

事
業

　
坪

井
川

第
3排

水
区

雨
水

調
整

池
遮

水
築

造
工

事
（そ

の
2）

の
設

計
変

更
後

の
金

入
り

設
計

書
開

示
4
/
2
4

4
/
2
5

3



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

24
4/

7

・都
市

計
画

事
業

　
西

部
汚

水
17

号
幹

線
及

び
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（6
21

4工
区

）
・都

市
計

画
事

業
　

東
部

汚
水

48
号

幹
線

及
び

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（6
20

5工
区

）
・都

市
計

画
事

業
　

北
部

汚
水

57
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（6

21
6工

区
）

上
記

の
金

入
り

設
計

書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

・都
市

計
画

事
業

　
西

部
汚

水
17

号
幹

線
及

び
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（6
21

4工
区

）
・都

市
計

画
事

業
　

東
部

汚
水

48
号

幹
線

及
び

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（6
20

5工
区

）
・都

市
計

画
事

業
　

北
部

汚
水

57
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（6

21
6工

区
）

上
記

の
金

入
り

設
計

書

開
示

4
/
1
2

4
/
1
3

25
4/

10
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

平
成

23
年

度
　

11
-4

30
上

記
の

専
用

通
路

協
議

書

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
平

成
23

年
度

　
11

-4
30

上
記

の
専

用
通

路
協

議
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
1
1

4
/
2
1

26
4/

10
平

成
28

年
度

県
単

独
治

山
事

業
（補

助
）

木
原

地
区

法
面

復
旧

工
事

（そ
の

2）
の

金
入

り
設

計
書

農
水

局
農

政
部

南
農

業
振

興
課

平
成

28
年

度
県

単
独

治
山

事
業

（補
助

）
木

原
地

区
法

面
復

旧
工

事
（そ

の
2）

の
金

入
り

設
計

書
開

示
4
/
1
1

4
/
1
3

27
4/

10
■

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

 S
33

-1
86

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

33
-1

86
・全

部
・復

元
協

議
書

・カ
ラ

ー
希

望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
1
1

4
/
1
2

28
4/

10
都

市
計

画
事

業
　

西
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

放
流

管
布

設
工

事
（そ

の
1）

（6
60

2工
区

）の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

　
西

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

放
流

管
布

設
工

事
（そ

の
1）

（6
60

2工
区

）の
金

入
り

設
計

書
開

示
4
/
1
2

4
/
1
8

29
4/

10
・都

市
計

画
事

業
　

西
部

汚
水

11
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（6
30

7工
区

）
上

記
の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

・都
市

計
画

事
業

　
西

部
汚

水
11

号
幹

線
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（6

30
7工

区
）

上
記

の
金

入
り

設
計

書
開

示
4
/
1
2

4
/
1
3

30
4/

10
・都

市
計

画
事

業
　

鳥
場

汚
水

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（6

21
8工

区
）

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

・都
市

計
画

事
業

　
鳥

場
汚

水
幹

線
及

び
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（6
21

8工
区

）
開

示
4
/
1
2

4
/
1
7

31
4/

10
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

08
年

第
10

0号
　

C
-4

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
08

年
第

10
0号

　
C

-4
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
1
1

4
/
1
1

32
4/

10

西
部

地
区

道
路

舗
装

災
害

復
旧

工
事

（そ
の

8）
（単

価
契

約
）の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

道
路

課

西
部

地
区

道
路

舗
装

災
害

復
旧

工
事

（そ
の

8）
（単

価
契

約
）の

金
入

り
設

計
書

開
示

4
/
1
3

4
/
2
6

33
4/

10

市
道

　
坪

井
1丁

目
坪

井
3丁

目
第

1号
線

舗
装

補
修

工
事

（そ
の

2）
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

道
路

課

市
道

　
坪

井
1丁

目
坪

井
3丁

目
第

1号
線

舗
装

補
修

工
事

（そ
の

2）
の

金
入

り
設

計
書

開
示

4
/
1
4

4
/
2
6

34
4/

10
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

05
年

第
48

7号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
05

年
第

48
7号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
1
2

5
/
1
5

35
4/

10
平

成
29

年
1月

1日
か

ら
平

成
29

年
3月

31
日

ま
で

の
住

居
表

示
番

号
付

定
申

請
に

伴
っ

た
当

該
住

居
表

示
台

帳

市
民

局
市

民
生

活
部

地
域

政
策

課

有 5/
22

平
成

29
年

1月
1日

か
ら

平
成

29
年

3月
31

日
ま

で
の

住
居

表
示

番
号

付
定

申
請

に
伴

っ
た

当
該

住
居

表
示

台
帳

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
5
/
2
2

5
/
2
6

郵
送

4



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

36
4/

10
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

熊
本

市
指

令
（計

建
）第

93
号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
熊

本
市

指
令

（計
建

）第
93

号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

4
/
1
2

4
/
1
3

37
4/

10
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

09
-3

96
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
09

-3
96

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
1
2

38
4/

11
熊

本
地

震
に

伴
う

日
吉

共
同

調
理

場
復

旧
工

事
（そ

の
2）

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

建
築

住
宅

部
営

繕
課

熊
本

地
震

に
伴

う
日

吉
共

同
調

理
場

復
旧

工
事

（そ
の

2）
の

金
入

り
設

計
書

開
示

4
/
1
3

4
/
1
4

39
4/

12
平

成
29

年
度

工
事

番
号

17
80

00
1

老
朽

給
水

管
（鉛

管
）切

替
工

事
（1

工
区

）の
金

入
り

設
計

書

上
下

水
道

局
維

持
管

理
部

水
相

談
課

平
成

29
年

度
工

事
番

号
17

80
00

1
老

朽
給

水
管

（鉛
管

）切
替

工
事

（1
工

区
）の

金
入

り
設

計
書

開
示

4
/
1
7

5
/
1
5

40
4/

13
大

規
模

行
為

届
出

書
の

様
式

第
3号

（平
成

29
年

1月
11

日
～

2月
10

日
届

出
分

)建
築

物
に

限
る

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

開
発

景
観

課

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
（平

成
29

年
1月

11
日

～
2月

10
日

届
出

分
)建

築
物

に
限

る
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
1
8

5
/
2

41
4/

13
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

D
5　

05
-0

17
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
D

5　
05

-0
17

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
1
4

4
/
1
7

42
4/

13

ﾎ
ﾟﾘ

塩
化

ﾋ
ﾞﾌ

ｪ
ﾆ

ｰ
ﾙ

廃
棄

物
の

熊
本

市
内

の
保

管
事

業
者

の
最

新
リ

ス
ト
（詳

細
ﾃ

ﾞｰ
ﾀ
）

平
成

28
年

度
提

出
分

、
平

成
27

年
度

保
管

状
況

環
境

局
資

源
循

環
部

ご
み

減
量

推
進

課

取
下

げ

43
4/

13

20
16

年
4月

14
日

の
熊

本
地

震
以

降
、

行
政

機
関

に
よ

っ
て

殺
処

分
さ

れ
た

犬
や

猫
や

鳥
な

ど
の

動
物

た
ち

の
数

や
、

理
由

や
、

そ
れ

ぞ
れ

の
固

体
の

情
報

。

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

動
物

愛
護

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

20
16

年
4月

14
日

の
熊

本
地

震
以

降
、

行
政

機
関

に
よ

っ
て

殺
処

分
さ

れ
た

犬
や

猫
や

鳥
な

ど
の

動
物

た
ち

の
数

や
、

理
由

や
、

そ
れ

ぞ
れ

の
固

体
の

情
報

。

開
示

4
/
1
3

5
/
1

郵
送

44
4/

13

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

59
-0

66
・全

部
・復

元
協

議
書

・カ
ラ

ー
希

望
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

H
16

.0
4-

22
3、

H
16

.0
4-

58
7

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

59
-0

66
・全

部
・復

元
協

議
書

・カ
ラ

ー
希

望
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

H
16

.0
4-

22
3、

H
16

.0
4-

58
7

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
1
4

4
/
2
7

45
4/

13
平

成
２

９
年

度
公

共
下

水
道

管
渠

内
T

V
調

査
・清

掃
等

業
務

委
託

（第
18

-2
91

02
号

）の
金

入
り

設
計

書

上
下

水
道

局
維

持
管

理
部

管
路

維
持

課

平
成

２
９

年
度

公
共

下
水

道
管

渠
内

T
V

調
査

・清
掃

等
業

務
委

託
（第

18
-2

91
02

号
）の

金
入

り
設

計
書

開
示

4
/
2
8

5
/
9

46
4/

13

平
成

２
９

年
度

・東
部

地
区

路
面

清
掃

業
務

委
託

・東
部

地
区

道
路

ﾊ
ﾟﾄ

ﾛ
ｰ

ﾙ
業

務
委

託
・東

部
地

区
道

路
側

溝
等

清
掃

業
務

委
託

【単
価

契
約

】
上

記
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

道
路

課

平
成

２
９

年
度

・東
部

地
区

路
面

清
掃

業
務

委
託

・東
部

地
区

道
路

ﾊ
ﾟﾄ

ﾛ
ｰ

ﾙ
業

務
委

託
・東

部
地

区
道

路
側

溝
等

清
掃

業
務

委
託

【単
価

契
約

】
上

記
の

金
入

り
設

計
書

開
示

4
/
2
1

5
/
9

5



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

47
4/

13

平
成

２
９

年
度

・東
部

地
区

水
路

清
掃

等
業

務
委

託
【単

価
契

約
】の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

平
成

２
９

年
度

・東
部

地
区

水
路

清
掃

等
業

務
委

託
【単

価
契

約
】の

金
入

り
設

計
書

開
示

4
/
2
5

5
/
9

48
4/

13

平
成

２
９

年
度

・西
部

地
区

路
面

清
掃

業
務

委
託

・西
部

地
区

道
路

ﾊ
ﾟﾄ

ﾛ
ｰ

ﾙ
業

務
委

託
・西

部
地

区
道

路
側

溝
等

清
掃

業
務

委
託

【単
価

契
約

】
上

記
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

道
路

課

平
成

２
９

年
度

・西
部

地
区

路
面

清
掃

業
務

委
託

・西
部

地
区

道
路

ﾊ
ﾟﾄ

ﾛ
ｰ

ﾙ
業

務
委

託
・西

部
地

区
道

路
側

溝
等

清
掃

業
務

委
託

【単
価

契
約

】
上

記
の

金
入

り
設

計
書

開
示

5
/
2

5
/
9

49
4/

13

平
成

２
９

年
度

・西
部

地
区

水
路

清
掃

等
業

務
委

託
【単

価
契

約
】の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

平
成

２
９

年
度

・西
部

地
区

水
路

清
掃

等
業

務
委

託
【単

価
契

約
】の

金
入

り
設

計
書

開
示

4
/
1
8

5
/
9

50
4/

13

平
成

２
９

年
度

・北
部

地
区

路
面

清
掃

業
務

委
託

・北
部

地
区

道
路

ﾊ
ﾟﾄ

ﾛ
ｰ

ﾙ
業

務
委

託
・北

部
地

区
道

路
側

溝
等

清
掃

業
務

委
託

【単
価

契
約

】
上

記
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

道
路

課

平
成

２
９

年
度

・北
部

地
区

路
面

清
掃

業
務

委
託

・北
部

地
区

道
路

ﾊ
ﾟﾄ

ﾛ
ｰ

ﾙ
業

務
委

託
・北

部
地

区
道

路
側

溝
等

清
掃

業
務

委
託

【単
価

契
約

】
上

記
の

金
入

り
設

計
書

開
示

4
/
1
8

5
/
9

51
4/

13

平
成

２
９

年
度

・北
部

地
区

水
路

清
掃

等
業

務
委

託
【単

価
契

約
】の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

平
成

２
９

年
度

・北
部

地
区

水
路

清
掃

等
業

務
委

託
【単

価
契

約
】の

金
入

り
設

計
書

開
示

4
/
2
0

5
/
9

52
4/

13
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

14
年

第
08

4号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
14

年
第

08
4号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

4
/
1
8

4
/
2
8

53
4/

13
都

市
計

画
事

業
中

部
汚

水
1号

幹
線

及
び

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（6
23

1工
区

）
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

中
部

汚
水

1号
幹

線
及

び
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（6

23
1工

区
）

開
示

4
/
2
8

5
/
2

54
4/

14
■

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

　
H

10
-0

22
・全

部
・復

元
協

議
書

・カ
ラ

ー
希

望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
10

-0
22

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
1
8

4
/
2
1

55
4/

14

室
園

町
第

12
号

排
水

路
災

害
復

旧
工

事
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

震
災

土
木

施
設

対
策

課

室
園

町
第

12
号

排
水

路
災

害
復

旧
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

4
/
1
7

4
/
1
9

56
4/

14
H

28
年

度
に

新
規

で
開

設
届

を
提

出
し

た
美

容
室

の
屋

号
名

、
住

所
、

電
話

番
号

、
申

請
者

名
、

許
可

年
月

日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

H
28

年
度

に
新

規
で

開
設

届
を

提
出

し
た

美
容

室
の

屋
号

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

申
請

者
名

、
許

可
年

月
日

開
示

4
/
2
7

5
/
2
4

6



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

57
4/

14
H

28
年

度
に

新
規

で
開

設
届

を
提

出
し

た
柔

道
整

復
師

の
屋

号
名

、
住

所
、

電
話

番
号

、
申

請
者

名
、

許
可

年
月

日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

医
療

政
策

課

H
28

年
度

に
新

規
で

開
設

届
を

提
出

し
た

柔
道

整
復

師
の

屋
号

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

申
請

者
名

、
許

可
年

月
日

開
示

5
/
8

5
/
2
4

58
4/

14
■

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

　
S
43

-4
79

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
43

-4
79

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
1
9

4
/
2
1

59
4/

17
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

15
年

第
27

5号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
15

年
第

27
5号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

4
/
1
9

4
/
2
1

60
4/

17

熊
本

市
民

オ
ン

ブ
ズ

マ
ン

・平
成

26
年

度
報

告
書

を
踏

ま
え

、
今

後
、

指
導

要
綱

の
見

直
し

を
含

め
検

討
す

る
と

あ
る

が
、

ど
の

よ
う

な
検

討
が

な
さ

れ
た

の
か

が
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
指

導
要

綱
だ

け
で

な
く

関
連

条
例

の
検

討
も

行
っ

た
の

で
あ

れ
ば

わ
か

る
資

料
一

式
の

開
示

請
求

。
都

市
建

設
局

都
市

政
策

部
建

築
指

導
課

・熊
本

市
中

高
層

建
築

物
の

建
築

に
関

す
る

指
導

要
綱

（現
行

）
・熊

本
市

中
高

層
建

築
物

の
建

築
に

関
す

る
指

導
要

綱
（平

成
28

年
3月

改
正

時
）

・熊
本

市
中

高
層

建
築

物
の

建
築

に
関

す
る

指
導

要
綱

新
旧

対
照

表
（平

成
28

年
3月

改
正

時
）

・熊
本

市
中

高
層

建
築

物
の

建
築

に
関

す
る

指
導

要
綱

実
施

要
領

（現
行

）
・熊

本
市

中
高

層
建

築
物

の
建

築
に

関
す

る
指

導
要

綱
実

施
要

領
（平

成
28

年
3月

改
正

時
）

・熊
本

市
中

高
層

建
築

物
の

建
築

に
関

す
る

指
導

要
綱

実
施

要
領

新
旧

対
照

表
（平

成
28

年
3月

改
正

時
）

開
示

5
/
8

6
/
2
1

61
4/

17
中

央
区

黒
髪

5丁
目

φ
60

0・
30

0粍
配

水
管

布
設

替
工

事
の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

中
央

区
黒

髪
5丁

目
φ

60
0・

30
0粍

配
水

管
布

設
替

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
4
/
1
9

5
/
2

62
4/

18
昭

和
59

年
6月

30
日

○
番

こ
の

物
件

の
検

査
済

証
が

発
行

で
き

て
い

な
い

理
由

が
わ

か
る

文
書

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

昭
和

59
年

6月
30

日
○

番
こ

の
物

件
の

検
査

済
証

が
発

行
で

き
て

い
な

い
理

由
が

わ
か

る
文

書
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
4
/
2
1

4
/
2
6

63
4/

18
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

11
-0

16
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
11

-0
16

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
1
9

4
/
2
1

64
4/

18
㈱

○
○

が
平

成
4年

度
か

ら
平

成
20

年
3月

末
ま

で
に

契
約

を
行

っ
た

件
名

、
金

額
、

工
期

が
わ

か
る

資
料

総
務

局
契

約
管

理
部

工
事

契
約

課

㈱
○

○
が

平
成

4年
4月

1日
か

ら
平

成
20

年
3月

31
日

ま
で

に
契

約
を

行
っ

た
件

名
、

金
額

、
工

期
の

一
覧

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
2
6

5
/
1
8

65
4/

19
都

市
計

画
事

業
鳥

場
汚

水
幹

線
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（6

21
9工

区
）の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

鳥
場

汚
水

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（6
21

9工
区

）の
金

入
り

設
計

書
開

示
5
/
2

5
/
8

66
4/

19

教
員

の
人

事
評

価
シ

ス
テ

ム
と

、
給

与
と

の
連

結
方

法
が

わ
か

る
文

書
教

育
委

員
会

事
務

局
学

校
教

育
部 教

職
員

課

教
員

の
人

事
評

価
シ

ス
テ

ム
と

、
給

与
と

の
連

結
方

法
が

わ
か

る
文

書
開

示
4
/
2
5

5
/
2

郵
送

67
4/

19
熊

本
地

震
に

伴
う

健
軍

文
化

ﾎ
ｰ

ﾙ
復

旧
工

事
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
建

築
住

宅
部

営
繕

課

熊
本

地
震

に
伴

う
健

軍
文

化
ﾎ

ｰ
ﾙ

復
旧

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
4
/
2
0

4
/
2
1

7



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

68
4/

19
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

03
年

第
25

0号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
03

年
第

25
0号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
2
0

4
/
2
6

69
4/

21

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
59

-0
42

、
S
53

-0
04

、
S4

6-
11

7、
S4

2-
16

6、
A

62
-8

9-
01

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
59

-0
42

、
S
53

-0
04

、
S4

6-
11

7、
S4

2-
16

6、
A

62
-8

9-
01

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
2
4

4
/
2
7

70
4/

21
■

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

　
S
54

-0
27

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
54

-0
27

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

開
示

4
/
2
6

4
/
2
8

71
4/

24

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
12

年
第

21
6号

A
、

12
年

第
21

3号
D

-
6 ･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
12

年
第

21
6号

A
、

12
年

第
21

3号
D

-
6 ･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
2
6

4
/
2
7

72
4/

24

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

46
-0

54
・全

部
・復

元
協

議
書

・カ
ラ

ー
希

望
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

06
-0

97
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

46
-0

54
・全

部
・復

元
協

議
書

・カ
ラ

ー
希

望
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

06
-0

97
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
2
6

73
4/

24

下
記

期
間

内
に

新
規

で
開

設
届

を
提

出
さ

れ
た

理
美

容
店

の
一

覧
表

項
目

：店
舗

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

申
請

者
名

期
間

：2
01

7年
3月

29
日

よ
り

20
17

年
4月

24
日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
開

設
届

を
提

出
さ

れ
た

理
美

容
店

の
一

覧
表

項
目

：店
舗

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

申
請

者
名

期
間

：2
01

7年
3月

29
日

よ
り

20
17

年
4月

24
日

開
示

4
/
2
8

5
/
9

74
4/

25
都

市
計

画
事

業
西

部
汚

水
17

号
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（6
20

7工
区

）の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

西
部

汚
水

17
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（6

20
7工

区
）の

金
入

り
設

計
書

開
示

4
/
2
8

5
/
2

75
4/

25
東

部
汚

水
45

号
幹

線
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（5

22
0工

区
）

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

東
部

汚
水

45
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（5
22

0工
区

）
開

示
4
/
2
7

5
/
1

76
4/

25
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

17
年

01
7号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
17

年
01

7号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

4
/
2
6

4
/
2
8

77
4/

25
■

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

　
D

-3
、

08
-1

04
・全

部
・復

元
協

議
書

・カ
ラ

ー
希

望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

D
-3

、
08

-1
04

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
5
/
2

5
/
9

78
4/

27
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

07
年

第
76

号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
07

年
第

76
号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
5
/
1

5
/
9

79
4/

27
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

01
-5

34
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
01

-5
34

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
5
/
1

5
/
1
1

8



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

80
4/

27

西
部

地
区

水
路

清
掃

等
業

務
委

託
（単

価
契

約
）

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

西
部

地
区

水
路

清
掃

等
業

務
委

託
（単

価
契

約
）

の
金

入
り

設
計

書
開

示
5
/
1

5
/
1
0

81
5/

1
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

09
年

第
17

9号
　

B
-1

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
09

年
第

17
9号

　
B

-1
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
5
/
2

5
/
9

82
5/

1
都

市
計

画
事

業
東

部
汚

水
48

号
幹

線
及

び
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（6
22

7工
区

）の
金

入
り

設
計

書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

東
部

汚
水

48
号

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（6

22
7工

区
）の

金
入

り
設

計
書

開
示

5
/
8

5
/
1
1

83
5/

1
下

水
道

災
害

復
旧

工
事

(第
98

号
)そ

の
2の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

下
水

道
災

害
復

旧
工

事
(第

98
号

)そ
の

2の
金

入
り

設
計

書
開

示
5
/
9

5
/
9

84
5/

1
熊

本
地

震
に

伴
う

田
迎

公
園

運
動

施
設

ﾌ
ﾟｰ

ﾙ
復

旧
工

事
【余

裕
工

期
あ

り
】の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
建

築
住

宅
部

営
繕

課

熊
本

地
震

に
伴

う
田

迎
公

園
運

動
施

設
ﾌ
ﾟｰ

ﾙ
復

旧
工

事
【余

裕
工

期
あ

り
】の

金
入

り
設

計
書

開
示

5
/
1

5
/
1
1

85
5/

1

市
道

改
寄

町
小

糸
山

町
第

2号
線

外
2路

線
排

水
路

整
備

工
事

（2
工

区
）の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

道
路

課

市
道

改
寄

町
小

糸
山

町
第

2号
線

外
2路

線
排

水
路

整
備

工
事

（2
工

区
）の

金
入

り
設

計
書

開
示

5
/
8

5
/
1
0

86
5/

1

平
成

28
年

4/
1～

4/
31

ま
で

に
新

規
で

営
業

許
可

を
取

得
し

た
美

容
所

の
―

覧
表

.
【取

得
希

望
情

報
】

・施
設

名
称

・施
設

所
在

地
・電

話
番

号
・確

認
年

月
日

・開
設

者
名

(可
能

で
あ

れ
ば

)
※

上
記

以
タ

ト
の

情
報

が
含

ま
れ

て
い

て
も

問
題

な
し

管
轄

エ
リ

ア
全

て

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

28
年

4/
1～

4/
31

ま
で

に
新

規
で

確
認

し
た

し
た

熊
本

市
内

の
美

容
所

の
下

記
に

関
す

る
―

覧
表

項
目

：施
設

名
称

・施
設

所
在

地
・電

話
番

号
・確

認
年

月
日

・開
設

者
名

開
示

5
/
1
1

5
/
2
2

郵
送

87
5/

1
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

10
年

第
11

3号
　

B
-1

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
10

年
第

11
3号

　
B

-1
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

5
/
2

5
/
9

88
5/

1
老

朽
給

水
管

（鉛
管

）切
替

工
事

（3
工

区
）工

事
の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
維

持
管

理
部

水
相

談
課

老
朽

給
水

管
（鉛

管
）切

替
工

事
（3

工
区

）工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
5
/
8

5
/
1
6

89
5/

1
南

区
城

南
町

永
地

区
φ

15
0・

10
0・

75
・5

0粍
配

水
管

布
設

工
事

の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
水

道
整

備
課

南
区

城
南

町
永

地
区

φ
15

0・
10

0・
75

・5
0粍

配
水

管
布

設
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

5
/
1
2

5
/
1
6

90
5/

2

市
道

改
寄

町
小

糸
山

町
第

2号
線

外
2路

線
排

水
路

整
備

工
事

（3
工

区
）の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

道
路

課

市
道

改
寄

町
小

糸
山

町
第

2号
線

外
2路

線
排

水
路

整
備

工
事

（3
工

区
）の

金
入

り
設

計
書

開
示

5
/
8

5
/
1
1

9



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

91
5/

2
南

区
城

南
町

築
地

（築
地

公
民

館
）付

近
φ

10
0

粍
配

水
管

布
設

替
他

2件
工

事
【余

裕
工

期
あ

り
】

の
金

入
り

設
計

書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

南
区

城
南

町
築

地
（築

地
公

民
館

）付
近

φ
10

0
粍

配
水

管
布

設
替

他
2件

工
事

【余
裕

工
期

あ
り

】
の

金
入

り
設

計
書

開
示

5
/
9

6
/
2

郵
送

92
5/

2
公

共
下

水
道

施
設

補
修

（東
部

-1
地

区
）工

事
（第

18
-2

90
01

工
区

）の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

維
持

管
理

部
管

路
維

持
課

公
共

下
水

道
施

設
補

修
（東

部
-1

地
区

）工
事

（第
18

-2
90

01
工

区
）の

金
入

り
設

計
書

開
示

5
/
2
2

6
/
2

郵
送

93
5/

2
都

市
計

画
事

業
西

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

放
流

管
布

設
工

事
（そ

の
1）

（6
60

2工
区

）【
総

合
評

価
方

式
】

の
金

入
り

設
計

書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

西
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

放
流

管
布

設
工

事
（そ

の
1）

（6
60

2工
区

）【
総

合
評

価
方

式
】

の
金

入
り

設
計

書
開

示
5
/
9

6
/
2

郵
送

94
5/

2

東
部

地
区

道
路

構
造

物
災

害
復

旧
工

事
（そ

の
2）

（単
価

契
約

）の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

道
路

課

東
部

地
区

道
路

構
造

物
災

害
復

旧
工

事
（そ

の
2）

（単
価

契
約

）の
金

入
り

設
計

書
開

示
5
/
6

5
/
1
8

郵
送

95
5/

2
■

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

　
市

指
令

（計
建

）第
49

号
・全

部
・復

元
協

議
書

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

市
指

令
（計

建
）第

49
号

・全
部

・復
元

協
議

書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
5
/
9

5
/
1
1

96
5/

2
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

02
-1

88
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
02

-1
88

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
5
/
9

5
/
1
1

97
5/

8
管

渠
長

寿
命

化
対

策
（東

町
地

区
）管

渠
更

生
工

事
（第

18
-2

82
06

工
区

）の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

維
持

管
理

部
管

路
維

持
課

管
渠

長
寿

命
化

対
策

（東
町

地
区

）管
渠

更
生

工
事

（第
18

-2
82

06
工

区
）の

金
入

り
設

計
書

開
示

5
/
1
5

5
/
2
2

98
5/

8
東

区
秋

津
町

沼
山

津
（上

沼
山

津
橋

）φ
80

0粍
送

水
管

布
設

替
工

事
の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

東
区

秋
津

町
沼

山
津

（上
沼

山
津

橋
）φ

80
0粍

送
水

管
布

設
替

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
5
/
1
1

5
/
1
5

99
5/

8
■

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

　
熊

本
市

指
令

（計
建

）第
11

5号
・全

部
・復

元
協

議
書

・カ
ラ

ー
希

望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

市
指

令
（計

建
）第

11
5号

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

開
示

5
/
9

10
0

5/
8

○
町

内
○

○
公

民
館

建
設

に
伴

う
一

連
の

書
類

中
央

区
役

所
区

民
部

総
務

企
画

課

○
町

内
○

○
公

民
館

建
設

に
伴

う
一

連
の

書
類

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

5
/
1
8

5
/
2
3

10
1

5/
9

都
市

計
画

事
業

阿
高

汚
水

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（6
22

0工
区

）の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

阿
高

汚
水

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（6
22

0工
区

）の
金

入
り

設
計

書
開

示
5
/
1
2

5
/
1
6

10
2

5/
9

都
市

計
画

事
業

中
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

汚
泥

洗
浄

槽
撤

去
外

工
事

（6
70

5工
区

）の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

中
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

汚
泥

洗
浄

槽
撤

去
外

工
事

（6
70

5工
区

）の
金

入
り

設
計

書
開

示
5
/
1
5

5
/
1
7

10
3

5/
9

・老
朽

給
水

管
（鉛

管
）切

替
工

事
（1

工
区

）
・老

朽
給

水
管

（鉛
管

）切
替

工
事

（4
工

区
）

上
記

の
金

入
り

設
計

書

上
下

水
道

局
維

持
管

理
部

水
相

談
課

・老
朽

給
水

管
（鉛

管
）切

替
工

事
（1

工
区

）
・老

朽
給

水
管

（鉛
管

）切
替

工
事

（4
工

区
）

上
記

の
金

入
り

設
計

書
開

示
5
/
1
6

5
/
2
6

郵
送

10



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

10
4

5/
9

北
部

地
区

（2
工

区
）水

路
除

草
等

業
務

委
託

（単
価

契
約

）（
そ

の
2）

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

北
部

地
区

（2
工

区
）水

路
除

草
等

業
務

委
託

（単
価

契
約

）（
そ

の
2）

の
金

入
り

設
計

書
開

示
5
/
1
6

5
/
2
6

郵
送

10
5

5/
9

立
田

山
憩

い
の

森
災

害
復

旧
工

事
の

金
入

り
設

計
書

環
境

局
環

境
推

進
部

環
境

共
生

課

立
田

山
憩

い
の

森
災

害
復

旧
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

5
/
1
1

5
/
2
6

郵
送

10
6

5/
9

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
45

、
30

5-
29

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
45

、
30

5-
29

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

5
/
1
0

10
7

5/
9

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
41

-0
43

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
41

-0
43

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
5
/
1
0

5
/
2
4

10
8

5/
10

市
道

改
寄

町
小

糸
山

町
第

2号
線

外
2路

線
排

水
路

整
備

工
事

（6
工

区
）の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

道
路

課

市
道

改
寄

町
小

糸
山

町
第

2号
線

外
2路

線
排

水
路

整
備

工
事

（6
工

区
）の

金
入

り
設

計
書

開
示

5
/
1
2

5
/
1
7

10
9

5/
10

1　
東

区
沼

山
津

4丁
目

○
番

付
近

φ
10

0・
75

・5
0

粍
配

水
管

布
設

替
他

1件
工

事
【余

裕
工

期
あ

り
】

2　
南

区
富

合
町

南
田

尻
○

番
地

付
近

φ
75

・5
0

粍
配

水
管

布
設

替
他

2件
工

事
【余

裕
工

期
あ

り
】

3　
北

区
鶴

羽
田

3丁
目

○
番

付
近

φ
40

0粍
送

水
管

布
設

替
他

3件
工

事
【余

裕
工

期
あ

り
】

4　
南

区
城

南
町

塚
原

豊
田

小
学

校
付

近
φ

30
0

粍
配

水
管

布
設

工
事

【総
合

評
価

方
式

】【
余

裕
工

期
あ

り
】

5　
南

区
城

南
町

沈
目

～
舞

原
間

φ
30

0・
15

0・
10

0粍
配

水
管

布
設

他
2件

工
事

【総
合

評
価

方
式

】【
余

裕
工

期
あ

り
】

6　
東

区
秋

津
町

沼
山

津
（上

沼
山

津
橋

）φ
80

0
粍

送
水

管
布

設
替

工
事

【総
合

評
価

方
式

】【
余

裕
工

期
あ

り
】

上
記

の
金

入
り

設
計

書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

1　
東

区
沼

山
津

4丁
目

○
番

付
近

φ
10

0・
75

・5
0

粍
配

水
管

布
設

替
他

1件
工

事
【余

裕
工

期
あ

り
】

2　
南

区
富

合
町

南
田

尻
○

番
地

付
近

φ
75

・5
0

粍
配

水
管

布
設

替
他

2件
工

事
【余

裕
工

期
あ

り
】

3　
北

区
鶴

羽
田

3丁
目

○
番

付
近

φ
40

0粍
送

水
管

布
設

替
他

3件
工

事
【余

裕
工

期
あ

り
】

4　
南

区
城

南
町

塚
原

豊
田

小
学

校
付

近
φ

30
0

粍
配

水
管

布
設

工
事

【総
合

評
価

方
式

】【
余

裕
工

期
あ

り
】

5　
南

区
城

南
町

沈
目

～
舞

原
間

φ
30

0・
15

0・
10

0粍
配

水
管

布
設

他
2件

工
事

【総
合

評
価

方
式

】【
余

裕
工

期
あ

り
】

6　
東

区
秋

津
町

沼
山

津
（上

沼
山

津
橋

）φ
80

0
粍

送
水

管
布

設
替

工
事

【総
合

評
価

方
式

】【
余

裕
工

期
あ

り
】

上
記

の
金

入
り

設
計

書

開
示

5
/
1
2

5
/
1
9

郵
送

11
0

5/
10

・北
区

植
木

町
山

本
○

番
地

付
近

φ
15

0・
50

粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

・東
区

沼
山

津
4丁

目
○

番
付

近
φ

10
0・

75
・5

0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1件

工
事

上
記

の
金

入
り

設
計

書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

・北
区

植
木

町
山

本
○

番
地

付
近

φ
15

0・
50

粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

・東
区

沼
山

津
4丁

目
○

番
付

近
φ

10
0・

75
・5

0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1件

工
事

上
記

の
金

入
り

設
計

書

開
示

5
/
1
2

6
/
2
3

11
1

5/
10

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
11

年
第

24
7号

10
～

12
、

15
･協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
11

年
第

24
7号

10
～

12
、

15
･協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
5
/
1
2

5
/
1
8

11



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

11
2

5/
10

下
記

小
学

校
の

一
般

競
争

入
札

（W
T

O
）【

小
学

校
情

報
機

器
】に

実
施

に
伴

う
入

札
仕

様
書

・清
水

小
学

校
他

5校
・壺

川
小

学
校

他
5校

・田
原

小
学

校
他

5校
・秋

津
小

学
校

他
5校

・川
尻

小
学

校
他

5校
・飽

田
南

小
学

校
他

6校
・高

橋
小

学
校

他
8校

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部 学
務

課

下
記

小
学

校
の

一
般

競
争

入
札

（W
T

O
）【

小
学

校
情

報
機

器
】に

実
施

に
伴

う
入

札
仕

様
書

・清
水

小
学

校
他

5校
・壺

川
小

学
校

他
5校

・田
原

小
学

校
他

5校
・秋

津
小

学
校

他
5校

・川
尻

小
学

校
他

5校
・飽

田
南

小
学

校
他

6校
・高

橋
小

学
校

他
8校

開
示

5
/
1
2

5
/
1
5

11
3

5/
10

南
区

富
合

町
南

田
尻

○
番

地
付

近
φ

75
・5

0粍
配

水
管

布
設

替
他

2件
工

事
の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

南
区

富
合

町
南

田
尻

○
番

地
付

近
φ

75
・5

0粍
配

水
管

布
設

替
他

2件
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

5
/
1
1

5
/
1
5

11
4

5/
10

熊
本

市
が

現
存

す
る

居
宅

サ
ー

ビ
ス

事
業

の
う

ち
、

「訪
問

介
護

｣｢
訪

問
入

浴
介

護
｣｢

通
所

介
護

｣
｢福

祉
用

具
貸

与
｣「

短
期

入
所

生
活

介
護

｣｢
居

宅
介

護
支

援
｣｢

定
期

巡
回

・随
時

対
応

型
訪

問
介

護
看

護
｣「

地
域

密
着

型
通

所
介

護
｣「

夜
間

対
応

訪
問

介
護

｣「
認

知
症

対
応

型
通

所
介

護
｣「

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
｣「

看
護

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
｣の

11
ｻ

ｰ
ﾋ
ﾞｽ

に
つ

い
て

、
「ｻ

ｰ
ﾋ
ﾞｽ

種
類

名
」「

事
業

主
体

名
｣｢

事
業

所
名

｣「
郵

便
番

号
｣｢

住
所

｣「
電

話
番

号
」「

F
A

X
番

号
｣「

介
護

保
険

事
業

所
番

号
」が

記
載

さ
れ

た
平

成
29

年
4月

1
日

時
点

で
開

設
済

み
の

事
業

所
一

覧
表

。

健
康

福
祉

局
福

祉
部

高
齢

介
護

福
祉

課

熊
本

市
が

現
存

す
る

居
宅

サ
ー

ビ
ス

事
業

の
う

ち
、

「訪
問

介
護

｣｢
訪

問
入

浴
介

護
｣｢

通
所

介
護

｣
｢福

祉
用

具
貸

与
｣「

短
期

入
所

生
活

介
護

｣｢
居

宅
介

護
支

援
｣｢

定
期

巡
回

・随
時

対
応

型
訪

問
介

護
看

護
｣「

地
域

密
着

型
通

所
介

護
｣「

夜
間

対
応

訪
問

介
護

｣「
認

知
症

対
応

型
通

所
介

護
｣「

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
｣「

看
護

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
｣の

11
ｻ

ｰ
ﾋ
ﾞｽ

に
つ

い
て

、
「ｻ

ｰ
ﾋ
ﾞｽ

種
類

名
」「

事
業

主
体

名
｣｢

事
業

所
名

｣「
郵

便
番

号
｣｢

住
所

｣「
電

話
番

号
」「

F
A

X
番

号
｣「

介
護

保
険

事
業

所
番

号
」が

記
載

さ
れ

た
平

成
29

年
4月

1
日

時
点

で
開

設
済

み
の

事
業

所
一

覧
表

。

開
示

5
/
1
7

6
/
6

郵
送

11
5

5/
10

　
一

般
競

争
入

札
（小

学
校

情
報

機
器

）（
高

橋
小

学
校

他
8校

）参
加

業
者

の
審

査
結

果
に

つ
い

て
（通

知
）

総
務

局
契

約
管

理
部

契
約

政
策

課

　
一

般
競

争
入

札
（小

学
校

情
報

機
器

）（
高

橋
小

学
校

他
8校

）参
加

業
者

の
審

査
結

果
に

つ
い

て
（通

知
）

開
示

5
/
1
2

5
/
1
5

11
6

5/
11

都
市

計
画

事
業

東
部

汚
水

48
号

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（6

22
7工

区
）の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

東
部

汚
水

48
号

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（6

22
7工

区
）の

金
入

り
設

計
書

開
示

5
/
1
2

5
/
1
6

11
7

5/
11

動
植

物
園

配
水

管
布

設
替

工
事

の
金

入
り

設
計

書
経

済
観

光
局

観
光

交
流

部
動

植
物

園

動
植

物
園

配
水

管
布

設
替

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
5
/
1
7

5
/
1
7

11
8

5/
11

下
水

道
災

害
復

旧
工

事
(第

98
号

)そ
の

2の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
下

水
道

整
備

課

下
水

道
災

害
復

旧
工

事
(第

98
号

)そ
の

2の
金

入
り

設
計

書
開

示
5
/
1
5

5
/
1
7

11
9

5/
11

都
市

計
画

事
業

西
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

放
流

管
布

設
工

事
（そ

の
2）

（6
60

3工
区

）の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

西
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

放
流

管
布

設
工

事
（そ

の
2）

（6
60

3工
区

）の
金

入
り

設
計

書
開

示
5
/
1
5

5
/
1
7

12
0

5/
11

都
市

計
画

事
業

赤
見

汚
水

幹
線

及
び

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（6
22

1工
区

）の
金

入
り

設
計

書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

赤
見

汚
水

幹
線

及
び

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（6
22

1工
区

）の
金

入
り

設
計

書
開

示
5
/
1
7

5
/
1
7

12
1

5/
11

都
市

計
画

事
業

西
部

汚
水

17
号

幹
線

下
水

道
築

造
工

事
（6

21
5工

区
）の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

西
部

汚
水

17
号

幹
線

下
水

道
築

造
工

事
（6

21
5工

区
）の

金
入

り
設

計
書

開
示

5
/
1
2

5
/
1
7

12



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

12
2

5/
11

熊
本

地
震

に
伴

う
田

迎
公

園
運

動
施

設
体

育
館

復
旧

工
事

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

建
築

住
宅

部
営

繕
課

熊
本

地
震

に
伴

う
田

迎
公

園
運

動
施

設
体

育
館

復
旧

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
5
/
1
1

5
/
1
5

12
2.

02
5/

11
一

般
県

道
六

嘉
秋

津
新

町
線

災
害

復
旧

工
事

（そ
の

3）
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

震
災

土
木

施
設

対
策

課

一
般

県
道

六
嘉

秋
津

新
町

線
災

害
復

旧
工

事
（そ

の
3）

の
金

入
り

設
計

書
開

示
5
/
1
9

5
/
2
5

12
3

5/
11

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
57

-0
72

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
57

-0
72

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

開
示

5
/
1
2

5
/
1
9

12
4

5/
11

都
市

計
画

道
路

上
熊

本
法

成
寺

線
舗

装
工

事
（そ

の
1）

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

熊
本

駅
周

辺
整

備
事

務
所

鉄
道

高
架

関
連

整
備

室

都
市

計
画

道
路

上
熊

本
法

成
寺

線
舗

装
工

事
（そ

の
1）

の
金

入
り

設
計

書
開

示
5
/
1
6

5
/
1
7

12
5

5/
11

都
市

計
画

事
業

鳥
場

汚
水

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（6

21
7工

区
）の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

鳥
場

汚
水

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（6

21
7工

区
）の

金
入

り
設

計
書

開
示

5
/
1
7

5
/
3
1

12
6

5/
11

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
11

年
第

07
5号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
11

年
第

07
5号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
5
/
1
2

12
7

5/
11

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
04

年
22

3号
・5

87
号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
04

年
22

3号
・5

87
号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
5
/
1
5

5
/
1
7

12
8

5/
11

下
記

の
入

札
状

況
調

書
東

部
環

境
工

場
環

境
測

定
分

析
業

務
（2

件
分

）
（排

ガ
ス

、
排

水
、

灰
性

状
、

ダ
イ

オ
キ

シ
ン

等
）

H
26

～
H

28
の

3ヵ
年

分

環
境

局
資

源
循

環
部

東
部

環
境

工
場

東
部

環
境

工
場

ﾀ
ﾞｲ

ｵ
ｷ
ｼ

ﾝ
類

等
分

析
業

務
委

託
及

び
東

部
環

境
工

場
水

質
等

検
査

業
務

委
託

の
入

札
状

況
調

書
（排

ガ
ス

、
排

水
、

灰
性

状
、

ダ
イ

オ
キ

シ
ン

等
）

H
26

～
H

28
の

3ヵ
年

分

開
示

5
/
3
0

6
/
6

12
9

5/
12

南
区

城
南

町
永

地
区

φ
15

0・
10

0・
75

・5
0粍

配
水

管
布

設
工

事
の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

南
区

城
南

町
永

地
区

φ
15

0・
10

0・
75

・5
0粍

配
水

管
布

設
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

5
/
1
7

5
/
1
9

13
0

5/
12

平
成

29
年

4月
1日

～
平

成
29

年
4月

30
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
美

容
所

一
覧

。
項

目
：施

設
名

称
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
開

設
者

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名
。

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

29
年

4月
1日

～
平

成
29

年
4月

30
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

確
認

し
た

美
容

所
の

下
記

に
関

す
る

一
覧

。
項

目
：施

設
名

称
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
開

設
者

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名
。

開
示

5
/
1
7

5
/
1
9

13
1

5/
12

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

（池
上

工
区

）花
園

高
架

1号
橋

下
部

工
（P

5)
 工

事
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

（池
上

工
区

）花
園

高
架

1号
橋

下
部

工
（P

5)
 工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

5
/
1
5

5
/
1
7

13
2

5/
12

大
和

団
地

汚
水

管
渠

改
修

工
事

（第
18

-2
86

02
工

区
）の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
維

持
管

理
部

管
路

維
持

課

大
和

団
地

汚
水

管
渠

改
修

工
事

（第
18

-2
86

02
工

区
）の

金
入

り
設

計
書

開
示

5
/
2
3

5
/
2
9

13



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

13
3

5/
12

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
45

-3
34

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
45

-3
34

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

5
/
1
5

13
4

5/
12

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
（平

成
29

年
2月

11
日

～
3月

10
日

届
出

分
)建

築
物

に
限

る
都

市
建

設
局

都
市

政
策

部
開

発
景

観
課

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
（平

成
29

年
2月

11
日

～
3月

10
日

届
出

分
)建

築
物

に
限

る
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

5
/
1
5

5
/
2
4

13
5

5/
12

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
14

年
第

21
6号

･全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
14

年
第

21
6号

･全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

5
/
1
7

5
/
1
9

13
6

5/
12

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
平

成
12

年
度

01
-0

68
号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
平

成
12

年
度

01
-0

68
号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
5
/
1
7

5
/
1
8

13
7

5/
16

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
05

年
第

63
号

（C
-4

）
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
05

年
第

63
号

（C
-4

）
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
5
/
1
7

5
/
1
9

13
8

5/
16

・東
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

B
系

汚
泥

脱
水

機
N

o.
3ｵ

ｰ
ﾊ

ﾞｰ
ﾎ

ｰ
ﾙ

工
事

・東
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

B
系

遠
心

濃
縮

機
ｵ

ｰ
ﾊ

ﾞｰ
ﾎ

ｰ
ﾙ

工
事

・都
市

計
画

事
業

東
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

消
化

ガ
ス

発
電

設
備

設
置

工
事

（5
2工

区
）

・東
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

汚
泥

脱
水

機
N

o.
4ｵ

ｰ
ﾊ

ﾞｰ
ﾎ

ｰ
ﾙ

工
事

・西
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

2号
消

化
槽

攪
拌

機
ｵ

ｰ
ﾊ

ﾞｰ
ﾎ

ｰ
ﾙ

工
事

・西
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

消
化

槽
攪

拌
機

ｵ
ｰ

ﾊ
ﾞｰ

ﾎ
ｰ

ﾙ
工

事
・都

市
計

画
事

業
中

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

機
械

濃
縮

機
機

械
設

備
そ

の
他

工
事

（5
7工

区
）

上
記

の
工

事
成

績
評

点

総
務

局
契

約
管

理
部

技
術

管
理

課
検

査
室

・東
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

B
系

汚
泥

脱
水

機
N

o.
3ｵ

ｰ
ﾊ

ﾞｰ
ﾎ

ｰ
ﾙ

工
事

・東
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

B
系

遠
心

濃
縮

機
ｵ

ｰ
ﾊ

ﾞｰ
ﾎ

ｰ
ﾙ

工
事

・都
市

計
画

事
業

東
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

消
化

ガ
ス

発
電

設
備

設
置

工
事

（5
2工

区
）

・東
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

汚
泥

脱
水

機
N

o.
4ｵ

ｰ
ﾊ

ﾞｰ
ﾎ

ｰ
ﾙ

工
事

・西
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

2号
消

化
槽

攪
拌

機
ｵ

ｰ
ﾊ

ﾞｰ
ﾎ

ｰ
ﾙ

工
事

・西
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

消
化

槽
攪

拌
機

ｵ
ｰ

ﾊ
ﾞｰ

ﾎ
ｰ

ﾙ
工

事
・都

市
計

画
事

業
中

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

機
械

濃
縮

機
機

械
設

備
そ

の
他

工
事

（5
7工

区
）

上
記

の
工

事
成

績
評

点

開
示

5
/
1
9

5
/
3
1

13
9

5/
16

・中
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

消
化

ガ
ス

発
電

設
備

保
守

点
検

業
務

委
託

の
業

務
委

託
成

績
評

点
20

13
年

度
～

20
15

年
度

上
下

水
道

局
維

持
管

理
部

水
再

生
課

中
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

・中
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

消
化

ガ
ス

発
電

設
備

保
守

点
検

業
務

委
託

の
業

務
委

託
成

績
評

点
20

13
年

度
～

20
15

年
度

開
示

5
/
2
5

5
/
3
1

14
0

5/
16

南
区

城
南

町
沈

目
～

舞
原

間
φ

30
0・

15
0・

10
0

粍
配

水
管

布
設

他
2件

工
事

【総
合

評
価

方
式

】
【余

裕
工

期
あ

り
】

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

南
区

城
南

町
沈

目
～

舞
原

間
φ

30
0・

15
0・

10
0

粍
配

水
管

布
設

他
2件

工
事

【総
合

評
価

方
式

】
【余

裕
工

期
あ

り
】

開
示

5
/
1
8

6
/
2

郵
送

14
1

5/
16

都
市

計
画

事
業

東
部

汚
水

48
号

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（6

22
7工

区
）【

総
合

評
価

方
式

】の
金

入
り

設
計

書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

東
部

汚
水

48
号

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（6

22
7工

区
）【

総
合

評
価

方
式

】の
金

入
り

設
計

書
開

示
5
/
1
8

6
/
2

郵
送

14
2

5/
16

都
市

計
画

事
業

西
部

汚
水

17
号

幹
線

下
水

道
築

造
工

事
（6

21
5工

区
）【

総
合

評
価

方
式

】の
金

入
り

設
計

書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

西
部

汚
水

17
号

幹
線

下
水

道
築

造
工

事
（6

21
5工

区
）【

総
合

評
価

方
式

】の
金

入
り

設
計

書
開

示
5
/
1
7

6
/
2

郵
送

14



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

14
3

5/
16

都
市

計
画

事
業

中
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

汚
泥

洗
浄

槽
撤

去
外

工
事

（6
70

5工
区

）の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

中
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

汚
泥

洗
浄

槽
撤

去
外

工
事

（6
70

5工
区

）の
金

入
り

設
計

書
開

示
5
/
1
8

6
/
2

郵
送

14
4

5/
16

動
植

物
園

配
水

管
布

設
替

工
事

の
金

入
り

設
計

書
経

済
観

光
局

観
光

交
流

部
動

植
物

園

動
植

物
園

配
水

管
布

設
替

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
5
/
1
7

6
/
2

郵
送

14
5

5/
16

西
部

地
区

道
路

構
造

物
災

害
復

旧
工

事
（そ

の
1）

（単
価

契
約

）の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

道
路

課

西
部

地
区

道
路

構
造

物
災

害
復

旧
工

事
（そ

の
1）

（単
価

契
約

）の
金

入
り

設
計

書
開

示
5
/
2
4

6
/
2

郵
送

14
6

5/
16

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
13

年
第

97
号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
13

年
第

97
号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
5
/
1
7

5
/
1
9

14
7

5/
17

熊
本

市
が

運
営

す
る

「熊
本

市
立

中
学

校
」か

ら
無

作
為

に
抽

出
し

た
以

下
10

校
に

お
い

て
、

20
16

年
度

に
実

施
さ

れ
た

、
定

期
考

査
（中

間
テ

ス
ト
、

期
末

テ
ス

ト
、

学
年

末
テ

ス
ト
等

）の
内

、
数

学
の

教
科

に
関

す
る

試
験

問
題

3学
年

分
の

資
料

。
（指

定
中

学
校

）
長

嶺
中

学
校

、
桜

山
中

学
校

、
井

芹
中

学
校

、
龍

田
中

学
校

、
下

益
城

城
南

中
学

校
、

鹿
南

中
学

校
、

西
原

中
学

校
、

天
明

中
学

校
、

東
町

中
学

校
、

楠
中

学
校

教
育

委
員

会
事

務
局

学
校

教
育

部 指
導

課

熊
本

市
が

運
営

す
る

「熊
本

市
立

中
学

校
」か

ら
無

作
為

に
抽

出
し

た
以

下
10

校
に

お
い

て
、

20
16

年
度

に
実

施
さ

れ
た

、
定

期
考

査
（中

間
テ

ス
ト
、

期
末

テ
ス

ト
、

学
年

末
テ

ス
ト
等

）の
内

、
数

学
の

教
科

に
関

す
る

試
験

問
題

3学
年

分
の

資
料

。
（指

定
中

学
校

）
長

嶺
中

学
校

、
桜

山
中

学
校

、
井

芹
中

学
校

、
龍

田
中

学
校

、
下

益
城

城
南

中
学

校
、

鹿
南

中
学

校
、

西
原

中
学

校
、

天
明

中
学

校
、

東
町

中
学

校
、

楠
中

学
校

開
示

6
/
6

6
/
1
9

郵
送

14
8

5/
17

平
成

29
年

1月
1日

か
ら

平
成

29
年

４
月

30
日

ま
で

の
住

居
表

示
番

号
付

定
申

請
に

伴
っ

た
当

該
住

居
表

示
台

帳

市
民

局
市

民
生

活
部

地
域

政
策

課

有 6/
30

平
成

29
年

1月
1日

か
ら

平
成

29
年

４
月

30
日

ま
で

の
住

居
表

示
番

号
付

定
申

請
に

伴
っ

た
当

該
住

居
表

示
台

帳

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
3
0

7
/
1
0

郵
送

14
9

5/
17

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
第

07
-3

13
号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
第

07
-3

13
号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

5
/
2
2

5
/
2
4

15
0

5/
17

東
区

錦
ヶ

丘
（錦

ヶ
丘

中
学

校
付

近
）φ

70
0粍

配
水

管
推

進
工

事
の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

東
区

錦
ヶ

丘
（錦

ヶ
丘

中
学

校
付

近
）φ

70
0粍

配
水

管
推

進
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

5
/
2
3

5
/
2
3

15
1

5/
17

市
道

改
寄

町
小

糸
山

町
第

2号
線

外
2路

線
排

水
路

整
備

工
事

（5
工

区
）の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

道
路

課

市
道

改
寄

町
小

糸
山

町
第

2号
線

外
2路

線
排

水
路

整
備

工
事

（5
工

区
）の

金
入

り
設

計
書

開
示

5
/
1
9

5
/
2
3

15
2

5/
18

熊
本

地
震

に
伴

う
熊

本
市

総
合

体
育

館
・青

年
会

館
機

械
そ

の
他

設
備

復
旧

工
事

の
金

入
り

設
計

書

都
市

建
設

局
建

築
住

宅
部

設
備

課

熊
本

地
震

に
伴

う
熊

本
市

総
合

体
育

館
・青

年
会

館
機

械
そ

の
他

設
備

復
旧

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
5
/
2
6

5
/
3
0

15
3

5/
18

新
西

部
環

境
工

場
余

熱
利

用
施

設
新

築
工

事
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
建

築
住

宅
部

営
繕

課

新
西

部
環

境
工

場
余

熱
利

用
施

設
新

築
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

5
/
1
9

6
/
9

15



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

15
4

5/
18

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

（花
園

工
区

）硯
川

地
区

高
架

下
造

成
工

事
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

（花
園

工
区

）硯
川

地
区

高
架

下
造

成
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

5
/
2
4

6
/
1
2

15
5

5/
18

熊
本

市
東

区
長

嶺
南

7丁
目

○
付

近
の

私
道

の
下

水
道

布
設

状
況

私
道

に
関

す
る

共
同

排
水

設
備

助
成

金
制

度
を

利
用

し
た

申
請

書
類

一
式

（当
初

）

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

計
画

調
整

課

熊
本

市
東

区
長

嶺
南

7丁
目

○
付

近
の

私
道

の
下

水
道

布
設

状
況

私
道

に
関

す
る

共
同

排
水

設
備

助
成

金
制

度
を

利
用

し
た

申
請

書
類

一
式

（当
初

）

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

5
/
2
3

5
/
3
0

15
6

5/
18

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
S
43

-4
39

号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
S
43

-4
39

号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

5
/
2
5

7
/
7

15
7

5/
19

平
成

29
年

度
熊

本
城

樹
木

等
管

理
業

務
委

託
（単

価
契

約
）の

金
入

り
設

計
書

経
済

観
光

局
熊

本
城

総
合

事
務

所

平
成

29
年

度
熊

本
城

樹
木

等
管

理
業

務
委

託
（単

価
契

約
）の

金
入

り
設

計
書

開
示

5
/
2
6

6
/
1
9

15
8

5/
19

平
成

29
年

度
富

合
地

区
街

路
樹

管
理

、
道

路
除

草
業

務
委

託
（水

防
等

含
）（

単
価

契
約

）の
金

入
り

設
計

書

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

富
合

地
域

整
備

室

平
成

29
年

度
富

合
地

区
街

路
樹

管
理

、
道

路
除

草
業

務
委

託
（水

防
等

含
）（

単
価

契
約

）の
金

入
り

設
計

書
開

示
5
/
2
9

6
/
1
9

15
9

5/
19

平
成

29
年

度
中

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

樹
木

管
理

及
び

除
草

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

維
持

管
理

部
水

再
生

課
中

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

平
成

29
年

度
中

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

樹
木

管
理

及
び

除
草

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
開

示
5
/
2
5

6
/
1
9

16
0

5/
19

平
成

29
年

度
東

部
地

区
（2

工
区

）街
路

樹
管

理
、

道
路

除
草

業
務

委
託

（水
防

等
含

）（
単

価
契

約
）

の
金

入
り

設
計

書

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

道
路

課

平
成

29
年

度
東

部
地

区
（2

工
区

）街
路

樹
管

理
、

道
路

除
草

業
務

委
託

（水
防

等
含

）（
単

価
契

約
）

の
金

入
り

設
計

書
開

示
5
/
2
6

6
/
1
9

16
1

5/
19

平
成

29
年

度
北

部
地

区
（1

工
区

）街
路

樹
管

理
、

道
路

除
草

業
務

委
託

（水
防

等
含

）（
単

価
契

約
）

の
金

入
り

設
計

書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

道
路

課

平
成

29
年

度
北

部
地

区
（1

工
区

）街
路

樹
管

理
、

道
路

除
草

業
務

委
託

（水
防

等
含

）（
単

価
契

約
）

の
金

入
り

設
計

書
開

示
5
/
2
4

6
/
1
9

16
2

5/
19

平
成

29
年

度
西

部
地

区
（1

工
区

）街
路

樹
管

理
、

道
路

除
草

業
務

委
託

（水
防

等
含

）（
単

価
契

約
）

の
金

入
り

設
計

書

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

道
路

課

平
成

29
年

度
西

部
地

区
（1

工
区

）街
路

樹
管

理
、

道
路

除
草

業
務

委
託

（水
防

等
含

）（
単

価
契

約
）

の
金

入
り

設
計

書
開

示
6
/
6

6
/
1
9

16
3

5/
19

平
成

29
年

度
植

木
地

区
街

路
樹

管
理

、
道

路
除

草
業

務
委

託
（水

防
等

含
）（

単
価

契
約

）の
金

入
り

設
計

書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

植
木

地
域

整
備

室

平
成

29
年

度
植

木
地

区
街

路
樹

管
理

、
道

路
除

草
業

務
委

託
（水

防
等

含
）（

単
価

契
約

）の
金

入
り

設
計

書
開

示
5
/
3
0

6
/
1
9

16



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

16
4

5/
19

・平
成

29
年

度
東

部
地

区
（1

工
区

）公
園

除
草

業
務

委
託

・平
成

29
年

度
東

部
地

区
（1

工
区

）公
園

管
理

業
務

委
託

（単
価

契
約

）
上

記
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

・平
成

29
年

度
東

部
地

区
（1

工
区

）公
園

除
草

業
務

委
託

・平
成

29
年

度
東

部
地

区
（1

工
区

）公
園

管
理

業
務

委
託

（単
価

契
約

）
上

記
の

金
入

り
設

計
書

開
示

5
/
2
3

6
/
1
9

16
5

5/
19

・平
成

29
年

度
北

部
地

区
（1

工
区

）公
園

除
草

業
務

委
託

・平
成

29
年

度
北

部
地

区
（1

工
区

）公
園

管
理

業
務

委
託

（単
価

契
約

）
上

記
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

・平
成

29
年

度
北

部
地

区
（1

工
区

）公
園

除
草

業
務

委
託

・平
成

29
年

度
北

部
地

区
（1

工
区

）公
園

管
理

業
務

委
託

（単
価

契
約

）
上

記
の

金
入

り
設

計
書

開
示

5
/
2
5

6
/
1
9

16
6

5/
19

・平
成

29
年

度
西

部
地

区
（1

工
区

）公
園

除
草

業
務

委
託

・平
成

29
年

度
西

部
地

区
（1

工
区

）公
園

管
理

業
務

委
託

（単
価

契
約

）
・平

成
29

年
度

白
川

左
岸

緑
地

除
草

業
務

委
託

上
記

の
金

入
り

設
計

書

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

・平
成

29
年

度
西

部
地

区
（1

工
区

）公
園

除
草

業
務

委
託

・平
成

29
年

度
西

部
地

区
（1

工
区

）公
園

管
理

業
務

委
託

（単
価

契
約

）
・平

成
29

年
度

白
川

左
岸

緑
地

除
草

業
務

委
託

上
記

の
金

入
り

設
計

書

開
示

5
/
3
1

6
/
1
9

16
7

5/
19

平
成

29
年

度
塚

原
古

墳
公

園
維

持
管

理
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

城
南

地
域

整
備

室

平
成

29
年

度
塚

原
古

墳
公

園
維

持
管

理
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

開
示

5
/
2
2

6
/
1
9

16
8

5/
19

平
成

29
年

度
緑

の
じ

ゅ
う

た
ん

管
理

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
環

境
局

環
境

推
進

部
環

境
共

生
課

平
成

29
年

度
緑

の
じ

ゅ
う

た
ん

管
理

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
開

示
5
/
2
4

6
/
1
9

16
9

5/
19

・平
成

29
年

度
動

植
物

園
花

の
休

憩
所

植
物

管
理

業
務

委
託

・平
成

28
年

度
動

植
物

園
（橋

梁
）災

害
復

旧
工

事
【余

裕
工

期
あ

り
】

上
記

の
金

入
り

設
計

書

経
済

観
光

局
観

光
交

流
部

動
植

物
園

・平
成

29
年

度
動

植
物

園
花

の
休

憩
所

植
物

管
理

業
務

委
託

・平
成

28
年

度
動

植
物

園
（橋

梁
）災

害
復

旧
工

事
【余

裕
工

期
あ

り
】

上
記

の
金

入
り

設
計

書

開
示

6
/
1

6
/
1
9

17
0

5/
19

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
S
52

-0
61

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
S
52

-0
61

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

5
/
2
4

7
/
7

・桜
町

再
開

発
事

業
の

補
助

金
12

6億
円

の
積

算
根

拠
開

示
6
/
5

6
/
8

・桜
町

再
開

発
事

業
の

事
業

認
可

申
請

書
類

一
式 ・桜

町
再

開
発

事
業

の
従

前
資

産
評

価
の

確
定

に
か

か
る

基
礎

資
料

（不
動

産
鑑

定
等

）
・桜

町
開

発
事

業
に

お
け

る
土

地
の

区
分

所
有

に
か

か
る

考
え

方
、

「（
仮

称
）熊

本
城

ﾎ
ｰ

ﾙ
」な

ら
び

に
民

間
部

分
、

各
々

の
保

留
床

に
対

す
る

所
有

面
積

・所
有

割
合

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

1
号

　
法

令
秘

情
報

3
号

　
法

人
等

情
報

6
/
5

6
/
8

17
1

5/
19

・桜
町

再
開

発
事

業
の

事
業

認
可

申
請

書
類

一
式 ・桜

町
再

開
発

事
業

の
民

間
部

分
の

保
留

床
価

額
お

よ
び

そ
の

積
算

根
拠

（計
算

ﾌ
ﾟﾛ

ｾ
ｽ
）

・桜
町

再
開

発
事

業
の

補
助

金
12

6億
円

の
積

算
根

拠
・桜

町
再

開
発

事
業

の
従

前
資

産
評

価
の

確
定

に
か

か
る

基
礎

資
料

（不
動

産
鑑

定
等

）
・桜

町
開

発
事

業
に

お
け

る
土

地
の

区
分

所
有

に
か

か
る

考
え

方
、

「（
仮

称
）熊

本
城

ﾎ
ｰ

ﾙ
」な

ら
び

に
民

間
部

分
、

各
々

の
保

留
床

に
対

す
る

所
有

面
積

・所
有

割
合

・ｻ
ﾝ

ﾋ
ﾞﾙ

・ﾌ
ﾗ
ﾜ
ｰ

ｽ
ﾞﾋ

ﾞﾙ
の

建
物

補
償

費
の

積
算

内
訳

・ｻ
ﾝ

ﾋ
ﾞﾙ

・ﾌ
ﾗ
ﾜ
ｰ

ｽ
ﾞﾋ

ﾞﾙ
の

建
物

補
償

費
の

支
払

い
領

収
書

写
し

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

都
心

活
性

推
進

課

17



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

・ｻ
ﾝ

ﾋ
ﾞﾙ

・ﾌ
ﾗ
ﾜ
ｰ

ｽ
ﾞﾋ

ﾞﾙ
の

建
物

補
償

費
の

積
算

内
訳

不
開

示
6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
6
/
5

・桜
町

再
開

発
事

業
の

民
間

部
分

の
保

留
床

価
額

お
よ

び
そ

の
積

算
根

拠
（計

算
ﾌ
ﾟﾛ

ｾ
ｽ
）

・ｻ
ﾝ

ﾋ
ﾞﾙ

・ﾌ
ﾗ
ﾜ
ｰ

ｽ
ﾞﾋ

ﾞﾙ
の

建
物

補
償

費
の

支
払

い
領

収
書

写
し

不
存

在
6
/
5

・桜
町

再
開

発
事

業
の

「（
仮

称
）熊

本
城

ﾎ
ｰ

ﾙ
」

の
保

留
床

価
額

お
よ

び
そ

の
積

算
根

拠
（計

算
ﾌ
ﾟ

ﾛ
ｾ

ｽ
）

・「
（仮

称
）熊

本
城

ﾎ
ｰ

ﾙ
」の

保
留

床
に

対
す

る
所

有
面

積

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

6
/
5

6
/
8

・「
（仮

称
）熊

本
城

ﾎ
ｰ

ﾙ
」の

保
留

床
に

対
す

る
所

有
割

合
不

存
在

6
/
5

17
3

5/
19

・熊
本

地
震

に
伴

う
熊

本
市

総
合

体
育

館
・青

年
会

館
機

械
そ

の
他

設
備

復
旧

工
事

【総
合

評
価

方
式

】【
余

裕
工

期
あ

り
】

・池
田

小
学

校
外

1校
冷

暖
房

設
備

工
事

・田
迎

小
学

校
冷

暖
房

設
備

工
事

上
記

の
金

入
り

設
計

書

都
市

建
設

局
建

築
住

宅
部

設
備

課

・熊
本

地
震

に
伴

う
熊

本
市

総
合

体
育

館
・青

年
会

館
機

械
そ

の
他

設
備

復
旧

工
事

【総
合

評
価

方
式

】【
余

裕
工

期
あ

り
】

・池
田

小
学

校
外

1校
冷

暖
房

設
備

工
事

・田
迎

小
学

校
冷

暖
房

設
備

工
事

上
記

の
金

入
り

設
計

書

開
示

5
/
2
6

6
/
5

郵
送

17
4

5/
19

・託
麻

南
小

学
校

冷
暖

房
設

備
工

事
【総

合
評

価
方

式
】

・西
原

小
学

校
冷

暖
房

設
備

工
事

上
記

の
金

入
り

設
計

書

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部 施
設

課

・託
麻

南
小

学
校

冷
暖

房
設

備
工

事
【総

合
評

価
方

式
】

・西
原

小
学

校
冷

暖
房

設
備

工
事

上
記

の
金

入
り

設
計

書

開
示

5
/
2
4

6
/
5

郵
送

17
5

5/
19

（仮
称

）余
熱

利
用

施
設

供
給

設
備

工
事

の
金

入
り

設
計

書
環

境
局

資
源

循
環

部
廃

棄
物

計
画

課
環

境
施

設
整

備
室

（仮
称

）余
熱

利
用

施
設

供
給

設
備

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
5
/
2
2

6
/
5

郵
送

17
6

5/
19

・老
朽

給
水

管
（鉛

管
）切

替
工

事
（2

工
区

）
・老

朽
給

水
管

（鉛
管

）切
替

工
事

（3
工

区
）

・老
朽

給
水

管
（鉛

管
）切

替
工

事
（1

工
区

）
・老

朽
給

水
管

（鉛
管

）切
替

工
事

（4
工

区
）

上
記

の
金

入
り

設
計

書

上
下

水
道

局
維

持
管

理
部

水
相

談
課

・老
朽

給
水

管
（鉛

管
）切

替
工

事
（2

工
区

）
・老

朽
給

水
管

（鉛
管

）切
替

工
事

（3
工

区
）

・老
朽

給
水

管
（鉛

管
）切

替
工

事
（1

工
区

）
・老

朽
給

水
管

（鉛
管

）切
替

工
事

（4
工

区
）

上
記

の
金

入
り

設
計

書

開
示

5
/
2
4

6
/
5

郵
送

17
7

5/
22

海
底

構
造

物
（攪

拌
ﾌ
ﾞﾛ

ｯ
ｸ
）及

び
淡

水
防

止
棚

（支
柱

）設
置

工
事

の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
計

画
調

整
課

海
底

構
造

物
（攪

拌
ﾌ
ﾞﾛ

ｯ
ｸ
）及

び
淡

水
防

止
棚

（支
柱

）設
置

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
5
/
2
5

5
/
2
9

17
8

5/
22

都
市

計
画

道
路

上
熊

本
駅

西
口

線
道

路
改

良
工

事
（そ

の
1）

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

熊
本

駅
周

辺
整

備
事

務
所

鉄
道

高
架

関
連

整
備

室

都
市

計
画

道
路

上
熊

本
駅

西
口

線
道

路
改

良
工

事
（そ

の
1）

の
金

入
り

設
計

書
開

示
5
/
2
3

5
/
2
9

17
1

5/
19

・桜
町

再
開

発
事

業
の

事
業

認
可

申
請

書
類

一
式 ・桜

町
再

開
発

事
業

の
民

間
部

分
の

保
留

床
価

額
お

よ
び

そ
の

積
算

根
拠

（計
算

ﾌ
ﾟﾛ

ｾ
ｽ
）

・桜
町

再
開

発
事

業
の

補
助

金
12

6億
円

の
積

算
根

拠
・桜

町
再

開
発

事
業

の
従

前
資

産
評

価
の

確
定

に
か

か
る

基
礎

資
料

（不
動

産
鑑

定
等

）
・桜

町
開

発
事

業
に

お
け

る
土

地
の

区
分

所
有

に
か

か
る

考
え

方
、

「（
仮

称
）熊

本
城

ﾎ
ｰ

ﾙ
」な

ら
び

に
民

間
部

分
、

各
々

の
保

留
床

に
対

す
る

所
有

面
積

・所
有

割
合

・ｻ
ﾝ

ﾋ
ﾞﾙ

・ﾌ
ﾗ
ﾜ
ｰ

ｽ
ﾞﾋ

ﾞﾙ
の

建
物

補
償

費
の

積
算

内
訳

・ｻ
ﾝ

ﾋ
ﾞﾙ

・ﾌ
ﾗ
ﾜ
ｰ

ｽ
ﾞﾋ

ﾞﾙ
の

建
物

補
償

費
の

支
払

い
領

収
書

写
し

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

都
心

活
性

推
進

課

17
2

5/
19

・桜
町

再
開

発
事

業
の

「（
仮

称
）熊

本
城

ﾎ
ｰ

ﾙ
」

の
保

留
床

価
額

お
よ

び
そ

の
積

算
根

拠
（計

算
ﾌ
ﾟ

ﾛ
ｾ

ｽ
）

・「
（仮

称
）熊

本
城

ﾎ
ｰ

ﾙ
」の

保
留

床
に

対
す

る
所

有
面

積
・所

有
割

合
経

済
観

光
局

観
光

交
流

部
新

ﾎ
ｰ

ﾙ
ﾏ

ﾈ
ｼ

ﾞﾒ
ﾝ

ﾄ課
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

17
9

5/
22

大
気

汚
染

防
止

法
に

基
づ

く
、

ば
い

煙
発

生
施

設
設

置
届

の
以

下
の

項
目

に
つ

い
て

、
ﾃ

ﾞｰ
ﾀ
の

開
示

請
求

・工
場

又
は

事
業

所
の

名
称

・工
場

又
は

事
業

所
の

所
在

地
・ば

い
煙

発
生

施
設

の
種

類
・名

称
及

び
型

式
・設

置
年

月
日

・燃
料

の
種

類
・通

常
の

使
用

量
（L

/ｈ
）

環
境

局
環

境
推

進
部

環
境

政
策

課

熊
本

市
内

の
ば

い
煙

発
生

施
設

・工
場

又
は

事
業

所
の

名
称

・工
場

又
は

事
業

所
の

所
在

地
・ば

い
煙

発
生

施
設

の
種

類
・名

称
及

び
型

式
・設

置
年

月
日

・燃
料

の
種

類
・通

常
の

使
用

量
（L

/ｈ
）

開
示

5
/
2
9

6
/
5

郵
送

18
0

5/
22

八
景

水
谷

水
源

地
～

立
田

山
配

水
池

間
φ

50
0・

40
0粍

廃
止

管
検

討
詳

細
設

計
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

八
景

水
谷

水
源

地
～

立
田

山
配

水
池

間
φ

50
0・

40
0粍

廃
止

管
検

討
詳

細
設

計
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

開
示

5
/
2
3

5
/
2
9

18
1

5/
23

○
○

マ
ン

シ
ョ
ン

○
の

各
階

平
面

図
及

び
付

近
見

取
図

消
防

局
総

務
部

総
務

課

○
○

マ
ン

シ
ョ
ン

○
の

各
階

平
面

図
及

び
付

近
見

取
図

開
示

6
/
2

6
/
7

18
2

5/
23

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
09

年
第

39
9号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
09

年
第

39
9号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
5
/
2
6

5
/
3
1

18
3

5/
24

専
用

水
道

台
帳

1誌
説

明
と

所
在

地
、

2井
戸

柱
状

図
ま

た
は

深
度

が
わ

か
る

資
料

、
3原

水
水

質
分

析
結

果
書

、
4装

置
図

面
(ﾌ

ﾛ
ｰ

図
）

簡
易

専
用

水
道

台
帳

(受
水

槽
容

量
30

㎥
以

上
)

1施
設

名
と

所
在

地
、

2受
水

槽
容

量

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

専
用

水
道

台
帳

1誌
説

明
と

所
在

地
、

2井
戸

柱
状

図
ま

た
は

深
度

が
わ

か
る

資
料

、
3原

水
水

質
分

析
結

果
書

、
4装

置
図

面
(ﾌ

ﾛ
ｰ

図
）

受
水

槽
容

量
30

㎥
以

上
の

簡
易

専
用

水
道

施
設

の
施

設
名

、
所

在
地

及
び

容
量

※
専

用
水

道
施

設
及

び
簡

易
専

用
水

道
施

設
は

、
平

成
29

年
5月

24
日

現
在

の
も

の

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

6
/
7

6
/
1
6

18
4

5/
24

大
口

水
道

使
用

者
リ

ス
ト
(年

間
水

道
使

用
量

が
2

万
㎥

以
上

の
施

設
）

1施
設

名
と

所
在

地
、

2年
間

の
水

道
使

用
量

上
下

水
道

局
総

務
部

料
金

課

大
口

水
道

使
用

者
リ

ス
ト
(年

間
水

道
使

用
量

が
2

万
㎥

以
上

の
施

設
）

1施
設

名
と

所
在

地
、

2年
間

の
水

道
使

用
量

不
開

示
3
号

　
法

人
等

情
報

6
/
1

特
定

施
設

(下
水

)
1施

設
名

と
所

在
地

開
示

6
/
1

6
/
1
6

特
定

施
設

(下
水

)
2排

出
量

、
3水

源
ご

と
の

給
水

量
が

わ
か

る
給

排
水

系
統

図
不

開
示

3
号

　
法

人
等

情
報

4
号

　
公

共
の

安
全

等
に

関
す

る
情

報
6
/
1

18
6

5/
25

下
記

期
間

内
に

新
規

で
開

設
届

を
提

出
さ

れ
た

理
美

容
店

の
一

覧
表

項
目

：店
舗

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

申
請

者
名

期
間

：2
01

7年
4月

25
日

よ
り

20
17

年
5月

24
日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
開

設
届

を
提

出
さ

れ
た

理
美

容
店

の
一

覧
表

項
目

：店
舗

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

申
請

者
名

期
間

：2
01

7年
4月

25
日

よ
り

20
17

年
5月

24
日

開
示

5
/
2
9

5
/
3
1

18
7

5/
25

災
害

関
連

地
域

防
災

が
け

崩
れ

対
策

事
業

詳
細

設
計

(そ
の

2)
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

震
災

土
木

施
設

対
策

課

災
害

関
連

地
域

防
災

が
け

崩
れ

対
策

事
業

詳
細

設
計

(そ
の

2)
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

開
示

5
/
2
9

5
/
3
1

18
5

5/
24

特
定

施
設

(下
水

)
1施

設
名

と
所

在
地

、
2排

出
量

、
3水

源
ご

と
の

給
水

量
が

わ
か

る
給

排
水

系
統

図
上

下
水

道
局

維
持

管
理

部
水

再
生

課

19



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

18
8

5/
25

・南
区

国
道

57
号

線
(御

幸
笛

田
)共

同
溝

内
φ

50
0粍

配
水

管
布

設
工

事
・国

道
57

号
線

(共
同

溝
)φ

50
0粍

配
水

管
布

設
工

事
上

記
の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

・南
区

国
道

57
号

線
(御

幸
笛

田
)共

同
溝

内
φ

50
0粍

配
水

管
布

設
工

事
・国

道
57

号
線

(共
同

溝
)φ

50
0粍

配
水

管
布

設
工

事
上

記
の

金
入

り
設

計
書

開
示

5
/
2
9

5
/
2
9

18
9

5/
25

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
08

-1
89

、
12

-0
74

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
08

-1
89

、
12

-0
74

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
5
/
2
9

5
/
3
1

19
0

5/
25

南
区

城
南

町
坂

野
～

舞
原

間
φ

30
0・

15
0粍

配
水

管
布

設
他

1件
工

事
(1

工
区

)の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
水

道
整

備
課

南
区

城
南

町
坂

野
～

舞
原

間
φ

30
0・

15
0粍

配
水

管
布

設
他

1件
工

事
(1

工
区

)の
金

入
り

設
計

書
開

示
5
/
3
0

6
/
5

19
1

5/
26

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
53

-0
23

　
指

令
(計

建
)第

23
号

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
53

-0
23

　
指

令
(計

建
)第

23
号

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

開
示

5
/
3
1

6
/
2
6

19
2

5/
29

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

年
22

0号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

年
22

0号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

5
/
3
1

6
/
2

平
成

29
年

度
「熊

本
市

食
の

安
全

安
心

・食
育

推
進

会
議

」の
公

募
委

員
選

考
基

準
等

に
つ

い
て

1　
熊

本
市

食
の

安
全

安
心

・食
育

推
進

会
議

の
公

募
委

員
の

選
考

に
関

す
る

要
綱

2　
熊

本
市

食
の

安
全

安
心

・食
育

推
進

会
議

の
公

募
委

員
選

考
基

準
3　

熊
本

市
食

の
安

全
安

心
・食

育
推

進
会

議
運

営
要

綱
4　

応
募

原
稿

及
び

面
接

の
選

考
評

価
配

点
基

準
5　

応
募

原
稿

、
面

接
で

の
評

価
配

点
基

準
で

の
、

最
も

優
れ

て
い

る
5点

、
優

れ
て

い
る

4点
等

、
と

す
る

具
体

的
基

準
等

の
わ

か
る

資
料

6　
熊

本
市

食
の

安
全

安
心

・食
育

推
進

会
議

の
構

成
委

員
の

選
考

基
準

等
の

わ
か

る
資

料
7　

熊
本

市
食

の
安

全
安

心
・食

育
推

進
会

議
の

構
成

委
員

に
、

平
成

28
年

度
に

支
払

っ
た

1回
ご

と
と

合
計

報
酬

金
額

8　
平

成
28

年
度

開
催

の
熊

本
市

食
の

安
全

安
心

・食
育

推
進

会
議

に
よ

っ
て

顕
著

な
効

果
･実

績
が

あ
っ

た
と

す
る

資
料

開
示

6
/
1
5

6
/
2
1

19
3

5/
29

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

健
康

づ
く

り
推

進
課

平
成

29
年

度
「熊

本
市

食
の

安
全

安
心

・食
育

推
進

会
議

」の
公

募
委

員
選

考
基

準
等

に
つ

い
て

1　
熊

本
市

食
の

安
全

安
心

・食
育

推
進

会
議

の
公

募
委

員
の

選
考

に
関

す
る

要
綱

2　
熊

本
市

食
の

安
全

安
心

・食
育

推
進

会
議

の
公

募
委

員
選

考
基

準
3　

熊
本

市
食

の
安

全
安

心
・食

育
推

進
会

議
運

営
要

綱
4　

応
募

原
稿

の
選

考
評

価
配

点
基

準
5　

面
接

の
選

考
評

価
配

点
基

準
6　

応
募

者
全

員
の

応
募

原
稿

の
選

考
評

価
配

点
７

　
応

募
者

全
員

の
面

接
で

の
評

価
配

点
９

　
応

募
原

稿
・面

接
で

の
、

最
も

優
れ

て
い

る
5

点
、

優
れ

て
い

る
4点

等
、

と
す

る
具

体
的

基
準

等
の

わ
か

る
資

料
10

　
応

募
原

稿
の

評
価

配
点

の
規

準
と

な
る

具
体

的
事

例
・凡

例
・満

点
基

準
･模

範
解

答
等

の
わ

か
る

資
料

11
　

公
募

委
員

と
は

別
に

指
名

す
る

委
員

の
選

考
基

準
等

の
わ

か
る

資
料

12
　

熊
本

市
食

の
安

全
安

心
・食

育
推

進
会

議
の

構
成

委
員

に
、

平
成

28
年

度
に

支
払

っ
た

1回
ご

と
と

合
計

報
酬

金
額

13
　

平
成

28
年

度
開

催
の

熊
本

市
食

の
安

全
安

心
・食

育
推

進
会

議
に

よ
っ

て
顕

著
な

効
果

･実
績

が
あ

っ
た

と
す

る
資

料
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

平
成

29
年

度
「熊

本
市

食
の

安
全

安
心

・食
育

推
進

会
議

」の
公

募
委

員
選

考
基

準
等

に
つ

い
て

1　
応

募
者

全
員

の
応

募
原

稿
に

対
す

る
評

価
配

点
の

わ
か

る
資

料
一

式
2　

応
募

者
全

員
の

面
接

に
対

す
る

評
価

配
点

の
わ

か
る

資
料

一
式

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
1
5

6
/
2
1

平
成

29
年

度
「熊

本
市

食
の

安
全

安
心

・食
育

推
進

会
議

」の
公

募
委

員
選

考
基

準
等

に
つ

い
て

1　
応

募
者

全
員

の
個

人
情

報
を

除
く

応
募

原
稿

不
開

示
2
号

　
個

人
情

報
6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
6
/
1
5

平
成

29
年

度
「熊

本
市

食
の

安
全

安
心

・食
育

推
進

会
議

」の
公

募
委

員
選

考
基

準
等

に
つ

い
て

2　
応

募
原

稿
の

評
価

配
点

の
規

準
と

な
る

具
体

的
事

例
・凡

例
・満

点
基

準
･模

範
解

答
等

の
わ

か
る

資
料

不
存

在
6
/
1
5

3　
熊

本
駅

南
線

新
設

に
伴

う
「周

辺
住

民
説

明
会

｣が
開

催
さ

れ
た

の
で

あ
れ

ば
そ

の
時

の
説

明
資

料
、

会
議

録
質

疑
応

答
等

の
資

料
。

開
催

さ
れ

て
い

な
い

の
で

あ
れ

ば
、

開
催

し
な

く
て

も
よ

い
と

す
る

法
的

根
拠

等
の

資
料

。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
1
6

6
/
2
1

19
3

5/
29

19
4

5/
29

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

健
康

づ
く

り
推

進
課 都

市
建

設
局

熊
本

駅
周

辺
整

備
事

務
所

平
成

29
年

度
「熊

本
市

食
の

安
全

安
心

・食
育

推
進

会
議

」の
公

募
委

員
選

考
基

準
等

に
つ

い
て

1　
熊

本
市

食
の

安
全

安
心

・食
育

推
進

会
議

の
公

募
委

員
の

選
考

に
関

す
る

要
綱

2　
熊

本
市

食
の

安
全

安
心

・食
育

推
進

会
議

の
公

募
委

員
選

考
基

準
3　

熊
本

市
食

の
安

全
安

心
・食

育
推

進
会

議
運

営
要

綱
4　

応
募

原
稿

の
選

考
評

価
配

点
基

準
5　

面
接

の
選

考
評

価
配

点
基

準
6　

応
募

者
全

員
の

応
募

原
稿

の
選

考
評

価
配

点
７

　
応

募
者

全
員

の
面

接
で

の
評

価
配

点
９

　
応

募
原

稿
・面

接
で

の
、

最
も

優
れ

て
い

る
5

点
、

優
れ

て
い

る
4点

等
、

と
す

る
具

体
的

基
準

等
の

わ
か

る
資

料
10

　
応

募
原

稿
の

評
価

配
点

の
規

準
と

な
る

具
体

的
事

例
・凡

例
・満

点
基

準
･模

範
解

答
等

の
わ

か
る

資
料

11
　

公
募

委
員

と
は

別
に

指
名

す
る

委
員

の
選

考
基

準
等

の
わ

か
る

資
料

12
　

熊
本

市
食

の
安

全
安

心
・食

育
推

進
会

議
の

構
成

委
員

に
、

平
成

28
年

度
に

支
払

っ
た

1回
ご

と
と

合
計

報
酬

金
額

13
　

平
成

28
年

度
開

催
の

熊
本

市
食

の
安

全
安

心
・食

育
推

進
会

議
に

よ
っ

て
顕

著
な

効
果

･実
績

が
あ

っ
た

と
す

る
資

料

1　
熊

本
駅

南
線

新
設

に
伴

う
「熊

本
市

公
共

事
業

配
慮

指
針

｣に
基

づ
く

資
料

一
式

・予
算

額
･工

事
ｽ
ｹ

ｼ
ﾞｭ

ｰ
ﾙ

期
間

等
が

わ
か

る
資

料
2　

熊
本

駅
南

線
新

設
に

伴
う

周
辺

地
域

へ
の

環
境

影
響

等

3　
熊

本
駅

南
線

新
設

に
伴

う
「周

辺
住

民
説

明
会

｣が
開

催
さ

れ
た

の
で

あ
れ

ば
そ

の
時

の
説

明
資

料
、

会
議

録
質

疑
応

答
等

の
資

料
。

開
催

さ
れ

て
い

な
い

の
で

あ
れ

ば
、

開
催

し
な

く
て

も
よ

い
と

す
る

法
的

根
拠

等
の

資
料

。
4　

春
日

小
学

校
付

近
の

二
つ

の
交

差
点

か
ら

の
発

生
有

害
物

質
の

複
合

相
乗

予
測

数
値

等
5　

春
日

小
学

校
正

門
前

に
大

気
汚

染
測

定
機

器
を

設
置

し
な

く
て

も
よ

い
と

す
る

法
的

根
拠

が
わ

か
る

資
料

6　
万

日
山

ﾄﾝ
ﾈ

ﾙ
内

の
最

近
の

環
境

基
準

値
数

値 7　
熊

本
駅

南
線

新
設

に
伴

う
事

業
別

環
境

配
慮

ﾁ
ｪ
ｯ
ｸ
ｼ

ｰ
ﾄ等

8　
新

幹
線

熊
本

駅
前

西
口

広
場

等
周

辺
地

域
全

体
の

熊
本

市
環

境
影

響
調

査
資

料
数

値
等

が
大

丈
夫

、
環

境
に

配
慮

し
た

ま
ち

で
あ

る
と

す
る

資
料

等
3　

熊
本

駅
南

線
新

設
に

伴
う

「周
辺

住
民

説
明

会
｣が

開
催

さ
れ

た
の

で
あ

れ
ば

そ
の

時
の

説
明

資
料

、
会

議
録

質
疑

応
答

等
の

資
料

。
開

催
さ

れ
て

い
な

い
の

で
あ

れ
ば

、
開

催
し

な
く

て
も

よ
い

と
す

る
法

的
根

拠
等

の
資

料
。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

1　
熊

本
駅

南
線

新
設

に
伴

う
「熊

本
市

公
共

事
業

配
慮

指
針

｣に
基

づ
く

資
料

一
式

・予
算

額
･工

事
ｽ
ｹ

ｼ
ﾞｭ

ｰ
ﾙ

期
間

等
が

わ
か

る
資

料
2　

熊
本

駅
南

線
新

設
に

伴
う

周
辺

地
域

へ
の

環
境

影
響

等
4　

春
日

小
学

校
付

近
の

二
つ

の
交

差
点

か
ら

の
発

生
有

害
物

質
の

複
合

相
乗

予
測

数
値

等
5　

春
日

小
学

校
正

門
前

に
大

気
汚

染
測

定
機

器
を

設
置

し
な

く
て

も
よ

い
と

す
る

法
的

根
拠

が
わ

か
る

資
料

6　
万

日
山

ﾄﾝ
ﾈ

ﾙ
内

の
最

近
の

環
境

基
準

値
数

値 7　
熊

本
駅

南
線

新
設

に
伴

う
事

業
別

環
境

配
慮

ﾁ
ｪ
ｯ
ｸ
ｼ

ｰ
ﾄ等

8　
新

幹
線

熊
本

駅
前

西
口

広
場

等
周

辺
地

域
全

体
の

熊
本

市
環

境
影

響
調

査
資

料
数

値
等

が
大

丈
夫

、
環

境
に

配
慮

し
た

ま
ち

で
あ

る
と

す
る

資
料

等

不
存

在
6
/
1
6

5　
大

気
汚

染
等

測
定

機
器

設
置

に
関

す
る

法
的

根
拠

等
の

わ
か

る
資

料
開

示
6
/
5

6
/
2
1

1　
熊

本
駅

南
線

新
設

に
伴

う
「熊

本
市

公
共

事
業

配
慮

指
針

｣に
基

づ
く

資
料

一
式

2　
熊

本
駅

南
線

新
設

に
伴

う
環

境
影

響
等

・複
合

相
乗

影
響

等
の

わ
か

る
資

料
4　

新
設

熊
本

駅
南

線
、

2交
差

点
か

ら
の

発
生

有
害

物
質

の
複

合
相

乗
予

測
数

値
6　

万
日

山
ﾄﾝ

ﾈ
ﾙ

内
の

環
境

基
準

値
数

値
7　

熊
本

駅
南

線
新

設
に

伴
う

「熊
本

市
公

共
事

業
環

境
配

慮
指

針
」ﾁ

ｪ
ｯ
ｸ
ｼ

ｰ
ﾄ

8　
熊

本
駅

前
西

口
広

場
等

の
熊

本
市

環
境

影
響

評
価

調
査

資
料

不
存

在
6
/
5

19
6

5/
29

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
99

-3
57

、
16

-1
87

･全
部

・協
定

書
・白

黒

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
99

-3
57

、
16

-1
87

･全
部

・協
定

書
・白

黒

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
1

6
/
5

19
7

5/
30

新
西

部
環

境
工

場
余

熱
利

用
施

設
新

築
工

事
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
建

築
住

宅
部

営
繕

課

新
西

部
環

境
工

場
余

熱
利

用
施

設
新

築
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

5
/
3
1

6
/
1

19
4

5/
29

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所

5/
29

19
5

環
境

局
環

境
推

進
部

環
境

政
策

課

1　
熊

本
駅

南
線

新
設

に
伴

う
「熊

本
市

公
共

事
業

配
慮

指
針

｣に
基

づ
く

資
料

一
式

・予
算

額
･工

事
ｽ
ｹ

ｼ
ﾞｭ

ｰ
ﾙ

期
間

等
が

わ
か

る
資

料
2　

熊
本

駅
南

線
新

設
に

伴
う

周
辺

地
域

へ
の

環
境

影
響

等

3　
熊

本
駅

南
線

新
設

に
伴

う
「周

辺
住

民
説

明
会

｣が
開

催
さ

れ
た

の
で

あ
れ

ば
そ

の
時

の
説

明
資

料
、

会
議

録
質

疑
応

答
等

の
資

料
。

開
催

さ
れ

て
い

な
い

の
で

あ
れ

ば
、

開
催

し
な

く
て

も
よ

い
と

す
る

法
的

根
拠

等
の

資
料

。
4　

春
日

小
学

校
付

近
の

二
つ

の
交

差
点

か
ら

の
発

生
有

害
物

質
の

複
合

相
乗

予
測

数
値

等
5　

春
日

小
学

校
正

門
前

に
大

気
汚

染
測

定
機

器
を

設
置

し
な

く
て

も
よ

い
と

す
る

法
的

根
拠

が
わ

か
る

資
料

6　
万

日
山

ﾄﾝ
ﾈ

ﾙ
内

の
最

近
の

環
境

基
準

値
数

値 7　
熊

本
駅

南
線

新
設

に
伴

う
事

業
別

環
境

配
慮

ﾁ
ｪ
ｯ
ｸ
ｼ

ｰ
ﾄ等

8　
新

幹
線

熊
本

駅
前

西
口

広
場

等
周

辺
地

域
全

体
の

熊
本

市
環

境
影

響
調

査
資

料
数

値
等

が
大

丈
夫

、
環

境
に

配
慮

し
た

ま
ち

で
あ

る
と

す
る

資
料

等
3　

熊
本

駅
南

線
新

設
に

伴
う

「周
辺

住
民

説
明

会
｣が

開
催

さ
れ

た
の

で
あ

れ
ば

そ
の

時
の

説
明

資
料

、
会

議
録

質
疑

応
答

等
の

資
料

。
開

催
さ

れ
て

い
な

い
の

で
あ

れ
ば

、
開

催
し

な
く

て
も

よ
い

と
す

る
法

的
根

拠
等

の
資

料
。

1　
熊

本
駅

南
線

新
設

に
伴

う
「熊

本
市

公
共

事
業

配
慮

指
針

｣に
基

づ
く

資
料

一
式

2　
熊

本
駅

南
線

新
設

に
伴

う
環

境
影

響
等

・複
合

相
乗

影
響

等
の

わ
か

る
資

料
4　

新
設

熊
本

駅
南

線
、

2交
差

点
か

ら
の

発
生

有
害

物
質

の
複

合
相

乗
予

測
数

値
5　

大
気

汚
染

等
測

定
機

器
設

置
に

関
す

る
法

的
根

拠
等

の
わ

か
る

資
料

6　
万

日
山

ﾄﾝ
ﾈ

ﾙ
内

の
環

境
基

準
値

数
値

7　
熊

本
駅

南
線

新
設

に
伴

う
「熊

本
市

公
共

事
業

環
境

配
慮

指
針

」ﾁ
ｪ
ｯ
ｸ
ｼ

ｰ
ﾄ

8　
熊

本
駅

前
西

口
広

場
等

の
熊

本
市

環
境

影
響

評
価

調
査

資
料

5　
大

気
汚

染
等

測
定

機
器

設
置

に
関

す
る

法
的

根
拠

等
の

わ
か

る
資

料
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

19
8

5/
31

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

県
指

令
（建

）第
77

号
・全

部
・復

元
協

議
書

・カ
ラ

ー
希

望
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

07
年

第
06

3号
、

00
年

第
07

2号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

県
指

令
（建

）第
77

号
・全

部
・復

元
協

議
書

・カ
ラ

ー
希

望
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

07
年

第
06

3号
、

00
年

第
07

2号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
2

6
/
7

19
9

5/
31

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
35

-0
02

、
S
35

-0
20

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
35

-0
02

、
S
35

-0
20

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
2

1
1
/
1
5

20
0

5/
31

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

-4
24

･全
部

・協
定

書
・カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

-4
24

･全
部

・協
定

書
・カ

ラ
ー

希
望

開
示

6
/
5

6
/
7

20
1

5/
31

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
51

-1
01

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
51

-1
01

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
5

6
/
7

20
2

6/
1

平
成

28
年

度
に

校
区

自
治

協
議

会
へ

支
給

さ
れ

た
「災

害
対

応
臨

時
給

付
金

｣に
伴

い
各

校
区

か
ら

提
出

さ
れ

た
使

途
明

細
書

（○
○

校
区

外
３

校
区

に
限

る
）

市
民

局
市

民
生

活
部

地
域

活
動

推
進

課

○
○

校
区

外
３

校
区

の
各

自
治

協
議

会
よ

り
提

出
の

あ
っ

た
下

記
資

料
1　

避
難

所
運

営
経

費
に

関
す

る
調

査
票

2　
レ

シ
ー

ト
及

び
領

収
書

3　
各

校
区

に
お

け
る

避
難

所
調

査
票

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
8

6
/
1
4

20
3

6/
1

生
活

保
護

の
決

定
実

施
に

あ
た

り
、

業
務

の
参

考
と

す
る

た
め

の
政

令
指

定
都

市
と

し
て

独
自

に
作

成
し

て
い

る
運

用
マ

ニ
ュ

ア
ル

の
す

べ
て

健
康

福
祉

局
福

祉
部

保
護

管
理

援
護

課

熊
本

市
生

活
保

護
ﾏ

ﾆ
ｭ
ｱ

ﾙ
、

熊
本

市
生

活
保

護
業

務
ﾏ

ﾆ
ｭ
ｱ

ﾙ
、

熊
本

市
介

護
扶

助
ﾏ

ﾆ
ｭ
ｱ

ﾙ
開

示
6
/
1
4

6
/
2
1

郵
送

20
4

6/
1

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
14

年
第

84
号

･全
部

・協
定

書
・カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
14

年
第

84
号

･全
部

・協
定

書
・カ

ラ
ー

希
望

開
示

6
/
6

6
/
9

20
5

6/
1

熊
本

市
大

規
模

盛
土

造
成

地
災

害
詳

細
設

計
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

震
災

土
木

施
設

対
策

課

熊
本

市
大

規
模

盛
土

造
成

地
災

害
詳

細
設

計
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

開
示

6
/
5

6
/
8

20
6

6/
1

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
D

-6
　

07
-1

84
･全

部
・協

定
書

・カ
ラ

ー
希

望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
D

-6
　

07
-1

84
･全

部
・協

定
書

・カ
ラ

ー
希

望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
6

6
/
9

20
7

6/
2

平
成

29
年

5/
1～

5/
31

ま
で

に
新

規
で

営
業

許
可

を
取

得
し

た
美

容
所

の
―

覧
表

.
【取

得
希

望
情

報
】

・施
設

名
称

・施
設

所
在

地
・電

話
番

号
・確

認
年

月
日

・開
設

者
名

(可
能

で
あ

れ
ば

)

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

29
年

5/
1～

5/
31

ま
で

に
新

規
で

確
認

し
た

美
容

所
の

―
覧

表
.

【取
得

希
望

情
報

】
・施

設
名

称
・施

設
所

在
地

・電
話

番
号

・確
認

年
月

日
・開

設
者

名
(可

能
で

あ
れ

ば
)

開
示

6
/
6

6
/
1
3

郵
送

20
8

6/
2

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
47

-1
51

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
47

-1
51

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

開
示

6
/
8

20
9

6/
2

上
熊

本
駅

前
電

停
災

害
復

旧
工

事
の

金
入

り
設

計
書

交
通

局
電

車
課

上
熊

本
駅

前
電

停
災

害
復

旧
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

6
/
7

6
/
8
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

21
0

6/
5

都
市

計
画

事
業

阿
高

汚
水

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(6
22

0工
区

)の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

阿
高

汚
水

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(6
22

0校
区

)の
金

入
り

設
計

書
開

示
6
/
7

6
/
8

21
1

6/
5

平
成

27
～

28
年

度
の

新
規

開
店

及
び

廃
業

届
出

の
美

容
室

リ
ス

ト
店

名
、

所
在

地
、

電
話

番
号

、
開

設
者

氏
名

、
代

表
者

、
確

認
日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

27
～

28
年

度
の

新
規

開
店

及
び

廃
業

届
出

の
美

容
室

リ
ス

ト
店

名
、

所
在

地
、

電
話

番
号

、
開

設
者

氏
名

、
代

表
者

、
確

認
日

開
示

6
/
9

6
/
1
9

21
2

6/
5

○
○

○
○

議
員

の
不

当
要

求
行

為
等

に
関

す
る

特
別

調
査

委
員

会
の

議
事

録
す

べ
て

。
議

会
事

務
局

議
事

課
○

○
○

○
議

員
の

不
当

要
求

行
為

等
に

関
す

る
特

別
調

査
委

員
会

の
議

事
録

す
べ

て
。

開
示

6
/
7

7
/
1
3

21
3

6/
5

○
○

○
○

議
員

の
市

議
会

議
員

と
し

て
の

公
務

活
動

記
録

(平
成

29
年

1月
1日

～
6月

1日
)

議
会

事
務

局
総

務
課

○
○

○
○

議
員

の
市

議
会

議
員

と
し

て
の

公
務

活
動

記
録

(平
成

29
年

1月
1日

～
6月

1日
)

開
示

6
/
7

7
/
1
3

21
4

6/
6

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
62

-0
66

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
62

-0
66

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

開
示

6
/
8

6
/
1
2

21
5

6/
6

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
07

年
第

92
号

、
08

年
15

7号
･全

部
・協

定
書

・カ
ラ

ー
希

望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
07

年
第

92
号

、
08

年
15

7号
･全

部
・協

定
書

・カ
ラ

ー
希

望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
8

6
/
1
2

21
6

6/
6

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
08

-2
03

号
･全

部
・協

定
書

・カ
ラ

ー
希

望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
08

-2
03

号
･全

部
・協

定
書

・カ
ラ

ー
希

望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
1
2

6
/
1
4

21
7

6/
6

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
43

-4
46

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
43

-4
46

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

6
/
1
2

6
/
2
6

21
8

6/
6

外
来

種
の

江
津

湖
の

他
、

河
川

の
多

く
で

発
生

し
て

い
る

。
浮

草
の

処
理

は
、

年
間

い
く

ら
位

掛
か

っ
て

い
る

の
で

し
ょ

う
か

。

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

外
来

種
の

江
津

湖
の

他
、

河
川

の
多

く
で

発
生

し
て

い
る

。
浮

草
の

処
理

は
、

年
間

い
く

ら
位

掛
か

っ
て

い
る

の
で

し
ょ

う
か

。
開

示
6
/
9

7
/
2
4

郵
送

21
9

6/
7

平
成

29
年

5月
1日

～
平

成
29

年
5月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
美

容
所

一
覧

。
項

目
：施

設
名

称
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
開

設
者

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名
。

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

29
年

5月
1日

～
平

成
29

年
5月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

新
規

確
認

し
た

美
容

所
一

覧
。

項
目

：施
設

名
称

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

開
設

者
氏

名
、

役
職

、
代

表
者

氏
名

。

開
示

6
/
9

6
/
1
5

22
0

6/
7

北
区

植
木

町
味

取
平

尾
山

付
近

他
7地

区
工

事
に

伴
う

事
後

測
量

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
水

道
整

備
課

北
区

植
木

町
味

取
平

尾
山

付
近

他
7地

区
工

事
に

伴
う

事
後

測
量

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
開

示
6
/
2
0

6
/
2
6

22
1

6/
7

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
02

年
第

23
3号

、
15

年
17

5号
･全

部
・協

定
書

・カ
ラ

ー
希

望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
02

年
第

23
3号

、
15

年
17

5号
･全

部
・協

定
書

・カ
ラ

ー
希

望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
1
3

6
/
1
5

22
2

6/
7

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
41

-1
41

・全
部

・白
黒

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
41

-1
41

・全
部

・白
黒

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
1
3

6
/
2
1

郵
送

24



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

22
3

6/
7

平
成

29
年

○
月

○
日

に
開

園
す

る
、

東
区

○
○

○
○

の
「○

○
○

○
保

育
園

｣を
運

営
す

る
「㈱

○
○

○
○

」に
か

か
る

、
平

成
28

年
10

月
熊

本
市

保
育

幼
稚

園
課

発
布

の
「熊

本
市

地
域

型
保

育
事

業
実

施
事

業
者

募
集

要
項

（家
庭

的
保

育
・小

規
模

保
育

・事
業

所
内

保
育

)平
成

29
年

度
開

設
｣中

の
、

「事
前

協
議

書
の

作
成

要
領

｣に
お

け
る

・・
・

過
去

3年
分

の
決

算
報

告
書

(貸
借

対
照

表
、

損
益

計
算

書
、

財
産

目
録

）

健
康

福
祉

局
子

ど
も

未
来

部
保

育
幼

稚
園

課

有 7/
22

平
成

29
年

○
月

○
日

に
開

園
す

る
、

東
区

○
○

○
○

の
「○

○
○

○
保

育
園

｣を
運

営
す

る
「㈱

○
○

○
○

」に
か

か
る

、
平

成
28

年
10

月
熊

本
市

保
育

幼
稚

園
課

発
布

の
「熊

本
市

地
域

型
保

育
事

業
実

施
事

業
者

募
集

要
項

（家
庭

的
保

育
・小

規
模

保
育

・事
業

所
内

保
育

)平
成

29
年

度
開

設
｣中

の
、

「事
前

協
議

書
の

作
成

要
領

｣に
お

け
る

・・
・

過
去

3年
分

の
決

算
報

告
書

(貸
借

対
照

表
、

損
益

計
算

書
、

財
産

目
録

）

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

7
/
2
1

8
/
1
0

22
4

6/
7

・田
迎

西
小

学
校

冷
暖

房
設

備
工

事
・託

麻
南

小
学

校
冷

暖
房

設
備

工
事

・西
原

小
学

校
冷

暖
房

設
備

工
事

上
記

の
金

入
り

設
計

書

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部 施
設

課

・田
迎

西
小

学
校

冷
暖

房
設

備
工

事
・託

麻
南

小
学

校
冷

暖
房

設
備

工
事

・西
原

小
学

校
冷

暖
房

設
備

工
事

上
記

の
金

入
り

設
計

書

開
示

6
/
9

6
/
1
4

22
5

6/
7

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
00

-4
05

･全
部

・協
定

書
・カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
00

-4
05

･全
部

・協
定

書
・カ

ラ
ー

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
1
4

7
/
7

22
6

6/
7

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
17

年
06

1号
･全

部
・協

定
書

・カ
ラ

ー
希

望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
17

年
06

1号
･全

部
・協

定
書

・カ
ラ

ー
希

望
開

示
6
/
1
4

6
/
1
6

22
7

6/
8

天
明

漁
港

外
3箇

所
浚

渫
覆

砂
工

事
の

金
入

り
設

計
書

農
水

局
農

政
部

水
産

振
興

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

天
明

漁
港

外
3箇

所
浚

渫
覆

砂
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

6
/
1
5

6
/
1
6

22
8

6/
8

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
41

-1
90

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
41

-1
90

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

6
/
1
4

6
/
1
6

22
9

6/
8

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
05

年
37

6号
･全

部
・協

定
書

・カ
ラ

ー
希

望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
05

年
37

6号
･全

部
・協

定
書

・カ
ラ

ー
希

望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
1
4

6
/
1
6

23
0

6/
8

都
市

計
画

道
路

上
熊

本
駅

西
口

線
道

路
改

良
工

事
（そ

の
1）

【余
裕

工
期

あ
り

】の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

熊
本

駅
周

辺
整

備
事

務
所

都
市

計
画

道
路

上
熊

本
駅

西
口

線
道

路
改

良
工

事
（そ

の
1）

【余
裕

工
期

あ
り

】の
金

入
り

設
計

書
開

示
6
/
1
2

6
/
2
0

郵
送

23
1

6/
8

東
区

錦
ヶ

丘
（錦

ヶ
丘

中
学

校
付

近
】φ

70
0粍

配
水

管
推

進
工

事
【総

合
評

価
方

式
】【

余
裕

工
期

あ
り

】の
金

入
り

設
計

書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

東
区

錦
ヶ

丘
（錦

ヶ
丘

中
学

校
付

近
】φ

70
0粍

配
水

管
推

進
工

事
【総

合
評

価
方

式
】【

余
裕

工
期

あ
り

】の
金

入
り

設
計

書
開

示
6
/
1
2

6
/
2
0

郵
送

23
2

6/
8

市
道

改
寄

町
小

糸
山

町
第

2号
線

外
2路

線
排

水
路

整
備

工
事

【2
工

区
】の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

道
路

課

市
道

改
寄

町
小

糸
山

町
第

2号
線

外
2路

線
排

水
路

整
備

工
事

【2
工

区
】の

金
入

り
設

計
書

開
示

6
/
9

6
/
2
0

郵
送

23
3

6/
8

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

【池
上

工
区

】花
園

高
架

1号
橋

下
部

工
（P

5）
工

事
【総

合
評

価
方

式
】

の
金

入
り

設
計

書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

【池
上

工
区

】花
園

高
架

1号
橋

下
部

工
（P

5）
工

事
【総

合
評

価
方

式
】

の
金

入
り

設
計

書
開

示
6
/
1
2

6
/
2
0

郵
送

25



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

23
4

6/
9

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
00

-4
47

･全
部

・協
定

書
及

び
覚

書
・カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
00

-4
47

･全
部

・協
定

書
及

び
覚

書
・カ

ラ
ー

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

6
/
1
5

7
/
7

23
5

6/
9

【そ
の

1】
平

成
28

年
○

月
○

日
に

開
園

し
た

、
中

央
区

○
○

○
○

の
「○

○
○

○
保

育
園

｣を
運

営
す

る
｢株

式
会

社
○

○
○

○
」に

か
か

る
、

27
年

7月
市

保
育

幼
稚

園
課

発
布

の
「熊

本
市

地
域

型
保

育
事

業
実

施
事

業
者

募
集

要
項

平
成

27
-2

8年
度

開
設

」中
の

、
「事

前
協

議
書

の
作

成
要

領
｣に

お
け

る
、

「1
提

出
書

類
一

覧
｣の

施
設

設
備

計
画

N
o2

0
の

「賃
貸

借
契

約
書

の
写

し
｣

【そ
の

2】
平

成
29

年
○

月
○

日
に

開
園

す
る

、
東

区
○

○
○

○
の

「○
○

○
○

保
育

園
｣を

運
営

す
る

「株
式

会
社

○
○

○
○

｣に
か

か
る

、
同

じ
く

28
年

10
月

保
育

幼
稚

園
課

発
布

の
募

集
要

項
中

の
、

「事
前

協
議

書
の

作
成

要
領

｣に
お

け
る

、
「1

提
出

書
類

一
覧

｣の
施

設
設

備
計

画
N

o2
0の

「賃
貸

借
契

約
書

の
写

し
｣

健
康

福
祉

局
子

ど
も

未
来

部
保

育
幼

稚
園

課

有 7/
24

【そ
の

1】
平

成
28

年
○

月
○

日
に

開
園

し
た

、
中

央
区

○
○

○
○

の
「○

○
○

○
保

育
園

｣を
運

営
す

る
｢株

式
会

社
○

○
○

○
」に

か
か

る
、

27
年

7月
市

保
育

幼
稚

園
課

発
布

の
「熊

本
市

地
域

型
保

育
事

業
実

施
事

業
者

募
集

要
項

平
成

27
-2

8年
度

開
設

」中
の

、
「事

前
協

議
書

の
作

成
要

領
｣に

お
け

る
、

「1
提

出
書

類
一

覧
｣の

施
設

設
備

計
画

N
o2

0
の

「賃
貸

借
契

約
書

の
写

し
｣

【そ
の

2】
平

成
29

年
○

月
○

日
に

開
園

す
る

、
東

区
○

○
○

○
の

「○
○

○
○

保
育

園
｣を

運
営

す
る

「株
式

会
社

○
○

○
○

｣に
か

か
る

、
同

じ
く

28
年

10
月

保
育

幼
稚

園
課

発
布

の
募

集
要

項
中

の
、

「事
前

協
議

書
の

作
成

要
領

｣に
お

け
る

、
「1

提
出

書
類

一
覧

｣の
施

設
設

備
計

画
N

o2
0の

「賃
貸

借
契

約
書

の
写

し
｣

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
7
/
2
1

8
/
1
0

23
6

6/
9

中
央

区
保

護
課

の
嘱

託
医

の
任

命
に

か
か

る
書

類
の

写
し

中
央

区
役

所
保

健
福

祉
部

保
護

課

熊
本

市
生

活
保

護
法

等
福

祉
事

務
所

嘱
託

医
の

勤
務

条
件

通
知

書
、

委
嘱

状
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
5
号

　
審

議
、

検
討

に
関

す
る

情
報

6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報

6
/
2
7

6
/
2
8

23
7

6/
9

下
水

道
災

害
復

旧
工

事
(第

94
号

)そ
の

2の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
下

水
道

整
備

課

下
水

道
災

害
復

旧
工

事
(第

94
号

)そ
の

2の
金

入
り

設
計

書
開

示
6
/
1
4

6
/
1
6

23
8

6/
9

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

年
36

5号
･全

部
・協

定
書

・カ
ラ

ー
希

望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

年
36

5号
･全

部
・協

定
書

・カ
ラ

ー
希

望
開

示
6
/
1
5

23
9

6/
12

下
記

期
間

内
に

新
規

で
開

設
届

を
提

出
さ

れ
た

理
美

容
店

の
一

覧
表

項
目

：店
舗

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

申
請

者
名

期
間

：2
01

7年
5月

25
日

よ
り

20
17

年
6月

9日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
開

設
届

を
提

出
さ

れ
た

理
美

容
店

の
一

覧
表

項
目

：店
舗

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

申
請

者
名

期
間

：2
01

7年
5月

25
日

よ
り

20
17

年
6月

9日

開
示

6
/
1
4

6
/
1
6

24
0

6/
12

職
業

訓
練

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

実
習

棟
と

そ
の

他
改

修
工

事
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
建

築
住

宅
部

営
繕

課

職
業

訓
練

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

実
習

棟
と

そ
の

他
改

修
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

6
/
1
4

6
/
1
4

24
1

6/
12

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
41

-0
31

、
S
40

-0
06

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
41

-0
31

、
S
40

-0
06

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
1
6

6
/
2
1

24
2

6/
12

南
区

城
南

町
永

地
区

φ
15

0・
10

0・
75

・5
0粍

配
水

管
布

設
工

事
【総

合
評

価
方

式
】【

余
裕

工
期

あ
り

】の
金

入
り

設
計

書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

南
区

城
南

町
永

地
区

φ
15

0・
10

0・
75

・5
0粍

配
水

管
布

設
工

事
【総

合
評

価
方

式
】【

余
裕

工
期

あ
り

】の
金

入
り

設
計

書
開

示
6
/
1
5

6
/
2
0

郵
送

26



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

24
3

6/
13

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
02

年
第

12
7号

･全
部

・協
定

書
・カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
02

年
第

12
7号

･全
部

・協
定

書
・カ

ラ
ー

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
1
6

6
/
2
0

24
4

6/
13

（熊
本

地
震

関
連

）京
陵

中
学

校
31

棟
災

害
復

旧
工

事
（そ

の
2）

の
金

入
り

設
計

書
教

育
委

員
会

事
務

局
教

育
総

務
部 施

設
課

（熊
本

地
震

関
連

）京
陵

中
学

校
31

棟
災

害
復

旧
工

事
（そ

の
2）

の
金

入
り

設
計

書
開

示
6
/
2
0

6
/
2
1

24
5

6/
13

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
（平

成
29

年
3月

11
日

～
4月

10
日

届
出

分
)建

築
物

に
限

る
都

市
建

設
局

都
市

政
策

部
開

発
景

観
課

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
（平

成
29

年
3月

11
日

～
4月

10
日

届
出

分
)建

築
物

に
限

る
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

6
/
1
4

6
/
2
7

24
6

6/
13

（仮
称

）北
消

防
署

庁
舎

建
設

空
気

調
和

設
備

工
事

の
「工

事
特

性
・創

意
工

夫
・社

会
性

等
に

関
す

る
実

施
状

況
調

査
」

都
市

建
設

局
建

築
住

宅
部

設
備

課

（仮
称

）北
消

防
署

庁
舎

建
設

空
気

調
和

設
備

工
事

の
「工

事
特

性
・創

意
工

夫
・社

会
性

等
に

関
す

る
実

施
状

況
調

査
」

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

6
/
1
6

6
/
2
3

24
7

6/
13

「熊
本

市
市

民
の

声
取

扱
要

綱
」に

基
づ

き
記

録
さ

れ
た

熊
本

市
議

会
議

員
か

ら
の

要
望

等
記

録
票

（平
成

28
年

度
分

）

市
民

局
市

民
生

活
部

広
聴

課

「熊
本

市
市

民
の

声
取

扱
要

綱
」に

基
づ

き
記

録
さ

れ
た

熊
本

市
議

会
議

員
か

ら
の

要
望

等
記

録
票

（平
成

28
年

度
分

）
開

示
6
/
2
3

7
/
3

郵
送

24
8

6/
14

保
健

所
、

ご
み

減
量

推
進

課
等

が
廃

棄
物

処
理

法
や

環
境

省
：感

染
症

廃
棄

物
処

理
ﾏ

ﾆ
ｭ
ｱ

ﾙ
等

に
則

っ
て

、
医

療
機

関
等

の
適

正
処

理
を

監
査

、
指

導
す

る
際

の
点

検
項

目
等

に
関

す
る

文
書

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

医
療

政
策

課

保
健

所
、

ご
み

減
量

推
進

課
等

が
廃

棄
物

処
理

法
や

環
境

省
：感

染
症

廃
棄

物
処

理
ﾏ

ﾆ
ｭ
ｱ

ﾙ
等

に
則

っ
て

、
医

療
機

関
等

の
適

正
処

理
を

監
査

、
指

導
す

る
際

の
点

検
項

目
等

に
関

す
る

文
書

開
示

6
/
2
0

6
/
2
3

24
9

6/
14

日
吉

東
小

学
校

外
1校

冷
暖

房
設

備
工

事
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
建

築
住

宅
部

設
備

課

日
吉

東
小

学
校

外
1校

冷
暖

房
設

備
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

6
/
1
9

6
/
2
3

25
0

6/
14

都
市

計
画

事
業

西
部

汚
水

17
号

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（6

20
8工

区
）の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

西
部

汚
水

17
号

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（6

20
8工

区
）の

金
入

り
設

計
書

開
示

6
/
2
1

6
/
2
6

25
1

6/
14

第
E
R
I　

12
01

51
15

号
に

関
す

る
完

了
検

査
の

写
し

（施
工

主
、

監
理

者
名

の
わ

か
る

書
面

）
都

市
建

設
局

都
市

政
策

部
建

築
指

導
課

第
E
R
I　

12
01

51
15

号
に

関
す

る
完

了
検

査
の

写
し

（施
工

主
、

監
理

者
名

の
わ

か
る

書
面

）
開

示
6
/
1
9

6
/
2
0

25
2

6/
14

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
11

年
07

9号
･全

部
・協

定
書

・カ
ラ

ー
希

望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
11

年
07

9号
･全

部
・協

定
書

・カ
ラ

ー
希

望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
1
9

6
/
2
0

25
3

6/
16

一
般

県
道

託
麻

北
部

線
（吉

原
工

区
）旧

橋
撤

去
工

事
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

道
路

課

一
般

県
道

託
麻

北
部

線
（吉

原
工

区
）旧

橋
撤

去
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

6
/
2
0

6
/
2
1

25
4

6/
16

都
市

計
画

道
路

東
西

線
外

1路
線

道
路

整
備

工
事

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

都
市

政
策

部
植

木
中

央
土

地
区

画
整

理
事

業
所

都
市

計
画

道
路

東
西

線
外

1路
線

道
路

整
備

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
6
/
1
9

6
/
2
1

27



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

25
5

6/
16

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

県
指

令
第

19
号

・1
62

号
・全

部
・カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

県
指

令
第

19
号

・1
62

号
・全

部
・カ

ラ
ー

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
2
0

6
/
2
6

25
6

6/
19

都
市

計
画

事
業

西
部

汚
水

1号
幹

線
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（6

30
2工

区
）の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

西
部

汚
水

1号
幹

線
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（6

30
2工

区
）の

金
入

り
設

計
書

開
示

6
/
2
1

6
/
2
2

25
7

6/
19

海
路

口
漁

港
導

流
堤

嵩
上

工
事

の
金

入
り

設
計

書
農

水
局

農
政

部
水

産
振

興
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

海
路

口
漁

港
導

流
堤

嵩
上

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
6
/
2
1

6
/
2
2

25
8

6/
19

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
45

-1
27

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
08

-0
94

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
45

-1
27

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
08

-0
94

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
2
2

7
/
7

25
9

6/
19

熊
本

市
西

区
花

園
6丁

目
○

の
土

地
に

お
け

る
建

築
に

関
す

る
誓

約
書

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

開
発

景
観

課

熊
本

市
西

区
花

園
6丁

目
○

の
土

地
に

お
け

る
建

築
に

関
す

る
誓

約
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
2
7

6
/
2
8

26
0

6/
19

下
記

期
間

内
に

新
規

で
確

認
し

た
飲

食
店

の
一

覧
表

を
お

願
い

い
た

し
ま

す
。

た
だ

し
、

移
動

販
売

･臨
時

営
業

･仮
設

営
業

･自
動

販
売

機
を

除
く

。
項

目
:屋

号
･営

業
所

在
地

･申
請

者
名

・営
業

電
話

番
号

期
間

:2
01

7年
6月

1日
よ

り
20

17
年

6月
19

日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

食
品

保
健

課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
確

認
し

た
飲

食
店

の
一

覧
表

を
お

願
い

い
た

し
ま

す
。

た
だ

し
、

移
動

販
売

･臨
時

営
業

･仮
設

営
業

･自
動

販
売

機
を

除
く

。
項

目
:屋

号
･営

業
所

在
地

･申
請

者
名

・営
業

電
話

番
号

期
間

:2
01

7年
6月

1日
よ

り
20

17
年

6月
19

日

開
示

6
/
2
3

6
/
2
8

26
1

6/
19

○
○

○
○

議
員

に
よ

る
市

行
政

に
対

し
た

請
願

（意
見

、
要

望
、

苦
情

及
び

陳
情

）又
は

嘆
願

な
ど

の
事

案
の

有
無

と
そ

の
内

容
。

但
し

、
本

会
議

で
の

一
般

質
問

や
委

員
会

発
言

は
除

く
。

開
示

文
書

の
期

間
は

平
成

26
年

4月
1日

～
平

成
29

年
6月

1日
ま

で
の

も
の

。

議
会

事
務

局
議

事
課

○
○

○
○

議
員

に
よ

る
市

行
政

に
対

し
た

請
願

（意
見

、
要

望
、

苦
情

及
び

陳
情

）又
は

嘆
願

な
ど

の
事

案
の

有
無

と
そ

の
内

容
。

但
し

、
本

会
議

で
の

一
般

質
問

や
委

員
会

発
言

は
除

く
。

開
示

文
書

の
期

間
は

平
成

26
年

4月
1日

～
平

成
29

年
6月

1日
ま

で
の

も
の

。

開
示

6
/
2
3

7
/
1
3

26
2

6/
19

○
○

○
○

議
員

に
よ

る
市

行
政

に
対

し
た

請
願

（意
見

、
要

望
、

苦
情

及
び

陳
情

）又
は

嘆
願

な
ど

の
事

案
の

有
無

と
そ

の
内

容
。

但
し

、
本

会
議

で
の

一
般

質
問

や
委

員
会

発
言

は
除

く
。

開
示

文
書

の
期

間
は

平
成

26
年

4月
1日

～
平

成
29

年
6月

1日
ま

で
の

も
の

。

都
市

建
設

局
土

木
部

震
災

土
木

施
設

対
策

課

○
○

○
○

議
員

に
よ

る
市

行
政

に
対

し
た

請
願

（意
見

、
要

望
、

苦
情

及
び

陳
情

）又
は

嘆
願

な
ど

の
事

案
の

有
無

と
そ

の
内

容
。

但
し

、
本

会
議

で
の

一
般

質
問

や
委

員
会

発
言

は
除

く
。

開
示

文
書

の
期

間
は

平
成

26
年

4月
1日

～
平

成
29

年
6月

1日
ま

で
の

も
の

。

開
示

6
/
2
2

7
/
1
3

26
3

6/
19

○
○

○
○

議
員

に
よ

る
市

行
政

に
対

し
た

請
願

（意
見

、
要

望
、

苦
情

及
び

陳
情

）又
は

嘆
願

な
ど

の
事

案
の

有
無

と
そ

の
内

容
。

但
し

、
本

会
議

で
の

一
般

質
問

や
委

員
会

発
言

は
除

く
。

開
示

文
書

の
期

間
は

平
成

26
年

4月
1日

～
平

成
29

年
6月

1日
ま

で
の

も
の

。

環
境

局
資

源
循

環
部

震
災

廃
棄

物
対

策
課

○
○

○
○

議
員

に
よ

る
市

行
政

に
対

し
た

請
願

（意
見

、
要

望
、

苦
情

及
び

陳
情

）又
は

嘆
願

な
ど

の
事

案
の

有
無

と
そ

の
内

容
。

但
し

、
本

会
議

で
の

一
般

質
問

や
委

員
会

発
言

は
除

く
。

開
示

文
書

の
期

間
は

平
成

26
年

4月
1日

～
平

成
29

年
6月

1日
ま

で
の

も
の

。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
2
8

7
/
1
3

28



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

26
4

6/
19

○
○

○
○

に
よ

る
市

行
政

に
対

し
た

請
願

（意
見

、
要

望
、

苦
情

及
び

陳
情

）又
は

嘆
願

な
ど

の
事

案
の

有
無

と
そ

の
内

容
。

但
し

、
本

会
議

で
の

一
般

質
問

や
委

員
会

発
言

は
除

く
。

開
示

文
書

の
期

間
は

平
成

26
年

4月
1日

～
平

成
29

年
6月

1日
ま

で
の

も
の

。

環
境

局
資

源
循

環
部

ご
み

減
量

推
進

課

○
○

○
○

議
員

に
よ

る
市

行
政

に
対

し
た

請
願

（意
見

、
要

望
、

苦
情

及
び

陳
情

）又
は

嘆
願

な
ど

の
事

案
の

有
無

と
そ

の
内

容
。

但
し

、
本

会
議

で
の

一
般

質
問

や
委

員
会

発
言

は
除

く
。

開
示

文
書

の
期

間
は

平
成

26
年

4月
1日

～
平

成
29

年
6月

1日
ま

で
の

も
の

。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
6
/
3
0

7
/
1
3

26
5

6/
19

○
○

○
○

議
員

に
よ

る
市

行
政

に
対

し
た

請
願

（意
見

、
要

望
、

苦
情

及
び

陳
情

）又
は

嘆
願

な
ど

の
事

案
の

有
無

と
そ

の
内

容
。

但
し

、
本

会
議

で
の

一
般

質
問

や
委

員
会

発
言

は
除

く
。

開
示

文
書

の
期

間
は

平
成

26
年

4月
1日

～
平

成
29

年
6月

1日
ま

で
の

も
の

。

環
境

局
環

境
推

進
部

水
保

全
課

○
○

○
○

議
員

に
よ

る
市

行
政

に
対

し
た

請
願

（意
見

、
要

望
、

苦
情

及
び

陳
情

）又
は

嘆
願

な
ど

の
事

案
の

有
無

と
そ

の
内

容
。

但
し

、
本

会
議

で
の

一
般

質
問

や
委

員
会

発
言

は
除

く
。

開
示

文
書

の
期

間
は

平
成

26
年

4月
1日

～
平

成
29

年
6月

1日
ま

で
の

も
の

。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
7
/
4

7
/
1
3

26
6

6/
19

○
○

○
○

議
員

に
よ

る
市

行
政

に
対

し
た

請
願

（意
見

、
要

望
、

苦
情

及
び

陳
情

）又
は

嘆
願

な
ど

の
事

案
の

有
無

と
そ

の
内

容
。

但
し

、
本

会
議

で
の

一
般

質
問

や
委

員
会

発
言

は
除

く
。

開
示

文
書

の
期

間
は

平
成

26
年

4月
1日

～
平

成
29

年
6月

1日
ま

で
の

も
の

。

環
境

局
環

境
推

進
部

環
境

政
策

課

○
○

○
○

議
員

に
よ

る
市

行
政

に
対

し
た

請
願

（意
見

、
要

望
、

苦
情

及
び

陳
情

）又
は

嘆
願

な
ど

の
事

案
の

有
無

と
そ

の
内

容
。

但
し

、
本

会
議

で
の

一
般

質
問

や
委

員
会

発
言

は
除

く
。

開
示

文
書

の
期

間
は

平
成

26
年

4月
1日

～
平

成
29

年
6月

1日
ま

で
の

も
の

。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
7
/
4

7
/
1
3

26
7

6/
19

○
○

○
○

議
員

に
よ

る
市

行
政

に
対

し
た

請
願

（意
見

、
要

望
、

苦
情

及
び

陳
情

）又
は

嘆
願

な
ど

の
事

案
の

有
無

と
そ

の
内

容
。

但
し

、
本

会
議

で
の

一
般

質
問

や
委

員
会

発
言

は
除

く
。

開
示

文
書

の
期

間
は

平
成

26
年

4月
1日

～
平

成
29

年
6月

1日
ま

で
の

も
の

。

市
民

局
市

民
生

活
部

地
域

活
動

推
進

課

○
○

○
○

議
員

に
よ

る
市

行
政

に
対

し
た

請
願

（意
見

、
要

望
、

苦
情

及
び

陳
情

）又
は

嘆
願

な
ど

の
事

案
の

有
無

と
そ

の
内

容
。

但
し

、
本

会
議

で
の

一
般

質
問

や
委

員
会

発
言

は
除

く
。

開
示

文
書

の
期

間
は

平
成

26
年

4月
1日

～
平

成
29

年
6月

1日
ま

で
の

も
の

。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
2
0

7
/
1
3

26
8

6/
19

○
○

○
○

議
員

に
よ

る
市

行
政

に
対

し
た

請
願

（意
見

、
要

望
、

苦
情

及
び

陳
情

）又
は

嘆
願

な
ど

の
事

案
の

有
無

と
そ

の
内

容
。

但
し

、
本

会
議

で
の

一
般

質
問

や
委

員
会

発
言

は
除

く
。

開
示

文
書

の
期

間
は

平
成

26
年

4月
1日

～
平

成
29

年
6月

1日
ま

で
の

も
の

。

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

動
物

愛
護

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

○
○

○
○

議
員

に
よ

る
市

行
政

に
対

し
た

請
願

（意
見

、
要

望
、

苦
情

及
び

陳
情

）又
は

嘆
願

な
ど

の
事

案
の

有
無

と
そ

の
内

容
。

但
し

、
本

会
議

で
の

一
般

質
問

や
委

員
会

発
言

は
除

く
。

開
示

文
書

の
期

間
は

平
成

26
年

4月
1日

～
平

成
29

年
6月

1日
ま

で
の

も
の

。

開
示

6
/
2
6

7
/
1
3

26
9

6/
19

○
○

○
○

議
員

に
よ

る
市

行
政

に
対

し
た

請
願

（意
見

、
要

望
、

苦
情

及
び

陳
情

）又
は

嘆
願

な
ど

の
事

案
の

有
無

と
そ

の
内

容
。

但
し

、
本

会
議

で
の

一
般

質
問

や
委

員
会

発
言

は
除

く
。

開
示

文
書

の
期

間
は

平
成

26
年

4月
1日

～
平

成
29

年
6月

1日
ま

で
の

も
の

。

上
下

水
道

局
維

持
管

理
部

水
再

生
課

○
○

○
○

議
員

に
よ

る
市

行
政

に
対

し
た

請
願

（意
見

、
要

望
、

苦
情

及
び

陳
情

）又
は

嘆
願

な
ど

の
事

案
の

有
無

と
そ

の
内

容
。

但
し

、
本

会
議

で
の

一
般

質
問

や
委

員
会

発
言

は
除

く
。

開
示

文
書

の
期

間
は

平
成

26
年

4月
1日

～
平

成
29

年
6月

1日
ま

で
の

も
の

。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

6
/
2
3

7
/
1
3

27
0

6/
19

○
○

○
○

議
員

に
よ

る
市

行
政

に
対

し
た

請
願

（意
見

、
要

望
、

苦
情

及
び

陳
情

）又
は

嘆
願

な
ど

の
事

案
の

有
無

と
そ

の
内

容
。

但
し

、
本

会
議

で
の

一
般

質
問

や
委

員
会

発
言

は
除

く
。

開
示

文
書

の
期

間
は

平
成

26
年

4月
1日

～
平

成
29

年
6月

1日
ま

で
の

も
の

。

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

道
路

課

○
○

○
○

議
員

に
よ

る
市

行
政

に
対

し
た

請
願

（意
見

、
要

望
、

苦
情

及
び

陳
情

）又
は

嘆
願

な
ど

の
事

案
の

有
無

と
そ

の
内

容
。

但
し

、
本

会
議

で
の

一
般

質
問

や
委

員
会

発
言

は
除

く
。

開
示

文
書

の
期

間
は

平
成

26
年

4月
1日

～
平

成
29

年
6月

1日
ま

で
の

も
の

。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

7
/
5

7
/
1
3

29



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

27
0.

02
6/

19

○
○

○
○

議
員

に
よ

る
市

行
政

に
対

し
た

請
願

（意
見

、
要

望
、

苦
情

及
び

陳
情

）又
は

嘆
願

な
ど

の
事

案
の

有
無

と
そ

の
内

容
。

但
し

、
本

会
議

で
の

一
般

質
問

や
委

員
会

発
言

は
除

く
。

開
示

文
書

の
期

間
は

平
成

26
年

4月
1日

～
平

成
29

年
6月

1日
ま

で
の

も
の

。

東
区

役
所

区
民

部
託

麻
ま

ち
づ

く
り

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

○
○

○
○

議
員

に
よ

る
市

行
政

に
対

し
た

請
願

（意
見

、
要

望
、

苦
情

及
び

陳
情

）又
は

嘆
願

な
ど

の
事

案
の

有
無

と
そ

の
内

容
。

但
し

、
本

会
議

で
の

一
般

質
問

や
委

員
会

発
言

は
除

く
。

開
示

文
書

の
期

間
は

平
成

26
年

4月
1日

～
平

成
29

年
6月

1日
ま

で
の

も
の

。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
2
7

7
/
1
3

27
1

6/
20

熊
本

地
震

に
伴

う
城

南
総

合
ｽ
ﾎ

ﾟｰ
ﾂ
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

弓
道

場
復

旧
工

事
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
建

築
住

宅
部

営
繕

課

熊
本

地
震

に
伴

う
城

南
総

合
ｽ
ﾎ

ﾟｰ
ﾂ
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

弓
道

場
復

旧
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

6
/
2
1

6
/
2
1

27
2

6/
20

御
幸

小
学

校
冷

暖
房

設
備

工
事

の
金

入
り

設
計

書
教

育
委

員
会

事
務

局
教

育
総

務
部 施

設
課

御
幸

小
学

校
冷

暖
房

設
備

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
6
/
2
1

6
/
2
3

27
3

6/
20

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
03

-5
14

・協
定

書
・白

黒

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
03

-5
14

・協
定

書
・白

黒

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
2
2

7
/
3

27
4

6/
20

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
D

-6
　

03
年

第
30

2号
・協

定
書

・白
黒

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
D

-6
　

03
年

第
30

2号
・協

定
書

・白
黒

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
2
2

6
/
2
7

27
5

6/
21

市
道

植
木

町
広

住
線

盛
土

工
事

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

道
路

課

市
道

植
木

町
広

住
線

盛
土

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
7
/
4

7
/
6

27
6

6/
21

・都
市

計
画

事
業

　
西

部
汚

水
29

号
幹

線
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（6

22
4工

区
）

・都
市

計
画

事
業

　
西

部
汚

水
17

号
幹

線
及

び
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（6
20

9工
区

）
・下

水
道

災
害

復
旧

工
事

（第
11

7号
）そ

の
3

上
記

の
金

入
り

設
計

書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

・都
市

計
画

事
業

　
西

部
汚

水
29

号
幹

線
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（6

22
4工

区
）

・都
市

計
画

事
業

　
西

部
汚

水
17

号
幹

線
及

び
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（6
20

9工
区

）
・下

水
道

災
害

復
旧

工
事

（第
11

7号
）そ

の
3

上
記

の
金

入
り

設
計

書

開
示

6
/
2
2

6
/
2
8

・熊
本

市
自

治
推

進
委

員
公

募
委

員
の

選
考

に
関

す
る

要
綱

・熊
本

市
自

治
推

進
委

員
会

規
則

・第
3期

自
治

推
進

委
員

会
委

員
報

酬
支

払
一

覧
・第

3期
自

治
推

進
委

員
会

答
申

書
・第

3期
自

治
推

進
委

員
会

議
事

録
一

式

開
示

7
/
1
1

7
/
1
4

平
成

29
年

度
自

治
推

進
委

員
会

公
募

委
員

選
考

評
価

一
覧

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
7
/
1
1

7
/
1
4

応
募

者
全

員
の

小
論

文
不

開
示

2
号

　
個

人
情

報
6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
7
/
1
1

27
7

6/
21

市
民

局
市

民
生

活
部

地
域

政
策

課

1　
熊

本
市

自
治

推
進

委
員

公
募

委
員

の
選

考
に

関
す

る
要

綱
2　

熊
本

市
自

治
推

進
委

員
公

募
委

員
の

選
考

基
準 3　

熊
本

市
自

治
推

進
委

員
運

営
要

綱
４

　
応

募
原

稿
の

評
価

配
点

基
準

５
　

面
接

の
評

価
配

点
基

準
６

　
応

募
者

全
員

の
応

募
原

稿
に

対
す

る
評

価
配

点 ７
　

応
募

者
全

員
の

面
接

に
対

す
る

評
価

配
点

８
　

応
募

者
全

員
の

個
人

情
報

を
除

く
応

募
原

稿
不

開
示

の
場

合
は

そ
の

法
的

根
拠

の
わ

か
る

資
料 ９

　
応

募
原

稿
、

面
接

で
の

評
価

配
点

基
準

で
の

・
最

も
優

れ
て

い
る

5点
・優

れ
て

い
る

4点
・普

通
3

点
・等

と
す

る
具

体
的

基
準

等
の

わ
か

る
資

料
10

　
応

募
原

稿
の

評
価

配
点

の
規

準
と

な
る

具
体

的
事

例
・凡

例
・満

点
基

準
・模

範
回

答
等

の
わ

か
る

資
料

・等
11

　
公

募
委

員
と

は
別

に
指

名
す

る
委

員
の

選
定

選
考

基
準

の
わ

か
る

資
料

12
　

こ
の

会
議

・委
員

・の
任

期
は

一
期

二
年

の
期

間
中

に
各

委
員

に
支

払
っ

た
報

酬
等

の
一

回
毎

と
任

期
期

間
中

の
合

計
報

酬
金

額
の

わ
か

る
資

料 13
　

前
回

･1
期

2年
間

中
に

、
公

募
委

員
の

質
疑

提
議

発
案

等
に

よ
っ

て
、

顕
著

な
効

果
改

善
実

績
が

あ
っ

た
と

す
る

・発
言

内
容

･ど
の

よ
う

な
効

果
･

熊
本

市
等

の
対

応
処

理
・等

が
あ

っ
た

の
か

？
の

わ
か

る
資

料

30



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

・応
募

原
稿

、
面

接
で

の
評

価
配

点
基

準
で

の
・

最
も

優
れ

て
い

る
5点

・優
れ

て
い

る
4点

・普
通

3
点

・等
と

す
る

具
体

的
基

準
等

の
わ

か
る

資
料

等
一

式
・応

募
原

稿
の

評
価

配
点

の
規

準
と

な
る

具
体

的
事

例
・凡

例
・満

点
基

準
・模

範
回

答
等

の
わ

か
る

資
料

・等
一

式
・前

回
･1

期
2年

間
中

に
、

公
募

委
員

の
質

疑
提

議
発

案
等

に
よ

っ
て

、
顕

著
な

効
果

改
善

実
績

が
あ

っ
た

と
す

る
・発

言
内

容
･ど

の
よ

う
な

効
果

･熊
本

市
等

の
対

応
処

理
・等

が
あ

っ
た

の
か

？
の

わ
か

る
資

料
等

不
存

在
7
/
1
1

27
8

6/
21

熊
本

地
震

に
伴

う
富

合
雁

回
館

復
旧

工
事

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

建
築

住
宅

部
営

繕
課

熊
本

地
震

に
伴

う
富

合
雁

回
館

復
旧

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
6
/
2
2

6
/
2
3

27
9

6/
21

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
46

-0
08

・全
部

・白
黒

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
03

-3
34

･全
部

・白
黒

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
46

-0
08

・全
部

・白
黒

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
03

-3
34

･全
部

・白
黒

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
2
7

6
/
2
8

28
0

6/
21

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

市
指

令
（計

建
）第

94
号

・全
部

・白
黒

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

市
指

令
（計

建
）第

94
号

・全
部

・白
黒

開
示

6
/
2
7

8
/
2

28
1

6/
22

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

市
指

令
（計

建
）第

54
号

・（
健

）
35

1号
、

熊
本

県
指

令
第

65
号

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

市
指

令
（計

建
）第

54
号

・（
健

）
35

1号
、

熊
本

県
指

令
第

65
号

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
3
0

7
/
1
0

28
2

6/
22

北
区

龍
田

陳
内

3丁
目

○
番

付
近

φ
10

0・
75

粍
配

水
管

布
設

替
他

1件
工

事
の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

北
区

龍
田

陳
内

3丁
目

○
番

付
近

φ
10

0・
75

粍
配

水
管

布
設

替
他

1件
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

6
/
2
3

6
/
2
7

28
3

6/
22

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
04

年
度

14
7号

･全
部

・協
定

書
・カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
04

年
度

14
7号

･全
部

・協
定

書
・カ

ラ
ー

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
3
0

7
/
4

28
4

6/
22

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

市
指

令
（計

建
）第

16
号

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

市
指

令
（計

建
）第

16
号

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

開
示

6
/
3
0

7
/
4

27
7

6/
21

市
民

局
市

民
生

活
部

地
域

政
策

課

1　
熊

本
市

自
治

推
進

委
員

公
募

委
員

の
選

考
に

関
す

る
要

綱
2　

熊
本

市
自

治
推

進
委

員
公

募
委

員
の

選
考

基
準 3　

熊
本

市
自

治
推

進
委

員
運

営
要

綱
４

　
応

募
原

稿
の

評
価

配
点

基
準

５
　

面
接

の
評

価
配

点
基

準
６

　
応

募
者

全
員

の
応

募
原

稿
に

対
す

る
評

価
配

点 ７
　

応
募

者
全

員
の

面
接

に
対

す
る

評
価

配
点

８
　

応
募

者
全

員
の

個
人

情
報

を
除

く
応

募
原

稿
不

開
示

の
場

合
は

そ
の

法
的

根
拠

の
わ

か
る

資
料 ９

　
応

募
原

稿
、

面
接

で
の

評
価

配
点

基
準

で
の

・
最

も
優

れ
て

い
る

5点
・優

れ
て

い
る

4点
・普

通
3

点
・等

と
す

る
具

体
的

基
準

等
の

わ
か

る
資

料
10

　
応

募
原

稿
の

評
価

配
点

の
規

準
と

な
る

具
体

的
事

例
・凡

例
・満

点
基

準
・模

範
回

答
等

の
わ

か
る

資
料

・等
11

　
公

募
委

員
と

は
別

に
指

名
す

る
委

員
の

選
定

選
考

基
準

の
わ

か
る

資
料

12
　

こ
の

会
議

・委
員

・の
任

期
は

一
期

二
年

の
期

間
中

に
各

委
員

に
支

払
っ

た
報

酬
等

の
一

回
毎

と
任

期
期

間
中

の
合

計
報

酬
金

額
の

わ
か

る
資

料 13
　

前
回

･1
期

2年
間

中
に

、
公

募
委

員
の

質
疑

提
議

発
案

等
に

よ
っ

て
、

顕
著

な
効

果
改

善
実

績
が

あ
っ

た
と

す
る

・発
言

内
容

･ど
の

よ
う

な
効

果
･

熊
本

市
等

の
対

応
処

理
・等

が
あ

っ
た

の
か

？
の

わ
か

る
資

料

31



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

28
5

6/
22

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

24
年

12
-3

19
、

H
17

年
05

-4
43

、
H

13
年

02
-4

94
･全

部
・協

定
書

・カ
ラ

ー
希

望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

24
年

12
-3

19
、

H
17

年
05

-4
43

、
H

13
年

02
-4

94
･全

部
・協

定
書

・カ
ラ

ー
希

望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
3
0

7
/
1
4

28
6

6/
23

平
成

24
年

度
に

行
わ

れ
た

「熊
本

市
水

の
科

学
館

」指
定

管
理

者
が

提
出

し
た

事
業

計
画

書
及

び
収

支
計

画
書

上
下

水
道

局
総

務
部

経
営

企
画

課

平
成

24
年

度
に

行
わ

れ
た

「熊
本

市
水

の
科

学
館

」指
定

管
理

者
が

提
出

し
た

事
業

計
画

書
及

び
収

支
計

画
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

7
/
1
0

8
/
3
0

郵
送

28
7

6/
23

・平
成

29
年

4月
24

日
市

告
示

　
熊

本
都

市
計

画
道

路
の

変
更

　
水

前
寺

秋
津

線
・平

成
29

年
4月

24
日

市
告

示
　

熊
本

都
市

計
画

用
途

地
域

の
変

更
・平

成
28

年
11

月
18

日
市

告
示

　
熊

本
都

市
計

画
道

路
の

変
更

　
北

熊
本

ｽ
ﾏ

ｰ
ﾄｲ

ﾝ
ﾀ
ｰ

ﾁ
ｪ
ﾝ

ｼ
ﾞ上

り
線

外
９

線
・平

成
28

年
11

月
18

日
市

告
示

　
熊

本
都

市
計

画
道

路
の

変
更

　
ﾌ
ﾗ
ﾜ
ｰ

通
り

線
外

5線
・平

成
27

年
10

月
23

日
市

告
示

　
熊

本
都

市
計

画
道

路
の

変
更

　
3.

5.
88

　
ﾊ

ﾟｲ
ﾝ

通
り

線
外

１
線

上
記

の
計

画
変

更
後

の
線

形
・内

容
が

確
認

で
き

る
図

面

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

都
市

政
策

課

・平
成

29
年

4月
24

日
市

告
示

　
熊

本
都

市
計

画
道

路
の

変
更

　
水

前
寺

秋
津

線
・成

29
年

4月
24

日
市

告
示

　
熊

本
都

市
計

画
用

途
地

域
の

変
更

・成
28

年
11

月
18

日
市

告
示

　
熊

本
都

市
計

画
道

路
の

変
更

　
北

熊
本

ｽ
ﾏ

ｰ
ﾄｲ

ﾝ
ﾀ
ｰ

ﾁ
ｪ
ﾝ

ｼ
ﾞ上

り
線

外
９

線
・成

28
年

11
月

18
日

市
告

示
　

熊
本

都
市

計
画

道
路

の
変

更
　

ﾌ
ﾗ
ﾜ
ｰ

通
り

線
外

5線
・成

27
年

10
月

23
日

市
告

示
　

熊
本

都
市

計
画

道
路

の
変

更
　

3.
5.

88
　

ﾊ
ﾟｲ

ﾝ
通

り
線

外
１

線
上

記
の

計
画

変
更

後
の

線
形

・内
容

が
確

認
で

き
る

図
面

開
示

6
/
2
6

7
/
1
0

郵
送

28
8

6/
23

下
記

期
間

内
に

新
規

で
開

設
届

を
提

出
さ

れ
た

理
美

容
店

の
一

覧
表

項
目

：店
舗

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

申
請

者
名

期
間

：2
01

7年
6月

10
日

よ
り

20
17

年
6月

23
日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
確

認
し

た
理

美
容

店
の

下
記

項
目

に
関

す
る

一
覧

表
項

目
：店

舗
名

、
住

所
、

電
話

番
号

、
申

請
者

名
期

間
：2

01
7年

6月
10

日
よ

り
20

17
年

6月
23

日

開
示

6
/
2
9

6
/
3
0

28
9

6/
23

・上
下

水
道

局
内

貯
水

機
能

付
給

水
管

設
置

他
3件

工
事

【余
裕

工
期

あ
り

】
・北

区
梶

尾
町

17
22

番
地

付
近

φ
75

・5
0粍

配
水

管
布

設
替

他
1件

工
事

【余
裕

工
期

あ
り

】
・北

区
龍

田
陳

内
3丁

目
3番

付
近

φ
10

0・
75

粍
配

水
管

布
設

替
他

1件
工

事
【余

裕
工

期
あ

り
】

・南
区

城
南

町
丹

生
宮

地
区

φ
15

0・
10

0・
75

粍
配

水
管

布
設

工
事

【総
合

評
価

方
式

】【
余

裕
工

期
あ

り
】

・南
区

城
南

町
永

地
区

φ
15

0・
10

0・
75

・5
0粍

配
水

管
布

設
工

事
【総

合
評

価
方

式
】【

余
裕

工
期

あ
り

】
上

記
の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

・上
下

水
道

局
内

貯
水

機
能

付
給

水
管

設
置

他
3件

工
事

【余
裕

工
期

あ
り

】
・北

区
梶

尾
町

17
22

番
地

付
近

φ
75

・5
0粍

配
水

管
布

設
替

他
1件

工
事

【余
裕

工
期

あ
り

】
・北

区
龍

田
陳

内
3丁

目
3番

付
近

φ
10

0・
75

粍
配

水
管

布
設

替
他

1件
工

事
【余

裕
工

期
あ

り
】

・南
区

城
南

町
丹

生
宮

地
区

φ
15

0・
10

0・
75

粍
配

水
管

布
設

工
事

【総
合

評
価

方
式

】【
余

裕
工

期
あ

り
】

・南
区

城
南

町
永

地
区

φ
15

0・
10

0・
75

・5
0粍

配
水

管
布

設
工

事
【総

合
評

価
方

式
】【

余
裕

工
期

あ
り

】
上

記
の

金
入

り
設

計
書

開
示

6
/
2
6

7
/
2
1

郵
送

29
0

6/
23

・南
区

富
合

町
上

杉
○

番
付

近
φ

15
0粍

配
水

管
布

設
替

他
1件

工
事

【緊
急

的
工

事
】

・大
口

径
仕

切
弁

・空
気

弁
等

保
守

点
検

業
務

委
託 ・西

区
島

崎
5丁

目
○

番
付

近
φ

10
0・

75
・5

0粍
配

水
管

布
設

替
他

1件
工

事
【余

裕
工

期
あ

り
】

上
下

水
道

局
維

持
管

理
部

管
路

維
持

課

・南
区

富
合

町
上

杉
○

番
付

近
φ

15
0粍

配
水

管
布

設
替

他
1件

工
事

【緊
急

的
工

事
】

・大
口

径
仕

切
弁

・空
気

弁
等

保
守

点
検

業
務

委
託 ・西

区
島

崎
5丁

目
○

番
付

近
φ

10
0・

75
・5

0粍
配

水
管

布
設

替
他

1件
工

事
【余

裕
工

期
あ

り
】

開
示

7
/
1
3

7
/
2
1

郵
送

32



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

29
1

6/
23

熊
本

市
東

区
若

葉
1丁

目
○

　
ﾋ
ﾞﾙ

の
罹

災
証

明
書

の
基

と
な

る
住

家
被

害
調

査
票

　
日

時
、

住
所

、
調

査
員

、
受

付
番

号
、

写
真

、
点

数
票

経
済

観
光

局
産

業
部

商
業

金
融

課

熊
本

市
東

区
若

葉
1丁

目
○

　
ﾋ
ﾞﾙ

の
罹

災
証

明
書

の
基

と
な

る
住

家
被

害
調

査
票

　
日

時
、

住
所

、
調

査
員

、
受

付
番

号
、

写
真

、
点

数
票

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

3
号

　
法

人
等

情
報

6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
6
/
2
8

7
/
7

29
2

6/
26

・公
共

桝
設

置
（東

部
-1

地
区

）工
事

そ
の

2（
第

18
-2

93
11

工
区

）（
単

価
契

約
）

・公
共

桝
設

置
（東

部
-3

地
区

）工
事

そ
の

2（
第

18
-2

93
13

工
区

）（
単

価
契

約
）

・公
共

桝
設

置
（東

部
-2

地
区

）工
事

そ
の

2（
第

18
-2

93
12

工
区

）（
単

価
契

約
）

上
記

の
金

入
り

設
計

書

上
下

水
道

局
維

持
管

理
部

管
路

維
持

課

・公
共

桝
設

置
（東

部
-1

地
区

）工
事

そ
の

2（
第

18
-2

93
11

工
区

）（
単

価
契

約
）

・公
共

桝
設

置
（東

部
-3

地
区

）工
事

そ
の

2（
第

18
-2

93
13

工
区

）（
単

価
契

約
）

・公
共

桝
設

置
（東

部
-2

地
区

）工
事

そ
の

2（
第

18
-2

93
12

工
区

）（
単

価
契

約
）

上
記

の
金

入
り

設
計

書

開
示

7
/
7

7
/
2
1

郵
送

29
3

6/
26

・田
迎

西
小

学
校

冷
暖

房
設

備
工

事
・隈

庄
小

学
校

冷
暖

房
設

備
工

事
・桜

木
小

学
校

冷
暖

房
設

備
工

事
・清

水
小

学
校

冷
暖

房
設

備
工

事
・長

嶺
小

学
校

冷
暖

房
設

備
工

事
上

記
の

金
入

り
設

計
書

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部 施
設

課

・田
迎

西
小

学
校

冷
暖

房
設

備
工

事
・隈

庄
小

学
校

冷
暖

房
設

備
工

事
・桜

木
小

学
校

冷
暖

房
設

備
工

事
・清

水
小

学
校

冷
暖

房
設

備
工

事
・長

嶺
小

学
校

冷
暖

房
設

備
工

事
上

記
の

金
入

り
設

計
書

開
示

6
/
2
7

7
/
2
1

郵
送

29
4

6/
26

・総
合

屋
内

ﾌ
ﾟｰ

ﾙ
ﾄｲ

ﾚ
設

備
そ

の
他

改
修

工
事

【余
裕

工
期

あ
り

】
・日

吉
東

小
学

校
外

1校
冷

暖
房

設
備

工
事

・職
業

訓
練

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

実
習

等
そ

の
他

改
修

機
械

設
備

工
事

上
記

の
金

入
り

設
計

書

都
市

建
設

局
建

築
住

宅
部

設
備

課

・総
合

屋
内

ﾌ
ﾟｰ

ﾙ
ﾄｲ

ﾚ
設

備
そ

の
他

改
修

工
事

【余
裕

工
期

あ
り

】
・日

吉
東

小
学

校
外

1校
冷

暖
房

設
備

工
事

・職
業

訓
練

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

実
習

等
そ

の
他

改
修

機
械

設
備

工
事

上
記

の
金

入
り

設
計

書

開
示

6
/
2
9

7
/
2
1

郵
送

29
5

6/
26

・都
市

計
画

事
業

北
部

汚
水

57
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（6

21
6工

区
）

・都
市

計
画

事
業

西
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

放
流

管
布

設
工

事
（そ

の
2）

（6
60

3工
区

）
上

記
の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

・都
市

計
画

事
業

北
部

汚
水

57
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（6

21
6工

区
）

・都
市

計
画

事
業

西
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

放
流

管
布

設
工

事
（そ

の
2）

（6
60

3工
区

）
上

記
の

金
入

り
設

計
書

開
示

6
/
2
7

7
/
6

29
6

6/
26

宅
地

造
成

に
関

す
る

工
事

の
許

可
台

帳
N

o.
11

-5
7

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

開
発

景
観

課

宅
地

造
成

に
関

す
る

工
事

の
許

可
台

帳
N

o.
11

-5
7

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
7
/
4

7
/
7

29
7

6/
26

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
05

-1
31

-J
・全

部
・復

元
協

議
書

・カ
ラ

ー
希

望
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

11
-2

98
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
05

-1
31

-J
・全

部
・復

元
協

議
書

・カ
ラ

ー
希

望
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

11
-2

98
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

7
/
5

7
/
6

29
8

6/
26

健
軍

小
学

校
冷

暖
房

設
備

工
事

の
金

入
り

設
計

書
教

育
委

員
会

事
務

局
教

育
総

務
部 施

設
課

健
軍

小
学

校
冷

暖
房

設
備

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
6
/
2
7

7
/
4

29
9

6/
27

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
17

年
第

07
6号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
17

年
第

07
6号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

7
/
5

7
/
7

33



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

30
0

6/
27

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

年
37

2号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

年
37

2号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

7
/
5

7
/
6

30
1

6/
27

開
発

許
可

に
係

る
土

地
求

積
図

及
び

求
積

表
　

開
発

許
可

番
号

　
11

3号
　

許
可

年
月

日
　

　
平

成
7年

9月
1日

　
登

録
簿

番
号

　
　

S
07

-0
04

2

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

開
発

景
観

課

開
発

許
可

に
係

る
土

地
求

積
図

及
び

求
積

表
　

開
発

許
可

番
号

　
11

3号
　

許
可

年
月

日
　

　
平

成
7年

9月
1日

　
登

録
簿

番
号

　
　

S
07

-0
04

2

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
7
/
3

8
/
7

○
○

○
○

の
事

業
許

可
証

開
示

7
/
1
2

7
/
1
8

○
○

○
○

か
ら

提
出

さ
れ

た
「事

故
連

絡
表

」
存

否
不

回
答

第
９

条
7
/
1
2

30
3

6/
27

下
水

道
総

合
地

震
対

策
(出

水
中

学
校

外
4校

)ﾏ
ﾝ

ﾎ
ｰ

ﾙ
ﾄｲ

ﾚ
整

備
工

事
(第

18
-2

92
01

工
区

）の
金

入
り

設
計

書

上
下

水
道

局
維

持
管

理
部

管
路

維
持

課

下
水

道
総

合
地

震
対

策
(出

水
中

学
校

外
4校

)ﾏ
ﾝ

ﾎ
ｰ

ﾙ
ﾄｲ

ﾚ
整

備
工

事
(第

18
-2

92
01

工
区

）の
金

入
り

設
計

書
開

示
7
/
4

7
/
5

30
4

6/
27

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
06

年
第

11
5号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
06

年
第

11
5号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
7
/
5

7
/
7

30
5

6/
27

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

県
指

令
28

3号
　

3～
5

・復
元

協
議

書
・白

黒

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

県
指

令
28

3号
　

3～
5

・復
元

協
議

書
・白

黒

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
7
/
5

7
/
7

30
6

6/
28

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
00

年
第

28
5号

、
00

年
第

12
3号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
00

年
第

28
5号

、
00

年
第

12
3号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

7
/
5

7
/
6

30
7

6/
28

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

-2
06

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

-2
06

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

7
/
6

7
/
6

30
8

6/
28

大
規

模
行

為
の

届
出

書
様

式
第

3号
(建

築
物

に
限

る
)H

29
.3

.1
0～

H
29

.6
.2

7
都

市
建

設
局

都
市

政
策

部
開

発
景

観
課

大
規

模
行

為
の

届
出

書
様

式
第

3号
(建

築
物

に
限

る
)H

29
.3

.1
0～

H
29

.6
.2

7
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

7
/
7

7
/
2
4

30
9

6/
29

生
活

保
護

の
嘱

託
医

協
議

に
か

か
る

嘱
託

医
の

印
鑑

は
何

人
の

医
師

を
表

し
て

い
る

か
、

ま
た

、
嘱

託
医

に
医

師
と

し
て

与
え

ら
れ

て
い

る
資

格
が

わ
か

る
資

料

中
央

区
役

所
保

健
福

祉
部

保
護

課

生
活

保
護

の
嘱

託
医

協
議

に
か

か
る

嘱
託

医
の

印
鑑

は
何

人
の

医
師

を
表

し
て

い
る

か
、

ま
た

、
嘱

託
医

に
医

師
と

し
て

与
え

ら
れ

て
い

る
資

格
が

わ
か

る
資

料

不
存

在
7
/
1
9

31
0

6/
29

出
水

7丁
目

(そ
の

2)
地

区
　

地
区

計
画

・計
画

図
・土

地
利

用
計

画
平

面
図

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

都
市

政
策

課

出
水

7丁
目

(そ
の

2)
地

区
　

地
区

計
画

・計
画

図
・土

地
利

用
計

画
平

面
図

開
示

7
/
5

7
/
1
4

・○
○

○
○

の
介

護
老

人
保

健
施

設
の

事
業

許
可

証
・○

○
○

○
か

ら
提

出
さ

れ
た

「事
故

連
絡

表
」

健
康

福
祉

局
福

祉
部

介
護

事
業

指
導

室

30
2

6/
27
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

平
成

29
年

5月
31

日
の

嘱
託

医
協

議
に

出
席

し
た

嘱
託

医
の

氏
名

が
わ

か
る

文
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
5
号

　
審

議
、

検
討

に
関

す
る

情
報

6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報

7
/
1
9

7
/
2
6

郵
送

平
成

29
年

5月
31

日
の

嘱
託

医
協

議
に

出
席

し
た

嘱
託

医
の

専
門

診
療

科
目

が
わ

か
る

文
書

不
存

在
7
/
1
9

31
2

6/
30

南
区

近
見

8丁
目

地
内

(共
同

構
内

)φ
50

0粍
配

水
管

布
設

工
事

の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
水

道
整

備
課

南
区

近
見

8丁
目

地
内

(共
同

構
内

)φ
50

0粍
配

水
管

布
設

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
7
/
4

7
/
6

31
3

6/
30

新
地

団
地

2C
-1

棟
外

1棟
外

壁
改

修
工

事
(そ

の
2)

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

建
築

住
宅

部
住

宅
課

新
地

団
地

2C
-1

棟
外

1棟
外

壁
改

修
工

事
(そ

の
2)

の
金

入
り

設
計

書
開

示
7
/
4

31
4

6/
30

熊
本

市
東

区
若

葉
1丁

目
○

　
ﾋ
ﾞﾙ

の
被

災
家

屋
解

体
依

頼
書

(法
人

)、
撤

去
に

係
る

同
意

書
及

び
一

切
の

文
書

環
境

局
資

源
循

環
部

震
災

廃
棄

物
対

策
課

熊
本

市
東

区
若

葉
1丁

目
○

　
ﾋ
ﾞﾙ

の
被

災
家

屋
解

体
依

頼
書

(法
人

)、
撤

去
に

係
る

同
意

書
及

び
一

切
の

文
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

7
/
6

7
/
7

31
5

6/
30

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
54

-0
18

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
54

-0
18

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

開
示

7
/
6

7
/
6

31
6

7/
3

平
成

29
年

6/
1～

6/
31

ま
で

に
新

規
で

営
業

許
可

を
取

得
し

た
美

容
所

の
―

覧
表

.
【取

得
希

望
情

報
】

・施
設

名
称

・施
設

所
在

地
・電

話
番

号
・確

認
年

月
日

・開
設

者
名

(可
能

で
あ

れ
ば

)
※

上
記

以
タ

ト
の

情
報

が
含

ま
れ

て
い

て
も

問
題

な
し

管
轄

エ
リ

ア
全

て

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

29
年

6/
1～

6/
31

ま
で

に
新

規
で

確
認

し
た

熊
本

市
内

の
美

容
所

の
下

記
に

関
す

る
―

覧
表

.
【項

目
】

・施
設

名
称

・施
設

所
在

地
・電

話
番

号
・確

認
年

月
日

・開
設

者
名

開
示

7
/
6

7
/
1
4

郵
送

31
7

7/
3

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
02

年
55

号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
02

年
55

号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
7
/
1
0

7
/
1
3

熊
本

市
消

防
局

が
保

有
す

る
、

熊
本

市
全

域
の

防
火

対
象

物
【消

防
法

施
行

令
別

表
第

一
の

(一
)

～
(二

十
)】

の
下

記
項

目
の

最
新

ﾃ
ﾞｰ

ﾀ
の

一
覧

表
1対

象
物

名
称

、
2棟

名
称

、
3所

在
地

番
、

4主
用

途
(項

分
類

）、
5棟

用
途

、
6地

上
階

数
・地

下
階

数
、

7建
物

高
さ

、
8建

築
面

積
、

9延
べ

面
積

、
11

消
防

同
意

年
月

日
、

14
構

造

開
示

7
/
1
9

7
/
2
7

郵
送

31
1

6/
29

平
成

29
年

5月
31

日
の

嘱
託

医
協

議
に

出
席

し
た

嘱
託

医
の

氏
名

と
専

門
診

療
科

目
が

わ
か

る
文

書

中
央

区
役

所
保

健
福

祉
部

保
護

課

31
8

7/
3

熊
本

市
消

防
局

が
保

有
す

る
、

熊
本

市
全

域
の

防
火

対
象

物
【消

防
法

施
行

令
別

表
第

一
の

(一
)

～
(二

十
)】

の
下

記
項

目
の

最
新

ﾃ
ﾞｰ

ﾀ
の

一
覧

表
1対

象
物

名
称

、
2棟

名
称

、
3所

在
地

番
、

4主
用

途
(項

分
類

）、
5棟

用
途

、
6地

上
階

数
・地

下
階

数
、

7建
物

高
さ

、
8建

築
面

積
、

9延
べ

面
積

、
10

建
築

年
月

日
、

11
消

防
同

意
年

月
日

、
12

工
事

完
了

予
定

年
月

日
、

13
使

用
開

始
年

月
日

、

14
構

造

消
防

局
総

務
部

総
務

課
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

熊
本

市
消

防
局

が
保

有
す

る
、

熊
本

市
全

域
の

防
火

対
象

物
【消

防
法

施
行

令
別

表
第

一
の

(一
)

～
(二

十
)】

の
下

記
項

目
の

最
新

ﾃ
ﾞｰ

ﾀ
の

一
覧

表
10

建
築

年
月

日
、

12
工

事
完

了
予

定
年

月
日

、
13

使
用

開
始

年
月

日

不
存

在
7
/
1
9

31
9

7/
4

・平
成

28
年

度
上

代
町

遺
跡

群
第

5次
調

査
区

Ⅳ
区

発
掘

調
査

遺
構

実
測

図
作

成
等

業
務

委
託

・平
成

28
年

度
上

代
町

遺
跡

群
第

5次
調

査
区

Ⅲ
区

発
掘

調
査

遺
構

実
測

図
作

成
等

業
務

委
託

・平
成

28
年

度
上

代
町

遺
跡

群
第

5次
調

査
区

Ⅴ
・Ⅵ

区
発

掘
調

査
遺

構
実

測
図

作
成

業
務

委
託 ・平

成
29

年
度

硯
川

遺
跡

群
第

6次
調

査
区

Ⅳ
区

出
土

遺
物

実
測

図
作

成
業

務
委

託
・立

石
遺

跡
群

発
掘

調
査

業
務

委
託

上
記

の
金

入
り

設
計

書

経
済

観
光

局
文

化
ｽ
ﾎ

ﾟｰ
ﾂ
交

流
部 文

化
振

興
課

埋
蔵

文
化

財
調

査
室

・平
成

28
年

度
上

代
町

遺
跡

群
第

5次
調

査
区

Ⅳ
区

発
掘

調
査

遺
構

実
測

図
作

成
等

業
務

委
託

・平
成

28
年

度
上

代
町

遺
跡

群
第

5次
調

査
区

Ⅲ
区

発
掘

調
査

遺
構

実
測

図
作

成
等

業
務

委
託

・平
成

28
年

度
上

代
町

遺
跡

群
第

5次
調

査
区

Ⅴ
・Ⅵ

区
発

掘
調

査
遺

構
実

測
図

作
成

業
務

委
託 ・平

成
29

年
度

硯
川

遺
跡

群
第

6次
調

査
区

Ⅳ
区

出
土

遺
物

実
測

図
作

成
業

務
委

託
・立

石
遺

跡
群

発
掘

調
査

業
務

委
託

上
記

の
金

入
り

設
計

書

開
示

7
/
5

7
/
1
8

郵
送

32
0

7/
4

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

年
30

8号
･全

部
・白

黒

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

年
30

8号
･全

部
・白

黒
開

示
7
/
1
0

7
/
1
3

32
1

7/
4

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

年
33

3号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

年
33

3号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

7
/
1
2

7
/
1
3

32
3

7/
5

(仮
称

)熊
本

市
楡

木
地

域
ｺ
ﾐｭ

ﾆ
ﾃ

ｨｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

建
設

工
事

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

建
築

住
宅

部
営

繕
課

(仮
称

)熊
本

市
楡

木
地

域
ｺ
ﾐｭ

ﾆ
ﾃ

ｨｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

建
設

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
7
/
5

7
/
7

32
4

7/
5

平
成

28
年

度
社

会
福

祉
法

人
○

○
現

況
報

告
書

全
部

(本
部

・○
○

・○
○

）請
求

社
会

福
祉

法
人

○
○

・ 
○

○
の

土
地

所
有

者
の

為
、

確
認

。

健
康

福
祉

局
子

ど
も

未
来

部
保

育
幼

稚
園

課

社
会

福
祉

法
人

○
○

に
係

る
現

況
報

告
書

（平
成

29
年

4月
1日

現
在

）
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

7
/
1
9

7
/
2
7

郵
送

32
5

7/
5

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
01

-0
13

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
01

-0
13

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
7
/
1
2

7
/
1
4

32
6

7/
5

若
葉

小
学

校
第

18
棟

校
舎

外
壁

改
修

工
事

の
金

入
り

設
計

書
教

育
委

員
会

事
務

局
教

育
総

務
部 施

設
課

若
葉

小
学

校
第

18
棟

校
舎

外
壁

改
修

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
7
/
7

7
/
1
4

郵
送

31
8

7/
3

熊
本

市
消

防
局

が
保

有
す

る
、

熊
本

市
全

域
の

防
火

対
象

物
【消

防
法

施
行

令
別

表
第

一
の

(一
)

～
(二

十
)】

の
下

記
項

目
の

最
新

ﾃ
ﾞｰ

ﾀ
の

一
覧

表
1対

象
物

名
称

、
2棟

名
称

、
3所

在
地

番
、

4主
用

途
(項

分
類

）、
5棟

用
途

、
6地

上
階

数
・地

下
階

数
、

7建
物

高
さ

、
8建

築
面

積
、

9延
べ

面
積

、
10

建
築

年
月

日
、

11
消

防
同

意
年

月
日

、
12

工
事

完
了

予
定

年
月

日
、

13
使

用
開

始
年

月
日

、

14
構

造

消
防

局
総

務
部

総
務

課

36



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

32
7

7/
5

・御
幸

小
学

校
冷

暖
房

設
備

工
事

・山
ノ

内
小

学
校

冷
暖

房
設

備
工

事
・託

麻
北

小
学

校
冷

暖
房

設
備

工
事

・東
町

小
学

校
冷

暖
房

設
備

工
事

・健
軍

小
学

校
冷

暖
房

設
備

工
事

【総
合

評
価

方
式

】
上

記
の

金
入

り
設

計
書

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部 施
設

課

・御
幸

小
学

校
冷

暖
房

設
備

工
事

・山
ノ

内
小

学
校

冷
暖

房
設

備
工

事
・託

麻
北

小
学

校
冷

暖
房

設
備

工
事

・東
町

小
学

校
冷

暖
房

設
備

工
事

・健
軍

小
学

校
冷

暖
房

設
備

工
事

【総
合

評
価

方
式

】
上

記
の

金
入

り
設

計
書

開
示

7
/
1
0

7
/
2
1

郵
送

32
8

7/
5

・出
水

南
小

学
校

冷
暖

房
設

備
工

事
・託

麻
原

小
学

校
冷

暖
房

設
備

工
事

・花
園

小
学

校
外

1校
冷

暖
房

設
備

工
事

【総
合

評
価

方
式

】
上

記
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
建

築
住

宅
部

設
備

課

・出
水

南
小

学
校

冷
暖

房
設

備
工

事
・託

麻
原

小
学

校
冷

暖
房

設
備

工
事

・花
園

小
学

校
外

1校
冷

暖
房

設
備

工
事

【総
合

評
価

方
式

】
上

記
の

金
入

り
設

計
書

開
示

7
/
5

7
/
2
1

郵
送

32
9

7/
6

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
05

-1
98

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
05

-1
98

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

7
/
1
1

7
/
1
8

33
0

7/
6

平
成

29
年

4月
1日

か
ら

平
成

29
年

6月
30

日
ま

で
の

住
居

表
示

番
号

付
定

申
請

に
伴

っ
た

当
該

住
居

表
示

台
帳

市
民

局
市

民
生

活
部

地
域

政
策

課

有
り

8/
18

平
成

29
年

4月
1日

か
ら

平
成

29
年

6月
30

日
ま

で
の

住
居

表
示

番
号

付
定

申
請

に
伴

っ
た

当
該

住
居

表
示

台
帳

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
1
4

8
/
2
1

郵
送

33
1

7/
6

平
成

28
年

2月
24

日
に

提
起

さ
れ

た
、

平
成

28
年

不
第

3号
事

案
の

採
決

に
至

る
ま

で
の

過
程

が
わ

か
る

資
料

・両
者

が
い

つ
ど

の
よ

う
な

資
料

や
上

申
書

、
意

見
等

を
提

出
し

て
い

る
の

か
な

ど
分

か
る

も
の

。
(提

出
期

限
も

分
か

る
の

で
あ

れ
ば

、
そ

の
資

料
も

)
・人

事
委

員
会

の
開

催
日

時
や

議
事

録
等

、
話

し
合

い
の

内
容

が
分

か
る

も
の

。
・互

い
が

反
論

書
や

答
弁

書
を

提
出

し
て

い
る

さ
い

に
人

事
委

員
会

事
務

局
に

お
い

て
作

成
さ

れ
た

資
料

や
決

裁
書

な
ど

を
い

つ
か

ら
作

成
し

、
い

つ
作

成
が

完
了

し
た

か
が

分
か

る
も

の
。

人
事

委
員

会
事

務
局

平
成

28
年

2月
24

日
に

提
起

さ
れ

た
、

平
成

28
年

不
第

3号
事

案
の

採
決

に
至

る
ま

で
の

過
程

が
わ

か
る

資
料

・両
者

が
い

つ
ど

の
よ

う
な

資
料

や
上

申
書

、
意

見
等

を
提

出
し

て
い

る
の

か
な

ど
分

か
る

も
の

。
(提

出
期

限
も

分
か

る
の

で
あ

れ
ば

、
そ

の
資

料
も

)
・人

事
委

員
会

の
開

催
日

時
や

議
事

録
等

、
話

し
合

い
の

内
容

が
分

か
る

も
の

。
・互

い
が

反
論

書
や

答
弁

書
を

提
出

し
て

い
る

さ
い

に
人

事
委

員
会

事
務

局
に

お
い

て
作

成
さ

れ
た

資
料

や
決

裁
書

な
ど

を
い

つ
か

ら
作

成
し

、
い

つ
作

成
が

完
了

し
た

か
が

分
か

る
も

の
。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
5
号

　
審

議
、

検
討

に
関

す
る

情
報

6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報

7
/
2
6

8
/
2

33
2

7/
6

市
長

が
20

17
/6

/2
1-

30
に

送
信

し
た

メ
ー

ル
の

本
文

、
タ

イ
ト
ル

、
宛

先
並

び
に

添
付

フ
ァ

イ
ル

（い
ず

れ
も

電
磁

的
記

録
に

限
る

)
政

策
局

秘
書

課
市

長
が

20
17

/6
/2

1-
30

に
送

信
し

た
メ

ー
ル

の
本

文
、

タ
イ

ト
ル

、
宛

先
並

び
に

添
付

フ
ァ

イ
ル

（い
ず

れ
も

電
磁

的
記

録
に

限
る

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
7
/
1
8

7
/
2
4

郵
送

33
3

7/
6

熊
本

市
内

の
旅

館
業

営
業

施
設

一
覧

1.
営

業
施

設
の

名
称

2.
営

業
施

設
の

所
在

地
3.

営
業

許
可

主
体

の
名

称
(会

社
名

)
4.

営
業

許
可

主
体

の
代

表
者

名
5.

営
業

許
可

主
体

の
住

所
(会

社
住

所
)

※
個

人
経

営
の

場
合

、
個

人
情

報
保

護
に

該
当

し
開

示
で

き
な

い
場

合
は

不
要

6.
営

業
許

可
の

日
付

7.
客

室
数

8.
ﾎ

ﾃ
ﾙ

･旅
館

･簡
易

宿
所

･下
宿

の
区

分

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

29
年

7月
6日

時
点

で
熊

本
市

内
に

存
在

す
る

旅
館

業
法

許
可

施
設

に
関

す
る

以
下

の
項

目
項

目
：施

設
名

称
、

施
設

所
在

地
、

申
請

者
氏

名
、

代
表

者
役

職
、

氏
名

、
申

請
者

住
所

、
許

可
日

、
客

室
数

、
営

業
種

別

開
示

7
/
1
2

7
/
1
9

37



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

33
4

7/
7

平
成

28
年

度
の

現
況

報
告

書
社

会
福

祉
法

人
○

○
○

○
　

○
○

○
○

保
育

園
社

会
福

祉
法

人
○

○
○

○
　

○
○

○
○

保
育

園
社

会
福

祉
法

人
○

○
○

○
　

○
○

○
○

健
康

福
祉

局
子

ど
も

未
来

部
保

育
幼

稚
園

課

社
会

福
祉

法
人

○
○

○
○

に
係

る
現

況
報

告
書

（平
成

29
年

4月
1日

現
在

）
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

7
/
1
9

7
/
3
1

郵
送

33
5

7/
7

解
体

進
捗

状
況

環
境

局
資

源
循

環
部

震
災

廃
棄

物
対

策
課

・熊
本

市
公

費
解

体
体

制
表

・解
体

進
捗

チ
ェ

ッ
ク

表
（6

月
30

日
時

点
）

開
示

7
/
1
3

7
/
2
4

郵
送

33
6

7/
7

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

年
28

0号
、

16
年

28
2号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

年
28

0号
、

16
年

28
2号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

7
/
1
2

7
/
1
3

33
7

7/
7

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
14

年
06

5号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
14

年
06

5号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

7
/
1
2

7
/
1
8

33
8

7/
7

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
04

-5
50

、
04

-2
75

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
04

-5
50

、
04

-2
75

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
7
/
1
4

7
/
2
1

33
9

7/
7

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
47

-0
34

、
S
40

-1
50

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
47

-0
34

、
S
40

-1
50

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

7
/
1
4

7
/
2
0

生
活

保
護

受
給

者
へ

の
住

宅
扶

助
費

に
対

す
る

特
別

手
当

適
用

の
件

数
開

示
7
/
2
1

7
/
2
5

生
活

保
護

受
給

者
へ

の
住

宅
扶

助
費

に
対

す
る

特
別

手
当

適
用

の
理

由
不

存
在

7
/
2
1

34
1

7/
7

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
99

年
15

8号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
99

年
15

8号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
7
/
1
8

7
/
2
0

34
2

7/
10

下
記

期
間

内
に

新
規

で
開

設
届

を
提

出
さ

れ
た

理
美

容
店

の
一

覧
表

項
目

：店
舗

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

申
請

者
名

期
間

：2
01

7年
6月

24
日

よ
り

20
17

年
7月

7日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
確

認
し

た
理

美
容

店
の

下
記

項
目

に
関

す
る

一
覧

表
項

目
：店

舗
名

、
住

所
、

電
話

番
号

、
申

請
者

名
期

間
：2

01
7年

6月
24

日
よ

り
20

17
年

7月
7日

開
示

7
/
1
2

7
/
1
4

34
3

7/
10

飲
食

店
の

新
規

検
査

の
申

請
を

行
っ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
た

だ
し

、
移

動
販

売
･臨

時
営

業
･仮

設
営

業
･自

動
販

売
機

を
除

く
。

項
目

:屋
号

･営
業

所
在

地
･申

請
者

名
・営

業
電

話
番

号
期

間
:2

01
7年

6月
20

日
よ

り
20

17
年

7月
7日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

食
品

保
健

課

飲
食

店
の

新
規

検
査

の
申

請
を

行
っ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
た

だ
し

、
移

動
販

売
･臨

時
営

業
･仮

設
営

業
･自

動
販

売
機

を
除

く
。

項
目

:屋
号

･営
業

所
在

地
･申

請
者

名
・営

業
電

話
番

号
期

間
:2

01
7年

6月
20

日
よ

り
20

17
年

7月
7日

開
示

7
/
2
0

7
/
2
4

34
4

7/
10

都
市

計
画

事
業

南
部

汚
水

4号
幹

線
及

び
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(6
22

3工
区

)の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

南
部

汚
水

4号
幹

線
及

び
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(6
22

3工
区

)の
金

入
り

設
計

書
開

示
7
/
1
3

7
/
3
1

各
福

祉
事

務
所

に
お

け
る

生
活

保
護

受
給

者
へ

の
住

宅
扶

助
費

に
対

す
る

特
別

手
当

適
用

の
事

例
の

ま
と

め
(件

数
や

そ
の

理
由

な
ど

)

健
康

福
祉

局
福

祉
部

保
護

管
理

援
護

課

34
0

7/
7

38



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

34
5

7/
10

１
　

駅
前

広
場

の
整

備
に

着
手

す
る

た
め

の
実

施
設

計
費

を
委

託
業

務
実

績
の

現
時

点
で

の
設

計
図

等
の

資
料

２
　

こ
の

広
場

は
民

間
所

有
地

に
も

拘
わ

ら
ず

熊
本

市
が

整
備

す
る

理
由

が
わ

か
る

資
料

３
　

現
時

点
で

の
建

物
等

の
調

査
内

容
資

料
４

　
こ

の
建

物
等

は
民

間
所

有
に

も
拘

わ
ら

ず
熊

本
市

が
調

査
す

る
理

由
が

わ
か

る
資

料
５

　
過

去
5年

間
開

催
さ

れ
た

熊
本

市
周

辺
ま

ち
づ

く
り

推
進

協
議

会
の

説
明

会
で

、
熊

本
市

計
画

案
等

が
拒

否
さ

れ
、

再
設

計
･や

り
直

し
等

を
行

っ
た

事
例

の
新

旧
計

画
案

等
の

資
料

等
一

式
。

ま
た

、
こ

の
協

議
会

か
ら

、
新

し
い

発
想

が
提

出
さ

れ
、

そ
れ

を
具

体
化

し
た

事
例

等
の

わ
か

る
資

料
等

６
　

過
去

5年
間

に
於

い
て

、
熊

本
市

周
辺

ま
ち

づ
く

り
推

進
協

議
会

が
開

催
さ

れ
た

、
開

催
年

月
日

、
場

所
、

経
費

内
訳

等
の

そ
こ

だ
け

が
わ

か
る

資
料

７
　

そ
の

他
の

各
種

協
議

会
に

は
ど

の
よ

う
な

協
議

会
が

、
過

去
5年

間
で

開
催

さ
れ

た
か

、
開

催
年

月
日

時
場

所
、

開
催

経
費

等
の

そ
こ

だ
け

が
わ

か
る

資
料

８
　

熊
本

駅
南

線
の

設
計

図
式

、
電

線
共

同
溝

の
詳

細
設

計
図

式

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所

・熊
本

駅
白

川
口

(東
口

)駅
前

広
場

は
、

民
間

企
業

所
有

地
に

も
拘

ら
ず

、
熊

本
市

が
税

金
を

投
入

し
て

整
備

を
す

る
の

か
、

民
間

企
業

に
整

備
を

任
せ

な
い

理
由

の
わ

か
る

法
的

根
拠

、
条

例
等

の
資

料
。

・こ
の

建
物

等
は

民
間

企
業

所
有

物
で

あ
る

が
、

熊
本

市
が

税
金

を
投

入
し

て
建

物
調

査
を

施
行

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
の

か
等

の
わ

か
る

法
令

条
例

等
の

資
料

。
・現

駅
舎

の
解

体
に

際
し

て
、

現
駅

舎
の

建
物

補
償

、
駅

舎
内

店
舗

等
へ

の
休

業
等

営
業

補
償

に
対

し
て

、
熊

本
市

が
税

金
を

投
入

し
て

補
償

等
の

責
務

を
負

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
の

か
等

の
法

的
根

拠
法

令
省

令
条

例
等

の
わ

か
る

資
料

。
・熊

本
駅

白
川

口
駅

前
広

場
ｿ
ﾞｰ

ﾆ
ﾝ

ｸ
ﾞを

見
る

と
、

市
電

電
停

に
あ

る
シ

ャ
モ

ジ
屋

根
が

消
去

さ
れ

て
い

る
。

熊
本

市
周

辺
ま

ち
づ

く
り

推
進

協
議

会
で

も
説

明
図

式
が

提
示

さ
れ

て
い

る
が

、
こ

の
こ

と
に

関
し

て
、

質
疑

応
答

が
あ

っ
た

の
か

、
な

か
っ

た
の

か
が

わ
か

る
資

料
。

開
示

7
/
2
6

7
/
3
1

９
　

現
駅

舎
の

解
体

に
際

し
て

、
現

駅
舎

の
建

物
補

償
、

駅
舎

内
店

舗
等

へ
の

休
業

等
営

業
補

償
に

対
し

て
、

熊
本

市
が

税
金

を
投

入
し

て
補

償
等

の
責

務
を

負
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

の
か

等
の

法
的

根
拠

法
令

省
令

条
例

等
の

わ
か

る
資

料
・過

去
5年

間
に

於
い

て
、

熊
本

市
周

辺
ま

ち
づ

く
り

推
進

協
議

会
が

開
催

さ
れ

た
、

開
催

年
月

日
、

場
所

、
経

費
内

訳
等

の
そ

こ
だ

け
が

わ
か

る
資

料
。

現
駅

舎
店

舗
営

業
補

償
に

ど
の

よ
う

な
優

遇
処

置
が

と
ら

れ
て

い
る

の
か

、
同

じ
熊

本
市

都
市

計
画

事
業

で
の

格
差

の
違

い
を

解
明

で
き

る
資

料
等

10
　

熊
本

駅
白

川
口

駅
前

広
場

ｿ
ﾞｰ

ﾆ
ﾝ

ｸ
ﾞを

見
る

と
、

市
電

電
停

に
あ

る
シ

ャ
モ

ジ
屋

根
が

消
去

さ
れ

て
い

る
。

熊
本

市
周

辺
ま

ち
づ

く
り

推
進

協
議

会
で

も
説

明
図

式
が

提
示

さ
れ

て
い

る
が

、
こ

の
こ

と
に

関
し

て
、

質
疑

応
答

が
あ

っ
た

の
か

、
な

か
っ

た
の

か
が

わ
か

る
資

料
。

・過
去

5年
間

に
於

い
て

、
熊

本
市

周
辺

ま
ち

づ
く

り
推

進
協

議
会

が
開

催
さ

れ
た

、
開

催
年

月
日

、
場

所
、

経
費

内
訳

等
の

そ
こ

だ
け

が
わ

か
る

資
料

。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
7
/
2
6

7
/
3
1

39



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

・熊
本

駅
白

川
口

(東
口

)駅
前

広
場

整
備

に
係

る
実

施
設

計
に

お
け

る
、

現
時

点
で

の
設

計
図

･施
行

図
等

の
資

料
一

式
。

・建
物

調
査

に
係

る
現

時
点

で
の

調
査

内
容

資
料

一
式

。

不
開

示
3
号

　
法

人
等

情
報

6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
7
/
2
6

・過
去

5年
間

開
催

さ
れ

た
熊

本
市

周
辺

ま
ち

づ
く

り
推

進
協

議
会

の
説

明
会

で
、

熊
本

市
計

画
案

等
が

拒
否

さ
れ

、
再

設
計

･や
り

直
し

等
を

行
っ

た
事

例
の

新
旧

計
画

案
等

の
資

料
等

一
式

。
ま

た
、

こ
の

協
議

会
か

ら
、

新
し

い
発

想
が

提
出

さ
れ

、
そ

れ
を

具
体

化
し

た
事

例
等

の
わ

か
る

資
料

等
。

・そ
の

他
の

各
種

協
議

会
に

は
ど

の
よ

う
な

協
議

会
が

、
過

去
5年

間
で

開
催

さ
れ

た
か

、
開

催
年

月
日

時
場

所
、

開
催

経
費

等
の

そ
こ

だ
け

が
わ

か
る

資
料

等
(一

覧
表

に
て

提
出

)
・熊

本
駅

南
線

の
設

計
図

式
、

電
線

共
同

溝
の

詳
細

設
計

図
式

。
・現

駅
舎

店
舗

営
業

補
償

に
ど

の
よ

う
な

優
遇

処
置

が
と

ら
れ

て
い

る
の

か
、

同
じ

熊
本

市
都

市
計

画
事

業
で

の
格

差
の

違
い

を
解

明
で

き
る

資
料

等
。

不
存

在
7
/
2
6

34
6

7/
10

熊
本

地
震

に
伴

う
桃

尾
霊

堂
復

旧
工

事
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
建

築
住

宅
部

営
繕

課

熊
本

地
震

に
伴

う
桃

尾
霊

堂
復

旧
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

7
/
1
2

7
/
1
4

34
7

7/
10

熊
本

市
内

で
平

成
28

年
1月

1日
～

平
成

28
年

12
月

31
日

に
新

規
届

出
も

し
く

は
廃

止
届

出
の

あ
っ

た
歯

科
技

工
所

の
名

簿
一

覧
。

必
要

項
目

：名
称

・所
在

地
(郵

便
番

号
含

む
)・

電
話

番
号

・開
設

者
名

･開
設

年
月

日
も

し
く

は
廃

止
年

月
日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

医
療

政
策

課

熊
本

市
内

で
平

成
28

年
1月

1日
～

平
成

28
年

12
月

31
日

に
新

規
届

出
も

し
く

は
廃

止
届

出
の

あ
っ

た
歯

科
技

工
所

の
名

簿
一

覧
。

必
要

項
目

：名
称

・所
在

地
(郵

便
番

号
含

む
)・

電
話

番
号

・開
設

者
名

･開
設

年
月

日
も

し
く

は
廃

止
年

月
日

開
示

7
/
2
0

8
/
1
0

郵
送

34
8

7/
10

東
区

水
源

1丁
目

○
番

付
近

φ
15

0・
10

0・
75

粍
配

水
管

布
設

替
他

1件
工

事
の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

東
区

水
源

1丁
目

○
番

付
近

φ
15

0・
10

0・
75

粍
配

水
管

布
設

替
他

1件
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

7
/
1
2

7
/
2
5

34
9

7/
11

下
水

道
災

害
復

旧
工

事
(第

99
号

)【
総

合
評

価
方

式
】の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

下
水

道
災

害
復

旧
工

事
(第

99
号

)【
総

合
評

価
方

式
】の

金
入

り
設

計
書

開
示

7
/
1
4

7
/
2
4

郵
送

35
0

7/
11

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
02

-0
04

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
02

-0
04

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
7
/
1
8

7
/
2
0

35
1

7/
11

城
北

小
学

校
冷

暖
房

設
備

工
事

の
金

入
り

設
計

書
教

育
委

員
会

事
務

局
教

育
総

務
部 施

設
課

城
北

小
学

校
冷

暖
房

設
備

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
7
/
1
1

7
/
1
9

40



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

35
2

7/
11

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
15

年
27

7号
　

D
-6

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
15

年
27

7号
　

D
-6

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
7
/
1
9

7
/
2
8

35
3

7/
11

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
03

年
第

94
号

･全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
03

年
第

94
号

･全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
7
/
2
1

7
/
2
5

35
4

7/
11

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
39

-0
82

号
・全

部
・復

元
協

議
書

・カ
ラ

ー
希

望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
39

-0
82

号
・全

部
・復

元
協

議
書

・カ
ラ

ー
希

望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
7
/
2
1

7
/
2
4

35
5

7/
12

開
発

許
可

指
令

(開
景

）第
27

-2
19

9号
（許

可
年

月
日

平
成

27
年

10
月

15
日

）に
係

る
平

成
28

年
8

月
1日

の
開

発
行

為
変

更
届

出
書

(同
意

書
含

む
)

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

開
発

景
観

課

・開
発

許
可

に
係

る
開

発
行

為
変

更
届

出
書

の
写

し
一

式
・許

可
番

号
：開

発
許

可
指

令
(開

景
）第

27
-

21
99

号
・許

可
年

月
日

：平
成

27
年

10
月

15
日

・変
更

届
出

書
提

出
日

：平
成

28
年

8月
1日

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

7
/
2
1

7
/
2
4

35
6

7/
12

都
市

計
画

事
業

中
部

汚
水

1号
幹

線
及

び
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（6
23

3工
区

）の
金

入
り

設
計

書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

中
部

汚
水

1号
幹

線
及

び
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（6
23

3工
区

）の
金

入
り

設
計

書
開

示
7
/
2
5

7
/
2
8

35
7

7/
12

・中
央

区
九

品
寺

2丁
目

付
近

(産
業

道
路

)φ
50

0
粍

配
水

管
布

設
他

1件
工

事
・北

区
津

浦
町

○
番

付
近

φ
30

0粍
配

水
管

布
設

他
3件

工
事

(1
工

区
)

・東
区

桜
木

1丁
目

○
番

付
近

φ
10

0粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

(1
工

区
)

上
記

の
金

入
り

設
計

書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

・中
央

区
九

品
寺

2丁
目

付
近

(産
業

道
路

)φ
50

0
粍

配
水

管
布

設
他

1件
工

事
・北

区
津

浦
町

○
番

付
近

φ
30

0粍
配

水
管

布
設

他
3件

工
事

(1
工

区
)

・東
区

桜
木

1丁
目

付
近

φ
10

0粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

(1
工

区
)

上
記

の
金

入
り

設
計

書

開
示

7
/
1
8

7
/
1
8

35
8

7/
12

大
規

模
小

売
店

舗
立

地
法

附
則

第
5条

第
１

項
届

出
書

類
一

式
・店

舗
名

称
：○

○
○

○
　

○
○

○
○

店
(現

○
○

○
○

　
○

○
○

○
店

）
・所

在
地

：熊
本

市
東

区
○

○
○

○
丁

目
○

・届
出

日
：平

成
13

年
6月

29
日

経
済

観
光

局
産

業
部

商
業

金
融

課

大
規

模
小

売
店

舗
立

地
法

附
則

第
5条

第
１

項
届

出
書

類
一

式
・店

舗
名

称
：○

○
○

○
　

○
○

○
○

店
(現

○
○

○
○

　
○

○
○

○
店

）
・所

在
地

：熊
本

市
東

区
○

○
○

○
丁

目
○

・届
出

日
：平

成
13

年
6月

29
日

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

4
号

　
公

共
の

安
全

等
に

関
す

る
情

報
7
/
3
1

8
/
2

35
9

7/
13

東
区

桜
木

1丁
目

○
番

付
近

φ
10

0粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

(2
工

区
)の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

東
区

桜
木

1丁
目

○
番

付
近

φ
10

0粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

(2
工

区
)の

金
入

り
設

計
書

開
示

7
/
1
8

7
/
2
0

36
0

7/
13

・熊
本

地
震

に
伴

う
水

前
寺

競
技

場
ｻ

ｲ
ﾄﾞ

･ﾊ
ﾞｯ

ｸ
ｽ

ﾀ
ﾝ

ﾄﾞ
復

旧
工

事
(そ

の
2)

【余
裕

工
期

あ
り

】
・藤

園
中

学
校

体
育

館
・渡

り
廊

下
及

び
藤

園
共

同
調

理
場

解
体

工
事

【余
裕

工
期

あ
り

】
上

記
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
建

築
住

宅
部

営
繕

課

・熊
本

地
震

に
伴

う
水

前
寺

競
技

場
ｻ

ｲ
ﾄﾞ

･ﾊ
ﾞｯ

ｸ
ｽ

ﾀ
ﾝ

ﾄﾞ
復

旧
工

事
(そ

の
2)

【余
裕

工
期

あ
り

】
・藤

園
中

学
校

体
育

館
・渡

り
廊

下
及

び
藤

園
共

同
調

理
場

解
体

工
事

【余
裕

工
期

あ
り

】
上

記
の

金
入

り
設

計
書

開
示

7
/
1
3

7
/
2
1

36
1

7/
13

都
市

計
画

事
業

西
部

汚
水

4号
幹

線
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
【6

30
7工

区
】

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

西
部

汚
水

4号
幹

線
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
【6

30
7工

区
】

開
示

7
/
1
8

7
/
2
1

41



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

36
2

7/
13

健
軍

東
小

学
校

受
水

槽
改

修
そ

の
他

工
事

の
金

入
り

設
計

書
教

育
委

員
会

事
務

局
教

育
総

務
部 施

設
課

健
軍

東
小

学
校

受
水

槽
改

修
そ

の
他

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
7
/
1
3

7
/
1
8

36
3

7/
13

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
99

年
第

15
8号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
99

年
第

15
8号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
7
/
2
5

36
4

7/
13

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
（平

成
29

年
4月

11
日

～
5月

10
日

届
出

分
)建

築
物

に
限

る
都

市
建

設
局

都
市

政
策

部
開

発
景

観
課

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
（平

成
29

年
4月

11
日

～
5月

10
日

届
出

分
)建

築
物

に
限

る
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

7
/
1
4

7
/
1
9

36
5

7/
13

西
区

上
代

8丁
目

φ
75

・5
0粍

配
水

管
布

設
替

他
3件

工
事

の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
水

道
整

備
課

西
区

上
代

8丁
目

φ
75

・5
0粍

配
水

管
布

設
替

他
3件

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
7
/
1
8

7
/
1
9

36
6

7/
13

熊
本

地
震

に
伴

う
本

庁
舎

E
xp

.J
及

び
別

館
（駐

輪
場

）復
旧

工
事

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

建
築

住
宅

部
営

繕
課

熊
本

地
震

に
伴

う
本

庁
舎

E
xp

.J
及

び
別

館
（駐

輪
場

）復
旧

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
7
/
1
3

7
/
2
1

36
7

7/
14

国
道

50
1号

（飽
田

ﾊ
ﾞｲ

ﾊ
ﾟｽ

）工
事

計
画

図
面

熊
本

市
南

区
浜

口
町

11
34

付
近

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

道
路

課

国
道

50
1号

（飽
田

ﾊ
ﾞｲ

ﾊ
ﾟｽ

）工
事

計
画

図
面

熊
本

市
南

区
浜

口
町

11
34

付
近

開
示

7
/
2
0

7
/
3
1

郵
送

36
8

7/
14

麻
生

田
小

学
校

運
動

場
改

良
工

事
の

金
入

り
設

計
書

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部 施
設

課

麻
生

田
小

学
校

運
動

場
改

良
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

7
/
1
8

7
/
1
9

36
9

7/
14

・若
葉

小
学

校
冷

暖
房

設
備

工
事

・画
図

小
学

校
給

食
室

ﾄﾞ
ﾗ
ｲ
改

修
機

械
設

備
工

事 ・豊
田

小
学

校
上

水
道

引
込

み
そ

の
他

工
事

上
記

の
金

入
り

設
計

書

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部 施
設

課

・若
葉

小
学

校
冷

暖
房

設
備

工
事

・画
図

小
学

校
給

食
室

ﾄﾞ
ﾗ
ｲ
改

修
機

械
設

備
工

事 ・豊
田

小
学

校
上

水
道

引
込

み
そ

の
他

工
事

上
記

の
金

入
り

設
計

書

開
示

7
/
2
0

7
/
2
0

37
0

7/
14

（仮
称

）熊
本

市
植

木
地

域
農

産
物

の
駅

新
築

機
械

設
備

工
事

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

建
築

住
宅

部
設

備
課

（仮
称

）熊
本

市
植

木
地

域
農

産
物

の
駅

新
築

機
械

設
備

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
7
/
1
4

7
/
2
0

37
1

7/
14

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
56

-0
50

、
S
45

-3
05

、
S5

0-
09

2
・全

部
・復

元
協

議
書

・カ
ラ

ー
希

望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
56

-0
50

、
S
45

-3
05

、
S5

0-
09

2
・全

部
・復

元
協

議
書

・カ
ラ

ー
希

望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

7
/
2
5

7
/
2
8

37
2

7/
18

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

市
民

局
市

民
生

活
部

男
女

共
同

参
画

課

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

開
示

7
/
1
9

37
3

7/
18

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

健
康

福
祉

局
子

ど
も

未
来

部
子

ど
も

支
援

課

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

不
存

在
7
/
1
9

42



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

37
4

7/
18

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

経
済

観
光

局
観

光
交

流
部

観
光

政
策

課

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

開
示

7
/
1
8

37
5

7/
18

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

経
済

観
光

局
文

化
ｽ
ﾎ

ﾟｰ
ﾂ
交

流
部 文

化
振

興
課

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

開
示

7
/
1
8

37
6

7/
18

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

経
済

観
光

局
熊

本
城

総
合

事
務

所

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

開
示

7
/
2
1

37
7

7/
18

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

開
発

景
観

課

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

開
示

7
/
1
8

37
8

7/
18

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

開
示

7
/
2
1

37
9

7/
18

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

開
示

7
/
2
0

38
0

7/
18

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

不
存

在
7
/
2
4

38
1

7/
18

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

植
木

地
域

整
備

室

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
7
/
2
4

38
2

7/
18

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

西
区

役
所

区
民

部
河

内
ま

ち
づ

く
り

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

不
存

在
7
/
2
0

38
3

7/
18

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

西
区

役
所

区
民

部 吉
野

分
室

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

不
存

在
7
/
2
1

38
4

7/
18

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

南
区

役
所

区
民

部 城
南

交
流

室

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

不
存

在
7
/
2
5

43



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

38
5

7/
18

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部 熊
本

博
物

館

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

開
示

7
/
2
4

38
6

7/
18

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

教
育

委
員

会
事

務
局

学
校

教
育

部 碩
台

小
学

校

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

開
示

7
/
2
4

38
7

7/
18

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

教
育

委
員

会
事

務
局

学
校

教
育

部 白
川

小
学

校

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

不
存

在
7
/
2
6

38
8

7/
18

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

教
育

委
員

会
事

務
局

学
校

教
育

部 城
西

小
学

校

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

不
存

在
8
/
2

38
9

7/
18

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

教
育

委
員

会
事

務
局

学
校

教
育

部 健
軍

小
学

校

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

開
示

7
/
2
5

39
0

7/
18

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

教
育

委
員

会
事

務
局

学
校

教
育

部 川
尻

小
学

校

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

不
存

在
7
/
2
5

39
1

7/
18

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

教
育

委
員

会
事

務
局

学
校

教
育

部 城
山

小
学

校

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

不
存

在
7
/
2
4

39
2

7/
18

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

教
育

委
員

会
事

務
局

学
校

教
育

部 小
島

小
学

校

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

不
存

在
7
/
2
5

39
3

7/
18

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

教
育

委
員

会
事

務
局

学
校

教
育

部 龍
田

小
学

校

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

不
存

在
7
/
2
6

39
4

7/
18

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

教
育

委
員

会
事

務
局

学
校

教
育

部 中
島

小
学

校

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

不
存

在
7
/
2
0

39
5

7/
18

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

教
育

委
員

会
事

務
局

学
校

教
育

部 託
麻

東
小

学
校

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

不
存

在
8
/
7

44



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

39
6

7/
18

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

教
育

委
員

会
事

務
局

学
校

教
育

部 西
里

小
学

校

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

不
存

在
8
/
7

39
7

7/
18

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

教
育

委
員

会
事

務
局

学
校

教
育

部 飽
田

西
小

学
校

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

不
存

在
7
/
2
6

39
8

7/
18

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

教
育

委
員

会
事

務
局

学
校

教
育

部 中
緑

小
学

校

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

不
存

在
7
/
2
5

39
9

7/
18

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

教
育

委
員

会
事

務
局

学
校

教
育

部 富
合

小
学

校

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

不
存

在
7
/
2
7

40
0

7/
18

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

教
育

委
員

会
事

務
局

学
校

教
育

部 隈
庄

小
学

校

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

不
存

在
7
/
2
4

40
1

7/
18

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

教
育

委
員

会
事

務
局

学
校

教
育

部 菱
形

小
学

校

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
7
/
2
7

40
2

7/
18

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

教
育

委
員

会
事

務
局

学
校

教
育

部 山
東

小
学

校

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

不
存

在
8
/
7

40
3

7/
18

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

教
育

委
員

会
事

務
局

学
校

教
育

部 吉
松

小
学

校

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

不
存

在
7
/
2
5

40
4

7/
18

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

教
育

委
員

会
事

務
局

学
校

教
育

部 田
底

小
学

校

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

不
存

在
7
/
2
5

40
5

7/
18

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

教
育

委
員

会
事

務
局

学
校

教
育

部 田
迎

西
小

学
校

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

不
存

在
7
/
2
5

40
6

7/
18

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

教
育

委
員

会
事

務
局

学
校

教
育

部 京
陵

中
学

校

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

不
存

在
7
/
2
1

45



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

40
7

7/
18

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

病
院

局
植

木
病

院

市
が

設
置

又
は

管
理

し
て

い
る

銅
像

の
数

と
銅

像
名

及
び

設
置

場
所

が
わ

か
る

文
書

不
存

在
7
/
2
8

40
8

7/
18

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

（池
上

工
区

）谷
尾

崎
地

区
工

事
用

道
路

改
良

工
事

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

（池
上

工
区

）谷
尾

崎
地

区
工

事
用

道
路

改
良

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
7
/
2
4

7
/
2
8

40
9

7/
18

・大
規

模
盛

土
造

成
地

滑
動

崩
落

防
止

事
業

1地
区

そ
の

1工
事

・大
規

模
盛

土
造

成
地

滑
動

崩
落

防
止

事
業

1地
区

そ
の

2工
事

上
記

の
金

入
り

設
計

書

都
市

建
設

局
土

木
部

震
災

土
木

施
設

対
策

課
課

・大
規

模
盛

土
造

成
地

滑
動

崩
落

防
止

事
業

1地
区

そ
の

1工
事

・大
規

模
盛

土
造

成
地

滑
動

崩
落

防
止

事
業

1地
区

そ
の

2工
事

上
記

の
金

入
り

設
計

書

開
示

7
/
2
5

7
/
2
8

41
0

7/
18

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
06

-1
01

　
B

-1
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
06

-1
01

　
B

-1
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
7
/
2
5

7
/
2
8

41
1

7/
18

会
計

総
室

が
担

当
す

る
「熊

本
市

公
金

の
損

害
保

険
」（

保
険

期
間

：平
成

29
年

7月
19

日
よ

り
1年

間
）

上
記

の
契

約
保

険
料

と
担

当
代

理
店

及
び

引
き

受
け

保
険

会
社

会
計

総
室

熊
本

市
公

金
の

損
害

保
険

（保
険

期
間

：平
成

29
年

7月
19

日
よ

り
1年

間
）

上
記

の
契

約
保

険
料

と
担

当
代

理
店

及
び

引
き

受
け

保
険

会
社

開
示

7
/
2
7

8
/
2

41
2

7/
18

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
17

年
代

04
8号

、
06

年
第

28
3号

、
14

年
第

10
7号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
17

年
代

04
8号

、
06

年
第

28
3号

、
14

年
第

10
7号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
7
/
2
5

7
/
2
6

41
3

7/
18

登
記

に
掲

載
さ

れ
て

い
る

建
物

の
所

在
地

、
用

途
、

床
面

積
、

構
造

、
階

数
、

築
年

数
に

関
す

る
デ

ー
タ

財
政

局
税

務
部

課
税

管
理

課

登
記

に
掲

載
さ

れ
て

い
る

建
物

の
所

在
地

、
用

途
、

床
面

積
、

構
造

、
階

数
、

築
年

数
に

関
す

る
デ

ー
タ

開
示

7
/
2
6

8
/
3
1

郵
送

41
4

7/
18

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
45

-3
05

-8
1

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
45

-3
05

-8
1

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
7
/
2
7

7
/
2
8

平
成

29
年

7月
10

日
に

開
催

さ
れ

た
、

市
民

会
館

指
定

管
理

者
選

定
委

員
会

に
お

け
る

、
選

定
委

員
（5

名
）の

各
委

員
の

審
査

点
数

表
開

示
8
/
2
3

9
/
6

熊
本

市
民

会
館

の
指

定
管

理
者

選
定

に
お

け
る

、
一

般
財

団
法

人
熊

本
市

社
会

教
育

振
興

事
業

団
の

提
出

し
た

、
事

業
計

画
書

（様
式

2号
す

べ
て

）及
び

収
支

予
算

書
（様

式
3号

す
べ

て
）、

様
式

8号
及

び
様

式
2号

の
別

添
と

し
て

提
出

さ
れ

た
申

請
書

。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
4
号

　
公

共
の

安
全

等
に

関
す

る
情

報
8
/
2
3

9
/
6

有 9/
1

41
5

7/
18

①
熊

本
市

民
会

館
の

指
定

管
理

者
選

定
に

お
け

る
、

一
般

財
団

法
人

熊
本

市
社

会
教

育
振

興
事

業
団

の
提

出
し

た
、

事
業

計
画

書
（様

式
2号

す
べ

て
）及

び
収

支
予

算
書

（様
式

3号
す

べ
て

）、
様

式
8号

及
び

様
式

2号
の

別
添

と
し

て
提

出
さ

れ
た

申
請

書
。

②
平

成
29

年
7月

10
日

に
開

催
さ

れ
た

、
市

民
会

館
指

定
管

理
者

選
定

委
員

会
に

お
け

る
、

選
定

委
員

（5
名

）の
各

委
員

の
審

査
点

数
表

（氏
名

の
公

開
が

不
可

の
場

合
は

氏
名

は
問

わ
な

い
）

③
審

査
委

員
会

で
審

査
委

員
に

配
布

さ
れ

た
、

申
請

団
体

ご
と

の
申

請
書

の
要

約
版

説
明

文
章

（審

経
済

観
光

局
文

化
･ｽ

ﾎ
ﾟｰ

ﾂ
交

流
部 市

民
会

館

46



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

審
査

委
員

会
で

審
査

委
員

に
配

布
さ

れ
た

、
申

請
団

体
ご

と
の

申
請

書
の

要
約

版
説

明
文

章
（審

査
基

準
が

記
さ

れ
た

書
類

）
不

存
在

8
/
2
3

41
6

7/
18

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
39

-0
75

（熊
本

県
指

令
建

75
号

）
・全

部
・復

元
協

議
書

・カ
ラ

ー
希

望
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

07
年

第
39

3号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
39

-0
75

（熊
本

県
指

令
建

75
号

）
・全

部
・復

元
協

議
書

・カ
ラ

ー
希

望
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

07
年

第
39

3号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
7
/
2
7

8
/
1
7

41
7

7/
18

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

16
年

第
05

2号
･全

部
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

16
年

第
05

2号
･全

部
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

8
/
1

8
/
1

41
8

7/
19

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
10

年
32

7号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
10

年
32

7号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
1

8
/
2

41
9

7/
19

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
17

-0
99

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
17

-0
99

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

7
/
3
1

8
/
7

42
0

7/
19

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
01

-2
96

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
01

-2
96

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
1

8
/
2

42
1

7/
19

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
48

-0
03

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
05

-1
19

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
48

-0
03

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
05

-1
19

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

8
/
1

8
/
3

42
2

7/
21

・画
図

小
学

校
冷

暖
房

設
備

工
事

【総
合

評
価

方
式

】
・若

葉
小

学
校

冷
暖

房
設

備
工

事
・城

北
小

学
校

冷
暖

房
設

備
工

事
・麻

生
田

小
学

校
冷

暖
房

設
備

工
事

・帯
山

西
小

学
校

冷
暖

房
設

備
工

事
・城

西
中

学
校

受
水

槽
改

修
そ

の
他

工
事

・尾
ﾉ
上

小
学

校
冷

暖
房

設
備

工
事

【総
合

評
価

方
式

】
・健

軍
東

小
学

校
受

水
槽

改
修

そ
の

他
工

事
・菱

形
小

学
校

外
1校

冷
暖

房
設

備
工

事
上

記
の

金
入

り
設

計
書

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部 施
設

課

・画
図

小
学

校
冷

暖
房

設
備

工
事

【総
合

評
価

方
式

】
・若

葉
小

学
校

冷
暖

房
設

備
工

事
・城

北
小

学
校

冷
暖

房
設

備
工

事
・麻

生
田

小
学

校
冷

暖
房

設
備

工
事

・帯
山

西
小

学
校

冷
暖

房
設

備
工

事
・城

西
中

学
校

受
水

槽
改

修
そ

の
他

工
事

・尾
ﾉ
上

小
学

校
冷

暖
房

設
備

工
事

【総
合

評
価

方
式

】
・健

軍
東

小
学

校
受

水
槽

改
修

そ
の

他
工

事
・菱

形
小

学
校

外
1校

冷
暖

房
設

備
工

事
上

記
の

金
入

り
設

計
書

開
示

7
/
2
7

8
/
3

郵
送

有 9/
1

41
5

7/
18

①
熊

本
市

民
会

館
の

指
定

管
理

者
選

定
に

お
け

る
、

一
般

財
団

法
人

熊
本

市
社

会
教

育
振

興
事

業
団

の
提

出
し

た
、

事
業

計
画

書
（様

式
2号

す
べ

て
）及

び
収

支
予

算
書

（様
式

3号
す

べ
て

）、
様

式
8号

及
び

様
式

2号
の

別
添

と
し

て
提

出
さ

れ
た

申
請

書
。

②
平

成
29

年
7月

10
日

に
開

催
さ

れ
た

、
市

民
会

館
指

定
管

理
者

選
定

委
員

会
に

お
け

る
、

選
定

委
員

（5
名

）の
各

委
員

の
審

査
点

数
表

（氏
名

の
公

開
が

不
可

の
場

合
は

氏
名

は
問

わ
な

い
）

③
審

査
委

員
会

で
審

査
委

員
に

配
布

さ
れ

た
、

申
請

団
体

ご
と

の
申

請
書

の
要

約
版

説
明

文
章

（審

経
済

観
光

局
文

化
･ｽ

ﾎ
ﾟｰ

ﾂ
交

流
部 市

民
会

館
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

42
3

7/
21

・大
江

小
学

校
外

1校
冷

暖
房

設
備

工
事

【総
合

評
価

方
式

】
・城

東
小

学
校

外
1校

冷
暖

房
設

備
工

事
・白

山
小

学
校

冷
暖

房
設

備
工

事
・力

合
西

小
学

校
冷

暖
房

設
備

工
事

・向
山

小
学

校
冷

暖
房

設
備

工
事

上
記

の
金

入
り

設
計

書

都
市

建
設

局
建

築
住

宅
部

設
備

課

・大
江

小
学

校
外

1校
冷

暖
房

設
備

工
事

【総
合

評
価

方
式

】
・城

東
小

学
校

外
1校

冷
暖

房
設

備
工

事
・白

山
小

学
校

冷
暖

房
設

備
工

事
・力

合
西

小
学

校
冷

暖
房

設
備

工
事

・向
山

小
学

校
冷

暖
房

設
備

工
事

上
記

の
金

入
り

設
計

書

開
示

7
/
2
6

8
/
3

郵
送

42
4

7/
21

【熊
本

地
震

関
連

】菱
形

小
学

校
屋

内
運

動
場

災
害

復
旧

工
事

の
金

入
り

設
計

書
教

育
委

員
会

事
務

局
教

育
総

務
部 施

設
課

【熊
本

地
震

関
連

】菱
形

小
学

校
屋

内
運

動
場

災
害

復
旧

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
7
/
2
7

8
/
3

城
南

町
○

○
の

○
火

事
（○

○
.○

○
.○

○
）で

全
容

を
理

解
出

来
る

資
料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
9

8
/
1
4

11
9番

へ
の

通
報

者
は

如
何

に
訴

え
た

の
か

、
そ

の
対

応
不

開
示

2
号

　
個

人
情

報
8
/
9

42
6

7/
21

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

23
.1

1-
40

7
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

23
.1

1-
40

7
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
2

8
/
2
5

42
7

7/
21

熊
本

駅
東

口
駅

前
広

場
の

都
市

計
画

決
定

等
に

係
る

熊
本

市
都

市
計

画
審

議
会

決
定

事
項

会
議

録

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

都
市

政
策

課

熊
本

駅
東

口
駅

前
広

場
の

都
市

計
画

決
定

等
に

係
る

熊
本

市
都

市
計

画
審

議
会

決
定

事
項

会
議

録
不

存
在

7
/
2
8

42
8

7/
24

下
記

期
間

内
に

新
規

で
開

設
届

を
提

出
さ

れ
た

理
美

容
店

の
一

覧
表

項
目

：店
舗

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

申
請

者
名

期
間

：2
01

7年
7月

8日
よ

り
20

17
年

7月
21

日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
確

認
し

た
理

美
容

店
の

下
記

項
目

に
関

す
る

一
覧

表
項

目
：店

舗
名

、
住

所
、

電
話

番
号

、
申

請
者

名
期

間
：2

01
7年

7月
8日

よ
り

20
17

年
7月

21
日

開
示

7
/
2
6

7
/
3
1

42
9

7/
24

下
記

期
間

内
に

新
規

で
確

認
し

た
飲

食
店

の
一

覧
表

を
お

願
い

い
た

し
ま

す
。

た
だ

し
、

移
動

販
売

･臨
時

営
業

･仮
設

営
業

･自
動

販
売

機
を

除
く

。
項

目
:屋

号
･営

業
所

在
地

･申
請

者
名

・営
業

電
話

番
号

期
間

:2
01

7年
7月

8日
よ

り
20

17
年

7月
21

日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

食
品

保
健

課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
確

認
し

た
飲

食
店

の
一

覧
表

た
だ

し
、

移
動

販
売

･臨
時

営
業

･仮
設

営
業

･自
動

販
売

機
を

除
く

。
項

目
:屋

号
･営

業
所

在
地

･申
請

者
名

・営
業

電
話

番
号

期
間

:2
01

7年
7月

8日
よ

り
20

17
年

7月
21

日

開
示

7
/
2
6

7
/
3
1

43
0

7/
24

龍
田

小
学

校
冷

暖
房

設
備

工
事

の
金

入
り

設
計

書
教

育
委

員
会

事
務

局
教

育
総

務
部 施

設
課

龍
田

小
学

校
冷

暖
房

設
備

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
7
/
2
4

43
1

7/
24

平
成

11
年

6月
14

日
第

99
51

63
号

建
築

計
画

概
要

書
付

近
見

取
図

左
中

段
の

承
諾

書
都

市
建

設
局

都
市

政
策

部
建

築
指

導
課

平
成

11
年

6月
14

日
第

99
51

63
号

建
築

計
画

概
要

書
付

近
見

取
図

左
中

段
の

承
諾

書
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
8
/
2

42
5

7/
21

1.
城

南
町

○
○

の
○

火
事

（○
○

.○
○

.○
○

）
で

全
容

を
理

解
出

来
る

資
料

を
求

め
る

。
2.

11
9番

へ
の

通
報

者
は

如
何

に
訴

え
た

の
か

、
そ

の
対

応
を

聞
き

た
い

。
消

防
局

総
務

部
総

務
課
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

43
2

7/
24

都
市

計
画

事
業

西
部

汚
水

1号
幹

線
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（6

20
1号

）の
金

入
り

設
計

書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

西
部

汚
水

1号
幹

線
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（6

20
1号

）の
金

入
り

設
計

書
開

示
7
/
2
8

7
/
3
1

43
3

7/
25

（熊
本

地
震

関
連

）尾
ノ

上
小

学
校

復
旧

工
事

（そ
の

2）
の

金
入

り
設

計
書

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部 施
設

課

（熊
本

地
震

関
連

）尾
ノ

上
小

学
校

復
旧

工
事

（そ
の

2）
の

金
入

り
設

計
書

開
示

7
/
2
7

7
/
2
8

43
4

7/
25

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
56

-5
3

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
56

-5
3

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

開
示

8
/
3

8
/
3

43
5

7/
25

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
50

-0
98

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
50

-0
98

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

開
示

8
/
3

8
/
2
5

43
6

7/
25

一
新

小
学

校
運

動
場

拡
張

整
備

工
事

【J
R
近

接
】

の
金

入
り

設
計

書
教

育
委

員
会

事
務

局
教

育
総

務
部 施

設
課

一
新

小
学

校
運

動
場

拡
張

整
備

工
事

【J
R
近

接
】

の
金

入
り

設
計

書
開

示
7
/
2
7

7
/
2
8

43
7

7/
26

熊
本

市
の

理
美

容
室

の
物

件
名

、
住

所
、

店
舗

面
積

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

29
年

7月
26

日
時

点
で

熊
本

市
内

に
存

在
す

る
理

容
所

及
び

美
容

所
に

関
す

る
以

下
の

項
目 項

目
：店

舗
名

、
住

所
、

店
舗

面
積

開
示

8
/
2

8
/
3

43
8

7/
26

（熊
本

地
震

関
連

）白
川

中
学

校
屋

内
運

動
場

天
井

ﾌ
ﾞﾚ

ｰ
ｽ
そ

の
他

復
旧

工
事

（そ
の

2）
の

金
入

り
設

計
書

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部 施
設

課

（熊
本

地
震

関
連

）白
川

中
学

校
屋

内
運

動
場

天
井

ﾌ
ﾞﾚ

ｰ
ｽ
そ

の
他

復
旧

工
事

（そ
の

2）
の

金
入

り
設

計
書

開
示

7
/
3
1

8
/
4

43
9

7/
26

区
画

道
路

6-
1号

線
外

1路
線

道
路

整
備

工
事

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

都
市

政
策

部
植

木
中

央
土

地
区

画
整

理
事

業
所

区
画

道
路

6-
1号

線
外

1路
線

道
路

整
備

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
7
/
2
8

7
/
3
1

44
0

7/
26

桑
鶴

遺
跡

埋
蔵

文
化

財
発

掘
調

査
業

務
委

託
の

他
社

の
入

札
金

額
及

び
契

約
金

額
（不

調
後

最
低

金
額

業
者

が
見

積
提

出
）

経
済

観
光

局
文

化
･ｽ

ﾎ
ﾟｰ

ﾂ
交

流
部 埋

蔵
文

化
財

調
査

室

桑
鶴

遺
跡

群
第

２
次

調
査

区
出

土
遺

物
ﾃ

ﾞｼ
ﾞﾀ

ﾙ
ﾄ

ﾚ
ｰ

ｽ
等

業
務

委
託

の
入

札
状

況
調

書
開

示
7
/
2
7

7
/
2
8

44
1

7/
26

中
央

区
九

品
寺

2丁
目

付
近

（産
業

道
路

）φ
50

0
粍

配
水

管
布

設
他

1件
工

事
の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

中
央

区
九

品
寺

2丁
目

付
近

（産
業

道
路

）φ
50

0
粍

配
水

管
布

設
他

1件
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

7
/
2
8

8
/
4

44
2

7/
26

東
区

水
源

1丁
目

泉
ヶ

丘
小

学
校

付
近

φ
30

0・
10

0粍
配

水
管

布
設

替
他

1件
工

事
の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

東
区

水
源

1丁
目

泉
ヶ

丘
小

学
校

付
近

φ
30

0・
10

0粍
配

水
管

布
設

替
他

1件
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

7
/
2
8

8
/
4

44
3

7/
26

4番
漁

港
水

産
物

供
給

基
盤

機
能

保
全

事
業

物
揚

場
外

保
全

工
事

の
金

入
り

設
計

書
農

水
局

農
政

部
水

産
振

興
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

4番
漁

港
水

産
物

供
給

基
盤

機
能

保
全

事
業

物
揚

場
外

保
全

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
8
/
3

8
/
4

49



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

44
4

7/
27

熊
本

市
東

区
若

葉
1丁

目
○

　
ビ

ル
の

1回
目

の
罹

災
証

明
書

日
時

、
住

所
、

調
査

員
、

受
付

番
号

経
済

観
光

局
産

業
部

商
業

金
融

課

熊
本

市
東

区
若

葉
1丁

目
○

　
ビ

ル
の

1回
目

の
罹

災
証

明
書

日
時

、
住

所
、

調
査

員
、

受
付

番
号

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

3
号

　
法

人
等

情
報

6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
8
/
2

8
/
7

44
5

7/
27

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
09

-0
76

・1
0-

05
5

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
09

-0
76

・1
0-

05
5

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
4

8
/
1
0

44
6

7/
27

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
06

年
第

04
2号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
06

年
第

04
2号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
4

44
7

7/
27

施
術

所
（あ

は
き

、
柔

整
）

平
成

29
年

6月
1日

～
平

成
29

年
6月

末
ま

で
に

開
設

の
届

け
を

受
け

た
施

設
の

施
設

名
称

、
郵

便
番

号
、

施
設

所
在

地
、

施
設

電
話

番
号

、
開

設
者

名
、

開
設

年
月

日
、

業
務

種
別

（廃
止

を
除

く
）

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

医
療

政
策

課

施
術

所
（あ

は
き

、
柔

整
）

平
成

29
年

6月
1日

～
平

成
29

年
6月

末
ま

で
に

開
設

の
届

け
を

受
け

た
施

設
の

施
設

名
称

、
郵

便
番

号
、

施
設

所
在

地
、

施
設

電
話

番
号

、
開

設
者

名
、

開
設

年
月

日
、

業
務

種
別

（廃
止

を
除

く
）

開
示

8
/
7

8
/
1
4

郵
送

44
8

7/
27

平
成

24
年

度
指

定
管

理
者

で
公

募
さ

れ
た

熊
本

市
斎

場
の

以
下

の
資

料
。

①
募

集
要

項
、

仕
様

書
、

そ
の

他
公

募
時

に
配

布
さ

れ
た

す
べ

て
の

資
料

②
応

募
者

か
ら

の
質

問
と

そ
の

回
答

③
公

募
に

参
加

し
た

全
団

体
の

事
業

計
画

書
及

び
収

支
計

画
書

④
選

定
基

準
、

選
定

結
果

（採
点

表
）な

ど
の

わ
か

る
資

料
⑤

選
定

時
に

実
施

し
た

ﾌ
ﾟﾚ

ｾ
ﾞﾝ

ﾃ
ｰ

ｼ
ｮﾝ

･ﾋ
ﾔ

ﾘﾝ
ｸ
ﾞ

等
の

記
録

を
含

め
、

選
定

に
関

し
熊

本
市

が
保

管
す

る
す

べ
て

の
資

料

健
康

福
祉

局
福

祉
部

健
康

福
祉

政
策

課

有 8/
31

平
成

24
年

度
指

定
管

理
者

で
公

募
さ

れ
た

熊
本

市
斎

場
の

以
下

の
資

料
。

①
募

集
要

項
、

仕
様

書
、

そ
の

他
公

募
時

に
配

布
さ

れ
た

す
べ

て
の

資
料

②
応

募
者

か
ら

の
質

問
と

そ
の

回
答

③
公

募
に

参
加

し
た

全
団

体
の

事
業

計
画

書
及

び
収

支
計

画
書

④
選

定
基

準
、

選
定

結
果

（採
点

表
）な

ど
の

わ
か

る
資

料
⑤

選
定

時
に

実
施

し
た

ﾌ
ﾟﾚ

ｾ
ﾞﾝ

ﾃ
ｰ

ｼ
ｮﾝ

･ﾋ
ﾔ

ﾘﾝ
ｸ
ﾞ

等
の

記
録

を
含

め
、

選
定

に
関

し
熊

本
市

が
保

管
す

る
す

べ
て

の
資

料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

3
号

　
法

人
等

情
報

5
号

　
審

議
、

検
討

に
関

す
る

情
報

6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報

8
/
3
1

9
/
2
6

郵
送

44
9

7/
28

ｻ
ｲ
ｸ
ﾘﾝ

ｸ
ﾞﾛ

ｰ
ﾄﾞ

（舗
装

）災
害

復
旧

工
事

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
震

災
土

木
施

設
対

策
課

ｻ
ｲ
ｸ
ﾘﾝ

ｸ
ﾞﾛ

ｰ
ﾄﾞ

（舗
装

）災
害

復
旧

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
7
/
3
1

8
/
1

45
0

7/
28

平
成

28
年

度
上

代
町

遺
跡

群
第

5次
調

査
Ⅴ

・Ⅵ
区

発
掘

調
査

遺
構

実
測

図
作

成
等

業
務

委
託

の
入

札
業

者
名

及
び

入
札

金
額

、
落

札
業

者
名

及
び

落
札

金
額

が
わ

か
る

書
類

経
済

観
光

局
文

化
･ｽ

ﾎ
ﾟｰ

ﾂ
交

流
部 文

化
振

興
課

埋
蔵

文
化

財
調

査
室

平
成

28
年

度
上

代
町

遺
跡

群
第

5次
調

査
Ⅴ

・Ⅵ
区

発
掘

調
査

遺
構

実
測

図
作

成
等

業
務

委
託

の
入

札
業

者
名

及
び

入
札

金
額

、
落

札
業

者
名

及
び

落
札

金
額

が
わ

か
る

書
類

開
示

7
/
3
1

8
/
1
0

45
1

7/
28

塚
原

古
墳

測
量

図
化

作
成

業
務

委
託

（2
01

7年
7

月
26

日
入

札
）の

金
入

り
設

計
書

経
済

観
光

局
文

化
･ｽ

ﾎ
ﾟｰ

ﾂ
交

流
部 文

化
振

興
課

埋
蔵

文
化

財
調

査
室

塚
原

古
墳

測
量

図
化

作
成

業
務

委
託

（2
01

7年
7

月
26

日
入

札
）の

金
入

り
設

計
書

開
示

8
/
1

8
/
1
0

50



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

45
1.

02
7/

28
■

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

　
S
47

-0
86

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
47

-0
86

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
8

8
/
1
7

45
2

7/
28

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
17

-0
77

　
D

-4
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
17

-0
77

　
D

-4
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

8
/
8

8
/
1
7

45
3

7/
28

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
07

-2
36

　
D

-2
概

要
書

及
び

詳
細

図
面

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
07

-2
36

　
D

-2
概

要
書

及
び

詳
細

図
面

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

8
/
1
4

8
/
1
7

45
4

7/
31

熊
本

地
震

に
伴

う
熊

本
城

頬
当

御
門

周
辺

石
垣

立
面

写
真

測
量

業
務

委
託

（2
01

6年
8月

16
日

入
札

）の
入

札
業

者
名

及
び

入
札

金
額

、
落

札
業

者
名

及
び

落
札

金
額

が
わ

か
る

書
類

経
済

観
光

局
熊

本
城

総
合

事
務

所

熊
本

地
震

に
伴

う
熊

本
城

頬
当

御
門

周
辺

石
垣

立
面

写
真

測
量

業
務

委
託

（入
札

状
況

調
書

）
開

示
8
/
2

8
/
1
0

45
5

7/
31

開
発

変
更

許
可

番
号

　
指

令
（開

景
）第

17
-2

13
6

号
　

工
事

検
査

済
証

　
平

成
17

年
11

月
28

日
　

開
景

発
第

17
-3

13
05

号
の

求
積

図
及

び
求

積
表

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

開
発

景
観

課

開
発

変
更

許
可

番
号

　
指

令
（開

景
）第

17
-2

13
6

号
　

工
事

検
査

済
証

　
平

成
17

年
11

月
28

日
　

開
景

発
第

17
-3

13
05

号
の

求
積

図
及

び
求

積
表

開
示

8
/
1
5

8
/
1
7

45
6

7/
31

矢
形

橋
外

1橋
災

害
復

旧
工

事
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

震
災

土
木

施
設

対
策

課

矢
形

橋
外

1橋
災

害
復

旧
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

8
/
1

8
/
1
7

45
7

7/
31

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
03

年
第

11
0号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
03

年
第

11
0号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
1
4

8
/
1
5

45
8

8/
1

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
39

-0
82

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
39

-0
82

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
1
4

8
/
1
6

45
9

8/
1

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

年
第

10
0号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

年
第

10
0号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

8
/
1
4

8
/
1
8

46
0

8/
1

帯
山

小
学

校
第

33
棟

校
舎

（西
･北

･東
面

）外
壁

改
修

工
事

の
金

入
り

設
計

書
教

育
委

員
会

事
務

局
教

育
総

務
部 施

設
課

帯
山

小
学

校
第

33
棟

校
舎

（西
･北

･東
面

）外
壁

改
修

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
8
/
2

8
/
1
0

郵
送

46
1

8/
1

一
般

県
道

池
上

ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
池

上
ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

橋
（区

間
①

（取
付

部
））

及
び

交
差

点
外

詳
細

設
計

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

一
般

県
道

池
上

ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
池

上
ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

橋
（区

間
①

（取
付

部
））

及
び

交
差

点
外

詳
細

設
計

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
開

示
8
/
3

8
/
1
4

郵
送

46
2

8/
1

（熊
本

地
震

関
連

）健
軍

東
小

学
校

復
旧

工
事

の
金

入
り

設
計

書
教

育
委

員
会

事
務

局
教

育
総

務
部 施

設
課

（熊
本

地
震

関
連

）健
軍

東
小

学
校

復
旧

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
8
/
3

8
/
3

51



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

46
3

8/
1

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

（池
上

工
区

）花
園

跨
道

橋
橋

下
部

工
（P

1、
A

2)
 工

事
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

（池
上

工
区

）花
園

跨
道

橋
橋

下
部

工
（P

1、
A

2)
 工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

8
/
3

8
/
8

46
4

8/
1

平
成

29
年

7/
1～

7/
31

ま
で

に
新

規
で

営
業

許
可

を
取

得
し

た
美

容
所

の
―

覧
表

.
【取

得
希

望
情

報
】

・施
設

名
称

・施
設

所
在

地
・電

話
番

号
・確

認
年

月
日

・開
設

者
名

(可
能

で
あ

れ
ば

)
※

上
記

以
タ

ト
の

情
報

が
含

ま
れ

て
い

て
も

問
題

な
し

管
轄

エ
リ

ア
全

て

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

29
年

7/
1～

7/
31

ま
で

に
新

規
で

か
っ

く
人

し
た

熊
本

市
内

の
美

容
所

の
下

記
に

関
す

る
―

覧
表

.
項

目
・施

設
名

称
・施

設
所

在
地

・電
話

番
号

・確
認

年
月

日
・開

設
者

名

開
示

8
/
4

8
/
1
4

郵
送

46
5

8/
2

（熊
本

地
震

関
連

）必
由

館
高

等
学

校
災

害
復

旧
工

事
（そ

の
2）

の
金

入
り

設
計

書
教

育
委

員
会

事
務

局
教

育
総

務
部 施

設
課

（熊
本

地
震

関
連

）必
由

館
高

等
学

校
災

害
復

旧
工

事
（そ

の
2）

の
金

入
り

設
計

書
開

示
8
/
3

8
/
3

46
6

8/
2

西
区

花
園

5丁
目

○
番

付
近

（花
園

池
亀

線
）φ

50
0・

15
0粍

配
水

管
布

設
他

6件
工

事
の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

西
区

花
園

5丁
目

○
番

付
近

（花
園

池
亀

線
）φ

50
0・

15
0粍

配
水

管
布

設
他

6件
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

8
/
3

8
/
7

46
7

8/
2

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
07

年
第

16
0号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
07

年
第

16
0号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
1
4

8
/
2
1

46
8

8/
2

平
成

29
年

6月
1日

～
平

成
29

年
7月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
美

容
所

一
覧

。
項

目
：施

設
名

称
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
開

設
者

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名
。

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

29
年

6月
1日

～
平

成
29

年
7月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

確
認

し
た

美
容

所
の

下
記

に
関

す
る

一
覧

。
項

目
：施

設
名

称
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
開

設
者

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名
。

開
示

8
/
7

8
/
9

46
9

8/
3

毒
物

･劇
物

販
売

業
登

録
一

覧
健

康
福

祉
局

保
健

衛
生

部
医

療
政

策
課

毒
物

･劇
物

販
売

業
登

録
一

覧
開

示
8
/
1
7

1
0
/
2
0

47
0

8/
3

平
成

25
･2

8年
に

実
施

さ
れ

ま
し

た
、

調
査

対
象

者
有

限
会

社
○

○
○

○
（住

所
:熊

本
県

合
志

市
○

○
○

○
）が

不
法

投
棄

を
行

っ
た

と
さ

れ
る

調
査

対
象

土
地

（熊
本

市
北

区
植

木
町

○
○

○
○

）
へ

の
調

査
内

容
と

指
導

に
関

す
る

文
書

の
開

示
請

求
を

求
め

ま
す

。

環
境

局
資

源
循

環
部

ご
み

減
量

推
進

課
事

業
ご

み
対

策
室

平
成

25
･2

8年
に

実
施

し
た

、
調

査
対

象
者

有
限

会
社

○
○

○
○

（住
所

:熊
本

県
合

志
市

○
○

○
○

）が
不

法
投

棄
を

行
っ

た
と

さ
れ

る
調

査
対

象
土

地
（熊

本
市

北
区

植
木

町
○

○
○

○
）へ

の
調

査
内

容
と

指
導

に
関

す
る

文
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
1
7

8
/
2
3

郵
送

47
1

8/
3

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
03

年
第

37
4号

・協
定

書

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
03

年
第

37
4号

・協
定

書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
1
4

8
/
1
6

47
2

8/
4

東
区

花
立

2丁
目

○
番

付
近

φ
75

・5
0粍

配
水

管
布

設
他

1件
工

事
【余

裕
工

期
あ

り
】の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
維

持
管

理
部

管
路

維
持

課

東
区

花
立

2丁
目

○
番

付
近

φ
75

・5
0粍

配
水

管
布

設
他

1件
工

事
【余

裕
工

期
あ

り
】の

金
入

り
設

計
書

開
示

8
/
7

8
/
2
3

郵
送

52



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

47
8

8/
4

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
17

-0
08

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
17

-0
08

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

8
/
1
4

8
/
2
3

47
9

8/
4

1.
熊

本
市

健
康

づ
く

り
推

進
課

に
お

け
る

熊
本

市
食

生
活

改
善

推
進

員
協

議
会

・中
央

区
支

部
・東

区
支

部
･西

区
支

部
・南

区
支

部
・北

区
支

部
の

各
支

部
に

平
成

27
年

度
、

平
成

28
年

度
の

活
動

資
金

と
し

て
の

予
算

額
･決

算
額

と
し

て
事

業
を

行
っ

た
予

算
額

･決
算

額
の

款
項

目
節

等
の

年
度

毎
・支

部
毎

の
わ

か
る

資
料

の
開

示
請

求
。

2.
校

区
単

位
で

各
種

集
会

つ
ど

い
お

祭
り

等
で

「健
康

ま
ち

づ
く

り
コ

ー
ナ

ー
」を

設
け

、
血

圧
測

定
・血

管
強

度
測

定
等

の
健

康
促

進
に

取
り

組
ん

で
お

ら
れ

る
が

、
各

支
部

毎
に

医
師

へ
の

報
酬

等
の

活
動

資
金

と
し

て
予

算
決

算
執

行
さ

れ
た

平
成

27
年

度
･平

成
28

年
度

毎
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

健
康

づ
く

り
推

進
課

1.
熊

本
市

健
康

づ
く

り
推

進
課

に
お

け
る

熊
本

市
食

生
活

改
善

推
進

員
協

議
会

・中
央

区
支

部
・東

区
支

部
･西

区
支

部
・南

区
支

部
・北

区
支

部
の

各
支

部
に

平
成

27
年

度
、

平
成

28
年

度
の

活
動

資
金

と
し

て
の

予
算

額
･決

算
額

と
し

て
事

業
を

行
っ

た
予

算
額

･決
算

額
の

款
項

目
節

等
の

年
度

毎
・支

部
毎

の
わ

か
る

資
料

2.
校

区
単

位
で

各
種

集
会

つ
ど

い
お

祭
り

等
で

「健
康

ま
ち

づ
く

り
コ

ー
ナ

ー
」を

設
け

、
血

圧
測

定
・血

管
強

度
測

定
等

の
健

康
促

進
に

取
り

組
ん

で
お

ら
れ

る
が

、
各

支
部

毎
に

医
師

へ
の

報
酬

等
の

活
動

資
金

と
し

て
予

算
決

算
執

行
さ

れ
た

平
成

27
年

度
･平

成
28

年
度

毎
の

わ
か

る
資

料

開
示

8
/
2
3

8
/
3
0

48
0

8/
4

1.
熊

本
市

南
区

保
健

子
ど

も
課

に
お

け
る

熊
本

市
南

区
食

生
活

改
善

推
進

員
の

活
動

の
た

め
、

各
校

区
に

配
布

さ
れ

た
活

動
支

給
額

の
平

成
27

年
度

・平
成

28
年

度
の

各
校

区
配

分
の

款
項

目
節

の
予

算
額

･決
算

額
の

わ
か

る
資

料
の

開
示

請
求

。
出

来
れ

ば
校

区
・班

別
の

区
分

表
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

2.
項

目
別

と
し

て
、

生
活

習
慣

病
予

防
・母

子
の

健
康

貧
血

予
防

・高
齢

者
の

健
康

食
生

活
・男

性
料

理
教

室
そ

の
他

の
項

目
別

の
支

給
額

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
※

い
ず

れ
も

南
区

保
健

子
ど

も
課

に
あ

る
も

の
に

限
る

南
区

役
所

保
健

福
祉

部
保

健
子

ど
も

課

平
成

27
・2

8年
度

　
す

こ
や

か
食

生
活

改
善

講
習

会 ・年
間

実
施

報
告

内
訳

書
・力

合
校

区
・力

合
西

校
区

　
実

施
計

画
書

、
実

施
報

告
書

、
経

費
執

行
内

訳
、

参
加

者
名

簿

平
成

27
・2

8年
度

　
ｴ

ｺ
ﾚ
ｼ

ﾋ
ﾟﾁ

ｬ
ﾚ
ﾝ

ｼ
ﾞ講

座
・年

間
実

施
報

告
内

訳
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
2
3

8
/
3
0

48
1

8/
7

社
会

福
祉

法
人

○
○

○
○

の
平

成
28

年
度

・平
成

29
年

度
の

定
款

社
会

福
祉

法
人

○
○

○
○

　
○

○
○

○
保

育
園

の
土

地
所

有
者

と
し

て
の

確
認

健
康

福
祉

局
子

ど
も

未
来

部
保

育
幼

稚
園

課

社
会

福
祉

法
人

○
○

○
○

の
定

款
(平

成
28

年
度

～
平

成
29

年
度

）
開

示
8
/
9

8
/
1
6

郵
送

48
2

8/
7

以
下

2路
線

の
平

面
図

市
道

塚
原

第
3号

線
（平

成
29

年
7月

9日
供

用
）

市
道

塚
原

第
4号

線
（平

成
29

年
7月

9日
供

用
）

縮
尺

は
1/

50
0程

度
を

希
望

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

道
路

課

市
道

塚
原

第
3号

線
、

市
道

塚
原

第
4号

線
平

面
図

開
示

8
/
1
8

8
/
2
8

郵
送

53



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

48
3

8/
7

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
19

-0
28

号
・全

部
・復

元
協

議
書

・カ
ラ

ー
希

望
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

06
年

第
37

5号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
02

年
第

34
号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
19

-0
28

号
・全

部
・復

元
協

議
書

・カ
ラ

ー
希

望
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

06
年

第
37

5号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
02

年
第

34
号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
1
5

8
/
1
7

48
4

8/
7

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

県
令

（建
）第

30
5号

、
S4

8．
8．

18 ・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

県
令

（建
）第

30
5号

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
1
5

8
/
1
6

48
5

8/
7

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
00

年
第

14
9号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
00

年
第

14
9号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
1
6

8
/
1
8

48
6

8/
7

熊
本

市
東

区
若

葉
1丁

目
○

　
ビ

ル
の

一
次

調
査

に
基

づ
く

罹
災

証
明

書
経

済
観

光
局

産
業

部
商

業
金

融
課

熊
本

市
東

区
若

葉
1丁

目
○

　
ビ

ル
の

一
次

調
査

に
基

づ
く

罹
災

証
明

書
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

8
/
1
7

8
/
2
1

48
7

8/
7

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
15

-3
47

、
01

-3
87

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
15

-3
47

、
01

-3
87

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
1
6

8
/
2
2

医
療

法
人

社
団

○
○

○
○

（熊
本

市
北

区
八

景
水

谷
○

丁
目

○
「）

か
ら

熊
本

市
に

対
し

直
近

の
届

け
の

内
容

が
記

載
さ

れ
て

い
る

、
同

法
人

下
記

事
項

が
記

載
さ

れ
た

文
書

（名
簿

、
変

更
届

等
同

法
人

作
成

の
文

書
。

）
1　

役
員

の
氏

名
、

住
所

2　
社

員
の

氏
名

、
住

所

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

8
/
1
0

8
/
1
8

医
療

法
人

社
団

○
○

○
○

（熊
本

市
北

区
八

景
水

谷
○

丁
目

○
）か

ら
熊

本
市

に
対

し
直

近
の

届
け

の
内

容
が

記
載

さ
れ

て
い

る
、

同
法

人
下

記
事

項
が

記
載

さ
れ

た
文

書
（熊

本
市

に
て

作
成

さ
れ

た
文

書
）

1　
役

員
の

氏
名

、
住

所
2　

社
員

の
氏

名
、

住
所

の
内

、
熊

本
市

で
作

成
さ

れ
た

文
書

不
存

在
8
/
1
0

48
8

8/
7

医
療

法
人

社
団

○
○

○
○

（熊
本

市
北

区
八

景
水

谷
○

丁
目

○
）か

ら
熊

本
市

に
対

し
直

近
の

届
け

の
内

容
が

記
載

さ
れ

て
い

る
、

同
法

人
下

記
事

項
が

記
載

さ
れ

た
文

書
（名

簿
、

変
更

届
等

同
法

人
作

成
の

文
書

の
ほ

か
、

熊
本

市
に

て
作

成
さ

れ
た

文
書

を
含

む
。

）
1　

役
員

の
氏

名
、

住
所

2　
社

員
の

氏
名

、
住

所
健

康
福

祉
局

保
健

衛
生

部
医

療
政

策
課
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

48
9

8/
7

飲
食

店
の

新
規

検
査

の
申

請
を

行
っ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
た

だ
し

、
移

動
販

売
･臨

時
営

業
･仮

設
営

業
･自

動
販

売
機

を
除

く
。

項
目

:屋
号

･営
業

所
在

地
･申

請
者

名
・営

業
電

話
番

号
、

・許
可

年
月

日
期

間
:2

01
7年

7月
22

日
よ

り
20

17
年

8月
4日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

食
品

保
健

課

飲
食

店
の

新
規

検
査

の
申

請
を

行
っ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
た

だ
し

、
移

動
販

売
･臨

時
営

業
･仮

設
営

業
･自

動
販

売
機

を
除

く
。

項
目

:屋
号

･営
業

所
在

地
･申

請
者

名
・営

業
電

話
番

号
、

・許
可

年
月

日
期

間
:2

01
7年

7月
22

日
よ

り
20

17
年

8月
4日

開
示

8
/
1
0

8
/
2
1

49
0

8/
7

下
記

期
間

内
に

新
規

で
開

設
届

を
提

出
さ

れ
た

理
美

容
店

の
一

覧
表

項
目

：店
舗

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

申
請

者
名

期
間

：2
01

7年
7月

22
日

よ
り

20
17

年
8月

4日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
開

設
届

を
提

出
さ

れ
た

理
美

容
店

の
一

覧
表

項
目

：店
舗

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

申
請

者
名

期
間

：2
01

7年
7月

22
日

よ
り

20
17

年
8月

4日

開
示

8
/
1
6

8
/
2
1

49
1

8/
8

麻
生

田
小

学
校

運
動

場
改

良
工

事
の

金
入

り
設

計
書

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部 施
設

課

麻
生

田
小

学
校

運
動

場
改

良
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

8
/
9

1
0
/
1
6

下
記

の
土

地
及

び
周

辺
に

お
け

る
消

防
法

の
危

険
物

施
設

（地
下

･地
上

ﾀ
ﾝ

ｸ
な

ど
）設

置
の

有
無

に
つ

い
て

ま
た

、
記

録
が

存
在

す
る

場
合

は
、

設
置

届
出

書
或

い
は

廃
止

届
出

書
の

内
容

に
つ

い
て

　
熊

本
市

東
区

東
町

○
丁

目
○

番

開
示

8
/
1
7

8
/
2
3

郵
送

下
記

の
土

地
及

び
周

辺
に

お
け

る
消

防
法

の
危

険
物

施
設

（地
下

･地
上

ﾀ
ﾝ

ｸ
な

ど
）設

置
の

有
無

に
つ

い
て

ま
た

、
記

録
が

存
在

す
る

場
合

は
、

設
置

届
出

書
或

い
は

廃
止

届
出

書
の

内
容

に
つ

い
て

　
熊

本
市

中
央

区
本

荘
○

丁
目

○
、

○
-○

、
○

-
○

不
存

在
8
/
1
7

熊
本

市
東

区
東

町
○

丁
目

○
番

の
土

地
及

び
周

辺
地

に
お

け
る

ば
い

煙
発

生
施

設
一

覧
・工

場
又

は
事

業
所

の
名

称
・工

場
又

は
事

業
所

の
所

在
地

・ば
い

煙
発

生
施

設
の

種
類

・名
称

及
び

型
式

・燃
料

の
種

類

開
示

8
/
1
6

8
/
2
3

郵
送

熊
本

市
中

央
区

本
荘

○
丁

目
○

、
○

-○
、

○
-

○
の

土
地

及
び

周
辺

地
に

お
け

る
ば

い
煙

発
生

施
設

一
覧

・工
場

又
は

事
業

所
の

名
称

・工
場

又
は

事
業

所
の

所
在

地
・ば

い
煙

発
生

施
設

の
種

類
・名

称
及

び
型

式
・燃

料
の

種
類

不
存

在
8
/
1
6

49
4

8/
8

（熊
本

地
震

関
連

）京
陵

中
学

校
災

害
復

旧
工

事
の

金
入

り
設

計
書

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部 施
設

課

（熊
本

地
震

関
連

）京
陵

中
学

校
災

害
復

旧
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

8
/
9

8
/
1
6

49
3

8/
8

49
2

8/
8

下
記

の
土

地
及

び
周

辺
に

お
け

る
消

防
法

の
危

険
物

施
設

（地
下

･地
上

ﾀ
ﾝ

ｸ
な

ど
）設

置
の

有
無

に
つ

い
て

ま
た

、
記

録
が

存
在

す
る

場
合

は
、

設
置

届
出

書
或

い
は

廃
止

届
出

書
の

内
容

に
つ

い
て

1熊
本

市
東

区
東

町
○

丁
目

○
番

2熊
本

市
中

央
区

本
荘

○
丁

目
○

、
○

-○
、

○
-

○

消
防

局
総

務
部

総
務

課

下
記

の
土

地
及

び
周

辺
に

お
け

る
大

気
汚

染
防

止
法

の
排

出
施

設
設

置
の

有
無

に
つ

い
て

1熊
本

市
東

区
東

町
○

丁
目

○
番

2熊
本

市
中

央
区

本
荘

○
丁

目
○

、
○

-○
、

○
-

○
環

境
局

環
境

推
進

部
環

境
政

策
課
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

49
5

8/
8

（熊
本

地
震

関
連

）池
田

小
学

校
校

舎
E
X

P
.J

そ
の

他
復

旧
工

事
（そ

の
2）

の
金

入
り

設
計

書
教

育
委

員
会

事
務

局
教

育
総

務
部 施

設
課

（熊
本

地
震

関
連

）池
田

小
学

校
校

舎
E
X

P
.J

そ
の

他
復

旧
工

事
（そ

の
2）

の
金

入
り

設
計

書
開

示
8
/
1
0

8
/
1
6

49
6

8/
8

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
38

-0
04

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
38

-0
04

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
1
6

8
/
1
8

49
7

8/
8

熊
本

城
地

震
に

伴
う

東
老

人
福

祉
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

復
旧

工
事

（そ
の

3）
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
建

築
住

宅
部

営
繕

課

熊
本

城
地

震
に

伴
う

東
老

人
福

祉
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

復
旧

工
事

（そ
の

3）
の

金
入

り
設

計
書

開
示

8
/
1
6

8
/
1
6

49
8

8/
8

許
可

指
令

第
20

-3
00

3号
平

成
20

年
7月

31
日

景
観

発
第

20
-5

00
7号

よ
う

壁
構

造
図

、
展

開
図

、
平

面
図

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

開
発

景
観

課
取

下
げ

49
9

8/
8

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
33

-1
73

、
S
33

-1
84

・全
部

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
33

-1
73

、
S
33

-1
84

・全
部

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
1
7

8
/
1
8

50
0

8/
9

下
水

道
災

害
復

旧
工

事
(第

73
号

)そ
の

3の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
下

水
道

整
備

課

下
水

道
災

害
復

旧
工

事
(第

73
号

)そ
の

3の
金

入
り

設
計

書
開

示
8
/
1
7

8
/
2
1

50
1

8/
9

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

02
-0

51
・全

部
・復

元
協

議
書

・カ
ラ

ー
希

望
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

01
-4

32
、

07
-0

78
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

02
-0

51
・全

部
・復

元
協

議
書

・カ
ラ

ー
希

望
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

01
-4

32
、

07
-0

78
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
1
7

8
/
2
1

50
2

8/
9

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
07

-第
21

9号
･全

部
・協

定
書

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
07

-第
21

9号
･全

部
・協

定
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
2
1

8
/
2
4

50
3

8/
9

西
区

春
日

6丁
目

（熊
本

駅
南

線
）φ

30
0・

20
0・

15
0粍

配
水

管
布

設
替

工
事

の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
水

道
整

備
課

西
区

春
日

6丁
目

（熊
本

駅
南

線
）φ

30
0・

20
0・

15
0粍

配
水

管
布

設
替

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
8
/
2
5

8
/
2
9

50
4

8/
9

・熊
本

駅
南

線
外

道
路

築
造

工
事

（J
R
近

接
）

・池
田

町
花

園
線

交
差

道
路

外
12

線
道

路
改

良
工

事
（J

R
近

接
）

上
記

の
金

入
り

設
計

書

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
鉄

道
高

架
関

連
整

備
室

・熊
本

駅
南

線
外

道
路

築
造

工
事

（J
R
近

接
）

・池
田

町
花

園
線

交
差

道
路

外
12

線
道

路
改

良
工

事
（J

R
近

接
）

上
記

の
金

入
り

設
計

書

開
示

8
/
1
6

8
/
1
8

50
5

8/
10

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
06

-4
00

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
06

-4
00

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
2
1

8
/
2
2

50
6

8/
10

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
00

年
第

46
1号

･協
定

書

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
00

年
第

46
1号

･協
定

書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
2
1

8
/
2
3

56



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

50
7

8/
10

平
成

28
年

度
の

舗
装

工
事

（全
工

事
）に

関
し

て
、

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

ご
と

、
各

付
ラ

ン
ク

ご
と

、
工

事
箇

所
ご

と
の

工
事

成
績

評
定

点
の

分
か

る
資

料

総
務

局
契

約
監

理
部

技
術

管
理

課
検

査
室

平
成

28
年

度
の

舗
装

工
事

（全
工

事
）に

関
し

て
、

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

ご
と

、
各

付
ラ

ン
ク

ご
と

、
工

事
箇

所
ご

と
の

工
事

成
績

評
定

点
の

分
か

る
資

料
開

示
8
/
1
5

8
/
1
6

50
8

8/
14

鰐
瀬

陳
内

地
区

農
業

集
落

排
水

管
路

災
害

復
旧

工
事

（そ
の

２
）の

金
入

り
設

計
書

農
水

局
農

政
部

南
農

業
振

興
課

鰐
瀬

陳
内

地
区

農
業

集
落

排
水

管
路

災
害

復
旧

工
事

（そ
の

２
）の

金
入

り
設

計
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

8
/
1
7

8
/
2
1

50
9

8/
14

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
（平

成
29

年
5月

11
日

～
6月

10
日

届
出

分
)建

築
物

に
限

る
都

市
建

設
局

都
市

政
策

部
開

発
景

観
課

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
（平

成
29

年
5月

11
日

～
6月

10
日

届
出

分
)建

築
物

に
限

る
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

8
/
1
6

8
/
1
6

51
0

8/
14

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
14

-0
02

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
14

-0
02

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
2
2

8
/
2
5

51
1

8/
14

都
市

計
画

道
路

熊
本

駅
城

山
線

道
路

改
良

工
事

（総
合

評
価

方
式

）の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

熊
本

駅
周

辺
整

備
事

務
所

鉄
道

高
架

関
連

整
備

室

都
市

計
画

道
路

熊
本

駅
城

山
線

道
路

改
良

工
事

（総
合

評
価

方
式

）の
金

入
り

設
計

書
開

示
8
/
1
6

8
/
1
7

51
2

8/
14

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
43

-4
12

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
43

-4
12

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
1
5

8
/
1
6

51
3

8/
14

下
水

道
災

害
復

旧
工

事
(第

12
4号

)そ
の

4の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
下

水
道

整
備

課

下
水

道
災

害
復

旧
工

事
(第

12
4号

)そ
の

4の
金

入
り

設
計

書
開

示
8
/
1
7

8
/
2
3

51
4

8/
14

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
04

年
第

67
0号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
04

年
第

67
0号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
2
2

51
5

8/
15

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
15

-0
05

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
15

-0
05

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

8
/
2
3

9
/
1
4

51
6

8/
15

斜
線

部
道

路
の

幅
員

の
わ

か
る

資
料

及
び

道
路

の
図

面
許

可
番

号
21

96
（平

成
1年

12
月

12
日

）

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

開
発

景
観

課
取

下
げ

51
7

8/
16

熊
本

市
保

健
所

に
登

録
さ

れ
て

い
る

理
美

容
業

の
新

規
開

業
者

の
名

簿
期

間
：平

成
25

年
1月

～
平

成
29

年
7月

ま
で

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
確

認
し

た
た

理
美

容
店

の
下

記
項

目
に

関
す

る
一

覧
表

項
目

：店
舗

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

申
請

者
名

期
間

：平
成

25
年

1月
～

平
成

29
年

7月
ま

で

開
示

8
/
2
4

9
/
5

51
8

8/
17

熊
本

市
中

央
区

上
水

前
寺

2丁
目

○
番

地
の

地
積

成
果

図
作

成
時

の
立

会
で

の
地

積
確

認
証

等
写

し

都
市

建
設

局
土

木
部

土
木

管
理

課

地
積

調
査

に
よ

る
調

査
票

、
閲

覧
確

認
書

（中
央

区
上

水
前

寺
2丁

目
○

番
地

）
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
8
/
2
1

8
/
2
2

51
9

8/
17

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
11

年
02

9（
D

-6
）

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
11

年
02

9（
D

-6
）

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
2
3

8
/
2
4

57



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

52
0

8/
17

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
43

-0
93

、
H

07
-0

14
・全

部
・復

元
協

議
書

・カ
ラ

ー
希

望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
43

-0
93

、
H

07
-0

14
・全

部
・復

元
協

議
書

・カ
ラ

ー
希

望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
2
3

8
/
2
5

52
1

8/
17

平
成

27
･2

8年
度

の
計

量
法

に
よ

る
電

気
式

秤
検

査
業

務
及

び
手

数
料

の
収

納
に

関
す

る
委

託
契

約
書

、
支

払
内

訳
書

（請
求

書
含

む
）、

一
社

随
契

理
由

書
　

※
上

記
の

も
の

が
わ

か
る

文
書

経
済

観
光

局
産

業
部

経
済

企
画

課
計

量
検

査
所

平
成

27
･2

8年
度

の
計

量
法

に
よ

る
電

気
式

秤
検

査
業

務
及

び
手

数
料

の
収

納
に

関
す

る
委

託
契

約
書

、
支

払
内

訳
書

（請
求

書
含

む
）、

一
社

随
契

理
由

書
　

※
上

記
の

も
の

が
わ

か
る

文
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

9
/
4

9
/
5

52
2

8/
18

黒
髪

3丁
目

○
番

の
土

地
に

関
し

、
固

定
資

産
税

が
課

税
さ

れ
て

い
な

い
理

由
を

電
話

で
照

会
し

た
と

き
に

、
電

話
対

応
し

た
○

○
○

○
主

事
が

呼
び

上
げ

た
次

の
文

書
。

　
H

21
.3

.1
1付

で
熊

本
地

方
法

務
局

の
○

○
○

○
登

記
官

名
で

市
長

宛
に

提
出

し
た

書
面

。
筆

界
特

定
申

立
に

対
し

、
○

番
の

土
地

は
存

在
し

な
い

旨
の

記
載

が
あ

る
と

の
説

明
で

あ
っ

た
。

財
政

局
税

務
部

中
央

税
務

課

土
地

の
固

定
資

産
税

に
関

し
て

資
料

と
し

た
文

書

不
開

示
1
号

　
法

令
秘

情
報

8
/
2
2

52
3

8/
18

東
区

若
葉

1丁
目

○
番

地
付

近
φ

15
0・

10
0粍

配
水

管
布

設
替

他
1件

工
事

の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
水

道
整

備
課

東
区

若
葉

1丁
目

○
番

地
付

近
φ

15
0・

10
0粍

配
水

管
布

設
替

他
1件

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
8
/
2
3

8
/
2
5

52
4

8/
18

一
般

県
道

池
上

ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
池

上
地

区
工

事
用

道
路

改
良

工
事

（そ
の

2）
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

一
般

県
道

池
上

ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
池

上
地

区
工

事
用

道
路

改
良

工
事

（そ
の

2）
の

金
入

り
設

計
書

開
示

8
/
2
8

9
/
1

52
5

8/
18

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

市
指

令
（計

建
）第

20
号

、
昭

和
63

年
・全

部
・復

元
協

議
書

・カ
ラ

ー
希

望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

市
指

令
（計

建
）第

20
号

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
2
3

8
/
2
8

52
6

8/
18

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
39

-0
99

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
39

-0
99

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
2
5

8
/
2
9

52
7

8/
21

主
要

地
方

道
熊

本
高

森
線

（船
場

橋
外

1橋
）耐

震
補

強
及

び
補

修
設

計
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

道
路

課

主
要

地
方

道
熊

本
高

森
線

（船
場

橋
外

1橋
）耐

震
補

強
及

び
補

修
設

計
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

開
示

8
/
2
2

8
/
2
9

52
8

8/
21

施
術

所
（あ

は
き

、
柔

整
）

平
成

29
年

7月
1日

～
平

成
29

年
7月

末
ま

で
に

開
設

の
届

け
を

受
け

た
施

設
の

施
設

名
称

、
郵

便
番

号
、

施
設

所
在

地
、

施
設

電
話

番
号

、
開

設
者

名
、

開
設

年
月

日
、

業
務

種
別

（廃
止

を
除

く
）

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

医
療

政
策

課

施
術

所
（あ

は
き

、
柔

整
）

平
成

29
年

7月
1日

～
平

成
29

年
7月

末
ま

で
に

開
設

の
届

け
を

受
け

た
施

設
の

施
設

名
称

、
郵

便
番

号
、

施
設

所
在

地
、

施
設

電
話

番
号

、
開

設
者

名
、

開
設

年
月

日
、

業
務

種
別

（廃
止

を
除

く
）

開
示

8
/
2
3

9
/
1

郵
送

52
9

8/
21

社
会

福
祉

法
人

○
○

○
○

の
平

成
28

年
度

・平
成

29
年

度
の

定
款

の
理

事
会

の
細

則
健

康
福

祉
局

子
ど

も
未

来
部

保
育

幼
稚

園
課

社
会

福
祉

法
人

○
○

○
○

の
平

成
28

年
度

・平
成

29
年

度
の

定
款

の
理

事
会

の
細

則
不

存
在

8
/
2
2
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

53
0

8/
21

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
S
35

-0
92

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
S
35

-0
92

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

8
/
2
5

9
/
4

53
1

8/
22

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
46

-0
05

、
H

18
-0

29
・全

部
・復

元
協

議
書

・カ
ラ

ー
希

望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
46

-0
05

、
H

18
-0

29
・全

部
・復

元
協

議
書

・カ
ラ

ー
希

望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
2
5

9
/
1

53
2

8/
22

喫
茶

店
営

業
許

可
申

請
を

取
得

し
て

い
る

自
動

販
売

機
の

一
覧

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

食
品

保
健

課

平
成

29
年

8月
22

日
ま

で
に

喫
茶

店
・飲

食
店

営
業

許
可

を
受

け
た

自
動

販
売

機
一

覧
項

目
：申

請
者

氏
名

、
屋

号
・商

号
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

該
当

件
数

：9
13

件

開
示

8
/
2
5

9
/
1

53
3

8/
22

下
記

期
間

内
に

新
規

で
確

認
し

た
飲

食
店

の
一

覧
表

を
お

願
い

い
た

し
ま

す
。

た
だ

し
、

移
動

販
売

･臨
時

営
業

･仮
設

営
業

･自
動

販
売

機
を

除
く

。
項

目
:屋

号
･営

業
所

在
地

･申
請

者
名

・営
業

電
話

番
号

・許
可

年
月

日
期

間
:2

01
7年

8月
5日

よ
り

20
17

年
8月

22
日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

食
品

保
健

課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
確

認
し

た
飲

食
店

の
一

覧
表

を
お

願
い

い
た

し
ま

す
。

た
だ

し
、

移
動

販
売

･臨
時

営
業

･仮
設

営
業

･自
動

販
売

機
を

除
く

。
項

目
:屋

号
･営

業
所

在
地

･申
請

者
名

・営
業

電
話

番
号

・許
可

年
月

日
期

間
:2

01
7年

8月
5日

よ
り

20
17

年
8月

22
日

開
示

8
/
2
5

9
/
1

53
4

8/
22

下
記

期
間

内
に

新
規

で
開

設
届

を
提

出
さ

れ
た

理
美

容
店

の
一

覧
表

項
目

：店
舗

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

申
請

者
名

期
間

：2
01

7年
8月

5日
よ

り
20

17
年

8月
22

日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
確

認
し

た
理

美
容

店
の

一
覧

表
項

目
：店

舗
名

、
住

所
、

電
話

番
号

、
申

請
者

名
期

間
：2

01
7年

8月
5日

よ
り

20
17

年
8月

22
日

開
示

8
/
2
5

9
/
1

53
5

8/
23

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
50

-0
48

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
04

年
11

1
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
50

-0
48

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
04

年
11

1
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
2
9

8
/
3
0

53
6

8/
23

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
08

年
第

15
3号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
08

年
第

15
3号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

8
/
2
9

8
/
3
1

53
7

8/
23

・社
会

福
祉

法
人

○
○

○
○

の
社

会
福

祉
法

人
現

況
報

告
書

　
平

成
29

年
4月

1日
現

在
・高

齢
介

護
福

祉
課

が
実

施
し

た
社

会
福

祉
法

人
○

○
○

○
に

対
し

て
の

監
査

報
告

書
　

平
成

29
年

8月
現

在
迄

健
康

福
祉

局
福

祉
部

高
齢

介
護

福
祉

課
介

護
事

業
指

導
室

取
下

げ

53
8

8/
23

固
定

資
産

税
に

お
け

る
、

直
近

の
土

地
の

評
価

替
の

年
度

と
、

そ
の

時
の

対
象

件
数

と
評

価
替

件
数

財
政

局
税

務
部

課
税

管
理

課

固
定

資
産

税
に

お
け

る
、

直
近

の
土

地
の

評
価

替
の

年
度

と
、

そ
の

時
の

対
象

件
数

と
評

価
替

件
数

開
示

8
/
2
4

8
/
2
5

53
9

8/
23

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

（池
上

校
区

）大
谷

地
区

工
事

用
道

路
改

良
工

事
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

（池
上

校
区

）大
谷

地
区

工
事

用
道

路
改

良
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

8
/
2
8

9
/
2
2
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

54
0

8/
23

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
40

-0
46

・全
部

・復
元

協
議

書
・白

黒

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
40

-0
46

・全
部

・復
元

協
議

書
・白

黒

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
2
5

8
/
2
9

54
1

8/
24

熊
本

市
内

の
公

立
小

・中
・高

・養
護

・盲
学

校
に

関
す

る
体

罰
事

故
報

告
書

（加
害

教
師

の
反

省
文

、
顛

末
書

、
診

断
書

、
事

情
聴

取
記

録
、

そ
の

他
一

切
の

添
付

文
書

等
を

含
む

）（
平

成
24

年
度

分
）

教
育

委
員

会
事

務
局

学
校

教
育

部 教
職

員
課

熊
本

市
内

の
公

立
小

・中
・高

・養
護

・盲
学

校
に

関
す

る
体

罰
事

故
報

告
書

（加
害

教
師

の
反

省
文

、
顛

末
書

、
診

断
書

、
事

情
聴

取
記

録
、

そ
の

他
一

切
の

添
付

文
書

等
を

含
む

）（
平

成
24

年
度

分
）

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
1
2

9
/
2
1

郵
送

54
2

8/
24

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
15

年
第

42
号

･全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
15

年
第

42
号

･全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

8
/
2
9

8
/
3
1

54
3

8/
25

中
央

区
新

屋
敷

1丁
目

○
番

（明
午

橋
）付

近
φ

30
0粍

配
水

管
布

設
替

工
事

の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

維
持

管
理

部
管

路
維

持
課

中
央

区
新

屋
敷

1丁
目

○
番

（明
午

橋
）付

近
φ

30
0粍

配
水

管
布

設
替

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
8
/
2
9

9
/
8

54
4

8/
25

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
04

年
第

63
5号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
04

年
第

63
5号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
2
9

8
/
3
1

54
5

8/
25

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
17

年
第

04
8号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
17

年
第

04
8号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

8
/
2
9

9
/
6

郵
送

2「
市

長
へ

の
手

紙
」受

付
番

号
第

31
0号

・平
成

29
年

7月
10

日
受

付
分

・回
答

内
容

に
、

「計
上

方
法

に
つ

き
ま

し
て

は
、

食
生

活
改

善
協

議
会

に
て

検
討

さ
れ

る
と

伺
っ

て
お

り
、

以
前

の
活

動
内

容
を

再
度

確
認

さ
れ

た
上

で
、

今
後

、
よ

り
適

切
に

運
営

し
て

い
か

れ
る

も
の

と
考

え
て

お
り

ま
す

。
と

あ
る

が
、

1）
今

後
、

よ
り

適
切

に
運

営
し

て
い

か
れ

る
も

の
と

考
え

て
お

り
ま

す
と

の
回

答
内

容
に

対
し

て
、

現
時

点
で

ど
の

よ
う

な
再

検
討

が
な

さ
れ

て
い

る
の

か
？

等
の

わ
か

る
資

料

不
存

在
9
/
1
3

「市
長

へ
の

手
紙

」へ
の

回
答

内
容

に
つ

い
て

、
具

体
的

方
向

性
が

不
明

の
た

め
、

以
下

の
開

示
請

求
を

す
る

。
1　

「市
長

へ
の

手
紙

」受
付

番
号

第
17

4号
・平

成
29

年
5月

29
日

受
付

分
・回

答
内

容
に

、
「～

再
度

、
食

生
活

改
善

推
進

員
理

事
会

で
検

討
さ

れ
る

と
聞

き
及

ん
で

お
り

ま
す

。
～

そ
の

回
答

を
お

待
ち

い
た

だ
き

ま
す

よ
う

お
願

い
い

た
し

ま
す

。
と

あ
る

が
、

1）
食

生
活

改
善

推
進

員
理

事
会

で
の

結
論

が
出

た
の

か
ど

う
か

？
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求

2）
「担

当
部

署
か

ら
の

報
告

を
踏

ま
え

ま
し

て
、

回
答

い
た

し
ま

す
。

」と
あ

る
が

、
「担

当
部

署
か

ら
の

報
告

」の
そ

の
も

の
ず

ば
り

の
原

文
の

開
示

請
求

2「
市

長
へ

の
手

紙
」受

付
番

号
第

31
0号

・平
成

29
年

7月
10

日
受

付
分

・回
答

内
容

に
、

「計
上

方
法

に
つ

き
ま

し
て

は
、

食
生

活
改

善
協

議
会

に
て

検
討

さ
れ

る
と

伺
っ

て
お

り
、

以
前

の
活

動
内

容
を

再
度

確
認

さ
れ

た
上

で
、

今
後

、
よ

り
適

切
に

運
営

し
て

い
か

れ
る

も
の

と
考

え
て

お
り

ま
す

。
と

あ
る

が
、

1）
今

後
、

よ
り

適
切

に
運

営
し

て
い

か
れ

る
も

の
と

考
え

て
お

り
ま

す
と

の
回

答
内

容
に

対
し

て
、

現
時

点
で

ど
の

よ
う

な
再

検
討

が
な

さ
れ

て
い

る
の

か
？

等
の

わ
か

る
資

料
の

開
示

請
求

2）
「担

当
部

署
か

ら
の

報
告

を
踏

ま
え

ま
し

て
、

回
答

い
た

し
ま

す
。

」と
あ

る
が

、
「担

当
部

署
か

ら
の

報
告

」の
そ

の
も

の
ず

ば
り

の
原

文
の

開
示

請
求

54
6

8/
25

健
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健
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く
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

「市
長

へ
の

手
紙

」へ
の

回
答

内
容

に
つ

い
て

、
具

体
的

方
向

性
が

不
明

の
た

め
、

以
下

の
開

示
請

求
を

す
る

。
1　

「市
長

へ
の

手
紙

」受
付

番
号

第
17

4号
・平

成
29

年
5月

29
日

受
付

分
・回

答
内

容
に

、
「～

再
度

、
食

生
活

改
善

推
進

員
理

事
会

で
検

討
さ

れ
る

と
聞

き
及

ん
で

お
り

ま
す

。
～

そ
の

回
答

を
お

待
ち

い
た

だ
き

ま
す

よ
う

お
願

い
い

た
し

ま
す

。
と

あ
る

が
、

1）
食

生
活

改
善

推
進

員
理

事
会

で
の

結
論

が
出

た
の

か
ど

う
か

？
の

わ
か

る
資

料
等

2）
「担

当
部

署
か

ら
の

報
告

を
踏

ま
え

ま
し

て
、

回
答

い
た

し
ま

す
。

」と
あ

る
が

、
「担

当
部

署
か

ら
の

報
告

」の
そ

の
も

の
ず

ば
り

の
原

文
2「

市
長

へ
の

手
紙

」受
付

番
号

第
31

0号
・平

成
29

年
7月

10
日

受
付

分
・回

答
内

容
に

、
「計

上
方

法
に

つ
き

ま
し

て
は

、
食

生
活

改
善

協
議

会
に

て
検

討
さ

れ
る

と
伺

っ
て

お
り

、
以

前
の

活
動

内
容

を
再

度
確

認
さ

れ
た

上
で

、
今

後
、

よ
り

適
切

に
運

営
し

て
い

か
れ

る
も

の
と

考
え

て
お

り
ま

す
。

と
あ

る
が

、
2）

「担
当

部
署

か
ら

の
報

告
を

踏
ま

え
ま

し
て

、
回

答
い

た
し

ま
す

。
」と

あ
る

が
、

「担
当

部
署

か
ら

の
報

告
」の

そ
の

も
の

ず
ば

り
の

原
文

開
示

9
/
1
3

9
/
2
1

1「
市

長
へ

の
手

紙
」受

付
番

号
第

17
4号

・平
成

29
年

5月
29

日
受

付
分

・回
答

内
容

に
、

「～
再

度
、

食
生

活
改

善
推

進
員

理
事

会
で

検
討

さ
れ

る
と

聞
き

及
ん

で
お

り
ま

す
。

～
そ

の
回

答
を

お
待

ち
い

た
だ

き
ま

す
よ

う
お

願
い

い
た

し
ま

す
。

と
あ

る
が

、
1）

食
生

活
改

善
推

進
員

理
事

会
で

の
結

論
が

出
た

の
か

ど
う

か
？

の
わ

か
る

資
料

等
2「

市
長

へ
の

手
紙

」受
付

番
号

第
31

0号
・平

成
29

年
7月

10
日

受
付

分
・回

答
内

容
に

、
「計

上
方

法
に

つ
き

ま
し

て
は

、
食

生
活

改
善

協
議

会
に

て
検

討
さ

れ
る

と
伺

っ
て

お
り

、
以

前
の

活
動

内
容

を
再

度
確

認
さ

れ
た

上
で

、
今

後
、

よ
り

適
切

に
運

営
し

て
い

か
れ

る
も

の
と

考
え

て
お

り
ま

す
。

と
あ

る
が

、
1）

今
後

、
よ

り
適

切
に

運
営

し
て

い
か

れ
る

も
の

と
考

え
て

お
り

ま
す

と
の

回
答

内
容

に
対

し
て

、
現

時
点

で
ど

の
よ

う
な

再
検

討
が

な
さ

れ
て

い
る

の
か

？
等

の
わ

か
る

資
料

等

不
存

在

8/
25

市
民

局
市

民
生

活
部

広
聴

課

「市
長

へ
の

手
紙

」へ
の

回
答

内
容

に
つ

い
て

、
具

体
的

方
向

性
が

不
明

の
た

め
、

以
下

の
開

示
請

求
を

す
る

。
1「

市
長

へ
の

手
紙

」受
付

番
号

第
17

4号
・平

成
29

年
5月

29
日

受
付

分
・回

答
内

容
に

、
「～

再
度

、
食

生
活

改
善

推
進

員
理

事
会

で
検

討
さ

れ
る

と
聞

き
及

ん
で

お
り

ま
す

。
～

そ
の

回
答

を
お

待
ち

い
た

だ
き

ま
す

よ
う

お
願

い
い

た
し

ま
す

。
と

あ
る

が
、

1）
食

生
活

改
善

推
進

員
理

事
会

で
の

結
論

が
出

た
の

か
ど

う
か

？
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
2）

「担
当

部
署

か
ら

の
報

告
を

踏
ま

え
ま

し
て

、
回

答
い

た
し

ま
す

。
」と

あ
る

が
、

「担
当

部
署

か
ら

の
報

告
」の

そ
の

も
の

ず
ば

り
の

原
文

の
開

示
請

求
2「

市
長

へ
の

手
紙

」受
付

番
号

第
31

0号
・平

成
29

年
7月

10
日

受
付

分
・回

答
内

容
に

、
「計

上
方

法
に

つ
き

ま
し

て
は

、
食

生
活

改
善

協
議

会
に

て
検

討
さ

れ
る

と
伺

っ
て

お
り

、
以

前
の

活
動

内
容

を
再

度
確

認
さ

れ
た

上
で

、

今
後

、
よ

り
適

切
に

運
営

し
て

い
か

れ
る

も
の

と
考

え
て

お
り

ま
す

。
と

あ
る

が
、

1）
今

後
、

よ
り

適
切

に
運

営
し

て
い

か
れ

る
も

の
と

考
え

て
お

り
ま

す
と

の
回

答
内

容
に

対
し

て
、

現
時

点
で

ど
の

よ
う

な
再

検
討

が
な

さ
れ

て
い

る
の

か
？

等
の

わ
か

る
資

料
の

開
示

請
求

2）
「担

当
部

署
か

ら
の

報
告

を
踏

ま
え

ま
し

て
、

回
答

い
た

し
ま

す
。

」と
あ

る
が

、
「担

当
部

署
か

ら
の

報
告

」の
そ

の
も

の
ず

ば
り

の
原

文
の

開
示

請
求

「市
長

へ
の

手
紙

」へ
の

回
答

内
容

に
つ

い
て

、
具

体
的

方
向

性
が

不
明

の
た

め
、

以
下

の
開

示
請

求
を

す
る

。
1　

「市
長

へ
の

手
紙

」受
付

番
号

第
17

4号
・平

成
29

年
5月

29
日

受
付

分
・回

答
内

容
に

、
「～

再
度

、
食

生
活

改
善

推
進

員
理

事
会

で
検

討
さ

れ
る

と
聞

き
及

ん
で

お
り

ま
す

。
～

そ
の

回
答

を
お

待
ち

い
た

だ
き

ま
す

よ
う

お
願

い
い

た
し

ま
す

。
と

あ
る

が
、

1）
食

生
活

改
善

推
進

員
理

事
会

で
の

結
論

が
出

た
の

か
ど

う
か

？
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求

2）
「担

当
部

署
か

ら
の

報
告

を
踏

ま
え

ま
し

て
、

回
答

い
た

し
ま

す
。

」と
あ

る
が

、
「担

当
部

署
か

ら
の

報
告

」の
そ

の
も

の
ず

ば
り

の
原

文
の

開
示

請
求

2「
市

長
へ

の
手

紙
」受

付
番

号
第

31
0号

・平
成

29
年

7月
10

日
受

付
分

・回
答

内
容

に
、

「計
上

方
法

に
つ

き
ま

し
て

は
、

食
生

活
改

善
協

議
会

に
て

検
討

さ
れ

る
と

伺
っ

て
お

り
、

以
前

の
活

動
内

容
を

再
度

確
認

さ
れ

た
上

で
、

今
後

、
よ

り
適

切
に

運
営

し
て

い
か

れ
る

も
の

と
考

え
て

お
り

ま
す

。
と

あ
る

が
、

1）
今

後
、

よ
り

適
切

に
運

営
し

て
い

か
れ

る
も

の
と

考
え

て
お

り
ま

す
と

の
回

答
内

容
に

対
し

て
、

現
時

点
で

ど
の

よ
う

な
再

検
討

が
な

さ
れ

て
い

る
の

か
？

等
の

わ
か

る
資

料
の

開
示

請
求

2）
「担

当
部

署
か

ら
の

報
告

を
踏

ま
え

ま
し

て
、

回
答

い
た

し
ま

す
。

」と
あ

る
が

、
「担

当
部

署
か

ら
の

報
告

」の
そ

の
も

の
ず

ば
り

の
原

文
の

開
示

請
求

54
6

8/
25

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

健
康

づ
く

り
推

進
課

54
7
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

1「
市

長
へ

の
手

紙
」受

付
番

号
第

17
4号

・平
成

29
年

5月
29

日
受

付
分

・回
答

内
容

に
、

「～
再

度
、

食
生

活
改

善
推

進
員

理
事

会
で

検
討

さ
れ

る
と

聞
き

及
ん

で
お

り
ま

す
。

～
そ

の
回

答
を

お
待

ち
い

た
だ

き
ま

す
よ

う
お

願
い

い
た

し
ま

す
。

と
あ

る
が

、
2）

「担
当

部
署

か
ら

の
報

告
を

踏
ま

え
ま

し
て

、
回

答
い

た
し

ま
す

。
」と

あ
る

が
、

「担
当

部
署

か
ら

の
報

告
」の

そ
の

も
の

ず
ば

り
の

原
文

2「
市

長
へ

の
手

紙
」受

付
番

号
第

31
0号

・平
成

29
年

7月
10

日
受

付
分

・回
答

内
容

に
、

「計
上

方
法

に
つ

き
ま

し
て

は
、

食
生

活
改

善
協

議
会

に
て

検
討

さ
れ

る
と

伺
っ

て
お

り
、

以
前

の
活

動
内

容
を

再
度

確
認

さ
れ

た
上

で
、

今
後

、
よ

り
適

切
に

運
営

し
て

い
か

れ
る

も
の

と
考

え
て

お
り

ま
す

。
と

あ
る

が
、

2）
「担

当
部

署
か

ら
の

報
告

を
踏

ま
え

ま
し

て
、

回
答

い
た

し
ま

す
。

」と
あ

る
が

、
「担

当
部

署
か

ら
の

報
告

」の
そ

の
も

の
ず

ば
り

の
原

文

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
1
1

9
/
2
1

2熊
本

駅
西

土
地

区
画

整
理

事
業

に
お

け
る

清
算

金
処

理
の

徴
収

･支
払

等
の

1件
ご

と
の

内
訳

の
わ

か
る

資
料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
9
/
1
2

9
/
2
7

1.
2)

 (
1)

暫
定

形
約

11
,0

00
㎡

の
買

収
金

額
予

算
の

図
面

等
の

わ
か

る
資

料
等

  
  

  
(2

)完
成

型
の

東
口

駅
前

広
場

拡
幅

面
積

約
7,

00
0㎡

の
買

収
金

額
予

算
の

わ
か

る
金

額
等

の
わ

か
る

資
料

等
  

3)
 (

1)
ﾀ
ｸ
ｼ

ｰ
ﾌ
ﾟｰ

ﾙ
の

収
容

台
数

の
わ

か
る

図
式

等  (
2)

バ
ス

待
機

場
の

収
容

台
数

の
わ

か
る

図
式

等

不
存

在
9
/
1
2

8/
25

市
民

局
市

民
生

活
部

広
聴

課

「市
長

へ
の

手
紙

」へ
の

回
答

内
容

に
つ

い
て

、
具

体
的

方
向

性
が

不
明

の
た

め
、

以
下

の
開

示
請

求
を

す
る

。
1「

市
長

へ
の

手
紙

」受
付

番
号

第
17

4号
・平

成
29

年
5月

29
日

受
付

分
・回

答
内

容
に

、
「～

再
度

、
食

生
活

改
善

推
進

員
理

事
会

で
検

討
さ

れ
る

と
聞

き
及

ん
で

お
り

ま
す

。
～

そ
の

回
答

を
お

待
ち

い
た

だ
き

ま
す

よ
う

お
願

い
い

た
し

ま
す

。
と

あ
る

が
、

1）
食

生
活

改
善

推
進

員
理

事
会

で
の

結
論

が
出

た
の

か
ど

う
か

？
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
2）

「担
当

部
署

か
ら

の
報

告
を

踏
ま

え
ま

し
て

、
回

答
い

た
し

ま
す

。
」と

あ
る

が
、

「担
当

部
署

か
ら

の
報

告
」の

そ
の

も
の

ず
ば

り
の

原
文

の
開

示
請

求
2「

市
長

へ
の

手
紙

」受
付

番
号

第
31

0号
・平

成
29

年
7月

10
日

受
付

分
・回

答
内

容
に

、
「計

上
方

法
に

つ
き

ま
し

て
は

、
食

生
活

改
善

協
議

会
に

て
検

討
さ

れ
る

と
伺

っ
て

お
り

、
以

前
の

活
動

内
容

を
再

度
確

認
さ

れ
た

上
で

、

今
後

、
よ

り
適

切
に

運
営

し
て

い
か

れ
る

も
の

と
考

え
て

お
り

ま
す

。
と

あ
る

が
、

1）
今

後
、

よ
り

適
切

に
運

営
し

て
い

か
れ

る
も

の
と

考
え

て
お

り
ま

す
と

の
回

答
内

容
に

対
し

て
、

現
時

点
で

ど
の

よ
う

な
再

検
討

が
な

さ
れ

て
い

る
の

か
？

等
の

わ
か

る
資

料
の

開
示

請
求

2）
「担

当
部

署
か

ら
の

報
告

を
踏

ま
え

ま
し

て
、

回
答

い
た

し
ま

す
。

」と
あ

る
が

、
「担

当
部

署
か

ら
の

報
告

」の
そ

の
も

の
ず

ば
り

の
原

文
の

開
示

請
求

54
8

8/
25

熊
本

市
憲

法
・熊

本
市

自
治

基
本

条
例

、
（自

治
の

基
本

理
念

）第
3条

・（
自

治
運

営
の

基
本

原
則

）第
4条

等
に

拠
り

以
下

の
開

示
請

求
を

す
る

。
1平

成
29

年
度

一
般

会
計

当
初

予
算

→
2熊

本
駅

白
川

口
（東

口
）駅

前
広

場
等

整
備

事
業

費
　

建
物

・営
業

補
償

等
2,

59
5,

50
0千

円
と

あ
る

が
1）

建
物

補
償

費
・建

物
解

体
費

等
の

具
体

的
項

目
別

・款
項

目
節

別
等

に
わ

か
る

数
値

内
訳

の
開

示
請

求
2）

熊
本

駅
白

川
口

（東
口

）駅
前

広
場

整
備

で
は

、
現

在
の

暫
定

形
で

約
11

,0
00

㎡
で

あ
り

、
完

成
形

で
は

約
18

,0
00

㎡
に

拡
張

整
備

す
る

と
の

事
で

あ
る

が
、

現
在

は
両

東
口

駅
前

広
場

は
○

○
○

○
㈱

の
所

有
で

あ
る

が
、

熊
本

市
が

約
11

,0
00

㎡
約

7,
00

0㎡
を

買
収

し
て

の
整

備
計

画
と

思
わ

れ
る

が
、

 (
1)

暫
定

形
約

11
,0

00
㎡

の
買

収
金

額
予

算
の

図
面

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
 (2

)完
成

型
東

口
駅

前
広

場
拡

幅
面

積
約

7,
00

0
㎡

の
買

収
金

額
予

算
の

わ
か

る
金

額
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

3）
熊

本
駅

白
川

口
駅

前
広

場
ｿ
ﾞｰ

ﾆ
ﾝ

ｸ
ﾞ（

案
）の

図
式

を
見

る
に

 (
1)

ﾀ
ｸ
ｼ

ｰ
ﾌ
ﾟｰ

ﾙ
と

あ
る

が
収

容
台

数
の

わ
か

る
図

式
等

の
開

示
請

求
 (

2)
バ

ス
待

機
場

と
あ

る
が

収
容

台
数

の
わ

か
る

図
式

等
の

開
示

請
求

2新
幹

線
熊

本
駅

前
西

口
広

場
周

辺
の

熊
本

駅
西

土
地

区
画

整
理

事
業

は
終

了
し

た
と

聞
く

。
こ

の
事

業
に

お
け

る
清

算
金

処
理

の
徴

収
･支

払
等

の
1件

ご
と

の
内

訳
の

わ
か

る
資

料
の

開
示

請
求

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所

54
7
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

1.
1）

平
成

29
年

度
一

般
会

計
当

初
予

算
の

う
ち

、
熊

本
駅

白
川

口
（東

口
）駅

前
広

場
整

備
の

建
物

補
償

費
・建

物
解

体
費

・営
業

補
償

費
等

の
具

体
的

項
目

別
・款

項
目

節
別

等
に

わ
か

る
数

値
内

訳

開
示

9
/
1
2

9
/
2
7

54
9

8/
25

平
成

29
年

度
第

6号
・平

成
29

年
7月

28
日

付
・熊

本
市

ｵ
ﾝ

ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

の
文

書
を

平
成

29
年

7月
29

日
配

達
証

明
に

て
受

領
し

た
。

→
文

面
を

見
る

限
り

、
第

2ｵ
ﾝ

ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

の
判

断
の

記
述

を
見

る
に

、
私

の
苦

情
申

立
て

に
対

し
て

・熊
本

市
ｵ

ﾝ
ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

に
拠

る
裏

面
調

査
が

如
何

に
な

さ
れ

た
の

か
・ど

の
様

な
事

務
処

理
等

で
執

行
し

、
熊

本
市

ｵ
ﾝ

ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

の
判

断
に

繋
が

っ
た

の
か

・結
論

づ
け

ら
れ

た
の

か
・熊

本
市

ｵ
ﾝ

ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

に
よ

る
現

行
・法

令
条

例
等

・熊
本

市
憲

法
熊

本
市

自
治

基
本

条
例

（以
下

「熊
自

基
条

例
」と

い
う

。
）・

熊
本

市
公

共
交

通
基

本
条

例
（以

下
「熊

公
交

基
条

例
」と

い
う

。
）等

を
遵

守
･遵

法
し

て
の

熊
本

市
ｵ

ﾝ
ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

の
判

断
な

の
か

、
不

可
解

の
た

め
以

下
の

項
目

に
つ

い
て

開
示

請
求

す
る

。

市
民

局
ｵ

ﾝ
ﾌ
ﾞｽ

ﾞ
ﾏ

ﾝ
事

務
局

平
成

29
年

度
第

6号
・平

成
29

年
7月

28
日

付
・熊

本
市

ｵ
ﾝ

ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

の
文

書
を

平
成

29
年

7月
29

日
配

達
証

明
に

て
受

領
し

た
。

→
文

面
を

見
る

限
り

、
第

2ｵ
ﾝ

ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

の
判

断
の

記
述

を
見

る
に

、
私

の
苦

情
申

立
て

に
対

し
て

・熊
本

市
ｵ

ﾝ
ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

に
拠

る
裏

面
調

査
が

如
何

に
な

さ
れ

た
の

か
・ど

の
様

な
事

務
処

理
等

で
執

行
し

、
熊

本
市

ｵ
ﾝ

ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

の
判

断
に

繋
が

っ
た

の
か

・結
論

づ
け

ら
れ

た
の

か
・熊

本
市

ｵ
ﾝ

ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

に
よ

る
現

行
・法

令
条

例
等

・熊
本

市
憲

法
熊

本
市

自
治

基
本

条
例

（以
下

「熊
自

基
条

例
」と

い
う

。
）・

熊
本

市
公

共
交

通
基

本
条

例
（以

下
「熊

公
交

基
条

例
」と

い
う

。
）等

を
遵

守
･遵

法
し

て
の

熊
本

市
ｵ

ﾝ
ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

の
判

断
な

の
か

、
不

可
解

の
た

め
以

下
の

項
目

に
つ

い
て

開
示

請
求

す
る

。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
9
/
1
4

9
/
2
7

1.
「本

件
手

紙
」の

内
容

は
「～

熊
本

県
警

・交
通

管
理

者
に

「右
折

は
危

険
だ

か
ら

直
進

す
べ

き
」と

言
っ

た
か

等
、

再
三

確
認

し
た

が
「不

存
在

」で
あ

っ
た

。
両

ﾊ
ﾞｽ

停
で

の
乗

降
客

は
、

朝
夕

の
通

勤
通

学
等

で
満

杯
の

状
態

で
あ

っ
た

。
現

在
は

、
花

岡
山

中
腹

か
ら

、
五

反
ﾊ

ﾞｽ
停

ま
で

30
0m

で
、

更
に

新
ﾊ

ﾞｽ
停

（旧
電

気
検

定
所

前
）ま

で
25

00
m

で
、

合
計

55
0m

と
な

り
、

公
共

交
通

不
便

地
域

に
さ

せ
ら

れ
た

。
前

熊
本

市
長

は
「我

慢
し

な
さ

い
」と

言
う

だ
け

で
、

無
視

の
姿

勢
で

あ
っ

た
。

熊
本

市
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
担

当
者

は
、

出
来

な
い

理
由

だ
け

を
述

べ
る

だ
け

で
、

そ
こ

で
・ど

う
す

れ
ば

右
折

可
能

か
を

何
度

と
な

く
尋

ね
て

も
全

く
説

明
し

よ
う

と
も

し
な

か
っ

た
。

1.
「本

件
手

紙
」の

内
容

は
「～

熊
本

県
警

・交
通

管
理

者
に

「右
折

は
危

険
だ

か
ら

直
進

す
べ

き
」と

言
っ

た
か

等
、

再
三

確
認

し
た

が
「不

存
在

」で
あ

っ
た

。
両

ﾊ
ﾞｽ

停
で

の
乗

降
客

は
、

朝
夕

の
通

勤
通

学
等

で
満

杯
の

状
態

で
あ

っ
た

。
現

在
は

、
花

岡
山

中
腹

か
ら

、
五

反
ﾊ

ﾞｽ
停

ま
で

30
0m

で
、

更
に

新
ﾊ

ﾞｽ
停

（旧
電

気
検

定
所

前
）ま

で
25

00
m

で
、

合
計

55
0m

と
な

り
、

公
共

交
通

不
便

地
域

に
さ

せ
ら

れ
た

。
前

熊
本

市
長

は
「我

慢
し

な
さ

い
」と

言
う

だ
け

で
、

無
視

の
姿

勢
で

あ
っ

た
。

熊
本

市
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
担

当
者

は
、

出
来

な
い

理
由

だ
け

を
述

べ
る

だ
け

で
、

そ
こ

で
・ど

う
す

れ
ば

右
折

可
能

か
を

何
度

と
な

く
尋

ね
て

も
全

く
説

明
し

よ
う

と
も

し
な

か
っ

た
。

54
8

8/
25

熊
本

市
憲

法
・熊

本
市

自
治

基
本

条
例

、
（自

治
の

基
本

理
念

）第
3条

・（
自

治
運

営
の

基
本

原
則

）第
4条

等
に

拠
り

以
下

の
開

示
請

求
を

す
る

。
1平

成
29

年
度

一
般

会
計

当
初

予
算

→
2熊

本
駅

白
川

口
（東

口
）駅

前
広

場
等

整
備

事
業

費
　

建
物

・営
業

補
償

等
2,

59
5,

50
0千

円
と

あ
る

が
1）

建
物

補
償

費
・建

物
解

体
費

等
の

具
体

的
項

目
別

・款
項

目
節

別
等

に
わ

か
る

数
値

内
訳

の
開

示
請

求
2）

熊
本

駅
白

川
口

（東
口

）駅
前

広
場

整
備

で
は

、
現

在
の

暫
定

形
で

約
11

,0
00

㎡
で

あ
り

、
完

成
形

で
は

約
18

,0
00

㎡
に

拡
張

整
備

す
る

と
の

事
で

あ
る

が
、

現
在

は
両

東
口

駅
前

広
場

は
○

○
○

○
㈱

の
所

有
で

あ
る

が
、

熊
本

市
が

約
11

,0
00

㎡
約

7,
00

0㎡
を

買
収

し
て

の
整

備
計

画
と

思
わ

れ
る

が
、

 (
1)

暫
定

形
約

11
,0

00
㎡

の
買

収
金

額
予

算
の

図
面

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
 (2

)完
成

型
東

口
駅

前
広

場
拡

幅
面

積
約

7,
00

0
㎡

の
買

収
金

額
予

算
の

わ
か

る
金

額
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

3）
熊

本
駅

白
川

口
駅

前
広

場
ｿ
ﾞｰ

ﾆ
ﾝ

ｸ
ﾞ（

案
）の

図
式

を
見

る
に

 (
1)

ﾀ
ｸ
ｼ

ｰ
ﾌ
ﾟｰ

ﾙ
と

あ
る

が
収

容
台

数
の

わ
か

る
図

式
等

の
開

示
請

求
 (

2)
バ

ス
待

機
場

と
あ

る
が

収
容

台
数

の
わ

か
る

図
式

等
の

開
示

請
求

2新
幹

線
熊

本
駅

前
西

口
広

場
周

辺
の

熊
本

駅
西

土
地

区
画

整
理

事
業

は
終

了
し

た
と

聞
く

。
こ

の
事

業
に

お
け

る
清

算
金

処
理

の
徴

収
･支

払
等

の
1件

ご
と

の
内

訳
の

わ
か

る
資

料
の

開
示

請
求

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

あ
ま

り
の

私
の

追
及

・尋
問

が
厳

し
か

っ
た

の
で

、
と

う
と

う
「こ

の
右

折
工

事
は

、
金

さ
え

掛
け

れ
ば

不
可

能
は

あ
り

ま
せ

ん
。

」と
言

い
切

っ
た

。
ま

た
、

右
折

の
為

の
「信

号
機

設
置

」す
れ

ば
熊

本
市

役
所

前
の

市
電

通
り

ﾊ
ﾞｽ

等
の

複
雑

な
信

号
経

路
指

示
の

如
く

、
直

進
左

折
右

折
市

電
右

折
左

折
横

断
歩

道
2本

利
用

が
「可

能
」で

あ
る

筈
だ

と
言

っ
た

ら
、

熊
本

市
元

交
通

政
策

総
室

長
が

、
「春

日
の

住
民

の
為

に
・信

号
機

を
設

置
す

る
な

ん
て

、
勿

体
な

か
・税

金
の

無
駄

遣
い

た
い

」と
の

「暴
言

」を
浴

び
せ

ら
れ

た
。

あ
ま

り
の

私
の

追
及

・尋
問

が
厳

し
か

っ
た

の
で

、
と

う
と

う
「こ

の
右

折
工

事
は

、
金

さ
え

掛
け

れ
ば

不
可

能
は

あ
り

ま
せ

ん
。

」と
言

い
切

っ
た

。
ま

た
、

右
折

の
為

の
「信

号
機

設
置

」す
れ

ば
熊

本
市

役
所

前
の

市
電

通
り

ﾊ
ﾞｽ

等
の

複
雑

な
信

号
経

路
指

示
の

如
く

、
直

進
左

折
右

折
市

電
右

折
左

折
横

断
歩

道
2本

利
用

が
「可

能
」で

あ
る

筈
だ

と
言

っ
た

ら
、

熊
本

市
元

交
通

政
策

総
室

長
が

、
「春

日
の

住
民

の
為

に
・信

号
機

を
設

置
す

る
な

ん
て

、
勿

体
な

か
・税

金
の

無
駄

遣
い

た
い

」と
の

「暴
言

」を
浴

び
せ

ら
れ

た
。

更
に

、
公

共
交

通
基

本
条

例
に

は
、

「右
折

ﾚ
ｰ

ﾝ
が

設
置

さ
れ

て
い

な
い

交
差

点
で

、
対

抗
ﾚ
ｰ

ﾝ
に

右
折

待
ち

の
車

が
数

台
あ

り
、

そ
の

後
ろ

に
ﾊ

ﾞｽ
が

い
る

よ
う

な
場

合
、

適
切

な
安

全
確

認
の

も
と

右
折

待
ち

の
車

を
優

先
さ

せ
る

こ
と

で
交

通
渋

滞
が

緩
和

し
、

ﾊ
ﾞｽ

の
定

時
制

を
向

上
さ

せ
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

」と
の

「公
共

交
通

の
指

針
」も

熊
本

市
公

共
交

通
基

本
条

例
に

も
謡

っ
て

い
る

か
ら

、
古

道
踏

切
を

渡
っ

て
右

折
は

可
能

で
あ

る
”と

主
張

し
て

も
、

今
だ

両
ﾊ

ﾞｽ
停

の
復

活
が

出
来

て
い

な
い

。
早

急
に

、
新

熊
本

大
西

市
長

に
よ

り
・両

ﾊ
ﾞｽ

停
の

復
活

を
実

現
し

て
い

た
だ

き
た

い
。

」と
の

本
件

手
紙

の
内

容
で

あ
る

。

更
に

、
公

共
交

通
基

本
条

例
に

は
、

「右
折

ﾚ
ｰ

ﾝ
が

設
置

さ
れ

て
い

な
い

交
差

点
で

、
対

抗
ﾚ
ｰ

ﾝ
に

右
折

待
ち

の
車

が
数

台
あ

り
、

そ
の

後
ろ

に
ﾊ

ﾞｽ
が

い
る

よ
う

な
場

合
、

適
切

な
安

全
確

認
の

も
と

右
折

待
ち

の
車

を
優

先
さ

せ
る

こ
と

で
交

通
渋

滞
が

緩
和

し
、

ﾊ
ﾞｽ

の
定

時
制

を
向

上
さ

せ
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

」と
の

「公
共

交
通

の
指

針
」も

熊
本

市
公

共
交

通
基

本
条

例
に

も
謡

っ
て

い
る

か
ら

、
古

道
踏

切
を

渡
っ

て
右

折
は

可
能

で
あ

る
”と

主
張

し
て

も
、

今
だ

両
ﾊ

ﾞｽ
停

の
復

活
が

出
来

て
い

な
い

。
早

急
に

、
新

熊
本

大
西

市
長

に
よ

り
・両

ﾊ
ﾞｽ

停
の

復
活

を
実

現
し

て
い

た
だ

き
た

い
。

」と
の

本
件

手
紙

の
内

容
で

あ
る

。

→
熊

本
市

ｵ
ﾝ

ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

の
判

断
は

、
「趣

旨
」の

語
源

を
国

語
辞

典
の

法
的

？
根

拠
を

求
め

、
広

聴
課

・熊
本

市
市

民
の

声
取

扱
要

綱
・第

6条
市

民
の

声
に

は
原

則
と

し
て

回
答

す
る

と
し

な
が

ら
も

、
す

で
に

回
答

を
行

っ
て

い
る

場
合

に
は

、
回

答
を

し
な

い
こ

と
が

出
来

る
と

い
う

「要
綱

」の
条

例
理

念
だ

け
を

拠
所

と
し

た
熊

本
市

ｵ
ﾝ

ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

は
判

断
の

答
申

を
下

し
て

い
る

。
法

令
条

例
・熊

本
市

諸
条

例
等

の
法

的
根

拠
が

全
く

見
受

け
ら

れ
な

い
判

断
に

奇
異

を
危

惧
す

る
。

1）
「趣

旨
」と

は
、

主
な

内
容

、
言

お
う

と
し

て
い

る
だ

い
た

い
の

こ
と

、
お

も
む

き
、

考
え

、
趣

意
と

同
じ

と
あ

る
。

「本
件

手
紙

」の
内

容
を

、
何

度
も

熟
読

し
す

れ
ば

、
・市

か
ら

の
回

答
の

「本
件

回
答

」と
見

比
べ

れ
ば

、
熊

本
市

ｵ
ﾝ

ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

の
読

解
力

が
如

何
に

浅
薄

で
あ

る
か

明
白

で
あ

る
。

→
熊

本
市

ｵ
ﾝ

ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

の
判

断
は

、
「趣

旨
」の

語
源

を
国

語
辞

典
の

法
的

？
根

拠
を

求
め

、
広

聴
課

・熊
本

市
市

民
の

声
取

扱
要

綱
・第

6条
市

民
の

声
に

は
原

則
と

し
て

回
答

す
る

と
し

な
が

ら
も

、
す

で
に

回
答

を
行

っ
て

い
る

場
合

に
は

、
回

答
を

し
な

い
こ

と
が

出
来

る
と

い
う

「要
綱

」の
条

例
理

念
だ

け
を

拠
所

と
し

た
熊

本
市

ｵ
ﾝ

ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

は
判

断
の

答
申

を
下

し
て

い
る

。
法

令
条

例
・熊

本
市

諸
条

例
等

の
法

的
根

拠
が

全
く

見
受

け
ら

れ
な

い
判

断
に

奇
異

を
危

惧
す

る
。

1）
「趣

旨
」と

は
、

主
な

内
容

、
言

お
う

と
し

て
い

る
だ

い
た

い
の

こ
と

、
お

も
む

き
、

考
え

、
趣

意
と

同
じ

と
あ

る
。

「本
件

手
紙

」の
内

容
を

、
何

度
も

熟
読

し
す

れ
ば

、
・市

か
ら

の
回

答
の

「本
件

回
答

」と
見

比
べ

れ
ば

、
熊

本
市

ｵ
ﾝ

ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

の
読

解
力

が
如

何
に

浅
薄

で
あ

る
か

明
白

で
あ

る
。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

「熊
自

基
条

例
」（

自
治

の
基

本
理

念
）第

3条
・

（自
治

運
営

の
基

本
原

則
）第

4条
・（

市
民

の
権

利
）第

5条
・（

市
長

等
の

役
割

）第
10

条
・（

意
見

等
の

取
扱

）第
21

条
・（

協
働

の
原

則
）第

29
条

･
（市

民
参

画
・協

働
の

た
め

の
仕

組
み

）第
30

条
・

（最
高

規
範

性
）第

41
条

等
を

熟
読

し
、

分
析

理
解

す
れ

ば
、

国
語

辞
典

の
「趣

旨
」の

解
釈

だ
け

の
法

的
根

拠
を

以
っ

て
、

4通
の

手
紙

の
内

容
が

「本
件

手
紙

」の
回

答
と

な
り

得
る

と
し

て
、

法
律

家
の

集
団

と
し

て
の

機
能

を
持

つ
べ

き
熊

本
市

ｵ
ﾝ

ﾌ
ﾞ

ｽ
ﾞﾏ

ﾝ
の

判
断

と
は

、
余

り
に

も
法

的
根

拠
が

お
粗

末
過

ぎ
る

。
熊

本
市

ｵ
ﾝ

ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

条
例

(ｵ
ﾝ

ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

の
責

務
)第

3条
ｵ

ﾝ
ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

は
、

市
民

の
権

利
及

び
利

益
の

擁
護

者
と

し
て

職
務

を
遂

行
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

「熊
自

基
条

例
」（

自
治

の
基

本
理

念
）第

3条
・

（自
治

運
営

の
基

本
原

則
）第

4条
・（

市
民

の
権

利
）第

5条
・（

市
長

等
の

役
割

）第
10

条
・（

意
見

等
の

取
扱

）第
21

条
・（

協
働

の
原

則
）第

29
条

･
（市

民
参

画
・協

働
の

た
め

の
仕

組
み

）第
30

条
・

（最
高

規
範

性
）第

41
条

等
を

熟
読

し
、

分
析

理
解

す
れ

ば
、

国
語

辞
典

の
「趣

旨
」の

解
釈

だ
け

の
法

的
根

拠
を

以
っ

て
、

4通
の

手
紙

の
内

容
が

「本
件

手
紙

」の
回

答
と

な
り

得
る

と
し

て
、

法
律

家
の

集
団

と
し

て
の

機
能

を
持

つ
べ

き
熊

本
市

ｵ
ﾝ

ﾌ
ﾞ

ｽ
ﾞﾏ

ﾝ
の

判
断

と
は

、
余

り
に

も
法

的
根

拠
が

お
粗

末
過

ぎ
る

。
熊

本
市

ｵ
ﾝ

ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

条
例

(ｵ
ﾝ

ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

の
責

務
)第

3条
ｵ

ﾝ
ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

は
、

市
民

の
権

利
及

び
利

益
の

擁
護

者
と

し
て

職
務

を
遂

行
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

2ｵ
ﾝ

ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

は
、

中
立

的
な

立
場

で
公

平
か

つ
適

切
に

職
務

を
遂

行
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
と

の
条

例
に

違
反

し
た

判
断

と
な

っ
て

い
る

。
(市

民
等

の
責

務
)第

5条
～

こ
の

制
度

が
適

性
か

つ
円

滑
に

運
営

さ
れ

る
よ

う
協

力
す

る
こ

と
に

努
め

る
も

の
と

す
る

。
と

あ
る

通
り

、
現

状
の

問
題

点
・ﾊ

ﾟﾚ
ｱ

で
の

解
説

資
料

等
･熟

読
参

照
分

析
添

付
資

料
等

（A
5

→
25

枚
）を

同
時

に
提

出
し

て
協

力
し

た
が

、
何

の
判

断
材

料
と

せ
ず

、
無

視
し

た
判

断
で

あ
っ

た
。

添
付

資
料

を
見

て
も

、
そ

の
重

要
性

が
わ

か
ら

ず
、

総
合

力
知

識
の

欠
落

の
表

れ
か

？
法

律
知

識
根

拠
の

欠
落

と
呆

れ
て

い
る

。

2ｵ
ﾝ

ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

は
、

中
立

的
な

立
場

で
公

平
か

つ
適

切
に

職
務

を
遂

行
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
と

の
条

例
に

違
反

し
た

判
断

と
な

っ
て

い
る

。
(市

民
等

の
責

務
)第

5条
～

こ
の

制
度

が
適

性
か

つ
円

滑
に

運
営

さ
れ

る
よ

う
協

力
す

る
こ

と
に

努
め

る
も

の
と

す
る

。
と

あ
る

通
り

、
現

状
の

問
題

点
・ﾊ

ﾟﾚ
ｱ

で
の

解
説

資
料

等
･熟

読
参

照
分

析
添

付
資

料
等

（A
5

→
25

枚
）を

同
時

に
提

出
し

て
協

力
し

た
が

、
何

の
判

断
材

料
と

せ
ず

、
無

視
し

た
判

断
で

あ
っ

た
。

添
付

資
料

を
見

て
も

、
そ

の
重

要
性

が
わ

か
ら

ず
、

総
合

力
知

識
の

欠
落

の
表

れ
か

？
法

律
知

識
根

拠
の

欠
落

と
呆

れ
て

い
る

。

こ
の

苦
情

申
立

書
は

平
成

29
年

3月
21

日
(火

)に
事

務
所

に
持

参
し

、
平

成
29

年
3月

30
日

付
・申

立
の

趣
旨

の
確

認
に

つ
い

て
・の

書
面

【苦
情

申
立

て
の

趣
旨

】（
案

）と
し

て
、

15
行

の
（案

）に
要

約
さ

れ
た

も
の

を
送

付
受

領
し

た
。

私
の

3月
31

日
（火

）付
・提

出
・苦

情
の

申
立

て
の

趣
旨

及
び

理
由

は
15

行
、

苦
情

申
立

て
の

趣
旨

及
び

理
由

は
45

行
で

あ
っ

た
。

3月
30

日
付

【苦
情

申
立

て
の

趣
旨

】（
案

）は
15

行
に

勝
手

に
圧

縮
さ

れ
た

【趣
旨

】
に

さ
せ

ら
れ

た
。

私
の

【趣
旨

】が
何

処
に

あ
る

の
か

・隠
蔽

･さ
せ

ら
れ

た
文

面
と

な
っ

て
い

た
。

そ
の

為
、

平
成

29
年

4月
7日

付
で

再
度

【苦
情

申
立

て
の

趣
旨

】を
3月

31
日

付
・内

容
を

加
味

し
、

86
行

を
執

筆
・添

付
熟

読
資

料
A

3→
P
22

を
提

出
し

た
。

こ
の

苦
情

申
立

書
は

平
成

29
年

3月
21

日
(火

)に
事

務
所

に
持

参
し

、
平

成
29

年
3月

30
日

付
・申

立
の

趣
旨

の
確

認
に

つ
い

て
・の

書
面

【苦
情

申
立

て
の

趣
旨

】（
案

）と
し

て
、

15
行

の
（案

）に
要

約
さ

れ
た

も
の

を
送

付
受

領
し

た
。

私
の

3月
31

日
（火

）付
・提

出
・苦

情
の

申
立

て
の

趣
旨

及
び

理
由

は
15

行
、

苦
情

申
立

て
の

趣
旨

及
び

理
由

は
45

行
で

あ
っ

た
。

3月
30

日
付

【苦
情

申
立

て
の

趣
旨

】（
案

）は
15

行
に

勝
手

に
圧

縮
さ

れ
た

【趣
旨

】
に

さ
せ

ら
れ

た
。

私
の

【趣
旨

】が
何

処
に

あ
る

の
か

・隠
蔽

･さ
せ

ら
れ

た
文

面
と

な
っ

て
い

た
。

そ
の

為
、

平
成

29
年

4月
7日

付
で

再
度

【苦
情

申
立

て
の

趣
旨

】を
3月

31
日

付
・内

容
を

加
味

し
、

86
行

を
執

筆
・添

付
熟

読
資

料
A

3→
P
22

を
提

出
し

た
。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

次
に

、
平

成
29

年
4月

20
日

付
で

【苦
情

申
立

て
の

趣
旨

】（
案

）の
文

書
を

受
領

し
た

が
、

私
の

意
見

を
歪

曲
し

【趣
旨

】と
違

う
の

で
、

平
成

29
年

4月
27

日
に

【苦
情

申
立

て
の

趣
旨

】を
再

度
提

出
し

た
。

根
競

べ
の

【趣
旨

争
い

】の
ｷ
ｬ
ｯ
ﾁ

ﾎ
ﾞｰ

ﾙ
で

あ
る

。
→

第
3条

ｵ
ﾝ

ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

は
、

市
民

の
権

利
及

び
利

益
の

擁
護

者
と

し
て

職
務

を
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

と
は

、
空

念
仏

か
？

と
言

い
た

い
。

・担
当

者
の

告
白

、
「こ

の
右

折
工

事
は

、
金

さ
え

掛
け

れ
ば

不
可

能
は

あ
り

ま
せ

ん
。

」に
対

し
て

過
去

に
「本

件
回

答
」し

た
と

す
る

回
答

文
の

そ
こ

だ
け

が
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。

次
に

、
平

成
29

年
4月

20
日

付
で

【苦
情

申
立

て
の

趣
旨

】（
案

）の
文

書
を

受
領

し
た

が
、

私
の

意
見

を
歪

曲
し

【趣
旨

】と
違

う
の

で
、

平
成

29
年

4月
27

日
に

【苦
情

申
立

て
の

趣
旨

】を
再

度
提

出
し

た
。

根
競

べ
の

【趣
旨

争
い

】の
ｷ
ｬ
ｯ
ﾁ

ﾎ
ﾞｰ

ﾙ
で

あ
る

。
→

第
3条

ｵ
ﾝ

ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

は
、

市
民

の
権

利
及

び
利

益
の

擁
護

者
と

し
て

職
務

を
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

と
は

、
空

念
仏

か
？

と
言

い
た

い
。

・担
当

者
の

告
白

、
「こ

の
右

折
工

事
は

、
金

さ
え

掛
け

れ
ば

不
可

能
は

あ
り

ま
せ

ん
。

」に
対

し
て

過
去

に
「本

件
回

答
」し

た
と

す
る

回
答

文
の

そ
こ

だ
け

が
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。

2）
ま

た
、

熊
本

市
元

交
通

政
策

総
室

長
が

、
「春

日
の

住
民

の
為

に
・信

号
機

を
設

置
す

る
な

ん
て

、
勿

体
な

か
・税

金
の

無
駄

遣
い

た
い

」と
の

「暴
言

」を
浴

び
せ

ら
れ

た
。

と
の

「市
長

へ
の

手
紙

」で
新

熊
本

大
西

市
長

に
回

答
を

求
め

て
い

る
に

も
拘

ら
ず

、
昨

年
及

び
一

昨
年

に
回

答
し

た
「趣

旨
」と

同
じ

と
す

る
熊

本
市

ｵ
ﾝ

ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

の
判

断
は

法
律

集
団

シ
ス

テ
ム

が
正

常
に

機
能

し
て

い
る

と
は

と
て

も
思

わ
れ

な
い

。
一

般
市

民
が

ｲ
ﾝ

ｶ
ﾒ
ﾗ

で
見

れ
ば

、
何

の
た

め
の

熊
本

市
ｵ

ﾝ
ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

な
の

か
？

と
存

在
価

値
が

喪
失

？
す

る
と

危
惧

す
る

。

2）
ま

た
、

熊
本

市
元

交
通

政
策

総
室

長
が

、
「春

日
の

住
民

の
為

に
・信

号
機

を
設

置
す

る
な

ん
て

、
勿

体
な

か
・税

金
の

無
駄

遣
い

た
い

」と
の

「暴
言

」を
浴

び
せ

ら
れ

た
。

と
の

「市
長

へ
の

手
紙

」で
新

熊
本

大
西

市
長

に
回

答
を

求
め

て
い

る
に

も
拘

ら
ず

、
昨

年
及

び
一

昨
年

に
回

答
し

た
「趣

旨
」と

同
じ

と
す

る
熊

本
市

ｵ
ﾝ

ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

の
判

断
は

法
律

集
団

シ
ス

テ
ム

が
正

常
に

機
能

し
て

い
る

と
は

と
て

も
思

わ
れ

な
い

。
一

般
市

民
が

ｲ
ﾝ

ｶ
ﾒ
ﾗ

で
見

れ
ば

、
何

の
た

め
の

熊
本

市
ｵ

ﾝ
ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

な
の

か
？

と
存

在
価

値
が

喪
失

？
す

る
と

危
惧

す
る

。

同
様

に
、

熊
本

市
元

交
通

政
策

総
室

長
・幹

部
職

員
？

は
、

熊
本

市
自

治
基

本
条

例
作

成
制

定
・熊

本
市

公
共

交
通

基
本

条
例

・作
成

施
行

の
条

例
作

り
の

熊
本

市
責

任
者

で
あ

る
。

つ
ま

り
、

「熊
自

基
条

例
」と

「熊
公

交
基

条
例

」の
美

辞
麗

句
を

並
べ

立
て

、
本

音
は

恐
ろ

し
い

心
を

以
っ

て
接

し
、

「暴
言

」が
露

呈
し

て
も

・熊
本

市
人

事
考

課
は

何
の

園
の

熊
本

市
市

政
運

営
が

現
実

な
の

か
？

熊
本

市
ｵ

ﾝ
ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

の
判

断
も

共
同

正
犯

？
な

の
か

？
と

何
を

模
範

と
し

、
何

を
最

高
規

範
性

と
い

う
の

か
？

両
現

行
条

例
等

の
施

行
は

、
誰

が
遵

守
遵

法
す

る
の

か
？

今
後

の
熊

本
市

政
理

念
執

行
が

恐
ろ

し
く

思
う

。

同
様

に
、

熊
本

市
元

交
通

政
策

総
室

長
・幹

部
職

員
？

は
、

熊
本

市
自

治
基

本
条

例
作

成
制

定
・熊

本
市

公
共

交
通

基
本

条
例

・作
成

施
行

の
条

例
作

り
の

熊
本

市
責

任
者

で
あ

る
。

つ
ま

り
、

「熊
自

基
条

例
」と

「熊
公

交
基

条
例

」の
美

辞
麗

句
を

並
べ

立
て

、
本

音
は

恐
ろ

し
い

心
を

以
っ

て
接

し
、

「暴
言

」が
露

呈
し

て
も

・熊
本

市
人

事
考

課
は

何
の

園
の

熊
本

市
市

政
運

営
が

現
実

な
の

か
？

熊
本

市
ｵ

ﾝ
ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

の
判

断
も

共
同

正
犯

？
な

の
か

？
と

何
を

模
範

と
し

、
何

を
最

高
規

範
性

と
い

う
の

か
？

両
現

行
条

例
等

の
施

行
は

、
誰

が
遵

守
遵

法
す

る
の

か
？

今
後

の
熊

本
市

政
理

念
執

行
が

恐
ろ

し
く

思
う

。

・熊
本

市
元

交
通

政
策

総
室

長
の

【暴
言

】・
「春

日
の

住
民

の
為

に
・信

号
機

･を
設

置
す

る
な

ん
て

、
勿

体
な

か
・税

金
の

無
駄

使
い

た
い

」と
の

【暴
言

】に
対

し
、

新
熊

本
大

西
市

長
に

回
答

を
求

め
た

回
答

文
が

4回
の

「本
件

回
答

」の
何

処
に

あ
る

の
か

・そ
の

も
の

ず
ば

り
の

回
答

文
の

開
示

請
求

。

・熊
本

市
元

交
通

政
策

総
室

長
の

【暴
言

】・
「春

日
の

住
民

の
為

に
・信

号
機

･を
設

置
す

る
な

ん
て

、
勿

体
な

か
・税

金
の

無
駄

使
い

た
い

」と
の

【暴
言

】に
対

し
、

新
熊

本
大

西
市

長
に

回
答

を
求

め
た

回
答

文
が

4回
の

「本
件

回
答

」の
何

処
に

あ
る

の
か

・そ
の

も
の

ず
ば

り
の

回
答

文
の

開
示

請
求

。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

3）
更

に
、

熊
本

市
公

共
交

通
基

本
条

例
に

は
、

「右
折

ﾚ
ｰ

ﾝ
が

設
置

さ
れ

て
い

な
い

交
差

点
で

、
対

抗
ﾚ
ｰ

ﾝ
に

右
折

待
ち

の
車

が
数

台
あ

り
、

そ
の

後
ろ

に
ﾊ

ﾞｽ
が

い
る

よ
う

な
場

合
、

適
切

な
安

全
確

認
の

も
と

右
折

待
ち

の
車

を
優

先
さ

せ
る

こ
と

で
交

通
渋

滞
が

緩
和

し
、

ﾊ
ﾞｽ

の
定

時
制

を
向

上
さ

せ
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

」と
の

「公
共

交
通

の
指

針
」も

熊
本

市
公

共
交

通
基

本
条

例
に

も
謡

っ
て

い
る

か
ら

、
古

道
踏

切
を

渡
っ

て
右

折
は

可
能

で
あ

る
”と

主
張

し
て

も
、

今
だ

両
ﾊ

ﾞｽ
停

の
復

活
が

出
来

て
い

な
い

。
と

の
「市

長
へ

の
手

紙
」の

内
容

に
対

し
て

、
回

答
文

が
4回

の
「本

件
回

答
」の

何
処

に
・

回
答

し
た

と
す

る
回

答
文

が
あ

る
の

か
”そ

の
も

の
ず

ば
り

の
「本

件
回

答
」の

開
示

請
求

。
「不

存
在

」
で

あ
れ

ば
、

こ
の

「熊
本

公
交

基
条

例
」は

出
鱈

目
の

条
例

で
あ

る
と

の
実

証
証

拠
と

な
る

”？

3）
更

に
、

熊
本

市
公

共
交

通
基

本
条

例
に

は
、

「右
折

ﾚ
ｰ

ﾝ
が

設
置

さ
れ

て
い

な
い

交
差

点
で

、
対

抗
ﾚ
ｰ

ﾝ
に

右
折

待
ち

の
車

が
数

台
あ

り
、

そ
の

後
ろ

に
ﾊ

ﾞｽ
が

い
る

よ
う

な
場

合
、

適
切

な
安

全
確

認
の

も
と

右
折

待
ち

の
車

を
優

先
さ

せ
る

こ
と

で
交

通
渋

滞
が

緩
和

し
、

ﾊ
ﾞｽ

の
定

時
制

を
向

上
さ

せ
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

」と
の

「公
共

交
通

の
指

針
」も

熊
本

市
公

共
交

通
基

本
条

例
に

も
謡

っ
て

い
る

か
ら

、
古

道
踏

切
を

渡
っ

て
右

折
は

可
能

で
あ

る
”と

主
張

し
て

も
、

今
だ

両
ﾊ

ﾞｽ
停

の
復

活
が

出
来

て
い

な
い

。
と

の
「市

長
へ

の
手

紙
」の

内
容

に
対

し
て

、
回

答
文

が
4回

の
「本

件
回

答
」の

何
処

に
・

回
答

し
た

と
す

る
回

答
文

が
あ

る
の

か
”そ

の
も

の
ず

ば
り

の
「本

件
回

答
」の

開
示

請
求

。
「不

存
在

」
で

あ
れ

ば
、

こ
の

「熊
本

公
交

基
条

例
」は

出
鱈

目
の

条
例

で
あ

る
と

の
実

証
証

拠
と

な
る

”？

4）
熊

本
市

ｵ
ﾝ

ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

の
判

断
と

し
て

、
熊

本
市

市
民

の
声

取
扱

要
綱

第
6条

第
1項

第
4号

を
取

り
上

げ
、

｢趣
旨

」に
つ

い
て

の
国

語
辞

典
の

解
釈

を
だ

ら
だ

ら
と

並
べ

立
て

、
法

の
解

釈
人

の
法

的
根

拠
の

拠
所

と
し

た
情

け
な

い
法

解
釈

を
も

っ
て

熊
本

市
市

政
執

行
に

間
違

い
は

な
い

と
の

判
断

を
下

し
て

い
る

が
、

広
聴

発
第

79
号

・平
成

29
年

1月
6日

付
・文

書
等

開
示

（一
部

請
求

拒
否

）決
定

通
知

書
・熊

本
市

長
大

西
一

史
公

印
・書

目
に

よ
り

、
交

付
要

領
･資

料
を

以
て

、
広

聴
課

に
実

証
交

付
資

料
を

以
て

、
こ

の
「本

件
手

紙
」2

7年
度

第
41

4号
の

「本
件

回
答

」は
何

処
に

も
存

在
し

な
い

（熊
本

市
ｵ

ﾝ
ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

に
は

添
付

資
料

等
と

し
て

提
出

済
み

。
）と

申
し

た
ら

、
あ

っ
さ

り
間

違
い

を
認

め
た

の
で

、
再

度
「本

件
手

紙
」第

41
4号

の
原

紙
を

提
出

し
た

。

4）
熊

本
市

ｵ
ﾝ

ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

の
判

断
と

し
て

、
熊

本
市

市
民

の
声

取
扱

要
綱

第
6条

第
1項

第
4号

を
取

り
上

げ
、

｢趣
旨

」に
つ

い
て

の
国

語
辞

典
の

解
釈

を
だ

ら
だ

ら
と

並
べ

立
て

、
法

の
解

釈
人

の
法

的
根

拠
の

拠
所

と
し

た
情

け
な

い
法

解
釈

を
も

っ
て

熊
本

市
市

政
執

行
に

間
違

い
は

な
い

と
の

判
断

を
下

し
て

い
る

が
、

広
聴

発
第

79
号

・平
成

29
年

1月
6日

付
・文

書
等

開
示

（一
部

請
求

拒
否

）決
定

通
知

書
・熊

本
市

長
大

西
一

史
公

印
・書

目
に

よ
り

、
交

付
要

領
･資

料
を

以
て

、
広

聴
課

に
実

証
交

付
資

料
を

以
て

、
こ

の
「本

件
手

紙
」2

7年
度

第
41

4号
の

「本
件

回
答

」は
何

処
に

も
存

在
し

な
い

（熊
本

市
ｵ

ﾝ
ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

に
は

添
付

資
料

等
と

し
て

提
出

済
み

。
）と

申
し

た
ら

、
あ

っ
さ

り
間

違
い

を
認

め
た

の
で

、
再

度
「本

件
手

紙
」第

41
4号

の
原

紙
を

提
出

し
た

。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

平
成

29
年

3月
21

日
付

・第
14

01
号

と
し

て
受

け
付

け
た

。
全

て
私

の
苦

情
申

立
書

に
記

載
し

て
い

た
が

、
い

と
も

簡
単

に
単

略
省

略
さ

れ
て

し
ま

っ
た

が
、

隠
蔽

市
政

執
行

の
実

証
証

拠
で

あ
り

、
熊

本
市

ｵ
ﾝ

ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

も
、

公
平

公
正

な
判

断
を

喪
失

さ
せ

た
答

申
と

し
て

い
る

。
・昨

年
及

び
一

昨
年

と
同

様
の

内
容

と
し

た
熊

本
市

主
幹

課
に

対
し

、
ど

の
様

な
裏

面
調

査
を

し
た

の
か

？
ど

の
様

な
資

料
書

面
の

提
出

を
受

け
・受

領
し

た
の

か
？

等
、

実
証

裏
面

調
査

が
行

わ
れ

た
と

す
る

年
月

日
時

・主
幹

課
役

職
名

・場
所

･等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

平
成

29
年

3月
21

日
付

・第
14

01
号

と
し

て
受

け
付

け
た

。
全

て
私

の
苦

情
申

立
書

に
記

載
し

て
い

た
が

、
い

と
も

簡
単

に
単

略
省

略
さ

れ
て

し
ま

っ
た

が
、

隠
蔽

市
政

執
行

の
実

証
証

拠
で

あ
り

、
熊

本
市

ｵ
ﾝ

ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

も
、

公
平

公
正

な
判

断
を

喪
失

さ
せ

た
答

申
と

し
て

い
る

。
・昨

年
及

び
一

昨
年

と
同

様
の

内
容

と
し

た
熊

本
市

主
幹

課
に

対
し

、
ど

の
様

な
裏

面
調

査
を

し
た

の
か

？
ど

の
様

な
資

料
書

面
の

提
出

を
受

け
・受

領
し

た
の

か
？

等
、

実
証

裏
面

調
査

が
行

わ
れ

た
と

す
る

年
月

日
時

・主
幹

課
役

職
名

・場
所

･等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

2.
第

1市
か

ら
の

回
答

と
し

て
、

1路
線

定
期

運
行

バ
ス

の
運

行
ﾙ

ｰ
ﾄの

決
定

に
つ

い
て

、
路

線
定

期
運

行
バ

ス
は

、
一

般
乗

合
旅

客
自

動
車

運
送

事
業

者
が

運
行

す
る

も
の

で
あ

り
、

そ
の

運
行

ﾙ
ｰ

ﾄも
一

般
乗

合
旅

客
自

動
車

運
送

事
業

者
が

決
定

す
る

も
の

で
す

。
道

路
運

送
法

及
び

同
法

施
行

規
則

に
よ

り
、

路
線

定
期

運
行

を
行

う
一

般
乗

合
旅

客
自

動
車

運
送

事
業

者
を

経
営

し
よ

う
と

す
る

者
は

路
線

の
起

点
及

び
終

点
や

主
た

る
経

過
地

等
を

含
む

事
業

計
画

を
定

め
た

上
で

国
土

交
通

大
臣

の
許

可
を

受
け

な
く

て
は

な
ら

な
い

と
定

め
ら

れ
て

お
り

、
運

行
ﾙ

ｰ
ﾄ決

定
の

過
程

に
お

い
て

国
土

交
通

大
臣

に
は

許
可

及
び

認
可

の
権

限
が

与
え

ら
れ

て
い

る
も

の
の

、
同

過
程

に
お

け
る

市
の

権
限

を
定

め
た

規
定

は
あ

り
ま

せ
ん

。
と

あ
る

。

2.
第

1市
か

ら
の

回
答

と
し

て
、

1路
線

定
期

運
行

バ
ス

の
運

行
ﾙ

ｰ
ﾄの

決
定

に
つ

い
て

、
路

線
定

期
運

行
バ

ス
は

、
一

般
乗

合
旅

客
自

動
車

運
送

事
業

者
が

運
行

す
る

も
の

で
あ

り
、

そ
の

運
行

ﾙ
ｰ

ﾄも
一

般
乗

合
旅

客
自

動
車

運
送

事
業

者
が

決
定

す
る

も
の

で
す

。
道

路
運

送
法

及
び

同
法

施
行

規
則

に
よ

り
、

路
線

定
期

運
行

を
行

う
一

般
乗

合
旅

客
自

動
車

運
送

事
業

者
を

経
営

し
よ

う
と

す
る

者
は

路
線

の
起

点
及

び
終

点
や

主
た

る
経

過
地

等
を

含
む

事
業

計
画

を
定

め
た

上
で

国
土

交
通

大
臣

の
許

可
を

受
け

な
く

て
は

な
ら

な
い

と
定

め
ら

れ
て

お
り

、
運

行
ﾙ

ｰ
ﾄ決

定
の

過
程

に
お

い
て

国
土

交
通

大
臣

に
は

許
可

及
び

認
可

の
権

限
が

与
え

ら
れ

て
い

る
も

の
の

、
同

過
程

に
お

け
る

市
の

権
限

を
定

め
た

規
定

は
あ

り
ま

せ
ん

。
と

あ
る

。

そ
の

他
第

2
条

第
2
号

ア
9
/
1
4

→
添

付
熟

読
熟

視
資

料
を

熊
本

市
ｵ

ﾝ
ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

に
提

出
し

て
い

る
が

、
定

期
路

線
バ

ス
変

更
復

元
工

事
は

、
段

山
陸

橋
・田

崎
陸

橋
・春

日
陸

橋
の

三
ヵ

所
が

、
新

幹
線

在
来

線
高

架
橋

工
事

の
た

め
定

期
路

線
バ

ス
が

新
設

迂
回

付
替

え
道

路
へ

の
運

行
ﾙ

ｰ
ﾄ変

更
が

設
計

協
議

に
お

い
て

決
定

し
て

い
る

筈
で

あ
る

。
1段

山
陸

橋
→

工
事

総
額

9億
2

千
百

余
万

円
・そ

の
内

新
通

行
道

路
新

設
費

用
2

千
9百

万
余

円
を

投
入

、
2田

崎
陸

橋
→

工
事

総
額

13
億

6百
万

余
円

・そ
の

内
新

田
崎

踏
切

り
新

設
路

線
バ

ス
通

行
道

路
新

設
費

用
4千

6百
余

万
円

を
投

入
、

春
日

（北
岡

）陸
橋

→
工

事
総

額
8千

4百
余

万
円

、
そ

の
内

新
路

線
バ

ス
運

行
道

路
新

設
0万

円
で

あ
る

。

→
添

付
熟

読
熟

視
資

料
を

熊
本

市
ｵ

ﾝ
ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

に
提

出
し

て
い

る
が

、
定

期
路

線
バ

ス
変

更
復

元
工

事
は

、
段

山
陸

橋
・田

崎
陸

橋
・春

日
陸

橋
の

三
ヵ

所
が

、
新

幹
線

在
来

線
高

架
橋

工
事

の
た

め
定

期
路

線
バ

ス
が

新
設

迂
回

付
替

え
道

路
へ

の
運

行
ﾙ

ｰ
ﾄ変

更
が

設
計

協
議

に
お

い
て

決
定

し
て

い
る

筈
で

あ
る

。
1段

山
陸

橋
→

工
事

総
額

9億
2

千
百

余
万

円
・そ

の
内

新
通

行
道

路
新

設
費

用
2

千
9百

万
余

円
を

投
入

、
2田

崎
陸

橋
→

工
事

総
額

13
億

6百
万

余
円

・そ
の

内
新

田
崎

踏
切

り
新

設
路

線
バ

ス
通

行
道

路
新

設
費

用
4千

6百
余

万
円

を
投

入
、

春
日

（北
岡

）陸
橋

→
工

事
総

額
8千

4百
余

万
円

、
そ

の
内

新
路

線
バ

ス
運

行
道

路
新

設
0万

円
で

あ
る

。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

何
故

･春
日

陸
橋

撤
去

に
伴

う
新

路
線

バ
ス

運
行

道
路

新
設

は
0万

円
な

の
か

に
つ

い
て

の
裏

面
調

査
が

熊
本

市
ｵ

ﾝ
ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

に
依

っ
て

な
さ

れ
た

の
か

・調
査

が
行

わ
れ

た
の

で
あ

れ
ば

そ
の

原
因

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
ま

た
、

春
日

陸
橋

撤
去

に
伴

う
迂

回
付

替
え

道
路

へ
の

古
道

踏
切

り
渡

っ
て

右
折

せ
ず

直
進

す
る

よ
う

に
決

定
し

た
の

か
等

の
裏

面
調

査
が

な
さ

れ
た

の
か

･な
さ

れ
な

か
っ

た
か

等
・一

般
乗

合
旅

客
自

動
車

運
送

事
業

者
が

決
定

し
た

の
か

ど
う

か
、

誰
が

決
定

し
た

の
か

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

熊
本

市
ｵ

ﾝ
ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

に
依

っ
て

裏
面

調
査

が
実

施
さ

れ
な

か
っ

た
場

合
は

、
何

故
し

な
く

て
も

良
い

と
す

る
法

的
条

例
等

の
根

拠
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

何
故

･春
日

陸
橋

撤
去

に
伴

う
新

路
線

バ
ス

運
行

道
路

新
設

は
0万

円
な

の
か

に
つ

い
て

の
裏

面
調

査
が

熊
本

市
ｵ

ﾝ
ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

に
依

っ
て

な
さ

れ
た

の
か

・調
査

が
行

わ
れ

た
の

で
あ

れ
ば

そ
の

原
因

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
ま

た
、

春
日

陸
橋

撤
去

に
伴

う
迂

回
付

替
え

道
路

へ
の

古
道

踏
切

り
渡

っ
て

右
折

せ
ず

直
進

す
る

よ
う

に
決

定
し

た
の

か
等

の
裏

面
調

査
が

な
さ

れ
た

の
か

･な
さ

れ
な

か
っ

た
か

等
・一

般
乗

合
旅

客
自

動
車

運
送

事
業

者
が

決
定

し
た

の
か

ど
う

か
、

誰
が

決
定

し
た

の
か

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

熊
本

市
ｵ

ﾝ
ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

に
依

っ
て

裏
面

調
査

が
実

施
さ

れ
な

か
っ

た
場

合
は

、
何

故
し

な
く

て
も

良
い

と
す

る
法

的
条

例
等

の
根

拠
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

3.
春

日
（北

岡
）陸

橋
が

撤
去

前
に

は
、

春
日

陸
橋

を
運

行
ﾙ

ｰ
ﾄと

し
て

、
春

日
寺

前
ﾊ

ﾞｽ
停

･五
反

バ
ス

停
が

維
持

運
行

さ
れ

て
い

た
が

、
熊

本
市

か
ら

の
回

答
で

は
、

路
線

定
期

運
行

バ
ス

の
運

行
は

、
・一

般
乗

合
旅

客
自

動
車

運
送

事
業

者
が

運
行

す
る

も
の

で
あ

り
、

そ
の

運
行

ﾙ
ｰ

ﾄも
、

一
般

乗
合

旅
客

自
動

車
運

送
事

業
者

が
決

定
す

る
も

の
で

す
。

と
の

熊
本

市
主

張
に

対
し

、
熊

本
市

ｵ
ﾝ

ﾌ
ﾞ

ｽ
ﾞﾏ

ﾝ
判

断
は

結
果

と
し

て
容

認
し

て
い

る
。

3.
春

日
（北

岡
）陸

橋
が

撤
去

前
に

は
、

春
日

陸
橋

を
運

行
ﾙ

ｰ
ﾄと

し
て

、
春

日
寺

前
ﾊ

ﾞｽ
停

･五
反

バ
ス

停
が

維
持

運
行

さ
れ

て
い

た
が

、
熊

本
市

か
ら

の
回

答
で

は
、

路
線

定
期

運
行

バ
ス

の
運

行
は

、
・一

般
乗

合
旅

客
自

動
車

運
送

事
業

者
が

運
行

す
る

も
の

で
あ

り
、

そ
の

運
行

ﾙ
ｰ

ﾄも
、

一
般

乗
合

旅
客

自
動

車
運

送
事

業
者

が
決

定
す

る
も

の
で

す
。

と
の

熊
本

市
主

張
に

対
し

、
熊

本
市

ｵ
ﾝ

ﾌ
ﾞ

ｽ
ﾞﾏ

ﾝ
判

断
は

結
果

と
し

て
容

認
し

て
い

る
。

不
存

在
9
/
1
4
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

平
成

25
年

4月
施

行
の

熊
本

市
公

共
交

通
基

本
条

例
で

は
、

こ
の

条
例

の
目

的
と

し
て

、
「公

共
交

通
に

よ
り

円
滑

に
移

動
可

能
な

地
域

社
会

の
実

現
」・

行
政

の
責

務
「総

合
的

な
施

策
の

立
案

及
び

実
施

」・
公

共
交

通
事

業
者

の
責

務
→

「公
共

交
通

の
利

便
性

の
向

上
・市

が
実

施
す

る
施

策
に

協
力

」・
「市

民
は

日
常

生
活

及
び

社
会

生
活

を
営

む
た

め
に

必
要

な
移

動
を

す
る

権
利

を
有

す
る

と
の

理
念

を
尊

重
」・

「市
民

及
び

事
業

者
の

参
画

と
協

働
の

も
と

、
公

共
交

通
の

維
持

・充
実

を
図

る
」・

「公
共

交
通

を
機

軸
と

し
た

多
核

連
携

の
ま

ち
づ

く
り

の
推

進
」・

「公
共

交
通

に
よ

り
円

滑
に

移
動

可
能

な
地

域
社

会
の

実
現

」等
々

を
謡

っ
て

い
る

が
、

熊
本

市
ｵ

ﾝ
ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

判
断

は
、

な
ん

ら
議

論
の

対
象

に
も

な
ら

ず
、

遵
法

と
は

程
遠

い
・熊

本
市

と
一

般
乗

合
旅

客
自

動
車

運
送

事
業

者
の

不
作

為
･不

遵
法

に
対

し
て

、
無

視
、

頬
被

り
・不

公
平

不
公

正
の

判
断

と
な

っ
て

い
る

が
、

平
成

25
年

4月
施

行
の

熊
本

市
公

共
交

通
基

本
条

例
で

は
、

こ
の

条
例

の
目

的
と

し
て

、
「公

共
交

通
に

よ
り

円
滑

に
移

動
可

能
な

地
域

社
会

の
実

現
」・

行
政

の
責

務
「総

合
的

な
施

策
の

立
案

及
び

実
施

」・
公

共
交

通
事

業
者

の
責

務
→

「公
共

交
通

の
利

便
性

の
向

上
・市

が
実

施
す

る
施

策
に

協
力

」・
「市

民
は

日
常

生
活

及
び

社
会

生
活

を
営

む
た

め
に

必
要

な
移

動
を

す
る

権
利

を
有

す
る

と
の

理
念

を
尊

重
」・

「市
民

及
び

事
業

者
の

参
画

と
協

働
の

も
と

、
公

共
交

通
の

維
持

・充
実

を
図

る
」・

「公
共

交
通

を
機

軸
と

し
た

多
核

連
携

の
ま

ち
づ

く
り

の
推

進
」・

「公
共

交
通

に
よ

り
円

滑
に

移
動

可
能

な
地

域
社

会
の

実
現

」等
々

を
謡

っ
て

い
る

が
、

熊
本

市
ｵ

ﾝ
ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

判
断

は
、

な
ん

ら
議

論
の

対
象

に
も

な
ら

ず
、

遵
法

と
は

程
遠

い
・熊

本
市

と
一

般
乗

合
旅

客
自

動
車

運
送

事
業

者
の

不
作

為
･不

遵
法

に
対

し
て

、
無

視
、

頬
被

り
・不

公
平

不
公

正
の

判
断

と
な

っ
て

い
る

が
、

俗
世

間
で

言
う

・長
い

も
の

に
は

巻
か

れ
ろ

･の
判

断
と

で
あ

り
、

法
的

現
行

条
例

等
に

抵
触

し
て

い
て

も
・熊

本
市

と
一

般
乗

合
旅

客
自

動
車

運
送

事
業

者
と

熊
本

市
ｵ

ﾝ
ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

が
皆

で
渡

れ
ば

怖
く

な
い

？
共

同
正

犯
で

は
な

い
の

か
？

と
疑

い
た

く
な

る
熊

本
市

ｵ
ﾝ

ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

判
断

で
あ

る
。

・私
が

指
摘

し
た

現
行

諸
条

例
等

の
不

遵
守

に
対

し
、

熊
本

市
ｵ

ﾝ
ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

判
断

が
正

当
で

あ
る

と
す

る
反

論
の

法
的

根
拠

の
開

示
請

求
。

俗
世

間
で

言
う

・長
い

も
の

に
は

巻
か

れ
ろ

･の
判

断
と

で
あ

り
、

法
的

現
行

条
例

等
に

抵
触

し
て

い
て

も
・熊

本
市

と
一

般
乗

合
旅

客
自

動
車

運
送

事
業

者
と

熊
本

市
ｵ

ﾝ
ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

が
皆

で
渡

れ
ば

怖
く

な
い

？
共

同
正

犯
で

は
な

い
の

か
？

と
疑

い
た

く
な

る
熊

本
市

ｵ
ﾝ

ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

判
断

で
あ

る
。

・私
が

指
摘

し
た

現
行

諸
条

例
等

の
不

遵
守

に
対

し
、

熊
本

市
ｵ

ﾝ
ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

判
断

が
正

当
で

あ
る

と
す

る
反

論
の

法
的

根
拠

の
開

示
請

求
。

55
0

8/
25

市
長

就
任

以
来

の
市

長
の

①
旅

行
命

令
書

②
復

命
書

（訪
問

相
手

方
の

会
社

名
、

役
職

名
、

名
前

）③
行

程
表

④
出

張
の

時
系

列
表

　
※

海
外

も
含

む
（出

張
報

告
書

）

政
策

局
秘

書
課

市
長

就
任

以
来

の
市

長
の

①
旅

行
命

令
書

②
復

命
書

（訪
問

相
手

方
の

会
社

名
、

役
職

名
、

名
前

）③
行

程
表

④
出

張
の

時
系

列
表

　
※

海
外

も
含

む
（出

張
報

告
書

）

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
1
1

9
/
1
9

55
1

8/
25

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
04

-第
51

5号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
04

-第
51

5号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
3
1

1
2
/
8

55
2

8/
25

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
48

-0
25

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
48

-0
25

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
3
1

9
/
1

55
3

8/
25

市
長

就
任

以
来

の
市

長
の

①
旅

行
命

令
書

②
復

命
書

（訪
問

相
手

方
の

会
社

名
、

役
職

名
、

名
前

）③
行

程
表

④
出

張
の

時
系

列
表

　
※

海
外

も
含

む
（出

張
報

告
書

）

政
策

局
総

合
政

策
部

国
際

課

市
長

就
任

以
来

の
市

長
の

①
旅

行
命

令
書

②
復

命
書

（訪
問

相
手

方
の

会
社

名
、

役
職

名
、

名
前

）③
行

程
表

④
出

張
の

時
系

列
表

　
※

海
外

も
含

む
（出

張
報

告
書

）

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
8

9
/
1
9

70



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

55
4

8/
25

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

17
-0

6-
02

5
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

17
-0

6-
02

5
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

8
/
3
1

1
1
/
2

55
5

8/
28

平
成

29
年

度
東

部
環

境
工

場
炉

内
等

清
掃

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
環

境
局

資
源

循
環

部
東

部
環

境
工

場

平
成

29
年

度
東

部
環

境
工

場
炉

内
等

清
掃

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
開

示
8
/
3
0

9
/
6

55
6

8/
28

熊
本

市
中

央
区

本
荘

6丁
目

○
番

○
、

○
番

○
、

○
番

、
○

番
○

の
土

地
及

び
周

辺
地

に
お

け
る

①
消

防
法

の
危

険
物

施
設

（地
下

･地
上

ﾀ
ﾝ

ｸ
な

ど
）設

置
の

有
無

に
つ

い
て

②
上

記
に

関
し

、
記

録
が

存
在

す
る

場
合

に
は

、
設

置
届

出
書

或
い

は
廃

止
届

出
書

の
内

容
に

つ
い

て

消
防

局
総

務
部

総
務

課

熊
本

市
中

央
区

本
荘

6丁
目

○
番

○
、

○
番

○
、

○
番

、
○

番
○

の
土

地
及

び
周

辺
地

に
お

け
る

①
消

防
法

の
危

険
物

施
設

（地
下

･地
上

ﾀ
ﾝ

ｸ
な

ど
）設

置
の

有
無

に
つ

い
て

②
上

記
に

関
し

、
記

録
が

存
在

す
る

場
合

に
は

、
設

置
届

出
書

或
い

は
廃

止
届

出
書

の
内

容
に

つ
い

て

不
存

在
8
/
3
0

55
7

8/
28

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
15

-4
45

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
15

-4
45

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

8
/
3
1

9
/
7

55
8

8/
28

不
動

産
鑑

定
評

価
業

務
委

託
（契

約
）書

熊
本

市
と

○
○

が
平

成
30

年
度

の
固

定
資

産
税

評
価

業
務

に
関

し
市

が
発

注
し

、
○

○
が

受
託

し
た

契
約

書

財
政

局
税

務
部

課
税

管
理

課

不
動

産
鑑

定
評

価
業

務
委

託
（契

約
）書

熊
本

市
と

○
○

が
平

成
30

年
度

の
固

定
資

産
税

評
価

業
務

に
関

し
市

が
発

注
し

、
○

○
が

受
託

し
た

契
約

書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

9
/
1
2

9
/
1
9

郵
送

55
9

8/
28

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
15

年
-3

38
号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
15

年
-3

38
号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

8
/
3
1

9
/
1

56
0

8/
28

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
10

年
-4

16
号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
10

年
-4

16
号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

9
/
4

1
1
/
2

56
1

8/
28

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

昭
和

57
年

8月
12

日
建

指
41

号
・全

部
・復

元
協

議
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

昭
和

57
年

8月
12

日
建

指
41

号
・全

部
・復

元
協

議
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
4

9
/
5

56
2

8/
28

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
39

-0
77

、
S
42

-1
99

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
06

年
第

34
9号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
39

-0
77

、
S
42

-1
99

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
06

年
第

34
9号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
4

9
/
6

56
3

8/
28

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
12

年
第

09
2号

、
06

年
第

34
8号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
12

年
第

09
2号

、
06

年
第

34
8号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
4

9
/
1
3

71



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

56
4

8/
28

自
衛

隊
熊

本
地

方
協

力
本

部
熊

本
分

駐
所

は
、

自
衛

隊
法

第
97

条
に

基
づ

い
て

熊
本

市
市

民
局

地
域

政
策

課
に

対
し

平
成

29
年

4月
1日

ま
で

に
18

歳
以

上
に

な
る

男
子

の
住

所
、

氏
名

、
年

齢
の

提
供

を
平

成
28

年
4月

20
日

頃
に

請
求

し
た

。
そ

し
て

そ
の

条
件

を
満

た
す

個
人

情
報

の
提

供
を

受
け

た
。

そ
の

自
衛

隊
が

熊
本

市
市

民
局

地
域

政
策

課
に

情
報

開
示

を
求

め
た

書
面

の
開

示
と

、
熊

本
市

市
民

局
地

域
政

策
課

が
自

衛
隊

熊
本

地
方

協
力

本
部

熊
本

分
駐

所
に

提
供

し
た

書
面

の
う

ち
名

簿
の

3枚
程

度
お

よ
び

鑑
文

市
民

局
市

民
生

活
部

地
域

政
策

課

自
衛

隊
熊

本
地

方
協

力
本

部
熊

本
分

駐
所

は
、

自
衛

隊
法

第
97

条
に

基
づ

い
て

熊
本

市
市

民
局

地
域

政
策

課
に

対
し

平
成

29
年

4月
1日

ま
で

に
18

歳
以

上
に

な
る

男
子

の
住

所
、

氏
名

、
年

齢
の

提
供

を
平

成
28

年
4月

20
日

頃
に

請
求

し
た

。
そ

し
て

そ
の

条
件

を
満

た
す

個
人

情
報

の
提

供
を

受
け

た
。

そ
の

自
衛

隊
が

熊
本

市
市

民
局

地
域

政
策

課
に

情
報

開
示

を
求

め
た

書
面

の
開

示
と

、
熊

本
市

市
民

局
地

域
政

策
課

が
自

衛
隊

熊
本

地
方

協
力

本
部

熊
本

分
駐

所
に

提
供

し
た

書
面

の
情

報
の

開
示

開
示

9
/
4

9
/
2
1

56
5

8/
29

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
13

-0
79

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
13

-0
79

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

9
/
6

9
/
8

56
6

8/
29

一
般

県
道

池
上

ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
池

上
地

区
工

事
用

道
路

改
良

工
事

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

一
般

県
道

池
上

ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
池

上
地

区
工

事
用

道
路

改
良

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
8
/
3
1

9
/
8

56
8

8/
30

都
市

計
画

事
業

　
西

部
汚

水
10

号
幹

線
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（7

20
9工

区
）【

総
合

評
価

方
式

】【
余

裕
工

期
あ

り
】の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

　
西

部
汚

水
10

号
幹

線
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（7

20
9工

区
）【

総
合

評
価

方
式

】【
余

裕
工

期
あ

り
】の

金
入

り
設

計
書

開
示

9
/
1

9
/
2
5

56
9

8/
30

7/
11

入
札

ｼ
ﾞｪ

ｰ
ﾝ

ｽ
ﾞ邸

救
出

資
料

修
復

・ｸ
ﾘｰ

ﾆ
ﾝ

ｸ
ﾞ等

業
務

委
託

及
び

8/
29

入
札

立
石

遺
跡

第
4

次
写

真
撮

影
業

務
に

つ
い

て
以

下
の

事
項

が
わ

か
る

も
の

・参
加

業
者

名
・各

業
者

入
札

金
額

・落
札

業
者

名
・落

札
金

額

経
済

観
光

局
文

化
･ｽ

ﾎ
ﾟｰ

ﾂ
交

流
部 文

化
振

興
課

①
ｼ

ﾞｪ
ｰ

ﾝ
ｽ
ﾞ邸

救
出

資
料

修
復

・ｸ
ﾘｰ

ﾆ
ﾝ

ｸ
ﾞ等

業
務

委
託

②
立

石
遺

跡
第

4次
写

真
撮

影
業

務
上

記
の

入
札

状
況

調
書

開
示

9
/
5

9
/
1
2

57
0

8/
31

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
99

年
第

12
9号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
99

年
第

12
9号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
6

9
/
8

57
1

8/
31

平
成

29
年

8月
31

日
現

在
熊

本
市

保
健

所
管

轄
内

で
営

業
し

て
い

る
美

容
室

の
下

記
項

目
が

わ
か

る
一

覧
項

目
：・

名
称

・所
在

地
・電

話
番

号
・申

請
者

氏
名

・確
認

検
査

年
月

日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

29
年

8月
31

日
現

在
熊

本
市

保
健

所
管

轄
内

で
営

業
し

て
い

る
美

容
室

の
下

記
項

目
が

わ
か

る
一

覧
項

目
：・

名
称

・所
在

地
・電

話
番

号
・申

請
者

氏
名

・確
認

検
査

年
月

日

開
示

9
/
4

9
/
1
3

郵
送

57
2

8/
31

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
10

-0
14

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
10

-0
14

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
6

9
/
7

57
3

8/
31

平
成

29
年

度
受

付
番

号
第

1号
か

ら
第

5号
ま

で
の

審
査

申
出

事
件

に
係

る
議

事
調

書
財

政
局

税
務

部
税

制
課

平
成

29
年

度
受

付
番

号
第

1号
か

ら
第

5号
ま

で
の

審
査

申
出

事
件

に
係

る
議

事
調

書
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

1
号

　
法

令
秘

情
報

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

9
/
1
1

9
/
1
9

郵
送

72



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

57
4

9/
1

平
成

29
年

8月
31

日
現

在
ま

で
の

熊
本

市
管

理
下

に
お

け
る

食
品

営
業

許
可

施
設

の
全

業
種

（露
天

営
業

、
自

動
車

販
売

、
自

動
販

売
機

を
除

く
）の

下
記

項
目

・施
設

電
話

番
号

・施
設

住
所

・施
設

名
称

・申
請

者
（営

業
者

、
法

人
の

場
合

は
商

業
及

び
代

表
者

氏
名

）・
許

可
年

月
日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

食
品

保
健

課

平
成

29
年

8月
31

日
現

在
ま

で
の

熊
本

市
管

理
下

に
お

け
る

食
品

営
業

許
可

施
設

の
全

業
種

（露
天

営
業

、
自

動
車

販
売

、
自

動
販

売
機

を
除

く
）の

下
記

項
目

・施
設

電
話

番
号

・施
設

住
所

・施
設

名
称

・申
請

者
（営

業
者

、
法

人
の

場
合

は
商

業
及

び
代

表
者

氏
名

）・
許

可
年

月
日

開
示

9
/
1
1

9
/
2
2

郵
送

57
5

9/
1

平
成

29
年

8月
31

日
現

在
ま

で
の

熊
本

市
管

理
下

に
お

け
る

理
容

所
、

美
容

所
、

ｸ
ﾘｰ

ﾆ
ﾝ

ｸ
ﾞ所

、
旅

館
業

の
下

記
項

目
・施

設
電

話
番

号
・施

設
住

所
・施

設
名

称
・申

請
者

（営
業

者
、

法
人

の
場

合
は

商
業

及
び

代
表

者
氏

名
）・

許
可

年
月

日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

29
年

8月
31

日
現

在
ま

で
の

熊
本

市
管

理
下

に
お

け
る

理
容

所
、

美
容

所
、

ｸ
ﾘｰ

ﾆ
ﾝ

ｸ
ﾞ所

、
旅

館
業

の
下

記
項

目
・施

設
電

話
番

号
・施

設
住

所
・施

設
名

称
・申

請
者

（営
業

者
、

法
人

の
場

合
は

商
業

及
び

代
表

者
氏

名
）・

許
可

年
月

日

開
示

9
/
6

9
/
1
3

郵
送

57
6

9/
1

災
害

関
連

地
域

防
災

が
け

崩
れ

対
策

事
業

詳
細

設
計

（そ
の

3）
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

震
災

土
木

施
設

対
策

課

災
害

関
連

地
域

防
災

が
け

崩
れ

対
策

事
業

詳
細

設
計

（そ
の

3）
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

開
示

9
/
4

9
/
6

57
7

9/
1

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
41

-1
60

、
S
41

.1
0.

7
・全

部
・復

元
協

議
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
41

-1
60

、
S
41

.1
0.

7
・全

部
・復

元
協

議
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
7

9
/
1
1

57
8

9/
1

･南
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

正
門

よ
り

西
へ

20
0m

に
あ

る
T

字
路

（木
部

川
に

か
か

る
橋

と
左

岸
道

路
）へ

の
交

通
規

制
に

関
す

る
す

べ
て

の
資

料
。

・上
記

に
則

っ
て

、
ｶ
ﾗ
ｰ

舗
装

及
び

ｾ
ﾞﾌ

ﾞﾗ
ｿ
ﾞｰ

ﾝ
等

の
作

製
成

に
関

す
る

す
べ

て
の

資
料

。

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

道
路

課

川
尻

4丁
目

画
図

町
下

無
田

1号
線

の
交

通
規

制
に

関
す

る
す

べ
て

の
資

料
不

存
在

9
/
2
0

57
9

9/
1

平
成

29
年

8/
1～

8/
31

ま
で

に
新

規
で

営
業

許
可

を
取

得
し

た
美

容
所

の
―

覧
表

.
【取

得
希

望
情

報
】

・施
設

名
称

・施
設

所
在

地
・電

話
番

号
・確

認
年

月
日

・開
設

者
名

(可
能

で
あ

れ
ば

)
※

上
記

以
タ

ト
の

情
報

が
含

ま
れ

て
い

て
も

問
題

な
し

管
轄

エ
リ

ア
全

て

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

29
年

8/
1～

8/
31

ま
で

に
新

規
で

確
認

し
た

美
容

所
の

下
記

に
関

す
る

―
覧

表
.

項
目

：・
施

設
名

称
・施

設
所

在
地

・電
話

番
号

・確
認

年
月

日
・開

設
者

名
開

示
9
/
4

9
/
1
1

郵
送

58
0

9/
1

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
08

-2
82

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
08

-2
82

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
7

9
/
1
1

58
1

9/
1

中
央

区
水

前
寺

公
園

○
番

付
近

φ
15

0粍
配

水
管

布
設

替
他

1件
工

事
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
水

道
整

備
課

中
央

区
水

前
寺

公
園

○
番

付
近

φ
15

0粍
配

水
管

布
設

替
他

1件
工

事
開

示
9
/
5

9
/
6

58
2

9/
1

都
市

計
画

事
業

東
部

汚
水

48
号

幹
線

枝
線

詳
細

設
計

業
務

委
託

（第
64

13
号

）の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

東
部

汚
水

48
号

幹
線

枝
線

詳
細

設
計

業
務

委
託

（第
64

13
号

）の
金

入
り

設
計

書
開

示
9
/
6

9
/
2
2

郵
送

73



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

58
3

9/
1

・下
水

道
総

合
地

震
対

策
南

部
汚

水
1号

幹
線

詳
細

設
計

業
務

委
託

（第
28

33
号

）
・下

水
道

総
合

地
震

対
策

南
部

汚
水

17
号

幹
線

外
枝

線
詳

細
設

計
業

務
委

託
（第

28
36

号
）

の
金

入
り

設
計

書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

計
画

調
整

課

・下
水

道
総

合
地

震
対

策
南

部
汚

水
1号

幹
線

詳
細

設
計

業
務

委
託

（第
28

33
号

）
・下

水
道

総
合

地
震

対
策

南
部

汚
水

17
号

幹
線

外
枝

線
詳

細
設

計
業

務
委

託
（第

28
36

号
）

の
金

入
り

設
計

書

開
示

9
/
5

9
/
2
2

郵
送

58
4

9/
4

下
記

期
間

内
に

新
規

で
確

認
し

た
飲

食
店

の
一

覧
表

を
お

願
い

い
た

し
ま

す
。

た
だ

し
、

移
動

販
売

･臨
時

営
業

･仮
設

営
業

･自
動

販
売

機
を

除
く

。
項

目
:屋

号
･営

業
所

在
地

･申
請

者
名

・営
業

電
話

番
号

・初
回

許
可

年
月

日
期

間
:2

01
7年

8月
23

日
よ

り
20

17
年

9月
1日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

食
品

保
健

課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
確

認
し

た
飲

食
店

の
一

覧
表

を
お

願
い

い
た

し
ま

す
。

た
だ

し
、

移
動

販
売

･臨
時

営
業

･仮
設

営
業

･自
動

販
売

機
を

除
く

。
項

目
:屋

号
･営

業
所

在
地

･申
請

者
名

・営
業

電
話

番
号

・初
回

許
可

年
月

日
期

間
:2

01
7年

8月
23

日
よ

り
20

17
年

9月
1日

開
示

9
/
6

9
/
8

58
5

9/
4

下
記

期
間

内
に

新
規

で
開

設
届

を
提

出
さ

れ
た

理
美

容
店

の
一

覧
表

項
目

：店
舗

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

申
請

者
名

期
間

：2
01

7年
8月

23
日

よ
り

20
17

年
9月

1日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
開

設
届

を
提

出
さ

れ
た

理
美

容
店

の
一

覧
表

項
目

：店
舗

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

申
請

者
名

期
間

：2
01

7年
8月

23
日

よ
り

20
17

年
9月

1日

開
示

9
/
6

9
/
8

58
6

9/
4

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
03

年
度

37
4号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
03

年
度

37
4号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
8

9
/
1
9

郵
送

58
7

9/
4

（熊
本

地
震

関
連

）錦
ヶ

丘
中

学
校

体
育

館
解

体
そ

の
他

工
事

の
金

入
り

設
計

書
教

育
委

員
会

事
務

局
教

育
総

務
部 施

設
課

（熊
本

地
震

関
連

）錦
ヶ

丘
中

学
校

体
育

館
解

体
そ

の
他

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
9
/
5

9
/
7

58
8

9/
4

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
46

年
12

月
15

日
第

10
8号

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
46

年
12

月
15

日
第

10
8号

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

9
/
8

9
/
1
1

58
9

9/
4

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

県
指

令
第

21
6号

（H
43

.6
.1

7）
・全

部
・復

元
協

議
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

県
指

令
第

21
6号

（H
43

.6
.1

7）
・全

部
・復

元
協

議
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
8

9
/
1
3

59
0

9/
4

・平
成

29
年

度
東

町
団

地
1C

-1
棟

外
2棟

外
壁

改
修

工
事

（そ
の

2）
・平

成
29

年
度

東
町

団
地

1C
-4

棟
外

2棟
外

壁
改

修
工

事
・平

成
28

年
度

楠
団

地
2C

-7
棟

外
1棟

外
壁

改
修

工
事

上
記

の
工

事
原

議

都
市

建
設

局
建

築
住

宅
部

住
宅

課

・平
成

29
年

度
東

町
団

地
1C

-1
棟

外
2棟

外
壁

改
修

工
事

（そ
の

2）
・平

成
29

年
度

東
町

団
地

1C
-4

棟
外

2棟
外

壁
改

修
工

事
・平

成
28

年
度

楠
団

地
2C

-7
棟

外
1棟

外
壁

改
修

工
事

上
記

の
工

事
原

議

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

9
/
2
5

9
/
2
6

59
1

9/
4

北
区

役
所

外
壁

改
修

そ
の

他
工

事
（そ

の
2）

の
工

事
原

議
北

区
役

所
区

民
部 総

務
企

画
課

北
区

役
所

外
壁

改
修

そ
の

他
工

事
（そ

の
2）

の
工

事
原

議
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

9
/
2
5

9
/
2
6

59
2

9/
4

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
00

年
第

84
号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
00

年
第

84
号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
1
1

9
/
1
2

74



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

59
3

9/
5

平
成

29
年

8月
1日

～
平

成
29

年
8月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
美

容
所

一
覧

。
項

目
：施

設
名

称
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
開

設
者

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名
。

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

29
年

8月
1日

～
平

成
29

年
8月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

確
認

し
た

美
容

所
の

下
記

に
関

す
る

一
覧

項
目

：施
設

名
称

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

開
設

者
氏

名
、

役
職

、
代

表
者

氏
名

。

開
示

9
/
7

9
/
2
8

59
4

9/
5

・中
央

区
水

前
寺

公
園

○
番

付
近

φ
15

0粍
配

水
管

布
設

替
外

１
件

工
事

【余
裕

工
期

あ
り

】
・中

央
区

横
手

1丁
目

付
近

φ
30

0・
15

0粍
粍

配
水

管
布

設
替

外
１

件
工

事
【余

裕
工

期
あ

り
】

・東
区

健
軍

3丁
目

○
番

付
近

φ
10

0・
75

粍
配

水
管

布
設

替
外

4件
工

事
【余

裕
工

期
あ

り
】

上
記

の
金

抜
き

・金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

・中
央

区
水

前
寺

公
園

○
番

付
近

φ
15

0粍
配

水
管

布
設

替
外

１
件

工
事

【余
裕

工
期

あ
り

】
・中

央
区

横
手

1丁
目

付
近

φ
30

0・
15

0粍
粍

配
水

管
布

設
替

外
１

件
工

事
【余

裕
工

期
あ

り
】

・東
区

健
軍

3丁
目

○
番

付
近

φ
10

0・
75

粍
配

水
管

布
設

替
外

4件
工

事
【余

裕
工

期
あ

り
】

上
記

の
金

抜
き

・金
入

り
設

計
書

開
示

9
/
7

9
/
1
3

郵
送

59
5

9/
5

熊
本

市
内

す
べ

て
の

校
区

自
治

協
議

会
の

規
約

文
書

（直
近

の
も

の
）

中
央

区
役

所
区

民
部

総
務

企
画

課

熊
本

市
内

す
べ

て
の

校
区

自
治

協
議

会
の

規
約

文
書

（直
近

の
も

の
）

開
示

9
/
7

9
/
1
9

59
6

9/
5

熊
本

市
内

す
べ

て
の

校
区

自
治

協
議

会
の

規
約

文
書

（直
近

の
も

の
）

東
区

役
所

区
民

部 総
務

企
画

課

熊
本

市
内

す
べ

て
の

校
区

自
治

協
議

会
の

規
約

文
書

（直
近

の
も

の
）

開
示

9
/
7

9
/
1
9

59
7

9/
5

熊
本

市
内

す
べ

て
の

校
区

自
治

協
議

会
の

規
約

文
書

（直
近

の
も

の
）

西
区

役
所

区
民

部 総
務

企
画

課

熊
本

市
内

す
べ

て
の

校
区

自
治

協
議

会
の

規
約

文
書

（直
近

の
も

の
）

開
示

9
/
9

9
/
1
9

59
8

9/
5

熊
本

市
内

す
べ

て
の

校
区

自
治

協
議

会
の

規
約

文
書

（直
近

の
も

の
）

南
区

役
所

区
民

部 総
務

企
画

課

熊
本

市
内

す
べ

て
の

校
区

自
治

協
議

会
の

規
約

文
書

（直
近

の
も

の
）

開
示

9
/
6

9
/
1
9

59
9

9/
5

熊
本

市
内

す
べ

て
の

校
区

自
治

協
議

会
の

規
約

文
書

（直
近

の
も

の
）

北
区

役
所

区
民

部 総
務

企
画

課

熊
本

市
内

す
べ

て
の

校
区

自
治

協
議

会
の

規
約

文
書

（直
近

の
も

の
）

開
示

9
/
1
1

9
/
1
9

60
0

9/
5

帯
山

中
学

校
の

自
動

火
災

報
知

設
備

図
面

及
び

非
常

放
送

設
備

図
面

消
防

局
総

務
部

総
務

課

帯
山

中
学

校
の

自
動

火
災

報
知

設
備

図
面

及
び

非
常

放
送

設
備

図
面

開
示

9
/
1
2

9
/
1
2

60
1

9/
5

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
44

-1
33

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
44

-1
33

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
1
1

9
/
1
3

60
2

9/
5

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
45

-3
35

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
10

-1
05

　
H

22
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
45

-3
35

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
10

-1
05

　
H

22
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
1
3

9
/
1
4

75



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

60
3

9/
5

美
容

室
の

最
近

２
年

分
の

営
業

許
可

所
在

地
、

屋
号

、
法

人
名

、
電

話
番

号
最

新
の

も
の

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

27
年

1月
1日

か
ら

平
成

29
年

9月
5日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

確
認

し
た

美
容

所
の

下
記

に
関

す
る

一
覧

項
目

：施
設

名
称

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

開
設

者
氏

名
、

役
職

、
代

表
者

氏
名

開
示

9
/
1
1

9
/
1
5

60
4

9/
6

都
市

計
画

事
業

東
部

汚
水

48
号

幹
線

及
び

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

の
金

入
り

設
計

書
（7

20
8工

区
）

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

東
部

汚
水

48
号

幹
線

及
び

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

の
金

入
り

設
計

書
（7

20
8工

区
）

開
示

9
/
8

9
/
1
2

60
5

9/
6

尾
ノ

上
小

学
校

冷
暖

房
設

備
工

事
の

金
入

り
設

計
書

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部 施
設

課

尾
ノ

上
小

学
校

冷
暖

房
設

備
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

9
/
7

9
/
8

60
6

9/
6

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
99

年
26

8号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
99

年
26

8号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
1
3

9
/
1
5

60
7

9/
6

（熊
本

地
震

関
連

）竜
南

中
学

校
屋

外
ﾄｲ

ﾚ
そ

の
他

復
旧

工
事

（そ
の

２
）の

金
入

り
設

計
書

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部 施
設

課

（熊
本

地
震

関
連

）竜
南

中
学

校
屋

外
ﾄｲ

ﾚ
そ

の
他

復
旧

工
事

（そ
の

２
）の

金
入

り
設

計
書

開
示

9
/
7

9
/
1
1

60
8

9/
6

江
原

中
学

校
第

11
棟

管
理

、
特

別
棟

屋
上

防
水

改
修

工
事

の
金

入
り

設
計

書
教

育
委

員
会

事
務

局
教

育
総

務
部 施

設
課

江
原

中
学

校
第

11
棟

管
理

、
特

別
棟

屋
上

防
水

改
修

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
9
/
8

9
/
2
0

「熊
本

市
校

務
支

援
ｼ

ｽ
ﾃ

ﾑ
賃

貸
借

」ﾌ
ﾟﾛ

ﾎ
ﾟｰ

ｻ
ﾞﾙ

の
審

査
結

果
及

び
審

査
経

過
に

関
す

る
資

料
（各

業
者

の
採

点
結

果
、

入
札

金
額

等
）

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
9
/
1
2

9
/
1
9

郵
送

企
画

提
案

審
査

会
の

議
事

録

不
存

在
9
/
1
2

61
0

9/
7

一
般

県
道

熊
本

空
港

線
（八

反
田

工
区

）舗
装

打
換

工
事

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

道
路

課

一
般

県
道

熊
本

空
港

線
（八

反
田

工
区

）舗
装

打
換

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
9
/
8

9
/
1
1

61
1

9/
7

・都
市

計
画

事
業

西
部

汚
水

3号
幹

線
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（6

20
6工

区
）

・下
水

道
災

害
復

旧
工

事
（第

10
0号

）そ
の

5
上

記
の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

・都
市

計
画

事
業

西
部

汚
水

3号
幹

線
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（6

20
6工

区
）

・下
水

道
災

害
復

旧
工

事
（第

10
0号

）そ
の

5
上

記
の

金
入

り
設

計
書

開
示

9
/
1
2

9
/
1
3

61
2

9/
7

簡
易

専
用

水
道

の
設

置
登

録
一

覧
・設

置
者

氏
名

・設
置

者
住

所
・建

築
物

名
称

・建
築

物
住

所
・届

出
日

・受
水

槽
容

量
（有

効
容

量
）平

成
29

年
9月

7日
現

在
の

も
の

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

簡
易

専
用

水
道

の
設

置
登

録
一

覧
・設

置
者

氏
名

・設
置

者
住

所
・建

築
物

名
称

・建
築

物
住

所
・届

出
日

・受
水

槽
容

量
（有

効
容

量
）平

成
29

年
9月

7日
現

在
の

も
の

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
2
6

9
/
2
9

60
9

9/
6

「熊
本

市
校

務
支

援
ｼ

ｽ
ﾃ

ﾑ
賃

貸
借

」ﾌ
ﾟﾛ

ﾎ
ﾟｰ

ｻ
ﾞﾙ

の
審

査
結

果
及

び
審

査
経

過
に

関
す

る
資

料
（企

画
提

案
審

査
会

の
議

事
録

、
各

業
者

の
採

点
結

果
、

入
札

金
額

等
）

教
育

委
員

会
事

務
局

学
校

教
育

部 指
導

課

76



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

61
3

9/
7

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
14

年
第

20
8号

　
A

判
定

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
14

年
第

20
8号

　
A

判
定

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

9
/
1
4

9
/
1
5

61
4

9/
7

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
01

-0
81

　
H

12
年

度
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
01

-0
81

　
H

12
年

度
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
1
4

9
/
2
8

61
5

9/
8

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

県
指

令
（建

）8
5号

S
.3

7.
11

.1
6

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

県
指

令
（建

）8
5号

S
.3

7.
11

.1
6

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
1
4

9
/
1
5

61
6

9/
8

熊
本

市
橋

梁
点

検
業

務
委

託
（西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

管
内

地
区

）そ
の

１
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

道
路

課

熊
本

市
橋

梁
点

検
業

務
委

託
（西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

管
内

地
区

）そ
の

１
の

金
入

り
設

計
書

開
示

9
/
1
2

9
/
1
9

61
7

9/
8

中
央

区
横

手
１

丁
目

付
近

φ
30

0・
15

0粍
配

水
管

布
設

替
他

１
件

工
事

の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
水

道
整

備
課

中
央

区
横

手
１

丁
目

付
近

φ
30

0・
15

0粍
配

水
管

布
設

替
他

１
件

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
9
/
2
2

9
/
2
8

郵
送

61
8

9/
8

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
（平

成
29

年
6月

11
日

～
7月

10
日

届
出

分
)建

築
物

に
限

る
都

市
建

設
局

都
市

政
策

部
開

発
景

観
課

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
（平

成
29

年
6月

11
日

～
7月

10
日

届
出

分
)建

築
物

に
限

る
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

9
/
8

9
/
1
2

61
9

9/
8

熊
本

市
に

お
け

る
食

品
衛

生
法

に
基

づ
く

許
可

業
種

す
べ

て
の

施
設

一
覧

平
成

29
年

3月
1日

か
ら

8月
31

日
の

間
に

新
規

で
許

可
を

受
け

た
全

業
種

の
施

設
す

べ
て

（す
で

に
廃

業
し

て
い

る
施

設
は

除
く

）
<項

目
>店

名
、

店
住

所
、

店
電

話
番

号
、

申
請

者
名

（申
請

者
が

法
人

の
場

合
は

、
法

人
住

所
・法

人
電

話
番

号
・法

人
代

表
者

名
）、

許
可

日
、

許
可

満
了

日
、

業
種

、
業

態

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

食
品

保
健

課

平
成

29
年

3月
1日

か
ら

8月
31

日
の

間
に

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
で

許
可

を
受

け
た

食
品

衛
生

法
に

基
づ

く
全

業
種

の
全

施
設

の
一

覧
（す

で
に

廃
業

し
て

い
る

施
設

は
除

く
）

<項
目

>店
名

、
店

住
所

、
店

電
話

番
号

、
申

請
者

名
（申

請
者

が
法

人
の

場
合

は
、

法
人

住
所

・法
人

電
話

番
号

・法
人

代
表

者
名

）、
許

可
日

、
許

可
満

了
日

、
業

種
、

業
態

開
示

9
/
1
3

9
/
2
7

郵
送

62
0

9/
8

平
成

29
年

度
に

県
内

市
立

の
全

日
制

高
等

学
校

で
使

用
さ

れ
て

い
る

副
教

材
（問

題
集

や
資

料
集

な
ど

教
科

書
以

外
の

使
用

教
材

）の
学

校
ご

と
の

リ
ス

ト
（書

籍
名

及
び

出
版

社
名

）

教
育

委
員

会
事

務
局

学
校

教
育

部 指
導

課

平
成

29
年

度
に

県
内

市
立

の
全

日
制

高
等

学
校

で
使

用
さ

れ
て

い
る

副
教

材
（問

題
集

や
資

料
集

な
ど

教
科

書
以

外
の

使
用

教
材

）の
学

校
ご

と
の

リ
ス

ト

開
示

9
/
2
0

9
/
2
4

郵
送

62
1

9/
11

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
07

-0
44

・全
部

・復
元

協
議

書
（覚

書
）・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
07

年
34

7号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
07

-0
44

・全
部

・復
元

協
議

書
（覚

書
）・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
07

年
34

7号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

9
/
1
5

9
/
1
9

62
2

9/
11

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
08

年
30

号
　

02
年

16
3号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
08

年
30

号
　

02
年

16
3号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
1
5

9
/
2
1

77



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

62
3

9/
11

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
01

年
第

17
6号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
01

年
第

17
6号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
1
5

9
/
2
2

62
4

9/
12

下
記

期
間

内
に

新
規

で
確

認
し

た
飲

食
店

の
一

覧
表

を
お

願
い

い
た

し
ま

す
。

た
だ

し
、

移
動

販
売

･臨
時

営
業

･仮
設

営
業

･自
動

販
売

機
を

除
く

。
項

目
:屋

号
･営

業
所

在
地

･申
請

者
名

・営
業

電
話

番
号

期
間

:2
01

7年
9月

2日
よ

り
20

17
年

9月
11

日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

食
品

保
健

課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
確

認
し

た
飲

食
店

の
一

覧
表

た
だ

し
、

移
動

販
売

･臨
時

営
業

･仮
設

営
業

･自
動

販
売

機
を

除
く

。
項

目
:屋

号
･営

業
所

在
地

･申
請

者
名

・営
業

電
話

番
号

期
間

:2
01

7年
9月

2日
よ

り
20

17
年

9月
11

日

開
示

9
/
1
3

9
/
1
5

62
5

9/
12

下
記

期
間

内
に

新
規

で
開

設
届

を
提

出
さ

れ
た

理
美

容
店

の
一

覧
表

項
目

：店
舗

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

申
請

者
名

期
間

：2
01

7年
9月

2日
よ

り
20

17
年

9月
11

日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
開

設
届

を
提

出
さ

れ
た

理
美

容
店

の
一

覧
表

項
目

：店
舗

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

申
請

者
名

期
間

：2
01

7年
9月

2日
よ

り
20

17
年

9月
11

日

開
示

9
/
1
3

9
/
1
5

62
6

9/
12

市
道

渡
鹿

4丁
目

黒
髪

5丁
目

第
1号

線
（龍

神
橋

）既
設

橋
撤

去
工

事
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

道
路

課

市
道

渡
鹿

4丁
目

黒
髪

5丁
目

第
1号

線
（龍

神
橋

）既
設

橋
撤

去
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

9
/
1
9

9
/
2
0

62
7

9/
12

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

県
指

令
38

号
S
40

.4
.1

5　
熊

本
県

指
令

44
号

S4
1.

3.
28

　
熊

本
市

指
令

11
号

S4
9.

3.
9

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

県
指

令
38

号
S
40

.4
.1

5　
熊

本
県

指
令

44
号

S4
1.

3.
28

　
熊

本
市

指
令

11
号

S4
9.

3.
9

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
1
5

9
/
2
1

62
8

9/
12

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
12

-1
70

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
12

-1
70

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
1
5

9
/
1
9

62
9

9/
13

平
成

28
年

度
熊

本
地

震
災

平
野

川
導

水
路

（下
流

）災
害

復
旧

工
事

（そ
の

1）
～

平
成

28
年

度
熊

本
地

震
災

平
野

川
導

水
路

（下
流

）災
害

復
旧

工
事

（そ
の

2）
の

金
入

り
設

計
書

農
水

局
農

政
部

南
農

業
振

興
課

平
成

28
年

度
熊

本
地

震
災

平
野

川
導

水
路

（下
流

）災
害

復
旧

工
事

（そ
の

1）
～

平
成

28
年

度
熊

本
地

震
災

平
野

川
導

水
路

（下
流

）災
害

復
旧

工
事

（そ
の

2）
の

金
入

り
設

計
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

9
/
1
4

9
/
2
2

63
0

9/
13

平
成

30
年

度
使

用
小

学
校

道
徳

教
科

書
採

択
に

関
す

る
①

日
程

、
②

選
定

委
員

名
簿

　
③

選
定

委
員

会
議

事
録

　
④

研
究

員
名

簿
　

⑤
研

究
員

作
成

資
料

　
⑥

採
択

に
関

す
る

教
育

委
員

会
議

事
録

教
育

委
員

会
事

務
局

学
校

教
育

部 指
導

課

平
成

30
年

度
使

用
小

学
校

道
徳

教
科

書
採

択
に

関
す

る
①

日
程

、
②

選
定

委
員

名
簿

　
③

選
定

委
員

会
議

事
録

　
④

研
究

員
名

簿
　

⑤
研

究
員

作
成

資
料

　
⑥

採
択

に
関

す
る

教
育

委
員

会
議

事
録

開
示

9
/
2
1

9
/
2
2

63
1

9/
13

熊
本

市
動

物
愛

護
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

が
抑

留
し

て
い

る
、

も
し

く
は

抑
留

し
て

い
た

動
物

に
つ

い
て

・抑
留

期
限

が
切

れ
た

動
物

を
登

録
団

体
及

び
個

人
に

引
き

渡
す

際
に

行
っ

て
い

る
「避

妊
去

勢
手

術
」に

お
い

て
、

手
術

中
及

び
手

術
後

に
死

亡
し

た
個

体
の

情
報

過
去

　
10

年
間

・避
妊

去
勢

手
術

を
行

お
う

と
し

た
際

に
麻

酔
や

そ
の

他
さ

ま
ざ

ま
な

理
由

に
よ

り
安

全
に

手
術

を
行

え
な

い
と

判
断

し
、

手
術

を
取

り
や

め
た

個
体

の
情

報
　

過
去

10
年

間

健
康

福
祉

局
保

険
衛

生
部

動
物

愛
護

セ
ン

タ
ー

取
下

げ

78



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

63
2

9/
13

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
49

-0
63

　
S
50

-0
77

・全
部

・復
元

協
議

書
（覚

書
）・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
49

-0
63

　
S
50

-0
77

・全
部

・復
元

協
議

書
（覚

書
）・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
1
9

9
/
2
0

63
3

9/
13

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

市
指

令
（管

建
）第

89
号

S5
1.

11
.2

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

市
指

令
（管

建
）第

89
号

S5
1.

11
.2

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

9
/
2
0

9
/
2
2

63
4

9/
14

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
03

年
第

29
1号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
03

年
第

29
1号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
2
0

9
/
2
5

63
5

9/
14

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
48

年
　

S
48

-1
20

・全
部

・復
元

協
議

書
（覚

書
）・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
48

年
　

S
48

-1
20

・全
部

・復
元

協
議

書
（覚

書
）・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

9
/
2
0

9
/
2
5

63
6

9/
14

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
43

-4
79

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
43

-4
79

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
2
1

9
/
2
9

63
7

9/
14

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
07

-0
51

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
07

-0
51

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
2
1

9
/
2
5

63
8

9/
15

H
29

年
3月

16
日

（木
）の

厚
生

委
員

会
に

て
出

さ
れ

て
い

る
陳

情
5号

及
び

6号
の

内
容

5号
「熊

本
市

民
病

院
の

看
護

職
員

等
の

県
内

就
業

に
つ

い
て

」
6号

「熊
本

市
民

病
院

の
移

転
再

建
に

伴
う

保
健

薬
局

誘
致

に
関

す
る

陳
情

」

議
会

事
務

局
議

事
課

H
29

年
3月

16
日

（木
）の

厚
生

委
員

会
に

て
出

さ
れ

て
い

る
陳

情
5号

及
び

6号
の

内
容

5号
「熊

本
市

民
病

院
の

看
護

職
員

等
の

県
内

就
業

に
つ

い
て

」
6号

「熊
本

市
民

病
院

の
移

転
再

建
に

伴
う

保
健

薬
局

誘
致

に
関

す
る

陳
情

」

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

9
/
1
9

9
/
2
0

63
9

9/
15

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

13
年

度
　

01
年

第
44

7号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

13
年

度
　

01
年

第
44

7号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
2
2

9
/
2
8

64
0

9/
15

国
道

50
1号

（飽
田

ﾊ
ﾞｲ

ﾊ
ﾟｽ

）9
工

区
道

路
改

良
工

事
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

道
路

課

国
道

50
1号

（飽
田

ﾊ
ﾞｲ

ﾊ
ﾟｽ

）9
工

区
道

路
改

良
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

9
/
1
9

9
/
2
5

64
1

9/
15

管
渠

長
寿

命
化

対
策

（城
東

A
地

区
外

）管
渠

改
築

工
事

（第
18

-2
92

04
工

区
）の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
維

持
管

理
部

管
路

維
持

課

管
渠

長
寿

命
化

対
策

（城
東

A
地

区
外

）管
渠

改
築

工
事

（第
18

-2
92

04
工

区
）の

金
入

り
設

計
書

開
示

9
/
2
1

9
/
2
2

64
2

9/
19

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

県
指

令
（建

）第
41

2号
S4

3.
10

.1
6

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

県
指

令
（建

）第
41

2号
S4

3.
10

.1
6

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
2
2

9
/
2
7

64
3

9/
19

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
10

年
第

31
9号

　
12

年
第

17
6号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
10

年
第

31
9号

　
12

年
第

17
6号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
2
2

9
/
2
6

79



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

64
4

9/
19

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
06

年
第

01
6号

　
H

18
.1

.2
4

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
06

年
第

01
6号

　
H

18
.1

.2
4

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
2
5

9
/
2
8

64
5

9/
19

指
令

（都
計

）第
14

-3
00

3号
H

14
年

2月
5日

の
宅

地
造

成
に

関
す

る
許

可
通

知
書

及
び

そ
の

図
面

等 住
所

：熊
本

市
中

央
区

横
手

3丁
目

○
-○

地
番

:○
-○

、
○

-○
、

○
-○

、
○

-○
の

各
一

部

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

開
発

景
観

課

指
令

（都
計

）第
14

-3
00

3号
H

14
年

2月
5日

の
宅

地
造

成
に

関
す

る
許

可
通

知
書

及
び

そ
の

図
面

等 住
所

：熊
本

市
中

央
区

横
手

3丁
目

18
-1

2
地

番
:○

-○
、

○
-○

、
○

-○
、

○
-○

の
各

一
部

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

9
/
2
6

9
/
2
6

64
6

9/
20

お
で

か
け

IC
カ

ー
ド

①
、

②
お

で
か

け
乗

車
券

上
記

の
仕

様
書

健
康

福
祉

局
福

祉
部

健
康

福
祉

政
策

課

お
で

か
け

IC
カ

ー
ド

①
、

②
お

で
か

け
乗

車
券

上
記

の
仕

様
書

開
示

1
0
/
5

1
1
/
1
0

64
7

9/
20

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
01

年
第

52
8号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
01

年
第

52
8号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

9
/
2
5

9
/
2
7

64
8

9/
20

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

昭
和

40
年

04
6

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

昭
和

40
年

04
6

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
2
5

9
/
2
7

64
9

9/
21

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

県
指

令
第

24
3S

42
.1

0.
13

・全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
01

年
31

3号
　

H
13

.8
.7

･全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

県
指

令
第

24
3S

42
.1

0.
13

・全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
01

年
31

3号
　

H
13

.8
.7

･全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
2
6

9
/
2
8

65
0

9/
21

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
08

年
第

31
6号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
08

年
第

31
6号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
2
6

1
0
/
5

平
成

29
年

3月
26

日
発

生
（車

両
火

災
）

中
央

区
九

品
寺

1-
○

-○
ﾎ

ﾃ
ﾙ

○
○

○
○

・出
火

原
因

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
1
0

1
0
/
1
2

平
成

29
年

3月
26

日
発

生
（車

両
火

災
）

中
央

区
九

品
寺

1-
○

-○
ﾎ

ﾃ
ﾙ

○
○

○
○

・油
性

反
応

の
有

無
不

存
在

1
0
/
1
0

65
2

9/
22

■
道

路
位

置
指

定
判

定
番

号
　

熊
本

県
指

令
第

44
6号

S
43

.1
1.

13
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
判

定
番

号
　

熊
本

県
指

令
第

44
6号

S
43

.1
1.

13
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

9
/
2
6

9
/
2
9

65
3

9/
22

熊
本

市
北

区
弓

削
1丁

目
～

6丁
目

住
居

表
示

台
帳

（1
0月

30
日

施
行

時
）

市
民

局
市

民
生

活
部

地
域

政
策

課
取

下
げ

65
4

9/
22

平
成

26
年

度
～

平
成

28
年

度
に

お
け

る
城

南
図

書
館

管
理

運
営

共
同

体
の

予
算

、
決

算
、

実
績

が
わ

か
る

資
料

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部 市
立

図
書

館

平
成

26
年

度
～

平
成

28
年

度
に

お
け

る
城

南
図

書
館

管
理

運
営

共
同

体
の

予
算

、
決

算
、

実
績

が
わ

か
る

資
料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
1
0

1
0
/
1
3

65
1

9/
21

平
成

29
年

3月
26

日
発

生
（車

両
火

災
）

中
央

区
九

品
寺

1-
○

-○
ﾎ

ﾃ
ﾙ

○
○

○
○

・出
火

原
因

・油
性

反
応

の
有

無
消

防
局

総
務

部
総

務
課

80



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

65
5

9/
22

以
下

の
施

設
に

つ
い

て
、

決
算

書
類

（直
近

2期
）

及
び

事
業

内
容

、
役

員
の

状
況

（役
員

名
）、

従
業

員
数

、
取

引
銀

行
が

わ
か

る
資

料
・熊

本
市

東
老

人
福

祉
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

健
康

福
祉

局
福

祉
部

高
齢

介
護

福
祉

課

以
下

の
施

設
に

つ
い

て
、

決
算

書
類

（直
近

2期
）

及
び

事
業

内
容

、
役

員
の

状
況

（役
員

名
）、

従
業

員
数

、
取

引
銀

行
が

わ
か

る
資

料
・熊

本
市

東
老

人
福

祉
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
0
/
5

1
0
/
1
3

65
6

9/
22

以
下

の
2施

設
に

つ
い

て
、

決
算

書
類

（直
近

2
期

）及
び

事
業

内
容

、
役

員
の

状
況

（役
員

名
）、

従
業

員
数

、
取

引
銀

行
が

わ
か

る
資

料
・熊

本
市

東
部

在
宅

福
祉

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

・熊
本

市
夢

も
や

い
館

健
康

福
祉

局
福

祉
部

健
康

福
祉

政
策

課

以
下

の
2施

設
に

つ
い

て
、

決
算

書
類

（直
近

2
期

）及
び

事
業

内
容

、
役

員
の

状
況

（役
員

名
）、

従
業

員
数

、
取

引
銀

行
が

わ
か

る
資

料
・熊

本
市

東
部

在
宅

福
祉

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

・熊
本

市
夢

も
や

い
館

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
0
/
5

1
0
/
1
3

65
7

9/
25

平
成

28
年

熊
本

地
震

災
城

南
町

沈
目

頭
首

工
災

害
復

旧
工

事
の

金
入

り
設

計
書

農
水

局
農

政
部

南
農

業
振

興
課

平
成

28
年

熊
本

地
震

災
城

南
町

沈
目

頭
首

工
災

害
復

旧
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

9
/
2
5

1
0
/
2

65
8

9/
25

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
03

年
44

号
　

11
年

43
9号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
03

年
44

号
　

11
年

43
9号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
2
7

9
/
2
9

65
9

9/
25

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
45

-2
97

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
45

-2
97

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
2
7

9
/
2
9

66
0

9/
25

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
01

-5
28

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
01

-5
28

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

9
/
2
7

1
0
/
2

66
1

9/
25

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

14
年

度
、

02
-1

66
号

･全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

14
年

度
、

02
-1

66
号

･全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
2
8

1
0
/
3

66
2

9/
25

熊
本

市
中

央
区

本
山

に
あ

っ
た

熊
本

市
立

産
院

に
つ

い
て

の
以

下
の

情
報

①
廃

院
日

②
正

式
名

称
③

住
所

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

医
療

政
策

課

熊
本

市
中

央
区

本
山

に
あ

っ
た

熊
本

市
立

産
院

に
つ

い
て

の
以

下
の

情
報

①
廃

院
日

②
正

式
名

称
③

住
所

開
示

9
/
2
6

1
0
/
6

郵
送

66
3

9/
25

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
S
61

-1
77

-4
･全

部
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
S
61

-1
77

-4
･全

部
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
1
3

1
1
/
1
5

66
4

9/
25

熊
本

市
中

央
区

新
屋

敷
2丁

目
○

○
に

隣
接

す
る

熊
本

市
道

と
の

官
民

境
界

立
会

記
録

一
式

立
会

日
：平

成
14

年
7月

16
日

及
び

8月
21

日

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

総
務

課

熊
本

市
中

央
区

新
屋

敷
2丁

目
○

○
に

隣
接

す
る

熊
本

市
道

と
の

官
民

境
界

立
会

記
録

一
式

立
会

日
：平

成
14

年
7月

16
日

及
び

8月
21

日

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
2

1
0
/
5

66
5

9/
25

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
06

-3
35

-J
・全

部
・復

元
協

議
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
06

-3
35

-J
・全

部
・復

元
協

議
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

9
/
2
8

1
0
/
1
0

66
6

9/
25

熊
本

市
中

央
区

本
山

に
あ

っ
た

熊
本

市
立

産
院

に
つ

い
て

の
以

下
の

情
報

・医
療

記
録

（カ
ル

テ
）引

継
ぎ

の
有

無

病
院

局
熊

本
市

民
病

院
事

務
局

情
報

ｼ
ｽ

ﾃ
ﾑ

室

熊
本

市
中

央
区

本
山

に
あ

っ
た

熊
本

市
立

産
院

に
つ

い
て

の
以

下
の

情
報

・医
療

記
録

（カ
ル

テ
）引

継
ぎ

の
有

無
開

示
1
0
/
5

1
0
/
6

郵
送

66
7

9/
26

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
09

年
第

39
6号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
09

年
第

39
6号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
2

81



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

66
8

9/
26

2号
街

区
公

園
整

備
工

事
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
鉄

道
高

架
関

連
整

備
室

2号
街

区
公

園
整

備
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

9
/
2
8

9
/
2
8

66
9

9/
26

動
植

物
園

池
循

環
ろ

過
設

備
基

礎
工

事
の

金
入

り
設

計
書

経
済

観
光

局
観

光
交

流
部

動
植

物
園

動
植

物
園

池
循

環
ろ

過
設

備
基

礎
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

9
/
2
9

1
0
/
4

67
0

9/
27

建
築

確
認

申
請

書
の

う
ち

配
置

図
第

19
04

28
（平

成
19

年
10

月
23

日
）

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課
取

下
げ

67
2

9/
27

在
来

線
熊

本
駅

舎
解

体
経

費
の

中
に

、
熊

本
市

熊
本

駅
周

辺
整

備
事

務
所

当
初

予
算

と
し

て
、

現
駅

舎
店

舗
出

店
補

償
金

が
計

上
さ

れ
て

い
る

が
、

「○
○

○
○

」が
10

月
か

ら
来

年
の

春
ま

で
休

業
と

の
事

。
そ

の
為

、
店

舗
出

店
休

業
補

償
を

熊
本

市
が

一
般

会
計

等
か

ら
計

上
し

て
い

る
な

ら
ば

、
そ

の
補

償
金

額
等

の
わ

か
る

資
料

、
ま

た
補

償
金

額
を

熊
本

市
が

補
償

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
法

的
根

拠
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所

在
来

線
熊

本
駅

舎
解

体
経

費
の

中
に

、
熊

本
市

熊
本

駅
周

辺
整

備
事

務
所

当
初

予
算

と
し

て
、

現
駅

舎
店

舗
出

店
補

償
金

が
計

上
さ

れ
て

い
る

が
、

「○
○

○
○

」が
10

月
か

ら
来

年
の

春
ま

で
休

業
と

の
事

。
そ

の
為

、
店

舗
出

店
休

業
補

償
を

熊
本

市
が

一
般

会
計

等
か

ら
計

上
し

て
い

る
な

ら
ば

、
そ

の
補

償
金

額
等

の
わ

か
る

資
料

、
ま

た
補

償
金

額
を

熊
本

市
が

補
償

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
法

的
根

拠
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。

不
存

在
1
0
/
1
7

67
3

9/
27

平
成

29
年

7月
10

日
付

上
下

水
道

局
契

約
公

告
第

21
8号

に
て

公
告

の
あ

っ
た

熊
本

市
上

下
水

道
管

路
情

報
ｼ

ｽ
ﾃ

ﾑ
詳

細
設

計
構

築
業

務
委

託
に

係
る

総
合

評
価

落
札

方
式

に
よ

る
一

般
競

争
入

札
に

お
け

る
技

術
評

価
点

の
採

点
結

果

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

計
画

調
整

課
技

術
管

理
室

平
成

29
年

7月
10

日
付

上
下

水
道

局
契

約
公

告
第

21
8号

に
て

公
告

の
あ

っ
た

熊
本

市
上

下
水

道
管

路
情

報
ｼ

ｽ
ﾃ

ﾑ
詳

細
設

計
構

築
業

務
委

託
に

係
る

総
合

評
価

落
札

方
式

に
よ

る
一

般
競

争
入

札
に

お
け

る
技

術
評

価
点

の
採

点
結

果

開
示

1
0
/
2

1
0
/
4

67
4

9/
28

下
記

期
間

内
に

新
規

で
開

設
届

を
提

出
さ

れ
た

理
美

容
店

の
一

覧
表

項
目

：店
舗

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

申
請

者
名

期
間

：2
01

7年
9月

12
日

よ
り

20
17

年
9月

26
日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
開

設
届

を
提

出
さ

れ
た

理
美

容
店

の
一

覧
表

項
目

：店
舗

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

申
請

者
名

期
間

：2
01

7年
9月

12
日

よ
り

20
17

年
9月

26
日

開
示

1
0
/
3

1
0
/
5

67
5

9/
28

下
記

期
間

内
に

新
規

で
確

認
し

た
飲

食
店

の
一

覧
表

を
お

願
い

い
た

し
ま

す
。

た
だ

し
、

移
動

販
売

･臨
時

営
業

･仮
設

営
業

･自
動

販
売

機
を

除
く

。
項

目
:屋

号
･営

業
所

在
地

･申
請

者
名

・営
業

電
話

番
号

・初
回

許
可

年
月

日
期

間
:2

01
7年

9月
12

日
よ

り
20

17
年

9月
26

日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

食
品

保
健

課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
確

認
し

た
飲

食
店

の
一

覧
表

を
お

願
い

い
た

し
ま

す
。

た
だ

し
、

移
動

販
売

･臨
時

営
業

･仮
設

営
業

･自
動

販
売

機
を

除
く

。
項

目
:屋

号
･営

業
所

在
地

･申
請

者
名

・営
業

電
話

番
号

・初
回

許
可

年
月

日
期

間
:2

01
7年

9月
12

日
よ

り
20

17
年

9月
26

日

開
示

9
/
2
9

1
0
/
5

67
6

9/
28

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
03

-1
93

-J
・全

部
・復

元
協

議
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
03

-1
93

-J
・全

部
・復

元
協

議
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

1
0
/
2

1
0
/
1
1

67
7

9/
28

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
56

年
第

00
2号

・全
部

・復
元

協
議

書
（覚

書
）・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
56

年
第

00
2号

・全
部

・復
元

協
議

書
（覚

書
）・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
0
/
3

1
0
/
6

82



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

67
8

9/
28

平
成

29
年

5月
1日

か
ら

8月
31

日
ま

で
の

住
居

表
示

番
号

付
定

申
請

に
伴

っ
た

当
該

住
居

表
示

台
帳

市
民

局
市

民
生

活
部

地
域

政
策

課

平
成

29
年

5月
1日

か
ら

8月
31

日
ま

で
の

住
居

表
示

番
号

付
定

申
請

に
伴

っ
た

当
該

住
居

表
示

台
帳

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
4

1
0
/
1
6

郵
送

67
9

9/
28

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
45

-3
05

-7
5

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
45

-3
05

-7
5

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
4

1
0
/
5

68
0

9/
28

平
成

29
年

度
産

業
廃

棄
物

処
理

施
設

ﾀ
ﾞｲ

ｵ
ｷ
ｼ

ﾝ
類

等
測

定
分

析
業

務
委

託
の

入
札

予
定

価
格

環
境

局
資

源
循

環
部

ご
み

減
量

推
進

課
事

業
ご

み
対

策
室

平
成

29
年

度
産

業
廃

棄
物

処
理

施
設

ﾀ
ﾞｲ

ｵ
ｷ
ｼ

ﾝ
類

等
測

定
分

析
業

務
委

託
の

入
札

予
定

価
格

不
開

示
1
号

　
法

令
秘

情
報

1
0
/
3

68
1

9/
28

平
成

29
年

度
ﾀ
ﾞｲ

ｵ
ｷ
ｼ

ﾝ
類

分
析

業
務

委
託

見
積

状
況

調
査

上
下

水
道

局
維

持
管

理
部

水
再

生
課

平
成

29
年

度
ﾀ
ﾞｲ

ｵ
ｷ
ｼ

ﾝ
類

分
析

業
務

委
託

見
積

状
況

調
査

開
示

1
0
/
3

1
0
/
1
7

郵
送

68
2

9/
28

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

昭
和

45
年

1月
10

日
熊

本
県

指
令

第
54

4号
・全

部
・復

元
協

議
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

昭
和

45
年

1月
10

日
熊

本
県

指
令

第
54

4号
・全

部
・復

元
協

議
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

1
0
/
4

不
要

と
の

連
絡

あ
り

68
3

9/
29

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
12

年
08

8号
、

17
年

19
7号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
12

年
08

8号
、

17
年

19
7号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
3

1
0
/
4

68
4

9/
29

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
58

-2
45

-U
・全

部
・復

元
協

議
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
58

-2
45

-U
・全

部
・復

元
協

議
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
3

1
0
/
1
6

1.
平

成
29

年
度

一
般

会
計

当
初

予
算

の
う

ち
、

熊
本

駅
白

川
口

(東
口

)駅
前

広
場

整
備

事
業

の
旅

費
2,

50
5千

円
の

内
訳

に
つ

い
て

の
具

体
的

概
算

積
算

の
根

拠
。

2.
需

用
費

96
2千

円
の

具
体

的
項

目
の

概
算

積
算

の
内

訳
の

わ
か

る
資

料
。

6.
補

償
補

填
及

び
賠

償
金

2,
56

6,
06

0千
円

の
建

物
補

償
、

営
業

補
償

と
区

別
し

た
予

算
額

の
わ

か
る

資
料

等
。

1.
平

成
29

年
度

一
般

会
計

当
初

予
算

の
う

ち
、

熊
本

駅
白

川
口

(東
口

)駅
前

広
場

整
備

事
業

の
旅

費
2,

50
5千

円
の

内
訳

に
つ

い
て

の
具

体
的

概
算

積
算

の
根

拠
。

2.
需

用
費

96
2千

円
の

具
体

的
項

目
の

概
算

積
算

の
内

訳
の

わ
か

る
資

料
。

6.
補

償
補

填
及

び
賠

償
金

2,
56

6,
06

0千
円

の
建

物
補

償
、

営
業

補
償

と
区

別
し

た
予

算
額

の
わ

か
る

資
料

等
。

開
示

1
0
/
1
9

1
1
/
6

68
5

9/
29

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所

83



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

3.
平

成
29

年
度

一
般

会
計

当
初

予
算

の
う

ち
、

熊
本

駅
白

川
口

(東
口

)駅
前

広
場

整
備

事
業

の
役

務
費

2,
07

1千
円

は
不

動
産

だ
け

の
鑑

定
料

な
の

か
動

産
も

含
む

鑑
定

料
な

の
か

等
の

わ
か

る
資

料
等

。
4.

熊
本

県
が

公
表

し
た

熊
本

駅
東

口
駅

前
広

場
の

完
成

形
ﾃ

ﾞｻ
ﾞｲ

ﾝ
の

欠
落

等
の

わ
か

る
図

式
資

料
等

。
5.

工
事

請
負

費
4,

00
0千

円
で

具
体

的
に

西
口

駅
前

広
場

部
分

の
何

処
の

改
修

工
事

を
施

工
す

る
の

か
等

の
位

置
図

・工
事

内
容

等
、

ま
た

、
こ

の
工

事
改

修
部

分
の

所
有

権
帰

属
の

わ
か

る
資

料
等

。
7.

池
亀

踏
切

周
辺

の
完

成
形

の
交

差
点

に
は

、
県

道
側

及
び

市
道

側
に

信
号

機
を

設
置

す
る

と
あ

る
が

、
こ

の
信

号
機

設
置

に
要

す
る

投
資

額
経

費
の

概
算

、
設

置
場

所
位

置
図

式
等

の
わ

か
る

資
料

等
。

8.
熊

本
駅

南
線

の
西

側
と

田
崎

春
日

線
の

交
差

点
に

お
け

る
信

号
機

設
置

に
要

す
る

投
資

額
経

費
の

概
算

、
設

置
場

所
位

置
図

式
等

の
わ

か
る

資
料

等
。

3.
平

成
29

年
度

一
般

会
計

当
初

予
算

の
う

ち
、

熊
本

駅
白

川
口

(東
口

)駅
前

広
場

整
備

事
業

の
役

務
費

2,
07

1千
円

は
不

動
産

だ
け

の
鑑

定
料

な
の

か
動

産
も

含
む

鑑
定

料
な

の
か

等
の

わ
か

る
資

料
等

。
4.

熊
本

県
が

公
表

し
た

熊
本

駅
東

口
駅

前
広

場
の

完
成

形
ﾃ

ﾞｻ
ﾞｲ

ﾝ
の

欠
落

等
の

わ
か

る
図

式
資

料
等

。
5.

工
事

請
負

費
4,

00
0千

円
で

具
体

的
に

西
口

駅
前

広
場

部
分

の
何

処
の

改
修

工
事

を
施

工
す

る
の

か
等

の
位

置
図

・工
事

内
容

等
、

ま
た

、
こ

の
工

事
改

修
部

分
の

所
有

権
帰

属
の

わ
か

る
資

料
等

。
7.

池
亀

踏
切

周
辺

の
完

成
形

の
交

差
点

に
は

、
県

道
側

及
び

市
道

側
に

信
号

機
を

設
置

す
る

と
あ

る
が

、
こ

の
信

号
機

設
置

に
要

す
る

投
資

額
経

費
の

概
算

、
設

置
場

所
位

置
図

式
等

の
わ

か
る

資
料

等
。

8.
熊

本
駅

南
線

の
西

側
と

田
崎

春
日

線
の

交
差

点
に

お
け

る
信

号
機

設
置

に
要

す
る

投
資

額
経

費
の

概
算

、
設

置
場

所
位

置
図

式
等

の
わ

か
る

資
料

等
。

不
存

在
1
0
/
1
9

68
6

9/
29

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
09

-1
74

･全
部

・協
定

書
・白

黒
希

望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
09

-1
74

･全
部

・協
定

書
・白

黒
希

望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
0
/
3

1
0
/
5

68
7

10
/2

熊
本

市
ﾎ

ﾞﾗ
ﾝ

ﾃ
ｨｱ

活
動

保
険

に
係

る
下

記
文

書
・実

施
要

綱
・災

害
補

償
規

定
等

・平
成

29
年

度
契

約
時

の
仕

様
書

・平
成

29
年

度
契

約
時

の
入

札
及

び
見

積
り

合
わ

せ
等

の
結

果
・平

成
29

年
度

契
約

の
保

険
証

券
及

び
特

約
･明

細
書

等
・平

成
26

、
27

、
28

年
度

契
約

の
事

故
件

数
及

び
支

払
保

険
金

額
（被

害
者

に
支

払
っ

た
金

額
）

市
民

局
市

民
生

活
部

地
域

活
動

推
進

課

熊
本

市
ﾎ

ﾞﾗ
ﾝ

ﾃ
ｨｱ

活
動

保
険

に
係

る
下

記
文

書
・実

施
要

綱
・災

害
補

償
規

定
等

・平
成

29
年

度
契

約
時

の
仕

様
書

・平
成

29
年

度
契

約
時

の
入

札
及

び
見

積
り

合
わ

せ
等

の
結

果
・平

成
29

年
度

契
約

の
保

険
証

券
及

び
特

約
･明

細
書

等
・平

成
26

、
27

年
度

契
約

の
事

故
件

数
及

び
支

払
保

険
金

額
（被

害
者

に
支

払
っ

た
金

額
）

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

そ
の

他
（
一

部
不

存
在

）
1
0
/
3

1
0
/
1
6

郵
送

68
8

10
/2

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
09

-2
23

･全
部

・協
定

書
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
09

-2
23

･全
部

・協
定

書
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
4

1
0
/
6

68
9

10
/2

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
S
45

-1
99

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
S
45

-1
99

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

1
0
/
5

1
2
/
8

69
0

10
/2

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
05

年
第

60
1号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
05

年
第

60
1号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
0
/
5

1
0
/
1
0

68
5

9/
29

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所

84



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

69
1

10
/2

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

年
第

27
7号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

年
第

27
7号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
0
/
5

1
0
/
1
0

69
2

10
/2

市
道

渡
鹿

4丁
目

黒
髪

5丁
目

第
1号

線
（龍

神
橋

）仮
桟

橋
設

置
工

事
の

変
更

後
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

道
路

課

市
道

渡
鹿

4丁
目

黒
髪

5丁
目

第
1号

線
（龍

神
橋

）仮
桟

橋
設

置
工

事
の

変
更

後
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
0
/
1
8

1
0
/
1
9

69
3

10
/2

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
33

-0
02

・全
部

・復
元

協
議

書
・白

黒
希

望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
33

-0
02

・全
部

・復
元

協
議

書
・白

黒
希

望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
1
0

1
0
/
1
0

69
4

10
/3

平
成

29
年

9/
1～

9/
30

ま
で

に
新

規
で

営
業

許
可

を
取

得
し

た
美

容
所

の
―

覧
表

.
【取

得
希

望
情

報
】

・施
設

名
称

・施
設

所
在

地
・電

話
番

号
・確

認
年

月
日

・開
設

者
名

(可
能

で
あ

れ
ば

)
※

上
記

以
タ

ト
の

情
報

が
含

ま
れ

て
い

て
も

問
題

な
し

管
轄

エ
リ

ア
全

て

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

29
年

9/
1～

9/
30

ま
で

に
新

規
で

確
認

し
た

熊
本

市
内

の
美

容
所

の
下

記
に

関
す

る
―

覧
表

項
目

：施
設

名
称

・施
設

所
在

地
・電

話
番

号
・確

認
年

月
日

・開
設

者
名

開
示

1
0
/
5

1
0
/
1
6

郵
送

69
5

10
/3

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
04

年
第

56
9号

、
99

年
第

67
号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
04

年
第

56
9号

、
99

年
第

67
号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
0
/
1
0

1
0
/
1
1

69
6

10
/3

開
発

許
可

に
係

る
開

発
行

為
変

更
届

出
書

の
写

し
一

式
開

発
許

可
指

令
（開

景
）第

27
-2

19
9号

許
可

年
月

日
：平

成
27

年
10

月
15

日
変

更
届

出
書

提
出

日
：平

成
28

年
8月

1日

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

開
発

景
観

課

開
発

許
可

に
係

る
開

発
行

為
変

更
届

出
書

の
写

し
一

式
開

発
許

可
指

令
（開

景
）第

27
-2

19
9号

許
可

年
月

日
：平

成
27

年
10

月
15

日
変

更
届

出
書

提
出

日
：平

成
28

年
8月

1日

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
0
/
1
2

1
0
/
1
7

郵
送

69
7

10
/4

熊
本

市
横

断
歩

道
橋

点
検

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
道

路
整

備
課

熊
本

市
横

断
歩

道
橋

点
検

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
0
/
4

1
1
/
1

69
8

10
/4

天
明

中
学

校
第

1-
1、

1-
2棟

外
壁

改
修

工
事

の
金

入
り

設
計

書
教

育
委

員
会

事
務

局
教

育
総

務
部 施

設
課

天
明

中
学

校
第

1-
1、

1-
2棟

外
壁

改
修

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
0
/
6

1
0
/
6

69
9

10
/4

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
10

年
第

26
6号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
10

年
第

26
6号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
0
/
1
0

1
0
/
1
0

70
0

10
/4

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
01

年
第

49
8号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
01

年
第

49
8号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
1
0

1
0
/
1
1

熊
本

市
東

区
若

葉
1丁

目
○

-○
ビ

ル
の

被
災

家
屋

解
体

依
頼

書
（法

人
）受

付
番

号
：○

○
 ・

撤
去

に
係

る
同

意
書

及
び

一
切

の
書

類

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
0
/
6

1
0
/
1
0

70
1

10
/4

受
付

番
号

：○
○

熊
本

市
東

区
若

葉
1丁

目
○

-○
ビ

ル
の

・被
災

家
屋

解
体

依
頼

書
（法

人
）・

撤
去

に
係

る
同

意
書

・執
行

状
況

解
体

予
定

日
・業

者
名

・解
体

費
用

環
境

局
資

源
循

環
部

震
災

廃
棄

物
対

策
課

85



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

受
付

番
号

：○
○

熊
本

市
東

区
若

葉
1丁

目
○

-○
ビ

ル
の

執
行

状
況

・解
体

予
定

日
・業

者
名

・解
体

費
用

不
存

在
1
0
/
6

70
2

10
/4

1.
旧

ﾊ
ﾞｽ

ﾙ
ｰ

ﾄの
復

元
に

つ
き

ま
し

て
は

、
道

路
構

造
上

新
た

な
用

地
確

保
が

必
要

で
あ

る
こ

と
、

用
地

の
確

保
に

は
新

幹
線

の
橋

脚
や

ﾏ
ﾝ

ｼ
ｮﾝ

が
支

障
す

る
こ

と
と

あ
る

が
、

現
行

で
も

大
型

車
両

が
春

日
交

差
点

か
ら

直
進

し
、

左
折

し
て

迂
回

付
け

替
え

道
路

の
上

っ
て

い
る

の
に

、
道

路
構

造
上

新
た

な
用

地
確

保
が

必
要

と
い

え
る

の
か

が
わ

か
る

資
料

等

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所

1.
旧

ﾊ
ﾞｽ

ﾙ
ｰ

ﾄの
復

元
に

つ
き

ま
し

て
は

、
道

路
構

造
上

新
た

な
用

地
確

保
が

必
要

で
あ

る
こ

と
、

用
地

の
確

保
に

は
新

幹
線

の
橋

脚
や

ﾏ
ﾝ

ｼ
ｮﾝ

が
支

障
す

る
こ

と
と

あ
る

が
、

現
行

で
も

大
型

車
両

が
春

日
交

差
点

か
ら

直
進

し
、

左
折

し
て

迂
回

付
替

え
道

路
の

上
っ

て
い

る
の

に
、

道
路

構
造

上
新

た
な

用
地

確
保

が
必

要
と

い
え

る
の

か
が

わ
か

る
資

料
等

不
存

在
1
0
/
2
5

70
3

10
/4

2.
現

在
も

大
型

車
が

迂
回

付
替

え
道

路
を

上
り

走
行

し
て

い
る

の
に

、
そ

の
道

路
を

拡
張

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

言
う

血
税

投
資

額
は

概
算

で
何

万
円

な
の

か
が

わ
か

る
資

料
等

。
更

に
、

用
地

買
収

が
必

要
と

す
る

用
地

図
式

等
。

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所

2.
現

在
も

大
型

車
が

迂
回

付
替

え
道

路
を

上
り

走
行

し
て

い
る

の
に

、
そ

の
道

路
を

拡
張

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

言
う

血
税

投
資

額
は

概
算

で
何

万
円

な
の

か
が

わ
か

る
資

料
等

。
更

に
、

用
地

買
収

が
必

要
と

す
る

用
地

図
式

等
。

不
存

在
1
0
/
2
5

70
4

10
/4

3　
1)

五
反

バ
ス

停
か

ら
ﾊ

ﾞｽ
停

車
帯

A
ま

で
の

距
離

は
何

m
あ

る
の

か
わ

か
る

資
料

図
式

等
。

2)
五

反
バ

ス
停

か
ら

ﾊ
ﾞｽ

停
車

帯
B

ま
で

の
距

離
は

何
m

あ
る

の
か

わ
か

る
資

料
図

式
等

。
4)

熊
本

駅
西

口
広

場
ﾊ

ﾞｽ
停

車
帯

C
の

復
活

を
計

画
し

て
い

る
の

か
否

か
の

わ
か

る
資

料
等

。
5)

新
設

さ
れ

た
春

日
池

上
線

に
整

備
さ

れ
た

新
た

な
ﾊ

ﾞｽ
ﾙ

ｰ
ﾄへ

集
約

移
設

を
行

っ
た

も
の

と
あ

る
が

、
都

市
計

画
審

議
会

等
で

決
定

さ
れ

た
の

か
、

熊
本

駅
西

土
地

区
画

整
理

事
業

の
一

環
と

し
て

、
熊

本
市

独
自

で
ﾊ

ﾞｽ
停

車
帯

等
は

決
定

し
た

の
か

が
わ

か
る

資
料

等
。

6)
ﾊ

ﾞｽ
ﾙ

ｰ
ﾄの

集
約

移
設

が
熊

本
市

独
自

で
決

定
し

た
の

で
あ

れ
ば

、
ど

の
様

な
決

定
の

過
程

を
辿

り
、

ど
の

様
な

会
議

で
検

討
審

議
さ

れ
た

の
か

、
年

月
日

、
場

所
、

出
席

者
役

職
氏

名
、

会
議

録
、

質
疑

応
答

等
の

わ
か

る
資

料
等

。
7)

五
反

ﾊ
ﾞｽ

停
、

旧
春

日
寺

前
ﾊ

ﾞｽ
停

の
剥

奪
に

際
し

、
ど

の
様

な
法

令
条

例
取

扱
規

定
要

綱
等

に
照

合
分

析
遵

守
し

て
の

合
法

で
あ

る
と

し
た

、
そ

の
法

的
根

拠
等

の
わ

か
る

資
料

等
。

8)
公

共
事

業
等

の
施

行
に

当
た

り
、

過
去

に
於

い
て

、
今

回
の

春
日

地
域

の
五

反
ﾊ

ﾞｽ
停

・旧
春

日
寺

前
ﾊ

ﾞｽ
停

の
二

つ
と

も
同

時
に

公
共

交
通

利
用

権
移

動
権

を
剥

奪
し

た
過

去
の

事
例

が
存

在
す

る
と

す
る

の
か

等
の

わ
か

る
資

料
等

。

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所

3　
1)

五
反

バ
ス

停
か

ら
ﾊ

ﾞｽ
停

車
帯

A
ま

で
の

距
離

は
何

m
あ

る
の

か
わ

か
る

資
料

図
式

等
。

2)
五

反
バ

ス
停

か
ら

ﾊ
ﾞｽ

停
車

帯
B

ま
で

の
距

離
は

何
m

あ
る

の
か

わ
か

る
資

料
図

式
等

。
4)

熊
本

駅
西

口
広

場
ﾊ

ﾞｽ
停

車
帯

C
の

復
活

を
計

画
し

て
い

る
の

か
否

か
の

わ
か

る
資

料
等

。
5)

新
設

さ
れ

た
春

日
池

上
線

に
整

備
さ

れ
た

新
た

な
ﾊ

ﾞｽ
ﾙ

ｰ
ﾄへ

集
約

移
設

を
行

っ
た

も
の

と
あ

る
が

、
都

市
計

画
審

議
会

等
で

決
定

さ
れ

た
の

か
、

熊
本

駅
西

土
地

区
画

整
理

事
業

の
一

環
と

し
て

、
熊

本
市

独
自

で
ﾊ

ﾞｽ
停

車
帯

等
は

決
定

し
た

の
か

が
わ

か
る

資
料

等
。

6)
ﾊ

ﾞｽ
ﾙ

ｰ
ﾄの

集
約

移
設

が
熊

本
市

独
自

で
決

定
し

た
の

で
あ

れ
ば

、
ど

の
様

な
決

定
の

過
程

を
辿

り
、

ど
の

様
な

会
議

で
検

討
審

議
さ

れ
た

の
か

、
年

月
日

、
場

所
、

出
席

者
役

職
氏

名
、

会
議

録
、

質
疑

応
答

等
の

わ
か

る
資

料
等

。
7)

五
反

ﾊ
ﾞｽ

停
、

旧
春

日
寺

前
ﾊ

ﾞｽ
停

の
剥

奪
に

際
し

、
ど

の
様

な
法

令
条

例
取

扱
規

定
要

綱
等

に
照

合
分

析
遵

守
し

て
の

合
法

で
あ

る
と

し
た

、
そ

の
法

的
根

拠
等

の
わ

か
る

資
料

等
。

8)
公

共
事

業
等

の
施

行
に

当
た

り
、

過
去

に
於

い
て

、
今

回
の

春
日

地
域

の
五

反
ﾊ

ﾞｽ
停

・旧
春

日
寺

前
ﾊ

ﾞｽ
停

の
二

つ
と

も
同

時
に

公
共

交
通

利
用

権
移

動
権

を
剥

奪
し

た
過

去
の

事
例

が
存

在
す

る
と

す
る

の
か

等
の

わ
か

る
資

料
等

。

不
存

在
1
0
/
2
5

70
1

10
/4

受
付

番
号

：○
○

熊
本

市
東

区
若

葉
1丁

目
○

-○
ビ

ル
の

・被
災

家
屋

解
体

依
頼

書
（法

人
）・

撤
去

に
係

る
同

意
書

・執
行

状
況

解
体

予
定

日
・業

者
名

・解
体

費
用

環
境

局
資

源
循

環
部

震
災

廃
棄

物
対

策
課
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

4.
4)

(1
)平

成
27

年
10

月
2日

の
九

州
産

交
バ

ス
と

の
協

議
に

お
い

て
使

用
し

た
資

料
･図

式
図

面
等

。
(3

)「
仮

に
道

路
拡

幅
等

や
信

号
処

理
が

実
現

」と
あ

る
が

、
こ

の
言

葉
記

述
し

て
い

る
根

拠
・想

定
し

て
い

る
計

画
図

式
等

を
基

に
発

言
が

あ
っ

た
と

思
わ

れ
る

の
で

、
こ

れ
ら

の
こ

と
が

わ
か

る
資

料
図

式
等

。
(4

)左
折

時
に

第
二

通
行

帯
に

も
入

り
込

む
よ

う
な

交
差

点
形

状
で

あ
れ

ば
安

全
面

の
問

題
は

解
消

さ
れ

て
い

な
い

た
め

、
ﾊ

ﾞｽ
を

左
折

さ
せ

る
こ

と
は

難
し

い
。

踏
切

が
あ

る
た

め
遮

断
機

が
下

り
て

い
る

と
き

は
、

交
差

点
部

に
車

両
が

渋
滞

し
て

い
る

た
め

、
ﾊ

ﾞｽ
の

左
折

に
支

障
が

で
る

。
旧

バ
ス

停
を

復
活

さ
せ

る
と

し
た

ら
、

上
り

下
り

両
方

と
も

復
活

す
べ

き
で

あ
る

と
あ

る
が

、
こ

の
時

双
方

が
使

用
し

た
資

料
図

面
等

。

4.
4)

(1
)平

成
27

年
10

月
2日

の
九

州
産

交
バ

ス
と

の
協

議
に

お
い

て
使

用
し

た
資

料
･図

式
図

面
等

。
(3

)「
仮

に
道

路
拡

幅
等

や
信

号
処

理
が

実
現

」と
あ

る
が

、
こ

の
言

葉
記

述
し

て
い

る
根

拠
・想

定
し

て
い

る
計

画
図

式
等

を
基

に
発

言
が

あ
っ

た
と

思
わ

れ
る

の
で

、
こ

れ
ら

の
こ

と
が

わ
か

る
資

料
図

式
等

。
(4

)左
折

時
に

第
二

通
行

帯
に

も
入

り
込

む
よ

う
な

交
差

点
形

状
で

あ
れ

ば
安

全
面

の
問

題
は

解
消

さ
れ

て
い

な
い

た
め

、
ﾊ

ﾞｽ
を

左
折

さ
せ

る
こ

と
は

難
し

い
。

踏
切

が
あ

る
た

め
遮

断
機

が
下

り
て

い
る

と
き

は
、

交
差

点
部

に
車

両
が

渋
滞

し
て

い
る

た
め

、
ﾊ

ﾞｽ
の

左
折

に
支

障
が

で
る

。
旧

バ
ス

停
を

復
活

さ
せ

る
と

し
た

ら
、

上
り

下
り

両
方

と
も

復
活

す
べ

き
で

あ
る

と
あ

る
が

、
こ

の
時

双
方

が
使

用
し

た
資

料
図

面
等

。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
1
0
/
2
5

1
1
/
6

4.
3)

五
反

ﾊ
ﾞｽ

停
、

旧
春

日
寺

前
ﾊ

ﾞｽ
停

の
剥

奪
計

画
に

対
し

、
公

共
交

通
利

用
権

移
動

権
が

喪
失

す
る

日
常

生
活

福
祉

維
持

を
剥

奪
さ

れ
る

周
辺

住
民

の
為

に
、

そ
の

防
止

策
と

し
て

ど
の

様
な

施
策

を
業

務
執

行
し

た
の

か
等

の
わ

か
る

資
料

等
。

4)
(2

)産
交

ﾊ
ﾞｽ

側
の

「行
き

帰
り

を
違

う
ル

ー
ト
に

す
る

こ
と

は
利

用
者

の
混

乱
を

招
く

｣と
の

意
見

に
対

し
、

「熊
本

ﾊ
ﾞｽ

運
行

ﾙ
ｰ

ﾄで
は

、
行

き
帰

り
を

違
う

ル
ー

ト
で

運
行

さ
れ

て
お

り
、

何
の

混
乱

も
招

い
て

い
な

い
｣こ

と
を

説
明

し
た

の
か

の
わ

か
る

資
料

等
。

他
に

こ
の

事
例

が
あ

れ
ば

そ
の

資
料

等
。

(5
)「

現
状

ﾊ
ﾞｽ

ﾙ
ｰ

ﾄに
お

け
る

利
便

性
向

上
と

い
う

こ
と

で
あ

れ
ば

、
春

日
寺

前
ﾊ

ﾞｽ
停

と
電

気
検

定
所

前
ﾊ

ﾞｽ
停

の
間

に
新

設
す

る
こ

と
が

考
え

ら
れ

て
い

る
。

」と
あ

る
が

、
こ

の
こ

と
を

ど
の

様
に

受
け

止
め

、
計

画
し

て
い

る
の

か
等

が
わ

か
る

資
料

等
。

4.
3)

五
反

ﾊ
ﾞｽ

停
、

旧
春

日
寺

前
ﾊ

ﾞｽ
停

の
剥

奪
計

画
に

対
し

、
公

共
交

通
利

用
権

移
動

権
が

喪
失

す
る

日
常

生
活

福
祉

維
持

を
剥

奪
さ

れ
る

周
辺

住
民

の
為

に
、

そ
の

防
止

策
と

し
て

ど
の

様
な

施
策

を
業

務
執

行
し

た
の

か
等

の
わ

か
る

資
料

等
。

4)
(2

)産
交

ﾊ
ﾞｽ

側
の

「行
き

帰
り

を
違

う
ル

ー
ト
に

す
る

こ
と

は
利

用
者

の
混

乱
を

招
く

｣と
の

意
見

に
対

し
、

「熊
本

ﾊ
ﾞｽ

運
行

ﾙ
ｰ

ﾄで
は

、
行

き
帰

り
を

違
う

ル
ー

ト
で

運
行

さ
れ

て
お

り
、

何
の

混
乱

も
招

い
て

い
な

い
｣こ

と
を

説
明

し
た

の
か

の
わ

か
る

資
料

等
。

他
に

こ
の

事
例

が
あ

れ
ば

そ
の

資
料

等
。

(5
)「

現
状

ﾊ
ﾞｽ

ﾙ
ｰ

ﾄに
お

け
る

利
便

性
向

上
と

い
う

こ
と

で
あ

れ
ば

、
春

日
寺

前
ﾊ

ﾞｽ
停

と
電

気
検

定
所

前
ﾊ

ﾞｽ
停

の
間

に
新

設
す

る
こ

と
が

考
え

ら
れ

て
い

る
。

」と
あ

る
が

、
こ

の
こ

と
を

ど
の

様
に

受
け

止
め

、
計

画
し

て
い

る
の

か
等

が
わ

か
る

資
料

等
。

不
存

在
1
0
/
2
5

70
6

10
/4

市
長

か
ら

の
手

紙
(平

成
29

年
8月

4日
受

付
37

7
号

)に
対

す
る

、
広

聴
課

か
ら

の
回

答
文

「旧
ﾊ

ﾞｽ
ﾙ

ｰ
ﾄの

復
元

に
つ

き
ま

し
て

は
、

道
路

構
造

上
新

た
な

用
地

確
保

が
必

要
で

あ
る

こ
と

、
用

地
の

確
保

に
は

新
幹

線
の

橋
脚

や
ﾏ

ﾝ
ｼ

ｮﾝ
が

支
障

す
る

こ
と

｣に
関

す
る

図
式

資
料

等
の

開
示

請
求

。

市
民

局
市

民
生

活
部

広
聴

課

市
長

か
ら

の
手

紙
(平

成
29

年
8月

4日
受

付
37

7
号

)に
対

す
る

、
広

聴
課

か
ら

の
回

答
文

「旧
ﾊ

ﾞｽ
ﾙ

ｰ
ﾄの

復
元

に
つ

き
ま

し
て

は
、

道
路

構
造

上
新

た
な

用
地

確
保

が
必

要
で

あ
る

こ
と

、
用

地
の

確
保

に
は

新
幹

線
の

橋
脚

や
ﾏ

ﾝ
ｼ

ｮﾝ
が

支
障

す
る

こ
と

｣に
関

す
る

図
式

資
料

等
の

開
示

請
求

。

不
存

在
1
0
/
2
5

70
5

10
/4

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

70
7

10
/4

市
長

か
ら

の
手

紙
(平

成
29

年
8月

4日
受

付
37

7
号

)に
対

す
る

回
答

内
容

に
「周

辺
道

路
を

整
備

し
直

す
こ

と
は

現
実

的
で

な
く

、
非

常
に

困
難

で
あ

り
ま

す
。

」と
あ

る
が

、
現

在
も

大
型

車
が

迂
回

付
替

道
路

を
上

り
走

行
し

て
い

る
の

に
、

そ
の

道
路

を
拡

幅
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
い

う
投

資
額

の
概

算
金

額
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

市
民

局
市

民
生

活
部

広
聴

課

市
長

か
ら

の
手

紙
(平

成
29

年
8月

4日
受

付
37

7
号

)に
対

す
る

回
答

内
容

に
「周

辺
道

路
を

整
備

し
直

す
こ

と
は

現
実

的
で

な
く

、
非

常
に

困
難

で
あ

り
ま

す
。

」と
あ

る
が

、
現

在
も

大
型

車
が

迂
回

付
替

道
路

を
上

り
走

行
し

て
い

る
の

に
、

そ
の

道
路

を
拡

幅
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
い

う
投

資
額

の
概

算
金

額
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

不
存

在
1
0
/
2
5

70
8

10
/4

市
長

か
ら

の
手

紙
(平

成
29

年
8月

4日
受

付
37

7
号

)に
対

す
る

回
答

内
容

に
「五

反
ﾊ

ﾞｽ
停

・旧
春

日
寺

前
ﾊ

ﾞｽ
停

に
つ

き
ま

し
て

は
、

九
州

新
幹

線
事

業
及

び
連

続
立

体
交

差
事

業
に

伴
い

、
春

日
陸

橋
を

撤
去

す
る

こ
と

が
必

要
と

な
っ

た
こ

と
か

ら
、

新
設

さ
れ

た
春

日
池

上
線

に
整

備
さ

れ
た

新
た

な
ﾊ

ﾞｽ
ﾙ

ｰ
ﾄへ

集
約

移
設

を
行

っ
た

も
の

で
ご

ざ
い

ま
す

。
」に

関
す

る
資

料
等

及
び

法
的

根
拠

の
開

示
請

求
。

市
民

局
市

民
生

活
部

広
聴

課

市
長

か
ら

の
手

紙
(平

成
29

年
8月

4日
受

付
37

7
号

)に
対

す
る

回
答

内
容

に
「五

反
ﾊ

ﾞｽ
停

・旧
春

日
寺

前
ﾊ

ﾞｽ
停

に
つ

き
ま

し
て

は
、

九
州

新
幹

線
事

業
及

び
連

続
立

体
交

差
事

業
に

伴
い

、
春

日
陸

橋
を

撤
去

す
る

こ
と

が
必

要
と

な
っ

た
こ

と
か

ら
、

新
設

さ
れ

た
春

日
池

上
線

に
整

備
さ

れ
た

新
た

な
ﾊ

ﾞｽ
ﾙ

ｰ
ﾄへ

集
約

移
設

を
行

っ
た

も
の

で
ご

ざ
い

ま
す

。
」に

関
す

る
資

料
等

及
び

法
的

根
拠

の
開

示
請

求
。

不
存

在
1
0
/
2
5

70
9

10
/4

市
長

か
ら

の
手

紙
(平

成
29

年
8月

4日
受

付
37

7
号

)に
対

す
る

回
答

内
容

に
「ま

た
、

上
り

と
下

り
の

ル
ー

ト
を

分
け

た
運

行
の

可
能

性
に

つ
き

ま
し

て
は

、
ﾊ

ﾞｽ
事

業
者

よ
り

、
「ﾊ

ﾞｽ
ﾙ

ｰ
ﾄの

変
更

を
行

う
つ

も
り

は
な

い
。

｣と
の

回
答

を
い

た
だ

い
て

い
る

と
こ

ろ
で

あ
り

ま
す

。
｣に

関
す

る
資

料
等

及
び

図
式

図
面

の
開

示
請

求
。

市
民

局
市

民
生

活
部

広
聴

課

市
長

か
ら

の
手

紙
(平

成
29

年
8月

4日
受

付
37

7
号

)に
対

す
る

回
答

内
容

に
「ま

た
、

上
り

と
下

り
の

ル
ー

ト
を

分
け

た
運

行
の

可
能

性
に

つ
き

ま
し

て
は

、
ﾊ

ﾞｽ
事

業
者

よ
り

、
「ﾊ

ﾞｽ
ﾙ

ｰ
ﾄの

変
更

を
行

う
つ

も
り

は
な

い
。

｣と
の

回
答

を
い

た
だ

い
て

い
る

と
こ

ろ
で

あ
り

ま
す

。
｣に

関
す

る
資

料
等

及
び

図
式

図
面

の
開

示
請

求
。

不
存

在
1
0
/
2
5

71
0

10
/4

20
17

年
9月

末
現

在
の

旅
館

業
一

覧
・旅

館
業

の
種

別
・施

設
名

称
・施

設
住

所
・施

設
電

話
・営

業
者

名
・許

可
年

月
日

・客
室

数

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

20
17

年
9月

末
現

在
の

旅
館

業
一

覧
・旅

館
業

の
種

別
・施

設
名

称
・施

設
住

所
・施

設
電

話
・営

業
者

名
・許

可
年

月
日

・客
室

数
開

示
1
0
/
1
2

1
0
/
1
8

郵
送

71
1

10
/5

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
03

年
第

10
5号

、
03

年
第

54
4号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
03

年
第

10
5号

、
03

年
第

54
4号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
1
0

1
0
/
2
0

3)
五

反
ﾊ

ﾞｽ
停

･旧
春

日
寺

前
・両

ﾊ
ﾞｽ

停
の

剥
奪

計
画

に
対

し
、

周
辺

住
民

へ
の

公
共

交
通

移
動

権
利

用
権

等
が

喪
失

す
る

日
常

生
活

福
祉

維
持

を
剥

奪
さ

れ
る

周
辺

住
民

の
為

に
、

そ
の

防
止

策
と

し
て

、
ど

の
様

な
施

策
を

業
務

執
行

し
て

き
た

の
か

わ
か

る
資

料
等

。

3)
五

反
ﾊ

ﾞｽ
停

･旧
春

日
寺

前
・両

ﾊ
ﾞｽ

停
の

剥
奪

計
画

に
対

し
、

周
辺

住
民

へ
の

公
共

交
通

移
動

権
利

用
権

等
が

喪
失

す
る

日
常

生
活

福
祉

維
持

を
剥

奪
さ

れ
る

周
辺

住
民

の
為

に
、

そ
の

防
止

策
と

し
て

、
ど

の
様

な
施

策
を

業
務

執
行

し
て

き
た

の
か

わ
か

る
資

料
等

。

不
存

在
1
0
/
2
6

4.
1）

春
日

小
学

校
経

由
の

バ
ス

運
行

に
対

す
る

個
別

の
補

助
金

額
の

平
成

２
８

年
度

支
給

額
の

わ
か

る
数

値

4.
1）

春
日

小
学

校
経

由
の

バ
ス

運
行

に
対

す
る

個
別

の
補

助
金

額
の

平
成

２
８

年
度

支
給

額
の

わ
か

る
数

値

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

1
0
/
2
6

1
1
/
6

71
2

10
/5

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

交
通

政
策

課

88



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

4.
1）

平
成

２
８

・2
9年

度
の

各
バ

ス
事

業
者

へ
の

補
助

金
額

の
わ

か
る

資
料

等
春

日
小

学
校

経
由

の
バ

ス
運

行
に

対
す

る
個

別
の

補
助

金
額

の
平

成
２

８
・2

9年
度

の
支

給
額

の
わ

か
る

数
値

2）
こ

の
補

助
金

額
の

支
給

計
算

式
は

ど
の

よ
う

な
法

的
根

拠
・支

給
条

件
等

の
わ

か
る

資
料

4.
1）

平
成

２
８

・2
9年

度
の

各
バ

ス
事

業
者

へ
の

補
助

金
額

の
わ

か
る

資
料

等
春

日
小

学
校

経
由

の
バ

ス
運

行
に

対
す

る
個

別
の

補
助

金
額

の
平

成
２

８
・2

9年
度

の
支

給
額

の
わ

か
る

数
値

2）
こ

の
補

助
金

額
の

支
給

計
算

式
は

ど
の

よ
う

な
法

的
根

拠
・支

給
条

件
等

の
わ

か
る

資
料

不
開

示
1
0
/
2
6

1
1
/
6

71
3

10
/5

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
平

成
23

年
2月

22
日

10
年

43
1号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
平

成
23

年
2月

22
日

10
年

43
1号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
1
0

1
0
/
1
1

71
4

10
/5

平
成

29
年

9月
1日

～
平

成
29

年
9月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
美

容
所

一
覧

。
項

目
：施

設
名

称
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
開

設
者

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名
。

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

29
年

9月
1日

～
平

成
29

年
9月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
美

容
所

一
覧

。
項

目
：施

設
名

称
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
開

設
者

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名
。

開
示

1
0
/
1
2

1
0
/
2
0

71
5

10
/5

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

年
第

13
8号

･全
部

・協
定

書

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

年
第

13
8号

･全
部

・協
定

書
開

示
1
0
/
1
0

1
0
/
1
0

71
6

10
/5

平
成

28
年

熊
本

地
震

災
平

野
川

導
水

路
（上

流
）

災
害

復
旧

工
事

（そ
の

1）
～

平
成

28
年

度
熊

本
地

震
災

平
野

川
導

水
路

（上
流

）災
害

復
旧

工
事

（そ
の

2）
の

金
入

り
設

計
書

農
水

局
農

政
部

南
農

業
振

興
課

平
成

28
年

熊
本

地
震

災
平

野
川

導
水

路
（上

流
）

災
害

復
旧

工
事

（そ
の

1）
～

平
成

28
年

度
熊

本
地

震
災

平
野

川
導

水
路

（上
流

）災
害

復
旧

工
事

（そ
の

2）
の

金
入

り
設

計
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

1
0
/
1
7

1
0
/
1
8

71
7

10
/6

南
区

城
南

町
塚

原
○

番
地

付
近

φ
75

・5
0粍

配
水

管
布

設
工

事
の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

南
区

城
南

町
塚

原
○

番
地

付
近

φ
75

・5
0粍

配
水

管
布

設
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
0
/
1
1

1
0
/
2
5

郵
送

71
2

10
/5

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

交
通

政
策

課

89



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

71
8

10
/6

・（
熊

本
地

震
関

連
）楡

木
小

学
校

ﾌ
ﾟｰ

ﾙ
そ

の
他

災
害

復
旧

工
事

【余
裕

工
期

あ
り

】
・（

〃
）城

北
小

学
校

災
害

復
旧

工
事

・（
〃

）出
水

小
学

校
屋

内
運

動
場

復
旧

工
事

・（
〃

）竜
南

中
学

校
屋

外
ﾄｲ

ﾚ
そ

の
他

復
旧

工
事

（そ
の

2
）

・（
〃

）西
原

中
学

校
復

旧
工

事
(そ

の
2)

・（
〃

）帯
山

中
学

校
校

舎
E
X

P
-J

そ
の

他
復

旧
工

事
・（

〃
）京

陵
中

学
校

渡
り

廊
下

改
築

工
事

【
余

裕
工

期
あ

り
】

・（
〃

）必
由

館
高

等
学

校
(生

徒
用

)自
転

車
置

き
場

整
備

工
事

・（
〃

）錦
ヶ

丘
中

学
校

復
旧

工
事

(そ
の

2)
・（

〃
）池

田
小

学
校

校
舎

E
X

P
.J

そ
の

他
復

旧
工

事
(そ

の
2)

・小
島

小
学

校
(第

16
棟

校
舎

）児
童

昇
降

口
･多

目
的

ﾄｲ
ﾚ
ほ

か
再

編
整

備
(建

築
)工

事
・（

〃
）必

由
館

高
等

学
校

災
害

復
旧

工
事

(そ
の

2
)

・（
〃

）白
川

中
学

校
屋

内
運

動
場

天
井

ﾌ
ﾞﾚ

ｰ
ｽ
そ

の
他

復
旧

工
事

（そ
の

2）
・（

〃
）尾

ノ
上

小
学

校
復

旧
工

事
(そ

の
2)

・（
〃

）京
陵

中
学

校
災

害
復

旧
工

事
・（

〃
）池

上
小

学
校

E
X

P
.J

そ
の

他
復

旧
工

事
(そ

の
3) ・（

〃
）健

軍
小

学
校

復
旧

工
事

上
記

の
金

入
り

設
計

書

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部 施
設

課

・（
熊

本
地

震
関

連
）楡

木
小

学
校

ﾌ
ﾟｰ

ﾙ
そ

の
他

災
害

復
旧

工
事

【余
裕

工
期

あ
り

】
・（

〃
）城

北
小

学
校

災
害

復
旧

工
事

・（
〃

）出
水

小
学

校
屋

内
運

動
場

復
旧

工
事

・（
〃

）竜
南

中
学

校
屋

外
ﾄｲ

ﾚ
そ

の
他

復
旧

工
事

（そ
の

2）
・（

〃
）西

原
中

学
校

復
旧

工
事

(そ
の

2)
・（

〃
）帯

山
中

学
校

校
舎

E
X

P
-J

そ
の

他
復

旧
工

事
・（

〃
）京

陵
中

学
校

渡
り

廊
下

改
築

工
事

【余
裕

工
期

あ
り

】
・（

〃
）必

由
館

高
等

学
校

(生
徒

用
)自

転
車

置
き

場
整

備
工

事
・（

〃
）錦

ヶ
丘

中
学

校
復

旧
工

事
(そ

の
2)

・（
〃

）池
田

小
学

校
校

舎
E
X

P
.J

そ
の

他
復

旧
工

事
(そ

の
2)

・小
島

小
学

校
(第

16
棟

校
舎

）児
童

昇
降

口
･多

目
的

ﾄｲ
ﾚ
ほ

か
再

編
整

備
(建

築
)工

事
・（

〃
）必

由
館

高
等

学
校

災
害

復
旧

工
事

(そ
の

2)
・（

〃
）白

川
中

学
校

屋
内

運
動

場
天

井
ﾌ
ﾞﾚ

ｰ
ｽ
そ

の
他

復
旧

工
事

（そ
の

2）
・（

〃
）尾

ノ
上

小
学

校
復

旧
工

事
(そ

の
2)

・（
〃

）京
陵

中
学

校
災

害
復

旧
工

事
・（

〃
）池

上
小

学
校

E
X

P
.J

そ
の

他
復

旧
工

事
(そ

の
3) ・（

〃
）健

軍
小

学
校

復
旧

工
事

上
記

の
金

入
り

設
計

書

開
示

1
0
/
1
3

1
1
/
1
3

郵
送

71
9

10
/6

・熊
本

城
不

開
門

部
材

回
収

及
び

解
体

保
存

工
事

・熊
本

城
飯

田
丸

五
階

櫓
石

垣
復

旧
工

事
(そ

の
3
)

・熊
本

城
宇

土
櫓

(続
櫓

）解
体

保
存

工
事

・熊
本

城
二

の
丸

駐
車

場
南

棟
ﾄｲ

ﾚ
ほ

か
3
棟

復
旧

工
事

【余
裕

工
期

あ
り

】
上

記
の

金
入

り
設

計
書

経
済

観
光

局
熊

本
城

総
合

事
務

所

・熊
本

城
不

開
門

部
材

回
収

及
び

解
体

保
存

工
事

・熊
本

城
飯

田
丸

五
階

櫓
石

垣
復

旧
工

事
(そ

の
3)

・熊
本

城
宇

土
櫓

(続
櫓

）解
体

保
存

工
事

・熊
本

城
二

の
丸

駐
車

場
南

棟
ﾄｲ

ﾚ
ほ

か
3棟

復
旧

工
事

【余
裕

工
期

あ
り

】
上

記
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
0
/
2
7

1
1
/
1
3

郵
送

72
0

10
/6

平
成

28
年

度
熊

本
地

震
災

害
秋

津
団

地
復

旧
工

事
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
建

築
住

宅
部

住
宅

課

平
成

28
年

度
熊

本
地

震
災

害
秋

津
団

地
復

旧
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
0
/
1
0

1
1
/
1
3

郵
送

72
1

10
/6

熊
本

地
震

に
伴

う
東

老
人

福
祉

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

復
旧

工
事

(そ
の

3)
熊

本
地

震
に

伴
う

ア
ス

パ
ル

富
合

復
旧

工
事

(そ
の

2)
　

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
建

築
住

宅
部

営
繕

課

熊
本

地
震

に
伴

う
東

老
人

福
祉

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

復
旧

工
事

(そ
の

3)
熊

本
地

震
に

伴
う

ア
ス

パ
ル

富
合

復
旧

工
事

(そ
の

2)
　

金
入

り
設

計
書

開
示

1
0
/
6

1
1
/
1
3

郵
送

72
2

10
/6

平
成

29
年

7月
1日

か
ら

8月
31

日
ま

で
の

住
居

表
示

番
号

付
定

申
請

に
伴

っ
た

当
該

住
居

表
示

台
帳

市
民

局
市

民
生

活
部

地
域

政
策

課

平
成

29
年

7月
1日

か
ら

8月
31

日
ま

で
の

住
居

表
示

番
号

付
定

申
請

に
伴

っ
た

当
該

住
居

表
示

台
帳

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
1
1

1
0
/
1
8

郵
送

72
3

10
/6

現
：中

央
区

黒
髪

5丁
目

○
番

～
○

番
旧

：黒
髪

町
下

立
田

字
○

○
○

○
　

○
番

○
、

○
番

○
、

○
番

○
上

記
の

土
地

の
険

図
帳

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

総
務

課

現
：中

央
区

黒
髪

5丁
目

○
番

～
○

番
旧

：黒
髪

町
下

立
田

字
○

○
○

○
　

○
番

○
、

○
番

○
、

○
番

○
上

記
の

土
地

の
険

図
帳

開
示

1
0
/
1
2

1
0
/
1
8

90



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

72
4

10
/6

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
33

-0
33

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
33

-0
33

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
1
0

1
0
/
1
0

72
5

10
/6

3.
3)

熊
本

駅
西

口
広

場
･ﾊ

ﾞｽ
停

車
帯

は
、

新
幹

線
開

業
と

同
時

に
公

共
交

通
機

関
の

停
留

所
と

し
て

機
能

し
た

が
、

公
共

交
通

事
業

者
が

勝
手

に
機

能
を

1年
で

停
止

さ
せ

た
？

そ
れ

と
も

熊
本

市
が

機
能

停
止

申
請

に
許

可
を

与
え

た
の

か
？

そ
の

経
緯

の
わ

か
る

法
的

根
拠

等
4)

熊
本

市
で

は
、

東
口

広
場

を
整

備
す

る
と

し
て

・・
・熊

本
駅

西
口

広
場

ﾊ
ﾞｽ

停
車

帯
の

復
活

を
計

画
し

て
い

る
の

か
・否

か
の

わ
か

る
資

料
等

。

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

交
通

政
策

課

3.
3)

熊
本

駅
西

口
広

場
･ﾊ

ﾞｽ
停

車
帯

は
、

新
幹

線
開

業
と

同
時

に
公

共
交

通
機

関
の

停
留

所
と

し
て

機
能

し
た

が
、

公
共

交
通

事
業

者
が

勝
手

に
機

能
を

1年
で

停
止

さ
せ

た
？

そ
れ

と
も

熊
本

市
が

機
能

停
止

申
請

に
許

可
を

与
え

た
の

か
？

そ
の

経
緯

の
わ

か
る

法
的

根
拠

等
4)

熊
本

市
で

は
、

東
口

広
場

を
整

備
す

る
と

し
て

・・
・熊

本
駅

西
口

広
場

ﾊ
ﾞｽ

停
車

帯
の

復
活

を
計

画
し

て
い

る
の

か
・否

か
の

わ
か

る
資

料
等

。

不
存

在
1
0
/
2
7

72
6

10
/6

「○
○

○
○

」の
大

規
模

小
売

店
舗

立
地

法
第

7
条

第
1項

の
規

定
に

基
づ

き
、

変
更

計
画

の
説

明
会

に
つ

い
て

以
下

の
開

示
請

求
。

1.
平

成
29

年
9月

16
日

(土
)午

後
2時

～
2.

平
成

29
年

9月
21

日
(木

)午
後

3時
～

3.
平

成
29

年
9月

21
日

(木
)午

後
6時

～
・各

1～
3の

開
催

さ
れ

た
会

議
録

、
質

疑
応

答
等

の
わ

か
る

資
料

等
。

た
だ

し
、

当
日

配
布

さ
れ

た
資

料
等

は
除

く
。

経
済

観
光

局
産

業
局

商
業

金
融

課

「○
○

○
○

」の
大

規
模

小
売

店
舗

立
地

法
第

7
条

第
1項

の
規

定
に

基
づ

き
、

変
更

計
画

の
説

明
会

に
つ

い
て

以
下

の
開

示
請

求
。

1.
平

成
29

年
9月

16
日

(土
)午

後
2時

～
2.

平
成

29
年

9月
21

日
(木

)午
後

3時
～

3.
平

成
29

年
9月

21
日

(木
)午

後
6時

～
・各

1～
3の

開
催

さ
れ

た
会

議
録

、
質

疑
応

答
等

の
わ

か
る

資
料

等
。

た
だ

し
、

当
日

配
布

さ
れ

た
資

料
等

は
除

く
。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
0
/
1
1

1
0
/
3
0

72
7

10
/6

下
記

期
間

内
に

新
規

で
確

認
し

た
飲

食
店

の
一

覧
表

を
お

願
い

い
た

し
ま

す
。

た
だ

し
、

移
動

販
売

･臨
時

営
業

･仮
設

営
業

･自
動

販
売

機
を

除
く

。
項

目
:屋

号
･営

業
所

在
地

･申
請

者
名

・営
業

電
話

番
号

・初
回

許
可

年
月

日
期

間
:2

01
7年

9月
27

日
よ

り
20

17
年

10
月

5日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

食
品

保
健

課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
確

認
し

た
飲

食
店

の
一

覧
表

を
お

願
い

い
た

し
ま

す
。

た
だ

し
、

移
動

販
売

･臨
時

営
業

･仮
設

営
業

･自
動

販
売

機
を

除
く

。
項

目
:屋

号
･営

業
所

在
地

･申
請

者
名

・営
業

電
話

番
号

・初
回

許
可

年
月

日
期

間
:2

01
7年

9月
27

日
よ

り
20

17
年

10
月

5日

開
示

1
0
/
1
1

1
0
/
1
6

72
8

10
/6

下
記

期
間

内
に

新
規

で
開

設
届

を
提

出
さ

れ
た

理
美

容
店

の
一

覧
表

項
目

：店
舗

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

申
請

者
名

期
間

：2
01

7年
9月

27
日

よ
り

20
17

年
10

月
5日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
開

設
届

を
提

出
さ

れ
た

理
美

容
店

の
一

覧
表

項
目

：店
舗

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

申
請

者
名

期
間

：2
01

7年
9月

27
日

よ
り

20
17

年
10

月
5日

開
示

1
0
/
1
2

1
0
/
1
6

73
0

10
/1

0

熊
本

市
武

蔵
塚

駅
前

自
転

車
駐

車
場

の
指

定
管

理
公

募
に

あ
た

っ
て

、
㈱

○
○

○
○

が
提

出
し

た
一

切
の

書
類

(H
27

年
度

分
か

ら
)

都
市

建
設

局
土

木
部

土
木

管
理

課 自
転

車
対

策
室

熊
本

市
武

蔵
塚

駅
前

自
転

車
駐

車
場

の
指

定
管

理
者

に
選

定
さ

れ
た

○
○

○
○

が
平

成
26

年
度

公
募

(平
成

27
・2

8・
29

年
度

の
3年

間
の

指
定

管
理

を
募

集
）の

際
に

提
出

し
た

一
切

の
書

類
。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

4
号

　
公

共
の

安
全

等
に

関
す

る
情

報

1
0
/
1
3

1
0
/
3
0

73
1

10
/1

0

熊
本

市
東

部
交

流
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

の
指

定
管

理
公

募
に

あ
た

っ
て

、
㈱

○
○

○
○

が
提

出
し

た
一

切
の

書
類

(H
28

年
度

分
か

ら
)

環
境

局
資

源
循

環
部

東
部

環
境

工
場

平
成

27
年

指
定

管
理

者
公

募
に

あ
た

っ
て

提
出

し
た

申
請

書
類

・事
業

計
画

(様
式

2-
1号

)
・企

画
事

業
計

画
(様

式
2-

2号
)

・事
業

計
画

に
関

す
る

収
支

計
画

書
(様

式
3-

1
号

)
・企

画
事

業
収

支
予

算
書

(様
式

3-
2号

)

開
示

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

4
号

　
公

共
の

安
全

等
に

関
す

る
情

報

1
0
/
2
7

1
0
/
3
0

91



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

73
2

10
/1

0
熊

本
市

中
央

区
帯

山
4-

○
-○

　
○

○
○

○
ﾋ
ﾞﾙ

の
立

面
図

、
平

面
図

消
防

局
総

務
部

総
務

課

熊
本

市
中

央
区

帯
山

4-
○

-○
　

○
○

○
○

ﾋ
ﾞﾙ

の
立

面
図

、
平

面
図

開
示

1
0
/
2
6

1
1
/
7

73
3

10
/1

0

平
成

30
年

度
使

用
小

学
校

道
徳

教
科

書
採

択
に

関
わ

る
開

示
を

認
め

ら
れ

た
資

料
一

式
教

育
委

員
会

事
務

局
学

校
教

育
部 指

導
課

平
成

30
年

度
使

用
小

学
校

道
徳

教
科

書
採

択
に

関
わ

る
開

示
を

認
め

ら
れ

た
資

料
①

選
定

委
員

会
議

事
録

、
②

調
査

報
告

書
、

③
教

科
書

展
示

会
「感

想
･意

見
｣

※
熊

本
市

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
掲

載
分

を
除

く
。

開
示

1
0
/
1
2

1
0
/
1
8

郵
送

73
4

10
/1

0
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

16
年

43
5号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

年
43

5号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
1
7

1
0
/
1
9

73
5

10
/1

0

熊
本

市
○

○
○

○
へ

○
○

の
H

26
年

度
○

○
15

万
円

の
予

算
に

つ
い

て
補

助
金

を
支

出
す

る
こ

と
を

決
定

し
た

理
由

が
わ

か
る

書
類

。
H

24
～

27
熊

本
市

○
○

○
○

へ
○

○
○

○
を

随
意

契
約

を
さ

れ
た

理
由

及
び

決
裁

者
が

わ
か

る
書

類

農
水

局
農

政
部

水
産

振
興

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

・補
助

金
交

付
決

定
に

つ
い

て
(平

成
26

年
度

○
○

○
○

事
業

)補
助

金
交

付
決

定
通

知
書

・平
成

24
年

度
○

○
○

○
業

務
委

託
に

つ
い

て
(実

施
伺

)
・平

成
25

年
度

○
○

○
○

試
験

業
務

委
託

に
つ

い
て

(実
施

伺
)

・平
成

26
年

度
○

○
○

○
業

務
委

託
に

つ
い

て
(実

施
伺

)
・平

成
27

年
度

○
○

○
○

業
務

委
託

に
つ

い
て

(実
施

伺
)

開
示

1
0
/
1
7

1
0
/
1
7

平
成

26
年

度
に

お
け

る
熊

本
市

○
○

○
○

へ
の

○
○

○
○

業
務

の
随

意
契

約
(地

方
自

治
法

施
行

令
第

16
7条

の
2第

1項
第

2号
に

基
づ

く
随

意
契

約
）に

関
す

る
以

下
の

資
料

・随
意

契
約

審
査

依
頼

案
件

資
料

（「
会

議
に

提
出

さ
れ

た
検

討
資

料
」、

「決
裁

に
関

す
る

書
類

｣
資

料
と

し
て

・農
水

商
工

局
契

約
事

務
調

査
会

議
設

置
要

綱
、

平
成

26
年

度
熊

本
市

組
織

抜
粋

（「
審

査
会

の
ﾒ
ﾝ

ﾊ
ﾞｰ

」資
料

と
し

て
）

開
示

1
0
/
1
7

1
0
/
2
4

H
26

熊
本

市
○

○
○

○
へ

○
○

○
○

業
務

の
随

意
契

約
に

関
す

る
以

下
の

資
料

・会
議

録
不

存
在

1
0
/
1
7

73
7

10
/1

0
H

24
～

27
熊

本
市

○
○

○
○

へ
の

内
部

監
査

の
結

果
に

つ
い

て
わ

か
る

資
料

。
監

査
事

務
局

H
24

～
27

熊
本

市
○

○
○

○
へ

の
内

部
監

査
の

結
果

に
つ

い
て

わ
か

る
資

料
。

不
存

在
1
0
/
1
1

平
成

24
、

25
、

27
年

度
に

お
け

る
熊

本
市

○
○

○
○

へ
の

○
○

○
○

業
務

の
随

意
契

約
に

関
す

る
会

議
録

及
び

審
査

会
資

料
不

存
在

1
0
/
2
0

73
8

10
/1

0

平
成

24
、

25
、

27
年

度
熊

本
市

○
○

○
○

へ
○

○
○

○
業

務
を

随
意

契
約

を
さ

れ
る

に
あ

た
っ

て
、

地
方

自
治

法
に

基
づ

き
審

査
会

が
開

か
れ

て
お

り
ま

す
が

、
そ

の
審

査
会

の
メ

ン
バ

ー
と

会
議

録
及

び
そ

れ
に

関
す

る
資

料
(会

議
に

提
出

さ
れ

た
検

討
書

類
)並

び
に

こ
れ

ら
の

審
査

会
の

決
裁

者
に

関
す

る
書

類
。

農
水

局
農

政
部

農
業

･ﾌ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾄﾞ

戦
略

課

73
6

10
/1

0

H
26

熊
本

市
○

○
○

○
へ

○
○

○
○

業
務

を
随

意
契

約
を

さ
れ

る
に

あ
た

っ
て

、
地

方
自

治
法

に
基

づ
き

審
査

会
が

開
か

れ
て

お
り

ま
す

が
、

そ
の

審
査

会
の

メ
ン

バ
ー

と
会

議
録

及
び

そ
れ

に
関

す
る

資
料

(会
議

に
提

出
さ

れ
た

検
討

書
類

)並
び

に
こ

れ
ら

の
審

査
会

の
決

裁
者

に
関

す
る

書
類

。
経

済
観

光
局

産
業

部
経

済
政

策
課
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

平
成

24
、

25
、

27
年

度
に

お
け

る
熊

本
市

○
○

○
○

へ
の

○
○

○
○

業
務

の
随

意
契

約
(地

方
自

治
法

施
行

令
第

16
7条

の
2第

1項
第

2号
に

基
づ

く
随

意
契

約
）に

関
す

る
資

料
・随

意
契

約
審

査
依

頼
案

件
資

料
（外

来
魚

捕
獲

業
務

委
託

）
・農

水
商

工
局

契
約

に
関

す
る

審
査

の
実

施
要

領
・熊

本
市

組
織

抜
粋

開
示

1
0
/
2
0

1
0
/
2
4

73
9

10
/1

1
■

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

　
S
40

-1
08

、
S
33

-1
05

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
40

-1
08

、
S
33

-1
05

・全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
1
7

1
0
/
3
0

74
0

10
/1

1

新
西

部
環

境
工

場
建

設
に

伴
う

水
文

調
査

(事
後

)
の

金
入

り
設

計
書

環
境

局
資

源
循

環
部

廃
棄

物
計

画
課

環
境

施
設

整
備

室

新
西

部
環

境
工

場
建

設
に

伴
う

水
文

調
査

(事
後

)
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
0
/
1
6

1
1
/
1
3

郵
送

74
1

10
/1

1
熊

本
地

震
に

伴
う

健
軍

保
育

園
給

水
設

備
復

旧
工

事
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
建

築
住

宅
部

設
備

課

熊
本

地
震

に
伴

う
健

軍
保

育
園

給
水

設
備

復
旧

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
0
/
2
0

1
1
/
1
3

郵
送

74
2

10
/1

1
麻

生
田

第
5水

源
地

外
2件

井
戸

内
部

調
査

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

維
持

管
理

部
水

運
用

課

麻
生

田
第

5水
源

地
外

2件
井

戸
内

部
調

査
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
0
/
1
2

1
1
/
1
3

郵
送

74
3

10
/1

1
西

区
谷

尾
崎

町
○

-○
番

地
付

近
φ

75
・5

0粍
配

水
管

布
設

替
他

1件
工

事
の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
維

持
管

理
部

管
路

維
持

課

西
区

谷
尾

崎
町

○
-○

番
地

付
近

φ
75

・5
0粍

配
水

管
布

設
替

他
1件

工
事

の
金

入
り

設
計

書
及

び
変

更
設

計
書

開
示

1
0
/
1
6

1
1
/
1
3

郵
送

74
4

10
/1

1
東

区
沼

山
津

3丁
目

(上
沼

山
津

橋
）φ

80
0粍

送
水

管
推

進
他

2件
工

事
(災

害
復

旧
工

事
)の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

東
区

沼
山

津
3丁

目
(上

沼
山

津
橋

）φ
80

0粍
送

水
管

推
進

他
2件

工
事

(災
害

復
旧

工
事

)の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
0
/
1
6

1
0
/
1
8

74
5

10
/1

1
■

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

　
S
57

-0
97

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
57

-0
97

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
1
7

1
0
/
1
9

74
6

10
/1

2
大

規
模

行
為

届
出

書
の

様
式

第
3号

(平
成

29
年

7月
11

日
～

8月
10

日
届

出
分

)
建

築
物

に
限

る

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

開
発

景
観

課

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
(平

成
29

年
7月

11
日

～
8月

10
日

届
出

分
)

建
築

物
に

限
る

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
0
/
1
3

1
0
/
2
5

74
7

10
/1

2
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

06
-3

05
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
06

-3
05

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
0
/
1
8

1
0
/
1
9

74
8

10
/1

2
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

06
-3

05
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
06

-3
05

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
0
/
1
8

1
0
/
2
6

73
8

10
/1

0

平
成

24
、

25
、

27
年

度
熊

本
市

○
○

○
○

へ
○

○
○

○
業

務
を

随
意

契
約

を
さ

れ
る

に
あ

た
っ

て
、

地
方

自
治

法
に

基
づ

き
審

査
会

が
開

か
れ

て
お

り
ま

す
が

、
そ

の
審

査
会

の
メ

ン
バ

ー
と

会
議

録
及

び
そ

れ
に

関
す

る
資

料
(会

議
に

提
出

さ
れ

た
検

討
書

類
)並

び
に

こ
れ

ら
の

審
査

会
の

決
裁

者
に

関
す

る
書

類
。

農
水

局
農

政
部

農
業

･ﾌ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾄﾞ

戦
略

課
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

74
9

10
/1

2

熊
本

市
内

の
(1

)市
役

所
本

庁
舎

(2
)災

害
拠

点
病

院
(基

幹
･地

域
)の

自
家

発
電

設
備

に
つ

い
て

、
消

防
法

に
基

づ
い

て
平

成
28

～
29

年
の

間
に

点
検

報
告

が
な

さ
れ

た
直

近
の

点
検

票
(別

記
様

式
24

)

消
防

局
総

務
部

総
務

課

熊
本

市
内

の
(1

)市
役

所
本

庁
舎

(2
)災

害
拠

点
病

院
(基

幹
･地

域
)の

自
家

発
電

設
備

に
つ

い
て

、
消

防
法

に
基

づ
い

て
平

成
28

～
29

年
の

間
に

点
検

報
告

が
な

さ
れ

た
直

近
の

点
検

票
(別

記
様

式
24

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
2
7

1
1
/
6

郵
送

75
0

10
/1

2

熊
本

市
所

管
の

平
成

29
年

1月
1日

か
ら

平
成

29
年

9月
30

日
で

新
規

開
設

届
け

の
あ

っ
た

理
容

所
・美

容
所

一
覧

の
施

設
名

称
、

施
設

所
在

地
、

施
設

電
話

番
号

、
開

設
者

氏
名

、
確

認
済

証
年

月
日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

熊
本

市
所

管
の

平
成

29
年

1月
1日

か
ら

平
成

29
年

9月
30

日
で

新
規

開
設

届
け

の
あ

っ
た

理
容

所
・美

容
所

一
覧

の
施

設
名

称
、

施
設

所
在

地
、

施
設

電
話

番
号

、
開

設
者

氏
名

、
確

認
済

証
年

月
日

開
示

1
0
/
1
6

1
1
/
1
7

郵
送

75
1

10
/1

2

熊
本

市
所

管
の

平
成

29
年

1月
1日

か
ら

平
成

29
年

9月
30

日
で

新
規

開
設

届
け

の
あ

っ
た

施
術

所
一

覧
（柔

整
の

法
律

に
基

づ
く

届
出

と
あ

き
は

法
に

基
づ

く
届

出
に

伴
っ

た
施

術
所

又
は

、
出

張
業

務
の

み
の

届
出

を
含

む
一

覧
)の

施
設

名
称

、
所

在
地

、
電

話
番

号
、

開
設

者
、

開
設

日
、

業
務

の
種

類
の

わ
か

る
も

の
。

た
だ

し
、

廃
業

施
設

を
除

く

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

医
療

政
策

課

熊
本

市
所

管
の

平
成

29
年

1月
1日

か
ら

平
成

29
年

9月
30

日
で

新
規

開
設

届
け

の
あ

っ
た

施
術

所
一

覧
（柔

整
の

法
律

に
基

づ
く

届
出

と
あ

き
は

法
に

基
づ

く
届

出
に

伴
っ

た
施

術
所

又
は

、
出

張
業

務
の

み
の

届
出

を
含

む
一

覧
)の

施
設

名
称

、
所

在
地

、
電

話
番

号
、

開
設

者
、

開
設

日
、

業
務

の
種

類
の

わ
か

る
も

の
。

た
だ

し
、

廃
業

施
設

を
除

く

開
示

1
0
/
1
8

1
1
/
1
7

郵
送

75
2

10
/1

2
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

06
-2

20
･全

部
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
06

-2
20

･全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
1
8

1
0
/
2
0

75
3

10
/1

2

北
熊

本
ｽ
ﾏ

ｰ
ﾄｲ

ﾝ
ﾀ
ｰ

ﾁ
ｪ
ﾝ

ｼ
ﾞ(
仮

称
)立

石
地

区
農

業
用

施
設

(さ
く

井
)工

事
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

道
路

課

北
熊

本
ｽ
ﾏ

ｰ
ﾄｲ

ﾝ
ﾀ
ｰ

ﾁ
ｪ
ﾝ

ｼ
ﾞ(
仮

称
)立

石
地

区
農

業
用

施
設

(さ
く

井
)工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
0
/
1
6

1
1
/
1
3

郵
送

75
4

10
/1

3

・東
区

錦
ヶ

丘
(錦

ヶ
丘

中
学

校
付

近
)φ

70
0粍

配
水

管
推

進
工

事
【総

合
評

価
方

式
】【

余
裕

工
期

あ
り

】
・東

区
沼

山
津

3丁
目

（上
沼

山
津

橋
）φ

80
0粍

送
水

管
推

進
他

2件
工

事
(災

害
復

旧
工

事
)【

総
合

評
価

方
式

】
上

記
の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

・東
区

錦
ヶ

丘
(錦

ヶ
丘

中
学

校
付

近
)φ

70
0粍

配
水

管
推

進
工

事
【総

合
評

価
方

式
】【

余
裕

工
期

あ
り

】
・東

区
沼

山
津

3丁
目

（上
沼

山
津

橋
）φ

80
0粍

送
水

管
推

進
他

2件
工

事
(災

害
復

旧
工

事
)【

総
合

評
価

方
式

】
上

記
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
0
/
1
6

1
0
/
2
4

75
5

10
/1

3
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

10
-3

38
･全

部
・協

定
書

・白
黒

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
10

-3
38

･全
部

・協
定

書
・白

黒
希

望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
2
0

1
0
/
2
5

75
6

10
/1

3

坪
井

川
除

草
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

坪
井

川
除

草
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
0
/
1
7

1
1
/
1
3

郵
送

75
7

10
/1

3

市
道

保
田

窪
本

町
健

軍
町

第
1号

線
舗

装
打

換
工

事
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

道
路

課

市
道

保
田

窪
本

町
健

軍
町

第
1号

線
舗

装
打

換
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
0
/
1
6

1
1
/
1
3

郵
送
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

75
8

10
/1

3

平
成

29
年

度
一

般
道

並
立

熊
本

線
(薄

場
橋

)橋
梁

補
修

工
事

(塗
装

工
事

)は
、

な
ぜ

一
社

応
札

の
競

争
の

働
い

て
い

な
い

状
況

で
落

札
者

を
決

定
し

た
の

か
必

要
性

･理
由

根
拠

を
合

理
的

に
熊

本
市

民
及

び
公

正
取

引
委

員
会

に
説

明
で

き
る

施
行

伺
･契

約
締

結
伺

及
び

、
意

思
決

定
過

程
の

全
資

料
の

開
示

を
請

求
す

る
。

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

道
路

課

平
成

29
年

度
一

般
県

道
並

建
熊

本
線

(薄
場

橋
)

橋
梁

補
修

工
事

(塗
装

工
事

)の
施

行
伺

、
契

約
締

結
伺

及
び

意
思

決
定

過
程

の
資

料
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
0
/
2
6

1
1
/
6

75
9

10
/1

3

5号
街

区
公

園
整

備
工

事
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

植
木

中
央

土
地

区
画

整
理

事
業

所

5号
街

区
公

園
整

備
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
0
/
1
6

1
0
/
1
7

76
0

10
/1

6
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

17
年

第
04

8号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
17

年
第

04
8号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
0
/
2
0

1
0
/
2
3

76
1

10
/1

6
■

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

　
S
52

-0
17

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
52

-0
17

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
0
/
2
0

76
2

10
/1

6

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

県
指

令
第

30
5-

7号
　

S4
5-

30
5-

7
・全

部
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

県
指

令
第

30
5-

7号
　

S4
5-

30
5-

7
・全

部
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
0
/
2
3

1
0
/
2
6

76
3

10
/1

6
川

尻
公

会
堂

耐
震

そ
の

他
改

修
工

事
(そ

の
3)

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

建
築

住
宅

部
営

繕
課

川
尻

公
会

堂
耐

震
そ

の
他

改
修

工
事

(そ
の

3)
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
0
/
1
7

1
0
/
1
8

76
4

10
/1

6
加

勢
川

第
6排

水
区

雨
水

調
整

池
災

害
復

旧
工

事
(そ

の
2)

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
震

災
土

木
施

設
対

策
課

加
勢

川
第

6排
水

区
雨

水
調

整
池

災
害

復
旧

工
事

(そ
の

2)
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
0
/
2
0

1
0
/
2
6

76
5

10
/1

6
市

営
新

地
団

地
外

2団
地

外
構

(土
木

)災
害

復
旧

工
事

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
震

災
土

木
施

設
対

策
課

市
営

新
地

団
地

外
2団

地
外

構
(土

木
)災

害
復

旧
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
0
/
1
9

1
0
/
2
7

76
6

10
/1

6

国
道

50
1号

（飽
田

ﾊ
ﾞｲ

ﾊ
ﾟｽ

）道
路

排
水

施
設

整
備

工
事

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

道
路

課

国
道

50
1号

（飽
田

ﾊ
ﾞｲ

ﾊ
ﾟｽ

）道
路

排
水

施
設

整
備

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
0
/
2
3

1
0
/
2
6

76
7

10
/1

7

下
記

期
間

内
に

新
規

で
開

設
届

を
提

出
さ

れ
た

理
美

容
店

の
一

覧
表

項
目

：店
舗

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

申
請

者
名

期
間

：2
01

7年
10

月
6日

よ
り

20
17

年
10

月
16

日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
開

設
届

を
提

出
さ

れ
た

理
美

容
店

の
一

覧
表

項
目

：店
舗

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

申
請

者
名

期
間

：2
01

7年
10

月
6日

よ
り

20
17

年
10

月
16

日
開

示
1
0
/
1
9

1
1
/
7
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

76
8

10
/1

7

下
記

期
間

内
に

新
規

で
確

認
し

た
飲

食
店

の
一

覧
表

を
お

願
い

い
た

し
ま

す
。

た
だ

し
、

移
動

販
売

･臨
時

営
業

･仮
設

営
業

･自
動

販
売

機
を

除
く

。
項

目
:屋

号
･営

業
所

在
地

･申
請

者
名

・営
業

電
話

番
号

・初
回

許
可

年
月

日
期

間
:2

01
7年

10
月

6日
よ

り
20

17
年

10
月

16
日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

食
品

保
健

課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
確

認
し

た
飲

食
店

の
一

覧
表

を
お

願
い

い
た

し
ま

す
。

た
だ

し
、

移
動

販
売

･臨
時

営
業

･仮
設

営
業

･自
動

販
売

機
を

除
く

。
項

目
:屋

号
･営

業
所

在
地

･申
請

者
名

・営
業

電
話

番
号

・初
回

許
可

年
月

日
期

間
:2

01
7年

10
月

6日
よ

り
20

17
年

10
月

16
日

開
示

1
0
/
1
8

1
1
/
7

76
9

10
/1

7

平
成

24
～

27
年

度
ま

で
の

○
○

が
受

け
た

委
託

事
業

の
す

べ
て

の
内

部
資

料
・実

施
伺

・支
出

伺
・支

出
負

担
伺

・契
約

締
結

伺
・支

出
命

令
等

の
熊

本
市

役
所

に
存

在
す

る
す

べ
て

の
内

部
資

料

農
水

局
農

政
部

水
産

振
興

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

平
成

24
～

27
年

度
ま

で
の

○
○

が
受

け
た

委
託

事
業

の
す

べ
て

の
内

部
資

料
・実

施
伺

・支
出

伺
・支

出
負

担
伺

・契
約

締
結

伺
・支

出
命

令
等

の
熊

本
市

役
所

に
存

在
す

る
す

べ
て

の
内

部
資

料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
0
/
2
5

1
0
/
3
0

77
0

10
/1

7

･沼
山

津
取

水
1号

・1
0号

作
井

工
事

(災
害

復
旧

工
事

)
・託

麻
取

水
3号

井
戸

機
能

改
修

工
事

・秋
田

取
水

1号
修

理
他

1件
工

事
上

記
の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

･沼
山

津
取

水
1号

・1
0号

作
井

工
事

(災
害

復
旧

工
事

)
・託

麻
取

水
3号

井
戸

機
能

改
修

工
事

・秋
田

取
水

1号
修

理
他

1件
工

事
上

記
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
0
/
1
9

1
1
/
1
3

郵
送

77
1

10
/1

7
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

01
-2

75
　

D
-6

の
上

申
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
01

-2
75

　
D

-6
の

上
申

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
2
3

1
0
/
2
4

77
2

10
/1

8

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
53

-0
55

・全
部

・復
元

協
議

書
（覚

書
）・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
04

-4
12

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
53

-0
55

・全
部

・復
元

協
議

書
（覚

書
）・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
04

-4
12

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
2
4

1
0
/
2
7

77
3

10
/1

8

市
道

二
本

木
2丁

目
新

大
江

1丁
目

第
1号

線
(田

崎
橋

)橋
梁

補
修

工
事

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

道
路

課

市
道

二
本

木
2丁

目
新

大
江

1丁
目

第
1号

線
(田

崎
橋

)橋
梁

補
修

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
1
/
2

1
1
/
6

77
4

10
/1

8
田

尻
地

区
他

2件
排

水
路

改
良

工
事

の
金

入
り

設
計

書
農

水
局

農
政

部
南

農
業

振
興

課

田
尻

地
区

他
2件

排
水

路
改

良
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

1
0
/
2
0

1
0
/
2
3

77
5

10
/1

8

○
○

○
○

㈱
様

(所
在

地
：熊

本
市

北
区

植
木

町
一

木
○

○
○

○
番

）所
有

の
土

地
に

お
い

て
、

現
在

及
び

過
去

に
存

在
し

た
水

質
汚

濁
防

止
法

に
基

づ
く

特
定

施
設

の
届

出
書

、
又

は
熊

本
県

地
下

水
保

全
条

例
に

基
づ

く
使

用
管

理
計

画
の

届
出

書

環
境

局
環

境
推

進
部

水
保

全
課

取
下

げ

77
6

10
/1

8
動

植
物

園
(動

物
園

施
設

)災
害

復
旧

工
事

の
金

入
り

設
計

書
経

済
観

光
局

観
光

交
流

部
動

植
物

園

動
植

物
園

(動
物

園
施

設
)災

害
復

旧
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
0
/
2
7

1
0
/
2
7

96



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

77
7

10
/1

8
漏

水
調

査
用

消
火

栓
設

置
工

事
の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
維

持
管

理
部

水
相

談
課

漏
水

調
査

用
消

火
栓

設
置

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
0
/
2
3

1
0
/
2
7

77
8

10
/1

8
■

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

　
S
40

-1
38

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
40

-1
38

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
2
4

1
1
/
2

77
9

10
/1

9

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

県
指

令
第

27
2号

昭
和

48
年

11
月

28
日

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

県
指

令
第

27
2号

昭
和

48
年

11
月

28
日

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
2
4

1
0
/
2
5

78
0

10
/1

9
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

平
成

23
年

2月
22

日
10

年
43

1号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
平

成
23

年
2月

22
日

10
年

43
1号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
2
5

1
0
/
3
0

78
1

10
/1

9

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
14

年
第

08
6号

26
.7

.1
6

　
　

　
　

　
　

 1
6年

第
1
94

号
2
8.

9
.1

2
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
14

年
第

08
6号

26
.7

.1
6

　
　

　
　

　
　

 1
6年

第
1
94

号
2
8.

9
.1

2
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
0
/
2
5

1
1
/
1

78
2

10
/2

0
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

16
年

第
80

号
･全

部
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

年
第

80
号

･全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
0
/
2
5

1
1
/
1
4

78
3

10
/2

0

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
04

-0
05

・全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
02

-3
54

･全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
04

-0
05

・全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
02

-3
54

･全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
3
0

1
0
/
3
1

78
4

10
/2

3
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

01
-0

82
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
01

-0
82

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
0
/
3
0

1
1
/
1

78
5

10
/2

3
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

D
6　

H
23

　
11

-4
39

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
D

6　
H

23
　

11
-4

39
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
3
0

78
6

10
/2

3

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
25

-0
20

号
・全

部
・復

元
協

議
書

（覚
書

）・
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
07

年
第

51
号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
25

-0
20

号
・全

部
・復

元
協

議
書

（覚
書

）・
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
07

年
第

51
号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
3
0

1
1
/
2

78
7

10
/2

3
画

図
町

上
無

田
水

路
護

岸
整

備
工

事
（H

29
) 

の
金

入
り

設
計

書
農

水
局

農
政

部
東

農
業

振
興

課
画

図
町

上
無

田
水

路
護

岸
整

備
工

事
（H

29
) 

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
0
/
2
7

1
0
/
3
1

97



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

78
8

10
/2

4

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

県
指

令
10

8号
（3

9.
10

.1
4）

17
6号

（4
2.

8.
22

）　
17

7号
（4

2.
8.

22
）

30
5-

47
号

（4
5.

12
.2

3）
・全

部
・復

元
協

議
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

県
指

令
10

8号
（3

9.
10

.1
4）

17
6号

（4
2.

8.
22

）　
17

7号
（4

2.
8.

22
）

30
5-

47
号

（4
5.

12
.2

3）
・全

部
・復

元
協

議
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
0
/
3
0

1
1
/
1
0

78
9

10
/2

4
動

植
物

園
(ﾁ

ﾝ
ﾊ

ﾟﾝ
ｼ

ﾞｰ
愛

ﾗ
ﾝ

ﾄﾞ
他

)災
害

復
旧

工
事

の
金

入
り

設
計

書
経

済
観

光
局

観
光

交
流

部
動

植
物

園

動
植

物
園

(ﾁ
ﾝ

ﾊ
ﾟﾝ

ｼ
ﾞｰ

愛
ﾗ
ﾝ

ﾄﾞ
他

)災
害

復
旧

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
0
/
2
7

1
0
/
2
7

79
0

10
/2

4
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

05
年

第
37

1号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
05

年
第

37
1号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
0
/
3
0

1
1
/
2
4

79
1

10
/2

4
■

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

　
S
40

-0
14

、
S
58

-0
61

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
40

-0
14

、
S
58

-0
61

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

1
0
/
3
1

1
1
/
6

79
2

10
/2

4
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

00
年

第
56

7号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
00

年
第

56
7号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
3
1

1
1
/
2

79
3

10
/2

5

ﾈ
ﾝ

ﾘﾝ
ﾋ
ﾟｯ

ｸ
熊

本
開

催
に

つ
い

て
は

○
○

ﾟに
よ

っ
て

1万
2千

食
の

だ
ご

汁
・ぶ

た
汁

を
ﾎ

ﾞﾗ
ﾝ

ﾃ
ｨｱ

で
お

も
て

な
し

を
す

る
企

画
で

あ
り

、
そ

の
前

の
試

食
会

に
西

嶋
副

市
長

ご
参

加
の

も
と

開
催

さ
れ

ま
し

た
。

こ
の

時
の

ｳ
ｪ
ﾙ

ﾊ
ﾟﾙ

熊
本

調
理

室
の

使
用

に
つ

い
て

は
西

嶋
副

市
長

か
ら

こ
こ

を
使

う
よ

う
に

言
わ

れ
た

も
の

で
す

。
こ

の
時

の
使

用
に

つ
い

て
の

起
案

等
す

べ
て

の
内

部
資

料
。

健
康

福
祉

局
福

祉
部

高
齢

介
護

福
祉

課

ﾈ
ﾝ

ﾘﾝ
ﾋ
ﾟｯ

ｸ
熊

本
開

催
に

つ
い

て
は

○
○

ﾟに
よ

っ
て

1万
2千

食
の

だ
ご

汁
・ぶ

た
汁

を
ﾎ

ﾞﾗ
ﾝ

ﾃ
ｨｱ

で
お

も
て

な
し

を
す

る
企

画
で

あ
り

、
そ

の
前

の
試

食
会

に
西

嶋
副

市
長

ご
参

加
の

も
と

開
催

さ
れ

ま
し

た
。

こ
の

時
の

ｳ
ｪ
ﾙ

ﾊ
ﾟﾙ

熊
本

調
理

室
の

使
用

に
つ

い
て

は
西

嶋
副

市
長

か
ら

こ
こ

を
使

う
よ

う
に

言
わ

れ
た

も
の

で
す

。
こ

の
時

の
使

用
に

つ
い

て
の

起
案

等
す

べ
て

の
内

部
資

料
。

不
存

在
1
1
/
6

・平
成

26
年

度
予

算
要

求
資

料
(位

置
図

・写
真

)
・平

成
26

年
度

当
初

歳
出

予
算

要
求

書
(一

般
土

地
改

良
経

費
(政

策
))

・熊
本

市
政

治
倫

理
審

査
会

資
料

開
示

1
1
/
9

1
1
/
1
3

水
路

工
事

5箇
所

に
つ

い
て

の
起

案
、

内
部

資
料

不
存

在
1
1
/
9

79
5

10
/2

5
平

成
28

年
熊

本
地

震
災

害
楠

団
地

6棟
外

5棟
屋

外
階

段
屋

根
復

旧
工

事
(そ

の
2)

の
金

入
り

設
計

書

都
市

建
設

局
建

築
住

宅
部

住
宅

課

平
成

28
年

熊
本

地
震

災
害

楠
団

地
6棟

外
5棟

屋
外

階
段

屋
根

復
旧

工
事

(そ
の

2)
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
0
/
3
0

1
1
/
1
6

79
6

10
/2

5

熊
本

市
中

央
区

船
場

町
下

1丁
目

○
、

○
○

○
○

の
消

防
用

設
備

等
(消

火
器

具
、

自
動

火
災

報
知

設
備

、
非

難
器

具
、

非
常

コ
ン

セ
ン

ト
設

備
）の

着
工

届
及

び
設

置
届

、
添

付
図

面
一

式

消
防

局
総

務
部

総
務

課

熊
本

市
中

央
区

船
場

町
下

1丁
目

○
、

○
○

○
○

の
消

防
用

設
備

等
(消

火
器

具
、

自
動

火
災

報
知

設
備

、
非

難
器

具
、

非
常

コ
ン

セ
ン

ト
設

備
）の

着
工

届
及

び
設

置
届

、
添

付
図

面
一

式

開
示

1
1
/
2

1
2
/
8

郵
送

79
7

10
/2

5

(熊
本

地
震

関
連

)京
陵

中
学

校
屋

内
運

動
場

梁
復

旧
工

事
の

金
入

り
設

計
書

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部 施
設

課

(熊
本

地
震

関
連

)京
陵

中
学

校
屋

内
運

動
場

梁
復

旧
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
0
/
2
7

1
0
/
3
0

79
4

10
/2

5

(政
治

倫
理

審
査

会
対

象
と

な
っ

た
資

料
)

江
津

(画
図

)地
区

の
工

事
を

や
め

ら
れ

た
(中

止
)

理
由

(水
路

工
事

）５
ヶ

所
に

つ
い

て
起

案
等

内
部

資
料

全
部

工
事

予
算

、
場

所
等

に
つ

い
て

も
く

わ
し

く
お

願
い

し
ま

す
。

農
水

局
農

政
部

東
農

業
振

興
課
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

79
8

10
/2

6
都

市
計

画
事

業
西

部
汚

水
11

号
幹

線
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(6

30
7工

区
)設

計
変

更
後

の
金

入
り

設
計

書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

西
部

汚
水

11
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(6
30

7工
区

)設
計

変
更

後
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
0
/
3
0

1
0
/
3
1

79
9

10
/2

6
都

市
計

画
事

業
西

部
汚

水
22

号
幹

線
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
そ

の
2(

63
09

工
区

)の
金

入
り

設
計

書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

西
部

汚
水

22
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

そ
の

2(
63

09
工

区
)の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
0
/
3
0

1
1
/
1
3

80
0

10
/2

6

都
市

計
画

道
路

上
熊

本
細

工
町

線
舗

装
等

工
事

の
設

計
変

更
後

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

熊
本

駅
周

辺
整

備
事

務
所

鉄
道

高
架

関
連

整
備

室

都
市

計
画

道
路

上
熊

本
細

工
町

線
舗

装
等

工
事

の
設

計
変

更
後

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
0
/
3
0

1
1
/
1

80
1

10
/2

7
舞

原
配

水
場

場
内

配
管

工
事

の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
水

道
整

備
課

舞
原

配
水

場
場

内
配

管
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
0
/
3
0

1
0
/
3
1

80
2

10
/1

7

下
記

期
間

内
に

新
規

で
確

認
し

た
飲

食
店

の
一

覧
表

を
お

願
い

い
た

し
ま

す
。

た
だ

し
、

移
動

販
売

･臨
時

営
業

･仮
設

営
業

･自
動

販
売

機
を

除
く

。
項

目
:屋

号
･営

業
所

在
地

･申
請

者
名

・営
業

電
話

番
号

・初
回

許
可

年
月

日
期

間
:2

01
7年

10
月

17
日

よ
り

20
17

年
10

月
27

日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

食
品

保
健

課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
確

認
し

た
飲

食
店

の
一

覧
表

を
お

願
い

い
た

し
ま

す
。

た
だ

し
、

移
動

販
売

･臨
時

営
業

･仮
設

営
業

･自
動

販
売

機
を

除
く

。
項

目
:屋

号
･営

業
所

在
地

･申
請

者
名

・営
業

電
話

番
号

・初
回

許
可

年
月

日
期

間
:2

01
7年

10
月

17
日

よ
り

20
17

年
10

月
27

日

開
示

1
1
/
1

1
1
/
7

80
3

10
/2

7

下
記

期
間

内
に

新
規

で
開

設
届

を
提

出
さ

れ
た

理
美

容
店

の
一

覧
表

項
目

：店
舗

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

申
請

者
名

期
間

：2
01

7年
10

月
17

日
よ

り
20

17
年

10
月

27
日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
確

認
し

た
理

容
所

及
び

美
容

所
の

一
覧

表
項

目
：店

舗
名

、
住

所
、

電
話

番
号

、
届

出
者

名
期

間
：2

01
7年

10
月

17
日

よ
り

20
17

年
10

月
27

日
開

示
1
1
/
1

1
1
/
7

80
4

10
/2

7

藻
器

堀
川

改
修

工
事

（2
k9

50
～

2k
99

0）
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

藻
器

堀
川

改
修

工
事

（2
k9

50
～

2k
99

0）
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
0
/
3
1

1
1
/
7

80
5

10
/2

7

市
道

釜
尾

町
貢

町
第

1号
線

災
害

復
旧

工
事

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
震

災
土

木
施

設
対

策
課

市
道

釜
尾

町
貢

町
第

1号
線

災
害

復
旧

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
1
/
1

1
1
/
6

80
6

10
/2

7
扇

田
周

辺
環

境
整

備
事

業
小

塚
地

区
側

溝
改

良
工

事
の

金
入

り
設

計
書

環
境

局
資

源
循

環
部

廃
棄

物
計

画
課

扇
田

周
辺

環
境

整
備

事
業

小
塚

地
区

側
溝

改
良

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
0
/
3
1

1
1
/
1

80
7

10
/3

0

○
○

○
○

㈱
に

て
熊

本
市

に
届

出
を

出
し

て
い

る
営

業
許

可
写

し
①

屋
号

　
②

屋
号

住
所

　
③

営
業

許
可

種
類

(喫
茶

店
・乳

類
・食

品
な

ど
)　

④
営

業
許

可
番

号
　

⑤
営

業
許

可
開

始
年

月
日

　
⑥

営
業

許
可

終
了

年
月

日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

食
品

保
健

課

平
成

29
年

10
月

30
日

ま
で

に
熊

本
市

に
お

い
て

○
○

○
○

㈱
で

営
業

許
可

を
受

け
た

一
覧

項
目

：屋
号

・商
号

・営
業

所
所

在
地

・営
業

許
可

種
類

・営
業

許
可

番
号

・営
業

許
可

開
始

年
月

日
・営

業
許

可
終

了
年

月
日

開
示

1
1
/
6

1
1
/
8
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

上
下

水
道

局
か

ら
○

○
が

受
託

し
た

魚
類

捕
獲

業
務

委
託

事
業

に
関

す
る

(起
案

、
決

裁
書

類
）す

べ
て

の
文

書
(平

成
24

年
度

か
ら

平
成

27
年

度
ま

で
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
1
/
2

1
1
/
2

上
下

水
道

局
か

ら
○

○
が

受
託

し
た

魚
類

捕
獲

業
務

委
託

事
業

に
関

す
る

(起
案

、
決

裁
書

類
）す

べ
て

の
文

書
(平

成
23

年
度

、
平

成
28

年
度

、
平

成
29

年
度

)

不
存

在
1
1
/
2

80
9

10
/3

0
○

○
が

市
へ

要
望

し
た

書
類

(水
産

振
興

セ
ン

タ
ー

に
限

る
)

農
水

局
農

政
部

水
産

振
興

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

○
○

が
市

へ
要

望
し

た
書

類
(水

産
振

興
セ

ン
タ

ー
に

限
る

)
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
1
/
2
0

1
1
/
3
0

81
0

10
/3

1
■

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

　
熊

本
県

指
令

第
26

0号
・全

部
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

県
指

令
第

26
0号

・全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
7

1
1
/
1
0

81
1

11
/1

平
成

29
年

10
/1

～
10

/3
1ま

で
に

新
規

で
営

業
許

可
を

取
得

し
た

美
容

所
の

―
覧

表
.

【取
得

希
望

情
報

】
・施

設
名

称
・施

設
所

在
地

・電
話

番
号

・確
認

年
月

日
・開

設
者

名
(可

能
で

あ
れ

ば
)

※
上

記
以

タ
ト
の

情
報

が
含

ま
れ

て
い

て
も

問
題

な
し

管
轄

エ
リ

ア
全

て

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

29
年

10
/1

～
10

/3
1ま

で
に

新
規

で
確

認
し

た
美

容
所

の
下

記
に

関
す

る
―

覧
表

項
目

：施
設

名
称

・施
設

所
在

地
・電

話
番

号
・確

認
年

月
日

・開
設

者
名

開
示

1
1
/
6

1
1
/
1
3

郵
送

81
2

11
/1

復
興

城
主

ﾌ
ﾟﾛ

ｼ
ﾞｪ

ｸ
ﾄで

集
ま

っ
た

募
金

に
つ

い
て

20
16

年
11

月
1日

～
20

17
年

10
月

31
ま

で
の

1年
間

に
使

っ
た

金
額

及
び

具
体

的
な

用
途

の
分

か
る

書
類

経
済

観
光

局
熊

本
城

総
合

事
務

所

熊
本

城
復

元
整

備
基

金
の

使
途

に
つ

い
て

開
示

1
1
/
2
2

1
1
/
2
2

本
荘

町
○

-○
付

近
H

27
年

度
の

本
山

町
路

上
事

故
に

関
す

る
電

灯
の

写
真

又
は

報
告

書
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
2
1

1
2
/
1
3

本
荘

町
○

-○
付

近
市

道
の

歩
道

部
電

灯
工

事
(電

球
切

れ
等

も
含

む
)H

29
.1

0.
17

の
工

事
に

関
す

る
契

約
書

等
不

存
在

1
1
/
2
1

81
3

11
/1

H
27

.○
○

.○
○

転
落

事
故

に
つ

い
て

(西
部

土
木

)
市

道
で

あ
る

本
荘

町
○

-○
の

歩
道

の
電

灯
工

事
(3

箇
所

)に
つ

い
て

①
H

29
.1

0.
17

頃
に

関
す

る
契

約
書

等

②
H

27
年

度
の

上
記

の
本

山
町

路
上

事
故

に
関

す
る

電
灯

の
写

真
又

は
報

告
書

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

道
路

課

80
8

10
/3

0

上
下

水
道

局
か

ら
○

○
が

受
託

し
た

魚
類

捕
獲

業
務

委
託

事
業

に
関

す
る

(起
案

、
決

裁
書

類
）す

べ
て

の
文

書
(平

成
24

年
度

か
ら

平
成

27
年

度
ま

で
)

上
下

水
道

局
維

持
管

理
部

水
再

生
課

100



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

81
4

11
/2

1.
都

市
計

画
事

業
東

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

B
系

消
化

ガ
ス

発
電

設
備

工
事

(7
0
0
2
工

区
)

2.
都

市
計

画
事

業
東

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

A
-3

系
反

応
ﾀ
ﾝ

ｸ
機

械
設

備
そ

の
他

工
事

(6
01

3工
区

)
3.

都
市

計
画

事
業

東
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

A
系

機
械

濃
縮

機
械

設
備

そ
の

他
工

事
(5

00
5工

区
)

4.
都

市
計

画
事

業
中

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

A
-2

-2
系

反
応

ﾀ
ﾝ

ｸ
機

械
設

備
工

事
(5

00
9工

区
)

5.
都

市
計

画
事

業
東

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

A
-2

系
反

応
ﾀ
ﾝ

ｸ
機

械
設

備
工

事
そ

の
他

工
事

(6
6工

区
)

6.
都

市
計

画
事

業
中

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

機
械

濃
縮

機
機

械
設

備
そ

の
他

工
事

(5
7工

区
)

7.
都

市
計

画
事

業
中

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

A
-2

-1
系

反
応

ﾀ
ﾝ

ｸ
機

械
設

備
工

事
(5

3工
区

)
上

記
の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

1.
都

市
計

画
事

業
東

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

B
系

消
化

ガ
ス

発
電

設
備

工
事

(7
0
0
2
工

区
)

2.
都

市
計

画
事

業
東

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

A
-3

系
反

応
ﾀ
ﾝ

ｸ
機

械
設

備
そ

の
他

工
事

(6
01

3工
区

)
3.

都
市

計
画

事
業

東
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

A
系

機
械

濃
縮

機
械

設
備

そ
の

他
工

事
(5

00
5工

区
)

4.
都

市
計

画
事

業
中

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

A
-2

-2
系

反
応

ﾀ
ﾝ

ｸ
機

械
設

備
工

事
(5

00
9工

区
)

5.
都

市
計

画
事

業
東

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

A
-2

系
反

応
ﾀ
ﾝ

ｸ
機

械
設

備
工

事
そ

の
他

工
事

(6
6工

区
)

6.
都

市
計

画
事

業
中

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

機
械

濃
縮

機
機

械
設

備
そ

の
他

工
事

(5
7工

区
)

7.
都

市
計

画
事

業
中

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

A
-2

-1
系

反
応

ﾀ
ﾝ

ｸ
機

械
設

備
工

事
(5

3工
区

)
上

記
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
1
/
6

1
1
/
2
2

81
5

11
/2

田
迎

南
小

学
校

冷
暖

房
設

備
工

事
の

金
入

り
設

計
書

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部 施
設

課

田
迎

南
小

学
校

冷
暖

房
設

備
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
1
/
8

1
1
/
1
3

81
6

11
/2

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
17

年
23

4号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
17

年
23

4号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
1
/
7

1
1
/
1
0

81
7

11
/2

熊
本

市
橋

梁
点

検
業

務
委

託
（西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

管
内

地
区

）そ
の

１
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

道
路

課

熊
本

市
橋

梁
点

検
業

務
委

託
（西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

管
内

地
区

）そ
の

１
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
1
/
9

1
1
/
1
6

81
8

11
/2

一
般

県
道

益
城

菊
陽

線
(小

山
工

区
)外

側
溝

補
修

工
事

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

道
路

課

一
般

県
道

益
城

菊
陽

線
(小

山
工

区
)外

側
溝

補
修

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
1
/
7

1
1
/
1
5

81
9

11
/2

熊
本

市
消

防
局

(中
央

消
防

署
)が

保
管

し
て

い
る

熊
本

市
北

区
楠

7丁
目

○
番

○
号

建
物

(○
○

○
○

）1
F
～

3F
ま

で
の

平
面

図
(間

取
図

)の
写

し

消
防

局
総

務
部

総
務

課

熊
本

市
北

区
楠

7丁
目

○
番

○
号

建
物

(○
○

○
○

）1
F
～

3F
ま

で
の

平
面

図
(間

取
図

)の
写

し
開

示
1
1
/
2
0

1
1
/
2
1

82
0

11
/2

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

20
.6

.1
7　

08
-1

66
号

D
-6

判
定

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

20
.6

.1
7　

08
-1

66
号

D
-6

判
定

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
7

1
1
/
1
5

82
1

11
/2

東
区

の
許

可
を

受
け

た
美

容
室

(店
舗

)の
開

示
請

求
。

た
だ

し
、

屋
号

、
住

所
の

み
(最

新
の

物
)

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

29
年

11
月

2日
時

点
で

熊
本

市
東

区
に

存
在

す
る

美
容

所
に

関
す

る
以

下
の

項
目

項
目

:店
舗

名
、

住
所

開
示

1
1
/
7

1
1
/
8

82
2

11
/6

平
成

29
年

10
月

1日
～

平
成

29
年

10
月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
美

容
所

一
覧

。
項

目
：施

設
名

称
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
開

設
者

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名
。

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

29
年

10
/1

～
10

/3
1ま

で
に

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

確
認

し
た

美
容

所
の

下
記

に
関

す
る

―
覧

表
項

目
：施

設
名

称
・営

業
所

所
在

地
・営

業
所

電
話

番
号

・開
設

者
氏

名
・役

職
･代

表
者

名

開
示

1
1
/
8

1
1
/
1
6

101



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

82
3

11
/6

熊
本

市
が

現
存

す
る

居
宅

サ
ー

ビ
ス

事
業

の
う

ち
、

「訪
問

介
護

｣｢
訪

問
入

浴
介

護
｣｢

通
所

介
護

｣
｢福

祉
用

具
貸

与
｣「

短
期

入
所

生
活

介
護

｣｢
居

宅
介

護
支

援
｣｢

定
期

巡
回

・随
時

対
応

型
訪

問
介

護
看

護
｣「

地
域

密
着

型
通

所
介

護
｣「

夜
間

対
応

訪
問

介
護

｣「
認

知
症

対
応

型
通

所
介

護
｣「

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
｣「

看
護

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
｣の

12
ｻ

ｰ
ﾋ
ﾞｽ

に
つ

い
て

、
「ｻ

ｰ
ﾋ
ﾞｽ

種
類

名
」「

事
業

主
体

名
｣｢

事
業

所
名

｣「
郵

便
番

号
｣｢

住
所

｣「
電

話
番

号
」「

F
A

X
番

号
｣「

介
護

保
険

事
業

所
番

号
」が

記
載

さ
れ

た
平

成
29

年
10

月
1日

時
点

で
開

設
済

み
の

事
業

所
一

覧
表

。

健
康

福
祉

局
福

祉
部

高
齢

介
護

福
祉

課

熊
本

市
が

現
存

す
る

居
宅

サ
ー

ビ
ス

事
業

の
う

ち
、

「訪
問

介
護

｣｢
訪

問
入

浴
介

護
｣｢

通
所

介
護

｣
｢福

祉
用

具
貸

与
｣「

短
期

入
所

生
活

介
護

｣｢
居

宅
介

護
支

援
｣｢

定
期

巡
回

・随
時

対
応

型
訪

問
介

護
看

護
｣「

地
域

密
着

型
通

所
介

護
｣「

夜
間

対
応

訪
問

介
護

｣「
認

知
症

対
応

型
通

所
介

護
｣「

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
｣「

看
護

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
｣の

12
ｻ

ｰ
ﾋ
ﾞｽ

に
つ

い
て

、
「ｻ

ｰ
ﾋ
ﾞｽ

種
類

名
」「

事
業

主
体

名
｣｢

事
業

所
名

｣「
郵

便
番

号
｣｢

住
所

｣「
電

話
番

号
」「

F
A

X
番

号
｣「

介
護

保
険

事
業

所
番

号
」が

記
載

さ
れ

た
平

成
29

年
10

月
1日

時
点

で
開

設
済

み
の

事
業

所
一

覧
表

。

開
示

1
1
/
1
3

1
1
/
2
2

郵
送

82
4

11
/6

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
08

-1
04

（H
20

)
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
08

-1
04

（H
20

)
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
8

1
1
/
1
3

82
5

11
/6

高
平

台
小

学
校

体
育

館
屋

根
防

水
改

修
工

事
の

金
入

り
設

計
書

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部 施
設

課

高
平

台
小

学
校

体
育

館
屋

根
防

水
改

修
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
1
/
9

1
1
/
1
0

82
6

11
/6

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
15

年
12

2号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
15

年
12

2号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
1
/
8

1
1
/
1
0

82
7

11
/6

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
02

年
第

01
4号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
02

年
第

01
4号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
1
0

1
1
/
2
8

82
8

11
/7

(熊
本

地
震

関
連

)日
吉

小
学

校
・城

南
中

学
校

ﾌ
ﾟｰ

ﾙ
復

旧
工

事
の

金
入

り
設

計
書

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部 施
設

課

(熊
本

地
震

関
連

)日
吉

小
学

校
・城

南
中

学
校

ﾌ
ﾟｰ

ﾙ
復

旧
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
1
/
1
0

1
1
/
1
0

82
9

11
/7

平
成

30
年

度
使

用
小

学
校

教
科

用
図

書
採

択
に

関
す

る
資

料
（道

徳
）

・採
択

委
員

名
簿

、
調

査
委

員
名

簿
・教

科
書

選
定

委
員

会
議

事
録

・教
育

委
員

会
会

議
録

(教
科

書
決

定
に

関
す

る
も

の
)

教
育

委
員

会
事

務
局

学
校

教
育

部 指
導

課

平
成

30
年

度
使

用
小

学
校

教
科

用
図

書
採

択
に

関
す

る
資

料
（道

徳
）

①
調

査
報

告
書

②
選

定
委

員
会

議
事

録
※

熊
本

市
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
掲

載
分

（教
科

用
図

書
選

定
意

見
書

、
教

科
書

選
定

委
員

名
簿

、
教

科
書

研
究

員
名

簿
、

教
育

委
員

会
議

事
録

）を
除

く
。

開
示

1
1
/
9

1
1
/
1
4

郵
送

82
9.

02
11

/7
弓

削
1丁

目
～

6丁
目

に
お

け
る

住
居

表
示

台
帳

（全
街

区
分

）
市

民
局

市
民

生
活

部
地

域
政

策
課

平
成

29
年

10
月

30
日

に
実

施
し

た
住

居
表

示
整

備
事

業
実

施
区

域
で

あ
る

「弓
削

1丁
目

～
6丁

目
」の

住
居

表
示

台
帳

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
1
6

1
1
/
2
4

郵
送

83
0

11
/8

植
木

町
平

野
農

道
舗

装
工

事
（H

29
) 

の
金

入
り

設
計

書
農

水
局

農
政

部
北

農
業

振
興

課
植

木
町

平
野

農
道

舗
装

工
事

（H
29

) 
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
1
/
8

1
1
/
1
5
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

熊
本

市
の

、
平

成
29

年
1月

1日
現

在
の

、
地

番
･

筆
界

等
(で

き
れ

ば
字

界
・字

名
･家

屋
も

）の
現

況
図

ﾃ
ﾞｰ

ﾀ

課
税

管
理

課
が

所
管

す
る

熊
本

市
の

、
平

成
29

年
1月

1日
現

在
の

、
地

番
、

筆
界

等
(で

き
れ

ば
字

界
、

字
名

、
家

屋
も

）の
現

況
図

ﾃ
ﾞｰ

ﾀ
」

不
開

示
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
1
0

1
1
/
3
0

熊
本

市
の

土
地

・家
屋

課
税

台
帳

や
土

地
･家

屋
等

縦
覧

帳
簿

等
に

登
録

さ
れ

た
「土

地
の

所
在

・
地

番
・地

目
･地

積
」、

「家
屋

の
所

在
・地

番
･家

屋
番

号
･種

類
･構

造
･床

面
積

･新
築

年
月

日
｣の

登
記

事
項

一
覧

ﾃ
ﾞｰ

ﾀ
(電

磁
的

記
録

)の
複

製
。

熊
本

市
の

、
土

地
・家

屋
課

税
台

帳
や

土
地

･家
屋

価
格

等
縦

覧
帳

簿
等

に
登

録
さ

れ
た

「土
地

の
所

在
・地

番
･地

目
･地

積
」、

「家
屋

の
所

在
・地

番
･家

屋
番

号
・種

類
･構

造
･床

面
積

･新
築

年
月

日
｣の

登
記

事
項

一
覧

ﾃ
ﾞｰ

ﾀ
(電

磁
的

記
録

）の
複

製
。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
1
号

　
法

令
秘

情
報

1
1
/
2
1

1
1
/
3
0

郵
送

83
2

11
/8

都
市

計
画

事
業

南
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

管
理

等
そ

の
他

電
気

設
備

工
事

(7
00

5工
区

)の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

南
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

管
理

等
そ

の
他

電
気

設
備

工
事

(7
00

5工
区

)の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
1
/
1
3

1
1
/
2
0

郵
送

83
3

11
/9

都
市

計
画

事
業

東
部

汚
水

48
号

幹
線

及
び

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(7
21

0工
区

)の
金

入
り

設
計

書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

東
部

汚
水

48
号

幹
線

及
び

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(7
21

0工
区

)の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
1
/
1
4

1
1
/
1
5

83
4

11
/9

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
08

-0
27

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
08

-0
27

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
1
/
1
0

1
1
/
1
5

83
5

11
/9

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
42

-3
22

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
42

-3
22

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
1
0

1
1
/
2
1

83
6

11
/9

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
04

-0
24

、
S4

4-
60

2
・全

部
・復

元
協

議
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
04

-0
24

、
S4

4-
60

2
・全

部
・復

元
協

議
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
1
/
1
3

2
/
6

83
7

11
/9

建
築

確
認

(建
築

主
：○

○
○

○
　

住
所

:熊
本

市
春

日
3丁

目
○

-○
）

S5
0.

5.
9　

確
認

第
○

○
号

　
添

付
の

誓
約

書

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

建
築

確
認

(建
築

主
：○

○
○

○
　

住
所

:熊
本

市
春

日
3丁

目
○

-○
）

S5
0.

5.
9　

確
認

第
○

○
号

　
添

付
の

誓
約

書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
1
3

1
1
/
1
3

83
8

11
/1

0

・平
成

29
年

度
桑

鶴
遺

跡
群

第
2次

調
査

区
出

土
遺

物
ﾃ

ﾞｼ
ﾞﾀ

ﾙ
ﾄﾚ

ｰ
ｽ
等

業
務

委
託

・平
成

29
年

度
立

石
遺

跡
群

第
4次

調
査

区
遺

構
実

測
等

業
務

委
託

・平
成

29
年

度
硯

川
遺

跡
群

第
7次

調
査

区
出

土
遺

物
実

測
図

作
成

等
業

務
委

託
・平

成
29

年
度

松
山

遺
跡

第
11

次
調

査
遺

構
実

測
図

ﾃ
ﾞｼ

ﾞﾀ
ﾙ

ﾄﾚ
ｰ

ｽ
等

業
務

委
託

・平
成

29
年

度
硯

川
遺

跡
群

第
9次

調
査

区
(北

側
部

分
)発

掘
調

査
遺

構
実

測
等

業
務

委
託

上
記

の
金

入
り

設
計

書

経
済

観
光

局
文

化
･ｽ

ﾎ
ﾟｰ

ﾂ
交

流
部 文

化
振

興
課

・平
成

29
年

度
桑

鶴
遺

跡
群

第
2次

調
査

区
出

土
遺

物
ﾃ

ﾞｼ
ﾞﾀ

ﾙ
ﾄﾚ

ｰ
ｽ
等

業
務

委
託

・平
成

29
年

度
立

石
遺

跡
群

第
4次

調
査

区
遺

構
実

測
等

業
務

委
託

・平
成

29
年

度
硯

川
遺

跡
群

第
7次

調
査

区
出

土
遺

物
実

測
図

作
成

等
業

務
委

託
・平

成
29

年
度

松
山

遺
跡

第
11

次
調

査
遺

構
実

測
図

ﾃ
ﾞｼ

ﾞﾀ
ﾙ

ﾄﾚ
ｰ

ｽ
等

業
務

委
託

・平
成

29
年

度
硯

川
遺

跡
群

第
9次

調
査

区
(北

側
部

分
)発

掘
調

査
遺

構
実

測
等

業
務

委
託

上
記

の
金

入
り

設
計

書

開
示

1
1
/
1
3

1
1
/
1
7

郵
送

83
9

11
/1

0
熊

本
市

北
区

弓
削

1丁
目

～
6丁

目
住

居
表

示
台

帳
(1

0月
30

日
施

行
時

)
市

民
局

市
民

生
活

部
地

域
政

策
課

熊
本

市
北

区
弓

削
1丁

目
～

6丁
目

住
居

表
示

台
帳

(1
0月

30
日

施
行

時
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
1
6

1
1
/
1
6

83
1

11
/8

財
政

局
税

務
部

課
税

管
理

課
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

84
0

11
/1

0

・喫
茶

店
営

業
許

可
を

受
け

た
カ

ッ
プ

式
自

動
販

売
機

一
覧

・乳
製

品
販

売
の

保
健

所
申

請
許

可
を

受
け

た
自

動
販

売
機

一
覧

上
記

の
最

新
の

文
書

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

食
品

保
健

課

平
成

29
年

11
月

10
日

ま
で

に
営

業
許

可
を

受
け

た
喫

茶
店

･飲
食

店
(自

動
販

売
機

）及
び

乳
類

販
売

業
(自

動
販

売
機

)の
一

覧
項

目
：屋

号
･商

号
、

営
業

所
所

在
地

、
申

請
者

名
、

業
種

、
許

可
開

始
日

、
許

可
終

了
日

開
示

1
1
/
2
1

1
1
/
2
7

84
1

11
/1

0
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

99
-0

47
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
99

-0
47

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
1
4

1
1
/
1
7

84
2

11
/1

0
大

規
模

行
為

の
届

出
書

様
式

第
3号

、
建

築
物

に
限

る
H

29
.6

.2
8～

H
29

.1
1.

9

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

開
発

景
観

課

大
規

模
行

為
の

届
出

書
様

式
第

3号
、

建
築

物
に

限
る

H
29

.6
.2

8～
H

29
.1

1.
9

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
1
/
2
4

1
1
/
2
8

84
3

11
/1

3

下
記

期
間

内
に

新
規

で
確

認
し

た
飲

食
店

の
一

覧
表

を
お

願
い

い
た

し
ま

す
。

た
だ

し
、

移
動

販
売

･臨
時

営
業

･仮
設

営
業

･自
動

販
売

機
を

除
く

。
項

目
:屋

号
･営

業
所

在
地

･申
請

者
名

・営
業

電
話

番
号

・初
回

許
可

年
月

日
期

間
:2

01
7年

10
月

28
日

よ
り

20
17

年
11

月
12

日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

食
品

保
健

課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
確

認
し

た
飲

食
店

の
一

覧
表

を
お

願
い

い
た

し
ま

す
。

た
だ

し
、

移
動

販
売

･臨
時

営
業

･仮
設

営
業

･自
動

販
売

機
を

除
く

。
項

目
:屋

号
･営

業
所

在
地

･申
請

者
名

・営
業

電
話

番
号

・初
回

許
可

年
月

日
期

間
:2

01
7年

10
月

28
日

よ
り

20
17

年
11

月
12

日

開
示

1
1
/
2
4

1
1
/
2
8

84
4

11
/1

3

下
記

期
間

内
に

新
規

で
開

設
届

を
提

出
さ

れ
た

理
美

容
店

の
一

覧
表

項
目

：店
舗

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

申
請

者
名

期
間

：2
01

7年
10

月
28

日
よ

り
20

17
年

11
月

12
日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
確

認
し

た
理

容
所

及
び

美
容

所
の

一
覧

表
項

目
：店

舗
名

、
住

所
、

電
話

番
号

、
届

出
者

名
期

間
：2

01
7年

10
月

28
日

よ
り

20
17

年
11

月
12

日
開

示
1
1
/
1
5

1
1
/
2
8

84
5

11
/1

3

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
55

-1
04

・全
部

・復
元

協
議

書
（覚

書
）・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

年
第

50
号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
55

-1
04

・全
部

・復
元

協
議

書
（覚

書
）・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

年
第

50
号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
1
4

1
2
/
6

84
6

11
/1

3
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

06
-3

05
の

道
路

協
定

書
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
06

-3
05

の
道

路
協

定
書

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
1
/
1
6

1
1
/
2
0

③
九

電
及

び
N

T
T

の
電

柱
及

び
支

柱
の

使
用

料
が

土
地

所
有

者
に

支
払

わ
れ

る
が

、
2
01

7年
9月

25
日

上
記

現
地

で
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

の
職

員
が

使
用

料
は

近
く

の
土

地
所

有
者

に
支

払
わ

れ
る

と
発

言
さ

れ
た

そ
の

根
拠

資
料

⑤
文

書
に

よ
る

回
答

が
遅

れ
て

い
る

理
由

不
存

在
1
1
/
3
0

84
7

11
/1

3

①
熊

本
市

役
所

に
お

け
る

指
導

認
定

の
規

則
書

②
熊

本
市

西
区

上
代

1-
○

-○
.○

.○
に

隣
接

す
る

道
路

の
指

導
認

定
に

至
る

す
べ

て
の

経
緯

が
わ

か
る

書
類

③
九

電
及

び
N

T
T

の
電

柱
及

び
支

柱
の

使
用

料
が

土
地

所
有

者
に

支
払

わ
れ

る
が

、
2
01

7年
9月

25
日

上
記

現
地

で
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

の
職

員
が

使
用

料
は

近
く

の
土

地
所

有
者

に
支

払
わ

れ
る

と
発

言
さ

れ
た

そ
の

根
拠

資
料

④
○

○
が

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

に
要

望
に

行
っ

た
際

の
一

切
の

記
録

⑤
文

書
に

よ
る

回
答

が
遅

れ
て

い
る

理
由

⑥
市

道
認

定
の

規
則

(基
準

)が
始

ま
っ

た
年

月
日

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

総
務

課

104



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

②
熊

本
市

西
区

上
代

1-
○

-○
.○

.○
に

隣
接

す
る

道
路

の
指

導
認

定
に

至
る

す
べ

て
の

経
緯

が
わ

か
る

書
類

「昭
和

62
年

11
月

4日
決

裁
　

道
路

敷
地

寄
付

申
請

に
伴

う
市

道
認

定
に

つ
い

て
」

④
○

○
が

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

に
要

望
に

行
っ

た
際

の
一

切
の

記
録

「要
望

書
及

び
F
A

X
（2

01
7.

○
○

.○
○

付
け

、
20

17
.○

○
.○

○
付

け
」

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
3
0

1
2
/
2
2

①
熊

本
市

役
所

に
お

け
る

指
導

認
定

の
規

則
書

⑥
市

道
認

定
の

規
則

(基
準

)が
始

ま
っ

た
年

月
日

開
示

1
1
/
3
0

1
2
/
2
2

84
8

11
/1

3
都

市
計

画
事

業
西

部
汚

水
17

号
幹

線
及

び
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(6
20

2工
区

)【
総

合
評

価
方

式
】の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

西
部

汚
水

17
号

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(6

20
2工

区
)【

総
合

評
価

方
式

】の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
1
/
1
4

1
1
/
1
5

84
9

11
/1

3

陳
内

前
原

公
園

外
1公

園
整

備
工

事
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

陳
内

前
原

公
園

外
1公

園
整

備
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
1
/
1
4

1
1
/
7

郵
送

85
0

11
/1

3

必
由

館
高

等
学

校
清

水
ｸ
ﾞﾗ

ｳ
ﾝ

ﾄﾞ
防

球
ﾈ

ｯ
ﾄ解

体
そ

の
他

工
事

の
設

計
変

更
後

の
金

入
り

設
計

書
教

育
委

員
会

事
務

局
教

育
総

務
部 施

設
課

必
由

館
高

等
学

校
清

水
ｸ
ﾞﾗ

ｳ
ﾝ

ﾄﾞ
防

球
ﾈ

ｯ
ﾄ解

体
そ

の
他

工
事

の
設

計
変

更
後

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
1
/
1
4

1
1
/
1
6

85
1

11
/1

3
都

市
計

画
事

業
西

部
汚

水
17

号
幹

線
及

び
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(7
20

2工
区

)【
総

合
評

価
方

式
】の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

西
部

汚
水

17
号

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(7

20
2工

区
)【

総
合

評
価

方
式

】の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
1
/
1
7

1
1
/
2
1

85
1.

02
11

/1
3

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
17

-2
38

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
17

-2
38

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
1
/
1
6

1
1
/
2
0

85
2

11
/1

3
海

路
口

町
他

2件
水

路
改

良
工

事
の

金
入

り
設

計
書

農
水

局
農

政
部

南
農

業
振

興
課

海
路

口
町

他
2件

水
路

改
良

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

3
号

　
法

人
等

情
報

1
1
/
2
7

1
2
/
1

85
3

11
/1

4

土
壌

汚
染

対
策

法
第

3条
に

基
づ

き
有

害
物

質
使

用
特

定
施

設
の

廃
止

届
け

の
調

査
義

務
が

発
生

し
た

が
、

た
だ

し
書

き
規

定
の

い
ず

れ
か

に
該

当
し

た
こ

と
で

、
同

義
務

が
一

時
的

に
免

除
さ

れ
て

い
る

工
場

･事
業

場
が

提
出

し
た

「土
壌

汚
染

対
策

法
第

3条
第

1項
た

だ
し

書
き

の
確

認
申

請
書

｣の
写

し
又

は
一

覧
表

環
境

局
環

境
推

進
部

水
保

全
課

土
壌

汚
染

対
策

法
第

3条
に

基
づ

き
有

害
物

質
使

用
特

定
施

設
の

廃
止

届
け

の
調

査
義

務
が

発
生

し
た

が
、

た
だ

し
書

き
規

定
の

い
ず

れ
か

に
該

当
し

た
こ

と
で

、
同

義
務

が
一

時
的

に
免

除
さ

れ
て

い
る

工
場

･事
業

場
が

提
出

し
た

「土
壌

汚
染

対
策

法
第

3条
第

1項
た

だ
し

書
き

の
確

認
申

請
書

｣の
写

し
又

は
一

覧
表

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
4

1
2
/
1
3

郵
送

85
4

11
/1

5
■

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

　
S
44

-6
03

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
44

-6
03

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
2
1

1
1
/
2
4

84
7

11
/1

3

①
熊

本
市

役
所

に
お

け
る

指
導

認
定

の
規

則
書

②
熊

本
市

西
区

上
代

1-
○

-○
.○

.○
に

隣
接

す
る

道
路

の
指

導
認

定
に

至
る

す
べ

て
の

経
緯

が
わ

か
る

書
類

③
九

電
及

び
N

T
T

の
電

柱
及

び
支

柱
の

使
用

料
が

土
地

所
有

者
に

支
払

わ
れ

る
が

、
2
01

7年
9月

25
日

上
記

現
地

で
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

の
職

員
が

使
用

料
は

近
く

の
土

地
所

有
者

に
支

払
わ

れ
る

と
発

言
さ

れ
た

そ
の

根
拠

資
料

④
○

○
が

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

に
要

望
に

行
っ

た
際

の
一

切
の

記
録

⑤
文

書
に

よ
る

回
答

が
遅

れ
て

い
る

理
由

⑥
市

道
認

定
の

規
則

(基
準

)が
始

ま
っ

た
年

月
日

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

総
務

課

105



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

85
5

11
/1

5

資
料

名
：湖

東
町

新
生

町
連

絡
道

路
敷

地
実

測
図 対

象
部

分
：熊

本
市

東
区

健
軍

4丁
目

○
番

○

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

総
務

課

資
料

名
：湖

東
町

新
生

町
連

絡
道

路
敷

地
実

測
図 対

象
部

分
：熊

本
市

東
区

健
軍

4丁
目

○
番

○

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
1
6

1
1
/
2
7

85
6

11
/1

5
■

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

　
H

25
-0

02
号

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
25

-0
02

号
・全

部
・復

元
協

議
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
2
1

1
1
/
2
2

85
7

11
/1

6

平
成

29
年

度
自

動
車

騒
音

常
時

監
視

業
務

委
託

の
見

積
書

提
出

各
社

見
積

金
額

と
業

務
受

託
会

社
名

及
び

、
業

務
の

仕
様

書

環
境

局
環

境
推

進
部

環
境

政
策

課

・平
成

29
年

度
熊

本
市

自
動

車
騒

音
面

的
評

価
業

務
委

託
仕

様
書

・入
札

状
況

調
書

・業
務

委
託

会
社

見
積

書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

1
1
/
2
7

1
2
/
4

85
8

11
/1

6

市
道

改
寄

町
第

8号
線

外
1路

線
道

路
改

良
工

事
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

道
路

課

市
道

改
寄

町
第

8号
線

外
1路

線
道

路
改

良
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
1
/
2
8

1
2
/
1

85
9

11
/1

6

20
17

年
11

月
12

日
に

架
け

替
え

が
行

わ
れ

た
、

龍
神

橋
(約

35
0m

）の
供

用
開

始
後

の
平

面
図

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

道
路

課

龍
神

橋
の

供
用

開
始

後
の

平
面

図

開
示

1
2
/
4

1
2
/
1
3

郵
送

86
0

11
/1

6
東

区
渡

鹿
8丁

目
(小

硯
橋

）φ
20

0粍
配

水
管

布
設

替
工

事
の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
維

持
管

理
部

管
路

維
持

課

東
区

渡
鹿

8丁
目

(小
硯

橋
）φ

20
0粍

配
水

管
布

設
替

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
1
/
2
1

1
1
/
2
4

86
1

11
/1

6

市
道

神
水

1丁
目

第
19

号
線

外
3路

線
道

路
維

持
工

事
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

道
路

課

市
道

神
水

1丁
目

第
19

号
線

外
3路

線
道

路
維

持
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
1
/
2
1

1
1
/
2
9

86
2

11
/1

6

平
成

29
年

度
受

付
番

号
第

1号
か

ら
第

5号
ま

で
の

審
査

申
出

事
件

に
係

る
議

事
調

書
。

た
だ

し
、

本
日

以
前

の
文

書
等

開
示

請
求

書
に

基
づ

き
開

示
済

み
の

も
の

を
除

く
。

財
政

局
税

務
部

税
制

課

平
成

29
年

度
受

付
番

号
第

1号
か

ら
第

5号
ま

で
の

審
査

申
出

事
件

に
係

る
議

事
調

書
。

た
だ

し
、

本
日

以
前

の
文

書
等

開
示

請
求

書
に

基
づ

き
開

示
済

み
の

も
の

を
除

く
。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

1
号

　
法

令
秘

情
報

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
2
/
7

1
2
/
1
5

郵
送

86
3

11
/1

6
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

H
27

年
15

-1
66

号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

27
年

15
-1

66
号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
1
/
2
1

1
1
/
2
4

86
4

11
/1

6

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

17
年

25
9号

(平
成

29
年

11
月

13
日

)
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

17
年

25
9号

(平
成

29
年

11
月

13
日

)
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
1
/
2
1

1
1
/
2
4

86
5

11
/1

6

平
成

29
年

11
月

12
日

供
用

開
始

市
道

渡
鹿

4丁
目

黒
髪

5丁
目

1号
線

(龍
神

橋
)位

置
図

及
び

道
路

平
面

図

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

道
路

課

平
成

29
年

11
月

12
日

供
用

開
始

市
道

渡
鹿

4丁
目

黒
髪

5丁
目

1号
線

(龍
神

橋
)位

置
図

及
び

道
路

平
面

図
開

示
1
2
/
4

1
2
/
7

86
6

11
/1

7

市
道

江
津

2丁
目

第
20

号
線

道
路

改
良

工
事

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

道
路

課

市
道

江
津

2丁
目

第
20

号
線

道
路

改
良

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
1
/
2
8

1
2
/
6
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

86
7

11
/1

7
大

規
模

行
為

届
出

書
の

様
式

第
3号

(平
成

29
年

8月
11

日
～

9月
10

日
届

出
分

)
建

築
物

に
限

る

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

開
発

景
観

課

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
(平

成
29

年
8月

11
日

～
9月

10
日

届
出

分
)

建
築

物
に

限
る

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
1
/
2
0

1
2
/
5

86
8

11
/1

7

健
軍

川
貯

留
浸

透
施

設
設

置
工

事
(健

軍
小

学
校

)の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

健
軍

川
貯

留
浸

透
施

設
設

置
工

事
(健

軍
小

学
校

)の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
2
/
6

1
2
/
8

86
9

11
/1

7

市
道

梶
尾

町
小

糸
山

町
第

1号
線

舗
装

打
換

工
事

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

道
路

課

市
道

梶
尾

町
小

糸
山

町
第

1号
線

舗
装

打
換

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
1
/
2
8

1
1
/
3
0

87
0

11
/1

7
上

熊
本

駅
自

由
通

路
整

備
工

事
(J

R
近

接
)の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所

上
熊

本
駅

自
由

通
路

整
備

工
事

(J
R
近

接
)の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
1
/
1
7

1
1
/
2
1

87
1

11
/1

7
画

図
町

所
島

排
水

管
布

設
工

事
の

金
入

り
設

計
書

農
水

局
農

政
部

東
農

業
振

興
課

画
図

町
所

島
排

水
管

布
設

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
1
/
1
7

1
1
/
2
1

87
2

11
/1

7

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

09
-2

09
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
49

-0
30

・全
部

・復
元

協
議

書
（覚

書
）・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

09
-2

09
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
49

-0
30

・全
部

・復
元

協
議

書
（覚

書
）・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
2
1

2
/
6

87
3

11
/1

7

健
軍

川
改

修
工

事
（5

K
24

0～
5K

43
2.

7の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

健
軍

川
改

修
工

事
（5

K
24

0～
5K

43
2.

7の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
1
/
2
4

1
1
/
2
7

87
4

11
/2

0

平
成

28
年

度
及

び
平

成
29

年
度

(可
能

な
分

)熊
本

市
が

殺
処

分
し

た
個

々
の

犬
及

び
猫

に
つ

い
て

、
殺

処
分

し
た

理
由

が
わ

か
る

一
切

の
文

書

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

動
物

愛
護

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

平
成

28
年

度
及

び
平

成
29

年
度

(可
能

な
分

)熊
本

市
が

殺
処

分
し

た
個

々
の

犬
及

び
猫

に
つ

い
て

、
殺

処
分

し
た

理
由

が
わ

か
る

一
切

の
文

書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
2
7

1
2
/
4

郵
送

87
5

11
/2

0
動

植
物

園
池

循
環

ポ
ン

プ
設

備
基

礎
工

事
(そ

の
2)

の
金

入
り

設
計

書
経

済
観

光
局

観
光

交
流

部
動

植
物

園

動
植

物
園

池
循

環
ポ

ン
プ

設
備

基
礎

工
事

(そ
の

2)
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
1
/
2
8

1
1
/
2
8

87
6

11
/2

0
■

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

　
S
51

-0
39

、
S
52

-0
74

・全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
51

-0
39

、
S
52

-0
74

・全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
1
/
2
1

1
1
/
2
8

87
7

11
/2

0
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

01
年

第
53

4号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
01

年
第

53
4号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
2
4

1
1
/
2
7

87
8

11
/2

0
無

田
口

町
他

2件
水

路
改

良
工

事
の

金
入

り
設

計
書

農
水

局
農

政
部

南
農

業
振

興
課

無
田

口
町

他
2件

水
路

改
良

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

3
号

　
法

人
等

情
報

1
2
/
4

1
2
/
6
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

87
9

11
/2

0
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

10
年

第
04

1号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
10

年
第

04
1号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
2
4

1
1
/
2
8

88
0

11
/2

0
■

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

　
熊

本
市

指
令

(建
指

）H
25

-0
33

号
・全

部
・復

元
協

議
書

（覚
書

）・
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

市
指

令
(建

指
）H

25
-0

33
号

・全
部

・復
元

協
議

書
（覚

書
）・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
2
4

1
1
/
2
8

88
1

11
/2

0
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

99
年

第
32

9号
.1

2年
第

14
3号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
99

年
第

32
9号

.1
2年

第
14

3号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
2
4

1
1
/
2
8

88
2

11
/2

0
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

04
年

20
3号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
04

年
20

3号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
1
/
2
7

1
2
/
6

88
3

11
/2

0

熊
本

市
の

大
気

汚
染

常
時

監
視

測
定

局
の

う
ち

、
以

下
の

観
測

ﾃ
ﾞｰ

ﾀ
測

定
局

：熊
本

市
楡

木
期

間
：平

成
18

年
1月

～
平

成
21

年
3月

及
び

　
　

　
 平

成
28

年
4月

～
平

成
28

年
12

月
項

目
：上

記
期

間
中

に
お

け
る

風
向

･風
速

の
1時

間
値

環
境

局
環

境
推

進
部

環
境

政
策

課

「熊
本

市
大

気
汚

染
常

時
監

視
測

定
局

の
測

定
ﾃ

ﾞｰ
ﾀ
」

測
定

局
：楡

木
期

間
：平

成
18

年
1月

～
平

成
21

年
3月

　
　

　
：平

成
28

年
4月

～
平

成
28

年
12

月
項

目
：上

記
期

間
中

に
お

け
る

風
向

･風
速

の
1時

間
値

開
示

1
1
/
2
8

1
2
/
6

郵
送

88
4

11
/2

0

道
路

改
良

図
面

(平
面

図
、

断
面

図
、

横
断

図
)

熊
本

市
南

区
浜

口
町

字
荒

田
○

○
、

○
○

地
内

(国
道

50
1号

)

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

道
路

課

道
路

改
良

図
面

(平
面

図
、

断
面

図
、

横
断

図
)

熊
本

市
南

区
浜

口
町

字
荒

田
○

○
、

○
○

地
内

(国
道

50
1号

)
開

示
1
1
/
2
9

1
2
/
1
5

88
5

11
/2

1

平
成

29
年

度
の

熊
本

市
武

蔵
塚

駅
前

駐
車

場
の

指
定

管
理

公
募

に
あ

た
っ

て
、

○
○

○
○

が
提

出
し

た
様

式
2、

様
式

3に
関

す
る

一
切

の
書

類

都
市

建
設

局
土

木
部

土
木

管
理

課 自
転

車
対

策
室

平
成

29
年

度
の

熊
本

市
武

蔵
塚

駅
前

駐
車

場
の

指
定

管
理

公
募

に
あ

た
っ

て
、

○
○

○
○

が
提

出
し

た
様

式
2、

様
式

3に
関

す
る

一
切

の
書

類

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

4
号

　
公

共
の

安
全

等
に

関
す

る
情

報

1
1
/
2
8

1
2
/
1
3

88
6

11
/2

1

平
成

29
年

度
の

熊
本

市
西

部
交

流
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

の
指

定
管

理
公

募
に

あ
た

っ
て

、
○

○
○

○
及

び
㈱

○
○

○
○

が
提

出
し

た
様

式
2、

様
式

3に
関

す
る

一
切

の
書

類

環
境

局
資

源
循

環
部

廃
棄

物
計

画
課

環
境

施
設

整
備

室

平
成

29
年

度
の

熊
本

市
西

部
交

流
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

の
指

定
管

理
公

募
に

あ
た

っ
て

、
○

○
○

○
及

び
㈱

○
○

○
○

が
提

出
し

た
様

式
2、

様
式

3に
関

す
る

一
切

の
書

類

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
1
/
2
8

1
2
/
1
3

88
7

11
/2

1

上
熊

本
駅

自
転

車
駐

車
場

整
備

工
事

（J
R
近

接
)

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
土

木
管

理
課 自

転
車

対
策

室

上
熊

本
駅

自
転

車
駐

車
場

整
備

工
事

（J
R
近

接
)

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
1
/
2
2

1
1
/
2
4

88
8

11
/2

1
花

畑
ﾎ

ﾟﾝ
ﾌ
ﾟ場

跡
地

整
備

外
詳

細
設

計
業

務
委

託
(第

79
03

号
)の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

花
畑

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ場

跡
地

整
備

外
詳

細
設

計
業

務
委

託
(第

79
03

号
)の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
1
/
2
7

1
/
1
9

88
9

11
/2

2

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
01

-3
82

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
17

-0
44

、
S5

4-
04

7
・全

部
・復

元
協

議
書

（覚
書

）・
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
01

-3
82

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
17

-0
44

、
S5

4-
04

7
・全

部
・復

元
協

議
書

（覚
書

）・
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
2
7

1
1
/
2
9

108



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

89
0

11
/2

2

介
護

保
険

ｻ
ｰ

ﾋ
ﾞｽ

事
業

者
に

お
け

る
事

故
等

報
告

書
の

う
ち

死
亡

事
故

の
報

告
書

(平
成

25
年

度
以

降
)

健
康

福
祉

局
福

祉
部

高
齢

介
護

福
祉

課 介
護

事
業

指
導

室

12
/1

9

介
護

保
険

ｻ
ｰ

ﾋ
ﾞｽ

事
業

者
に

お
け

る
事

故
等

報
告

書
の

う
ち

死
亡

事
故

の
報

告
書

(平
成

25
年

度
以

降
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
2
/
1
9

1
/
9

郵
送

89
1

11
/2

2

北
中

央
地

域
小

中
学

校
施

設
等

樹
木

害
虫

駆
除

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
教

育
委

員
会

事
務

局
教

育
総

務
部 施

設
課

北
中

央
地

域
小

中
学

校
施

設
等

樹
木

害
虫

駆
除

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
1
/
2
2

1
1
/
2
7

89
2

11
/2

2
人

事
課

が
行

っ
た

、
訓

告
、

厳
重

注
意

、
指

導
の

記
録

（2
01

5.
1.

1～
20

17
.1

0.
31

分
）

記
録

:日
付

、
原

因
事

実
、

措
置

の
内

容
、

所
属

総
務

局
行

政
管

理
部

人
事

課

人
事

課
が

行
っ

た
、

訓
告

、
厳

重
注

意
、

指
導

の
記

録
（2

01
5.

1.
1～

20
17

.1
0.

31
分

）
記

録
:日

付
、

原
因

事
実

、
措

置
の

内
容

、
所

属

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
1
2
/
1
3

1
2
/
1
4

89
3

11
/2

2

教
育

政
策

課
が

行
っ

た
、

訓
告

、
厳

重
注

意
、

指
導

の
記

録
（2

01
5.

1.
1～

20
17

.1
0.

31
分

）
記

録
:日

付
、

原
因

事
実

、
措

置
の

内
容

、
所

属

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部 教
育

政
策

課

教
育

政
策

課
が

行
っ

た
、

訓
告

、
厳

重
注

意
、

指
導

の
記

録
（2

01
5.

1.
1～

20
17

.1
0.

31
分

）
記

録
:日

付
、

原
因

事
実

、
措

置
の

内
容

、
所

属
不

存
在

1
1
/
2
9

89
4

11
/2

2

教
職

員
課

が
行

っ
た

、
訓

告
、

厳
重

注
意

、
指

導
の

記
録

（2
01

5.
1.

1～
20

17
.1

0.
31

分
）

記
録

:日
付

、
原

因
事

実
、

措
置

の
内

容
、

所
属

教
育

委
員

会
事

務
局

学
校

教
育

部 教
職

員
課

教
職

員
課

が
行

っ
た

、
訓

告
、

厳
重

注
意

、
指

導
の

記
録

（2
01

5.
1.

1～
20

17
.1

0.
31

分
）

記
録

:日
付

、
原

因
事

実
、

措
置

の
内

容
、

所
属

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
1
2
/
1
3

1
2
/
1
4

89
5

11
/2

4
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

10
-2

21
、

10
-3

88
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
10

-2
21

、
10

-3
88

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
2
9

1
1
/
3
0

89
6

11
/2

4
■

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

　
H

07
-0

44
、

S4
1-

11
9

・全
部

・復
元

協
議

書
（覚

書
）・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
07

-0
44

、
S4

1-
11

9
・全

部
・復

元
協

議
書

（覚
書

）・
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
1
/
2
9

1
1
/
3
0

89
7

11
/2

4
■

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

　
S
42

-1
90

・全
部

・復
元

協
議

書
（覚

書
）・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
42

-1
90

・全
部

・復
元

協
議

書
（覚

書
）・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
1
/
2
9

1
2
/
1
8

89
8

11
/2

7
都

市
計

画
事

業
舞

尾
汚

水
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（7
21

3工
区

）の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

舞
尾

汚
水

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（7

21
3工

区
）の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
1
/
2
8

1
2
/
1

89
9

11
/2

7

老
朽

給
水

管
(鉛

管
)切

替
工

事
(1

2工
区

)の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

維
持

管
理

部
水

相
談

課
西

部
上

下
水

道
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

老
朽

給
水

管
(鉛

管
)切

替
工

事
(1

2工
区

)の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
1
/
2
8

1
1
/
3
0

90
0

11
/2

7

(熊
本

地
震

関
連

)山
ノ

内
小

学
校

復
旧

工
事

の
金

入
り

設
計

書
教

育
委

員
会

事
務

局
教

育
総

務
部 施

設
課

(熊
本

地
震

関
連

)山
ノ

内
小

学
校

復
旧

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
1
/
2
7

1
1
/
2
9

109



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

90
1

11
/2

7

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
38

-0
66

、
S
44

-0
25

・全
部

・復
元

協
議

書
（覚

書
）・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
17

-1
68

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
38

-0
66

、
S
44

-0
25

・全
部

・復
元

協
議

書
（覚

書
）・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
17

-1
68

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
1
/
2
9

1
2
/
5

90
2

11
/2

7
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

01
年

第
43

2号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
01

年
第

43
2号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
3
0

1
2
/
4

90
3

11
/2

7

主
要

地
方

道
大

津
植

木
線

上
り

工
区

道
路

改
良

工
事

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

道
路

課

主
要

地
方

道
大

津
植

木
線

上
り

工
区

道
路

改
良

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
1
/
2
8

1
2
/
1

90
4

11
/2

7

熊
本

市
西

区
花

園
1丁

目
○

-○
　

○
○

○
○

敷
地

の
収

容
に

係
る

道
路

・橋
の

図
面

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
鉄

道
高

架
関

連
整

備
室

熊
本

市
西

区
花

園
1丁

目
○

-○
　

○
○

○
○

敷
地

の
収

容
に

係
る

道
路

・橋
の

図
面

開
示

1
1
/
3
0

1
2
/
5

90
5

11
/2

7
■

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

　
S
45

-2
50

・全
部

・復
元

協
議

書
（覚

書
）・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
45

-2
50

・全
部

・復
元

協
議

書
（覚

書
）・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
3
0

1
2
/
1

90
6

11
/2

7

市
道

河
内

町
野

出
第

1号
線

道
路

改
良

工
事

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
内

分
室

市
道

河
内

町
野

出
第

1号
線

道
路

改
良

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
2
/
4

1
2
/
4

90
7

11
/2

8

熊
本

市
立

熊
本

市
民

病
院

が
加

入
し

て
い

る
病

院
賠

償
責

任
保

険
の

保
険

証
券

写
し

病
院

局
熊

本
市

民
病

院
事

務
局

総
務

企
画

課

病
院

賠
償

責
任

保
険

加
入

者
ｶ
ｰ

ﾄﾞ

開
示

1
2
/
4

1
2
/
2
1

90
8

11
/2

8
熊

本
市

立
植

木
病

院
が

加
入

し
て

い
る

病
院

賠
償

責
任

保
険

の
保

険
証

券
写

し
病

院
局

熊
本

市
民

病
院

植
木

病
院

熊
本

市
立

植
木

病
院

が
加

入
し

て
い

る
病

院
賠

償
責

任
保

険
の

保
険

証
券

写
し

開
示

1
2
/
8

1
2
/
2
1

90
9

11
/2

8
熊

本
市

西
区

蓮
台

寺
1丁

目
○

-○
　

○
○

○
○

ﾏ
ﾝ

ｼ
ｮﾝ

に
関

す
る

消
防

署
提

出
分

の
建

物
敷

地
配

置
図

・各
階

平
面

図

消
防

局
総

務
部

総
務

課

熊
本

市
西

区
蓮

台
寺

1丁
目

○
-○

　
○

○
○

○
ﾏ

ﾝ
ｼ

ｮﾝ
に

関
す

る
消

防
署

提
出

分
の

建
物

敷
地

配
置

図
・各

階
平

面
図

開
示

1
2
/
1
4

1
2
/
1
4

91
0

11
/2

8
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

03
-0

42
、

01
-5

14
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
03

-0
42

、
01

-5
14

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
5

1
2
/
8

91
1

11
/2

9

下
記

工
事

の
特

記
仕

様
書

・都
市

計
画

事
業

中
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

A
-2

-2
系

反
応

ﾀ
ﾝ

ｸ
機

械
設

備
工

事
(5

00
9工

区
)

・都
市

計
画

事
業

東
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

A
-3

系
反

応
ﾀ

ﾝ
ｸ
機

械
設

備
そ

の
他

工
事

(6
01

3工
区

)

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

下
記

工
事

の
特

記
仕

様
書

・都
市

計
画

事
業

中
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

A
-2

-2
系

反
応

ﾀ
ﾝ

ｸ
機

械
設

備
工

事
(5

00
9工

区
)

・都
市

計
画

事
業

東
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

A
-3

系
反

応
ﾀ

ﾝ
ｸ
機

械
設

備
そ

の
他

工
事

(6
01

3工
区

)

開
示

1
2
/
1

1
2
/
2
6

110



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

91
2

11
/2

9
熊

本
城

平
御

櫓
続

塀
解

体
工

事
の

金
入

り
設

計
書

経
済

観
光

局
熊

本
城

総
合

事
務

所

熊
本

城
平

御
櫓

続
塀

解
体

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
2
/
1
1

1
2
/
1
3

91
3

11
/2

9

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
熊

本
県

指
令

(建
)第

17
3号

・1
84

号
･全

部
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
熊

本
県

指
令

(建
)第

17
3号

・1
84

号
･全

部
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
5

1
2
/
7

91
4

11
/2

9
植

木
町

滴
水

地
区

水
路

改
良

工
事

の
金

入
り

設
計

書
農

水
局

農
政

部
北

農
業

振
興

課
植

木
町

滴
水

地
区

水
路

改
良

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
2
/
1

1
2
/
1
2

郵
送

91
5

11
/2

9

下
記

期
間

内
に

新
規

の
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

の
一

覧
表

。
た

だ
し

、
移

動
販

売
･臨

時
営

業
･仮

設
営

業
･自

動
販

売
機

を
除

く
。

項
目

:屋
号

･営
業

所
在

地
･申

請
者

名
・営

業
電

話
番

号
・初

回
許

可
年

月
日

期
間

:2
01

7年
11

月
13

日
よ

り
20

17
年

11
月

29
日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

食
品

保
健

課

下
記

期
間

内
に

新
規

の
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

の
一

覧
表

。
た

だ
し

、
移

動
販

売
･臨

時
営

業
･仮

設
営

業
･自

動
販

売
機

を
除

く
。

項
目

:屋
号

･営
業

所
在

地
･申

請
者

名
・営

業
電

話
番

号
・初

回
許

可
年

月
日

期
間

:2
01

7年
11

月
13

日
よ

り
20

17
年

11
月

29
日

開
示

1
2
/
1

1
2
/
7

91
6

11
/2

9

下
記

期
間

内
に

新
規

で
開

設
届

を
提

出
さ

れ
た

理
美

容
店

の
一

覧
表

項
目

：店
舗

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

申
請

者
名

期
間

：2
01

7年
11

月
13

日
よ

り
20

17
年

11
月

29
日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
開

設
届

を
提

出
さ

れ
た

理
美

容
店

の
一

覧
表

項
目

：店
舗

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

申
請

者
名

期
間

：2
01

7年
11

月
13

日
よ

り
20

17
年

11
月

29
日

開
示

1
2
/
4

1
2
/
7

91
7

11
/3

0

新
世

安
橋

耐
震

補
強

及
び

補
修

設
計

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

道
路

課

新
世

安
橋

耐
震

補
強

及
び

補
修

設
計

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書

開
示

1
2
/
1
3

1
2
/
2
2

下
記

す
べ

て
に

関
す

る
、

○
○

○
○

か
ら

提
出

し
た

書
類

(報
告

書
、

日
報

の
類

す
べ

て
)

平
成

24
年

外
来

種
捕

獲
業

務
委

託
(契

約
書

)(
特

記
仕

様
書

・設
計

書
)

平
成

25
年

外
来

種
稚

魚
捕

獲
試

験
業

務
委

託
(契

約
書

)(
特

記
仕

様
書

・設
計

書
)

平
成

26
・2

7年
外

来
種

捕
獲

業
務

委
託

(契
約

書
)(

仕
様

書
)（

設
計

書
)

平
成

25
年

度
健

全
な

内
水

面
生

態
系

復
元

等
推

進
事

業
費

補
助

金
(起

案
書

)
平

成
26

年
度

江
津

湖
種

苗
法

流
事

業
補

助
金

(起
案

書
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

1
2
/
1
2

1
2
/
1
4

91
8

11
/3

0
○

○
○

○
か

ら
提

出
し

た
下

記
書

類
（報

告
書

･
日

報
の

類
す

べ
て

）
・外

来
魚

捕
獲

業
務

委
託

（平
成

24
年

～
29

年
）

の
契

約
書

、
仕

様
書

、
特

記
仕

様
書

、
設

計
書

・平
成

25
年

度
健

全
な

内
水

面
生

態
系

復
元

等
推

進
事

業
費

補
助

金
及

び
平

成
26

年
度

江
津

湖
種

苗
放

流
事

業
補

助
金

の
起

案
書

、
契

約
書

、
仕

様
書

、
特

記
仕

様
書

、
設

計
書

農
水

局
農

政
部

水
産

振
興

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

111



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

平
成

24
年

外
来

魚
捕

獲
業

務
委

託
(仕

様
書

)
平

成
25

年
度

外
来

魚
稚

魚
捕

獲
試

験
業

務
委

託
(仕

様
書

)
平

成
26

・2
7年

外
来

魚
捕

獲
業

務
委

託
(特

記
仕

様
書

)
平

成
28

・2
9年

外
来

魚
捕

獲
業

務
委

託
(契

約
書

)(
仕

様
書

)(
特

記
仕

様
書

・設
計

書
)

平
成

25
年

度
健

全
な

内
水

面
生

態
系

復
元

等
推

進
事

業
費

補
助

金
(契

約
書

)(
仕

様
書

)(
特

記
仕

様
書

・設
計

書
)

平
成

26
年

度
江

津
湖

種
苗

法
流

事
業

補
助

金
(契

約
書

)(
仕

様
書

)(
特

記
仕

様
書

・設
計

書
)

不
存

在
1
2
/
1
2

91
8.

02
11

/3
0

平
成

24
年

度
～

平
成

29
年

度
に

お
い

て
、

熊
本

市
市

議
会

議
員

が
、

支
配

人
、

理
事

長
、

社
長

、
組

合
長

、
会

長
な

ど
所

謂
支

配
人

と
み

な
さ

れ
る

以
上

の
役

職
地

位
に

あ
る

団
体

で
熊

本
市

か
ら

随
契

、
委

託
、

補
助

金
、

入
札

な
ど

の
事

業
を

行
い

報
酬

を
得

た
事

業
の

す
べ

て
の

資
料

総
務

局
行

政
管

理
部

法
制

課
却

下
1
/
1
1

91
9

11
/3

0
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

08
年

第
08

5号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
08

年
第

08
5号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
2
/
7

1
2
/
1
1

92
0

11
/3

0

・中
央

区
出

水
4丁

目
○

番
(湧

心
館

高
校

東
側

）
付

近
φ

10
0・

75
・5

0粍
配

水
管

布
設

替
他

1件
工

事 ・南
区

富
合

町
志

々
水

（志
々

水
地

下
道

付
近

)
φ

10
0粍

配
水

管
布

設
他

1件
工

事
(そ

の
1)

上
記

の
金

入
り

設
計

書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

・中
央

区
出

水
4丁

目
○

番
(湧

心
館

高
校

東
側

）
付

近
φ

10
0・

75
・5

0粍
配

水
管

布
設

替
他

1件
工

事 ・南
区

富
合

町
志

々
水

（志
々

水
地

下
道

付
近

)
φ

10
0粍

配
水

管
布

設
他

1件
工

事
(そ

の
1)

上
記

の
金

入
り

設
計

書

開
示

1
2
/
4

1
2
/
1
2

郵
送

92
1

11
/3

0
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

11
年

第
41

2号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
11

年
第

41
2号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
8

1
2
/
1
4

92
2

11
/3

0

市
道

渡
鹿

4丁
目

黒
髪

5丁
目

第
1号

線
　

龍
神

橋
供

用
開

始
告

示
の

平
面

図
都

市
建

設
局

土
木

部
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

道
路

課

龍
神

橋
　

供
用

告
示

の
平

面
図

開
示

1
2
/
1
5

1
2
/
2
5

郵
送

92
3

11
/3

0
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

05
-3

85
号

、
05

-5
50

号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
05

-3
85

号
、

05
-5

50
号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
2
/
1
2

1
2
/
1
2

92
4

11
/3

0
■

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

　
S
45

-2
97

号
・全

部
・復

元
協

議
書

（覚
書

）・
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
45

-2
97

号
・全

部
・復

元
協

議
書

（覚
書

）・
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
8

1
2
/
1
2

91
8

11
/3

0
○

○
○

○
か

ら
提

出
し

た
下

記
書

類
（報

告
書

･
日

報
の

類
す

べ
て

）
・外

来
魚

捕
獲

業
務

委
託

（平
成

24
年

～
29

年
）

の
契

約
書

、
仕

様
書

、
特

記
仕

様
書

、
設

計
書

・平
成

25
年

度
健

全
な

内
水

面
生

態
系

復
元

等
推

進
事

業
費

補
助

金
及

び
平

成
26

年
度

江
津

湖
種

苗
放

流
事

業
補

助
金

の
起

案
書

、
契

約
書

、
仕

様
書

、
特

記
仕

様
書

、
設

計
書

農
水

局
農

政
部

水
産

振
興

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

112



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

92
5

12
/1

平
成

29
年

11
/1

～
11

/3
0ま

で
に

新
規

で
営

業
許

可
を

取
得

し
た

美
容

所
の

―
覧

表
.

【取
得

希
望

情
報

】
・施

設
名

称
・施

設
所

在
地

・電
話

番
号

・確
認

年
月

日
・開

設
者

名
(可

能
で

あ
れ

ば
)

※
上

記
以

タ
ト
の

情
報

が
含

ま
れ

て
い

て
も

問
題

な
し

管
轄

エ
リ

ア
全

て

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

29
年

11
/1

～
11

/3
0ま

で
に

新
規

で
確

認
し

た
熊

本
市

内
の

美
容

所
の

下
記

に
関

す
る

―
覧

表
.

項
目

：施
設

名
称

・施
設

所
在

地
・電

話
番

号
・確

認
年

月
日

・開
設

者
名

開
示

1
2
/
6

1
2
/
1
5

郵
送

92
6

12
/1

災
害

関
連

地
域

防
災

が
け

崩
れ

対
策

工
事

(そ
の

4)
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

震
災

土
木

施
設

対
策

課

災
害

関
連

地
域

防
災

が
け

崩
れ

対
策

工
事

(そ
の

4)
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
2
/
4

1
2
/
6

92
7

12
/1

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
04

年
第

43
2号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
04

年
第

43
2号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
8

1
2
/
1
4

92
8

12
/4

平
成

29
年

11
/1

～
11

/3
0ま

で
に

熊
本

市
内

で
新

規
で

確
認

し
た

美
容

所
の

下
記

に
関

す
る

―
覧

表
。

項
目

：施
設

名
称

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

開
設

者
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

29
年

11
/1

～
11

/3
0ま

で
に

新
規

で
確

認
し

た
熊

本
市

内
の

美
容

所
の

下
記

に
関

す
る

―
覧

表
.

項
目

：施
設

名
称

・施
設

所
在

地
・電

話
番

号
・確

認
年

月
日

・開
設

者
名

開
示

1
2
/
6

1
2
/
1
8

92
9

12
/4

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
06

年
第

43
1号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
06

年
第

43
1号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
2
/
8

1
2
/
1
9

93
0

12
/4

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

平
成

13
年

4月
24

日
市

指
令

(計
建

）
第

3号
・全

部
・復

元
協

議
書

（覚
書

）・
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
工

作
物

(建
造

計
画

概
要

書
)

H
12

年
12

月
13

日
第

12
65

60
、

H
13

年
1月

26
日

第
12

67
66

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

平
成

13
年

4月
24

日
市

指
令

(計
建

）
第

3号
・全

部
・復

元
協

議
書

（覚
書

）・
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
工

作
物

(建
造

計
画

概
要

書
)

H
12

年
12

月
13

日
第

12
65

60
、

H
13

年
1月

26
日

第
12

67
66

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
1
5

1
2
/
1
8

93
1

12
/4

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

市
指

令
(管

建
）第

18
2号

・全
部

・復
元

協
議

書
（覚

書
）・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

市
指

令
(管

建
）第

18
2号

・全
部

・復
元

協
議

書
（覚

書
）・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
1
3

1
2
/
2
5

93
2

12
/4

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
09

年
34

9号
、

05
年

46
3号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
09

年
34

9号
、

05
年

46
3号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
1
5

1
2
/
2
5

113



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

93
3

12
/4

平
成

29
年

度
実

施
の

市
立

学
校

管
理

職
試

験
に

関
す

る
下

記
の

文
書

・実
施

要
項

・要
領

･要
綱

等
・事

前
提

出
書

類
様

式
等

・試
験

問
題

(提
出

論
文

/1
次

筆
記

・論
文

/2
次

筆
記

・論
文

/面
接

の
形

式
等

※
各

時
間

配
分

・
論

文
字

数
含

む
)

・昨
年

度
の

受
験

者
数

及
び

合
格

者
数

（任
用

者
数

及
び

名
簿

記
載

者
数

<4
/1

時
点

>）
教

育
委

員
会

事
務

局
学

校
教

育
部 教

職
員

課

平
成

30
年

度
熊

本
市

立
学

校
管

理
職

等
採

用
選

考
試

験
に

係
る

下
記

文
書

・実
施

要
綱

(小
・中

学
校

、
幼

稚
園

)
・申

込
書

（小
・中

学
校

：校
長

、
教

頭
・主

幹
教

諭
）（

幼
稚

園
：園

長
）

・小
・中

学
校

管
理

職
(校

長
)採

用
第

一
次

試
験

問
題

(論
文

課
題

)
・小

・中
学

校
管

理
職

(教
頭

)採
用

第
一

次
試

験
問

題
(択

一
式

、
説

明
・論

述
問

題
)

・幼
稚

園
管

理
職

(園
長

)採
用

第
一

次
試

験
問

題
(論

文
課

題
)

・小
・中

学
校

管
理

職
(教

頭
)採

用
第

二
次

試
験

問
題

(論
文

課
題

)
・個

人
面

接
実

施
内

容

平
成

29
年

度
熊

本
市

立
学

校
管

理
職

等
採

用
選

考
試

験
実

施
状

況
・受

験
者

数
及

び
合

格
者

数

開
示

1
2
/
1
1

1
2
/
1
8

郵
送

・指
導

監
査

課
が

社
会

福
祉

法
人

○
○

○
○

に
お

い
て

①
本

部
に

対
し

て
、

H
28

年
度

②
熊

本
市

○
○

○
○

保
育

園
に

対
し

て
、

H
23

～
H

26
年

度
に

行
っ

た
指

導
監

査
の

内
容

が
わ

か
る

資
料

開
示

1
2
/
1
5

1
2
/
1
8

・指
導

監
査

課
が

社
会

福
祉

法
人

○
○

○
○

に
お

い
て

②
熊

本
市

○
○

○
○

保
育

園
に

対
し

て
、

H
27

～
H

28
年

度
に

行
っ

た
指

導
監

査
の

内
容

が
わ

か
る

資
料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
1
5

1
2
/
1
8

・指
導

監
査

課
が

社
会

福
祉

法
人

○
○

○
○

に
お

い
て

①
本

部
に

対
し

て
、

H
23

～
H

27
年

度
②

合
志

市
○

○
○

○
保

育
園

に
対

し
て

、
H

23
～

H
28

年
度

に
行

っ
た

指
導

監
査

の
内

容
が

わ
か

る
資

料
・H

23
～

H
27

年
度

に
指

導
監

査
課

が
社

会
福

祉
法

人
○

○
○

○
に

対
し

て
行

っ
た

質
問

に
対

す
る

同
法

人
か

ら
の

回
答

が
わ

か
る

文
書

不
存

在
1
2
/
1
5

社
会

福
祉

法
人

○
○

○
○

の
現

況
報

告
書

(平
成

27
年

度
～

平
成

29
年

度
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
2
/
7

1
2
/
1
5

社
会

福
祉

法
人

○
○

○
○

の
現

況
報

告
書

(平
成

24
年

度
～

平
成

26
年

度
)

不
存

在
1
2
/
7

93
4

12
/4

・指
導

監
査

課
が

社
会

福
祉

法
人

○
○

○
○

に
お

い
て

①
本

部
②

○
○

○
○

保
育

園
③

合
志

市
○

○
○

○
保

育
園

に
対

し
て

、
H

23
年

度
～

28
年

度
に

行
っ

た
指

導
監

査
の

内
容

が
わ

か
る

資
料

。
・H

23
年

度
～

27
年

度
に

指
導

監
査

課
が

社
会

福
祉

法
人

○
○

○
○

に
対

し
て

行
っ

た
質

問
に

対
す

る
同

法
人

か
ら

の
回

答
が

わ
か

る
文

書
。

健
康

福
祉

局
指

導
監

査
課

93
5

12
/4

社
会

福
祉

法
人

○
○

○
○

の
H

24
年

度
～

28
年

度
の

現
況

報
告

書
1熊

本
市

○
○

○
○

保
育

園
2合

志
市

○
○

○
○

保
育

園
3法

人
本

部

健
康

福
祉

局
子

ど
も

未
来

部
保

育
幼

稚
園

課

114



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

95
6

12
/4

大
規

模
盛

土
造

成
地

滑
動

崩
落

防
止

事
業

2地
区

そ
の

1工
事

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
震

災
土

木
施

設
対

策
課

大
規

模
盛

土
造

成
地

滑
動

崩
落

防
止

事
業

2地
区

そ
の

1工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
2
/
6

1
2
/
7

95
7

12
/5

平
成

29
年

11
月

28
日

付
(受

付
番

号
第

90
9号

)で
熊

本
市

西
区

蓮
台

寺
1丁

目
○

-○
　

○
○

○
○

ﾏ
ﾝ

ｼ
ｮﾝ

に
関

す
る

建
築

敷
地

配
置

図
・各

階
平

面
図

を
請

求
し

ま
し

た
が

、
そ

の
他

当
該

物
件

に
関

す
る

関
係

書
類

一
式

。

消
防

局
総

務
部

総
務

課

熊
本

市
西

区
蓮

台
寺

1丁
目

○
-○

　
○

○
○

○
ﾏ

ﾝ
ｼ

ｮﾝ
に

関
す

る
消

防
が

保
有

す
る

書
類

一
式

開
示

1
2
/
1
4

1
2
/
1
4

95
8

12
/5

平
成

28
年

度
に

有
料

老
人

ホ
ー

ム
(ｻ

ｰ
ﾋ
ﾞｽ

付
き

高
齢

者
向

け
住

宅
を

含
む

)か
ら

提
出

さ
れ

た
事

故
報

告
書

健
康

福
祉

局
福

祉
部

介
護

事
業

指
導

室

平
成

28
年

度
に

有
料

老
人

ホ
ー

ム
(ｻ

ｰ
ﾋ
ﾞｽ

付
き

高
齢

者
向

け
住

宅
を

含
む

)か
ら

提
出

さ
れ

た
事

故
報

告
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
2
/
1
4

1
2
/
1
9

郵
送

95
9

12
/5

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
17

年
第

12
1号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
17

年
第

12
1号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
2
/
1
5

1
2
/
1
8

96
0

12
/5

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
44

-0
58

・全
部

・復
元

協
議

書
（覚

書
）・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
05

年
第

31
号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
44

-0
58

・全
部

・復
元

協
議

書
（覚

書
）・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
05

年
第

31
号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
1
8

1
2
/
2
2

96
1

12
/6

開
発

許
可

証
受

付
番

号
：○

○
○

、
許

可
番

号
:○

○
○

○
、

年
月

日
：1

97
3/

8/
7、

登
録

番
号

：○
○

○
○

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

開
発

景
観

課
取

下
げ

96
2

12
/6

1　
○

○
○

○
へ

実
地

調
査

に
入

ら
れ

た
年

月
日

、
時

間
の

開
示

2　
○

○
○

○
に

対
し

実
地

調
査

さ
れ

た
内

容
及

び
項

目
の

詳
細

な
文

書
の

開
示

3　
実

地
調

査
項

目
に

対
し

○
○

○
○

か
ら

の
改

善
報

告
書

全
内

容
の

開
示

4　
実

地
調

査
後

、
市

が
取

ら
れ

た
処

分
措

置
の

開
示

健
康

福
祉

局
福

祉
部

高
齢

介
護

福
祉

課

1　
○

○
○

○
へ

実
地

調
査

に
入

ら
れ

た
年

月
日

、
時

間
の

開
示

2　
○

○
○

○
に

対
し

実
地

調
査

さ
れ

た
内

容
及

び
項

目
の

詳
細

な
文

書
の

開
示

3　
実

地
調

査
項

目
に

対
し

○
○

○
○

か
ら

の
改

善
報

告
書

全
内

容
の

開
示

4　
実

地
調

査
後

、
市

が
取

ら
れ

た
処

分
措

置
の

開
示

存
否

不
回

答
第

9
条

1
2
/
2
2

96
3

12
/6

都
市

計
画

事
業

坪
井

川
第

3排
水

区
雨

水
調

整
池

築
造

工
事

(第
1期

)の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
河

川
課

都
市

計
画

事
業

坪
井

川
第

3排
水

区
雨

水
調

整
池

築
造

工
事

(第
1期

)の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
2
/
8

1
2
/
1
1

96
4

12
/6

名
称

：旅
館

業
営

業
許

可
施

設
一

覧
対

象
:ﾎ

ﾃ
ﾙ

及
び

旅
館

項
目

:施
設

名
、

所
在

地
、

電
話

番
号

、
営

業
者

、
許

可
年

月
日

、
客

室
数

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

20
17

年
12

月
6日

現
在

ま
で

の
熊

本
市

内
に

存
在

す
る

旅
館

業
に

関
す

る
以

下
の

項
目

項
目

:施
設

名
、

所
在

地
、

電
話

番
号

、
営

業
者

、
許

可
年

月
日

、
客

室
数

開
示

1
2
/
8

1
2
/
1
5

郵
送

96
5

12
/6

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
07

年
第

92
号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
07

年
第

92
号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
1
8

1
2
/
2
5

115



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

96
6

12
/7

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
45

-2
65

号
・全

部
・復

元
協

議
書

（覚
書

）・
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
45

-2
65

号
・全

部
・復

元
協

議
書

（覚
書

）・
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
2
/
1
8

1
2
/
2
0

96
7

12
/7

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
02

-2
69

･全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
02

-2
69

･全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
1
8

1
2
/
2
0

96
8

12
/7

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
49

-0
36

・全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
07

年
第

30
5号

･全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
49

-0
36

・全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
07

年
第

30
5号

･全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
2
0

1
/
1
5

96
9

12
/7

大
規

模
盛

土
造

成
地

滑
動

崩
落

防
止

事
業

4工
区

そ
の

1工
事

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
震

災
土

木
施

設
対

策
課

大
規

模
盛

土
造

成
地

滑
動

崩
落

防
止

事
業

4工
区

そ
の

1工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
2
/
1
1

1
2
/
1
4

97
0

12
/7

熊
本

市
東

区
若

葉
1丁

目
○

-○
ﾋ
ﾞﾙ

の
罹

災
証

明
の

基
と

な
る

調
査

の
日

時
お

よ
び

調
査

員
の

わ
か

る
文

書

経
済

観
光

局
産

業
部

商
業

金
融

課

熊
本

市
東

区
若

葉
1丁

目
○

-○
ﾋ
ﾞﾙ

の
罹

災
証

明
の

基
と

な
る

調
査

の
日

時
お

よ
び

調
査

員
の

わ
か

る
文

書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

3
号

　
法

人
等

情
報

6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
1
2
/
1
3

1
2
/
1
5

97
1

12
/7

熊
本

市
東

区
若

葉
1丁

目
○

-○
ﾋ
ﾞﾙ

の
被

災
家

屋
解

体
依

頼
書

(法
人

)、
撤

去
に

係
る

同
意

書
、

執
行

状
況

、
解

体
予

定
日

、
業

者
名

、
解

体
費

用

環
境

局
資

源
循

環
部

震
災

廃
棄

物
対

策
課

熊
本

市
東

区
若

葉
1丁

目
○

-○
ﾋ
ﾞﾙ

の
被

災
家

屋
解

体
依

頼
書

(法
人

)、
撤

去
に

係
る

同
意

書
、

執
行

状
況

、
解

体
予

定
日

、
業

者
名

、
解

体
費

用

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
2
/
1
2

1
2
/
1
5

97
2

12
/8

・平
成

29
年

度
の

熊
本

市
職

員
採

用
試

験
に

お
い

て
実

施
さ

れ
た

、
全

職
種

の
一

次
合

格
最

低
点

、
二

次
合

格
最

低
点

。
※

民
間

経
験

者
試

験
は

3次
試

験
合

格
最

低
点

ま
で

。
・平

成
29

年
度

の
熊

本
市

職
員

採
用

試
験

(上
級

職
、

初
級

職
、

民
間

経
験

者
の

各
試

験
)に

お
い

て
実

施
さ

れ
た

、
各

集
団

討
論

の
課

題
内

容
。

人
事

委
員

会
事

務
局

・平
成

29
年

度
の

熊
本

市
職

員
採

用
試

験
に

お
い

て
実

施
さ

れ
た

、
全

職
種

の
一

次
合

格
最

低
点

、
二

次
合

格
最

低
点

。
※

民
間

経
験

者
試

験
は

3次
試

験
合

格
最

低
点

ま
で

。
・平

成
29

年
度

の
熊

本
市

職
員

採
用

試
験

(上
級

職
、

初
級

職
、

民
間

経
験

者
の

各
試

験
)に

お
い

て
実

施
さ

れ
た

、
各

集
団

討
論

の
課

題
内

容
。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
1
5

1
2
/
1
9

郵
送

97
3

12
/8

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
28

-0
30

(平
成

28
年

度
)

・全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
99

-0
01

(平
成

11
年

度
)

･全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
28

-0
30

(平
成

28
年

度
)

・全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
99

-0
01

(平
成

11
年

度
)

･全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
2
0

1
2
/
2
5

97
4

12
/8

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
43

-4
16

号
・全

部
・復

元
協

議
書

（覚
書

）・
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
43

-4
16

号
・全

部
・復

元
協

議
書

（覚
書

）・
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
2
0

1
/
1
0

97
5

12
/1

1
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

17
-2

27
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
17

-2
27

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
2
/
2
2

1
2
/
2
5

116



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

97
6

12
/1

1
都

市
計

画
事

業
岩

野
小

野
汚

水
幹

線
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(7

21
1工

区
)の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

岩
野

小
野

汚
水

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(7
21

1工
区

)の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
2
/
1
4

1
2
/
1
5

97
6.

02
12

/1
1

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
17

-2
78

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
17

-2
78

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
2
/
2
2

1
2
/
2
7

97
7

12
/1

1

(熊
本

地
震

関
連

)井
芹

中
学

校
体

育
館

床
復

旧
そ

の
他

工
事

(そ
の

2)
の

金
入

り
設

計
書

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部 施
設

課

(熊
本

地
震

関
連

)井
芹

中
学

校
体

育
館

床
復

旧
そ

の
他

工
事

(そ
の

2)
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
2
/
1
2

1
2
/
1
3

97
8

12
/1

2
西

区
花

園
7丁

目
○

番
地

付
近

φ
75

粍
配

水
管

布
設

他
2件

工
事

の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
水

道
整

備
課

西
区

花
園

7丁
目

○
番

地
付

近
φ

75
粍

配
水

管
布

設
他

2件
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
2
/
1
4

1
2
/
1
5

97
9

12
/1

2
■

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

　
S
45

-2
03

・全
部

・復
元

協
議

書
（覚

書
）・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
45

-2
03

・全
部

・復
元

協
議

書
（覚

書
）・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

1
2
/
2
2

1
2
/
2
6

98
0

12
/1

3

熊
本

市
釜

尾
古

墳
石

室
測

量
図

化
業

務
の

応
札

業
者

名
、

応
札

金
額

、
落

札
業

者
が

わ
か

る
文

書
経

済
観

光
局

文
化

･ｽ
ﾎ

ﾟｰ
ﾂ
交

流
部 文

化
振

興
課

熊
本

市
釜

尾
古

墳
石

室
測

量
図

化
業

務
の

応
札

業
者

名
、

応
札

金
額

、
落

札
業

者
開

示
1
2
/
1
5

98
1

12
/1

3

・熊
本

市
硯

川
遺

跡
第

5次
調

査
報

告
書

作
成

業
務 ・熊

本
市

硯
川

遺
跡

第
9次

調
査

区
空

中
撮

影
業

務 上
記

の
応

札
業

者
名

、
応

札
金

額
、

落
札

業
者

が
わ

か
る

文
書

経
済

観
光

局
文

化
･ｽ

ﾎ
ﾟｰ

ﾂ
交

流
部 文

化
振

興
課

埋
蔵

文
化

財
調

査
室

・熊
本

市
硯

川
遺

跡
第

5次
調

査
報

告
書

作
成

業
務 ・熊

本
市

硯
川

遺
跡

第
9次

調
査

区
空

中
撮

影
業

務 上
記

の
応

札
業

者
名

、
応

札
金

額
、

落
札

業
者

が
わ

か
る

文
書

開
示

1
2
/
1
4

地
籍

調
査

協
力

員
(地

籍
調

査
推

進
委

員
、

地
権

者
等

)に
関

す
る

下
記

書
類

1.
上

記
事

業
に

係
る

損
害

保
険

証
券

写
し

（H
27

、
H

29
：2

年
間

）

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

1
2
/
2
6

1
/
4

郵
送

地
籍

調
査

協
力

員
(地

籍
調

査
推

進
委

員
、

地
権

者
等

)に
関

す
る

下
記

書
類

1.
上

記
事

業
に

係
る

損
害

保
険

証
券

写
し

（H
28

：
1年

間
）

2.
過

去
3年

間
H

26
～

28
）の

事
故

件
数

及
び

支
払

保
険

金
額

不
存

在
1
2
/
2
6

98
3

12
/1

3
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

06
-3

05
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
06

-3
05

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
2
/
1
5

1
/
9

郵
送

98
4

12
/1

3
熊

本
地

震
に

伴
う

東
部

は
つ

ら
つ

交
流

会
館

復
旧

工
事

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

建
築

住
宅

部
営

繕
課

熊
本

地
震

に
伴

う
東

部
は

つ
ら

つ
交

流
会

館
復

旧
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
2
/
1
5

1
2
/
1
8

98
2

12
/1

3

地
積

調
査

協
力

員
(地

積
調

査
推

進
委

員
、

地
権

者
等

）に
関

す
る

下
記

書
類

1.
上

記
事

業
に

係
る

損
害

保
険

証
券

写
し

（H
27

～
H

29
：3

年
間

）
2.

過
去

3年
間

H
26

～
28

）の
事

故
件

数
及

び
支

払
保

険
金

額

都
市

建
設

局
土

木
部

土
木

管
理

課
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

98
5

12
/1

3
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

03
-0

45
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
03

-0
45

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
2
/
2
7

1
2
/
2
7

98
6

12
/1

3

熊
本

市
の

大
気

汚
染

常
時

監
視

測
定

局
の

う
ち

、
以

下
の

期
間

中
に

お
け

る
風

向
･風

速
の

1時
間

値 ・測
定

局
：熊

本
市

楡
木

　
期

間
：平

成
17

年
1月

～
12

月
及

び
平

成
29

年
1

月
～

3月
・測

定
局

：熊
本

市
北

区
役

所
　

期
間

：平
成

28
年

4月
～

平
成

29
年

3月

環
境

局
環

境
推

進
部

環
境

政
策

課

熊
本

市
大

気
汚

染
常

時
監

視
測

定
局

の
測

定
ﾃ

ﾞｰ
ﾀ
う

ち
、

以
下

の
期

間
中

に
お

け
る

風
向

･風
速

の
1時

間
値

・測
定

局
：熊

本
市

楡
木

　
期

間
：平

成
17

年
1月

～
12

月
及

び
平

成
29

年
1

月
～

3月
・測

定
局

：熊
本

市
北

区
役

所
　

期
間

：平
成

28
年

4月
～

平
成

29
年

3月

開
示

1
2
/
1
5

1
2
/
2
8

郵
送

98
7

12
/1

3
熊

本
市

東
区

西
原

1丁
目

○
番

地
○

、
○

、
○

の
地

積
調

査
票

・閲
覧

確
認

書
都

市
建

設
局

土
木

部
土

木
管

理
課

熊
本

市
東

区
西

原
1丁

目
○

番
地

○
、

○
、

○
の

地
積

調
査

票
・閲

覧
確

認
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
2
8

1
/
9

郵
送

98
8

12
/1

3

城
北

小
学

校
冷

暖
房

設
備

工
事

の
金

入
り

設
計

書
教

育
委

員
会

事
務

局
教

育
総

務
部 施

設
課

城
北

小
学

校
冷

暖
房

設
備

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
/
9

1
/
2
3

98
9

12
/1

3
大

規
模

行
為

届
出

書
の

様
式

第
3号

(平
成

29
年

9月
11

日
～

10
月

10
日

届
出

分
)

建
築

物
に

限
る

都
市

建
設

局
都

市
建

設
部

景
観

開
発

課

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
(平

成
29

年
9月

11
日

～
10

月
10

日
届

出
分

)
建

築
物

に
限

る

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
2
/
1
8

1
2
/
2
6

99
0

12
/1

4
■

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

　
熊

本
県

指
令

第
30

5-
38

号
・全

部
・復

元
協

議
書

（覚
書

）・
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

県
指

令
第

30
5-

38
号

・全
部

・復
元

協
議

書
（覚

書
）・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
2
7

1
2
/
2
8

99
1

12
/1

4

熊
本

市
長

の
就

任
後

の
出

張
に

つ
い

て
の

資
料

の
情

報
公

開
請

求
を

し
た

資
料

を
照

合
し

た
が

、
開

示
さ

れ
て

い
な

い
内

容
が

多
数

あ
る

と
思

わ
れ

る
の

で
そ

の
情

報
の

開
示

請
求

。

政
策

局
秘

書
課

熊
本

市
長

就
任

後
の

出
張

に
つ

い
て

の
情

報
公

開
請

求
後

の
追

加
開

示
請

求
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
1
/
1
0

1
/
1
8

99
2

12
/1

4

熊
本

市
長

の
就

任
後

の
出

張
に

つ
い

て
の

資
料

の
情

報
公

開
請

求
を

し
た

資
料

を
照

合
し

た
が

、
開

示
さ

れ
て

い
な

い
内

容
が

多
数

あ
る

と
思

わ
れ

る
の

で
そ

の
情

報
の

開
示

請
求

。

政
策

局
総

合
政

策
部

国
際

課

市
長

の
就

任
(平

成
26

年
12

月
)以

降
に

お
け

る
、

国
内

外
の

出
張

関
係

資
料

不
存

在
1
/
1
5

99
3

12
/1

4
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

17
-2

84
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
17

-2
84

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
2
/
2
7

1
2
/
2
7

99
4

12
/1

5
歯

科
技

工
所

の
開

設
届

一
覧

(施
設

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

開
設

日
、

開
設

者
名

)
健

康
福

祉
局

保
健

衛
生

部
医

療
政

策
課

歯
科

技
工

所
の

開
設

届
一

覧
(施

設
名

、
住

所
、

電
話

番
号

、
開

設
日

、
開

設
者

名
)

開
示

1
2
/
2
1

1
/
9

郵
送

99
5

12
/1

5

国
道

50
1号

(白
浜

工
区

)舗
装

補
修

工
事

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

道
路

課

国
道

50
1号

(白
浜

工
区

)舗
装

補
修

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
/
1
5

1
/
2
2
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

99
6

12
/1

5

熊
本

地
震

に
伴

う
城

南
総

合
ｽ
ﾎ

ﾟｰ
ﾂ
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

ﾃ
ﾆ

ｽ
ｺ
ｰ

ﾄ舗
装

外
復

旧
工

事
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

熊
本

地
震

に
伴

う
城

南
総

合
ｽ
ﾎ

ﾟｰ
ﾂ
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

ﾃ
ﾆ

ｽ
ｺ
ｰ

ﾄ舗
装

外
復

旧
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
2
/
2
6

1
2
/
2
8

99
7

12
/1

5
日

吉
東

小
学

校
外

1校
冷

暖
房

設
備

工
事

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

建
築

住
宅

部
設

備
課

日
吉

東
小

学
校

外
1校

冷
暖

房
設

備
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
2
/
2
5

1
2
/
2
7

99
8

12
/1

8
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

04
年

第
65

8号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
04

年
第

65
8号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
2
7

1
/
5

99
9

12
/1

8
北

区
弓

削
1～

6丁
目

の
住

居
表

示
台

帳
・住

居
表

示
案

内
図

(新
旧

対
照

案
内

図
で

も
可

）・
新

旧
対

照
表

市
民

局
市

民
生

活
部

地
域

政
策

課

北
区

弓
削

1～
6丁

目
の

住
居

表
示

台
帳

・住
居

表
示

案
内

図
(新

旧
対

照
案

内
図

で
も

可
）・

新
旧

対
照

表

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
1
1

1
/
2
2

郵
送

10
00

12
/1

8
新

水
前

寺
駅

前
電

停
～

国
府

電
停

間
軌

条
更

換
及

び
渡

り
線

新
設

工
事

の
金

入
り

設
計

書
交

通
局

電
車

課
新

水
前

寺
駅

前
電

停
～

国
府

電
停

間
軌

条
更

換
及

び
渡

り
線

新
設

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
2
/
2
0

1
2
/
2
0

10
01

12
/1

8
■

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

　
S
44

-0
96

・全
部

・復
元

協
議

書
（覚

書
）・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
44

-0
96

・全
部

・復
元

協
議

書
（覚

書
）・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
2
/
2
7

1
/
1
5

10
02

12
/1

8
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

17
年

第
27

1号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
17

年
第

27
1号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
2
/
2
7

1
2
/
2
8

10
03

12
/1

8
■

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

　
S
45

-3
05

・全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
45

-3
05

・全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
2
7

1
/
1
6

10
04

12
/1

9
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

01
年

第
11

0号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
01

年
第

11
0号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
9

1
/
1
0

10
05

12
/1

9
平

成
29

年
12

月
14

日
締

結
の

「熊
本

市
、

○
○

○
○

と
の

旧
○

○
○

○
跡

地
の

売
買

契
約

締
結

に
向

け
た

協
議

に
関

す
る

覚
書

」

政
策

局
総

合
政

策
部

政
策

企
画

課

平
成

29
年

12
月

14
日

締
結

の
「熊

本
市

、
○

○
○

○
と

の
旧

○
○

○
○

跡
地

の
売

買
契

約
締

結
に

向
け

た
協

議
に

関
す

る
覚

書
」

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

1
2
/
2
2

1
2
/
2
7

10
06

12
/1

9

(仮
称

)白
藤

災
害

公
営

住
宅

建
設

工
事

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

建
築

住
宅

部
震

災
住

宅
支

援
課

(仮
称

)白
藤

災
害

公
営

住
宅

建
設

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
2
/
2
5

1
2
/
2
5

10
07

12
/1

9

下
記

期
間

内
に

新
規

で
開

設
届

を
提

出
さ

れ
た

理
美

容
店

の
一

覧
表

項
目

：店
舗

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

申
請

者
名

期
間

：2
01

7年
11

月
30

日
よ

り
20

17
年

12
月

19
日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
確

認
し

た
理

美
容

店
の

一
覧

表
項

目
：店

舗
名

、
住

所
、

電
話

番
号

、
申

請
者

名
期

間
：2

01
7年

11
月

30
日

よ
り

20
17

年
12

月
19

日
開

示
1
2
/
2
1

1
2
/
2
5

119



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

10
08

12
/1

9

下
記

期
間

内
に

新
規

の
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

の
一

覧
表

。
た

だ
し

、
移

動
販

売
･臨

時
営

業
･仮

設
営

業
･自

動
販

売
機

を
除

く
。

項
目

:屋
号

･営
業

所
在

地
･申

請
者

名
・営

業
電

話
番

号
・初

回
許

可
年

月
日

期
間

:2
01

7年
11

月
30

日
よ

り
20

17
年

12
月

19
日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

食
品

保
健

課

下
記

期
間

内
に

新
規

の
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

の
一

覧
表

。
た

だ
し

、
移

動
販

売
･臨

時
営

業
･仮

設
営

業
･自

動
販

売
機

を
除

く
。

項
目

:屋
号

･営
業

所
在

地
･申

請
者

名
・営

業
電

話
番

号
・初

回
許

可
年

月
日

期
間

:2
01

7年
11

月
30

日
よ

り
20

17
年

12
月

19
日

開
示

1
2
/
2
1

1
2
/
2
5

10
09

12
/1

9
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

01
年

第
24

8号
･全

部
・協

定
書

・白
黒

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
01

年
第

24
8号

･全
部

・協
定

書
・白

黒
希

望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
/
9

1
/
1
0

10
10

12
/2

0

熊
本

市
総

合
体

育
館

・青
年

会
館

、
田

迎
公

園
運

動
施

設
、

南
部

総
合

ｽ
ﾎ

ﾟｰ
ﾂ
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

、
熊

本
市

総
合

屋
内

ﾌ
ﾟｰ

ﾙ
、

託
麻

ｽ
ﾎ

ﾟｰ
ﾂ
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

、
熊

本
市

水
前

寺
野

球
場

、
熊

本
市

水
前

寺
競

技
場

に
関

す
る

指
定

管
理

者
制

度
(指

定
期

間
：H

26
.4

.1
～

H
31

.3
.3

1）
に

お
け

る
候

補
者

第
一

順
位

の
団

体
の

事
業

計
画

書

経
済

観
光

局
文

化
･ｽ

ﾎ
ﾟｰ

ﾂ
交

流
部 ｽ
ﾎ

ﾟｰ
ﾂ
振

興
課

熊
本

市
総

合
体

育
館

・青
年

会
館

、
田

迎
公

園
運

動
施

設
、

南
部

総
合

ｽ
ﾎ

ﾟｰ
ﾂ
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

、
熊

本
市

総
合

屋
内

ﾌ
ﾟｰ

ﾙ
、

託
麻

ｽ
ﾎ

ﾟｰ
ﾂ
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

、
熊

本
市

水
前

寺
野

球
場

、
熊

本
市

水
前

寺
競

技
場

に
関

す
る

指
定

管
理

者
制

度
(指

定
期

間
：H

26
.4

.1
～

H
31

.3
.3

1）
に

お
け

る
事

業
計

画
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
/
9

1
/
3
0

10
11

12
/2

0
都

市
計

画
事

業
東

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

B
系

最
初

沈
殿

池
汚

泥
濃

縮
そ

の
他

電
気

設
備

工
事

の
金

入
り

設
計

書
(7

00
4工

区
）

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

東
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

B
系

最
初

沈
殿

池
汚

泥
濃

縮
そ

の
他

電
気

設
備

工
事

の
金

入
り

設
計

書
(7

00
4工

区
）

開
示

1
2
/
2
2

1
/
1
1

10
12

12
/2

0
熊

本
市

中
央

区
水

前
寺

6丁
目

○
-○

　
○

○
○

○
保

育
園

の
平

面
図

・配
置

図
･立

面
図

消
防

局
総

務
部

総
務

課
熊

本
市

中
央

区
水

前
寺

6丁
目

○
-○

　
○

○
○

○
保

育
園

の
平

面
図

・配
置

図
･立

面
図

開
示

1
/
5

1
/
1
1

10
13

12
/2

0

(熊
本

地
震

関
連

)東
町

小
学

校
復

旧
工

事
(そ

の
2)

の
金

入
り

設
計

書
教

育
委

員
会

事
務

局
教

育
総

務
部 施

設
課

(熊
本

地
震

関
連

)東
町

小
学

校
復

旧
工

事
(そ

の
2)

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
2
/
2
2

1
2
/
2
5

10
14

12
/2

0
平

成
29

年
豪

雨
災

城
南

町
碇

地
区

水
路

災
害

復
旧

工
事

(そ
の

2)
の

金
入

り
設

計
書

農
水

局
農

政
部

南
農

業
振

興
課

平
成

29
年

豪
雨

災
城

南
町

碇
地

区
水

路
災

害
復

旧
工

事
(そ

の
2)

の
金

入
り

設
計

書
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

3
号

　
法

人
等

情
報

1
2
/
2
5

1
2
/
2
6

10
15

12
/2

0
熊

本
地

震
に

伴
う

田
迎

公
園

運
動

施
設

ﾌ
ﾟｰ

ﾙ
復

旧
工

事
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
建

築
住

宅
部

営
繕

課

熊
本

地
震

に
伴

う
田

迎
公

園
運

動
施

設
ﾌ
ﾟｰ

ﾙ
復

旧
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
2
/
2
1

1
2
/
2
1

10
16

12
/2

0
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

02
-4

70
、

16
-2

27
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
02

-4
70

、
16

-2
27

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
9

1
/
1
1

10
17

12
/2

0

(熊
本

地
震

関
連

)花
陵

中
学

校
災

害
復

旧
工

事
(そ

の
2)

の
金

入
り

設
計

書
教

育
委

員
会

事
務

局
教

育
総

務
部 施

設
課

(熊
本

地
震

関
連

)花
陵

中
学

校
災

害
復

旧
工

事
(そ

の
2)

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
2
/
2
2

1
2
/
2
5

10
18

12
/2

1
■

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

　
S
44

熊
本

県
指

令
18

7号
・全

部
・復

元
協

議
書

（覚
書

）・
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
44

熊
本

県
指

令
18

7号
・全

部
・復

元
協

議
書

（覚
書

）・
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
9

1
/
1
5

120



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

10
19

12
/2

1
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

03
-4

42
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
03

-4
42

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
9

1
/
1
0

10
20

12
/2

1

大
規

模
小

売
店

舗
立

地
法

第
5条

第
1項

届
出

書
類

一
式

(添
付

図
面

、
報

告
書

類
含

む
）

・店
舗

名
称

：(
仮

称
)熊

本
下

通
○

○
ﾋ
ﾞﾙ

・所
在

地
：熊

本
市

中
央

区
下

通
1-

○
-○

ほ
か

・届
出

日
：平

成
28

年
6月

6日

経
済

観
光

局
産

業
部

商
業

金
融

課

大
規

模
小

売
店

舗
立

地
法

第
5条

第
1項

届
出

書
類

一
式

(添
付

図
面

、
報

告
書

類
含

む
）

・店
舗

名
称

：(
仮

称
)熊

本
下

通
○

○
ﾋ
ﾞﾙ

・所
在

地
：熊

本
市

中
央

区
下

通
1-

○
-○

ほ
か

・届
出

日
：平

成
28

年
6月

6日

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
/
5

1
/
1
2

10
21

12
/2

2
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

99
-1

43
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
99

-1
43

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
9

2
/
5

10
22

12
/2

2
20

17
年

○
月

○
日

○
○

○
○

ﾋ
ﾞﾙ

(中
央

区
中

央
街

○
-○

）に
お

い
て

発
生

し
た

火
災

の
火

災
調

査
書

消
防

局
総

務
部

総
務

課

20
17

年
○

月
○

日
○

○
○

○
ﾋ
ﾞﾙ

(中
央

区
中

央
街

○
-○

）に
お

い
て

発
生

し
た

火
災

の
火

災
調

査
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
1
1

1
/
1
2

10
23

12
/2

2
都

市
計

画
事

業
阿

高
汚

水
幹

線
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(7

20
7工

区
)の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

阿
高

汚
水

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(7
20

7工
区

)の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
2
/
2
7

1
2
/
2
8

10
24

12
/2

2

上
立

田
第

2号
排

水
路

外
改

良
工

事
（J

R
近

接
）

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

上
立

田
第

2号
排

水
路

外
改

良
工

事
（J

R
近

接
）

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
2
/
2
5

10
25

12
/2

2
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

04
-1

16
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
04

-1
16

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
9

1
/
1
0

10
26

12
/2

5

市
営

戸
島

団
地

外
2団

地
外

構
災

害
復

旧
工

事
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

震
災

土
木

施
設

対
策

課

市
営

戸
島

団
地

外
2団

地
外

構
災

害
復

旧
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
2
/
2
5

1
/
2
9

10
27

12
/2

5
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

07
年

第
35

5号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
07

年
第

35
5号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
1
1

1
/
1
2

10
28

12
/2

5

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
13

年
第

16
1号

、
12

年
第

89
号

、
04

年
第

51
3号

、
05

年
第

50
3号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
13

年
第

16
1号

、
12

年
第

89
号

、
04

年
第

51
3号

、
05

年
第

50
3号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
1
1

1
/
1
2

10
29

12
/2

5

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

市
指

令
(管

建
)第

20
2号

S4
8.

12
.2

0
市

指
令

(計
建

)第
H

14
-0

59
号

H
15

.2
.1

0
・全

部
・復

元
協

議
書

（覚
書

）・
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

市
指

令
(管

建
)第

20
2号

S4
8.

12
.2

0
市

指
令

(計
建

)第
H

14
-0

59
号

H
15

.2
.1

0
・全

部
・復

元
協

議
書

（覚
書

）・
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
2
7

1
2
/
2
8

10
30

12
/2

7
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

07
年

第
40

8号
･全

部
・協

定
書

・白
黒

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
07

年
第

40
8号

･全
部

・協
定

書
・白

黒
希

望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
1
5

1
/
1
7

121



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

10
31

12
/2

8
■

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

　
S
45

-1
60

・全
部

・復
元

協
議

書
（覚

書
）・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
45

-1
60

・全
部

・復
元

協
議

書
（覚

書
）・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
1
1

1
/
1
2

10
32

1/
4

平
成

29
年

12
/1

～
12

/3
1ま

で
に

新
規

で
営

業
許

可
を

取
得

し
た

美
容

所
の

―
覧

表
.

【取
得

希
望

情
報

】
・施

設
名

称
・施

設
所

在
地

・電
話

番
号

・確
認

年
月

日
・開

設
者

名
(可

能
で

あ
れ

ば
)

※
上

記
以

タ
ト
の

情
報

が
含

ま
れ

て
い

て
も

問
題

な
し

管
轄

エ
リ

ア
全

て

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

29
年

12
/1

～
12

/3
1ま

で
に

新
規

で
確

認
し

た
熊

本
市

内
の

美
容

所
の

下
記

に
関

す
る

―
覧

表
.

項
目

：施
設

名
称

、
施

設
所

在
地

、
電

話
番

号
、

確
認

年
月

日
、

開
設

者
名

開
示

1
/
9

1
/
1
5

郵
送

10
33

1/
4

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
01

年
第

20
0号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
01

年
第

20
0号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
/
1
5

2
/
6

10
34

1/
5

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

年
第

30
5号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

年
第

30
5号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
/
1
5

1
/
1
7

10
35

1/
5

有
床

診
療

所
等

ｽ
ﾌ
ﾟﾘ

ﾝ
ｸ
ﾗ
ｰ

等
整

備
事

業
に

係
る

事
業

（厚
生

労
働

省
・補

助
金

制
度

)に
つ

い
て

平
成

26
年

に
消

防
法

改
正

で
平

成
37

年
ま

で
に

ｽ
ﾌ
ﾟﾘ

ﾝ
ｸ
ﾗ
ｰ

設
置

の
対

象
と

な
る

医
療

施
設

名
簿

消
防

局
総

務
部

総
務

課

有
床

診
療

所
等

ｽ
ﾌ
ﾟﾘ

ﾝ
ｸ
ﾗ
ｰ

等
整

備
事

業
に

係
る

事
業

（厚
生

労
働

省
・補

助
金

制
度

)に
つ

い
て

平
成

26
年

に
消

防
法

改
正

で
平

成
37

年
ま

で
に

ｽ
ﾌ
ﾟﾘ

ﾝ
ｸ
ﾗ
ｰ

設
置

の
対

象
と

な
る

医
療

施
設

名
簿

開
示

1
/
1
8

1
/
1
9

10
36

1/
5

上
下

水
道

局
内

貯
水

機
能

付
給

水
管

設
置

他
3

件
工

事
で

熊
本

市
上

下
水

道
局

と
○

○
○

○
㈱

の
間

で
取

り
交

わ
さ

れ
た

契
約

書
類

一
式

（契
約

日
：平

成
29

年
5月

31
日

)

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

上
下

水
道

局
内

貯
水

機
能

付
給

水
管

設
置

他
3

件
工

事
で

熊
本

市
上

下
水

道
局

と
○

○
○

○
㈱

の
間

で
取

り
交

わ
さ

れ
た

契
約

書
類

一
式

（契
約

日
：平

成
29

年
5月

31
日

)

開
示

1
/
9

1
/
1
2

10
37

1/
5

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
17

年
03

4号
、

01
年

24
9号

･全
部

・協
定

書
・白

黒
希

望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
17

年
03

4号
、

01
年

24
9号

･全
部

・協
定

書
・白

黒
希

望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
/
1
5

1
/
1
6

10
38

1/
5

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
13

年
第

26
4号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
13

年
第

26
4号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
/
1
6

1
/
1
8

10
39

1/
5

公
費

解
体

に
係

る
マ

ン
シ

ョ
ン

の
う

ち
、

○
○

○
○

ﾊ
ｲ
ﾂ
、

○
○

○
○

ﾊ
ｲ
ﾂ
(1

～
5号

棟
）、

○
○

○
○

ﾊ
ｲ
ﾂ
、

○
○

○
○

ﾋ
ﾞﾙ

、
○

○
○

○
ﾋ
ﾞﾙ

計
9件

の
申

請
書

一
式

環
境

局
資

源
循

環
部

震
災

廃
棄

物
対

策
課

公
費

解
体

に
係

る
マ

ン
シ

ョ
ン

の
う

ち
、

○
○

○
○

ﾊ
ｲ
ﾂ
、

○
○

○
○

ﾊ
ｲ
ﾂ
(1

～
5号

棟
）、

○
○

○
○

ﾊ
ｲ
ﾂ
、

○
○

○
○

ﾋ
ﾞﾙ

、
○

○
○

○
ﾋ
ﾞﾙ

計
9件

の
申

請
書

一
式

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
/
2
5

1
/
2
9

10
40

1/
9

消
防

設
備

点
検

に
係

る
も

の
で

、
非

常
電

源
(自

家
発

電
設

備
)点

検
表

、
最

新
の

も
の

。
○

○
○

○
ﾎ

ﾃ
ﾙ

○
○

○
○

、
熊

本
市

中
央

区
○

○
　

○
-○

消
防

局
総

務
部

総
務

課

○
○

○
○

ﾎ
ﾃ

ﾙ
○

○
○

○
（熊

本
市

中
央

区
○

○
　

○
-○

）の
非

常
電

源
(自

家
発

電
設

備
)点

検
表

の
最

新
の

も
の

。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
1
8

1
/
2
6

郵
送

122



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

10
41

1/
9

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

(池
上

地
区

)2
号

ﾄﾝ
ﾈ

ﾙ
地

下
水

等
観

測
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

(池
上

地
区

)2
号

ﾄﾝ
ﾈ

ﾙ
地

下
水

等
観

測
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
/
1
1

1
/
1
2

10
42

1/
9

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
11

年
第

14
6号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
11

年
第

14
6号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
/
1
6

10
43

1/
9

平
成

29
年

度
熊

本
市

職
員

採
用

試
験

(上
級

職
等

、
初

級
職

等
）及

び
採

用
選

考
試

験
(上

級
職

等
、

免
許

資
格

職
、

身
体

障
が

い
者

対
象

、
民

間
企

業
等

経
験

者
等

対
象

）に
係

る
文

書
1第

一
次

試
験

、
第

二
次

試
験

に
お

け
る

合
格

者
の

最
低

点
及

び
最

高
点

2第
一

次
試

験
、

第
二

次
試

験
に

お
け

る
試

験
種

目
別

最
低

点
及

び
最

高
点

3第
一

次
試

験
に

お
け

る
試

験
種

目
別

平
均

点
及

び
基

準
点

4第
二

次
試

験
に

お
け

る
口

述
試

験
・論

(作
)文

試
験

の
基

準
点

未
満

者
及

び
消

防
身

体
検

査
不

合
格

者
数

人
事

委
員

会
事

務
局

平
成

29
年

度
熊

本
市

職
員

採
用

試
験

(上
級

職
等

、
初

級
職

等
）及

び
採

用
選

考
試

験
(上

級
職

等
、

免
許

資
格

職
、

身
体

障
が

い
者

対
象

、
民

間
企

業
等

経
験

者
等

対
象

）に
係

る
文

書
1第

一
次

試
験

、
第

二
次

試
験

に
お

け
る

合
格

者
の

最
低

点
及

び
最

高
点

2第
一

次
試

験
、

第
二

次
試

験
に

お
け

る
試

験
種

目
別

最
低

点
及

び
最

高
点

3第
一

次
試

験
に

お
け

る
試

験
種

目
別

平
均

点
及

び
基

準
点

4第
二

次
試

験
に

お
け

る
口

述
試

験
・論

(作
)文

試
験

の
基

準
点

未
満

者
及

び
消

防
身

体
検

査
不

合
格

者
数

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
1
6

1
/
2
2

10
44

1/
10

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
04

年
第

64
6号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
04

年
第

64
6号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
1
6

1
/
1
8

10
45

1/
10

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

27
年

の
指

令
15

-1
37

号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

27
年

の
指

令
15

-1
37

号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
/
1
6

1
/
1
7

10
46

1/
10

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
00

年
第

30
3号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
00

年
第

30
3号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
1
8

1
/
2
2

10
47

1/
10

熊
本

市
西

区
花

園
1丁

目
○

-○
、

○
-○

の
前

面
道

路
に

係
る

都
市

計
画

道
路

の
図

面
都

市
建

設
局

熊
本

市
周

辺
整

備
事

務
所

鉄
道

高
架

関
連

整
備

室

熊
本

市
西

区
花

園
1丁

目
○

-○
、

○
-○

の
前

面
道

路
に

係
る

都
市

計
画

道
路

の
図

面
開

示
1
/
1
5

1
/
1
6

10
48

1/
11

上
熊

本
駅

東
口

ﾛ
ｰ

ﾀ
ﾘｰ

平
面

図
都

市
建

設
局

熊
本

市
周

辺
整

備
事

務
所

鉄
道

高
架

関
連

整
備

室

上
熊

本
駅

東
口

ﾛ
ｰ

ﾀ
ﾘｰ

平
面

図

開
示

1
/
1
2

1
/
1
7

10
49

1/
11

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

00
年

第
30

3号
・全

部
・復

元
協

議
書

（覚
書

）・
白

黒
希

望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

00
年

第
30

3号
・全

部
・復

元
協

議
書

（覚
書

）・
白

黒
希

望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
1
8

1
/
1
9

10
50

1/
11

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
40

-0
28

、
S
40

-1
04

・全
部

・復
元

協
議

書
（覚

書
）・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
40

-0
28

、
S
40

-1
04

・全
部

・復
元

協
議

書
（覚

書
）・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
1
8

1
/
2
9

123



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

10
51

1/
11

平
成

29
年

12
/1

～
12

/3
0ま

で
に

熊
本

市
内

で
新

規
で

確
認

し
た

美
容

所
の

下
記

に
関

す
る

―
覧

表
。

項
目

：施
設

名
称

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

開
設

者
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

29
年

12
/1

～
12

/3
0ま

で
に

熊
本

市
内

で
新

規
で

確
認

し
た

美
容

所
の

下
記

に
関

す
る

―
覧

表
。

項
目

：施
設

名
称

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

開
設

者
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名

開
示

1
/
1
5

1
/
2
2

10
52

1/
11

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
(平

成
29

年
10

月
11

日
～

11
月

10
日

届
出

分
)

建
築

物
に

限
る

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

開
発

景
観

課

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
(平

成
29

年
10

月
11

日
～

11
月

10
日

届
出

分
)

建
築

物
に

限
る

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
/
1
8

1
/
3
1

10
53

1/
12

上
下

水
道

局
内

貯
水

機
能

付
給

水
管

設
置

他
3

件
工

事
の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

上
下

水
道

局
内

貯
水

機
能

付
給

水
管

設
置

他
3

件
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
/
1
5

1
/
1
7

10
54

1/
12

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
17

年
第

26
3号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
17

年
第

26
3号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
/
1
8

1
/
2
2

10
55

1/
12

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
03

-0
08

・全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
17

-1
54

･全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
03

-0
08

・全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
17

-1
54

･全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
1
9

1
/
2
2

10
55

.0
2

1/
12

市
議

か
ら

の
要

望
・相

談
等

依
頼

事
項

が
あ

っ
た

場
合

に
文

書
化

す
る

よ
う

、
幸

山
前

市
長

が
定

め
た

通
知

総
務

局
行

政
管

理
部

総
務

課

市
議

か
ら

の
要

望
・相

談
等

依
頼

事
項

が
あ

っ
た

場
合

に
文

書
化

す
る

よ
う

、
幸

山
前

市
長

が
定

め
た

通
知

開
示

1
/
2
3

1
/
2
3

10
55

.0
3

1/
12

平
成

17
年

4月
1日

に
制

定
さ

れ
た

熊
本

市
市

民
の

声
取

扱
要

綱
に

従
っ

て
文

書
化

さ
れ

た
も

の
の

う
ち

市
議

か
ら

の
要

望
･相

談
等

（H
25

～
H

29
年

度
分

）請
求

日
作

成
分

ま
で

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

動
物

愛
護

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

平
成

17
年

4月
1日

に
制

定
さ

れ
た

熊
本

市
市

民
の

声
取

扱
要

綱
に

従
っ

て
文

書
化

さ
れ

た
も

の
の

う
ち

市
議

か
ら

の
要

望
･相

談
等

（H
25

～
H

29
年

度
分

）請
求

日
作

成
分

ま
で

開
示

1
/
1
7

1
/
2
3

10
56

1/
15

下
記

期
間

内
に

新
規

で
開

設
届

を
提

出
さ

れ
た

理
美

容
店

の
一

覧
表

項
目

：店
舗

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

申
請

者
名

期
間

：2
01

7年
12

月
20

日
よ

り
20

18
年

1月
12

日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
開

設
届

を
提

出
さ

れ
た

理
美

容
店

の
一

覧
表

項
目

：店
舗

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

申
請

者
名

期
間

：2
01

7年
12

月
20

日
よ

り
20

18
年

1月
12

日
開

示
1
/
1
7

1
/
1
9

10
57

1/
15

下
記

期
間

内
に

新
規

の
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

の
一

覧
表

。
た

だ
し

、
移

動
販

売
･臨

時
営

業
･仮

設
営

業
･自

動
販

売
機

を
除

く
。

項
目

:屋
号

･営
業

所
在

地
･申

請
者

名
・営

業
電

話
番

号
・初

回
許

可
年

月
日

期
間

:2
01

7年
12

月
20

日
よ

り
20

18
年

1月
12

日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

食
品

保
健

課

下
記

期
間

内
に

新
規

の
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

の
一

覧
表

。
た

だ
し

、
移

動
販

売
･臨

時
営

業
･仮

設
営

業
･自

動
販

売
機

を
除

く
。

項
目

:屋
号

･営
業

所
在

地
･申

請
者

名
・営

業
電

話
番

号
・初

回
許

可
年

月
日

期
間

:2
01

7年
12

月
20

日
よ

り
20

18
年

1月
12

日

開
示

1
/
1
9

1
/
1
9

10
58

1/
15

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
53

-0
22

・全
部

・復
元

協
議

書
（覚

書
）・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
53

-0
22

・全
部

・復
元

協
議

書
（覚

書
）・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
2
2

1
/
2
4

124



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

10
59

1/
15

第
1種

動
物

取
扱

業
者

一
覧

(電
話

番
号

含
む

)
健

康
福

祉
局

保
健

衛
生

部
動

物
愛

護
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

第
1種

動
物

取
扱

業
者

一
覧

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
2
4

2
/
6

郵
送

10
60

1/
16

熊
本

地
震

に
伴

う
京

陵
中

学
校

擁
壁

外
改

修
工

事
の

金
入

り
設

計
書

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部 施
設

課

熊
本

地
震

に
伴

う
京

陵
中

学
校

擁
壁

外
改

修
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
/
1
9

1
/
2
2

10
61

1/
16

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
08

年
第

10
8号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
08

年
第

10
8号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
/
2
2

2
/
2

10
62

1/
16

都
市

計
画

事
業

東
部

汚
水

48
号

幹
線

及
び

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(6
20

4工
区

)の
金

入
り

設
計

書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

東
部

汚
水

48
号

幹
線

及
び

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(6
20

4工
区

)の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
/
1
9

1
/
2
3

10
63

1/
16

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
40

-0
97

・全
部

・復
元

協
議

書
（覚

書
）・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
40

-0
97

・全
部

・復
元

協
議

書
（覚

書
）・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
2
3

5
/
1
6

10
64

1/
16

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
17

-1
97

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
17

-1
97

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
/
2
3

1
/
3
0

郵
送

10
65

1/
16

熊
本

市
民

病
院

新
館

外
壁

被
害

復
旧

の
図

面
以

外
の

原
義

及
び

入
札

結
果

(業
者

名
･金

額
等

)の
一

覧
表

上
下

水
道

局
熊

本
市

民
病

院
事

務
局

総
務

企
画

課
施

設
管

理
室

病
院

局
公

告
第

54
号

　
平

成
28

年
11

月
11

日
公

告 熊
本

市
民

病
院

新
館

外
壁

被
害

復
旧

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報

1
/
2
3

2
/
2

10
66

1/
16

熊
本

市
北

区
清

水
岩

倉
1丁

目
○

-○
の

測
量

図
都

市
建

設
局

都
市

政
策

部
都

心
活

性
推

進
課

取
下

げ

10
67

1/
16

以
前

、
熊

本
市

東
区

に
あ

っ
た

○
○

○
○

医
院

の
廃

止
情

報
に

つ
い

て
。

①
所

在
地

②
正

式
名

称
が

上
記

で
合

っ
て

い
る

か
③

廃
止

年
月

日
が

確
認

で
き

る
資

料

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

医
療

政
策

課

以
前

、
熊

本
市

東
区

に
あ

っ
た

○
○

○
○

医
院

の
廃

止
情

報
に

つ
い

て
。

①
所

在
地

②
正

式
名

称
が

上
記

で
合

っ
て

い
る

か
③

廃
止

年
月

日
が

確
認

で
き

る
資

料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
/
2
2

2
/
1

郵
送

10
68

1/
16

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
55

-0
92

・全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
02

-3
31

･全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
55

-0
92

・全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
02

-3
31

･全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
2
3

1
/
2
5

10
69

1/
16

・部
内

事
務

の
連

絡
調

整
に

関
す

る
こ

と
(3

ヵ
年

分
)

・廃
棄

物
行

政
に

係
る

総
合

的
企

画
に

関
す

る
こ

と
(3

ヵ
年

分
)

環
境

局
資

源
循

環
部

廃
棄

物
計

画
課

・部
内

事
務

の
連

絡
調

整
に

関
す

る
こ

と
(3

ヵ
年

分
)

・廃
棄

物
行

政
に

係
る

総
合

的
企

画
に

関
す

る
こ

と
(3

ヵ
年

分
)

開
示

1
/
2
6

1
/
2
9

125



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

10
70

1/
17

(熊
本

地
震

関
連

)西
山

中
学

校
校

舎
復

旧
工

事
(そ

の
2)

の
金

入
り

設
計

書
教

育
委

員
会

事
務

局
教

育
総

務
部 施

設
課

(熊
本

地
震

関
連

)西
山

中
学

校
校

舎
復

旧
工

事
(そ

の
2)

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
/
1
9

1
/
2
3

10
71

1/
17

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
13

-1
13

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
13

-1
13

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
2
4

1
/
2
6

10
72

1/
17

熊
本

市
事

務
分

掌
規

則
に

掲
げ

る
環

境
政

策
課

に
係

る
事

務
分

掌
に

関
す

る
文

書
す

べ
て

3年
間

分

環
境

局
環

境
推

進
部

環
境

政
策

課
却

下
2
/
2
1

10
73

1/
17

熊
本

市
事

務
分

掌
規

則
に

掲
げ

る
環

境
共

生
課

事
務

分
掌

に
関

す
る

文
書

す
べ

て
3年

間
分

環
境

局
環

境
推

進
部

環
境

共
生

課
却

下
2
/
2
1

10
74

1/
17

熊
本

市
事

務
分

掌
規

則
に

掲
げ

る
水

保
全

課
に

に
関

す
る

文
書

す
べ

て
3年

間
分

環
境

局
環

境
推

進
部

水
保

全
課

却
下

2
/
2
1

10
75

1/
17

熊
本

市
事

務
分

掌
規

則
に

掲
げ

る
環

境
総

合
セ

ン
タ

ー
に

係
る

事
務

分
掌

に
関

す
る

文
書

す
べ

て
3年

間
分

環
境

局
環

境
推

進
部

環
境

総
合

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

却
下

2
/
2
1

・車
両

運
行

報
告

書
(平

成
28

年
4月

1日
～

平
成

30
年

1月
17

日
分

)
・ル

ー
ル

違
反

ご
み

報
告

書
(平

成
29

年
9月

1日
～

平
成

30
年

1月
17

日
分

)

開
示

1
/
2
6

1
/
2
9

・車
両

運
行

報
告

書
(平

成
27

年
4月

1日
～

平
成

28
年

3月
31

日
分

)

・ル
ー

ル
違

反
ご

み
報

告
書

(平
成

27
年

4月
1日

～
平

成
29

年
8月

31
日

分
)

・車
両

運
行

報
告

書
(平

成
28

年
4月

1日
～

平
成

30
年

1月
17

日
分

)
開

示
1
/
2
6

1
/
2
9

・ル
ー

ル
違

反
ご

み
報

告
書

(平
成

28
年

4月
1日

～
平

成
30

年
1月

17
日

分
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
1
/
2
6

・車
両

運
行

報
告

書
(平

成
27

年
4月

1日
～

平
成

28
年

3月
31

日
分

)
・ル

ー
ル

違
反

ご
み

報
告

書
(平

成
27

年
4月

1日
～

平
成

28
年

3月
31

日
分

)
・車

両
運

行
報

告
書

(平
成

28
年

4月
1日

～
平

成
30

年
1月

17
日

分
)

開
示

1
/
2
6

1
/
2
9

・ル
ー

ル
違

反
ご

み
報

告
書

(平
成

28
年

4月
1日

～
平

成
30

年
1月

17
日

分
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
1
/
2
6

・車
両

運
行

報
告

書
(平

成
27

年
4月

1日
～

平
成

28
年

3月
31

日
分

)

10
76

1/
17

・車
両

運
行

報
告

書
・ル

ー
ル

違
反

ご
み

報
告

書
(平

成
27

年
4月

1日
～

平
成

30
年

1月
17

日
分

)
環

境
局

資
源

循
環

部
北

部
ｸ
ﾘｰ

ﾝ
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

10
77

1/
17

・車
両

運
行

報
告

書
・ル

ー
ル

違
反

ご
み

報
告

書
(平

成
27

年
4月

1日
～

平
成

30
年

1月
17

日
分

)
環

境
局

資
源

循
環

部
西

部
ｸ
ﾘｰ

ﾝ
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

10
78

1/
17

・車
両

運
行

報
告

書
・ル

ー
ル

違
反

ご
み

報
告

書
(平

成
27

年
4月

1日
～

平
成

30
年

1月
17

日
分

)
環

境
局

資
源

循
環

部
東

部
ｸ
ﾘｰ

ﾝ
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

不
存

在
1
/
2
6

不
存

在
1
/
2
6

不
存

在
1
/
2
6
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

・ル
ー

ル
違

反
ご

み
報

告
書

(平
成

27
年

4月
1日

～
平

成
28

年
3月

31
日

分
)

10
79

1/
17

・各
機

器
等

の
点

検
簿

・収
納

金
報

告
書

・ご
み

検
査

報
告

書
(平

成
27

年
4月

1日
～

平
成

30
年

1月
17

日
分

)

環
境

局
資

源
循

環
部

東
部

環
境

工
場

・各
機

器
等

の
点

検
簿

・収
納

金
報

告
書

・ご
み

検
査

報
告

書
(平

成
27

年
4月

1日
～

平
成

30
年

1月
17

日
分

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
/
2
6

1
/
2
9

10
80

1/
17

所
管

す
る

文
書

す
べ

て
(平

成
27

年
4月

1日
～

平
成

30
年

1月
17

日
分

)
環

境
局

資
源

循
環

部
ご

み
減

量
推

進
課

却
下

2
/
2
1

10
81

1/
17

所
管

す
る

文
書

す
べ

て
(平

成
27

年
4月

1日
～

平
成

30
年

1月
17

日
分

)
環

境
局

資
源

循
環

部
浄

化
対

策
課

却
下

2
/
2
1

10
82

1/
17

西
区

花
園

7丁
目

○
番

地
付

近
φ

75
粍

配
水

管
布

設
他

2件
工

事
の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課
取

下
げ

10
83

1/
17

都
市

計
画

事
業

岩
野

小
野

汚
水

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(7
21

1工
区

)の
金

入
り

設
計

書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

取
下

げ

10
84

1/
18

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

(池
上

工
区

)谷
尾

崎
地

区
工

事
用

道
路

改
良

工
事

の
変

更
後

の
金

入
り

設
計

書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

道
路

課

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

(池
上

工
区

)谷
尾

崎
地

区
工

事
用

道
路

改
良

工
事

の
変

更
後

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
/
1
8

1
/
2
3

10
85

1/
18

都
市

計
画

道
路

上
熊

本
弓

削
線

電
線

共
同

溝
整

備
工

事
(北

1ﾌ
ﾞﾛ

ｯ
ｸ
)の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

道
路

課

都
市

計
画

道
路

上
熊

本
弓

削
線

電
線

共
同

溝
整

備
工

事
(北

1ﾌ
ﾞﾛ

ｯ
ｸ
)の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
/
2
2

1
/
2
3

10
86

1/
18

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
06

-第
34

8号
･全

部
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
06

-第
34

8号
･全

部
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
2
4

1
/
2
9

10
87

1/
19

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
02

年
第

12
8号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
02

年
第

12
8号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
2
4

1
/
2
5

10
88

1/
19

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
13

年
第

07
5号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
13

年
第

07
5号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
/
2
9

2
/
1

10
89

1/
19

・道
路

台
帳

整
備

の
朱

書
図

面
　

図
郭

番
号

50
-0

3(
南

側
)、

50
-0

8(
北

側
)

・道
路

台
帳

整
備

時
の

合
成

字
図

(ｶ
ﾗ
ｰ

)
申

○
-○

、
隣

○
-○

、
○

-○
、

○
-○

、
○

-○
、

対
○

-○
、

○
-○

、
○

-○
、

-○
-○

、
○

-○

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

総
務

課

・道
路

台
帳

の
朱

書
き

　
図

郭
番

号
50

-0
3、

50
-0

8
・道

路
台

帳
整

備
時

の
合

成
字

図
(ｶ

ﾗ
ｰ

印
刷

)
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
1
/
2
9

2
/
2

10
78

1/
17

・車
両

運
行

報
告

書
・ル

ー
ル

違
反

ご
み

報
告

書
(平

成
27

年
4月

1日
～

平
成

30
年

1月
17

日
分

)
環

境
局

資
源

循
環

部
東

部
ｸ
ﾘｰ

ﾝ
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

不
存

在
1
/
2
6

127



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

10
90

1/
19

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
47

熊
本

市
指

令
(管

建
)第

13
0号

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

市
指

令
(管

建
)第

13
0号

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
/
2
9

1
/
3
1

10
91

1/
19

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

-4
56

号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

-4
56

号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
/
2
9

2
/
1

10
92

1/
19

桜
町

地
区

再
開

発
事

業
に

関
す

る
事

業
計

画
、

施
設

計
画

が
わ

か
る

文
書

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

都
心

活
性

推
進

課

桜
町

地
区

再
開

発
事

業
に

関
す

る
事

業
計

画
、

施
設

計
画

が
わ

か
る

文
書

開
示

2
/
7

3
/
2
6

郵
送

10
93

1/
19

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

県
指

令
第

85
号

　
S3

7年
・全

部
・復

元
協

議
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課
取

下
げ

10
94

1/
19

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
01

年
第

24
号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
01

年
第

24
号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
2
9

2
/
6

10
95

1/
22

・平
成

29
年

9月
1日

か
ら

平
成

29
年

12
月

31
日

ま
で

の
住

居
表

示
番

号
付

定
申

請
に

伴
っ

た
当

該
住

居
表

示
台

帳
・北

区
弓

削
1～

6丁
目

全
域

の
住

居
表

示
台

帳

市
民

局
市

民
生

活
部

地
域

政
策

課

・平
成

29
年

9月
1日

か
ら

平
成

29
年

12
月

31
日

ま
で

の
住

居
表

示
番

号
付

定
申

請
に

伴
っ

た
当

該
住

居
表

示
台

帳
・北

区
弓

削
1～

6丁
目

全
域

の
住

居
表

示
台

帳

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
2
9

2
/
8

郵
送

10
96

1/
22

・行
政

協
力

員
、

市
政

協
力

員
等

に
関

す
る

下
記

書
類

(熊
本

市
ﾎ

ﾞﾗ
ﾝ

ﾃ
ｨｱ

活
動

保
健

に
限

る
）

1、
上

記
事

業
に

係
る

損
害

保
険

証
券

写
し

(H
27

～
H

29
：3

年
間

）
2、

過
去

3年
間

（H
26

～
H

28
）の

事
故

件
数

及
び

支
払

保
険

金
額

3、
直

近
1年

間
の

活
動

状
況

資
料

（登
録

人
数

、
活

動
延

べ
時

間
・日

数
、

年
間

報
酬

等
）

市
民

局
市

民
生

活
部

地
域

活
動

推
進

課

・行
政

協
力

員
、

市
政

協
力

員
等

に
関

す
る

下
記

書
類

(熊
本

市
ﾎ

ﾞﾗ
ﾝ

ﾃ
ｨｱ

活
動

保
健

に
限

る
）

1、
上

記
事

業
に

係
る

損
害

保
険

証
券

写
し

(H
27

～
H

29
：3

年
間

）
2、

過
去

3年
間

（H
26

～
H

28
）の

事
故

件
数

及
び

支
払

保
険

金
額

3、
直

近
1年

間
の

活
動

状
況

資
料

（登
録

人
数

、
活

動
延

べ
時

間
・日

数
、

年
間

報
酬

等
）

開
示

1
/
2
3

1
/
2
9

行
政

協
力

員
、

市
政

協
力

員
等

に
関

す
る

書
類

(交
通

指
導

員
に

限
る

）
　

・直
近

1年
間

の
活

動
状

況
資

料
　

（登
録

人
数

、
年

間
報

酬
等

）
開

示
1
/
2
2

2
/
7

行
政

協
力

員
、

市
政

協
力

員
等

に
関

す
る

下
記

書
類

(交
通

指
導

員
に

限
る

）
　

・上
記

事
業

に
係

る
損

害
保

険
証

券
写

し
(H

27
～

H
29

：3
年

間
）

　
・過

去
3年

間
（H

26
～

H
28

）の
事

故
件

数
及

び
支

払
保

険
金

額
　

・直
近

1年
間

の
活

動
状

況
資

料
（活

動
延

べ
時

間
・日

数
）

不
存

在
1
/
2
2

10
97

1/
22

・行
政

協
力

員
、

市
政

協
力

員
等

に
関

す
る

下
記

書
類

(交
通

指
導

員
に

限
る

）
1、

上
記

事
業

に
係

る
損

害
保

険
証

券
写

し
(H

27
～

H
29

：3
年

間
）

2、
過

去
3年

間
（H

26
～

H
28

）の
事

故
件

数
及

び
支

払
保

険
金

額
3、

直
近

1年
間

の
活

動
状

況
資

料
（登

録
人

数
、

活
動

延
べ

時
間

・日
数

、
年

間
報

酬
等

）

市
民

局
市

民
生

活
部

生
活

安
全

課
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

・行
政

協
力

員
、

市
政

協
力

員
等

に
関

す
る

下
記

書
類

(ｽ
ﾎ

ﾟｰ
ﾂ
推

進
員

に
限

る
）

1、
上

記
事

業
に

係
る

損
害

保
険

証
券

写
し

(H
27

～
H

29
：3

年
間

）

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

1
/
3
1

2
/
7

・行
政

協
力

員
、

市
政

協
力

員
等

に
関

す
る

下
記

書
類

(ｽ
ﾎ

ﾟｰ
ﾂ
推

進
員

に
限

る
）

2、
過

去
3年

間
（H

26
～

H
28

）の
事

故
件

数
及

び
支

払
保

険
金

額
3、

直
近

1年
間

の
活

動
状

況
資

料
（登

録
人

数
、

活
動

延
べ

時
間

・日
数

、
年

間
報

酬
等

）

不
存

在
1
/
3
1

10
99

1/
22

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
03

-1
29

　
E

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
03

-1
29

　
E

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
2
9

2
/
2

11
00

1/
22

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
06

年
第

27
6号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
06

年
第

27
6号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
2
9

1
/
3
1

11
01

1/
22

市
道

渡
鹿

4丁
目

黒
髪

5丁
目

1号
線

(龍
神

橋
)計

画
平

面
図

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

道
路

課

市
道

渡
鹿

4丁
目

黒
髪

5丁
目

1号
線

(龍
神

橋
)計

画
平

面
図

開
示

2
/
2

2
/
5

11
02

1/
23

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
17

年
31

7号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
17

年
31

7号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

2
/
6

3
/
8

11
03

1/
23

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

1年
08

7号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

1年
08

7号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
6

3
/
6

郵
送

11
04

1/
23

下
記

期
間

内
に

新
規

の
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

の
一

覧
表

。
た

だ
し

、
移

動
販

売
･臨

時
営

業
･仮

設
営

業
･自

動
販

売
機

を
除

く
。

項
目

:屋
号

･営
業

所
在

地
･申

請
者

名
・営

業
電

話
番

号
・初

回
許

可
年

月
日

期
間

:2
01

8年
1月

13
日

よ
り

20
18

年
1月

23
日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

食
品

保
健

課

下
記

期
間

内
に

新
規

の
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

の
一

覧
表

。
た

だ
し

、
移

動
販

売
･臨

時
営

業
･仮

設
営

業
･自

動
販

売
機

を
除

く
。

項
目

:屋
号

･営
業

所
在

地
･申

請
者

名
・営

業
電

話
番

号
・初

回
許

可
年

月
日

期
間

:2
01

8年
1月

13
日

よ
り

20
18

年
1月

23
日

開
示

1
/
2
5

1
/
2
9

11
05

1/
23

下
記

期
間

内
に

新
規

で
開

設
届

を
提

出
さ

れ
た

理
美

容
店

の
一

覧
表

項
目

：店
舗

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

申
請

者
名

期
間

：2
01

8年
1月

13
日

よ
り

20
18

年
1月

23
日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
開

設
届

を
提

出
さ

れ
た

理
美

容
店

の
一

覧
表

項
目

：店
舗

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

申
請

者
名

期
間

：2
01

8年
1月

13
日

よ
り

20
18

年
1月

23
日

開
示

1
/
2
6

1
/
2
9

11
06

1/
23

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
39

-1
29

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
01

年
第

21
6号

、
06

年
第

40
5号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
39

-1
29

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
01

年
第

21
6号

、
06

年
第

40
5号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
5

2
/
6

10
98

1/
22

・行
政

協
力

員
、

市
政

協
力

員
等

に
関

す
る

下
記

書
類

(ｽ
ﾎ

ﾟｰ
ﾂ
推

進
員

に
限

る
）

1、
上

記
事

業
に

係
る

損
害

保
険

証
券

写
し

(H
27

～
H

29
：3

年
間

）
2、

過
去

3年
間

（H
26

～
H

28
）の

事
故

件
数

及
び

支
払

保
険

金
額

3、
直

近
1年

間
の

活
動

状
況

資
料

（登
録

人
数

、
活

動
延

べ
時

間
・日

数
、

年
間

報
酬

等
）

経
済

観
光

局
文

化
・ｽ

ﾎ
ﾟｰ

ﾂ
交

流
部 ス

ポ
ー

ツ
振

興
課
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

11
07

1/
23

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
・0

1年
41

3号
・1

7年
00

5号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
・0

1年
41

3号
・1

7年
00

5号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

2
/
8

2
/
8

・指
定

管
理

者
選

定
委

員
会

（H
30

.1
.1

5開
催

)の
議

事
録

、
・指

定
管

理
者

選
定

委
員

会
（H

30
.1

.1
5開

催
)で

の
選

定
団

体
に

お
け

る
質

疑
応

答
議

事
録

不
存

在
3
/
2

・共
同

企
業

体
資

格
認

定
申

請
書

(様
式

第
6号

及
び

第
7号

)
・事

業
計

画
書

(様
式

2-
2、

2-
3～

9、
様

式
3号

）
及

び
別

添
資

料
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

4
号

　
公

共
の

安
全

等
に

関
す

る
情

報

3
/
2

3
/
1
9

11
09

1/
24

都
市

計
画

事
業

富
合

西
部

汚
水

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(7

21
6工

区
)【

総
合

評
価

方
式

】の
金

入
り

設
計

書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

富
合

西
部

汚
水

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(7

21
6工

区
)【

総
合

評
価

方
式

】の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
/
2
6

1
/
3
0

11
10

1/
24

・健
軍

川
改

修
工

事
（4

K
86

0～
5K

00
0）

・健
軍

川
改

修
工

事
（5

K
00

0～
5K

10
0）

上
記

の
完

成
検

査
報

告
書

及
び

位
置

図

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

・健
軍

川
改

修
工

事
（4

K
86

0～
5K

00
0）

・健
軍

川
改

修
工

事
（5

K
00

0～
5K

10
0）

上
記

の
完

成
検

査
報

告
書

及
び

位
置

図
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
1
/
2
9

2
/
1
4

11
11

1/
24

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
63

年
度

、
B

63
-8

6-
12

号
・全

部
・復

元
協

議
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
63

年
度

、
B

63
-8

6-
12

号
・全

部
・復

元
協

議
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
8

2
/
9

11
12

1/
25

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
38

-0
43

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
38

-0
43

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
8

2
/
2
0

11
13

1/
26

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
12

-1
94

、
02

-4
41

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
12

-1
94

、
02

-4
41

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
8

2
/
1
6

11
14

1/
26

熊
本

市
の

大
気

汚
染

常
時

監
視

測
定

局
の

う
ち

、
以

下
の

測
定

ﾃ
ﾞｰ

ﾀ
・測

定
局

：熊
本

市
北

区
役

所
　

期
間

：平
成

28
年

1月
～

平
成

28
年

3月
  

項
目

：風
向

・風
速

の
1時

間
値

・測
定

局
：熊

本
市

北
区

役
所

　
期

間
：平

成
28

年
1月

～
平

成
29

年
3月

　
N

O
.N

O
2.

N
O

X
.S

P
M

の
1時

間
値

環
境

局
環

境
推

進
部

環
境

政
策

課

熊
本

市
の

大
気

汚
染

常
時

監
視

測
定

局
の

う
ち

、
以

下
の

測
定

ﾃ
ﾞｰ

ﾀ
・測

定
局

：熊
本

市
北

区
役

所
　

期
間

：平
成

28
年

1月
～

平
成

28
年

3月
  

項
目

：風
向

・風
速

の
1時

間
値

・測
定

局
：熊

本
市

北
区

役
所

　
期

間
：平

成
28

年
1月

～
平

成
29

年
3月

　
N

O
.N

O
2.

N
O

X
.S

P
M

の
1時

間
値

開
示

1
/
3
1

2
/
7

郵
送

11
08

1/
24

熊
本

城
ﾎ

ｰ
ﾙ

、
熊

本
市

辛
島

公
園

地
下

駐
車

場
、

熊
本

市
辛

島
公

園
地

下
駐

輪
場

及
び

熊
本

市
辛

島
公

園
地

下
通

路
の

指
定

管
理

者
選

定
に

関
す

る
以

下
の

書
類

(選
定

候
補

者
：○

○
○

○
に

関
す

る
書

類
)

・共
同

企
業

体
資

格
認

定
申

請
書

(様
式

第
6号

及
び

第
7号

)
・事

業
計

画
書

(様
式

2-
2、

2-
3～

9、
様

式
3号

）
及

び
別

添
資

料
・指

定
管

理
者

選
定

委
員

会
（H

30
.1

.1
5開

催
)の

議
事

録
、

選
定

団
体

に
お

け
る

質
疑

応
答

議
事

録

経
済

観
光

局
観

光
交

流
部

新
ﾎ

ｰ
ﾙ

ﾏ
ﾈ

ｼ
ﾞﾒ

ﾝ
ﾄ課

有 3/
10
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

11
15

1/
26

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

B
53

-1
7-

13
（S

54
/3

/1
2付

)
・全

部
・復

元
協

議
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
11

年
第

38
7号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

B
53

-1
7-

13
（S

54
/3

/1
2付

)
・全

部
・復

元
協

議
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
11

年
第

38
7号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
8

2
/
9

11
16

1/
29

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
06

年
第

46
8号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
06

年
第

46
8号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
8

2
/
1
3

11
17

1/
29

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

-3
12

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

-3
12

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

2
/
9

2
/
1
5

11
18

1/
29

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
40

-0
14

、
S
42

-2
28

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
08

年
第

15
2号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
40

-0
14

、
S
42

-2
28

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
08

年
第

15
2号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

2
/
9

2
/
9

11
19

1/
29

廃
棄

物
計

画
課

が
所

管
す

る
平

成
25

年
度

～
平

成
29

年
度

（H
30

年
1月

29
日

ま
で

）の
書

類
す

べ
て

(関
係

す
る

も
の

を
含

む
)

環
境

局
資

源
循

環
部

廃
棄

物
計

画
課

却
下

2
/
2
1

11
19

.0
2

1/
29

震
災

廃
棄

物
対

策
課

が
所

管
す

る
文

書
全

部
環

境
局

資
源

循
環

部
震

災
廃

棄
物

対
策

課

却
下

2
/
2
1

11
20

1/
30

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
03

年
第

38
7号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
03

年
第

38
7号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

2
/
9

2
/
9

11
21

1/
30

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
４

８
熊

本
市

指
令

(管
建

)第
32

号
・全

部
・白

黒

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
４

８
熊

本
市

指
令

(管
建

)第
32

号
・全

部
・白

黒

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
1
4

2
/
2
6

11
22

1/
31

中
央

区
世

安
町

(新
世

安
橋

)φ
30

0粍
配

水
管

布
設

替
他

3件
工

事
(災

害
復

旧
工

事
)の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
調

整
部

水
道

整
備

課

中
央

区
世

安
町

(新
世

安
橋

)φ
30

0粍
配

水
管

布
設

替
他

3件
工

事
(災

害
復

旧
工

事
)の

金
入

り
設

計
書

開
示

2
/
5

2
/
9

11
23

1/
31

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
03

年
第

27
9号

、
02

年
第

53
8号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
03

年
第

27
9号

、
02

年
第

53
8号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
1
4

2
/
1
6

11
24

1/
31

・熊
本

地
震

に
伴

う
熊

本
城

北
十

八
間

櫓
崩

壊
石

垣
撤

去
工

事
・熊

本
地

震
に

伴
う

熊
本

城
頬

当
御

門
周

辺
石

垣
撤

去
工

事
・熊

本
地

震
に

伴
う

熊
本

城
櫨

方
門

周
辺

外
1件

石
垣

撤
去

工
事

上
記

の
金

入
り

設
計

書
(変

更
契

約
後

)

経
済

観
光

局
熊

本
城

総
合

事
務

所

・熊
本

地
震

に
伴

う
熊

本
城

北
十

八
間

櫓
崩

壊
石

垣
撤

去
工

事
・熊

本
地

震
に

伴
う

熊
本

城
頬

当
御

門
周

辺
石

垣
撤

去
工

事
・熊

本
地

震
に

伴
う

熊
本

城
櫨

方
門

周
辺

外
1件

石
垣

撤
去

工
事

上
記

の
金

入
り

設
計

書
(変

更
契

約
後

)

開
示

2
/
9

2
/
1
3
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

11
25

1/
31

熊
本

市
中

央
区

坪
井

5丁
目

○
番

の
西

側
・南

側
市

道
に

お
け

る
検

図
都

市
建

設
局

土
木

部
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

総
務

課

熊
本

市
中

央
区

坪
井

5丁
目

○
番

(旧
西

坪
井

町
○

番
）の

土
地

の
検

図
帳

開
示

2
/
6

2
/
1
6

11
26

1/
31

熊
本

市
動

物
愛

護
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

擁
壁

改
修

そ
の

他
工

事
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

道
路

課

熊
本

市
動

物
愛

護
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

擁
壁

改
修

そ
の

他
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

2
/
1
3

2
/
1
4

11
27

1/
31

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

(池
上

工
区

)2
号

ﾄﾝ
ﾈ

ﾙ
新

設
工

事
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

(池
上

工
区

)2
号

ﾄﾝ
ﾈ

ﾙ
新

設
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

2
/
2

2
/
7

11
28

2/
1

平
成

30
年

1/
1～

1/
31

ま
で

に
新

規
で

営
業

許
可

を
取

得
し

た
美

容
所

の
―

覧
表

.
【取

得
希

望
情

報
】

・施
設

名
称

・施
設

所
在

地
・電

話
番

号
・確

認
年

月
日

・開
設

者
名

(可
能

で
あ

れ
ば

)
※

上
記

以
タ

ト
の

情
報

が
含

ま
れ

て
い

て
も

問
題

な
し

管
轄

エ
リ

ア
全

て

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

30
年

1/
1～

1/
31

ま
で

に
新

規
で

営
業

許
可

を
取

得
し

た
美

容
所

の
―

覧
表

.
【取

得
希

望
情

報
】

・施
設

名
称

・施
設

所
在

地
・電

話
番

号
・確

認
年

月
日

・開
設

者
名

(可
能

で
あ

れ
ば

)
※

上
記

以
タ

ト
の

情
報

が
含

ま
れ

て
い

て
も

問
題

な
し

管
轄

エ
リ

ア
全

て

開
示

2
/
5

2
/
1
3

郵
送

11
29

2/
1

熊
本

地
震

に
伴

う
火

の
君

文
化

セ
ン

タ
ー

復
旧

工
事

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

建
築

住
宅

部
営

繕
課

熊
本

地
震

に
伴

う
火

の
君

文
化

セ
ン

タ
ー

復
旧

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
2
/
6

2
/
8

11
30

2/
1

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

(池
上

工
区

)2
号

ﾄﾝ
ﾈ

ﾙ
新

設
工

事
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

(池
上

工
区

)2
号

ﾄﾝ
ﾈ

ﾙ
新

設
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

2
/
2

2
/
6

11
31

2/
2

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
12

年
第

32
4号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
12

年
第

32
4号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

2
/
1
4

2
/
1
5

11
32

2/
2

(熊
本

地
震

関
連

)東
町

小
学

校
体

育
館

新
設

工
事

に
伴

う
貯

留
施

設
布

設
替

工
事

(そ
の

2)
の

金
入

り
設

計
書

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部 施
設

課

(熊
本

地
震

関
連

)東
町

小
学

校
体

育
館

新
設

工
事

に
伴

う
貯

留
施

設
布

設
替

工
事

(そ
の

2)
の

金
入

り
設

計
書

開
示

2
/
2

2
/
5

11
33

2/
2

平
成

29
年

10
月

実
施

の
住

居
表

示
(弓

削
1～

6丁
目

）の
新

し
い

町
界

町
名

変
更

図
「街

区
番

号
ま

で
明

示
の

物
｣

市
民

局
市

民
生

活
部

地
域

政
策

課

平
成

29
年

10
月

実
施

の
住

居
表

示
(弓

削
1～

6丁
目

）の
新

し
い

町
界

町
名

変
更

図
「街

区
番

号
ま

で
明

示
の

物
｣

開
示

2
/
7

2
/
1
4

郵
送

11
33

.0
2

2/
2

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
10

-2
67

、
03

-0
93

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
10

-2
67

、
03

-0
93

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

2
/
1
4

2
/
1
4

132



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

11
34

2/
5

熊
本

市
中

央
区

坪
井

6丁
目

○
に

お
け

る
検

図
都

市
建

設
局

土
木

部
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

総
務

課

熊
本

市
中

央
区

坪
井

6丁
目

○
番

(黒
髪

町
大

字
坪

井
字

○
○

○
○

　
○

番
）の

土
地

の
検

図
帳

開
示

2
/
7

2
/
9

11
35

2/
5

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
07

-2
82

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
07

-2
82

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
1
5

2
/
1
9

11
36

2/
5

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
15

-4
0-

T
・全

部
　

白
黒

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
15

-4
0-

T
・全

部
　

白
黒

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
1
5

11
37

2/
5

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
05

年
第

12
3号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
05

年
第

12
3号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
1
6

2
/
1
9

11
38

2/
5

平
成

28
年

度
の

下
記

工
事

に
関

す
る

文
書

・熊
本

市
民

病
院

熊
本

地
震

に
よ

る
落

下
物

危
険

個
所

除
去

業
務

委
託

・熊
本

市
民

病
院

新
館

外
壁

被
害

調
査

業
務

委
託 ・熊

本
市

民
病

院
新

館
外

壁
被

害
復

旧
(指

名
入

札
分

)

平
成

19
年

度
か

ら
平

成
28

年
度

ま
で

の
過

去
10

年
間

に
亘

る
熊

本
市

民
病

院
事

務
局

発
注

の
建

築
･防

水
・塗

装
そ

れ
ぞ

れ
の

全
体

の
発

注
件

数
と

そ
の

中
に

占
め

る
随

意
契

約
発

注
件

数
の

年
度

ご
と

の
一

覧
、

及
び

そ
の

契
約

者
の

名
称

す
べ

て
の

開
示

請
求

。

病
院

局
熊

本
市

民
病

院
事

務
局

総
務

課
施

設
管

理
室

平
成

28
年

度
の

下
記

工
事

に
関

す
る

文
書

・熊
本

市
民

病
院

熊
本

地
震

に
よ

る
落

下
物

危
険

個
所

除
去

業
務

委
託

・熊
本

市
民

病
院

新
館

外
壁

被
害

調
査

業
務

委
託 ・熊

本
市

民
病

院
新

館
外

壁
被

害
復

旧
(指

名
入

札
分

)

平
成

19
年

度
か

ら
平

成
28

年
度

ま
で

の
過

去
10

年
間

に
亘

る
熊

本
市

民
病

院
事

務
局

発
注

の
建

築
･防

水
・塗

装
そ

れ
ぞ

れ
の

全
体

の
発

注
件

数
と

そ
の

中
に

占
め

る
随

意
契

約
発

注
件

数
の

年
度

ご
と

の
一

覧
、

及
び

そ
の

契
約

者
の

名
称

す
べ

て
の

開
示

請
求

。

開
示

2
/
1
3

2
/
2
0

11
39

2/
6

平
成

30
年

1月
1日

か
ら

平
成

30
年

1月
31

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
確

認
し

た
美

容
所

の
下

記
に

関
す

る
一

覧
項

目
:施

設
名

称
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
開

設
者

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

30
年

1月
1日

か
ら

平
成

30
年

1月
31

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
確

認
し

た
美

容
所

の
下

記
に

関
す

る
一

覧
項

目
:施

設
名

称
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
開

設
者

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名

開
示

2
/
8

2
/
1
4

11
40

2/
6

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
25

-0
33

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

年
第

45
5号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
25

-0
33

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

年
第

45
5号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

2
/
1
6

2
/
2
0

11
41

2/
6

認
可

外
保

育
施

設
現

況
調

査
(平

成
28

年
3月

31
日

現
在

)の
病

院
内

保
育

施
設

の
施

設
名

･住
所

･
設

置
者

等
の

文
書

健
康

福
祉

局
子

ど
も

未
来

部
保

育
幼

稚
園

課

認
可

外
保

育
施

設
現

況
調

査
(平

成
28

年
3月

31
日

現
在

)の
病

院
内

保
育

施
設

の
施

設
名

･住
所

･
設

置
者

等
の

文
書

開
示

2
/
9

2
/
1
6

郵
送

11
42

2/
6

熊
本

市
内

の
宿

泊
施

設
に

つ
い

て
・施

設
名

・住
所

・電
話

番
号

・客
室

種
別

及
び

そ
の

室
数

・総
収

容
可

能
人

数

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

熊
本

市
内

の
宿

泊
施

設
に

つ
い

て
・施

設
名

・住
所

・電
話

番
号

・客
室

種
別

及
び

そ
の

室
数

・総
収

容
可

能
人

数
開

示
2
/
1
3

2
/
1
6

郵
送

133



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

11
43

2/
6

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
45

-1
99

・全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
45

-1
99

・全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

2
/
1
6

2
/
2
2

11
44

2/
7

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
56

-0
53

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
56

-0
53

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

2
/
2
1

2
/
2
2

11
45

2/
7

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
03

-0
08

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
03

-0
08

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
2
1

11
46

2/
7

以
下

の
擁

壁
の

確
認

申
請

調
査

表
及

び
配

置
図

北
区

八
景

水
谷

1丁
目

○
-○

S5
7.

11
.1

0　
　

○
○

号

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課
建

築
審

査
室

以
下

の
擁

壁
の

確
認

申
請

調
査

表
及

び
配

置
図

北
区

八
景

水
谷

1丁
目

○
-○

S5
7.

11
.1

0　
　

○
○

号

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
1
3

2
/
1
9

11
47

2/
7

都
市

計
画

事
業

富
合

西
部

汚
水

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(7

21
5工

区
)の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

富
合

西
部

汚
水

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(7

21
5工

区
)の

金
入

り
設

計
書

開
示

2
/
1
9

2
/
2
1

11
48

2/
7

北
区

龍
田

3丁
目

龍
田

団
地

高
架

水
槽

解
体

外
2

件
工

事
の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
維

持
管

理
部

水
運

用
課

北
区

龍
田

3丁
目

龍
田

団
地

高
架

水
槽

解
体

外
2

件
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

2
/
9

3
/
2
3

11
49

2/
8

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
54

-0
55

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
54

-0
55

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
2
1

2
/
2
2

11
50

2/
8

平
成

29
年

度
中

に
実

施
さ

れ
た

、
ま

た
は

実
施

が
予

定
さ

れ
て

い
る

、
貴

市
ま

た
は

貴
市

児
童

相
談

所
が

主
催

す
る

児
童

相
談

所
一

時
保

護
所

職
員

向
け

の
研

修
に

関
す

る
研

修
内

容
、

時
間

、
講

師
等

が
わ

か
る

文
書

。
た

だ
し

、
い

わ
ゆ

る
公

務
員

研
修

お
よ

び
派

遣
研

修
を

除
く

。
ま

た
、

児
童

相
談

所
新

任
職

員
研

修
な

ど
、

児
童

相
談

所
全

員
を

対
象

と
し

た
研

修
や

、
児

童
福

祉
司

を
対

象
と

し
た

研
修

(例
え

ば
、

児
童

福
祉

司
任

用
前

研
修

や
児

童
福

祉
司

任
用

後
研

修
）で

も
、

一
時

保
護

所
職

員
が

参
加

可
能

と
し

て
い

る
も

の
は

含
め

る
。

健
康

福
祉

局
子

ど
も

未
来

部
児

童
相

談
所

平
成

29
年

度
　

新
任

研
修

平
成

29
年

度
　

児
童

福
祉

司
任

用
後

研
修

・フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
研

修

開
示

2
/
1
4

2
/
2
3

郵
送

11
51

2/
8

熊
本

市
が

保
有

す
る

各
有

料
老

人
ﾎ

ｰ
ﾑ

の
直

近
の

重
要

事
項

説
明

書
。

但
し

、
「
介

護
ｻ

ｰ
ﾋ
ﾞｽ

等
の

一
覧

表
｣は

除
く

。
(対

象
老

人
ホ

ー
ム

11
箇

所
)

健
康

福
祉

局
福

祉
部

高
齢

介
護

福
祉

課

熊
本

市
が

保
有

す
る

各
有

料
老

人
ﾎ

ｰ
ﾑ

の
直

近
の

重
要

事
項

説
明

書
。

但
し

、
「
介

護
ｻ

ｰ
ﾋ
ﾞｽ

等
の

一
覧

表
｣は

除
く

。
(対

象
老

人
ホ

ー
ム

11
箇

所
)

開
示

2
/
1
3

2
/
2
3

郵
送

11
52

2/
8

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
35

-0
84

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
35

-0
84

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
2
1

2
/
2
3

11
53

2/
9

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
20

-0
28

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
20

-0
28

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

2
/
2
1

2
/
2
2
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

11
54

2/
9

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
00

年
第

22
7号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
00

年
第

22
7号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
2
2

2
/
2
3

11
55

2/
9

熊
本

地
震

の
災

害
関

連
死

に
関

す
る

文
書

す
べ

て
（H

30
.2

.9
分

ま
で

）
政

策
局

復
興

総
室

有 3/
30

熊
本

地
震

の
災

害
関

連
死

に
関

す
る

文
書

す
べ

て
（H

30
.2

.9
分

ま
で

）
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
5
号

　
審

議
、

検
討

に
関

す
る

情
報

3
/
2
9

3
/
3
0

11
56

2/
13

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
17

年
00

5号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
17

年
00

5号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

2
/
2
2

2
/
2
3

・指
定

管
理

者
選

定
委

員
会

（H
30

.1
.1

5開
催

）
で

審
査

員
に

配
布

さ
れ

た
す

べ
て

の
書

類
・指

定
管

理
者

選
定

委
員

会
の

審
査

員
ご

と
の

審
査

点
数

表
(詳

細
項

目
点

数
ア

・1
～

ク
・2

）

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
5
号

　
審

議
、

検
討

に
関

す
る

情
報

6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報

2
/
1
5

2
/
1
6

・指
定

管
理

者
選

定
委

員
会

（H
30

.1
.1

5開
催

）
で

審
査

員
に

配
布

さ
れ

た
す

べ
て

の
書

類
・式

次
第

・財
務

状
況

分
析

結
果

・メ
モ

用
紙

・公
の

施
設

の
指

定
管

理
制

度
に

関
す

る
指

針
・

運
用

に
関

す
る

方
針

開
示

2
/
1
5

2
/
1
6

11
58

2/
14

下
記

期
間

内
に

新
規

の
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

の
一

覧
表

。
た

だ
し

、
移

動
販

売
･臨

時
営

業
･仮

設
営

業
･自

動
販

売
機

を
除

く
。

項
目

:屋
号

･営
業

所
在

地
･申

請
者

名
・営

業
電

話
番

号
・初

回
許

可
年

月
日

期
間

:2
01

8年
1月

24
日

よ
り

20
18

年
2月

13
日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

食
品

保
健

課

下
記

期
間

内
に

新
規

の
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

の
一

覧
表

。
た

だ
し

、
移

動
販

売
･臨

時
営

業
･仮

設
営

業
･自

動
販

売
機

を
除

く
。

項
目

:屋
号

･営
業

所
在

地
･申

請
者

名
・営

業
電

話
番

号
・初

回
許

可
年

月
日

期
間

:2
01

8年
1月

24
日

よ
り

20
18

年
2月

13
日

開
示

2
/
1
5

2
/
2
0

11
59

2/
14

下
記

期
間

内
に

新
規

で
開

設
届

を
提

出
さ

れ
た

理
美

容
店

の
一

覧
表

項
目

：店
舗

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

申
請

者
名

期
間

:2
01

8年
1月

24
日

よ
り

20
18

年
2月

13
日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
開

設
届

を
提

出
さ

れ
た

理
美

容
店

の
一

覧
表

項
目

：店
舗

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

申
請

者
名

期
間

:2
01

8年
1月

24
日

よ
り

20
18

年
2月

13
日

開
示

2
/
1
6

2
/
2
0

11
60

2/
14

都
市

計
画

事
業

内
田

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ場

電
気

設
備

工
事

(7
01

0工
区

)の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

内
田

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ場

電
気

設
備

工
事

(7
01

0工
区

)の
金

入
り

設
計

書
開

示
2
/
2
3

3
/
2

郵
送

11
61

2/
14

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
43

-0
78

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
04

-0
23

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
43

-0
78

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
04

-0
23

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

2
/
1
5

2
/
1
6

11
62

2/
14

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
(平

成
29

年
11

月
１

１
日

～
12

月
10

日
届

出
分

)(
建

築
物

に
限

る
)

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

開
発

景
観

課

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
(平

成
29

年
11

月
１

１
日

～
12

月
10

日
届

出
分

)(
建

築
物

に
限

る
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

2
/
1
5

2
/
2
8

11
57

2/
13

・指
定

管
理

者
選

定
委

員
会

（H
30

.1
.1

5開
催

）
で

審
査

員
に

配
布

さ
れ

た
す

べ
て

の
書

類
(選

定
団

体
が

提
出

し
た

書
類

以
外

)
・指

定
管

理
者

選
定

委
員

会
の

審
査

員
ご

と
の

審
査

点
数

表
(詳

細
項

目
点

数
ア

・1
～

ク
・2

）
経

済
観

光
局

産
業

部
経

済
政

策
課

135



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

11
62

.0
2

2/
15

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
03

-3
65

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

（図
面

の
み

）

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
03

-3
65

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

（図
面

の
み

）

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
2
3

2
/
2
8

11
63

2/
15

都
市

計
画

事
業

鳥
場

汚
水

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(6
21

9工
区

)の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

鳥
場

汚
水

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(6
21

9工
区

)の
金

入
り

設
計

書
開

示
2
/
2
0

2
/
2
0

11
64

2/
15

都
市

計
画

事
業

西
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

放
流

管
布

設
工

事
(そ

の
4)

(7
60

3工
区

)の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

西
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

放
流

管
布

設
工

事
(そ

の
4)

(7
60

3工
区

)の
金

入
り

設
計

書
開

示
2
/
2
0

2
/
2
1

11
65

2/
15

龍
神

橋
架

替
え

後
の

計
画

平
面

図
。

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

道
路

課

龍
神

橋
架

替
え

後
の

計
画

平
面

図
。

開
示

2
/
2
2

2
/
2
6

11
66

2/
15

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
40

-0
28

、
H

28
-0

21
、

S
59

-0
12

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
15

-3
41

、
16

-2
10

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
40

-0
28

、
H

28
-0

21
、

S
59

-0
12

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
15

-3
41

、
16

-2
10

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
2
7

3
/
5

11
67

2/
16

国
道

26
6号

(八
王

寺
跨

線
橋

）耐
震

補
強

設
計

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
当

初
、

第
1回

変
更

時
、

第
2回

変
更

時
の

3回
分

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

道
路

課

国
道

26
6号

(八
王

寺
跨

線
橋

）耐
震

補
強

設
計

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
当

初
、

第
1回

変
更

時
、

第
2回

変
更

時
の

3回
分

開
示

2
/
2
2

2
/
2
6

11
68

2/
16

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
h.

27
 1

5-
17

1
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
h.

27
 1

5-
17

1
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

2
/
2
7

2
/
2
8

11
69

2/
16

熊
本

市
内

の
理

容
所

、
美

容
所

に
お

い
て

平
成

30
年

2月
16

日
現

在
で

開
設

届
が

提
出

さ
れ

て
い

る
施

設
の

一
覧

（施
設

名
称

、
施

設
所

在
地

、
施

設
電

話
番

号
の

わ
か

る
も

の
）

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

熊
本

市
内

の
理

容
所

、
美

容
所

に
お

い
て

平
成

30
年

2月
16

日
現

在
で

開
設

届
が

提
出

さ
れ

て
い

る
施

設
の

一
覧

（施
設

名
称

、
施

設
所

在
地

、
施

設
電

話
番

号
の

わ
か

る
も

の
）

開
示

2
/
2
2

3
/
1

郵
送

11
70

2/
16

（仮
称

）舞
原

災
害

公
営

住
宅

建
設

工
事

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

建
築

住
宅

部
震

災
住

宅
支

援
課

（仮
称

）舞
原

災
害

公
営

住
宅

建
設

工
事

金
入

設
計

書
開

示
2
/
2
0

2
/
2
6

11
71

2/
16

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
50

熊
本

市
指

令
(計

建
)第

52
号

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
13

-0
63

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
50

熊
本

市
指

令
(計

建
)第

52
号

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
13

-0
63

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

2
/
2
7

3
/
9

11
72

2/
19

管
渠

長
寿

命
化

対
策

(城
東

D
地

区
外

）管
渠

改
築

工
事

(第
18

-2
92

03
工

区
）の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
維

持
管

理
部

管
路

維
持

課

管
渠

長
寿

命
化

対
策

(城
東

D
地

区
外

）管
渠

改
築

工
事

(第
18

-2
92

03
工

区
）の

金
入

り
設

計
書

開
示

2
/
2
2

2
/
2
3

136



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

11
73

2/
19

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
00

年
20

8号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
00

年
20

8号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
2
1

2
/
2
2

11
74

2/
19

熊
本

市
中

央
区

渡
鹿

四
丁

目
○

-○
の

土
地

の
県

道
敷

の
財

産
特

定
図

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

総
務

課

取
下

げ

11
75

2/
19

南
区

城
南

町
阿

髙
竹

ノ
下

橋
付

近
φ

30
0粍

水
管

橋
工

事
の

施
行

計
画

書
そ

の
他

当
社

が
熊

本
市

に
提

出
し

た
書

類
一

式

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

南
区

城
南

町
阿

髙
竹

ノ
下

橋
付

近
φ

30
0粍

水
管

橋
工

事
の

施
行

計
画

書
そ

の
他

当
社

が
熊

本
市

に
提

出
し

た
書

類
一

式
開

示
2
/
2
8

3
/
5

11
76

2/
20

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
10

年
第

33
8号

、
12

年
第

10
1号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
10

年
第

33
8号

、
12

年
第

10
1号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
2
8

3
/
2

11
77

2/
20

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

昭
和

44
年

1月
24

日
熊

本
県

指
令

第
13

号
、

昭
和

45
年

4月
15

日
熊

本
県

指
令

（建
）第

30
号

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

昭
和

44
年

1月
24

日
熊

本
県

指
令

第
13

号
、

昭
和

45
年

4月
15

日
熊

本
県

指
令

（建
）第

30
号

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

2
/
2
8

3
/
2

11
78

2/
20

災
害

関
連

地
域

防
災

が
け

崩
れ

対
策

工
事

（そ
の

１
９

）の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
震

災
土

木
施

設
対

策
課

災
害

関
連

地
域

防
災

が
け

崩
れ

対
策

工
事

（そ
の

１
９

）の
金

入
り

設
計

書
開

示
2
/
2
2

3
/
5

郵
送

11
79

2/
20

平
成

30
年

2月
20

日
開

催
の

特
別

委
員

会
　

録
音

テ
ー

プ
議

会
事

務
局

議
事

課

平
成

30
年

2月
20

日
開

催
の

特
別

委
員

会
　

録
音

テ
ー

プ
開

示
2
/
2
7

3
/
1
3

11
80

2/
20

Ｈ
24

，
25

，
26

，
27

年
分

の
随

意
契

約
（水

産
セ

ン
タ

ー
○

○
業

務
委

託
）の

実
施

伺
、

契
約

、
内

部
手

続
決

裁
、

審
査

依
頼

案
件

資
料

、
事

前
協

議
、

仕
様

特
記

、
仕

様
書

、
契

約
書

農
水

局
農

政
部

水
産

振
興

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

Ｈ
24

，
25

，
26

，
27

年
分

の
随

意
契

約
（水

産
セ

ン
タ

ー
○

○
業

務
委

託
）の

実
施

伺
、

契
約

、
内

部
手

続
決

裁
、

審
査

依
頼

案
件

資
料

、
事

前
協

議
、

仕
様

特
記

、
仕

様
書

、
契

約
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

2
/
2
6

3
/
1
3

11
81

2/
20

○
○

の
補

助
金

助
成

金
に

関
す

る
食

肉
セ

ン
タ

ー
の

資
料

決
裁

、
起

案
書

及
び

添
付

資
料

、
副

市
長

の
あ

と
づ

け
資

料

農
水

局
農

政
部

農
業

・ブ
ラ

ン
ド

戦
略

課

○
○

の
補

助
金

助
成

金
に

関
す

る
食

肉
セ

ン
タ

ー
の

資
料

決
裁

、
起

案
書

及
び

添
付

資
料

、
副

市
長

の
あ

と
づ

け
資

料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
8

11
82

2/
20

平
成

25
年

4月
1日

か
ら

平
成

30
年

2月
20

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

が
、

37
の

団
体

に
対

し
て

、
予

算
を

支
出

し
た

こ
と

が
わ

か
る

文
書

（支
払

先
、

金
額

及
び

用
途

が
わ

か
る

文
書

。
添

付
資

料
も

含
む

。
）

総
務

局
行

政
管

理
部

法
制

課

有 3/
30

平
成

25
年

4月
1日

か
ら

平
成

30
年

2月
20

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

が
、

22
団

体
に

対
し

て
、

予
算

を
支

出
し

た
こ

と
が

わ
か

る
文

書
（支

払
先

、
金

額
及

び
用

途
が

わ
か

る
文

書
。

添
付

資
料

も
含

む
。

）
不

存
在

3
/
2
3
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

11
82

.0
2

2/
20

平
成

25
年

4月
1日

か
ら

平
成

30
年

2月
20

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

が
、

37
の

団
体

に
対

し
て

、
予

算
を

支
出

し
た

こ
と

が
わ

か
る

文
書

（支
払

先
、

金
額

及
び

用
途

が
わ

か
る

文
書

。
添

付
資

料
も

含
む

。
）

政
策

局
復

興
総

室

平
成

25
年

4月
1日

か
ら

平
成

30
年

2月
20

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

が
、

○
○

の
団

体
に

対
し

て
、

予
算

を
支

出
し

た
こ

と
が

わ
か

る
文

書
（支

払
先

、
金

額
及

び
用

途
が

わ
か

る
文

書
。

添
付

資
料

も
含

む
。

）

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
8

11
82

.0
3

2/
20

平
成

25
年

4月
1日

か
ら

平
成

30
年

2月
20

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

が
、

37
の

団
体

に
対

し
て

、
予

算
を

支
出

し
た

こ
と

が
わ

か
る

文
書

（支
払

先
、

金
額

及
び

用
途

が
わ

か
る

文
書

。
添

付
資

料
も

含
む

。
）

総
務

局
行

政
管

理
部

総
務

課

平
成

25
年

4月
1日

か
ら

平
成

30
年

2月
20

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

が
、

○
○

の
団

体
に

対
し

て
、

予
算

を
支

出
し

た
こ

と
が

わ
か

る
文

書
（支

払
先

、
金

額
及

び
用

途
が

わ
か

る
文

書
。

添
付

資
料

も
含

む
。

）
・平

成
27

年
国

勢
調

査
調

査
員

事
務

業
務

委
託

に
関

す
る

以
下

の
文

書
。

(1
)支

出
命

令
書

（請
求

書
、

完
了

届
）

(2
)支

出
負

担
行

為
書

（見
積

書
、

業
務

委
託

請
書

）
(3

)業
務

委
託

実
施

伺
い

起
案

文
書

（起
案

時
添

付
資

料
を

含
む

）

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
7

11
82

.0
4

2/
20

平
成

25
年

4月
1日

か
ら

平
成

30
年

2月
20

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

が
、

37
の

団
体

に
対

し
て

、
予

算
を

支
出

し
た

こ
と

が
わ

か
る

文
書

（支
払

先
、

金
額

及
び

用
途

が
わ

か
る

文
書

。
添

付
資

料
も

含
む

。
）

市
民

局
市

民
生

活
部

地
域

活
動

推
進

課

平
成

25
年

4月
1日

か
ら

平
成

30
年

2月
20

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

が
、

、
○

○
の

団
体

に
対

し
て

、
予

算
を

支
出

し
た

こ
と

が
わ

か
る

文
書

（支
払

先
、

金
額

及
び

用
途

が
わ

か
る

文
書

。
添

付
資

料
も

含
む

。
）

・○
○

運
営

に
係

る
負

担
金

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
7

平
成

25
年

4月
1日

か
ら

平
成

30
年

2月
20

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

が
、

、
下

記
の

団
体

に
対

し
て

、
予

算
を

支
出

し
た

こ
と

が
わ

か
る

文
書

（支
払

先
、

金
額

及
び

用
途

が
わ

か
る

文
書

。
添

付
資

料
も

含
む

。
）

・○
○

連
盟

（平
成

25
年

～
平

成
29

年
）

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
1
2

11
82

.0
5

2/
20

平
成

25
年

4月
1日

か
ら

平
成

30
年

2月
20

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

が
、

37
の

団
体

に
対

し
て

、
予

算
を

支
出

し
た

こ
と

が
わ

か
る

文
書

（支
払

先
、

金
額

及
び

用
途

が
わ

か
る

文
書

。
添

付
資

料
も

含
む

。
）

市
民

局
市

民
生

活
部

生
活

安
全

課
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

平
成

25
年

4月
1日

か
ら

平
成

30
年

2月
20

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

が
、

、
下

記
の

団
体

に
対

し
て

、
予

算
を

支
出

し
た

こ
と

が
わ

か
る

文
書

（支
払

先
、

金
額

及
び

用
途

が
わ

か
る

文
書

。
添

付
資

料
も

含
む

。
）

・熊
本

市
○

○
協

会
（平

成
25

年
～

平
成

29
年

）
・熊

本
市

○
○

会
議

（平
成

25
年

～
平

成
29

年
）

・熊
本

県
○

○
会

議
（平

成
25

年
～

平
成

29
年

）
・熊

本
県

○
○

セ
ン

タ
ー

（平
成

25
年

～
平

成
29

年
）

・熊
本

県
○

○
会

（平
成

25
年

～
平

成
29

年
）

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

不
存

在

3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
1
2

平
成

25
年

4月
1日

か
ら

平
成

30
年

2月
20

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

が
、

、
○

○
の

団
体

に
対

し
て

、
予

算
を

支
出

し
た

こ
と

が
わ

か
る

文
書

（支
払

先
、

金
額

及
び

用
途

が
わ

か
る

文
書

。
添

付
資

料
も

含
む

。
）

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
1
2

・○
○

運
営

補
助

金
の

交
付

申
請

書
(H

26
)、

交
付

申
請

の
添

付
書

類
(H

25
～

H
28

の
事

業
計

画
及

び
予

算
書

）
・熊

本
市

災
害

時
要

援
護

者
支

援
業

務
委

託
の

見
積

書
(H

25
、

H
28

）、
事

業
完

了
届

及
び

検
査

調
書

(H
25

、
H

26
、

H
28

）、
契

約
書

(H
25

、
H

26
）

不
存

在
3
/
1
2

11
82

.0
7

2/
20

平
成

25
年

4月
1日

か
ら

平
成

30
年

2月
20

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

が
、

37
の

団
体

に
対

し
て

、
予

算
を

支
出

し
た

こ
と

が
わ

か
る

文
書

（支
払

先
、

金
額

及
び

用
途

が
わ

か
る

文
書

。
添

付
資

料
も

含
む

。
）

健
康

福
祉

局
福

祉
部

保
護

管
理

援
護

課

平
成

25
年

4月
1日

か
ら

平
成

30
年

2月
20

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

が
、

下
記

の
団

体
に

対
し

て
、

予
算

を
支

出
し

た
こ

と
が

わ
か

る
文

書
・社

会
福

祉
法

人
　

○
○

○
○

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
1
2

11
82

.0
8

2/
20

平
成

25
年

4月
1日

か
ら

平
成

30
年

2月
20

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

が
、

37
の

団
体

に
対

し
て

、
予

算
を

支
出

し
た

こ
と

が
わ

か
る

文
書

（支
払

先
、

金
額

及
び

用
途

が
わ

か
る

文
書

。
添

付
資

料
も

含
む

。
）

健
康

福
祉

局
福

祉
部

高
齢

介
護

福
祉

課

平
成

25
年

4月
1日

か
ら

平
成

30
年

2月
20

日
ま

で
の

○
○

○
○

へ
支

出
し

た
こ

と
が

わ
か

る
文

書
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
9

平
成

25
年

4月
1日

か
ら

平
成

30
年

2月
20

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

が
、

○
○

の
団

体
に

対
し

て
、

予
算

を
支

出
し

た
こ

と
が

わ
か

る
文

書
（支

払
先

、
金

額
及

び
用

途
が

わ
か

る
文

書
。

添
付

資
料

も
含

む
。

）
・平

成
28

年
度

成
年

後
見

人
等

の
支

援
助

成
金

・平
成

29
年

度
成

年
後

見
人

等
の

支
援

助
成

金

不
開

示
7
号

　
国

等
に

関
す

る
情

報
3
/
1
2

平
成

25
年

4月
1日

か
ら

平
成

30
年

2月
20

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

が
、

37
の

団
体

に
対

し
て

、
予

算
を

支
出

し
た

こ
と

が
わ

か
る

文
書

（支
払

先
、

金
額

及
び

用
途

が
わ

か
る

文
書

。
添

付
資

料
も

含
む

。
）

11
82

.0
6

2/
20

平
成

25
年

4月
1日

か
ら

平
成

30
年

2月
20

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

が
、

37
の

団
体

に
対

し
て

、
予

算
を

支
出

し
た

こ
と

が
わ

か
る

文
書

（支
払

先
、

金
額

及
び

用
途

が
わ

か
る

文
書

。
添

付
資

料
も

含
む

。
）

健
康

福
祉

局
福

祉
部

健
康

福
祉

政
策

課

11
82

.0
9

2/
20

健
康

福
祉

局
障

が
い

者
支

援
部 障

が
い

保
健

福
祉

課

11
82

.0
5

2/
20

平
成

25
年

4月
1日

か
ら

平
成

30
年

2月
20

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

が
、

37
の

団
体

に
対

し
て

、
予

算
を

支
出

し
た

こ
と

が
わ

か
る

文
書

（支
払

先
、

金
額

及
び

用
途

が
わ

か
る

文
書

。
添

付
資

料
も

含
む

。
）

市
民

局
市

民
生

活
部

生
活

安
全

課
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

・市
民

後
見

人
養

成
講

座
事

業
委

託
(平

成
25

年
度

～
平

成
29

年
度

）(
平

成
28

年
度

は
熊

本
地

震
に

よ
り

休
止

）
・熊

本
市

手
話

通
訳

士
等

設
置

事
業

委
託

(平
成

25
年

度
～

平
成

29
年

度
）

・社
会

福
祉

法
人

　
○

○
○

○
に

対
す

る
運

営
費

補
助

金
(平

成
27

年
度

～
平

成
29

年
度

）
・防

犯
(○

○
会

）平
成

28
年

度
熊

本
市

社
会

福
祉

施
設

等
施

設
整

備
費

補
助

金
(平

成
29

年
度

繰
越

分
）

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
1
2

11
82

.1
0

2/
20

平
成

25
年

4月
1日

か
ら

平
成

30
年

2月
20

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

が
、

37
の

団
体

に
対

し
て

、
予

算
を

支
出

し
た

こ
と

が
わ

か
る

文
書

（支
払

先
、

金
額

及
び

用
途

が
わ

か
る

文
書

。
添

付
資

料
も

含
む

。
）

健
康

福
祉

局
障

が
い

者
支

援
部 こ

こ
ろ

の
健

康
セ

ン
タ

ー

熊
本

市
○

○
○

○
へ

の
支

出
負

担
行

為
書

兼
支

出
命

令
書

及
び

添
付

資
料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
9

11
82

.1
1

2/
20

平
成

25
年

4月
1日

か
ら

平
成

30
年

2月
20

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

が
、

37
の

団
体

に
対

し
て

、
予

算
を

支
出

し
た

こ
と

が
わ

か
る

文
書

（支
払

先
、

金
額

及
び

用
途

が
わ

か
る

文
書

。
添

付
資

料
も

含
む

。
）

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

感
染

症
対

策
課

平
成

25
年

4月
1日

か
ら

平
成

30
年

2月
20

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

が
、

下
記

の
団

体
に

対
し

て
、

予
算

を
支

出
し

た
こ

と
が

わ
か

る
文

書
（支

払
先

、
金

額
及

び
用

途
が

わ
か

る
文

書
。

添
付

資
料

も
含

む
。

）
・学

校
法

人
　

○
○

○
○

・社
会

福
祉

法
人

　
○

○
○

○
・社

会
福

祉
法

人
　

○
○

○
○

・学
校

法
人

　
○

○
○

○

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
9

11
82

.1
2

2/
20

平
成

25
年

4月
1日

か
ら

平
成

30
年

2月
20

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

が
、

37
の

団
体

に
対

し
て

、
予

算
を

支
出

し
た

こ
と

が
わ

か
る

文
書

（支
払

先
、

金
額

及
び

用
途

が
わ

か
る

文
書

。
添

付
資

料
も

含
む

。
）

健
康

福
祉

局
子

ど
も

未
来

部
子

ど
も

支
援

課

平
成

25
年

4月
1日

か
ら

平
成

30
年

2月
20

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

が
、

○
○

の
団

体
に

対
し

て
、

予
算

を
支

出
し

た
こ

と
が

わ
か

る
文

書
（支

払
先

、
金

額
及

び
用

途
が

わ
か

る
文

書
。

添
付

資
料

も
含

む
。

）
・支

出
命

令
書

・支
出

負
担

行
為

書
・請

求
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
9

11
82

.1
3

2/
20

平
成

25
年

4月
1日

か
ら

平
成

30
年

2月
20

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

が
、

37
の

団
体

に
対

し
て

、
予

算
を

支
出

し
た

こ
と

が
わ

か
る

文
書

（支
払

先
、

金
額

及
び

用
途

が
わ

か
る

文
書

。
添

付
資

料
も

含
む

。
）

健
康

福
祉

局
子

ど
も

未
来

部
保

育
幼

稚
園

課

・施
設

型
給

付
費

(平
成

26
年

度
～

平
成

29
年

度
（１

月
分

））
・熊

本
市

私
立

保
育

所
等

延
長

保
育

促
進

事
業

費
補

助
金

(平
成

26
年

度
～

平
成

28
年

度
)

・産
休

等
代

替
職

員
費

補
助

金
(平

成
２

７
年

度
)

・私
立

保
育

所
等

障
が

い
児

保
育

事
業

費
補

助
金

(平
成

２
７

年
度

～
平

成
28

年
度

）

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
1
2

平
成

25
年

4月
1日

か
ら

平
成

30
年

2月
20

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

が
、

37
の

団
体

に
対

し
て

、
予

算
を

支
出

し
た

こ
と

が
わ

か
る

文
書

（支
払

先
、

金
額

及
び

用
途

が
わ

か
る

文
書

。
添

付
資

料
も

含
む

。
）

11
82

.0
9

2/
20

健
康

福
祉

局
障

が
い

者
支

援
部 障

が
い

保
健

福
祉

課

140



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

11
82

.1
4

2/
20

平
成

25
年

4月
1日

か
ら

平
成

30
年

2月
20

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

が
、

37
の

団
体

に
対

し
て

、
予

算
を

支
出

し
た

こ
と

が
わ

か
る

文
書

（支
払

先
、

金
額

及
び

用
途

が
わ

か
る

文
書

。
添

付
資

料
も

含
む

。
）

健
康

福
祉

局
子

ど
も

未
来

部
児

童
相

談
所

児
童

相
談

所
公

用
車

駐
車

場
　

車
止

め
修

繕
の

支
出

に
関

す
る

文
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
7

11
82

.1
5

2/
20

平
成

25
年

4月
1日

か
ら

平
成

30
年

2月
20

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

が
、

37
の

団
体

に
対

し
て

、
予

算
を

支
出

し
た

こ
と

が
わ

か
る

文
書

（支
払

先
、

金
額

及
び

用
途

が
わ

か
る

文
書

。
添

付
資

料
も

含
む

。
）

環
境

局
環

境
推

進
部

環
境

共
生

課

平
成

25
年

4月
1日

か
ら

平
成

30
年

2月
20

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

が
、

下
記

の
団

体
に

対
し

て
、

予
算

を
支

出
し

た
こ

と
が

わ
か

る
文

書
（支

払
先

、
金

額
及

び
用

途
が

わ
か

る
文

書
。

添
付

資
料

も
含

む
。

）
・○

○
○

○
株

式
会

社
・学

校
法

人
　

○
○

○
○

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
7

11
82

.1
6

2/
20

平
成

25
年

4月
1日

か
ら

平
成

30
年

2月
20

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

が
、

37
の

団
体

に
対

し
て

、
予

算
を

支
出

し
た

こ
と

が
わ

か
る

文
書

（支
払

先
、

金
額

及
び

用
途

が
わ

か
る

文
書

。
添

付
資

料
も

含
む

。
）

環
境

局
資

源
循

環
部

廃
棄

物
計

画
課

・平
成

28
年

度
熊

本
地

震
に

伴
う

災
害

廃
棄

物
収

集
運

搬
業

務
委

託
（1

-1
2）

・熊
本

市
埋

立
ご

み
収

集
運

搬
業

務
委

託
（B

地
区

）
・熊

本
市

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

製
容

器
包

装
収

集
運

搬
業

務
委

託
(B

地
区

）
・熊

本
市

燃
や

す
ご

み
及

び
紙

収
集

運
搬

業
務

委
託

(北
Ⅰ

地
区

）

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報

3
/
1
2

11
82

.1
7

2/
20

平
成

25
年

4月
1日

か
ら

平
成

30
年

2月
20

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

が
、

37
の

団
体

に
対

し
て

、
予

算
を

支
出

し
た

こ
と

が
わ

か
る

文
書

（支
払

先
、

金
額

及
び

用
途

が
わ

か
る

文
書

。
添

付
資

料
も

含
む

。
）

経
済

観
光

局
文

化
・ス

ポ
ー

ツ
交

流
部

ス
ポ

ー
ツ

振
興

課

平
成

25
年

4月
1日

か
ら

平
成

30
年

2月
20

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

が
、

○
○

の
団

体
に

対
し

て
、

予
算

を
支

出
し

た
こ

と
が

わ
か

る
文

書
（支

払
先

、
金

額
及

び
用

途
が

わ
か

る
文

書
。

添
付

資
料

も
含

む
。

）
・熊

本
市

○
○

協
議

会

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
9

11
82

.1
9

2/
20

平
成

25
年

4月
1日

か
ら

平
成

30
年

2月
20

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

が
、

37
の

団
体

に
対

し
て

、
予

算
を

支
出

し
た

こ
と

が
わ

か
る

文
書

（支
払

先
、

金
額

及
び

用
途

が
わ

か
る

文
書

。
添

付
資

料
も

含
む

。
）

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

セ
ン

タ
ー

用
地

課

平
成

25
年

4月
1日

か
ら

平
成

30
年

2月
20

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

が
、

下
記

の
団

体
に

対
し

て
、

予
算

を
支

出
し

た
こ

と
が

わ
か

る
文

書
（支

払
先

、
金

額
及

び
用

途
が

わ
か

る
文

書
。

添
付

資
料

も
含

む
。

）
・○

○
株

式
会

社

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

3
号

　
法

人
等

情
報

6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
3
/
7

11
82

.2
0

2/
20

平
成

25
年

4月
1日

か
ら

平
成

30
年

2月
20

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

が
、

37
の

団
体

に
対

し
て

、
予

算
を

支
出

し
た

こ
と

が
わ

か
る

文
書

（支
払

先
、

金
額

及
び

用
途

が
わ

か
る

文
書

。
添

付
資

料
も

含
む

。
）

中
央

区
役

所
区

民
部

総
務

企
画

課

平
成

25
年

4月
1日

か
ら

平
成

30
年

2月
20

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

が
、

下
記

の
団

体
に

対
し

て
、

予
算

を
支

出
し

た
こ

と
が

わ
か

る
文

書
（支

払
先

、
金

額
及

び
用

途
が

わ
か

る
文

書
。

添
付

資
料

も
含

む
。

）
・平

成
26

年
度

第
○

回
○

○
実

行
委

員
会

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
8

141



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

11
82

.2
1

2/
20

平
成

25
年

4月
1日

か
ら

平
成

30
年

2月
20

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

が
、

37
の

団
体

に
対

し
て

、
予

算
を

支
出

し
た

こ
と

が
わ

か
る

文
書

（支
払

先
、

金
額

及
び

用
途

が
わ

か
る

文
書

。
添

付
資

料
も

含
む

。
）

中
央

区
役

所
区

民
部

五
福

交
流

室

・平
成

27
年

度
五

福
ま

ち
づ

く
り

交
流

セ
ン

タ
ー

１
階

児
童

室
カ

ー
ペ

ッ
ト
修

繕
・平

成
２

７
年

度
五

福
ま

ち
づ

く
り

交
流

セ
ン

タ
ー

4
階

廊
下

長
尺

シ
ー

ト
修

繕

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
8

11
82

.2
2

2/
20

平
成

25
年

4月
1日

か
ら

平
成

30
年

2月
20

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

が
、

37
の

団
体

に
対

し
て

、
予

算
を

支
出

し
た

こ
と

が
わ

か
る

文
書

（支
払

先
、

金
額

及
び

用
途

が
わ

か
る

文
書

。
添

付
資

料
も

含
む

。
）

東
区

役
所

区
民

部
総

務
企

画
課

平
成

25
年

4月
1日

か
ら

平
成

30
年

2月
20

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

が
、

下
記

の
団

体
に

対
し

て
、

予
算

を
支

出
し

た
こ

と
が

わ
か

る
文

書
（支

払
先

、
金

額
及

び
用

途
が

わ
か

る
文

書
。

添
付

資
料

も
含

む
。

）
・○

○
株

式
会

社
・社

会
福

祉
法

人
　

○
○

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
8

11
82

.2
3

2/
20

平
成

25
年

4月
1日

か
ら

平
成

30
年

2月
20

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

が
、

37
の

団
体

に
対

し
て

、
予

算
を

支
出

し
た

こ
と

が
わ

か
る

文
書

（支
払

先
、

金
額

及
び

用
途

が
わ

か
る

文
書

。
添

付
資

料
も

含
む

。
）

消
防

局
警

防
部

警
防

課

平
成

25
年

4月
1日

か
ら

平
成

30
年

2月
20

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

が
、

○
○

の
団

体
に

対
し

て
、

予
算

を
支

出
し

た
こ

と
が

わ
か

る
文

書
（支

払
先

、
金

額
及

び
用

途
が

わ
か

る
文

書
。

添
付

資
料

も
含

む
。

）

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
1
2

11
82

.2
4

2/
20

平
成

25
年

4月
1日

か
ら

平
成

30
年

2月
20

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

が
、

37
の

団
体

に
対

し
て

、
予

算
を

支
出

し
た

こ
と

が
わ

か
る

文
書

（支
払

先
、

金
額

及
び

用
途

が
わ

か
る

文
書

。
添

付
資

料
も

含
む

。
）

交
通

局
総

務
課

・熊
本

市
○

○
へ

支
出

し
た

乗
車

券
販

売
手

数
料

の
支

出
帳

票
類

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
8

11
82

.2
5

2/
20

平
成

25
年

4月
1日

か
ら

平
成

30
年

2月
20

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

が
、

37
の

団
体

に
対

し
て

、
予

算
を

支
出

し
た

こ
と

が
わ

か
る

文
書

（支
払

先
、

金
額

及
び

用
途

が
わ

か
る

文
書

。
添

付
資

料
も

含
む

。
）

上
下

水
道

局
総

務
部

経
営

企
画

課

平
成

25
年

4月
1日

か
ら

平
成

30
年

2月
20

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

が
、

○
○

の
団

体
に

対
し

て
、

予
算

を
支

出
し

た
こ

と
が

わ
か

る
文

書
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
8

11
82

.2
6

2/
20

平
成

25
年

4月
1日

か
ら

平
成

30
年

2月
20

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

が
、

37
の

団
体

に
対

し
て

、
予

算
を

支
出

し
た

こ
と

が
わ

か
る

文
書

（支
払

先
、

金
額

及
び

用
途

が
わ

か
る

文
書

。
添

付
資

料
も

含
む

。
）

上
下

水
道

局
総

務
部

料
金

課

平
成

25
年

4月
1日

か
ら

平
成

30
年

2月
20

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

が
、

○
○

の
団

体
に

対
し

て
、

予
算

を
支

出
し

た
こ

と
が

わ
か

る
文

書
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
7

142



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

11
82

.2
7

2/
20

平
成

25
年

4月
1日

か
ら

平
成

30
年

2月
20

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

が
、

37
の

団
体

に
対

し
て

、
予

算
を

支
出

し
た

こ
と

が
わ

か
る

文
書

（支
払

先
、

金
額

及
び

用
途

が
わ

か
る

文
書

。
添

付
資

料
も

含
む

。
）

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部
学

務
課

平
成

25
年

4月
1日

か
ら

平
成

30
年

2月
20

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

が
、

下
記

の
団

体
に

対
し

て
、

予
算

を
支

出
し

た
こ

と
が

わ
か

る
文

書
（支

払
先

、
金

額
及

び
用

途
が

わ
か

る
文

書
。

添
付

資
料

も
含

む
。

）
・学

校
法

人
　

○
○

○
○

・学
校

法
人

　
○

○
○

○
・○

○
○

○
株

式
会

社

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
9

11
82

.2
8

2/
20

平
成

25
年

4月
1日

か
ら

平
成

30
年

2月
20

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

が
、

37
の

団
体

に
対

し
て

、
予

算
を

支
出

し
た

こ
と

が
わ

か
る

文
書

（支
払

先
、

金
額

及
び

用
途

が
わ

か
る

文
書

。
添

付
資

料
も

含
む

。
）

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部
施

設
課

平
成

25
年

4月
1日

か
ら

平
成

30
年

2月
20

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

が
、

下
記

の
団

体
に

対
し

て
、

予
算

を
支

出
し

た
こ

と
が

わ
か

る
文

書
（支

払
先

、
金

額
及

び
用

途
が

わ
か

る
文

書
。

添
付

資
料

も
含

む
。

）
・○

○
○

○
株

式
会

社

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
1
2

11
82

.2
9

2/
20

平
成

25
年

4月
1日

か
ら

平
成

30
年

2月
20

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

が
、

37
の

団
体

に
対

し
て

、
予

算
を

支
出

し
た

こ
と

が
わ

か
る

文
書

（支
払

先
、

金
額

及
び

用
途

が
わ

か
る

文
書

。
添

付
資

料
も

含
む

。
）

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部
青

少
年

教
育

課

平
成

25
年

4月
1日

か
ら

平
成

30
年

2月
20

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

が
、

○
○

の
団

体
に

対
し

て
、

予
算

を
支

出
し

た
こ

と
が

わ
か

る
文

書
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
1
2

11
82

.3
0

2/
20

平
成

25
年

4月
1日

か
ら

平
成

30
年

2月
20

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

が
、

37
の

団
体

に
対

し
て

、
予

算
を

支
出

し
た

こ
と

が
わ

か
る

文
書

（支
払

先
、

金
額

及
び

用
途

が
わ

か
る

文
書

。
添

付
資

料
も

含
む

。
）

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部
健

康
教

育
課

平
成

25
年

4月
1日

か
ら

平
成

30
年

2月
20

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

が
、

下
記

の
団

体
に

対
し

て
、

予
算

を
支

出
し

た
こ

と
が

わ
か

る
文

書
（支

払
先

、
金

額
及

び
用

途
が

わ
か

る
文

書
。

添
付

資
料

も
含

む
。

）
・学

校
法

人
　

○
○

○
○

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
9

11
83

2/
20

熊
本

市
長

か
ら

行
政

指
導

を
お

こ
な

っ
た

文
書

（改
善

命
令

書
）全

局
、

行
政

委
員

会
の

長
か

ら
行

政
指

導
を

お
こ

な
っ

た
文

書
、

市
役

所
に

存
在

す
る

全
て

の
行

政
指

導
の

文
書

、
老

人
ホ

ー
ム

も
含

む
。

総
務

局
行

政
管

理
部

法
制

課
却

下
3
/
2
0

11
84

2/
20

熊
本

市
長

大
西

一
史

が
役

職
(顧

問
・相

談
役

）を
も

っ
て

い
ら

っ
し

ゃ
る

会
社

、
団

体
、

協
会

、
協

議
会

へ
の

予
算

支
出

状
況

。
県

議
時

代
も

含
む

。

総
務

局
行

政
管

理
部

法
制

課
却

下
3
/
2
0

11
85

2/
20

熊
本

市
長

 大
西

一
史

氏
が

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

相
談

役
）を

も
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
。

（過
去

５
年

間
）

政
策

局
秘

書
課

熊
本

市
長

 大
西

一
史

氏
が

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

相
談

役
）を

も
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
。

（過
去

５
年

間
）

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
7

11
86

2/
20

熊
本

市
長

 大
西

一
史

氏
が

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

相
談

役
）を

も
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
。

（過
去

５
年

間
）

政
策

局
総

合
政

策
部

政
策

企
画

課

熊
本

市
長

 大
西

一
史

氏
が

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

相
談

役
）を

も
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
。

（過
去

５
年

間
）

開
示

2
/
2
7
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

熊
本

○
○

○
○

協
会

外
13

団
体

不
存

在
3
/
7

熊
本

県
○

○
○

○
協

会
外

１
団

体
開

示
3
/
7

11
88

2/
20

熊
本

市
長

 大
西

一
史

氏
が

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

相
談

役
）を

も
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
。

（過
去

５
年

間
）

政
策

局
危

機
管

理
防

災
総

室

熊
本

市
長

 大
西

一
史

氏
が

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

相
談

役
）を

も
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
。

（過
去

５
年

間
）

・○
○

協
議

会
負

担
金

他
9件

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
1
2

11
89

2/
20

熊
本

市
長

 大
西

一
史

氏
が

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

相
談

役
）を

も
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
。

（過
去

５
年

間
）

総
務

局
行

政
管

理
部

法
制

課

熊
本

市
長

 大
西

一
史

氏
が

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

相
談

役
）を

も
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
。

（過
去

５
年

間
）

・○
○

会
議

不
存

在
2
/
2
8

11
90

2/
20

熊
本

市
長

 大
西

一
史

氏
が

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

相
談

役
）を

も
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
。

（過
去

５
年

間
）

総
務

局
行

政
管

理
部

労
務

厚
生

課

熊
本

市
長

 大
西

一
史

氏
が

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

相
談

役
）を

も
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
。

（過
去

５
年

間
）

・○
○

熊
本

市
支

部

開
示

3
/
1

11
91

2/
20

熊
本

市
長

 大
西

一
史

氏
が

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

相
談

役
）を

も
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
。

（過
去

５
年

間
）

財
政

局
財

務
部

資
産

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト
課

　
熊

本
市

長
 大

西
一

史
が

市
長

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

・相
談

役
）に

つ
い

て
い

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
が

わ
か

る
も

の
（当

課
が

保
管

す
る

も
の

に
限

る
。

）
　

役
職

に
つ

い
て

い
る

団
体

等
　

　
○

○
会

議

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
2

11
92

2/
20

熊
本

市
長

 大
西

一
史

氏
が

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

相
談

役
）を

も
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
。

（過
去

５
年

間
）

財
政

局
税

務
部

税
制

課

　
熊

本
市

長
 大

西
一

史
が

市
長

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

・相
談

役
）に

つ
い

て
い

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
が

わ
か

る
も

の
（当

課
が

保
管

す
る

も
の

に
限

る
。

）
　

役
職

に
つ

い
て

い
る

団
体

等
　

・熊
本

○
○

協
議

会
　

・熊
本

西
○

○
協

議
会

不
存

在
2
/
2
2

　
熊

本
市

長
 大

西
一

史
が

市
長

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

・相
談

役
）に

つ
い

て
い

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
が

わ
か

る
も

の
（当

課
が

保
管

す
る

も
の

に
限

る
。

）
　

役
職

に
つ

い
て

い
る

団
体

等
　

・○
○

連
盟

不
存

在
3
/
2

11
93

2/
20

熊
本

市
長

 大
西

一
史

氏
が

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

相
談

役
）を

も
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
。

（過
去

５
年

間
）

市
民

局
市

民
生

活
部

生
涯

学
習

課

11
87

2/
20

熊
本

市
長

 大
西

一
史

氏
が

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

相
談

役
）を

も
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
。

（過
去

５
年

間
）

政
策

局
総

合
政

策
部

国
際

課
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

　
熊

本
市

長
 大

西
一

史
が

市
長

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

・相
談

役
）に

つ
い

て
い

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
が

わ
か

る
も

の
（当

課
が

保
管

す
る

も
の

に
限

る
。

）
　

役
職

に
つ

い
て

い
る

団
体

等
　

・熊
本

市
○

○
連

絡
協

議
会

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
2

　
熊

本
市

長
 大

西
一

史
が

市
長

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

・相
談

役
）に

つ
い

て
い

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
が

わ
か

る
も

の
（当

課
が

保
管

す
る

も
の

に
限

る
。

）
　

役
職

に
つ

い
て

い
る

団
体

等
　

・　
熊

本
県

○
○

連
盟

（平
成

27
年

～
平

成
29

年
）

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
5

　
熊

本
市

長
 大

西
一

史
が

市
長

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

・相
談

役
）に

つ
い

て
い

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
が

わ
か

る
も

の
（当

課
が

保
管

す
る

も
の

に
限

る
。

）
　

役
職

に
つ

い
て

い
る

団
体

等
　

・　
熊

本
市

○
○

協
会

（平
成

27
年

～
平

成
29

年
）

　
・　

熊
本

市
○

○
会

議
（平

成
27

年
～

平
成

29
年

）
　

・　
熊

本
県

○
○

会
議

（平
成

27
年

～
平

成
29

年
）

　
・熊

本
県

○
○

セ
ン

タ
ー

（平
成

27
年

～
平

成
29

年
）

　
・熊

本
県

○
○

協
力

会
（平

成
27

年
～

平
成

29
年

）

不
存

在
3
/
5

11
95

2/
20

熊
本

市
長

 大
西

一
史

氏
が

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

相
談

役
）を

も
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
。

（過
去

５
年

間
）

市
民

局
人

権
推

進
総

室

①
団

体
名

：熊
本

市
○

○
協

議
会

②
予

算
支

出
が

わ
か

る
書

類
　

ア
平

成
２

６
年

～
２

８
年

年
度

分
　

　
負

担
金

及
び

補
助

金
調

書
　

イ
平

成
２

９
年

度
分

　
　

運
営

費
補

助
金

交
付

決
定

通
知

書

開
示

2
/
2
2

11
93

2/
20

熊
本

市
長

 大
西

一
史

氏
が

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

相
談

役
）を

も
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
。

（過
去

５
年

間
）

市
民

局
市

民
生

活
部

生
涯

学
習

課

11
94

2/
20

熊
本

市
長

 大
西

一
史

氏
が

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

相
談

役
）を

も
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
。

（過
去

５
年

間
）

市
民

局
市

民
生

活
部

生
活

安
全

課

145



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

　
熊

本
市

長
 大

西
一

史
が

市
長

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

・相
談

役
）に

つ
い

て
い

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
が

わ
か

る
も

の
（当

課
が

保
管

す
る

も
の

に
限

る
。

）
　

役
職

に
つ

い
て

い
る

団
体

等
　

・熊
本

○
○

協
議

会
　

○
○

代
表

　
・社

会
福

祉
法

人
○

○
協

議
会

　
名

誉
会

長
　

・熊
本

市
○

○
協

議
会

　
名

誉
会

長
　

・熊
本

県
○

○
会

　
理

事

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
6

　
熊

本
市

長
 大

西
一

史
が

市
長

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

・相
談

役
）に

つ
い

て
い

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
が

わ
か

る
も

の
（当

課
が

保
管

す
る

も
の

に
限

る
。

）
　

役
職

に
つ

い
て

い
る

団
体

等
　

・○
○

熊
本

県
支

部
　

・○
○

熊
本

県
支

部
熊

本
市

地
区

本
部

　
・社

会
福

祉
法

人
○

○
会

　
・く

ま
も

と
○

○
実

行
委

員
会

不
存

在
3
/
6

11
97

2/
20

熊
本

市
長

 大
西

一
史

氏
が

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

相
談

役
）を

も
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
。

（過
去

５
年

間
）

健
康

福
祉

局
福

祉
部

保
護

管
理

援
護

課

　
熊

本
市

長
 大

西
一

史
が

市
長

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

・相
談

役
）に

つ
い

て
い

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
が

わ
か

る
も

の
。

　
役

職
に

つ
い

て
い

る
団

体
　

・熊
本

県
○

○
協

議
会

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
6

　
熊

本
市

長
 大

西
一

史
が

市
長

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

・相
談

役
）に

つ
い

て
い

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
が

わ
か

る
も

の
（当

課
が

保
管

す
る

も
の

に
限

る
。

）
　

役
職

に
つ

い
て

い
る

団
体

等
　

・認
定

○
○

法
人

　
○

○
熊

本

不
存

在
2
/
2
3

　
熊

本
市

長
 大

西
一

史
が

市
長

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

・相
談

役
）に

つ
い

て
い

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
が

わ
か

る
も

の
（当

課
が

保
管

す
る

も
の

に
限

る
。

）
　

役
職

に
つ

い
て

い
る

団
体

等
　

・く
ま

も
と

○
○

大
会

　
・熊

本
市

○
○

運
動

会

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

2
/
2
3

11
98

熊
本

市
長

 大
西

一
史

氏
が

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

相
談

役
）を

も
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
。

（過
去

５
年

間
）

11
96

2/
20

熊
本

市
長

 大
西

一
史

氏
が

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

相
談

役
）を

も
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
。

（過
去

５
年

間
）

健
康

福
祉

局
福

祉
部

健
康

福
祉

政
策

課 健
康

福
祉

局
障

が
い

者
支

援
部

障
が

い
保

健
福

祉
課

2/
20
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

11
99

2/
20

熊
本

市
長

 大
西

一
史

氏
が

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

相
談

役
）を

も
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
。

（過
去

５
年

間
）

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

医
療

政
策

課

　
熊

本
市

長
 大

西
一

史
が

市
長

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

・相
談

役
）に

つ
い

て
い

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
が

わ
か

る
も

の
（当

課
が

保
管

す
る

も
の

に
限

る
。

）
　

役
職

に
つ

い
て

い
る

団
体

等
　

・熊
本

○
○

専
門

部
会

（H
28

）
　

・熊
本

県
○

○
専

門
委

員
会

（H
27

、
28

）

不
存

在
2
/
2
8

12
00

2/
20

熊
本

市
長

 大
西

一
史

氏
が

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

相
談

役
）を

も
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
。

（過
去

５
年

間
）

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

健
康

づ
く

り
推

進
課

熊
本

市
長

 大
西

一
史

が
市

長
就

任
時

以
降

、
役

職
（顧

問
・相

談
役

）に
つ

い
て

い
る

会
社

、
団

体
、

協
会

、
協

議
会

へ
の

熊
本

市
か

ら
の

予
算

支
出

状
況

が
わ

か
る

も
の

（当
課

が
保

管
す

る
も

の
に

限
る

。
）

　
役

職
に

つ
い

て
い

る
団

体
等

・熊
本

市
○

○
（H

27
支

出
命

令
書

）
※

H
28

及
び

H
29

は
休

止
の

た
め

支
出

は
な

し

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
8

熊
本

市
長

 大
西

一
史

が
市

長
就

任
時

以
降

、
役

職
（顧

問
・相

談
役

）に
つ

い
て

い
る

会
社

、
団

体
、

協
会

、
協

議
会

へ
の

熊
本

市
か

ら
の

予
算

支
出

状
況

が
わ

か
る

も
の

（当
課

が
保

管
す

る
も

の
に

限
る

。
）

　
役

職
に

つ
い

て
い

る
団

体
等

・熊
本

県
○

○
連

合
会

（理
事

長
）

・熊
本

県
○

○
広

域
連

合
（広

域
連

合
長

）
・熊

本
市

○
○

会
（名

誉
顧

問
）

開
示

3
/
8

熊
本

市
長

 大
西

一
史

が
市

長
就

任
時

以
降

、
役

職
（顧

問
・相

談
役

）に
つ

い
て

い
る

会
社

、
団

体
、

協
会

、
協

議
会

へ
の

熊
本

市
か

ら
の

予
算

支
出

状
況

が
わ

か
る

も
の

（当
課

が
保

管
す

る
も

の
に

限
る

。
）

　
役

職
に

つ
い

て
い

る
団

体
等

・熊
本

県
○

○
協

議
会

（会
長

）

不
存

在
3
/
8

熊
本

市
長

 大
西

一
史

が
市

長
就

任
時

以
降

、
役

職
（顧

問
・相

談
役

）に
つ

い
て

い
る

会
社

、
団

体
、

協
会

、
協

議
会

へ
の

熊
本

市
か

ら
の

予
算

支
出

状
況

が
わ

か
る

も
の

（当
課

が
保

管
す

る
も

の
に

限
る

。
）

　
役

職
に

つ
い

て
い

る
団

体
等

・一
般

社
団

法
人

○
○

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

2
/
2
7

12
02

2/
20

熊
本

市
長

 大
西

一
史

氏
が

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

相
談

役
）を

も
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
。

（過
去

５
年

間
）

環
境

局
環

境
推

進
部

環
境

政
策

課

12
01

2/
20

熊
本

市
長

 大
西

一
史

氏
が

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

相
談

役
）を

も
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
。

（過
去

５
年

間
）

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

国
民

年
金

課
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

熊
本

市
長

 大
西

一
史

が
市

長
就

任
時

以
降

、
役

職
（顧

問
・相

談
役

）に
つ

い
て

い
る

会
社

、
団

体
、

協
会

、
協

議
会

へ
の

熊
本

市
か

ら
の

予
算

支
出

状
況

が
わ

か
る

も
の

（当
課

が
保

管
す

る
も

の
に

限
る

。
）

　
役

職
に

つ
い

て
い

る
団

体
等

・第
９

回
○

○

不
存

在
2
/
2
7

12
03

2/
20

熊
本

市
長

 大
西

一
史

氏
が

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

相
談

役
）を

も
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
。

（過
去

５
年

間
）

環
境

局
環

境
推

進
部

環
境

政
策

課
温

暖
化

対
策

室

熊
本

市
長

 大
西

一
史

が
市

長
就

任
時

以
降

、
役

職
（顧

問
・相

談
役

）に
つ

い
て

い
る

会
社

、
団

体
、

協
会

、
協

議
会

へ
の

熊
本

市
か

ら
の

予
算

支
出

状
況

が
わ

か
る

も
の

（当
課

が
保

管
す

る
も

の
に

限
る

。
）

　
役

職
に

つ
い

て
い

る
団

体
等

・○
○

協
議

会

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

2
/
2
8

熊
本

市
長

 大
西

一
史

が
市

長
就

任
時

以
降

、
役

職
（顧

問
・相

談
役

）に
つ

い
て

い
る

会
社

、
団

体
、

協
会

、
協

議
会

へ
の

熊
本

市
か

ら
の

予
算

支
出

状
況

が
わ

か
る

も
の

（当
課

が
保

管
す

る
も

の
に

限
る

。
）

　
役

職
に

つ
い

て
い

る
団

体
等

・く
ま

も
と

○
○

協
議

会
・一

般
社

団
法

人
○

○
九

州
支

部

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
2

熊
本

市
長

 大
西

一
史

が
市

長
就

任
時

以
降

、
役

職
（顧

問
・相

談
役

）に
つ

い
て

い
る

会
社

、
団

体
、

協
会

、
協

議
会

へ
の

熊
本

市
か

ら
の

予
算

支
出

状
況

が
わ

か
る

も
の

（当
課

が
保

管
す

る
も

の
に

限
る

。
）

　
役

職
に

つ
い

て
い

る
団

体
等

・○
○

委
員

会

不
存

在
3
/
2

熊
本

市
長

 大
西

一
史

が
市

長
就

任
時

以
降

、
役

職
（顧

問
・相

談
役

）に
つ

い
て

い
る

会
社

、
団

体
、

協
会

、
協

議
会

へ
の

熊
本

市
か

ら
の

予
算

支
出

状
況

が
わ

か
る

も
の

（当
課

が
保

管
す

る
も

の
に

限
る

。
）

　
役

職
に

つ
い

て
い

る
団

体
等

　
○

○
財

団
　

○
○

同
盟

　
○

○
協

議
会

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

2
/
2
7

12
05

2/
20

12
02

2/
20

熊
本

市
長

 大
西

一
史

氏
が

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

相
談

役
）を

も
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
。

（過
去

５
年

間
）

環
境

局
環

境
推

進
部

環
境

政
策

課

12
04

2/
20

熊
本

市
長

 大
西

一
史

氏
が

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

相
談

役
）を

も
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
。

（過
去

５
年

間
）

環
境

局
環

境
推

進
部

環
境

共
生

課

熊
本

市
長

 大
西

一
史

氏
が

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

相
談

役
）を

も
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
。

（過
去

５
年

間
）

環
境

局
環

境
推

進
部

水
保

全
課
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

熊
本

市
長

 大
西

一
史

が
市

長
就

任
時

以
降

、
役

職
（顧

問
・相

談
役

）に
つ

い
て

い
る

会
社

、
団

体
、

協
会

、
協

議
会

へ
の

熊
本

市
か

ら
の

予
算

支
出

状
況

が
わ

か
る

も
の

（当
課

が
保

管
す

る
も

の
に

限
る

。
）

　
役

職
に

つ
い

て
い

る
団

体
等

・（
公

益
財

団
法

人
）○

○
基

金
・○

○
協

議
会

不
存

在
2
/
2
6

12
06

2/
20

熊
本

市
長

 大
西

一
史

氏
が

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

相
談

役
）を

も
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
。

（過
去

５
年

間
）

環
境

局
資

源
循

環
部

浄
化

対
策

室

熊
本

市
長

 大
西

一
史

が
市

長
就

任
時

以
降

、
役

職
（顧

問
・相

談
役

）に
つ

い
て

い
る

会
社

、
団

体
、

協
会

、
協

議
会

へ
の

熊
本

市
か

ら
の

予
算

支
出

状
況

が
わ

か
る

も
の

（当
課

が
保

管
す

る
も

の
に

限
る

。
）

　
役

職
に

つ
い

て
い

る
団

体
等

・熊
本

県
○

○
協

議
会

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

2
/
2
8

12
07

2/
20

熊
本

市
長

 大
西

一
史

氏
が

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

相
談

役
）を

も
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
。

（過
去

５
年

間
）

経
済

観
光

局
産

業
部

経
済

政
策

課

熊
本

市
長

 大
西

一
史

が
市

長
就

任
時

以
降

、
役

職
（顧

問
・相

談
役

）に
つ

い
て

い
る

会
社

、
団

体
、

協
会

、
協

議
会

へ
の

熊
本

市
か

ら
の

予
算

支
出

状
況

が
わ

か
る

も
の

（当
課

が
保

管
す

る
も

の
に

限
る

。
）

　
役

職
に

つ
い

て
い

る
団

体
等

・九
州

・沖
縄

○
○

協
議

会
（平

成
２

７
年

度
～

平
成

２
９

年
度

　
役

職
：委

員
）

不
存

在
2
/
2
8

12
08

2/
20

熊
本

市
長

 大
西

一
史

氏
が

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

相
談

役
）を

も
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
。

（過
去

５
年

間
）

経
済

観
光

局
産

業
部

経
済

政
策

課
し

ご
と

づ
く

り
推

進
室

熊
本

市
長

 大
西

一
史

が
市

長
就

任
時

以
降

、
役

職
（顧

問
・相

談
役

）に
つ

い
て

い
る

会
社

、
団

体
、

協
会

、
協

議
会

へ
の

熊
本

市
か

ら
の

予
算

支
出

状
況

が
わ

か
る

も
の

（当
課

が
保

管
す

る
も

の
に

限
る

。
）

　
役

職
に

つ
い

て
い

る
団

体
等

・熊
本

○
○

協
議

会
（H

27
～

28
年

度
）

開
示

2
/
2
8

熊
本

市
長

 大
西

一
史

が
市

長
就

任
時

以
降

、
役

職
（顧

問
・相

談
役

）に
つ

い
て

い
る

会
社

、
団

体
、

協
会

、
協

議
会

へ
の

熊
本

市
か

ら
の

予
算

支
出

状
況

が
わ

か
る

も
の

（当
課

が
保

管
す

る
も

の
に

限
る

。
）

　
役

職
に

つ
い

て
い

る
団

体
等

・熊
本

○
○

（H
27

,2
8,

29
年

度
）

・○
○

組
織

委
員

会
（H

27
,2

8年
度

）
・く

ま
も

と
○

○
管

理
組

合
（H

27
,2

8,
29

年
度

）
・く

ま
も

と
○

○
管

理
組

合
施

設
部

会
※

く
ま

も
と

○
○

管
理

組
合

費
に

含
む

。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
5

12
05

2/
20

12
09

2/
20

熊
本

市
長

 大
西

一
史

氏
が

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

相
談

役
）を

も
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
。

（過
去

５
年

間
）

経
済

観
光

局
産

業
部

商
業

金
融

課

熊
本

市
長

 大
西

一
史

氏
が

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

相
談

役
）を

も
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
。

（過
去

５
年

間
）

環
境

局
環

境
推

進
部

水
保

全
課
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

・熊
本

○
○

（平
成

29
年

度
）委

託
料

1件
・○

○
組

織
委

員
会

（平
成

29
年

度
）

・○
○

委
員

会
(平

成
28

年
度

、
平

成
29

年
度

）
不

存
在

3
/
5

熊
本

市
長

 大
西

一
史

が
市

長
就

任
時

以
降

、
役

職
（顧

問
・相

談
役

）に
つ

い
て

い
る

会
社

、
団

体
、

協
会

、
協

議
会

へ
の

熊
本

市
か

ら
の

予
算

支
出

状
況

が
わ

か
る

も
の

（当
課

が
保

管
す

る
も

の
に

限
る

。
）

　
役

職
に

つ
い

て
い

る
団

体
等

・○
○

研
究

推
進

会
（H

27
,2

8,
29

年
度

）
・○

○
協

議
会

（H
27

,2
8,

29
年

度
）

・○
○

推
進

機
構

（H
28

,2
9年

度
）

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
2

熊
本

市
長

 大
西

一
史

が
市

長
就

任
時

以
降

、
役

職
（顧

問
・相

談
役

）に
つ

い
て

い
る

会
社

、
団

体
、

協
会

、
協

議
会

へ
の

熊
本

市
か

ら
の

予
算

支
出

状
況

が
わ

か
る

も
の

（当
課

が
保

管
す

る
も

の
に

限
る

。
）

　
役

職
に

つ
い

て
い

る
団

体
等

・熊
本

○
○

協
議

会

不
存

在
3
/
2

12
11

2/
20

熊
本

市
長

 大
西

一
史

氏
が

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

相
談

役
）を

も
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
。

（過
去

５
年

間
）

経
済

観
光

局
産

業
部

競
輪

事
務

所

熊
本

市
長

 大
西

一
史

が
市

長
就

任
時

以
降

、
役

職
（顧

問
・相

談
役

）に
つ

い
て

い
る

会
社

、
団

体
、

協
会

、
協

議
会

へ
の

熊
本

市
か

ら
の

予
算

支
出

状
況

が
わ

か
る

も
の

　
役

職
に

つ
い

て
い

る
団

体
等

・○
○

協
議

会
（H

27
,2

8,
29

年
度

）
・九

州
○

○
協

議
会

（H
27

,2
8,

29
年

度
）

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
2

12
12

2/
20

熊
本

市
長

 大
西

一
史

氏
が

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

相
談

役
）を

も
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
。

（過
去

５
年

間
）

経
済

観
光

局
観

光
交

流
部

観
光

政
策

課

熊
本

市
長

 大
西

一
史

が
市

長
就

任
時

以
降

、
役

職
（顧

問
・相

談
役

）に
つ

い
て

い
る

会
社

、
団

体
、

協
会

、
協

議
会

へ
の

熊
本

市
か

ら
の

予
算

支
出

状
況

が
わ

か
る

も
の

（当
課

が
保

管
す

る
も

の
に

限
る

。
）

　
役

職
に

つ
い

て
い

る
団

体
等

・九
州

○
○

協
議

会
（H

28
年

度
）

・○
○

推
進

協
議

会
（H

27
,2

8,
29

年
度

）
・九

州
○

○
協

議
会

（H
27

,2
8年

度
）

・九
州

○
○

協
議

会
（H

27
,2

8,
29

年
度

）
・く

ま
も

と
○

○
実

行
委

員
会

（H
29

年
度

）
・東

・中
九

州
○

○
協

議
会

（H
29

年
度

）

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
1
2

12
09

2/
20

熊
本

市
長

 大
西

一
史

氏
が

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

相
談

役
）を

も
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
。

（過
去

５
年

間
）

経
済

観
光

局
産

業
部

商
業

金
融

課

12
10

2/
20

熊
本

市
長

 大
西

一
史

氏
が

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

相
談

役
）を

も
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
。

（過
去

５
年

間
）

経
済

観
光

局
産

業
部

産
業

振
興

課
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

12
13

2/
20

熊
本

市
長

 大
西

一
史

氏
が

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

相
談

役
）を

も
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
。

（過
去

５
年

間
）

経
済

観
光

局
観

光
交

流
部

新
ホ

ー
ル

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト
課

熊
本

市
長

 大
西

一
史

が
市

長
就

任
時

以
降

、
役

職
（顧

問
・相

談
役

）に
つ

い
て

い
る

会
社

、
団

体
、

協
会

、
協

議
会

へ
の

熊
本

市
か

ら
の

予
算

支
出

状
況

が
わ

か
る

も
の

（当
課

が
保

管
す

る
も

の
に

限
る

。
）

　
役

職
に

つ
い

て
い

る
団

体
等

・く
ま

も
と

○
○

推
進

機
構

不
存

在
3
/
9

熊
本

市
長

 大
西

一
史

が
市

長
就

任
時

以
降

、
役

職
（顧

問
・相

談
役

）に
つ

い
て

い
る

会
社

、
団

体
、

協
会

、
協

議
会

へ
の

熊
本

市
か

ら
の

予
算

支
出

状
況

が
わ

か
る

も
の

（当
課

が
保

管
す

る
も

の
に

限
る

。
）

　
役

職
に

つ
い

て
い

る
団

体
等

・一
般

社
団

法
人

○
○

（H
27

,2
8,

29
年

度
）

・○
○

実
行

委
員

会
（H

28
年

度
）

不
存

在
3
/
6

熊
本

市
長

 大
西

一
史

が
市

長
就

任
時

以
降

、
役

職
（顧

問
・相

談
役

）に
つ

い
て

い
る

会
社

、
団

体
、

協
会

、
協

議
会

へ
の

熊
本

市
か

ら
の

予
算

支
出

状
況

が
わ

か
る

も
の

（当
課

が
保

管
す

る
も

の
に

限
る

。
）

　
役

職
に

つ
い

て
い

る
団

体
等

・○
○

実
行

委
員

会
（H

27
年

度
）

・○
○

実
行

委
員

会
（H

27
,2

8,
29

年
度

）
・○

○
実

行
委

員
会

（H
28

,2
9年

度
）

・熊
本

○
○

実
行

委
員

会
（H

27
,2

8年
度

）

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
6

熊
本

市
長

 大
西

一
史

が
市

長
就

任
時

以
降

、
役

職
（顧

問
・相

談
役

）に
つ

い
て

い
る

会
社

、
団

体
、

協
会

、
協

議
会

へ
の

熊
本

市
か

ら
の

予
算

支
出

状
況

が
わ

か
る

も
の

（当
課

が
保

管
す

る
も

の
に

限
る

。
）

　
役

職
に

つ
い

て
い

る
団

体
等

・熊
本

県
○

○
会

（H
27

,2
8,

29
年

度
）

・○
○

会
熊

本
県

支
部

（H
27

,2
8,

29
年

度
）

・熊
本

県
○

○
協

会
（H

27
,2

8,
29

年
度

）
・熊

本
○

○
（H

27
,2

8,
29

年
度

）
・熊

本
○

○
協

議
会

（H
27

,2
8,

29
年

度
）

・九
州

地
区

○
○

協
議

会
（H

28
年

度
）

・○
○

委
員

会
（H

28
,2

9年
度

）
・○

○
協

会
（H

28
,2

9年
度

）

不
存

在
3
/
1

経
済

観
光

局
観

光
交

流
部

イ
ベ

ン
ト
推

進
課

12
15

2/
20

熊
本

市
長

 大
西

一
史

氏
が

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

相
談

役
）を

も
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
。

（過
去

５
年

間
）

経
済

観
光

局
文

化
･ｽ

ﾎ
ﾟｰ

ﾂ
交

流
部

文
化

振
興

課

12
14

2/
20

熊
本

市
長

 大
西

一
史

氏
が

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

相
談

役
）を

も
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
。

（過
去

５
年

間
）
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

熊
本

市
長

 大
西

一
史

が
市

長
就

任
時

以
降

、
役

職
（顧

問
・相

談
役

）に
つ

い
て

い
る

会
社

、
団

体
、

協
会

、
協

議
会

へ
の

熊
本

市
か

ら
の

予
算

支
出

状
況

が
わ

か
る

も
の

（当
課

が
保

管
す

る
も

の
に

限
る

。
）

　
役

職
に

つ
い

て
い

る
団

体
等

・○
○

実
行

委
員

会
（H

27
,2

8年
度

）
・○

○
管

理
組

合
（H

27
,2

8年
度

）
・○

○
実

行
委

員
会

（H
27

,2
8年

度
）

・○
○

会
（H

27
,2

8年
度

）
・○

○
保

存
会

（H
27

,2
8年

度
）

・熊
本

県
○

○
協

会
（H

27
,2

8年
度

）
・○

○
会

（H
27

,2
8年

度
）

・○
○

会
（H

27
,2

8年
度

）
・九

州
地

区
○

○
協

議
会

（H
27

年
度

）

開
示

3
/
1

熊
本

市
長

 大
西

一
史

が
市

長
就

任
時

以
降

、
役

職
（顧

問
・相

談
役

）に
つ

い
て

い
る

会
社

、
団

体
、

協
会

、
協

議
会

へ
の

熊
本

市
か

ら
の

予
算

支
出

状
況

が
わ

か
る

も
の

（当
課

が
保

管
す

る
も

の
に

限
る

。
）

　
役

職
に

つ
い

て
い

る
団

体
等

・○
○

実
行

委
員

会
（H

29
年

度
）

・○
○

会
館

管
理

組
合

（H
29

年
度

）
・○

○
実

行
委

員
会

（H
29

年
度

）
・○

○
会

（H
29

年
度

）
・○

○
保

存
会

（H
29

年
度

）
・熊

本
県

○
○

協
会

（H
29

年
度

）
・○

○
会

（H
29

年
度

）
・○

○
会

（H
29

年
度

）
・九

州
地

区
○

○
協

議
会

（H
29

年
度

）

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
1

12
15

2/
20

熊
本

市
長

 大
西

一
史

氏
が

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

相
談

役
）を

も
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
。

（過
去

５
年

間
）

経
済

観
光

局
文

化
･ｽ

ﾎ
ﾟｰ

ﾂ
交

流
部

文
化

振
興

課
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

熊
本

市
長

 大
西

一
史

が
市

長
就

任
時

以
降

、
役

職
（顧

問
・相

談
役

）に
つ

い
て

い
る

会
社

、
団

体
、

協
会

、
協

議
会

へ
の

熊
本

市
か

ら
の

予
算

支
出

状
況

が
わ

か
る

も
の

（当
課

が
保

管
す

る
も

の
に

限
る

。
）

　
役

職
に

つ
い

て
い

る
団

体
等

平
成

27
年

度
、

平
成

28
年

度
・2

01
9○

○
選

手
権

大
会

組
織

委
員

会
・2

01
9○

○
選

手
権

大
会

熊
本

推
進

協
議

会
・○

○
協

議
会

・○
○

推
進

本
部

・熊
本

市
○

○
協

会
平

成
27

年
度

・熊
本

○
○

委
員

会
・第

○
○

実
行

委
員

会

開
示

2
/
2
8

平
成

29
年

度
・○

○
大

会
組

織
委

員
会

・○
○

協
議

会
・○

○
推

進
本

部
・熊

本
市

○
○

協
会

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

2
/
2
8

平
成

27
年

度
・○

○
大

会
外

8件
平

成
28

年
度

・○
○

激
励

す
る

会
外

7件
平

成
29

年
度

○
○

平
成

29
年

冬
○

○
外

5件

不
存

在
2
/
2
8

12
17

2/
20

熊
本

市
長

 大
西

一
史

氏
が

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

相
談

役
）を

も
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
。

（過
去

５
年

間
）

農
水

局
農

政
部

農
業

･ﾌ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾄﾞ

戦
略

課

熊
本

市
長

が
役

職
を

も
っ

て
い

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
　

役
職

に
つ

い
て

い
る

団
体

等
・熊

本
県

○
○

協
会

　
理

事
・九

州
○

○
実

行
委

員
会

　
会

長
・九

州
○

○
推

進
機

構
　

会
員

・九
州

・沖
縄

○
○

連
絡

会
　

会
員

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
8

12
16

2/
20

熊
本

市
長

 大
西

一
史

氏
が

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

相
談

役
）を

も
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
。

（過
去

５
年

間
）

経
済

観
光

局
文

化
･ｽ

ﾎ
ﾟｰ

ﾂ
交

流
部 ｽ
ﾎ

ﾟｰ
ﾂ
振

興
課
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

12
17

.0
2

2/
20

熊
本

市
長

 大
西

一
史

氏
が

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

相
談

役
）を

も
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
。

（過
去

６
年

間
）

農
業

委
員

会
事

務
局

一
般

社
団

法
人

　
熊

本
県

○
○

会
議

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

2
/
2
6

12
18

2/
20

熊
本

市
長

 大
西

一
史

氏
が

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

相
談

役
）を

も
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
。

（過
去

５
年

間
）

農
水

局
農

政
部

農
業

支
援

課

熊
本

市
長

 大
西

一
史

が
市

長
就

任
時

以
降

、
役

職
（顧

問
・相

談
役

）に
つ

い
て

い
る

会
社

、
団

体
、

協
会

、
協

議
会

へ
の

熊
本

市
か

ら
の

予
算

支
出

状
況

が
わ

か
る

も
の

（当
課

が
保

管
す

る
も

の
に

限
る

。
）

　
役

職
に

つ
い

て
い

る
団

体
等

・○
○

協
会

不
存

在
2
/
2
7

熊
本

市
長

 大
西

一
史

が
市

長
就

任
時

以
降

、
役

職
（顧

問
・相

談
役

）に
つ

い
て

い
る

会
社

、
団

体
、

協
会

、
協

議
会

へ
の

熊
本

市
か

ら
の

予
算

支
出

状
況

が
わ

か
る

も
の

（当
課

が
保

管
す

る
も

の
に

限
る

。
）

　
役

職
に

つ
い

て
い

る
団

体
等

・熊
本

県
○

○
協

議
会

　
会

員

不
存

在
3
/
7

熊
本

市
長

 大
西

一
史

が
市

長
就

任
時

以
降

、
役

職
（顧

問
・相

談
役

）に
つ

い
て

い
る

会
社

、
団

体
、

協
会

、
協

議
会

へ
の

熊
本

市
か

ら
の

予
算

支
出

状
況

が
わ

か
る

も
の

（当
課

が
保

管
す

る
も

の
に

限
る

。
）

　
役

職
に

つ
い

て
い

る
団

体
等

・○
○

管
理

協
議

会
　

会
員

・熊
本

県
○

○
協

議
会

　
理

事
・熊

本
県

○
○

推
進

協
議

会
　

会
員

・熊
本

県
○

○
連

合
会

　
会

員
・一

般
社

団
法

人
○

○
セ

ン
タ

ー
　

会
員

・熊
本

県
○

○
推

進
協

議
会

　
会

員

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
7

12
20

2/
20

熊
本

市
長

 大
西

一
史

氏
が

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

相
談

役
）を

も
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
。

（過
去

５
年

間
）

農
水

局
農

政
部

北
農

業
振

興
課

熊
本

市
長

 大
西

一
史

が
市

長
就

任
時

以
降

、
役

職
（顧

問
・相

談
役

）に
つ

い
て

い
る

会
社

、
団

体
、

協
会

、
協

議
会

へ
の

熊
本

市
か

ら
の

予
算

支
出

状
況

が
わ

か
る

も
の

（当
課

が
保

管
す

る
も

の
に

限
る

。
）

　
役

職
に

つ
い

て
い

る
団

体
等

全
国

「○
○

」連
絡

会
　

会
員

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
1
2

12
19

2/
20

熊
本

市
長

 大
西

一
史

氏
が

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

相
談

役
）を

も
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
。

（過
去

５
年

間
）

農
水

局
農

政
部

農
地

整
備

課
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

12
21

2/
20

熊
本

市
長

 大
西

一
史

氏
が

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

相
談

役
）を

も
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
。

（過
去

５
年

間
）

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

都
市

政
策

課

熊
本

市
長

 大
西

一
史

が
市

長
就

任
時

以
降

、
役

職
（顧

問
・相

談
役

）に
つ

い
て

い
る

会
社

、
団

体
、

協
会

、
協

議
会

へ
の

熊
本

市
か

ら
の

予
算

支
出

状
況

が
わ

か
る

も
の

（当
課

が
保

管
す

る
も

の
に

限
る

。
）

　
役

職
に

つ
い

て
い

る
団

体
等

・熊
本

県
○

○
協

議
会

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
7

12
22

2/
20

熊
本

市
長

 大
西

一
史

氏
が

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

相
談

役
）を

も
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
。

（過
去

５
年

間
）

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

交
通

政
策

課

熊
本

市
長

 大
西

一
史

が
市

長
就

任
時

以
降

、
役

職
（顧

問
・相

談
役

）に
つ

い
て

い
る

会
社

、
団

体
、

協
会

、
協

議
会

へ
の

熊
本

市
か

ら
の

予
算

支
出

状
況

が
わ

か
る

も
の

（当
課

が
保

管
す

る
も

の
に

限
る

。
）

　
役

職
に

つ
い

て
い

る
団

体
等

・○
○

協
議

会
　

顧
問

・熊
本

県
○

○
協

会
　

評
議

員
・日

本
○

○
協

会
　

商
議

員
・熊

本
○

○
協

会
　

顧
問

（２
９

年
度

以
降

廃
止

）
・○

○
振

興
協

議
会

　
会

員

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

2
/
2
8

12
23

2/
20

熊
本

市
長

 大
西

一
史

氏
が

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

相
談

役
）を

も
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
。

（過
去

５
年

間
）

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

都
心

活
性

推
進

課

熊
本

市
長

 大
西

一
史

が
市

長
就

任
時

以
降

、
役

職
（顧

問
・相

談
役

）に
つ

い
て

い
る

会
社

、
団

体
、

協
会

、
協

議
会

へ
の

熊
本

市
か

ら
の

予
算

支
出

状
況

が
わ

か
る

も
の

（当
課

が
保

管
す

る
も

の
に

限
る

。
）

　
役

職
に

つ
い

て
い

る
団

体
等

・○
○

協
議

会
・○

○
促

進
協

議
会

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
8

12
24

2/
20

熊
本

市
長

 大
西

一
史

氏
が

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

相
談

役
）を

も
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
。

（過
去

５
年

間
）

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所

熊
本

市
長

 大
西

一
史

が
市

長
就

任
時

以
降

、
役

職
（顧

問
・相

談
役

）に
つ

い
て

い
る

会
社

、
団

体
、

協
会

、
協

議
会

へ
の

熊
本

市
か

ら
の

予
算

支
出

状
況

が
わ

か
る

も
の

（当
課

が
保

管
す

る
も

の
に

限
る

。
）

　
役

職
に

つ
い

て
い

る
団

体
等

・○
○

期
成

会

不
存

在
2
/
2
6

12
25

2/
20

熊
本

市
長

 大
西

一
史

氏
が

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

相
談

役
）を

も
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
。

（過
去

５
年

間
）

都
市

建
設

局
土

木
部

土
木

総
務

課

熊
本

市
長

 大
西

一
史

が
市

長
就

任
時

以
降

、
役

職
（顧

問
・相

談
役

）に
つ

い
て

い
る

会
社

、
団

体
、

協
会

、
協

議
会

へ
の

熊
本

市
か

ら
の

予
算

支
出

状
況

が
わ

か
る

も
の

（当
課

が
保

管
す

る
も

の
に

限
る

。
）

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
7
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

12
26

2/
20

熊
本

市
長

 大
西

一
史

氏
が

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

相
談

役
）を

も
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
。

（過
去

５
年

間
）

都
市

建
設

局
土

木
部

道
路

整
備

課

熊
本

市
長

 大
西

一
史

が
市

長
就

任
時

以
降

、
役

職
（顧

問
・相

談
役

）に
つ

い
て

い
る

会
社

、
団

体
、

協
会

、
協

議
会

へ
の

熊
本

市
か

ら
の

予
算

支
出

状
況

が
わ

か
る

も
の

（当
課

が
保

管
す

る
も

の
に

限
る

。
）

　
役

職
に

つ
い

て
い

る
団

体
等

・大
都

市
○

○
協

議
会

不
存

在
2
/
2
7

12
27

2/
20

熊
本

市
長

 大
西

一
史

氏
が

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

相
談

役
）を

も
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
。

（過
去

５
年

間
）

中
央

区
役

所
区

民
部

中
央

区
ま

ち
づ

く
り

セ
ン

タ
ー

熊
本

市
長

 大
西

一
史

が
市

長
就

任
時

以
降

、
役

職
（顧

問
・相

談
役

）に
つ

い
て

い
る

会
社

、
団

体
、

協
会

、
協

議
会

へ
の

熊
本

市
か

ら
の

予
算

支
出

状
況

が
わ

か
る

も
の

（当
課

が
保

管
す

る
も

の
に

限
る

。
）

　
役

職
に

つ
い

て
い

る
団

体
等

・熊
本

市
○

○
推

進
委

員
会

不
存

在
2
/
2
2

○
○

連
絡

協
議

会
開

示
2
/
2
7

熊
本

○
○

運
営

補
助

金
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
1

12
29

2/
20

熊
本

市
長

 大
西

一
史

氏
が

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

相
談

役
）を

も
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
。

（過
去

５
年

間
）

消
防

局
総

務
部

総
務

課

熊
本

市
長

 大
西

一
史

が
市

長
就

任
時

以
降

、
役

職
（顧

問
・相

談
役

）に
つ

い
て

い
る

会
社

、
団

体
、

協
会

、
協

議
会

へ
の

熊
本

市
か

ら
の

予
算

支
出

状
況

が
わ

か
る

も
の

（当
課

が
保

管
す

る
も

の
に

限
る

。
）

　
役

職
に

つ
い

て
い

る
団

体
等

・○
○

運
営

協
議

会

不
存

在
2
/
2
8

12
30

2/
20

熊
本

市
長

 大
西

一
史

氏
が

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

相
談

役
）を

も
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
。

（過
去

５
年

間
）

上
下

水
道

局
総

務
部

総
務

課

熊
本

市
長

 大
西

一
史

が
市

長
就

任
時

以
降

、
役

職
（顧

問
・相

談
役

）に
つ

い
て

い
る

会
社

、
団

体
、

協
会

、
協

議
会

へ
の

熊
本

市
か

ら
の

予
算

支
出

状
況

が
わ

か
る

も
の

（当
課

が
保

管
す

る
も

の
に

限
る

。
）

　
役

職
に

つ
い

て
い

る
団

体
等

・公
益

社
団

法
人

　
○

○
熊

本
県

支
部

・熊
本

県
○

○
協

会

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

2
/
2
7

12
31

2/
20

熊
本

市
長

 大
西

一
史

氏
が

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

相
談

役
）を

も
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
。

（過
去

５
年

間
）

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

計
画

調
整

課

熊
本

市
長

 大
西

一
史

が
市

長
就

任
時

以
降

、
役

職
（顧

問
・相

談
役

）に
つ

い
て

い
る

会
社

、
団

体
、

協
会

、
協

議
会

へ
の

熊
本

市
か

ら
の

予
算

支
出

状
況

が
わ

か
る

も
の

（当
課

が
保

管
す

る
も

の
に

限
る

。
）

　
役

職
に

つ
い

て
い

る
団

体
等

・熊
本

○
○

促
進

協
議

会

不
存

在
2
/
2
3

12
28

2/
20

熊
本

市
長

 大
西

一
史

氏
が

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

相
談

役
）を

も
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
。

（過
去

５
年

間
）

南
区

役
所

区
民

部
総

務
企

画
課
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

熊
本

市
長

 大
西

一
史

が
市

長
就

任
時

以
降

、
役

職
（顧

問
・相

談
役

）に
つ

い
て

い
る

会
社

、
団

体
、

協
会

、
協

議
会

へ
の

熊
本

市
か

ら
の

予
算

支
出

状
況

が
わ

か
る

も
の

（当
課

が
保

管
す

る
も

の
に

限
る

。
）

　
役

職
に

つ
い

て
い

る
団

体
等

・全
国

○
○

協
議

会

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

2
/
2
6

　
役

職
に

つ
い

て
い

る
団

体
等

・熊
本

県
○

○
協

議
会

(会
長

)
不

存
在

2
/
2
6

12
33

2/
20

熊
本

市
長

 大
西

一
史

氏
が

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

相
談

役
）を

も
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
。

（過
去

５
年

間
）

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部 施
設

課

熊
本

市
長

 大
西

一
史

が
市

長
就

任
時

以
降

、
役

職
（顧

問
・相

談
役

）に
つ

い
て

い
る

会
社

、
団

体
、

協
会

、
協

議
会

へ
の

熊
本

市
か

ら
の

予
算

支
出

状
況

が
わ

か
る

も
の

（当
課

が
保

管
す

る
も

の
に

限
る

。
）

　
役

職
に

つ
い

て
い

る
団

体
等

・熊
本

県
○

○
会

不
存

在
2
/
2
2

12
34

2/
20

熊
本

市
長

 大
西

一
史

氏
が

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

相
談

役
）を

も
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
。

（過
去

５
年

間
）

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部 青
少

年
教

育
課

熊
本

市
長

 大
西

一
史

が
市

長
就

任
時

以
降

、
役

職
（顧

問
・相

談
役

）に
つ

い
て

い
る

会
社

、
団

体
、

協
会

、
協

議
会

へ
の

熊
本

市
か

ら
の

予
算

支
出

状
況

が
わ

か
る

も
の

（当
課

が
保

管
す

る
も

の
に

限
る

。
）

　
役

職
に

つ
い

て
い

る
団

体
等

・平
成

27
年

度
熊

本
市

○
○

会
会

長
・平

成
28

年
度

熊
本

市
○

○
会

会
長

・平
成

29
年

度
熊

本
市

○
○

会
会

長

不
存

在
2
/
2
3

熊
本

市
長

 大
西

一
史

が
市

長
就

任
時

以
降

、
役

職
（顧

問
・相

談
役

）に
つ

い
て

い
る

会
社

、
団

体
、

協
会

、
協

議
会

へ
の

熊
本

市
か

ら
の

予
算

支
出

状
況

が
わ

か
る

も
の

（当
課

が
保

管
す

る
も

の
に

限
る

。
）

　
役

職
に

つ
い

て
い

る
団

体
等

・平
成

29
年

度
○

○
大

会
・平

成
29

年
度

○
○

大
会

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
1

・平
成

27
年

度
熊

本
県

○
○

大
会

・平
成

28
年

度
熊

本
県

○
○

大
会

・平
成

29
年

度
熊

本
県

○
○

大
会

・平
成

28
年

度
熊

本
県

○
○

大
会

不
存

在

12
36

2/
22

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
03

年
51

4号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
03

年
51

4号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
2
8

3
/
2

12
32

2/
20

熊
本

市
長

 大
西

一
史

氏
が

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

相
談

役
）を

も
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
。

（過
去

５
年

間
）

病
院

局
熊

本
市

民
病

院
事

務
局

総
務

企
画

課

熊
本

市
長

 大
西

一
史

氏
が

就
任

時
以

降
、

役
職

（顧
問

相
談

役
）を

も
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

る
会

社
、

団
体

、
協

会
、

協
議

会
へ

の
熊

本
市

か
ら

の
予

算
支

出
状

況
。

（過
去

５
年

間
）

2/
20

12
35

教
育

委
員

会
事

務
局

学
校

教
育

部 健
康

教
育

課
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

12
37

2/
22

環
境

政
策

課
　

業
務

一
覧

リ
ス

ト
の

№
１

平
成

２
８

・２
９

年
度

分
環

境
局

環
境

推
進

部
環

境
政

策
課

環
境

政
策

課
　

業
務

一
覧

リ
ス

ト
の

№
１

平
成

２
８

・２
９

年
度

分
却

下
3
/
1
4

12
38

2/
22

環
境

共
生

課
業

務
一

覧
リ

ス
ト
の

№
１

平
成

２
８

・２
９

年
度

分
環

境
局

環
境

推
進

部
環

境
共

生
課

環
境

共
生

課
業

務
一

覧
リ

ス
ト
の

№
１

平
成

２
８

・２
９

年
度

分
却

下
3
/
1
4

12
39

2/
22

業
務

一
覧

リ
ス

ト
№

１
３

　
平

成
２

８
年

度
か

ら
環

境
局

資
源

循
環

部
震

災
廃

棄
物

対
策

課

業
務

一
覧

リ
ス

ト
№

１
３

　
平

成
２

８
年

度
か

ら

却
下

3
/
1
4

12
40

2/
22

熊
本

地
震

に
伴

う
子

ど
も

文
化

会
館

復
旧

工
事

（そ
の

３
）の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
建

築
住

宅
部

営
繕

課

熊
本

地
震

に
伴

う
子

ど
も

文
化

会
館

復
旧

工
事

（そ
の

３
）　

金
入

り
工

事
内

訳
書

（Ｃ
Ｄ

－
Ｒ

）
開

示
2
/
2
6

2
/
2
6

12
41

2/
22

平
成

29
年

9月
1日

か
ら

平
成

29
年

12
月

31
日

ま
で

の
住

居
表

示
番

号
付

定
申

請
に

伴
っ

た
当

該
住

居
表

示
台

帳
（可

能
で

あ
れ

ば
、

電
磁

的
記

録
の

交
付

を
希

望
）

市
民

局
市

民
生

活
部

地
域

政
策

課

平
成

２
９

年
９

月
１

日
か

ら
平

成
２

９
年

１
２

月
３

１
日

ま
で

の
住

居
表

示
番

号
付

定
申

請
に

伴
っ

た
当

該
住

居
表

示
台

帳

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
2
6

3
/
1

12
42

2/
22

下
水

道
災

害
復

旧
工

事
（第

７
８

工
区

）の
設

計
変

更
後

の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
下

水
道

整
備

課

下
水

道
災

害
復

旧
工

事
（第

７
８

号
）金

入
り

設
計

書
開

示
2
/
2
7

2
/
2
8

12
43

2/
22

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
44

-3
08

、
S
47

-1
55

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
08

-1
68

、
09

-3
82

、
05

-3
60

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
44

-3
08

、
S
47

-1
55

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
08

-1
68

、
09

-3
82

、
05

-3
60

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
2
8

3
/
2

12
44

2/
22

環
境

局
水

保
全

課
業

務
リ

ス
ト
の

№
１

平
成

２
８

年
度

分
環

境
局

環
境

推
進

部
水

保
全

課

環
境

局
水

保
全

課
業

務
リ

ス
ト
の

№
１

平
成

２
８

年
度

分
却

下
3
/
1
4

12
45

2/
22

廃
棄

物
計

画
課

業
務

一
覧

リ
ス

ト
の

２
０

１
７

－
１

～
２

０
１

７
－

２
０

の
文

書
２

０
１

６
－

１
～

２
０

１
６

－
２

０
の

文
書

環
境

局
資

源
循

環
部

廃
棄

物
計

画
課

廃
棄

物
計

画
課

業
務

一
覧

リ
ス

ト
の

２
０

１
７

－
１

～
２

０
１

７
－

２
０

の
文

書
２

０
１

６
－

１
～

２
０

１
６

－
２

０
の

文
書

却
下

3
/
1
4
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

１
．

県
指

定
重

要
文

化
財

「洋
学

校
教

師
館

」保
存

修
１

理
検

討
委

員
会

議
事

録
（平

成
２

８
．

２
９

年
度

分
）

２
．

審
議

会
等

委
員

へ
の

女
性

の
登

用
促

進
に

係
る

事
前

協
議

書
（平

成
２

９
年

度
分

）
３

．
委

員
改

選
に

関
す

る
報

告
書

（様
式

第
３

号
）

（平
成

２
８

，
２

９
年

度
分

）
４

。
委

員
会

の
運

営
状

況
に

関
す

る
報

告
書

(様
式

４
－

１
，

４
－

２
号

)　
（平

成
２

７
。

２
８

年
度

分
）

５
．

建
物

図
面

６
．

現
在

高
報

告
書

（平
成

２
８

年
９

月
末

日
及

び
平

成
２

９
年

３
月

末
日

）
７

．
当

初
予

算
積

算
地

開
示

3
/
1
2

3
/
1
4

建
物

の
滅

失
（毀

損
）報

告
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
3
/
1
2

3
/
1
4

１
．

県
指

定
重

要
文

化
財

「洋
学

校
教

師
館

」保
存

修
理

検
討

委
員

会
議

事
録

（平
成

２
７

年
度

分
）

２
. 

委
員

改
選

に
関

す
る

報
告

書
（様

式
第

３
号

）
（平

成
２

７
年

度
分

）
３

. 
委

員
会

の
運

営
状

況
に

関
す

る
報

告
書

（様
式

第
４

－
１

、
４

－
２

号
）（

平
成

２
９

年
度

分
）

４
. 

建
物

の
登

記
が

な
さ

れ
て

い
な

い
理

由
書

５
. 

公
立

社
会

教
育

施
設

災
害

復
旧

費
補

助
を

活
用

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
理

由
書

不
存

在
3
/
1
2

12
46

2/
22

１
.　

審
議

会
等

の
設

置
等

に
関

す
る

指
針

（以
下

「指
針

」と
い

う
。

）第
１

３
条

に
基

づ
く

、
県

指
定

重
要

文
化

財
「洋

学
校

教
師

館
」保

存
修

理
に

伴
う

検
討

委
員

会
（以

下
「検

討
委

員
会

」と
い

う
。

）が
開

催
さ

れ
た

平
成

２
７

年
度

、
２

８
年

度
、

２
９

年
度

の
会

議
録

の
開

示
を

求
め

ま
す

。
２

.　
指

針
第

７
条

第
１

項
第

４
号

に
関

し
て

、
５

名
の

委
員

の
中

に
女

性
が

入
っ

て
い

な
い

の
は

ど
う

し
て

で
す

か
。

そ
の

理
由

を
文

書
に

よ
る

回
答

を
求

め
ま

す
。

３
.　

指
針

第
７

条
第

５
項

に
関

し
て

、
平

成
２

７
度

、
２

８
年

度
、

２
９

年
度

委
員

改
選

に
関

す
る

報
告

書
（様

式
第

３
号

）の
開

示
を

求
め

ま
す

。
４

.　
指

針
第

１
４

条
第

１
項

に
関

し
て

平
成

２
７

年
度

、
２

８
年

度
、

２
９

年
度

検
討

委
員

会
の

運
営

状
況

に
関

す
る

報
告

書
（様

式
第

４
－

１
号

及
び

様
式

第
４

－
２

号
）の

開
示

を
求

め
ま

す
。

５
.　

熊
本

市
財

産
規

則
第

１
０

条
に

関
し

て
、

県
指

定
重

要
文

化
財

「洋
学

校
教

師
館

」の
建

物
の

登
記

が
な

さ
れ

て
い

ま
せ

ん
。

そ
の

理
由

書
の

開
示

を
求

め
ま

す
。

６
.　

熊
本

市
財

産
規

則
第

１
７

条
に

関
し

て
、

県
指

定
重

要
文

化
財

「洋
学

校
教

師
館

」の
建

物
の

滅
失

に
つ

い
て

資
産

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト
課

長
に

対
す

る
報

告
書

の
開

示
を

求
め

ま
す

。
７

.　
熊

本
市

財
産

規
則

第
３

２
条

に
関

し
て

、
県

指
定

重
要

文
化

財
「洋

学
校

教
師

館
」の

土
地

及
び

建
物

に
関

す
る

図
面

の
一

覧
表

の
開

示
を

求
め

ま
す

。
８

.　
熊

本
市

財
産

規
則

第
３

５
条

に
関

し
て

、
県

指
定

重
要

文
化

財
「洋

学
校

教
師

館
」に

関
す

る
平

成
２

８
年

９
月

末
日

及
び

平
成

２
９

年
３

月
末

日
に

お
け

る
現

在
髙

報
告

書
の

開
示

を
求

め
ま

す
。

９
.　

文
部

科
学

省
所

管
公

立
社

会
教

育
施

設
災

害
復

旧
補

助
金

（以
下

「補
助

金
」と

い
う

。
）　

約
５

億
６

８
０

０
万

円
の

根
拠

と
な

る
内

訳
書

と
実

施
し

た
発

注
業

者
名

の
開

示
を

求
め

ま
す

。
１

０
.　

こ
の

補
助

金
を

活
用

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
理

由
書

の
開

示
を

求
め

ま
す

。
１

１
.　

文
化

振
興

課
所

管
　

平
成

３
０

年
度

当
初

予
算

額
に

当
該

県
指

定
重

要
文

化
財

「洋
学

校
教

師
館

」の
移

築
造

成
費

８
０

０
０

万
円

計
上

さ
れ

て
い

る
と

の
ご

説
明

が
先

日
あ

り
ま

し
た

。
積

算
さ

れ
た

土
地

（場
所

）と
発

注
業

者
名

の
開

示
を

求
め

ま
す

。

経
済

観
光

局
文

化
・ス

ポ
ー

ツ
交

流
部

文
化

振
興

課
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

復
旧

工
事

費
内

訳
書

不
開

示
6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
3
/
1
2

3
/
1
4

12
47

2/
22

熊
本

市
財

産
規

則
第

３
１

条
に

関
す

る
県

指
定

重
要

文
化

財
「洋

学
校

教
師

館
」の

土
地

及
び

建
物

の
財

産
台

帳
熊

本
市

財
産

規
則

第
３

５
条

に
関

す
る

県
指

定
重

要
文

化
財

「洋
学

校
教

師
館

」の
平

成
28

年
9月

末
日

及
び

平
成

29
年

3月
末

日
に

お
け

る
現

在
高

報
告

書

財
政

局
財

務
部

資
産

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト
課

「洋
学

校
教

師
館

」に
関

す
る

以
下

の
資

料
１

. 
土

地
台

帳
２

. 
建

物
台

帳
３

. 
平

成
２

８
年

９
月

末
日

に
お

け
る

現
在

高
報

告
書 ４

. 
平

成
２

９
年

３
月

末
日

に
お

け
る

現
在

高
報

告
書

開
示

3
/
5

3
/
6

・一
口

城
主

寄
付

金
の

平
成

２
７

年
度

、
平

成
２

８
年

度
収

支
決

算
書

（平
成

２
７

・２
８

年
度

　
決

算
附

属
書

）
・平

成
２

７
年

度
、

平
成

２
８

年
度

で
城

主
寄

附
金

が
ど

の
事

業
に

い
く

ら
充

て
ら

れ
た

か
が

分
か

る
書

類
（熊

本
城

復
元

整
備

基
金

の
使

途
に

つ
い

て
）

開
示

3
/
6

3
/
1
4

○
○

財
団

か
ら

の
寄

附
金

で
熊

本
城

再
建

の
た

め
の

支
援

と
し

て
受

け
取

っ
た

３
０

億
２

５
０

５
万

円
の

平
成

２
８

年
度

収
支

決
算

書
不

存
在

3
/
6

12
49

2/
22

業
務

一
覧

リ
ス

ト
Ｎ

ｏ
１

　
５

年
分

環
境

局
資

源
循

環
部

ご
み

減
量

推
進

課

業
務

一
覧

リ
ス

ト
Ｎ

ｏ
１

　
５

年
分

却
下

3
/
1
4

12
50

2/
22

業
務

一
覧

リ
ス

ト
Ｎ

ｏ
１

　
過

去
３

年
分

環
境

局
資

源
循

環
部

浄
化

対
策

課

業
務

一
覧

リ
ス

ト
Ｎ

ｏ
１

　
過

去
３

年
分

却
下

3
/
1
4

12
46

2/
22

１
.　

審
議

会
等

の
設

置
等

に
関

す
る

指
針

（以
下

「指
針

」と
い

う
。

）第
１

３
条

に
基

づ
く

、
県

指
定

重
要

文
化

財
「洋

学
校

教
師

館
」保

存
修

理
に

伴
う

検
討

委
員

会
（以

下
「検

討
委

員
会

」と
い

う
。

）が
開

催
さ

れ
た

平
成

２
７

年
度

、
２

８
年

度
、

２
９

年
度

の
会

議
録

の
開

示
を

求
め

ま
す

。
２

.　
指

針
第

７
条

第
１

項
第

４
号

に
関

し
て

、
５

名
の

委
員

の
中

に
女

性
が

入
っ

て
い

な
い

の
は

ど
う

し
て

で
す

か
。

そ
の

理
由

を
文

書
に

よ
る

回
答

を
求

め
ま

す
。

３
.　

指
針

第
７

条
第

５
項

に
関

し
て

、
平

成
２

７
度

、
２

８
年

度
、

２
９

年
度

委
員

改
選

に
関

す
る

報
告

書
（様

式
第

３
号

）の
開

示
を

求
め

ま
す

。
４

.　
指

針
第

１
４

条
第

１
項

に
関

し
て

平
成

２
７

年
度

、
２

８
年

度
、

２
９

年
度

検
討

委
員

会
の

運
営

状
況

に
関

す
る

報
告

書
（様

式
第

４
－

１
号

及
び

様
式

第
４

－
２

号
）の

開
示

を
求

め
ま

す
。

５
.　

熊
本

市
財

産
規

則
第

１
０

条
に

関
し

て
、

県
指

定
重

要
文

化
財

「洋
学

校
教

師
館

」の
建

物
の

登
記

が
な

さ
れ

て
い

ま
せ

ん
。

そ
の

理
由

書
の

開
示

を
求

め
ま

す
。

６
.　

熊
本

市
財

産
規

則
第

１
７

条
に

関
し

て
、

県
指

定
重

要
文

化
財

「洋
学

校
教

師
館

」の
建

物
の

滅
失

に
つ

い
て

資
産

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト
課

長
に

対
す

る
報

告
書

の
開

示
を

求
め

ま
す

。
７

.　
熊

本
市

財
産

規
則

第
３

２
条

に
関

し
て

、
県

指
定

重
要

文
化

財
「洋

学
校

教
師

館
」の

土
地

及
び

建
物

に
関

す
る

図
面

の
一

覧
表

の
開

示
を

求
め

ま
す

。
８

.　
熊

本
市

財
産

規
則

第
３

５
条

に
関

し
て

、
県

指
定

重
要

文
化

財
「洋

学
校

教
師

館
」に

関
す

る
平

成
２

８
年

９
月

末
日

及
び

平
成

２
９

年
３

月
末

日
に

お
け

る
現

在
髙

報
告

書
の

開
示

を
求

め
ま

す
。

９
.　

文
部

科
学

省
所

管
公

立
社

会
教

育
施

設
災

害
復

旧
補

助
金

（以
下

「補
助

金
」と

い
う

。
）　

約
５

億
６

８
０

０
万

円
の

根
拠

と
な

る
内

訳
書

と
実

施
し

た
発

注
業

者
名

の
開

示
を

求
め

ま
す

。
１

０
.　

こ
の

補
助

金
を

活
用

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
理

由
書

の
開

示
を

求
め

ま
す

。
１

１
.　

文
化

振
興

課
所

管
　

平
成

３
０

年
度

当
初

予
算

額
に

当
該

県
指

定
重

要
文

化
財

「洋
学

校
教

師
館

」の
移

築
造

成
費

８
０

０
０

万
円

計
上

さ
れ

て
い

る
と

の
ご

説
明

が
先

日
あ

り
ま

し
た

。
積

算
さ

れ
た

土
地

（場
所

）と
発

注
業

者
名

の
開

示
を

求
め

ま
す

。

経
済

観
光

局
文

化
・ス

ポ
ー

ツ
交

流
部

文
化

振
興

課

12
48

2/
22

１
．

○
○

財
団

か
ら

の
寄

付
金

で
熊

本
城

再
建

の
た

め
の

支
援

と
し

て
３

０
億

２
５

０
５

万
円

の
平

成
28

年
度

収
支

決
算

書
２

．
一

口
城

主
寄

付
金

の
平

成
27

年
度

、
28

年
度

収
支

決
算

書
３

．
平

成
27

年
度

、
平

成
28

年
度

で
城

主
寄

付
金

が
ど

の
事

業
に

い
く

ら
充

て
ら

れ
た

の
か

が
分

か
る

書
類

経
済

観
光

局
熊

本
城

総
合

事
務

所

160



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

12
51

2/
22

白
川

龍
神

橋
左

岸
護

岸
工

事
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

セ
ン

タ
ー

道
路

課

平
成

３
０

年
２

月
２

１
日

契
約

　
白

川
龍

神
橋

左
岸

護
岸

工
事

　
金

入
り

設
計

書
開

示
2
/
2
6

2
/
2
7

12
52

2/
22

熊
本

城
二

の
丸

御
門

跡
崩

落
石

林
改

修
工

事
の

金
入

り
設

計
書

経
済

観
光

局
熊

本
城

総
合

事
務

所

以
下

の
金

入
り

設
計

書
熊

本
城

二
の

丸
御

門
跡

崩
落

石
林

改
修

工
事

開
示

2
/
2
6

2
/
2
8

12
53

2/
22

■
道

路
位

置
指

定
判

定
番

号
　

熊
本

市
指

令
（管

建
）第

８
９

号
　

昭
和

５
１

年
１

１
月

２
日

・全
部

・協
定

書
（あ

る
場

合
の

み
）

　
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
判

定
番

号
　

熊
本

市
指

令
（管

建
）第

８
９

号
　

昭
和

５
１

年
１

１
月

２
日

・全
部

・協
定

書
（あ

る
場

合
の

み
）

　
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

3
/
2

6
/
2
5

12
54

2/
26

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
25

-0
08

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
25

-0
08

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

3
/
2

3
/
2

12
55

2/
26

20
18

年
2月

14
日

～
20

18
年

2月
26

日
ま

で
の

間
に

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

検
査

の
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

の
一

覧
項

目
:屋

号
･営

業
所

在
地

･申
請

者
名

・営
業

電
話

番
号

・初
回

許
可

年
月

日
（移

動
販

売
、

臨
時

営
業

、
仮

設
営

業
、

自
動

販
売

機
を

除
く

）

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

食
品

保
健

課

20
18

年
2月

14
日

～
20

18
年

2月
26

日
ま

で
の

間
に

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

検
査

の
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

の
一

覧
（移

動
販

売
、

臨
時

営
業

、
仮

設
営

業
、

自
動

販
売

機
を

除
く

）　
計

24
件

項
目

:屋
号

･営
業

所
在

地
･申

請
者

名
・営

業
電

話
番

号
・初

回
許

可
年

月
日

＊
開

示
請

求
情

報
取

り
出

し
日

時
：平

成
３

０
年

３
月

1日

開
示

3
/
1

3
/
1
3

12
56

2/
26

下
記

期
間

内
に

新
規

で
確

認
し

た
理

容
所

及
び

美
容

所
の

下
記

項
目

に
関

す
る

一
覧

表
項

目
：店

舗
名

・住
所

・電
話

番
号

・届
出

者
名

期
間

：2
01

8年
2月

14
日

か
ら

20
18

年
2月

26
日

ま
で

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
確

認
し

た
理

容
所

及
び

美
容

所
の

下
記

項
目

に
関

す
る

一
覧

表
項

目
：店

舗
名

・住
所

・電
話

番
号

・届
出

者
名

期
間

：2
01

8年
2月

14
日

か
ら

20
18

年
2月

26
日

ま
で

開
示

3
/
1

3
/
1
3

12
57

2/
26

宅
地

造
成

検
査

済
証

に
関

す
る

書
類

H
7.

9.
28

 計
開

発
第

90
19

号
地

番
　

熊
本

市
北

区
高

平
１

丁
目

○
-○

住
居

表
示

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

○
-○

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

開
発

景
観

課

宅
地

造
成

検
査

済
証

に
関

す
る

書
類

検
査

済
日

：平
成

7年
9月

28
日

番
号

　
　

：計
開

発
第

○
○

号
地

番
　

　
：熊

本
市

北
区

高
平

１
丁

目
○

番
○

住
居

表
示

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

○
-○

開
示

3
/
2

3
/
8

12
58

2/
26

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

県
指

令
（建

）第
12

5号
　

ｓ3
9.

11
.9

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

県
指

令
（建

）第
12

5号
　

　
　

　
　

昭
和

39
年

11
月

9日
・全

部
・復

元
協

議
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
2

12
59

2/
26

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
04

-0
45

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
04

-0
45

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
6

3
/
8

161



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

12
60

2/
27

都
市

計
画

事
業

　
中

央
汚

水
幹

線
及

び
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（7
21

4工
区

）
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

　
中

央
汚

水
幹

線
及

び
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（7
21

4工
区

）
開

示
3
/
2

3
/
5

12
61

2/
27

■
道

路
位

置
指

定
　

指
定

番
号

　
s4

0-
11

5
・全

部
・復

元
協

議
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
　

指
定

番
号

　
s4

0-
11

5
・全

部
・復

元
協

議
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
6

3
/
1
2

12
62

2/
27

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
06

-4
52

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

  
判

定
番

号
　

06
-4

52
  

平
成

18
年

度
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
6

3
/
9

12
63

2/
27

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
03

-0
99

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
03

-0
99

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
6

3
/
2
0

12
64

2/
28

熊
本

城
ホ

ー
ル

、
熊

本
市

辛
島

公
園

地
下

駐
車

場
、

熊
本

市
辛

島
公

園
地

下
自

転
車

駐
車

場
及

び
熊

本
市

辛
島

地
下

通
路

の
指

定
管

理
者

候
補

者
（A

社
と

○
○

○
○

）両
者

が
提

出
し

た
申

請
の

た
め

の
書

類
（事

業
計

画
書

な
ど

）

経
済

観
光

局
観

光
交

流
部

新
ホ

ー
ル

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト
課

有 4/
14

熊
本

城
ホ

ー
ル

、
熊

本
市

辛
島

公
園

地
下

駐
車

場
、

熊
本

市
辛

島
公

園
地

下
自

転
車

駐
車

場
及

び
熊

本
市

辛
島

地
下

通
路

の
指

定
管

理
者

候
補

者
（A

社
と

○
○

○
○

）両
者

が
提

出
し

た
申

請
の

た
め

の
書

類
（事

業
計

画
書

な
ど

）

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

4
号

　
公

共
の

安
全

等
に

関
す

る
情

報

4
/
5

4
/
1
9

12
65

2/
28

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

県
指

令
第

15
2号

　
ｓ4

8.
10

.9
・指

定
書

・平
面

図
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

s4
8-

15
2 

 昭
和

48
年

10
月

9日
　

ｓ4
8.

10
.9

・指
定

書
・平

面
図

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

3
/
6

3
/
1
3

12
66

2/
28

○
○

○
○

管
理

運
営

共
同

企
業

体
の

平
成

26
年

度
、

平
成

27
年

度
、

平
成

28
年

度
の

決
算

内
容

（一
般

法
人

で
い

う
損

益
計

算
書

、
貸

借
対

照
表

に
当

た
る

も
の

）

市
民

局
市

民
生

活
部

男
女

共
同

参
画

課

○
○

○
○

管
理

運
営

共
同

企
業

体
貸

借
対

照
表

及
び

損
益

計
算

書
（平

成
26

～
28

年
度

分
）

開
示

3
/
2

3
/
5

12
67

2/
28

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

県
指

令
第

27
2号

　
ｓ4

5.
11

.1
3

・全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

県
指

令
第

27
2号

　
　

　
　

　
　

昭
和

45
年

11
月

１
３

日
・全

部
・復

元
協

議
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
7

3
/
2
7

12
68

2/
28

熊
本

市
東

部
土

木
セ

ン
タ

ー
河

川
公

園
課

管
轄

の
平

成
29

年
度

公
園

協
働

地
域

業
務

委
託

事
業

に
係

る
委

託
料

の
支

出
負

担
行

為
、

支
出

命
令

書
、

添
付

書
類

１
式

上
記

の
実

施
申

請
書

及
び

計
画

書
一

式

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

セ
ン

タ
ー

河
川

公
園

整
備

課

・水
源

一
丁

目
公

園
除

草
業

務
委

託
（公

園
協

働
地

域
業

務
委

託
）

・秋
津

三
丁

目
公

園
除

草
そ

の
他

業
務

委
託

（公
園

協
働

地
域

業
務

委
託

）
・神

園
山

小
山

山
緑

地
除

草
業

務
委

託
（公

園
協

働
地

域
業

務
委

託
）

・戸
島

山
緑

地
除

草
業

務
委

託
（公

園
協

働
地

域
業

務
委

託
）

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
2
0

3
/
2
2

12
69

2/
28

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

-2
76

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

年
第

27
号

6
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

3
/
7

3
/
8

162



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

12
68

.0
2

2/
28

都
市

計
画

道
路

子
飼

新
大

江
線

φ
50

0粍
配

水
管

布
設

他
１

件
工

事
に

伴
う

設
計

業
務

委
託

上
記

の
金

入
り

設
計

書
で

工
種

第
00

02
号

内
訳

表
及

び
単

価
表

（s
w
60

3,
G

00
01

,s
w
60

9）
工

種
第

00
03

号
内

訳
表

及
び

単
価

表
（G

00
2,

ｓｗ
60

9）
、

各
単

価
表

の
歩

掛
詳

細

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

都
市

計
画

道
路

子
飼

新
大

江
線

φ
50

0粍
配

水
管

布
設

他
１

件
工

事
に

伴
う

設
計

業
務

委
託

上
記

の
金

入
り

設
計

書
で

工
種

第
00

02
号

内
訳

表
及

び
単

価
表

（s
w
60

3,
G

00
01

,s
w
60

9）
工

種
第

00
03

号
内

訳
表

及
び

単
価

表
（G

00
2,

ｓｗ
60

9）
、

各
単

価
表

の
歩

掛
詳

細

開
示

3
/
8

3
/
1
2

12
70

3/
1

平
成

30
年

2月
1日

か
ら

2月
28

日
ま

で
に

新
規

で
確

認
し

た
熊

本
市

内
の

美
容

所
の

下
記

に
関

す
る

一
覧

表
項

目
；施

設
名

称
、

施
設

所
在

地
、

電
話

番
号

、
確

認
年

月
日

、
開

設
者

名

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

30
年

2月
1日

か
ら

2月
28

日
ま

で
に

新
規

で
確

認
し

た
熊

本
市

内
の

美
容

所
の

下
記

に
関

す
る

一
覧

表
項

目
；施

設
名

称
、

施
設

所
在

地
、

電
話

番
号

、
確

認
年

月
日

、
開

設
者

名

開
示

3
/
5

3
/
1
2

郵
送

12
71

3/
1

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
01

-0
24

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

12
　

01
-0

24
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
8

3
/
9

12
72

3/
1

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
07

-3
25

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
07

年
第

32
5号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

3
/
8

3
/
1
5

12
73

3/
1

熊
本

地
震

に
伴

う
東

部
交

流
セ

ン
タ

ー
復

旧
工

事
（そ

の
２

）の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

建
築

住
宅

部
営

繕
課

平
成

30
年

2月
２

０
日

付
け

で
契

約
し

た
「熊

本
地

震
に

伴
う

東
部

交
流

セ
ン

タ
ー

復
旧

工
事

（そ
の

２
）」

の
金

入
り

内
訳

書

開
示

3
/
2

3
/
5

12
74

3/
1

都
市

計
画

事
業

　
中

央
汚

水
幹

線
及

び
支

線
下

水
道

築
造

工
事

（7
21

4工
区

）
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

　
中

央
汚

水
幹

線
及

び
支

線
下

水
道

築
造

工
事

（7
21

4工
区

）の
金

入
り

設
計

書
開

示
3
/
1
3

3
/
2
0

12
75

3/
2

平
成

30
年

2月
1日

か
ら

平
成

30
年

2月
28

日
ま

で
に

熊
本

市
に

お
い

て
新

規
確

認
し

た
美

容
室

の
下

記
に

関
す

る
一

覧
施

設
名

称
、

営
業

所
所

在
地

、
開

設
者

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
名

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

30
年

2月
1日

か
ら

平
成

30
年

2月
28

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

に
お

い
て

新
規

確
認

し
た

美
容

室
の

下
記

に
関

す
る

一
覧

項
目

：施
設

名
称

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

開
設

者
氏

名
、

役
職

、
代

表
者

名

開
示

3
/
5

3
/
9

12
76

3/
2

上
下

水
道

局
管

内
貯

水
機

能
付

給
水

管
設

置
他

３
件

工
事

の
金

入
り

設
計

書
、

設
計

図
面

一
式

平
成

29
年

12
月

22
日

の
出

来
高

検
査

時
（変

更
後

）の
も

の
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
水

道
整

備
課

熊
本

市
上

下
水

道
局

発
注

工
事

番
号

　
　

17
80

06
9

工
事

名
　

　
　

上
下

水
道

局
内

貯
水

機
能

付
給

水
管

設
置

他
３

件
工

事
上

記
に

係
る

金
要

り
設

計
書

一
式

、
設

計
図

面
一

式 平
成

29
年

12
月

22
日

の
出

来
高

検
査

時
（変

更
後

）の
も

の

開
示

3
/
8

3
/
9

12
77

3/
2

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

県
指

令
第

77
号

　
ｓ5

5.
12

.2
0

・指
定

書
・平

面
図

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

市
指

令
（計

建
）第

77
号

　
昭

和
55

年
12

月
20

日
・指

定
書

・平
面

図
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

3
/
9

3
/
1
3

12
78

3/
2

南
区

近
見

１
丁

目
（日

吉
小

学
校

付
近

）φ
20

0・
75

粍
配

水
管

布
設

他
１

件
工

事
の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

南
区

近
見

１
丁

目
（日

吉
小

学
校

付
近

）φ
20

0・
75

粍
配

水
管

布
設

他
１

件
工

事
上

記
工

事
分

の
金

額
入

り
工

事
設

計
書

開
示

3
/
9

3
/
1
3

163



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

12
79

3/
2

都
市

計
画

道
路

池
田

町
花

園
線

道
路

改
良

工
事

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

熊
本

駅
周

辺
整

備
事

務
所

鉄
道

高
架

関
連

整
備

室

都
市

計
画

道
路

池
田

町
花

園
線

道
路

改
良

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
3
/
7

3
/
1
6

12
80

3/
5

主
要

地
方

道
熊

本
高

森
線

（手
取

本
町

工
区

）道
路

改
修

工
事

（そ
の

２
）の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

セ
ン

タ
ー

道
路

課

主
要

地
方

道
熊

本
高

森
線

（手
取

本
町

工
区

）道
路

改
修

工
事

（そ
の

２
）の

金
入

り
設

計
書

（内
訳

表
）

開
示

3
/
1
4

3
/
2
0

12
81

3/
5

平
成

29
年

11
月

12
日

供
用

　
龍

神
橋

平
面

図
（縮

尺
1/

50
0～

1/
10

00
）

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

セ
ン

タ
ー

道
路

課

平
成

29
年

11
月

12
日

供
用

　
龍

神
橋

平
面

図
（縮

尺
1/

50
0～

1/
10

00
）

開
示

3
/
8

3
/
2
6

１
．

平
成

21
年

度
か

ら
平

成
２

９
年

度
ま

で
の

過
去

9年
間

の
熊

本
市

民
病

院
事

務
局

へ
の

建
築

・防
水

・塗
装

の
各

年
度

ご
と

の
登

録
業

者
名

２
．

平
成

29
年

度
の

熊
本

市
民

病
院

事
務

局
発

注
の

建
築

・防
水

・塗
装

そ
れ

ぞ
れ

の
全

体
の

発
注

件
数

と
そ

の
中

に
占

め
る

随
意

契
約

発
注

件
数

の
一

覧
及

び
そ

の
契

約
者

の
名

称
す

べ
て

開
示

3
/
1
9

3
/
2
7

１
．

平
成

19
年

度
か

ら
平

成
２

0年
度

ま
で

の
過

去
2年

間
の

熊
本

市
民

病
院

事
務

局
へ

の
建

築
・防

水
・塗

装
の

各
年

度
ご

と
の

登
録

業
者

名
不

存
在

3
/
1
9

12
83

3/
5

１
．

熊
本

市
予

算
決

算
規

則
第

5条
第

1項
第

2号
及

び
第

3号
に

関
し

て
　

平
成

30
年

度
当

初
予

算
に

お
い

て
（文

化
振

興
課

所
管

）
　

ジ
ェ

ー
ン

ズ
邸

関
係

　
歳

出
予

算
概

算
書

及
び

事
業

計
画

書
の

文
書

開
示

を
求

め
ま

す
。

２
．

熊
本

市
予

算
決

算
規

則
第

21
条

の
2に

関
し

て 　
平

成
23

年
10

月
18

日
指

名
競

争
入

札
　

県
指

定
重

要
文

化
財

　
洋

学
校

教
師

館
移

築
復

元
に

伴
う

現
況

調
査

・基
本

設
計

業
務

委
託

68
2万

50
00

円
　

公
益

財
団

法
人

　
文

化
建

造
物

保
存

技
術

協
会

（落
札

）に
つ

い
て

　
現

況
調

査
報

告
書

及
び

基
本

設
計

図
書

の
開

示
を

求
め

ま
す

。

経
済

観
光

局
文

化
･ｽ

ﾎ
ﾟｰ

ﾂ
交

流
部 文

化
振

興
課

1　
平

成
30

年
度

事
業

概
要

説
明

書
2　

県
指

定
重

要
文

化
財

洋
学

校
教

師
館

移
築

復
元

に
伴

う
現

況
調

査
・基

本
設

計
業

務
委

託
成

果
品

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
3
/
2
3

3
/
2
6

12
82

3/
5

１
．

平
成

19
年

度
か

ら
平

成
２

９
年

度
ま

で
の

過
去

１
１

年
間

の
熊

本
市

民
病

院
事

務
局

へ
の

建
築

・
防

水
・塗

装
の

各
年

度
ご

と
の

登
録

業
者

名
２

．
平

成
29

年
度

の
熊

本
市

民
病

院
事

務
局

発
注

の
建

築
・防

水
・塗

装
そ

れ
ぞ

れ
の

全
体

の
発

注
件

数
と

そ
の

中
に

占
め

る
随

意
契

約
発

注
件

数
の

一
覧

及
び

そ
の

契
約

者
の

名
称

す
べ

て

病
院

局
熊

本
市

民
病

院
事

務
局

総
務

企
画

課
施

設
管

理
室

164



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

12
84

3/
5

工
事

番
号

　
17

01
44

2
電

子
入

札
案

件
番

号
　

02
00

01
00

10
02

01
72

32
6

工
事

名
　

主
要

地
方

道
　

熊
本

高
森

線
（桜

町
工

区
）道

路
改

築
工

事
場

所
　

熊
本

市
中

央
区

桜
町

地
内

改
札

日
　

20
18

/0
2/

21
　

13
：2

0
C

D
希

望

都
市

建
設

局
土

木
部

都
心

活
性

推
進

課

工
事

番
号

　
17

01
44

2
電

子
入

札
案

件
番

号
　

02
00

01
00

10
02

01
72

32
6

工
事

名
　

主
要

地
方

道
　

熊
本

高
森

線
（桜

町
工

区
）道

路
改

築
工

事
場

所
　

熊
本

市
中

央
区

桜
町

地
内

改
札

日
　

20
18

/0
2/

21
　

13
：2

0
C

D
希

望

開
示

3
/
2
6

3
/
2
8

12
85

3/
6

○
○

○
○

不
当

要
求

特
別

委
員

会
録

音
テ

ー
プ

　
１

月
開

催
分

議
会

事
務

局
議

事
課

平
成

３
０

年
○

月
○

日
開

催
の

○
○

○
○

議
員

の
不

当
要

求
行

為
等

に
関

す
る

調
査

特
別

委
員

会
の

録
音

デ
ー

タ
録

音
テ

ー
プ

　
１

月
開

催
分

開
示

3
/
1
2

12
86

3/
7

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
S
42

年
第

01
7号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
S
42

-0
17

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
9

3
/
1
4

12
87

3/
7

平
成

29
年

度
受

付
番

号
第

1号
か

ら
第

5号
ま

で
の

審
査

申
出

事
件

に
係

る
議

事
調

書
。

た
だ

し
、

本
日

以
前

の
文

書
等

開
示

請
求

書
に

基
づ

き
開

示
済

み
の

も
の

を
除

く
。

財
政

局
税

務
部

税
制

課

平
成

29
年

度
受

付
番

号
第

1号
か

ら
第

5号
ま

で
の

審
査

申
出

事
件

に
係

る
議

事
調

書
。

た
だ

し
、

本
日

以
前

の
文

書
等

開
示

請
求

書
に

基
づ

き
開

示
済

み
の

も
の

を
除

く
。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

1
号

　
法

令
秘

情
報

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
2
7

3
/
3
0

郵
送

12
88

3/
7

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
41

年
第

02
4号

･全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
41

-0
24

･全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
9

3
/
1
3

12
89

3/
7

環
境

政
策

課
　

業
務

一
覧

リ
ス

ト
N

o.
2

平
成

28
-2

9年
度

分
環

境
局

環
境

推
進

部
環

境
政

策
課

環
境

政
策

課
　

業
務

一
覧

リ
ス

ト
N

o.
2

平
成

28
-2

9年
度

分
却

下
3
/
1
4

12
90

3/
7

環
境

共
生

課
　

業
務

一
覧

リ
ス

ト
N

o.
2

平
成

28
-2

9年
度

分
環

境
局

環
境

推
進

部
環

境
共

生
課

環
境

共
生

課
　

業
務

一
覧

リ
ス

ト
N

o.
2

平
成

28
-2

9年
度

分
却

下
3
/
1
4

12
91

3/
7

水
保

全
課

　
業

務
一

覧
リ

ス
ト
N

o.
2

平
成

28
年

度
分

環
境

局
環

境
推

進
部

水
保

全
課

水
保

全
課

　
業

務
一

覧
リ

ス
ト
N

o.
2

平
成

28
年

度
分

却
下

3
/
1
4

12
92

3/
7

ご
み

減
量

推
進

課
　

業
務

一
覧

リ
ス

ト
N

o.
2

5年
分

環
境

局
資

源
循

環
部

ご
み

減
量

推
進

課

ご
み

減
量

推
進

課
　

業
務

一
覧

リ
ス

ト
N

o.
2

5年
分

却
下

3
/
1
4

12
93

3/
7

浄
化

対
策

課
　

業
務

一
覧

リ
ス

ト
N

o.
2

過
去

3年
分

環
境

局
資

源
循

環
部

浄
化

対
策

課

浄
化

対
策

課
　

業
務

一
覧

リ
ス

ト
N

o.
2

過
去

3年
分

却
下

3
/
1
4

12
94

3/
7

震
災

廃
棄

物
対

策
課

　
業

務
一

覧
リ

ス
ト
N

o.
22

環
境

局
資

源
循

環
部

震
災

廃
棄

物
対

策
課

震
災

廃
棄

物
対

策
課

　
業

務
一

覧
リ

ス
ト
N

o.
22

却
下

3
/
1
4
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

12
95

3/
8

○
○

○
○

に
対

し
て

、
平

成
24

年
4月

1日
か

ら
平

成
30

年
3月

7日
ま

で
に

熊
本

市
が

委
託

し
た

業
務

に
関

す
る

文
書

す
べ

て
。

環
境

局
環

境
推

進
部

環
境

共
生

課

○
○

○
○

に
対

し
て

、
平

成
24

年
4月

1日
か

ら
平

成
30

年
3月

7日
ま

で
に

熊
本

市
が

委
託

し
た

業
務

に
関

す
る

文
書

す
べ

て
。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報

3
/
2
8

12
95

.0
2

3/
8

○
○

○
○

に
対

し
て

、
平

成
24

年
4月

1日
か

ら
平

成
30

年
3月

7日
ま

で
に

熊
本

市
が

委
託

し
た

業
務

に
関

す
る

文
書

す
べ

て
。

環
境

局
資

源
循

環
部

廃
棄

物
計

画
課

環
境

施
設

整
備

室

戸
島

旧
埋

立
処

分
場

樹
木

管
理

等
業

務
委

託

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
1
5

12
95

.0
3

3/
8

○
○

○
○

に
対

し
て

、
平

成
24

年
4月

1日
か

ら
平

成
30

年
3月

7日
ま

で
に

熊
本

市
が

委
託

し
た

業
務

に
関

す
る

文
書

す
べ

て
。

経
済

観
光

局
観

光
交

流
部

観
光

政
策

課

○
○

○
○

に
対

し
て

、
平

成
２

４
年

４
月

１
日

か
ら

平
成

３
０

年
３

月
７

日
ま

で
に

熊
本

市
が

委
託

し
た

業
務

に
関

す
る

文
書

の
全

て
　

・平
成

２
９

年
度

百
梅

園
除

草
等

業
務

委
託

に
関

す
る

文
書

す
べ

て
　

・百
梅

園
及

び
野

出
峠

に
お

け
る

除
草

等
業

務
委

託
に

関
す

る
文

書
全

て

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
2
0

12
95

.0
4

3/
8

○
○

○
○

に
対

し
て

、
平

成
24

年
4月

1日
か

ら
平

成
30

年
3月

7日
ま

で
に

熊
本

市
が

委
託

し
た

業
務

に
関

す
る

文
書

す
べ

て
。

経
済

観
光

局
文

化
・ス

ポ
ー

ツ
交

流
部

ス
ポ

ー
ツ

振
興

課

○
○

○
○

に
対

し
て

、
平

成
２

４
年

４
月

１
日

か
ら

平
成

３
０

年
３

月
７

日
ま

で
に

熊
本

市
が

委
託

し
た

業
務

に
関

す
る

文
書

の
全

て
　

・水
前

寺
江

津
湖

公
園

サ
イ

ク
リ

ン
グ

ロ
ー

ド
災

害
仮

復
旧

業
務

委
託

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
2
7

12
95

.0
5

3/
8

熊
本

市
○

○
○

○
に

対
し

て
、

平
成

24
年

4月
1

日
か

ら
平

成
30

年
3月

7日
ま

で
に

熊
本

市
が

委
託

し
た

業
務

に
関

す
る

文
書

す
べ

て
。

経
済

観
光

局
熊

本
城

総
合

事
務

所

熊
本

市
○

○
○

○
を

相
手

方
と

し
た

熊
本

地
震

に
伴

う
熊

本
城

百
間

石
垣

崩
落

箇
所

緊
急

樹
木

伐
採

業
務

委
託

に
か

か
る

文
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
2
6

12
95

.0
6

3/
8

熊
本

市
○

○
○

○
に

対
し

て
、

平
成

24
年

4月
1

日
か

ら
平

成
30

年
3月

7日
ま

で
に

熊
本

市
が

委
託

し
た

業
務

に
関

す
る

文
書

す
べ

て
。

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

都
心

活
性

推
進

課

熊
本

市
○

○
○

○
に

対
し

て
、

平
成

２
４

年
４

月
１

日
か

ら
平

成
３

０
年

３
月

７
日

ま
で

に
熊

本
市

が
委

託
し

た
業

務
に

関
す

る
文

書
の

全
て

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
2
9

12
95

.0
7

3/
8

○
○

○
○

に
対

し
て

、
平

成
24

年
4月

1日
か

ら
平

成
30

年
3月

7日
ま

で
に

熊
本

市
が

委
託

し
た

業
務

に
関

す
る

文
書

す
べ

て
。

都
市

建
設

局
土

木
部

公
園

課

水
前

寺
江

津
湖

公
園

利
活

用
・保

全
基

本
計

画
予

備
調

査
業

務
委

託
(そ

の
2）

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
2
9

12
95

.0
8

3/
8

○
○

○
○

に
対

し
て

、
平

成
24

年
4月

1日
か

ら
平

成
30

年
3月

7日
ま

で
に

熊
本

市
が

委
託

し
た

業
務

に
関

す
る

文
書

す
べ

て
。

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

セ
ン

タ
ー

河
川

公
園

整
備

課

○
○

○
○

に
対

し
て

、
平

成
２

４
年

４
月

１
日

か
ら

平
成

３
０

年
３

月
７

日
ま

で
に

熊
本

市
が

委
託

し
た

業
務

に
関

す
る

文
書

の
全

て

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
2
8

12
95

.0
9

3/
8

○
○

○
○

に
対

し
て

、
平

成
24

年
4月

1日
か

ら
平

成
30

年
3月

7日
ま

で
に

熊
本

市
が

委
託

し
た

業
務

に
関

す
る

文
書

す
べ

て
。

東
区

役
所

区
民

部 秋
津

ま
ち

づ
く

り
セ

ン
タ

ー

○
○

○
○

に
対

し
て

、
平

成
２

４
年

４
月

１
日

か
ら

平
成

３
０

年
３

月
７

日
ま

で
に

熊
本

市
が

委
託

し
た

業
務

に
関

す
る

文
書

の
全

て
・秋

津
公

民
館

テ
ニ

ス
コ

ー
ト
補

修
業

務
委

託

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
2
2

166



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

12
95

.1
0

3/
8

○
○

○
○

に
対

し
て

、
平

成
24

年
4月

1日
か

ら
平

成
30

年
3月

7日
ま

で
に

熊
本

市
が

委
託

し
た

業
務

に
関

す
る

文
書

す
べ

て
。

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部 施
設

課

○
○

○
○

に
対

し
て

、
平

成
24

年
4月

1日
か

ら
平

成
30

年
3月

7日
ま

で
に

熊
本

市
が

委
託

し
た

業
務

に
関

す
る

文
書

す
べ

て
。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
2
0

12
96

3/
8

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
23

年
第

01
8号

･全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
23

-0
18

･全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
1
3

3
/
1
4

12
97

3/
8

事
業

所
税

の
み

な
し

共
同

事
業

に
当

た
る

か
否

か
が

争
わ

れ
た

審
査

請
求

に
係

る
裁

決
書

財
政

局
税

務
部

税
制

課

事
業

所
税

の
み

な
し

共
同

事
業

に
当

た
る

か
否

か
が

争
わ

れ
た

審
査

請
求

に
係

る
裁

決
書

不
存

在
3
/
9

12
98

3/
8

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

年
第

22
0号

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

年
第

22
0号

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

3
/
1
3

3
/
2
2

12
99

3/
9

公
告

日
：平

成
30

年
1月

9日
開

札
日

：平
成

30
年

1月
31

日
工

事
名

：災
害

関
連

地
域

防
災

が
け

崩
れ

対
策

（法
面

）工
事

（そ
の

21
）【

余
裕

後
期

あ
り

】
上

記
の

工
事

の
金

入
り

設
計

書
を

開
示

請
求

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
土

木
部

震
災

土
木

施
設

対
策

課

業
務

名
：災

害
関

連
地

域
防

災
が

け
崩

れ
対

策
（法

面
）工

事
（そ

の
２

１
）

開
札

日
：平

成
30

年
1月

31
日

開
示

文
書

：金
入

設
計

書
開

示
3
/
1
2

3
/
1
5

13
00

3/
9

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
46

年
5月

27
日

第
07

号
･全

部
・復

元
協

議
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
46

年
5月

27
日

熊
本

市
指

令
第

7号
･全

部
・復

元
協

議
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
1
3

3
/
2
0

13
01

3/
9

平
成

30
年

2月
14

日
開

札
上

下
水

道
局

水
運

用
課

沼
山

津
送

水
場

電
動

弁
室

築
造

及
び

基
礎

外
1

件
工

事
(災

害
復

旧
)

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
維

持
管

理
部

水
運

用
課

取
下

げ

13
02

3/
12

熊
本

市
立

中
学

校
に

お
け

る
重

大
事

態
に

関
わ

る
調

査
報

告
書

①
平

成
○

年
○

月
○

日
に

熊
本

市
い

じ
め

等
対

策
委

員
会

が
作

成
し

た
報

告
書

②
当

該
中

学
校

の
調

査
委

員
会

が
作

成
し

た
報

告
書

※
平

成
○

年
○

月
○

日
、

熊
本

市
の

中
学

校
に

通
う

○
年

生
の

男
子

生
徒

が
○

○
を

企
図

し
○

○
に

終
わ

っ
た

事
案

教
育

委
員

会
事

務
局

学
校

教
育

部 総
合

支
援

課

熊
本

市
立

中
学

校
に

お
け

る
重

大
事

態
に

関
わ

る
調

査
報

告
書

①
平

成
○

年
○

月
○

日
に

熊
本

市
い

じ
め

等
対

策
委

員
会

が
作

成
し

た
報

告
書

②
当

該
中

学
校

の
調

査
委

員
会

が
作

成
し

た
報

告
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
3
/
2
9

4
/
6

13
03

3/
12

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
01

年
第

37
0号

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
01

年
第

37
0号

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
1
5

13
04

3/
13

東
区

戸
島

で
予

定
さ

れ
て

い
る

牛
舎

建
設

に
伴

う
農

地
転

用
の

申
請

か
ら

許
可

決
定

ま
で

の
経

緯
が

わ
か

る
文

書

農
業

委
員

会
事

務
局

東
区

戸
島

で
予

定
さ

れ
て

い
る

牛
舎

建
設

に
伴

う
農

地
転

用
の

申
請

か
ら

許
可

決
定

ま
で

の
経

緯
が

わ
か

る
文

書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
2
6

3
/
2
9

167



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

13
05

3/
13

東
区

戸
島

で
予

定
さ

れ
て

い
る

牛
舎

建
設

に
伴

う
用

途
区

分
の

変
更

が
わ

か
る

文
書

農
水

局
農

政
部

農
業

・ブ
ラ

ン
ド

戦
略

課

東
区

戸
島

で
予

定
さ

れ
て

い
る

牛
舎

建
設

に
伴

う
用

途
区

分
の

変
更

が
わ

か
る

文
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
2
7

3
/
2
9

13
06

3/
13

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
44

年
第

18
6号

･全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
44

-1
86

･全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
1
5

3
/
1
6

13
07

3/
13

平
成

２
８

年
度

熊
本

市
民

病
院

新
館

外
壁

被
害

復
旧

（指
名

入
札

分
）の

図
面

以
外

の
原

義
及

び
入

札
結

果
の

す
べ

て
（工

事
関

係
の

原
義

は
不

用
）

病
院

局
熊

本
市

民
病

院
事

務
局

総
務

企
画

課
施

設
管

理
室

平
成

２
８

年
度

熊
本

市
民

病
院

新
館

外
壁

被
害

復
旧

（指
名

入
札

分
）の

図
面

以
外

の
原

義
及

び
入

札
結

果
の

す
べ

て
（工

事
関

係
の

原
義

は
不

用
）

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報

3
/
2
3

4
/
5

13
08

3/
13

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
05

年
第

53
6号

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
05

年
第

53
6号

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
1
5

3
/
2
0

13
09

3/
13

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
平

成
13

年
度

　
01

-2
14

　
　

　
　

　
　

　
平

成
2
1年

度
　

0
9-

13
3

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
平

成
13

年
度

　
01

-2
14

　
　

　
　

　
　

　
平

成
2
1年

度
　

0
9-

13
3

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
1
9

3
/
2
0

13
10

3/
13

健
軍

水
源

地
内

導
水

管
移

設
工

事
(１

工
区

）の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
水

道
整

備
課

健
軍

水
源

地
内

導
水

管
移

設
工

事
(１

工
区

）の
金

入
り

設
計

書
開

示
3
/
1
9

3
/
2
7

13
11

3/
14

平
成

26
年

○
月

○
○

補
助

金
○

万
円

の
起

案
書

及
び

そ
の

添
付

書
類

農
水

局
農

政
部

水
産

振
興

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

平
成

26
年

度
○

○
補

助
金

（平
成

26
年

度
江

津
湖

種
苗

放
流

事
業

）○
万

円
の

起
案

書
及

び
そ

の
添

付
書

類

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
1
5

13
12

3/
14

中
央

区
島

崎
１

丁
目

○
番

付
近

φ
30

0粍
配

水
管

布
設

工
事

の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

維
持

管
理

部
管

路
維

持
課

中
央

区
島

崎
１

丁
目

○
番

付
近

φ
30

0粍
配

水
管

布
設

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
3
/
2
0

4
/
4

13
13

3/
14

都
市

計
画

事
業

　
中

部
浄

化
セ

ン
タ

ー
A

消
化

槽
建

設
工

事
(7

00
1工

区
）の

技
術

評
価

点
の

内
訳

資
料

上
下

水
道

局
総

務
部

総
務

課

都
市

計
画

事
業

　
中

部
浄

化
セ

ン
タ

ー
A

消
化

槽
建

設
工

事
(7

00
1工

区
）の

技
術

評
価

点
の

内
訳

資
料

開
示

3
/
1
9

4
/
6

郵
送

13
14

3/
14

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
07

年
第

37
9号

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
07

年
第

37
9号

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
1
9

3
/
2
0

13
15

3/
14

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
18

年
第

03
7号

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

位
置

指
定

判
定

番
号

　
18

年
第

03
7号

･全
部

 ･
復

元
協

議
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
1
9

3
/
2
0

13
16

3/
14

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
00

年
第

43
6号

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
00

年
第

43
6号

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
1
9

3
/
1
9

168



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

13
17

3/
15

中
央

区
水

前
寺

１
丁

目
水

前
寺

駅
付

近
φ

15
0・

10
0粍

配
水

管
布

設
替

他
１

件
工

事
(そ

の
４

）の
金

入
り

設
計

書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

中
央

区
水

前
寺

１
丁

目
水

前
寺

駅
付

近
φ

15
0・

10
0粍

配
水

管
布

設
替

他
１

件
工

事
(そ

の
４

）の
金

入
り

設
計

書
開

示
3
/
2
2

4
/
4

13
18

3/
15

（仮
称

）大
江

災
害

公
営

住
宅

建
設

工
事

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

建
築

住
宅

部
震

災
住

宅
支

援
課

（仮
称

）大
江

災
害

公
営

住
宅

建
設

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
3
/
1
6

3
/
1
6

13
19

3/
15

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
05

年
第

14
9号

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

17
年

第
04

5号
・全

部
・復

元
協

議
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
05

年
第

14
9号

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

17
年

第
04

5号
・全

部
・復

元
協

議
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
2
6

3
/
2
8

13
20

3/
15

大
規

模
行

為
届

出
書

　
様

式
３

号
(平

成
29

年
12

月
11

日
～

平
成

30
年

1月
10

日
届

出
分

）　
建

築
物

に
限

る
。

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

開
発

景
観

課

大
規

模
行

為
届

出
書

　
様

式
３

号
(平

成
29

年
12

月
11

日
～

平
成

30
年

1月
10

日
届

出
分

）　
建

築
物

に
限

る
。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
1
6

3
/
2
9

13
21

3/
15

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
02

年
第

23
号

　
06

年
07

3号
･全

部
 ･

協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
02

年
第

23
号

　
06

年
07

3号
･全

部
 ･

協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
2
6

4
/
1
6

13
22

3/
16

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
08

年
第

51
号

再
判

定
都

市
建

設
局

都
市

政
策

部
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
08

年
第

51
号

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

3
/
2
6

3
/
2
8

13
23

3/
16

食
品

営
業

許
可

台
帳

の
う

ち
申

請
日

現
在

、
営

業
の

許
可

を
受

け
て

い
る

施
設

(臨
時

・移
動

販
売

、
自

動
車

営
業

、
自

販
機

、
露

店
、

催
事

、
集

団
給

食
、

廃
業

を
除

く
。

）に
か

か
る

次
の

情
報

。
１

屋
号

2営
業

所
所

在
地

　
3営

業
所

所
在

地
(建

物
名

以
降

)　
４

営
業

所
電

話
番

号
　

5営
業

の
種

類
(一

般
食

堂
・そ

ば
屋

・旅
館

な
ど

の
細

か
い

分
類

）

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

食
品

保
健

課

平
成

30
年

3月
15

日
現

在
、

営
業

の
許

可
を

受
け

て
い

る
施

設
施

設
の

情
報

　
13

,6
27

件
(臨

時
・移

動
販

売
、

自
動

車
営

業
、

自
販

機
、

露
店

、
催

事
、

集
団

給
食

、
廃

業
を

除
く

。
　

屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
所

在
地

(建
物

名
以

降
)、

営
業

所
電

話
番

号
、

　
営

業
の

種
類

(一
般

食
堂

・そ
ば

屋
・旅

館
な

ど
の

細
か

い
分

類
）

開
示

3
/
2
6

4
/
1
7

郵
送

13
24

3/
16

食
品

衛
生

法
に

基
づ

く
許

可
業

種
全

て
の

施
設

一
覧

　
平

成
29

年
９

月
１

日
か

ら
平

成
30

年
2月

28
日

の
間

に
新

規
で

許
可

を
受

け
た

全
業

種
の

施
設

全
て

。
店

名
、

店
住

所
、

店
電

話
番

号
、

申
請

者
名

、
許

可
日

、
許

可
満

了
日

、
業

種
、

業
態

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

食
品

保
健

課

食
品

衛
生

法
に

基
づ

く
許

可
業

種
全

て
の

施
設

一
覧

　
平

成
29

年
９

月
１

日
か

ら
平

成
30

年
2月

28
日

の
間

に
新

規
で

許
可

を
受

け
た

全
業

種
の

全
施

設
一

覧
。

65
2件

店
名

、
店

住
所

、
店

電
話

番
号

、
申

請
者

名
、

許
可

日
、

許
可

満
了

日
、

業
種

、
業

態

開
示

3
/
2
2

4
/
2

13
25

3/
16

平
成

30
年

2月
28

日
時

点
で

旅
館

業
の

許
可

を
受

け
て

い
る

全
施

設
(ホ

テ
ル

、
旅

館
、

簡
易

宿
泊

所
を

含
む

。
)の

業
種

区
分

、
施

設
名

称
、

施
設

所
在

地
、

施
設

電
話

番
号

、
営

業
者

名
、

営
業

者
住

所
（法

人
の

み
）、

総
部

屋
数

、
許

可
年

月
日

に
つ

い
て

の
資

料
一

覧

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

30
年

2月
28

日
時

点
で

旅
館

業
の

許
可

を
受

け
て

い
る

全
施

設
(ホ

テ
ル

、
旅

館
、

簡
易

宿
泊

所
を

含
む

。
)の

業
種

区
分

、
施

設
名

称
、

施
設

所
在

地
、

施
設

電
話

番
号

、
営

業
者

名
、

営
業

者
住

所
（法

人
の

み
）、

総
部

屋
数

、
許

可
年

月
日

開
示

3
/
2
0

3
/
2
8

郵
送

169



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

13
26

3/
16

平
成

29
年

11
月

12
日

供
用

開
始

　
龍

神
橋

の
完

成
に

伴
う

通
行

ル
ー

ト
の

切
り

替
え

(延
長

35
0ｍ

）
に

つ
い

て
完

成
後

の
道

路
・歩

道
形

状
及

び
周

辺
道

路
と

の
接

続
が

把
握

で
き

る
平

面
図

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

セ
ン

タ
ー

道
路

課

平
成

29
年

11
月

12
日

供
用

開
始

　
龍

神
橋

完
成

後
の

歩
道

形
状

及
び

周
辺

道
路

と
の

接
続

が
把

握
で

き
る

平
面

図
開

示
3
/
2
2

4
/
2

郵
送

1　
平

成
30

年
度

当
初

予
算

の
う

ち
地

盤
調

査
費

等
に

係
る

起
案

文
書

2　
平

成
23

年
度

現
況

調
査

・基
本

設
計

業
務

委
託

に
係

る
決

裁
文

書
3　

洋
学

校
教

師
館

に
関

す
る

図
面

4　
土

地
台

帳
に

関
す

る
説

明
書

5　
建

物
台

帳
に

関
し

て
明

細
欄

の
価

格
の

算
出

根
拠

説
明

書
6　

現
在

高
報

告
書

の
単

位
に

関
す

る
説

明
書

不
存

在
4
/
6

７
　

委
員

へ
の

報
酬

を
証

す
る

書
類

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
6

5
/
9

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

(池
上

工
区

）1
号

ト
ン

ネ
ル

修
正

設
計

業
務

委
託

・ト
ン

ネ
ル

詳
細

設
計

一
式

の
目

次
開

示
3
/
2
2

3
/
2
6

・ト
ン

ネ
ル

設
備

詳
細

設
計

一
式

の
目

次
不

存
在

3
/
2
2

13
28

3/
16

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
50

年
第

00
2号

･全
部

・復
元

協
議

書
・白

黒
希

望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
50

年
第

00
2号

･全
部

・復
元

協
議

書
・白

黒
希

望
開

示
3
/
2
6

3
/
2
7

13
29

3/
19

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
40

年
第

14
4号

･全
部

・復
元

協
議

書
・白

黒
希

望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
40

年
第

14
4号

･全
部

・復
元

協
議

書
・白

黒
希

望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
2
6

3
/
2
9

13
30

3/
19

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
47

年
第

11
3号

･全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
47

年
第

11
3号

･全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
2
6

3
/
2
7

13
31

3/
19

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
06

年
第

19
6号

、
01

年
第

43
5号

･全
部

・協
定

書
・カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
06

年
第

19
6号

、
01

年
第

43
5号

･全
部

・協
定

書
・カ

ラ
ー

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
2
8

3
/
3
0

13
32

3/
19

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
01

年
第

35
0号

･全
部

・協
定

書
・カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
01

年
第

35
0号

･全
部

・協
定

書
・カ

ラ
ー

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
2
8

13
33

3/
19

建
築

計
画

概
要

書
平

成
5年

12
月

○
日

　
第

○
-○

号
　

○
○

○
○

添
付

さ
れ

て
い

る
誓

約
書

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

建
築

計
画

概
要

書
平

成
5年

12
月

○
日

　
第

○
-○

号
　

○
○

○
○

添
付

さ
れ

て
い

る
誓

約
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
2
8

4
/
3

13
26

.0
2

3/
16

県
指

定
重

要
文

化
財

 「
洋

学
校

教
師

館
」に

関
し

、
１

　
平

成
30

年
度

当
初

予
算

の
う

ち
、

地
盤

調
査

費
、

造
成

設
計

費
、

造
成

工
事

費
、

建
物

移
築

修
正

設
計

費
に

係
る

起
案

文
書

2　
平

成
23

年
10

月
18

日
指

名
競

争
入

札
、

洋
学

校
教

師
館

移
築

復
元

に
伴

う
現

況
調

査
・基

本
設

計
業

務
委

託
に

係
る

決
裁

文
書

3　
洋

学
校

教
師

館
に

関
す

る
図

面
4　

土
地

台
帳

に
関

す
る

説
明

書
5　

建
物

台
帳

に
関

し
て

明
細

欄
の

価
格

の
算

出
根

拠
説

明
書

6　
現

在
高

報
告

書
の

単
位

に
関

す
る

説
明

書
7　

保
存

修
理

に
伴

う
検

討
委

員
会

委
員

へ
の

報
酬

を
証

す
る

書
類

経
済

観
光

局
文

化
・ス

ポ
ー

ツ
交

流
部

文
化

振
興

課

13
27

3/
16

平
成

18
年

11
月

17
日

開
札

　
砂

原
四

方
寄

線
地

域
連

携
推

進
改

築
(1

号
ト
ン

ネ
ル

詳
細

設
計

）委
託

（修
正

後
）

・ト
ン

ネ
ル

詳
細

設
計

一
式

の
目

次
・ト

ン
ネ

ル
設

備
詳

細
設

計
一

式
の

目
次

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

170



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

13
34

3/
19

都
市

計
画

事
業

　
鳥

場
汚

水
幹

線
及

び
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(6
21

8工
区

）設
計

変
更

後
及

び
下

水
道

災
害

復
旧

工
事

(第
93

号
)設

計
変

更
後

の
金

入
り

設
計

書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

　
鳥

場
汚

水
幹

線
及

び
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(6
21

8工
区

）の
金

入
変

更
設

計
書

、
下

水
道

災
害

復
旧

工
事

(第
93

号
)の

金
入

変
更

設
計

書

開
示

3
/
2
7

3
/
2
9

13
35

3/
19

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
44

年
第

55
6号

･全
部

・カ
ラ

ー
希

望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
44

年
第

55
6号

･全
部

・カ
ラ

ー
希

望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
2
8

3
/
3
0

13
36

3/
19

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

年
第

22
0号

･全
部

・協
定

書
・カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

年
第

22
0号

･全
部

・協
定

書
・カ

ラ
ー

希
望

開
示

3
/
2
8

6
/
2
5

13
37

3/
19

平
成

30
年

2月
27

日
か

ら
平

成
30

年
3月

16
日

ま
で

の
間

に
新

規
検

査
の

許
可

を
受

け
た

飲
食

店
の

一
覧

項
目

:屋
号

･営
業

所
在

地
･申

請
者

名
・営

業
電

話
番

号
・初

回
許

可
年

月
日

（移
動

販
売

、
臨

時
営

業
、

仮
設

営
業

、
自

動
販

売
機

を
除

く
。

）

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

食
品

保
健

課

平
成

30
年

2月
27

日
か

ら
平

成
30

年
3月

16
日

ま
で

の
間

に
新

規
検

査
の

許
可

を
受

け
た

飲
食

店
の

一
覧

　
　

75
件

項
目

:屋
号

･営
業

所
在

地
･申

請
者

名
・営

業
電

話
番

号
・初

回
許

可
年

月
日

（移
動

販
売

、
臨

時
営

業
、

仮
設

営
業

、
自

動
販

売
機

を
除

く
。

）

開
示

3
/
2
3

3
/
2
7

13
38

3/
19

平
成

30
年

2月
27

日
か

ら
平

成
30

年
3月

16
日

ま
で

の
間

に
新

規
で

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
理

美
容

店
の

一
覧

項
目

：店
舗

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

申
請

者
名

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

30
年

2月
27

日
か

ら
平

成
30

年
3月

16
日

ま
で

の
間

に
新

規
で

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
理

美
容

店
の

一
覧

項
目

：店
舗

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

申
請

者
名

開
示

3
/
2
2

3
/
2
7

13
39

3/
19

北
部

地
区

道
路

パ
ト
ロ

ー
ル

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
北

部
土

木
セ

ン
タ

ー
道

路
課

北
部

地
区

道
路

パ
ト
ロ

ー
ル

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
開

示
3
/
2
2

4
/
4

13
40

3/
19

東
部

地
区

道
路

パ
ト
ロ

ー
ル

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
東

部
土

木
セ

ン
タ

ー
道

路
課

東
部

地
区

道
路

パ
ト
ロ

ー
ル

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
開

示
3
/
2
3

4
/
4

13
41

3/
19

西
部

地
区

道
路

パ
ト
ロ

ー
ル

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
西

部
土

木
セ

ン
タ

ー
道

路
課

西
部

地
区

道
路

パ
ト
ロ

ー
ル

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
開

示
3
/
2
9

4
/
4

13
42

3/
19

動
植

物
園

池
循

環
ろ

過
設

備
設

置
に

伴
う

場
内

整
備

工
事

の
金

入
り

設
計

書
経

済
観

光
局

観
光

交
流

部
動

植
物

園

動
植

物
園

池
循

環
ろ

過
設

備
設

置
に

伴
う

場
内

整
備

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
4
/
3

4
/
3

13
43

3/
20

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
01

年
第

35
0号

･全
部

・協
定

書
・カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
01

年
第

35
0号

･全
部

・協
定

書
・カ

ラ
ー

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
3
0

4
/
3

13
44

3/
20

熊
本

城
ホ

ー
ル

指
定

管
理

者
事

業
提

案
書

経
済

観
光

局
観

光
交

流
部

新
ホ

ー
ル

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト
課

熊
本

城
ホ

ー
ル

指
定

管
理

者
事

業
提

案
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

4
号

　
公

共
の

安
全

等
に

関
す

る
情

報

4
/
6

4
/
2
4

171



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

13
45

3/
20

都
市

計
画

事
業

　
中

部
浄

化
セ

ン
タ

ー
A

消
化

槽
建

設
工

事
(7

00
1工

区
）に

つ
い

て
入

札
参

加
者

の
技

術
評

価
点

の
内

訳

上
下

水
道

局
総

務
部

総
務

課

都
市

計
画

事
業

　
中

部
浄

化
セ

ン
タ

ー
A

消
化

槽
建

設
工

事
(7

00
1工

区
）に

つ
い

て
入

札
参

加
者

の
技

術
評

価
点

の
内

訳
開

示
3
/
2
3

4
/
2

13
46

3/
20

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
17

年
第

04
2号

･全
部

・協
定

書
・カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
17

年
第

04
2号

･全
部

・協
定

書
・カ

ラ
ー

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
3
0

4
/
2

13
47

3/
20

熊
本

西
環

状
道

路
関

連
整

備
事

業
に

伴
い

実
施

し
た

地
質

調
査

結
果

資
料

(熊
本

市
西

区
花

園
7

丁
目

○
-○

付
近

）で
推

定
地

質
が

わ
か

る
横

断
図

や
柱

状
図

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

熊
本

西
環

状
道

路
関

連
整

備
事

業
に

伴
い

実
施

し
た

地
質

調
査

結
果

資
料

(熊
本

市
西

区
花

園
7

丁
目

○
-○

付
近

）で
推

定
地

質
が

わ
か

る
横

断
図

や
柱

状
図

開
示

3
/
2
6

3
/
2
7

13
48

3/
20

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
44

年
第

12
7号

･全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
44

年
第

12
7号

･全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
3
0

4
/
4

13
49

3/
20

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
53

年
第

84
号

･全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
53

年
第

84
号

･全
部

・復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
3
0

4
/
6

13
50

3/
20

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
01

年
第

09
7号

･全
部

・協
定

書
・カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
01

年
第

09
7号

･全
部

・協
定

書
・カ

ラ
ー

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
4

4
/
5

13
51

3/
20

一
般

県
道

　
砂

原
四

方
寄

線
(池

上
工

区
)花

園
高

架
1号

橋
下

部
工

(A
1)

他
工

事
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

一
般

県
道

　
砂

原
四

方
寄

線
(池

上
工

区
)花

園
高

架
1号

橋
下

部
工

(A
1)

他
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

3
/
2
3

3
/
2
6

13
52

3/
22

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
03

年
第

09
9号

･全
部

・協
定

書
・カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
03

年
第

09
9号

･全
部

・協
定

書
・カ

ラ
ー

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
4

4
/
4

13
53

3/
22

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
09

年
第

31
6号

･全
部

・協
定

書
・カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
09

年
第

31
6号

･全
部

・協
定

書
・カ

ラ
ー

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
4

4
/
9

13
54

3/
23

一
般

県
道

　
砂

原
四

方
寄

線
(池

上
工

区
)花

園
高

架
1号

橋
下

部
工

(P
4)

工
事

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
北

部
土

木
セ

ン
タ

ー
高

規
格

道
路

建
設

推
進

課

一
般

県
道

　
砂

原
四

方
寄

線
(池

上
工

区
)花

園
高

架
1号

橋
下

部
工

(P
4)

工
事

の
金

入
り

設
計

書

開
示

3
/
2
7

3
/
2
9

13
55

3/
23

主
要

地
方

道
　

熊
本

玉
名

線
(岳

工
区

）道
路

改
良

工
事

(そ
の

3）
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

セ
ン

タ
ー

道
路

課

主
要

地
方

道
　

熊
本

玉
名

線
(岳

工
区

）道
路

改
良

工
事

(そ
の

3）
の

金
入

り
設

計
書

開
示

3
/
2
8

4
/
2

172



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

13
56

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

総
務

局
行

政
管

理
部

法
制

課

有 5/
7

平
成

26
年

度
以

降
の

51
企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

不
存

在
5
/
2

13
56

.0
1

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

政
策

局
復

興
総

室

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

等
に

対
す

る
熊

本
市

か
ら

の
①

委
託

事
業

　
②

随
意

契
約

　
③

一
般

競
争

入
札

　
④

補
助

金
・助

成
金

の
類

　
⑤

契
約

書
　

以
上

の
契

約
金

額
に

関
す

る
資

料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
5

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

等
に

対
す

る
熊

本
市

か
ら

の
委

託
事

業
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
1
2

・花
園

墓
地

外
１

墓
地

除
草

業
務

委
託

契
約

書
不

存
在

4
/
1
2

13
56

.0
3

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

健
康

福
祉

局
福

祉
部

高
齢

介
護

福
祉

課

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

等
に

対
す

る
熊

本
市

か
ら

の
①

委
託

事
業

　
②

随
意

契
約

　
③

一
般

競
争

入
札

　
④

補
助

金
・助

成
金

の
類

　
⑤

契
約

書
　

以
上

の
契

約
金

額
に

関
す

る
資

料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
1
2

13
56

.0
4

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

健
康

福
祉

局
障

が
い

者
支

援
部

障
が

い
保

健
福

祉
課

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

等
に

対
す

る
熊

本
市

か
ら

の
①

委
託

事
業

　
②

随
意

契
約

　
③

一
般

競
争

入
札

　
④

補
助

金
・助

成
金

の
類

　
⑤

契
約

書
　

以
上

の
契

約
金

額
に

関
す

る
資

料
・熊

本
市

地
域

活
動

支
援

セ
ン

タ
ー

Ⅰ
型

事
業

運
営

費
補

助
金

・熊
本

市
相

談
支

援
事

業
運

営
費

補
助

金
・熊

本
市

障
が

い
者

相
談

支
援

事
業

業
務

委
託

料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
6

13
56

.0
5

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

健
康

福
祉

局
子

ど
も

未
来

部
子

ど
も

支
援

課
勤

労
青

少
年

ホ
ー

ム

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

等
に

対
す

る
熊

本
市

か
ら

の
委

託
事

業
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
1
1

13
56

.0
6

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

健
康

福
祉

局
子

ど
も

未
来

部
保

育
幼

稚
園

課

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

等
に

対
す

る
支

出
に

関
す

る
資

料
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
9

13
56

.0
7

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

環
境

局
環

境
推

進
部

環
境

政
策

課

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

等
に

対
す

る
熊

本
市

か
ら

の
①

委
託

事
業

　
②

随
意

契
約

　
③

一
般

競
争

入
札

　
④

補
助

金
・助

成
金

の
類

　
⑤

契
約

書
　

以
上

の
契

約
金

額
に

関
す

る
資

料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
1
1

13
56

.0
2

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

健
康

福
祉

局
福

祉
部

健
康

福
祉

政
策

課

3/
23

173



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

13
56

.0
8

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

環
境

局
環

境
推

進
部

環
境

共
生

課

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

等
に

対
す

る
熊

本
市

か
ら

の
①

委
託

事
業

　
②

随
意

契
約

　
③

一
般

競
争

入
札

　
④

補
助

金
・助

成
金

の
類

　
⑤

契
約

書
　

以
上

の
契

約
金

額
に

関
す

る
資

料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
6

13
56

.0
9

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

環
境

局
環

境
推

進
部

水
保

全
課

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

等
に

対
す

る
熊

本
市

か
ら

の
①

委
託

事
業

　
②

随
意

契
約

　
③

一
般

競
争

入
札

　
④

補
助

金
・助

成
金

の
類

　
⑤

契
約

書
　

以
上

の
契

約
金

額
に

関
す

る
資

料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
5

13
56

.1
0

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

環
境

局
資

源
循

環
部

廃
棄

物
計

画
課

有 4/
27

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

等
に

対
す

る
熊

本
市

か
ら

の
①

委
託

事
業

　
②

随
意

契
約

　
③

一
般

競
争

入
札

　
④

補
助

金
・助

成
金

の
類

　
⑤

契
約

書
　

以
上

の
契

約
金

額
に

関
す

る
資

料
・平

成
28

年
度

熊
本

地
震

に
伴

う
瓦

礫
撤

去
処

理
業

務
委

託
外

26
件

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
2
5

13
56

.1
1

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

環
境

局
資

源
循

環
部

浄
化

対
策

課

熊
本

市
か

ら
の

○
○

企
業

等
に

対
す

る
委

託
事

業
等

随
意

契
約

に
関

す
る

資
料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
5

13
56

.1
2

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

経
済

観
光

局
産

業
部

経
済

政
策

課
し

ご
と

づ
く

り
推

進
室

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

等
に

対
す

る
熊

本
市

か
ら

の
①

委
託

事
業

　
②

随
意

契
約

　
③

一
般

競
争

入
札

　
④

補
助

金
・助

成
金

の
類

　
⑤

契
約

書
　

以
上

の
契

約
金

額
に

関
す

る
資

料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
4

13
56

.1
3

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

経
済

観
光

局
産

業
部

産
業

振
興

課

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

等
に

対
す

る
熊

本
市

か
ら

の
①

委
託

事
業

　
②

随
意

契
約

　
③

一
般

競
争

入
札

　
④

補
助

金
・助

成
金

の
類

　
⑤

契
約

書
　

以
上

の
契

約
金

額
に

関
す

る
資

料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
1
0

13
56

.1
4

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

経
済

観
光

局
産

業
部

競
輪

事
務

所

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

等
に

対
す

る
熊

本
市

と
の

契
約

書
及

び
支

出
命

令
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
1
2

13
56

.1
5

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

経
済

観
光

局
観

光
交

流
部

観
光

政
策

課

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

等
に

対
す

る
熊

本
市

と
の

支
出

命
令

書
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
1
2

13
56

.1
6

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

経
済

観
光

局
観

光
交

流
部

動
植

物
園

平
成

26
年

度
以

降
に

熊
本

市
が

○
○

企
業

等
に

対
す

る
契

約
金

額
に

関
す

る
資

料
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
1
2

174



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

13
56

.1
7

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

経
済

観
光

局
文

化
・ス

ポ
ー

ツ
交

流
部

文
化

振
興

課

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

等
に

対
す

る
熊

本
市

か
ら

の
①

委
託

事
業

　
②

随
意

契
約

　
③

一
般

競
争

入
札

　
④

補
助

金
・助

成
金

の
類

　
⑤

契
約

書
　

以
上

の
契

約
金

額
に

関
す

る
資

料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
1
0

13
56

.1
8

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

経
済

観
光

局
文

化
・ス

ポ
ー

ツ
交

流
部

ス
ポ

ー
ツ

振
興

課

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

等
に

対
す

る
熊

本
市

か
ら

の
①

委
託

事
業

　
②

随
意

契
約

　
③

一
般

競
争

入
札

　
④

補
助

金
・助

成
金

の
類

　
⑤

契
約

書
　

以
上

の
契

約
金

額
に

関
す

る
資

料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
1
2

13
56

.1
9

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

経
済

観
光

局
熊

本
城

総
合

事
務

所

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

等
に

対
す

る
熊

本
市

か
ら

の
①

委
託

事
業

　
②

随
意

契
約

　
③

一
般

競
争

入
札

　
　

以
上

の
契

約
金

額
に

関
す

る
資

料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
1
2

13
56

.2
0

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

経
済

観
光

局
熊

本
城

総
合

事
務

所 熊
本

城
調

査
研

究
セ

ン
タ

ー

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

等
に

対
す

る
熊

本
市

と
の

契
約

書
及

び
支

出
命

令
書

熊
本

城
宇

土
櫓

他
２

棟
耐

震
基

礎
診

断
に

伴
う

地
質

調
査

業
務

委
託

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
1
2

13
56

.2
2

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

農
水

局
農

政
部

農
地

整
備

課

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

等
に

対
す

る
熊

本
市

か
ら

の
委

託
業

務
及

び
工

事
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

・旧
熊

本
市

食
肉

セ
ン

タ
ー

樹
木

伐
採

業
務

委
託

・旧
熊

本
市

食
肉

セ
ン

タ
ー

蓄
霊

碑
移

設
工

事

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
6

13
56

.2
3

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

農
水

局
農

政
部

東
農

業
振

興
課

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

等
に

対
す

る
熊

本
市

か
ら

の
委

託
業

務
及

び
工

事
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

・深
迫

排
水

路
樹

木
剪

定
外

業
務

委
託

外
4件

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
4

13
56

.2
4

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

農
水

局
農

政
部

北
農

業
振

興
課

北
部

分
室

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

等
に

対
す

る
熊

本
市

か
ら

の
①

委
託

事
業

　
②

随
意

契
約

　
③

一
般

競
争

入
札

　
④

補
助

金
・助

成
金

の
類

　
⑤

契
約

書
　

以
上

の
契

約
金

額
に

関
す

る
資

料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
1
0

13
56

.2
5

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

交
通

政
策

課

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

等
に

対
す

る
熊

本
市

か
ら

の
①

委
託

事
業

　
②

随
意

契
約

　
③

一
般

競
争

入
札

　
④

補
助

金
・助

成
金

の
類

　
⑤

契
約

書
　

以
上

の
契

約
金

額
に

関
す

る
資

料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
5

13
56

.2
6

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

都
心

活
性

推
進

課

平
成

27
年

に
○

○
企

業
等

と
の

契
約

書
及

び
支

出
額

が
わ

か
る

文
書

・（
仮

称
）花

畑
広

場
整

備
第

２
期

工
事

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
1
0

175



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

13
56

.2
7

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

植
木

中
央

土
地

区
画

整
理

事
業

所

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

等
に

対
す

る
熊

本
市

か
ら

の
①

委
託

事
業

　
②

随
意

契
約

　
③

一
般

競
争

入
札

　
④

補
助

金
・助

成
金

の
類

　
⑤

契
約

書
　

以
上

の
契

約
金

額
に

関
す

る
資

料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
9

13
56

.2
8

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

等
に

対
す

る
熊

本
市

か
ら

の
①

委
託

事
業

　
②

随
意

契
約

　
③

一
般

競
争

入
札

　
④

補
助

金
・助

成
金

の
類

　
⑤

契
約

書
　

以
上

の
契

約
金

額
に

関
す

る
資

料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

3
号

　
法

人
等

情
報

6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
4
/
9

13
56

.2
9

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

都
市

建
設

局
建

築
住

宅
部

建
築

政
策

課

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

等
に

対
す

る
熊

本
市

が
支

出
し

た
こ

と
が

分
か

る
文

書
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
1
2

13
56

.3
0

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

都
市

建
設

局
建

築
住

宅
部

震
災

住
宅

支
援

課

・白
藤

災
害

公
営

住
宅

建
設

予
定

地
除

草
業

務
委

託
・大

江
災

害
公

営
住

宅
周

辺
建

物
等

事
前

調
査

業
務

委
託

・舞
原

災
害

公
営

住
宅

建
設

工
事

以
上

の
契

約
書

及
び

支
出

命
令

書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
1
2

13
56

.3
1

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

都
市

建
設

局
土

木
部

土
木

総
務

課

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

等
に

対
す

る
熊

本
市

か
ら

の
①

委
託

事
業

　
②

随
意

契
約

　
③

一
般

競
争

入
札

　
④

補
助

金
・助

成
金

の
類

　
⑤

契
約

書
　

以
上

の
契

約
金

額
に

関
す

る
資

料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
1
0

13
56

.3
2

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

都
市

建
設

局
土

木
部

道
路

整
備

課

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

等
に

対
す

る
熊

本
市

か
ら

の
①

委
託

事
業

　
②

随
意

契
約

　
③

一
般

競
争

入
札

　
④

補
助

金
・助

成
金

の
類

　
⑤

契
約

書
　

以
上

の
契

約
金

額
に

関
す

る
資

料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
9

13
56

.3
3

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

都
市

建
設

局
土

木
部

土
木

管
理

課

・北
区

植
木

町
石

川
区

域
外

地
籍

図
根

測
量

業
務

委
託

(そ
の

２
）

・西
熊

本
駅

自
転

車
駐

車
場

整
備

工
事

・白
川

自
転

車
歩

行
者

専
用

道
路

等
整

備
測

量
設

計
業

務
委

託
以

上
の

請
書

、
契

約
書

及
び

支
出

命
令

書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
5

13
56

.3
4

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

都
市

建
設

局
土

木
部

公
園

課

・水
前

寺
江

津
湖

公
園

利
活

用
・保

全
基

本
計

画
予

備
調

査
業

務
委

託
（そ

の
２

）
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
1
2

13
56

.3
5

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

都
市

建
設

局
土

木
部

震
災

土
木

施
設

対
策

課

・準
用

河
川

安
永

川
災

害
復

旧
工

事
・水

前
寺

江
津

湖
公

園
(広

木
地

区
園

路
)災

害
復

旧
工

事
外

10
件

以
上

の
契

約
書

及
び

支
出

命
令

書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
1
1

176



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

13
56

.3
6

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

セ
ン

タ
ー

総
務

課

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

等
に

対
す

る
熊

本
市

か
ら

の
①

委
託

事
業

　
②

随
意

契
約

　
③

一
般

競
争

入
札

　
④

補
助

金
・助

成
金

の
類

　
⑤

契
約

書
　

以
上

の
契

約
金

額
に

関
す

る
資

料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
1
1

13
56

.3
7

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

セ
ン

タ
ー

道
路

課

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

等
に

対
す

る
契

約
金

額
に

関
す

る
資

料
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
1
0

13
56

.3
8

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

セ
ン

タ
ー

用
地

課

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

等
に

対
す

る
熊

本
市

か
ら

の
①

委
託

事
業

　
②

随
意

契
約

　
③

一
般

競
争

入
札

　
④

補
助

金
・助

成
金

の
類

　
⑤

契
約

書
　

以
上

の
契

約
金

額
に

関
す

る
資

料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
1
0

13
56

.3
9

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

セ
ン

タ
ー

河
川

公
園

整
備

課

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

等
に

対
す

る
契

約
金

額
に

関
す

る
資

料
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
1
0

13
56

.4
0

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

セ
ン

タ
ー

道
路

課

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

等
に

対
す

る
熊

本
市

か
ら

の
①

委
託

事
業

　
②

随
意

契
約

　
③

一
般

競
争

入
札

　
④

補
助

金
・助

成
金

の
類

　
⑤

契
約

書
　

以
上

の
契

約
金

額
に

関
す

る
資

料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
1
1

13
56

.4
1

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

セ
ン

タ
ー

河
川

公
園

整
備

課

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

等
に

対
す

る
熊

本
市

か
ら

の
①

委
託

事
業

　
②

随
意

契
約

　
③

一
般

競
争

入
札

　
④

補
助

金
・助

成
金

の
類

　
⑤

契
約

書
　

以
上

の
契

約
金

額
に

関
す

る
資

料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
1
1

13
56

.4
2

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

セ
ン

タ
ー

河
内

分
室

・市
道

松
尾

町
平

山
河

内
町

岳
第

１
号

線
ほ

か
安

全
施

設
設

置
工

事
の

契
約

書
及

び
支

出
命

令
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
1
1

13
56

.4
3

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

セ
ン

タ
ー

城
南

地
域

整
備

室

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

等
に

対
す

る
熊

本
市

か
ら

の
①

委
託

事
業

　
②

随
意

契
約

　
③

一
般

競
争

入
札

　
④

補
助

金
・助

成
金

の
類

　
⑤

契
約

書
　

以
上

の
契

約
金

額
に

関
す

る
資

料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
9

13
56

.4
4

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

セ
ン

タ
ー

富
合

地
域

整
備

室

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

等
に

対
す

る
熊

本
市

か
ら

の
①

委
託

事
業

　
②

随
意

契
約

　
③

一
般

競
争

入
札

　
④

補
助

金
・助

成
金

の
類

　
⑤

契
約

書
　

以
上

の
契

約
金

額
に

関
す

る
資

料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
1
1

177



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

13
56

.4
5

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

道
路

課

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

等
に

対
す

る
熊

本
市

か
ら

の
①

委
託

事
業

　
②

随
意

契
約

　
③

一
般

競
争

入
札

　
④

補
助

金
・助

成
金

の
類

　
⑤

契
約

書
　

以
上

の
契

約
金

額
に

関
す

る
資

料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
1
1

13
56

.4
6

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

用
地

課

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

等
に

対
す

る
熊

本
市

か
ら

の
①

委
託

事
業

　
②

随
意

契
約

　
③

一
般

競
争

入
札

　
④

補
助

金
・助

成
金

の
類

　
⑤

契
約

書
　

以
上

の
契

約
金

額
に

関
す

る
資

料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

3
号

　
法

人
等

情
報

6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
4
/
1
1

13
56

.4
7

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

河
川

公
園

整
備

課

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

等
に

対
す

る
熊

本
市

か
ら

の
①

委
託

事
業

　
②

随
意

契
約

　
③

一
般

競
争

入
札

　
④

補
助

金
・助

成
金

の
類

　
⑤

契
約

書
　

以
上

の
契

約
金

額
に

関
す

る
資

料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
1
1

13
56

.4
8

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

等
に

対
す

る
熊

本
市

か
ら

の
①

委
託

事
業

　
②

随
意

契
約

　
③

一
般

競
争

入
札

　
④

補
助

金
・助

成
金

の
類

　
⑤

契
約

書
　

以
上

の
契

約
金

額
に

関
す

る
資

料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
1
1

13
56

.4
9

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

植
木

地
域

整
備

室

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

等
に

対
す

る
熊

本
市

か
ら

の
①

委
託

事
業

　
②

随
意

契
約

　
③

一
般

競
争

入
札

　
④

補
助

金
・助

成
金

の
類

　
⑤

契
約

書
　

以
上

の
契

約
金

額
に

関
す

る
資

料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
1
1

13
56

.5
0

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

中
央

区
役

所
区

民
部

中
央

区
ま

ち
づ

く
り

セ
ン

タ
ー

大
江

交
流

室

・中
央

区
役

所
大

江
出

張
所

樹
木

剪
定

業
務

・中
央

区
役

所
大

江
出

張
所

樹
木

管
理

(高
木

剪
定

)業
務

外
5件

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
1
1

13
56

.5
1

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

中
央

区
役

所
区

民
部

中
央

区
ま

ち
づ

く
り

セ
ン

タ
ー

五
福

交
流

室

・平
成

27
年

度
五

福
ま

ち
づ

く
り

交
流

セ
ン

タ
ー

１
階

児
童

室
カ

ー
ペ

ッ
ト
修

繕
・平

成
27

年
度

五
福

ま
ち

づ
く

り
交

流
セ

ン
タ

ー
４

階
廊

下
長

尺
シ

ー
ト
修

繕
(支

出
命

令
書

）

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
1
0

13
56

.5
2

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

南
区

役
所

保
健

福
祉

部
保

健
こ

ど
も

課

・健
康

セ
ン

タ
ー

平
成

分
室

建
具

修
繕

(支
出

命
令

書
）

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
5

13
56

.5
3

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

議
会

事
務

局
総

務
課

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

等
に

対
す

る
支

出
に

関
す

る
資

料
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
9

178



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

13
56

.5
4

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

選
挙

管
理

委
員

会
事

務
局

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

等
に

対
す

る
熊

本
市

と
の

請
書

及
び

支
出

命
令

書
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
9

13
56

.5
5

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

消
防

局
総

務
部

管
理

課

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

等
に

対
す

る
熊

本
市

か
ら

の
①

委
託

事
業

　
②

随
意

契
約

　
③

一
般

競
争

入
札

　
④

補
助

金
・助

成
金

の
類

　
⑤

契
約

書
　

以
上

の
契

約
金

額
に

関
す

る
資

料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
1
1

13
56

.5
6

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

交
通

局
電

車
課

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

等
に

対
す

る
支

出
に

関
す

る
資

料
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
9

13
56

.5
7

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

上
下

水
道

局
総

務
部

総
務

課

・熊
本

市
上

下
水

道
局

管
理

者
室

空
調

改
修

・上
下

水
道

局
庁

舎
空

調
機

器
フ

ロ
ン

漏
洩

定
期

点
検

業
務

委
託

外
3件

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
9

13
56

.5
8

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

上
下

水
道

局
総

務
部

経
営

企
画

課

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

等
に

対
す

る
請

書
及

び
支

出
命

令
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
9

13
56

.5
9

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

上
下

水
道

局
総

務
部

給
排

水
設

備
課

・地
震

に
伴

う
応

急
給

水
活

動
業

務
委

託
、

○
○

企
業

等
に

対
す

る
契

約
書

及
び

支
出

命
令

書
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
6

13
56

.6
0

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

・都
市

計
画

事
業

　
東

部
汚

水
64

号
幹

線
及

び
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(9

24
工

区
）外

22
件

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
1
1

13
56

.6
1

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

上
下

水
道

局
維

持
管

理
部

水
相

談
課

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

等
に

対
す

る
契

約
書

及
び

支
出

命
令

書
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
6

13
56

.6
2

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

上
下

水
道

局
維

持
管

理
部

水
相

談
課

北
部

上
下

水
道

セ
ン

タ
ー

・北
区

飛
田

2丁
目

○
○

番
地

付
近

φ
75

粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

に
伴

う
測

量
業

務
委

託
・北

部
上

下
水

道
セ

ン
タ

ー
空

調
設

備
保

守
点

検
業

務
委

託
に

係
る

請
書

、
契

約
書

及
び

支
出

命
令

書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
1
0

179



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

13
56

.6
3

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

上
下

水
道

局
維

持
管

理
部

管
路

維
持

課

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

等
に

対
す

る
熊

本
市

か
ら

の
①

委
託

事
業

　
②

随
意

契
約

　
③

一
般

競
争

入
札

　
④

補
助

金
・助

成
金

の
類

　
⑤

契
約

書
　

以
上

の
契

約
金

額
に

関
す

る
資

料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
1
0

13
56

.6
4

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

上
下

水
道

局
維

持
管

理
部

水
運

用
課

・秋
田

配
水

場
外

2箇
所

配
水

地
内

部
不

断
水

清
掃

緊
急

業
務

委
託

に
係

る
契

約
書

及
び

支
出

命
令

書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
5

13
56

.6
5

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

上
下

水
道

局
維

持
管

理
部

水
再

生
課

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
1
1

13
56

.6
6

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

病
院

局
熊

本
市

民
病

院
事

務
局

総
務

課

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
1
2

13
56

.6
7

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

病
院

局
植

木
病

院
事

務
局

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

に
対

す
る

契
約

等
に

関
す

る
文

書
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
1
2

13
56

.6
8

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

市
民

局
市

民
生

活
部

地
域

政
策

課

・平
成

28
年

度
熊

本
地

震
に

伴
う

避
難

所
弁

当
(既

製
品

)5
月

・平
成

28
年

度
熊

本
地

震
に

伴
う

避
難

所
お

に
ぎ

り
(4

月
～

8月
)外

2件
に

係
る

契
約

書
及

び
支

出
命

令
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
5

13
56

.6
9

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

市
民

局
市

民
生

活
部

生
涯

学
習

課

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

に
対

す
る

契
約

書
及

び
支

出
命

令
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
1
2

13
56

.7
0

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

東
区

役
所

区
民

部 総
務

企
画

課

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
9

13
56

.7
1

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

東
区

役
所

区
民

部 秋
津

ま
ち

づ
く

り
セ

ン
タ

ー

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

等
に

対
す

る
熊

本
市

か
ら

の
①

委
託

事
業

　
②

随
意

契
約

　
③

一
般

競
争

入
札

　
④

補
助

金
・助

成
金

の
類

　
⑤

契
約

書
　

以
上

の
契

約
金

額
に

関
す

る
資

料
・東

区
役

所
秋

津
出

張
所

樹
木

伐
採

業
務

委
託

(平
成

26
年

度
、

平
成

27
年

度
)

・東
区

役
所

秋
津

出
張

所
樹

木
剪

定
業

務
委

託
(平

成
28

年
度

)外
3件

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
1
2

180



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

13
56

.7
3

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

西
区

役
所

区
民

部 総
務

企
画

課

・熊
本

○
○

○
○

貯
水

槽
給

水
業

務
委

託
に

係
る

支
出

命
令

書
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
1
1

13
56

.7
4

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

北
区

役
所

区
民

部 総
務

企
画

課

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

等
に

対
す

る
熊

本
市

か
ら

の
①

委
託

事
業

　
②

随
意

契
約

　
③

一
般

競
争

入
札

　
④

補
助

金
・助

成
金

の
類

　
⑤

契
約

書
　

以
上

の
契

約
金

額
に

関
す

る
資

料
・植

木
町

広
住

樹
木

枝
切

業
務

委
託

・大
和

団
地

地
下

水
道

管
渠

調
査

及
び

改
築

・修
繕

詳
細

設
計

業
務

委
託

外
1件

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
1
1

13
56

.7
5

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

北
区

役
所

区
民

部 植
木

ま
ち

づ
く

り
セ

ン
タ

ー

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
6

13
56

.7
6

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

北
区

役
所

区
民

部 北
部

ま
ち

づ
く

り
セ

ン
タ

ー

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

等
に

対
す

る
熊

本
市

か
ら

の
①

委
託

事
業

　
②

随
意

契
約

　
③

一
般

競
争

入
札

　
④

補
助

金
・助

成
金

の
類

　
⑤

契
約

書
　

以
上

の
契

約
金

額
に

関
す

る
資

料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
1
0

13
56

.7
7

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

総
務

局
行

政
管

理
部

管
財

課

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

に
対

す
る

請
書

及
び

支
出

命
令

書
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
1
2

13
56

.7
9

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部 学
務

課

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

等
に

対
す

る
熊

本
市

か
ら

の
①

委
託

事
業

　
②

随
意

契
約

　
③

一
般

競
争

入
札

　
④

補
助

金
・助

成
金

の
類

　
⑤

契
約

書
　

以
上

の
契

約
金

額
に

関
す

る
資

料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
1
2

13
56

.8
0

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部 施
設

課

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

等
に

対
す

る
熊

本
市

か
ら

の
①

委
託

事
業

　
②

随
意

契
約

　
③

一
般

競
争

入
札

　
④

補
助

金
・助

成
金

の
類

　
⑤

契
約

書
　

以
上

の
契

約
金

額
に

関
す

る
資

料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
1
2

13
56

.8
1

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部 青
少

年
教

育
課

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

等
に

対
す

る
熊

本
市

か
ら

の
①

委
託

事
業

　
②

随
意

契
約

　
③

一
般

競
争

入
札

　
④

補
助

金
・助

成
金

の
類

　
⑤

契
約

書
　

以
上

の
契

約
金

額
に

関
す

る
資

料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
5

13
56

.8
2

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部 熊
本

市
立

図
書

館

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

等
に

対
す

る
熊

本
市

か
ら

の
①

委
託

事
業

　
②

随
意

契
約

　
③

一
般

競
争

入
札

　
④

補
助

金
・助

成
金

の
類

　
⑤

契
約

書
　

以
上

の
契

約
金

額
に

関
す

る
資

料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
1
1

181



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

13
56

.8
3

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部 熊
本

博
物

館

請
書

、
支

出
命

令
書

・熊
本

博
物

館
プ

レ
ハ

ブ
小

屋
周

辺
他

剪
定

業
務

委
託

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
9

13
56

.8
4

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

教
育

委
員

会
事

務
局

学
校

教
育

部 指
導

課

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

等
に

対
す

る
熊

本
市

か
ら

の
①

委
託

事
業

　
②

随
意

契
約

　
③

一
般

競
争

入
札

　
④

補
助

金
・助

成
金

の
類

　
⑤

契
約

書
　

以
上

の
契

約
金

額
に

関
す

る
資

料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
1
2

13
56

.8
5

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

教
育

委
員

会
事

務
局

学
校

教
育

部 健
康

教
育

課

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

に
対

す
る

契
約

書
及

び
支

出
命

令
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
1
1

13
56

.8
6

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

教
育

委
員

会
事

務
局

学
校

教
育

部 必
由

館
高

等
学

校

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

等
に

対
す

る
熊

本
市

か
ら

の
①

委
託

事
業

　
②

随
意

契
約

　
③

一
般

競
争

入
札

　
④

補
助

金
・助

成
金

の
類

　
⑤

契
約

書
　

以
上

の
契

約
金

額
に

関
す

る
資

料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
1
0

13
56

.8
7

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

に
対

す
る

契
約

書
及

び
支

出
命

令
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
1
1

13
56

.8
8

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

環
境

局
資

源
循

環
部

環
境

施
設

課

有 4/
27

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

等
に

対
す

る
熊

本
市

か
ら

の
①

委
託

事
業

　
②

随
意

契
約

　
③

一
般

競
争

入
札

　
④

補
助

金
・助

成
金

の
類

　
⑤

契
約

書
　

以
上

の
契

約
金

額
に

関
す

る
資

料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
2
6

13
56

.8
9

3/
23

平
成

26
年

度
以

降
の

11
4企

業
等

に
対

す
る

熊
本

市
か

ら
の

①
委

託
事

業
　

②
随

意
契

約
　

③
一

般
競

争
入

札
　

④
補

助
金

・助
成

金
の

類
　

⑤
契

約
書

　
以

上
の

契
約

金
額

に
関

す
る

資
料

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

計
画

調
整

課

平
成

26
年

度
以

降
の

○
○

企
業

等
に

対
す

る
熊

本
市

か
ら

の
①

委
託

事
業

　
②

随
意

契
約

　
③

一
般

競
争

入
札

　
④

補
助

金
・助

成
金

の
類

　
⑤

契
約

書
　

以
上

の
契

約
金

額
に

関
す

る
資

料
・下

水
道

総
合

地
震

対
策

基
礎

調
査

(耐
震

診
断

）業
務

(そ
の

3）
委

託
(第

27
37

号
)外

6件

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
1
1

13
57

3/
23

飽
田

ま
ち

づ
く

り
セ

ン
タ

ー
復

旧
工

事
(そ

の
４

）の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

建
築

住
宅

部
営

繕
課

飽
田

ま
ち

づ
く

り
セ

ン
タ

ー
復

旧
工

事
(そ

の
４

）の
金

入
り

設
計

書
開

示
3
/
2
7

4
/
2

13
58

3/
23

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
06

年
第

11
5号

･全
部

・協
定

書
・カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
06

年
第

11
5号

･全
部

・協
定

書
・カ

ラ
ー

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
5

4
/
9

13
59

3/
23

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

年
第

49
7号

･全
部

・協
定

書
・カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

年
第

49
7号

･全
部

・協
定

書
・カ

ラ
ー

希
望

開
示

4
/
5

4
/
9

182



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

13
60

3/
26

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
10

年
第

33
6号

･全
部

・協
定

書
・カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
10

年
第

33
6号

･全
部

・協
定

書
・カ

ラ
ー

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
5

4
/
6

13
61

3/
26

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
02

年
第

48
7号

･全
部

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
02

年
第

48
7号

･全
部

・協
定

書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
6

4
/
6

13
62

3/
26

天
明

運
動

施
設

復
旧

工
事

(そ
の

４
）の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
建

築
住

宅
部

営
繕

課

天
明

運
動

施
設

復
旧

工
事

(そ
の

４
）の

金
入

り
設

計
書

開
示

3
/
2
7

3
/
2
8

13
63

3/
26

天
明

運
動

施
設

復
旧

工
事

(そ
の

４
）の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
建

築
住

宅
部

営
繕

課

天
明

運
動

施
設

復
旧

工
事

(そ
の

４
）の

金
入

り
設

計
書

開
示

3
/
2
7

4
/
1
0

13
64

3/
26

国
道

50
1号

(飽
田

バ
イ

パ
ス

)９
工

区
道

路
改

良
工

事
（そ

の
2）

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
西

部
土

木
セ

ン
タ

ー
道

路
課

国
道

50
1号

(飽
田

バ
イ

パ
ス

)９
工

区
道

路
改

良
工

事
（そ

の
2）

の
金

入
り

設
計

書
開

示
3
/
2
8

4
/
2

13
65

3/
26

平
成

29
年

10
月

1日
か

ら
平

成
30

年
2月

28
日

ま
で

の
間

に
新

規
開

設
の

届
出

が
あ

っ
た

理
美

容
所

の
一

覧
項

目
：店

舗
名

、
住

所
、

電
話

番
号

、
申

請
者

名

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

29
年

10
月

1日
か

ら
平

成
30

年
2月

28
日

ま
で

の
間

に
新

規
開

設
の

届
出

が
あ

っ
た

理
美

容
所

の
一

覧
項

目
：店

舗
名

、
住

所
、

電
話

番
号

、
申

請
者

名

開
示

3
/
3
0

5
/
8

郵
送

13
66

3/
27

阿
高

汚
水

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(6
22

0工
区

)の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
下

水
道

整
備

課

阿
高

汚
水

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(6
22

0工
区

)変
更

後
の

金
入

り
設

計
書

開
示

4
/
2

4
/
4

13
67

3/
27

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
01

年
第

45
7号

･全
部

・協
定

書
・カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
01

年
第

45
7号

･全
部

・協
定

書
・カ

ラ
ー

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
6

4
/
9

13
68

3/
27

一
般

県
道

　
砂

原
四

方
寄

線
(池

上
工

区
)2

号
ト
ン

ネ
ル

新
設

工
事

第
3回

変
更

契
約

の
金

入
り

設
計

書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

一
般

県
道

　
砂

原
四

方
寄

線
(池

上
工

区
)2

号
ト
ン

ネ
ル

新
設

工
事

の
金

入
り

設
計

書

開
示

4
/
1
0

4
/
1
1

13
69

3/
27

都
市

計
画

道
路

　
春

日
池

上
線

1工
区

(L
側

）電
線

共
同

溝
工

事
(そ

の
１

）の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

熊
本

駅
周

辺
整

備
事

務
所

鉄
道

高
架

関
連

整
備

室

都
市

計
画

道
路

　
春

日
池

上
線

1工
区

(L
側

）電
線

共
同

溝
工

事
(そ

の
１

）の
金

入
り

設
計

書
開

示
3
/
2
9

4
/
2

13
70

3/
27

管
渠

長
寿

命
化

対
策

(東
町

地
区

）管
渠

改
築

工
事

（第
18

-2
92

02
工

区
）設

計
変

更
後

の
金

入
り

設
計

書

上
下

水
道

局
維

持
管

理
部

管
路

維
持

課

管
渠

長
寿

命
化

対
策

(東
町

地
区

）管
渠

改
築

工
事

（第
18

-2
92

02
工

区
）設

計
変

更
後

の
金

入
り

設
計

書
開

示
3
/
2
9

4
/
2
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

等
不

開
示

理
由

(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

13
71

3/
28

都
市

計
画

事
業

　
西

部
浄

化
セ

ン
タ

ー
放

流
管

布
設

工
事

(そ
の

3）
（7

06
2工

区
)の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

　
西

部
浄

化
セ

ン
タ

ー
放

流
管

布
設

工
事

(そ
の

3）
（7

06
2工

区
)の

金
入

り
設

計
書

開
示

3
/
3
0

4
/
4

13
72

3/
28

都
市

計
画

事
業

　
西

部
浄

化
セ

ン
タ

ー
放

流
管

布
設

工
事

(そ
の

3）
（7

06
2工

区
)の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

　
西

部
浄

化
セ

ン
タ

ー
放

流
管

布
設

工
事

(そ
の

3）
（7

06
2工

区
)の

金
入

り
設

計
書

開
示

3
/
3
0

4
/
2
4

13
73

3/
28

管
渠

長
寿

命
化

対
策

(春
竹

B
地

区
外

）管
渠

改
築

工
事

（第
18

-2
92

05
工

区
）の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
維

持
管

理
部

管
路

維
持

課

管
渠

長
寿

命
化

対
策

(春
竹

B
地

区
外

）管
渠

改
築

工
事

（第
18

-2
92

05
工

区
）の

金
入

り
設

計
書

開
示

3
/
2
9

4
/
2

13
74

3/
28

都
市

計
画

事
業

　
阿

高
汚

水
幹

線
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(7

21
8工

区
)の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

　
阿

高
汚

水
幹

線
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(7

21
8工

区
)の

金
入

り
設

計
書

開
示

4
/
2

4
/
5

13
75

3/
28

・熊
本

市
観

光
ポ

ス
タ

ー
版

下
制

作
業

務
委

託
に

関
す

る
文

書
全

て
・熊

本
市

観
光

資
源

P
R
ポ

ス
タ

ー
印

刷
に

関
す

る
文

書
全

て

経
済

観
光

局
観

光
交

流
部

観
光

政
策

課

・熊
本

市
観

光
ポ

ス
タ

ー
版

下
制

作
業

務
委

託
に

関
す

る
文

書
全

て
・熊

本
市

観
光

資
源

P
R
ポ

ス
タ

ー
印

刷
に

関
す

る
文

書
全

て

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
3
0

4
/
2
0

13
76

3/
29

都
市

計
画

事
業

　
東

部
汚

水
48

号
幹

線
及

び
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(7

20
8工

区
)の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

　
東

部
汚

水
48

号
幹

線
及

び
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(7

20
8工

区
)の

金
入

り
設

計
書

開
示

3
/
3
0

4
/
1
1

13
77

3/
29

大
規

模
行

為
届

出
書

　
様

式
第

3号
(平

成
29

年
11

月
１

0日
～

平
成

30
年

3月
28

日
届

出
分

)(
建

築
物

に
限

る
。

)

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

開
発

景
観

課

大
規

模
行

為
届

出
書

　
様

式
第

3号
(平

成
29

年
11

月
１

0日
～

平
成

30
年

3月
28

日
届

出
分

)(
建

築
物

に
限

る
。

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
1
1

4
/
1
3

13
78

3/
29

市
道

　
東

町
第

2号
線

外
１

路
線

道
路

改
良

工
事

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
東

部
土

木
セ

ン
タ

ー
道

路
課

市
道

東
町

第
2号

線
外

１
路

線
道

路
改

良
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

4
/
2

4
/
4

13
79

3/
29

国
道

50
1号

(飽
田

バ
イ

パ
ス

)９
工

区
道

路
改

良
工

事
変

更
後

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
西

部
土

木
セ

ン
タ

ー
道

路
課

国
道

50
1号

(飽
田

バ
イ

パ
ス

)９
工

区
道

路
改

良
工

事
変

更
後

の
金

入
り

設
計

書
開

示
4
/
3

4
/
4

13
80

3/
29

都
市

計
画

事
業

　
西

部
浄

化
セ

ン
タ

ー
放

流
管

布
設

工
事

(そ
の

3）
(7

60
2工

区
）の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

　
西

部
浄

化
セ

ン
タ

ー
放

流
管

布
設

工
事

(そ
の

3）
(7

60
2工

区
）の

金
入

り
設

計
書

開
示

3
/
3
0

4
/
1
1

13
81

3/
30

熊
本

市
民

病
院

敷
地

内
へ

の
薬

局
誘

致
に

関
す

る
陳

情
内

容
に

つ
い

て
議

会
事

務
局

議
事

課

熊
本

市
民

病
院

敷
地

内
へ

の
薬

局
誘

致
に

関
す

る
陳

情
内

容
に

つ
い

て
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
1
0

4
/
1
0
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限
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決

定
文

書
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決
定
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等
不

開
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(号
は

条
例

第
７

条
）

開
示

等
決

定
日

開
示

日

13
82

3/
30

平
成

29
年

○
月

○
日

に
発

生
し

た
火

災
原

因
が

わ
か

る
文

書
消

防
局

総
務

部
総

務
課

平
成

29
年

○
月

○
日

島
崎

○
丁

目
で

発
生

し
た

火
災

の
報

告
書

一
式

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
1
8

5
/
8

13
83

3/
30

一
般

県
道

　
砂

原
四

方
寄

線
(池

上
工

区
)1

号
ト
ン

ネ
ル

修
正

設
計

業
務

委
託

・設
計

概
要

版
都

市
建

設
局

土
木

部
北

部
土

木
セ

ン
タ

ー
高

規
格

道
路

建
設

推
進

課

一
般

県
道

　
砂

原
四

方
寄

線
(池

上
工

区
)1

号
ト
ン

ネ
ル

修
正

設
計

業
務

委
託

・設
計

概
要

版

不
開

示
6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
4
/
1
7

・現
地

で
の

復
旧

費
を

上
回

ら
な

い
限

り
で

移
築

も
可

能
と

見
解

を
得

た
文

科
省

と
の

折
衝

記
録

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

7
号

　
国

等
に

関
す

る
情

報
4
/
1
9

4
/
2
0

・移
築

候
補

地
を

水
前

寺
江

津
湖

公
園

の
芝

生
広

場
の

一
角

と
決

定
し

た
こ

と
に

つ
い

て
の

文
書

不
存

在
4
/
1
9

・地
域

説
明

会
資

料
・調

査
票

・平
成

30
年

度
第

1回
予

算
決

算
委

員
会

経
済

分
科

会
資

料
開

示
4
/
1
9

4
/
2
0

13
85

3/
30

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
17

年
第

35
9号

･全
部

・協
定

書
・カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
17

年
第

35
9号

･全
部

・協
定

書
・カ

ラ
ー

希
望

開
示

4
/
6

4
/
1
2

3/
30

13
84

1　
平

成
27

年
度

、
平

成
29

年
度

(7
月

～
9月

)に
行

っ
た

ジ
ェ

ー
ン

ズ
邸

の
移

築
候

補
地

15
か

所
に

つ
い

て
2　

ジ
ェ

ー
ン

ズ
邸

の
移

築
復

旧
に

つ
い

て
の

文
部

科
学

省
と

の
折

衝
記

録
3　

ジ
ェ

ー
ン

ズ
邸

の
移

築
候

補
地

を
水

前
寺

江
津

湖
公

園
内

の
芝

生
広

場
の

一
角

と
決

定
し

た
こ

と
に

つ
い

て

経
済

観
光

局
文

化
・ス

ポ
ー

ツ
交

流
部

文
化

振
興

課
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受付日 請求する文書の内容 決定内容 不開示理由 所管課
開示等
決定日

開示日

4/10

市役所在任期間中の人事評価に関する一
切の書類（入庁平成○年○月○日　懲戒免
職処分平成○年○月○日）
この期間のうち○○で勤務した期間のもの

開示

病院局熊本
市民病院事
務局
総務企画課

4/19 5/18

4/11

平成23年1月1日～平成28年○月○日まで
の間にかかる亡母を被保険者とする介護保
険の認定に関する認定調査票、主治医意見
書、要介護認定申請書、申請時連絡表、審
査会議事録

開示

健康福祉局
福祉部
高齢介護福
祉課

5/1
5/9
郵送

平成24年6月1日～平成28年○月○日まで
の間にかかる亡母を被保険者とする介護保
険の認定に関する認定調査票、主治医意見
書、要介護認定申請書、申請時連絡表、審
査会議事録

開示 5/2

平成18年1月1日～平成22年6月1日までの
間にかかる亡母を被保険者とする介護保険
の認定に関する認定調査票、主治医意見
書、要介護認定申請書、申請時連絡表、審
査会議事録

不存在

4/12

都市計画道路池田町花園線の測量に関し
て、花園3丁目○と隣接する○、○、○の
H24年2月頃に行われた県の立会い測量時
の写真すべて。その時の測量図、立会い印
等の資料と同じく市になってから測量した正
確な日付がわかる資料一式（県と同じ）

一部開示 6号　第三者情報

都市建設局
熊本駅周辺
整備事務所
鉄道高架関
連整備室

4/20 4/24

開示

一部開示 6号　第三者情報

開示

一部開示 6号　第三者情報

4/27

平成29年○月○日に亡妻が病院（熊本）へ
救急搬送された際の救急活動報告書（救急
車の中の内容、誰が連絡したのか他がわか
る書類）

一部開示 6号　第三者情報
消防局総務
部
総務課

5/18 5/19

平成24年6月1日～平成28年○月○日まで
の間にかかる亡母を被保険者とする介護保
険の認定に関する、要介護度2～5へ上がっ
た理由がわかる書類。

開示 5/24

平成22年1月22日～平成24年6月1日までの
間にかかる亡母を被保険者とする介護保険
の認定に関する、要介護度2～5へ上がった
理由がわかる書類。

不存在

5/8

平成24年1月1日～平成25年○月○日まで
の間にかかる亡母を被保険者とする介護保
険の認定に関する、要介護度がわかる書類
（認知の記載含む）。

不存在

健康福祉局
福祉部
高齢介護福
祉課

5/26

5/10

・H29年1月末での生活保護廃止決定書
・H28年～H29年1月までの生活保護のケー
ス記録
・中央区への移管後に本人が書いた誓約書

開示
中央区役所
保健福祉部
保護課

5/16 5/17

5/18
○課時代の上司の評価（あるものすべて）

開示
総務局行政
管理部
人事課

6/7 6/7

5/22
私の子どもの新版K式発達検査、心理相談
記録） 開示

北区役所保
健福祉部
保健子ども課

5/26 5/30

5/24
亡母のH20年以降の印鑑登録申請日

開示
市民局市民
生活部
地域政策課

6/6 6/13

5/25
○月○日に○○にて火災があった時の報告
書
中央区○○○丁目○-○

一部開示 6号　第三者情報
消防局総務
部
総務課

6/14 6/20

5/30

介護開始から平成29年○月○日までの間に
かかる亡父を被保険者とする介護保険の認
定申請に関する、介護度数、身体状況、認
知の状況、医師の意見、調査結果等。

開示

健康福祉局
福祉部
高齢介護福
祉課

6/19 6/20

6/1

5/31

4/28

健康福祉局
福祉部
高齢介護福
祉課

5/23

4/26

平成28年4月1日から平成29年4月26日まで
の私の戸籍及び住民票関係請求書

市民局市民
生活部
地域政策課

5/18

4/12

平成28年8月1日から平成29年4月12日まで
の私の住民票関係請求書

市民局市民
生活部
地域政策課

4/27

4/12

健康福祉局
福祉部
高齢介護福
祉課

5/2
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受付日 請求する文書の内容 決定内容 不開示理由 所管課
開示等
決定日

開示日

5/30

介護認定されてから平成28年○月○日まで
の間にかかる亡母を被保険者とする介護保
険の認定に関する介護度がわかるもの

開示

健康福祉局
福祉部
高齢介護福
祉課

6/19 6/21

6/6

平成29年○月○日におきた火災の出火日
時、場所、出火原因、消防の通知時刻、出
動、到着、放水時間、鎮火時間、鎮圧時間、
事件性の有無、その他の開示可能な情報
り災場所：熊本市北区○○○丁目○番地

一部開示 6号　第三者情報
消防局総務
部
総務課

6/22 未

6/7

平成29年○月○日、自分が○○に保護され
たときに、熊本市から精神保健福祉室の職
員が来たが、その時の状況を熊本市が作製
した記録 一部開示

2号　評価・診断等
情報
4号　公共の安全情
報

健康福祉局
障がい者支援
部
障がい保健福
祉課
精神保健福
祉室

6/20 未

6/7
私の長男の新版K式発達検査

開示
北区役所保
健福祉部
保健子ども課

6/14 6/21

6/9
請求人の医療移送費の協議の経緯につい
て出席した市職員の名前がわかる書面 開示

中央区役所
保健福祉部
保護課

6/27
6/28
閲覧

6/26
私が東区役所総務企画課と話をした内容が
わかる文書すべて 開示

東区役所区
民部
総務企画課

7/7 8/31

6/26
私が東区役所保護課と話をした内容がわか
る文書すべて 一部開示 6号　第三者情報

東区役所保
健福祉部
保護課

7/6 8/31

一次保護決定通知書、その期間及び経緯
がわかる文書

一部開示 7号　未成年情報 7/27

一次保護決定通知書、その期間及び経緯
がわかる文書、一時保護解除決定通知書以
外に児童相談所が保有しているすべての書
類

不開示
6号　第三者情報
7号　未成年情報

一時保護解除決定通知書
存否不回
答

第17条　存否を明ら
かにしないことがで
きる個人情報

6/26

平成○年○月○日に、職場である○○にお
いて○○を受けました。その処理に関する以
下の文書
・加害者の顛末書と添付書類
・学校から市教育委員会に提出された事故
報告書
・被害者及び加害者の事情聴取録
・市教育委員会の処分決定に係る伺

一部開示
3号　行政運営情報
6号　第三者情報

教育委員会
事務局学校
教育部
教職員課

7/13 7/19

平成24年1月1日～平成26年○月○日まで
の間にかかる亡父を被保険者とする介護保
険の認定に関する、身体の状態がわかる資
料

開示 7/25

平成23年6月1日～平成23年12月31日まで
の間にかかる亡父を被保険者とする介護保
険の認定に関する、身体の状態がわかる資
料

不存在

6/29
私の医療移送費協議の経緯について出席
した市職員の名前がわかる書面 不存在

中央区役所
保健福祉部
保護課

7/19

7/4

平成19年4月1日～平成20年○月○日まで
の間にかかる亡姉を被保険者とする介護保
険の認定に関する、介護度の状況がわかる
文書

不存在

健康福祉局
福祉部
高齢介護福
祉課

7/24

7/20
長女に関する私の相談の記録

一部開示
2号　評価・診断等
情報

健康福祉局
子ども未来部
児童相談所

8/3 8/8

7/20

○○にﾊｰﾓﾆｰで相談員の方に私が長年に
わたって受けてきた言葉の暴力、性的嫌が
らせ等についてや離婚するにはどうしたらよ
いかのアドバイス等、その日お話した内容。

一部開示 6号　第三者情報

市民局市民
生活部
男女共同参
画課

7/21 7/21

7/25
保健子ども課に私が2008年12月頃相談させ
ていただいた内容がわかるもの。 開示

西区役所保
健福祉部
保健子ども課

8/2 8/30

健康福祉局
福祉部
高齢介護福
祉課

7/196/28

6/26 7/11
健康福祉局
子ども未来部
児童相談所
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受付日 請求する文書の内容 決定内容 不開示理由 所管課
開示等
決定日

開示日

8/3

要介護4判定～平成28年○月○日までの間
にかかる亡母を被保険者とする介護保険の
認定に関する、主治医意見書及び認知の記
載がある書類

開示

健康福祉局
福祉部
高齢介護福
祉課

8/22 8/25

平成28年○月○日に提起された、平成28年
○○事案の裁決に至るまでの過程がわかる
資料。（ただし平成29年○月○日付熊本市
法制課情報公開窓口受付の文書等開示請
求をして開示されたものを除く。）
・人事委員会事務局において作成した資料
の作成開始日等

開示 8/22

平成28年○月○日に提起された、平成28年
○○事案の裁決に至るまでの過程がわかる
資料。（ただし平成29年○月○日付熊本市
法制課情報公開窓口受付の文書等開示請
求をして開示されたものを除く。）
・委員の意見及び質疑応答等、話し合いの
内容がわかるもの

不開示 3号　行政運営情報

8/16

平成29年○月○日発生の自宅火事の火災
原因報告書
住所：熊本市中央区○○○丁目○-○

一部開示
5号　国等協力関係
情報

消防局総務
部
総務課

9/4 9/6

開示 9/15

一部開示 6号　第三者情報 9/15

不存在

8/28
私の所得証明発行依頼分
平成29年１月1日～8月28日までの分 開示

東区役所区
民部
区民課

9/6 9/8

8/30

平成27年11月21日～平成28年○月○日ま
での間にかかる亡父を被保険者とする介護
保険の認定に関する、介護度がわかるもの

開示

健康福祉局
福祉部
高齢介護福
祉課

9/4 9/6

8/30

保健所に対する○○での私の結核に関する
資料（熊本保健所に出している書類）

開示

健康福祉局
保健衛生部
感染症対策
課

8/31 9/4

開示

一部開示 6号　第三者情報

8/31

平成２９年○月○日頃、私に関するペットの
苦情で、動物愛護ｾﾝﾀｰにクレームメールが
届いています。その内容がわかるもの。

一部開示 6号　第三者情報

健康福祉局
保健衛生部
動物愛護ｾﾝ
ﾀｰ

9/6 9/8

9/8
私の固定資産税台帳記載事項証明書兼閲
覧申請書
平成29年１月1日～9月8日までの分

不存在
財政局税務
部
中央税務課

9/13

9/15

２０１７年○月に自宅にて発生した私所有の
○○の燃焼（爆発）に関する原因調査の結
果

一部開示
5号　国等協力関係
情報
6号　第三者情報

消防局総務
部
総務課

10/2 10/6

9/26
平成24年4月1日から平成29年9月26日まで
の私の印鑑登録証明書交付申請書 開示

市民局市民
生活部
地域政策課

10/16 10/17

平成24年1月1日～平成28年○月○日まで
の間にかかる亡父を被保険者とする介護保
険の認定に関する、認定調査票、主治医意
見書

開示 10/20

平成18年1月1日～平成23年12月31日まで
の間にかかる亡父を被保険者とする介護保
険の認定に関する、認定調査票、主治医意
見書

不存在

9/25

9/27

健康福祉局
福祉部
高齢介護福
祉課

10/18

9/11

8/31

平成29年1月1日から平成29年8月31日まで
の私の住民票関係請求書

市民局市民
生活部
地域政策課

9/20

8/24

私の印鑑登録の状況から現在までの経過が
わかる文書
登録年月日、登録場所、登録から現在まで
の発行枚数、本人確認書類

市民局市民
生活部
地域政策課

8/4
人事委員会
事務局

8/16
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受付日 請求する文書の内容 決定内容 不開示理由 所管課
開示等
決定日

開示日

10/6
H28.7月以降、東区福祉課にDV(夫から)の
私（妻）と子どもへの暴言暴力の相談内容が
わかる文書すべて

一部開示
5号　国等協力関係
情報
6号　第三者情報

東区役所保
健福祉部
福祉課

10/25 10/25

10/13

「法定外公共物境界確認書」
熊本市南区○○町○○及び○○の私有地
に隣接する法定外公共物(道路･河川)の境
界を、平成23年○月○日に現場立会で確
認した際に作成された標記文書。

一部開示 6号　第三者情報
都市建設局
土木部
総務課

10/30 11/2

10/23
新版K式発達検査
○○（私の長女）分
住所：請求者と同じ

開示
北区役所保
健福祉部
保健子ども課

10/31 11/6

10/26
○○小学校での○○さんと○○とのﾄﾗﾌﾞﾙ
に関する小学校からの報告書。 一部開示

2号　評価・診断等
情報
6号　第三者情報

教育委員会
事務局学校
教育部
総合支援課

11/16 11/17

10/31
私のH○○年度人事評価

開示

健康福祉局
福祉部
高齢介護福
祉課

11/8 11/9

11/8
火災調査報告書の写し
火災年月日：平成29年○月○日
出火場所：熊本市北区○○

一部開示 6号　第三者情報
消防局総務
部
総務課

11/20 11/22

11/13

･私の保護決定の審査のために、熊本市が
○○から受領された医療要否意見書や診断
書等のすべての関連書類。保護決定に至っ
た書類のすべてを含みます。
・県外受診した○○及び○○の医療要否意
見書において、熊本市の嘱託医の意見が記
入され、保護決定審査に必要な受付が押印
されているもの。

開示
中央区役所
保健福祉部
保護課

11/30 12/5

11/17
平成29年9月26日の私の印鑑登録証明書交
付申請書 開示

市民局市民
生活部
地域政策課

11/27
12/5
郵送

平成30年度熊本市立学校教員採用選考試
験における請求者の第1次試験(専門試験)
答案用紙及び第2次試験(模擬授業、個人
面接）の点数が具体的にわかる資料

不開示
2号　評価・診断等
情報

平成30年度熊本市立学校教員採用選考試
験における第2次試験(論文)解答用紙

不存在

11/27
平成28年11月26日から平成29年11月26日
までの私の住民票関係請求書 開示

市民局市民
生活部
地域政策課

12/6 12/18

11/28
○○に係る検討経過と結果について、主治
医の意見がわかるもの。 開示

中央区役所
保健福祉部
保護課

12/1

市児相発○○号措置解除通知書(○○宛）
発行に至る経緯の記録、児童記録表（調査
内容、指導事項、調査所見)、診断の記録、
援助方針会議録、他経緯のわかる書類

一部開示
2号　評価・診断等
情報
6号　第三者情報

12/14

判定会議録(経緯、結果)

不存在

12/5
私の印鑑登録証を作った日がわかるもの(印
鑑登録を行った日) 開示

市民局市民
生活部
地域政策課

12/12 12/12

12/12
私が東区長と話した内容がわかるものすべ
て。 不存在

東区役所区
民部
総務企画課

12/27

12/12
私が東区総務企画課長及び担当者と○○
のことについて話した内容がわかるものすべ
て

開示
東区役所区
民部
総務企画課

12/27 3/16

12/12

・私が東区保護課(○○）と話した内容がわ
かるものすべて(○○分）
・○○が○○に入所していることについて○
○と保護課の担当者及び○○と○○が話し
た内容がわかるものすべて。

一部開示 6号　第三者情報
東区役所保
健福祉部
保護課

12/26 3/16

12/12
私の亡母○○が平成28年○月○日～平成
29年○月○日の間○○から病院に救急搬
送された記録(救急活動報告書）

開示
消防局総務
部
総務課

12/25 3/16

12/18
平成28年○月○日におきた火災の原因が
わかる書類(請求者は建物のｵｰﾅｰ)
火災場所：中央区上通町○-○

一部開示 6号　第三者情報
消防局総務
部
総務課

1/9 1/16

11/29 12/15
健康福祉局
子ども未来部
児童相談所

11/24 12/14

教育委員会
事務局学校
教育部
教職員課
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受付日 請求する文書の内容 決定内容 不開示理由 所管課
開示等
決定日

開示日

12/20
平成29年○月○日の私の住民票関係請求
書 開示

市民局市民
生活部
地域政策課

12/25 12/26

12/22
○○(私の子)の新版K式発達検査

開示
北区役所保
健福祉部
保健子ども課

12/28 未

市児相発○○号措置解除通知書(○○宛）
の発行に至った経緯の記録中私の事が書
かれた部分
・児童記録表（調査内容、指導事項、調査所
見)、診断の記録、他経緯のわかる書類

一部開示
2号　評価・診断等
情報
6号　第三者情報

1/23

市児相発○○号措置解除通知書(○○宛）
の発行に至った経緯の記録中私の事が書
かれた部分
・判定会議録(経緯、結果)・援助方針会議録

不存在

12/25
平成27年○月○日に熊本市北区○○○丁
目○-○で発生した火災に係る火災原因判
定書中の私の亡夫○○の質問調書

開示
消防局総務
部
総務課

1/18 1/22

12/26

救急活動報告書
○○が施設から○○病院に救急搬送の内
容がわかるもの。
平成27年○月○日(○月○日)

開示
消防局総務
部
総務課

1/11 1/17

12/28
平成27年度と平成28年度の請求者の人事
評価がわかる書類 開示

病院局市民
病院事務局
総務企画課

1/17 1/19

12/28
平成28年12月28日から平成29年12月28日
までの私の住民票関係請求書 開示

市民局市民
生活部
地域政策課

1/15
1/25
閲覧

12/28
平成28年○月○日私の娘が救急車で運ば
れた内容がわかる救急活動報告書 開示

消防局総務
部
総務課

1/17 1/18

1/5
私の印鑑登録をしたことがわかる文書

開示
市民局市民
生活部
地域政策課

1/15

1/15
平成28年12月19日から平成29年3月までに
西区役所保健子ども課に私が相談をした記
録

開示
西区役所保
健福祉部
保健子ども課

1/18 1/31

1/15
平成28年12月19日から平成29年3月までに
子ども支援課に私が相談をした記録 開示

健康福祉局
子ども未来部
子ども支援課

1/19 1/31

1/17
平成29年○月○日に南区役所保健子ども
課に私が相談をした記録 開示

南区役所保
健福祉部
保健子ども課

1/26 1/31

1/17
平成29年○月○日以降児童相談所に私が
相談した記録 開示

健康福祉局
子ども未来部
児童相談所

1/30 1/31

1/25

平成24年12月1日から平成29年○月○日ま
での間にかかる亡母を被保険者とする介護
保険の要介護･要支援認定申請に関する書
類

開示

健康福祉局
福祉部
高齢介護福
祉課

2/6 2/6

開示 7/2

一部開示 6号　第三者情報 7/2

2/2

平成24年11月1日から平成29年○月○日ま
での間にかかる亡母を被保険者とする介護
保険の要介護･要支援認定申請に関する書
類
・介護認定調査表　・主治医意見書

開示

健康福祉局
福祉部
高齢介護福
祉課

2/22 2/23

2/6
平成27年1月1日から平成30年2月6日まで
の私の戸籍関係請求書 不存在

市民局市民
生活部
地域政策課

2/23

2/6
平成29年2月1日から平成30年2月6日まで
の私の住民票関係請求書 開示

市民局市民
生活部
地域政策課

2/23

2/6
平成29年2月1日から平成30年2月6日まで
の私の印鑑登録証明書交付申請書 開示 6号　第三者情報

市民局市民
生活部
地域政策課

2/23

1/1512/22
健康福祉局
子ども未来部
児童相談所

2/232/2

平成29年9月1日から平成30年2月2日まで
の私の住民票関係請求書

市民局市民
生活部
地域政策課
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受付日 請求する文書の内容 決定内容 不開示理由 所管課
開示等
決定日

開示日

2/13

・私が㈱○○にて食品衛生責任者に登録さ
れ変更されるまでの経緯がわかるもの。
・私が㈱○○の食品衛生状態に関して、保
健所へ相談した記録のわかるもの。

一部開示
3号　行政運営情報
6号　第三者情報

健康福祉局
保健衛生部
食品保健課

2/27 3/12

2/14
平成30年1月1日から平成30年2月14日まで
の私の住民票関係請求書 一部開示 6号　第三者情報

市民局市民
生活部
地域政策課

2/28
3/2
郵送

2/14
平成28年2月1日から平成30年2月13日まで
の私の印鑑登録証明書交付申請書 不存在

市民局市民
生活部
地域政策課

2/27

2/16

平成24年12月1日から平成29年○月○日ま
での間にかかる亡母を被保険者とする介護
保険の要介護･要支援認定申請に関する書
類
要介護、要支援度がわかる書類

開示

健康福祉局
福祉部
高齢介護福
祉課

2/20 2/20

開示

一部開示 6号　第三者情報

2/20

私が中学校に通学していた時の指導要録

開示

教育委員会
事務局学校
教育部
京陵中学校

2/28
3/12
郵送

2/20

○○問題で○○に受けた件に関する内部
資料で、○○課が保管するもの。

不存在

農水局農政
部
農業ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦
略課

3/8

2/20
○○問題で○○に受けた件に関する内部
資料で、○○課が保管するもの。 不存在

議会事務局
議会事務局
総務課

2/22

2/21

私の子（○○）の虐待相談記録及び私のDV
相談記録
相談先：ﾊｰﾓﾆｰ 一部開示 6号　第三者情報

市民局市民
生活部
男女共同参
画課

2/21
3/16
郵送

2/21
私の子（○○）の虐待相談記録及び私のDV
相談記録
相談先：子ども若者相談

開示
健康福祉局
子ども未来部
子ども支援課

2/28
3/16
郵送

2/21
私の子（○○）の虐待相談記録及び私のDV
相談記録
相談先：中央区役所

一部開示
2号　評価・診断等
情報
6号　第三者情報

中央区役所
保健福祉部
保健子ども課

3/3
3/16
郵送

2/21
私の子（○○）の虐待相談記録及び私のDV
相談記録
相談先：北区役所

一部開示
2号　評価・診断等
情報
6号　第三者情報

北区役所保
健福祉部
保健子ども課

3/8
3/16
郵送

2/23
平成30年1月1日から平成30年2月23日まで
の私の戸籍関係請求書 不存在

市民局市民
生活部
地域政策課

3/5
3/8
郵送

開示 3/15

不存在 3/15

・平成24年度から平成26年度までの能力評
価シート
・平成27年度から平成29年度までの人事評
価シート

開示

平成23年度以前の人事評価に関する文書
不存在

3/7

私が所有している固定資産の名寄せ又は固
定資産証明書の発行履歴及び発行の申請
者がわかる書類
平成27年4月1日～平成30年3月7日まで

開示
財政局税務
部
東税務課

3/20 3/23

3/8

私が○○に受けた件について、○○の診断
書を見せて○○、○○、○○に対して○○
の謝罪を求めるも無視されていたため、処分
してほしいとｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ推進室に依頼したと
きの記録及びその後の対応がわかる文書。

一部開示 6号　第三者情報

総務局行政
管理部
ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ
推進課

3/29

3/8

私に○○を3ヶ月に1度しか渡していなかっ
た期間及びその理由がわかる文書。 不存在

議会事務局
議会事務局
総務課

3/12

3/6
総務局行政
管理部
人事課

3/27

3/132/26

H28.○.○上通町○○での火災について
・火災の出火元及び火災現場の写真
・火災の情報開示書類の損害金額

消防局総務
部
総務課

2/16

平成29年2月17日から平成30年2月16日ま
での私の住民票関係請求書

市民局市民
生活部
地域政策課

3/6
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受付日 請求する文書の内容 決定内容 不開示理由 所管課
開示等
決定日

開示日

3/12

熊本市中央区役所福祉課(福祉相談支援セ
ンター)における相談記録表(期間：平成24
年8月～平成26年12月までの相談) 一部開示 6号　第三者情報

中央区役所
保健福祉部
福祉課福祉
相談支援セン
ター

3/22 3/27

3/23

平成30年度熊本市立必由館高等学校入学
者後期選抜試験の答案用紙

開示

教育委員会
事務局学校
教育部
必由館高等
学校

3/27 3/29

平成30年○月○日発生の火災原因報告書
中の動産物の写真
住所：熊本県上益城郡益城町○○

開示 4/16 5/14

平成30年○月○日発生の火災原因報告書
中の建物(アパート）全体の写真 不存在 4/16

・○○病院の医療要否意見書
・医療扶助要否判定協議書
・移送費に関わる協議書

一部開示 6号　第三者情報 4/16 4/17

・移送費に関わる協議書

不存在 4/16

開示 4/17 4/26

一部開示 6号　第三者情報 4/17 4/26

平成20年1月1日から平成29年○月○日ま
での間にかかる亡母を被保険者とする介護
保険の認定に関する介護認定申請書、認定
調査連絡票（申請時連絡票）、主治医意見
書(平成26年分のみ）、認定調査票、介護認
定審査会資料

一部開示 3号　行政運営情報 4/17 4/17

平成20年1月1日から平成29年○月○日ま
での間にかかる亡母を被保険者とする介護
保険の認定に関する認定情報(事務局用)、
主治医の意見書提出について

不存在 4/17

3/30
平成29年4月1日から平成30年3月30日まで
の印鑑登録証明書発行履歴 開示

市民局市民
生活部
地域政策課

4/5 5/2

3/30
平成29年4月1日から平成30年3月30日まで
の住民票発行履歴 開示

市民局市民
生活部
地域政策課

4/6 5/2

3/30

平成28年４月福祉相談支援センターで相談
したことがわかる書類

一部開示 6号　第三者情報

中央区役所
保健福祉部
福祉相談支
援センター

4/5 4/9

3/29

健康福祉局
福祉部
高齢介護福
祉課

3/29

平成29年7月4日から平成30年3月26日まで
の戸籍関係請求書の写し 市民局市民

生活部
地域政策課

3/26
消防局総務
部
総務課

3/27
中央区役所
保健福祉部
保護第二課
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情 個 審 答 申 第 １ 号   

平 成 ２ ９ 年 ４ 月 １ ２ 日 

 

 熊本市病院事業管理者 様 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会  

会 長  高 木 絹 子  

 

 

熊本市個人情報保護条例第１０条第２項の規定に基づく諮問について（答申） 

 

平成２９年１月１７日付け市病発第４２２号による諮問については、下記のとおり答申

します。 

記 

１ 諮問事項 

  熊本県医師会が提供する熊本県地域医療等情報ネットワーク（以下「メディカルネッ

トワーク」という。）の利用に伴うメディカルネットワークと、熊本市民病院の院内電子

カルテシステムへの連携用データベースサーバ（以下「連携用データベースサーバ」と

いう。）との電子計算機結合について 

２ 結論 

  本件諮問に係る電子計算機結合（以下「本件電子計算機結合」という。）については、

適当なものであることを認める。 

  なお、本件電子計算機結合に当たっては、次の事項を要望する。 

(1)  熊本県地域医療等情報ネットワーク連絡協議会（以下「連絡協議会」という。）に

対し、抜き打ち検査を含めた管理体制を構築するよう要請すること。 

(2)  連絡協議会に外部委員を加えるよう要請すること。   

３ 理由 

 本件電子計算機結合とは、メディカルネットワークと連携用データベースサーバとを

結合することをいう。 

  本件電子計算機結合が導入された場合、メディカルネットワークを利用している医療

機関及び介護施設（以下「利用者」という。）と熊本市民病院が、メディカルネットワー

クへの参加に同意した患者（以下「参加者」という。）の診療、調剤、介護等に必要な情

報を参加者が選択した利用者間で相互に提供し合うこととなる。 

これによって、参加者は、個々の病院で受けていた検査結果が共有され、必要最小限

の検査でよいこととなり、利用者は、参加者が提供に同意した他の利用者が、参加者に

対してどのような治療や検査を実施したか、処方した薬は何かなどを相互に確認できる

ようになる。よって審議会としては、本件電子計算機結合の導入は、より質の高い医療・
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介護の提供に必要なものであると考える。 

  本件電子計算機結合は、回線に IP-VPNを利用しており、情報はすべて暗号化している

ことから、通信の安全性が確保されるとしている。また、熊本市民病院の電子カルテシ

ステムとメディカルネットワークとを直接結合するのではなく、熊本市民病院が指定し

た情報のみが蓄積された連携用データベースサーバとを結合するものであること、医

師・薬剤師・介護施設職員等アクセスする者の資格によって共有できる情報を制限する

ことができることから、必要最小限の結合と言える。さらに、提供される情報は、熊本

市民病院の全ての患者の情報ではなく、参加者の熊本市民病院が指定した情報に限られ

る。その上、利用者内で情報を閲覧する職員は、医師資格証・薬剤師資格証等の利用者

カードとパスワードがなければメディカルネットワークにログインすることはできない

ことから、無資格者による閲覧を防ぐことができるとしている。よって審議会としては、

個人情報の取扱いについて、現時点において妥当と思われる保護措置が講じられている

ものと認める。 

  なお、当審議会においては、患者が自らの個人情報のうち利用者に提供できる情報を

選択できるようにすべきではないか、との意見があげられた。この点は患者ごとに選択で

きるものではないとのことであったが、患者が第三者に提供される個人情報の範囲を知る

ことは、自己の個人情報の提供に同意するか否かを判断する上で必要であるため、実施機

関は患者から同意を得る際に文書によって説明をすることが必要であると考える。 

それに加えて当審議会においては、利用者が不適切な使用をするのではないかという疑

問があげられた。この点について実施機関は、メディカルネットワーク側が定期的にアク

セスログをチェックしており、不正なアクセスがないか監視していること、セキュリティ

ポリシーに反する利用をした場合には罰則があることから、適切な運用が見込まれるとし

ている。しかし当審議会としては、更に不適切な使用を抑制し、利用者が常に慎重に使用

することが期待できることから、まず１点目として、連絡協議会が抜き打ち検査を含めた

管理体制を構築することが望ましいと考える。次に２点目として、何らかの不具合が発生

したときに、原因究明と解決策について幅広い知見から検討できるように、連絡協議会に

は熊本県医師会の関係者だけではなく、外部委員を加えることが望ましいと思料する。 

  以上により、２点の要望を述べたうえで、本件電子計算機結合の実施については、適

当であると判断する。 
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情 個 審 答 申 第 ２ 号   

平 成 ３ ０ 年 ２ 月 １ ４ 日   

 

 熊本市長 様 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会 長  高 木 絹 子 

 

 

熊本市情報公開条例第１８条の規定に基づく諮問について（答申） 

 

平成２８年１０月１９日付け、契政発第３３９号により諮問を受けました下記の審査請

求について、別紙のとおり答申します。 

 

記 

 

平成１７年度から平成２７年度までに実施機関において把握している市職員のセクシュア

ル・ハラスメント、パワー・ハラスメント等に関する相談又は処分の件数、内容及び対応を示

す文書の文書等開示（一部請求拒否）決定に対する審査請求（以下「本件審査請求」という。）

について 
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 別 紙 

 

 

答     申 

 

第１ 審議会の結論 

  熊本市長（以下「実施機関」という。）の行った文書等開示（一部請求拒否）決定は、

一部妥当ではない。 

 

第２ 審査請求の経緯 

本件審査請求は、審査請求人が熊本市情報公開条例（以下「条例」という。）に基づき、

平成１７年度から平成２７年度までに実施機関のうち当該決定を行った総務課コンプライ

アンス推進室（以下「コンプライアンス推進室」という。）において把握している「セクシ

ュアル・ハラスメント」、「パワー・ハラスメント」等の「○○ハラスメント」の件数（実際

に処分を下したものだけでなく、相談を受け付けたり、指摘されたりして把握しているもの

を含む。）、その内容及び処分や対応についてわかる文書を開示請求（以下「本件開示請求」

という。）したことに対し、コンプライアンス推進室が文書等開示（一部請求拒否）決定

（以下「本件処分」という。）を行ったことについて、本件処分の取消を求めたものであ

る。 

 

第３ 審理関係人の主張の要旨 

 １ 審査請求人の主張 

  審査請求人が、審査請求書及び反論書で主張した内容は、おおむね次のとおりであ

る。 

 

   所属や氏名を公開することが許されないことは、プライバシー保護の観点からも納得で

きるが、具体的な言動を情報開示したところで、これらの情報を結び付けて個人を特定す

ることは不可能であり、また不利益な取り扱いを受けるものでもない。 

  また、事実を公表することで、通報・相談事例減少のための抑止力となるとともに、し

っかりと対応してもらえるのであれば諦めずに通報・相談しようという職員の後押しにも

なり、事業の適切な執行に支障を及ぼす恐れなどなく、十分な公益を有するというもので

ある。 

   なお、熊本市コンプライアンス活動報告書においては、平成２３年度は運用状況を掲載

しているが、それ以降は相談件数しか掲載しておらず、これは熊本市職員等の内部通報制

度に関する要綱（以下「内部通報要綱」という。）第１８条に規定する「概要」とはいえ

ず、同要綱に違反している。 

 

諮問第１号 
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 ２ コンプライアンス推進室の主張 

   コンプライアンス推進室が、弁明書において主張した内容は、おおむね次のとおり

である。 

 

相談内容は全て相談者各々のプライバシーに関することであるほか、相談内容の具体的

な開示は、相談者が識別され、不利益な扱いを受けることが十分に考えられる。 

また、このことは、相談内容が容易に開示されてしまうとの懸念を職員に抱かせ、相談

を躊躇、萎縮させる結果となり、事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるというも

のである。平成２３年度のコンプライアンス活動報告書において、内部通報制度等運用状

況として概要や処理状況を公表したことは認めるが、同様の理由により、平成２４年度か

ら平成２７年度までのコンプライアンス活動報告書においては、相談業務における概要や

処理状況は公表していない。 

 

第４ 審議会の判断 

１ 審査請求人が開示を求めている文書等について 

審査請求人がコンプライアンス推進室に対し開示を求めている文書等は、平成１７年

度から平成２７年度までにコンプライアンス推進室において把握している市職員のセク

シュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント等（以下「セクハラ等」という。）に関

する相談又は処分の件数、内容及び対応を示す文書（以下「本件文書」という。）である。 

 

２ 判断に当たっての基本的な考え方 

本件審査請求に係る判断は、本件文書について、条例、関係法令、関係資料等を総合

的に勘案し、開示決定時を基準時として、コンプライアンス推進室が行った本件処分

の妥当性を判断したものである。なお、本件文書の不開示部分については、インカメ

ラ方式を用いて検討している。 

また、当審議会は、条例に基づき本件処分の妥当性を判断するものであり、事業等の

是非については判断しない。 

 

 ３ 本件文書について 

審査請求人及びコンプライアンス推進室の主張を踏まえ、本件文書のうち平成１７年

度から平成２２年度の文書（以下「本件文書①」という。）及び平成２３年度～平成２７

年度の「処分」を示す文書（以下「本件文書②」という。）についての不存在、並びに平

成２３年度の「内容」を示す文書及び平成２４年度から平成２７年度の「内容」「対応」

を示す文書（以下「本件文書③」という。）について不開示を理由とする本件処分の妥

当性について検討する。  

(1)  本件文書①及び本件文書②についての不存在決定の妥当性について 

    文書等開示（一部請求拒否）決定通知書によると、コンプライアンス推進室が設置
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されたのが平成２３年度であるから本件文書①は不存在であり、コンプライアンス推

進室は処分を行わないため本件文書②は不存在であると説明する。 

    当審議会がコンプライアンス推進室に確認したところ、本件文書①については、コ

ンプライアンス推進室が人事課から派生して設置されたのが平成２３年度であるた

め、平成２３年度より前の相談記録を引き継いでいないとのことであった。また、本件

文書②については、懲戒処分に至る事案の文書は人事課に移管するため、コンプライア

ンス推進室では保管していないとのことであった。 

    コンプライアンス推進室が本件文書①及び本件文書②を保有していないという主

張に不自然・不合理な点は認められず、他にその存在を認めるに足りる事情も見当た

らない。よって、コンプライアンス推進室が本件文書①及び本件文書②を保有してい

ないとする処分は妥当である。 

(2) 本件文書③についての不開示決定の妥当性について 

    コンプライアンス推進室は、事例を具体的に示すことにより相談者を識別できる可能

性があること、及び職員が相談を躊躇して事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあ

るとして、本件文書③について条例第７条第２号及び第６号により不開示であると主張

する。これに対し審査請求人は、具体的な言動を開示しても個人を特定することは不可

能であること、及び具体的な事例を示して対応することで相談しようとする職員を後押

しすることを理由として条例第７条第２号及び第６号該当性を否定する。 

    そこで、本件文書③におけるセクハラ等の具体的な言動が記載された文書の不開示

部分のうち審査請求人が不服を申し立てていると思われる部分について、それぞれ条例

第７条第２号該当性及び条例第７条第６号該当性を検討する。 

   ア 条例第７条第２号該当性  

     条例第７条は、文書等の開示請求に対して、原則開示の基本的枠組みを定めた条例

第６条の例外として、開示されないことの利益を保護するため、実施機関に対して開

示してはならない義務を定めている。そして条例第７条第２号は、個人の尊厳及び基

本的人権の尊重の立場から、個人のプライバシーを最大限保護するため、個人に関す

る情報であって、特定の個人が識別され、又は他の情報と照合することにより識別さ

れ得る情報を原則として不開示情報にすることを定めたものである。一方で同号ウは、

個人に関する情報であっても、氏名その他特定の個人が識別され得る情報の部分を除

くことにより、開示しても、この号の規定により保護される個人の利益が害されるお

それがないと認められる情報については除外している。よって、同号によって不開示

となる情報とは、個人に関する情報であって個人識別性があり、かつ、特定の個人が

識別され得る情報の部分を除いたとしても、開示することにより保護される個人の利

益が害されるおそれがある情報をいう。   

(ｱ)  平成２７年度熊本市コンプライアンス活動報告書中ハラスメントの概要部分 

コンプライアンス推進室が本件処分を行った当時は、平成２７年度熊本市コンプ

ライアンス活動報告書を校正中であった。当審議会は、校正中のコンプライアンス
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活動報告書の余白部分には、コンプライアンス推進室の職員による相談を箇条書き

にして概要がわかるようにしたと推測される手書きのメモが記載されていること

を確認した。 

概要部分は、特定の職員が他の特定の職員に対して行った行為に関する情報で

あるので、条例第７条第２号の「個人に関する情報」であるといえる。そして記載

内容には、特定の組織においてしか発生しえないハラスメントも記載されており、

組織によってはごく少数の職員しか所属しないことがあるので、特定の個人が識別

され得るといえる。そして、概要部分の一部については、所属組織や氏名等の特定

の個人が識別される部分を除いたとしても、当事者が通常他人に知られたくないと

望む情報が記載されており、当該部分については開示することにより相談者の利益

が害されるおそれがある情報といえる。一方、概要部分の一部には、特定の個人が

識別される部分を除けば相談者の利益が害されるとまではいえない情報も確認で

きた。 

よって、本件文書③のうち平成２７年度熊本市コンプライアンス活動報告書中

ハラスメントの概要部分の一部は条例第７条第２号に該当するが、該当しない部分

も存在する。 

(ｲ)  コンプライアンス推進室が相談を受けた個別の相談記録部分 

当審議会は、本件文書③の簿冊に、コンプライアンス推進室が審査請求人に一

部不開示として交付した文書以外に、コンプライアンス推進室が相談を受けた都

度作成している個別の相談記録が綴じてあること、及び、当該個別の相談記録部

分には、開示請求者が求めるハラスメントの具体的内容及び対応が記載されてい

ることを確認した。 

この点、当審議会が、コンプライアンス推進室に対して個別の相談記録部分を

審査請求人に交付していない理由を確認した。その結果、当該相談記録部分は本

件文書のうち「内容及び対応がわかる文書」にあたるが、そのほとんどが特定の個

人が識別される情報であって、交付するとしても文書のほとんどを墨塗りせざるを

えず、交付しても意味をなさないと判断したためであるとの回答であった。 

当審議会が個別の相談記録を検分したところ、相談者の氏名、所属、及び連

絡先並びに相手方氏名といった明らかに特定の個人を識別できる部分があり、

これらが条例第７条第２号に該当することは明白である。 

また、当該相談記録中の具体的な相談内容の部分についても、相手方の発言を

逐語に近い状態で記載した部分やハラスメントを受けたときの相談者の率直な心

情が詳細に記載されていることを確認した。これらは、特定の職員が他の特定の

職員に対して行った行為を示した個人に関する情報であり、詳細な記載であるた

めに特定の個人を識別することができる。そして、セクハラ等の相談記録という

性質から相談者の名誉や感情に配慮する必要性が特に高く、また、通常他人に知

られたくないと望む情報であることから、相談者の所属部門や氏名といった特定
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の個人が識別され得る情報の部分を除いたとしても、開示することにより、相談

者の名誉やプライバシーといった権利利益が害されるおそれがあると思われ、条

例第７条第２号に該当するといえる。 

他方、一部の相談記録には、記録を作成した日付や相談を受けたコンプライア

ンス推進室職員の職及び氏名の他、相談記録表の項目名のように、明らかに条例

第７条第２号に該当しないと判断できる部分も存在した。そして、当該部分は、

条例第７条第２号に該当する部分に比して相当小さい程度であり、条例第７条第

２号に該当する部分を不開示処理すれば、そのほとんどが黒塗りされたものにな

るとしても、コンプライアンス推進室が何度も同一相談人に対応したことは伺え

るものであった。確かに条例第６条第２項ただし書は、不開示情報が記録された

部分を除くことにより、客観的に有意な情報が残らない場合には部分開示をしな

くてもよいことを定めており、不開示部分の分量からしても、コンプライアンス

推進室が有意性を欠くと判断したことも理解できなくはない。しかし、条例第６

条第２項ただし書は、条例が市政運営の公開性を向上させることにより、説明責

任を全うすることを目的としていることからすれば、限定的に適用すべきと考え

る。そして、本件開示請求がセクハラ等に対する市の対応がわかる文書について

も求めている以上、市が相談者等に対して聞き取り等の対応を行ったことを推測

させる情報は、有意性がないとはいえない。 

よって、本件文書③のうちコンプライアンス推進室が相談を受けた個別の相談

記録部分の一部は条例第７条第２号に該当するが、一部該当しない部分も存在す

る。 

   イ 条例第７条第６号該当性 

 条例第７条第６号は、実施機関の事務事業の適正な遂行を確保するため、事務事業

に関する情報のうち、開示することにより、当該事務事業の性質上、その適正な遂行

に支障を及ぼすおそれのある情報を不開示情報にすることを定めたものである。 

(ｱ) 平成２７年度熊本市コンプライアンス活動報告書中ハラスメントの概要部分 

前述のとおり、校正中のコンプライアンス活動報告書の余白部分には、コンプラ

イアンス推進室の職員による相談概要と推測される行為が、手書きで記載されてい

る。仮に、特定の年度に特定の行為をセクハラ等であると訴える相談があったこと

が開示されることになれば、将来的に、相談者が誰であるのか突き止められること

を恐れて相談を萎縮し、公正な処分を行う障害になるおそれがある。 

よって、本件文書③のうち平成２７年度熊本市コンプライアンス活動報告書中ハ

ラスメントの概要部分は、条例第７条第６号に該当する。 

(ｲ)  コンプライアンス推進室が相談を受けた個別の相談記録部分 

前述のとおり、当審議会は、本件文書③の簿冊には、ハラスメントの具体的内

容及び対応が記載されている個別の相談記録が綴じてあることを確認したが、コ

ンプライアンス推進室は、そのほとんどを不開示にしなければならないため、審
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査請求人に交付しなかったという。当審議会が検分したところ、個別の相談記録

部分には、一定の範囲内の者には個人が識別される程度の詳細な行為の記載が

あった。しかし、セクハラ等の苦情相談をする者は、プライバシーが保護され

ることを前提として相談窓口に訴えるはずである（職場におけるセクシュア

ル・ハラスメントの防止に関する要綱（以下「セクハラ防止要綱」という。）第

９条、職場におけるパワー・ハラスメントの防止に関する要綱（以下「パワハラ

防止要綱」という。）第９条）。このため、相談者名を伏せた状態とはいえ相談内

容が開示されるとなれば、将来相談者が、自己の供述内容が開示されることを

憂慮して、事実をありのままに述べることに消極的になることが容易に想像で

きる。その結果、必要な具体的・客観的な情報を得ることが困難になり、セク

ハラ等を行った者に対して公正な処分を行うことに支障が生じるおそれがある。 

他方、相談を受けたコンプライアンス推進室職員の職及び氏名や表の項目名の

ように、明らかに事務事業の適正な遂行に支障があるとはいえない部分も存する

ため、本件文書③のうちコンプライアンス推進室が相談を受けた個別の相談記録

部分の一部は条例第７条第６号に該当するが、一部該当しない部分も存在する。 

(ｳ)  コンプライアンス活動報告書における公表の程度 

審査請求人は、平成２４年度以降のコンプライアンス活動報告書には件数し

か示されていないことが不当であると主張する。しかし、当審議会がコンプラ

イアンス推進室に確認したところ、コンプライアンス推進室が設置され、内部

通報の相談窓口と位置づけられた平成２３年度に、パワー・ハラスメントの相

談が内部通報として寄せられたため、コンプライアンス活動報告書に概要を記

載したとのことであった。また、コンプライアンス推進室が、セクハラ防止要

綱及びパワハラ防止要綱において相談窓口として位置づけられた平成２４年度

以降は、相談内容がセクハラ等に係るものである場合は、内部通報要綱ではな

くセクハラ防止要綱又はパワハラ防止要綱により取り扱うこととし、コンプラ

イアンス活動報告書には相談件数のみを記載する取扱いに変更したとのことで

あった。 

セクハラ防止要綱及びパワハラ防止要綱には、内部通報要綱第１８条のよう

な概要を公表する定めがおかれていない。それは、事案の公表よりもプライバ

シー保護を重視する規定であることの違いによるものと考えられる。よって、

平成２４年度以降のコンプライアンス活動報告書において、セクハラ等の相談

件数のみが公表され、概要が公表されていないことは、不当とはいえない。 

  (3)  本件処分の妥当性について 

以上のことから、本件文書③の一部は条例第７条第２号又は第６号に該当すると

はいえないため、本件処分は一部妥当ではない。 

   

４ 結論 
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以上により、「第１ 審議会の結論」のとおり判断する。 

 

 

 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会     長  高木 絹子 

会長職務代理者  大江 正昭 

委     員  馬場 啓 

委     員  澤田 道夫 

委     員  魚住 弘久 
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〔参考〕  

審議会の審議経過 

年 月 日 審  議  経  過 

平成２８年１０月１９日 

熊本市長から諮問を受けた。 

熊本市長から審査請求書の写しを受理した。 

熊本市長から弁明書の写しを受理した。 

熊本市長から反論書の写しを受理した。 

平成２８年１１月９日 諮問の審議を行った。 

平成２８年１２月１４日 諮問の審議を行った。 

平成２９年１月１１日 諮問の審議を行った。 

平 成 ２ ９ 年 ２ 月 ８ 日 諮問の審議を行った。 

平成２９年４月１２日 諮問の審議を行った。 

平成２９年７月１２日 諮問の審議を行った。 

平 成 ２ ９ 年 ８ 月 ９ 日 諮問の審議を行った。 

平成２９年９月１３日 諮問の審議を行った。 

平成２９年１０月１１日 答申案の審議を行った。 

平成２９年１１月８日 答申案の審議を行った。 

平成２９年１２月１３日 答申案の審議を行った。 

平成３０年１月１０日 答申案の審議を行った。 

平成３０年２月１４日 答申案の審議を行った。 
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情 個 審 答 申 第 ３ 号   

平 成 ３ ０ 年 ２ 月 １ ４ 日   

 

 熊本市長 様 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会 長  高 木 絹 子 

 

 

熊本市情報公開条例第１８条の規定に基づく諮問について（答申） 

 

平成２８年１０月１９日付け、契政発第３４０号により諮問を受けました下記の審査請

求について、別紙のとおり答申します。 

 

記 

 

平成１７年度から平成２７年度までに実施機関において把握している市職員のセクシュア

ル・ハラスメント、パワー・ハラスメント等に関する相談又は処分の件数、内容及び対応を示

す文書（平成２８年５月９日付け情報公開窓口受付第５６号で開示された案件については除

く。）の文書等開示請求拒否決定（不存在）に対する審査請求（以下「本件審査請求」とい

う。）について 
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 別 紙 

 

 

答     申 

 

第１ 審議会の結論 

  熊本市長（以下「実施機関」という。）の行った文書等開示請求拒否決定（不存在）は

妥当である。ただし、今後は、セクシュアル・ハラスメント又はパワー・ハラスメントと

して認定し懲戒処分をするか否かに関わらず、職員からの相談を受けた際には相談内容を

記録し、その保管方法を整備することを要望する。 

 

第２ 審査請求の経緯 

本件審査請求は、審査請求人が熊本市情報公開条例（以下「条例」という。）に基づき、

平成１７年度から平成２７年度までに実施機関のうち当該決定を行った人事課（以下「人

事課」という。）において把握している「セクシュアル・ハラスメント」、「パワー・ハラス

メント」等の「○○ハラスメント」の件数（実際に処分を下したものだけでなく、相談を受

け付けたり、指摘されたりして把握しているものを含む。）、その内容及び処分や対応につい

てわかる文書（平成２８年５月９日付け情報公開窓口受付第５６号にて請求した内容につい

ては除く。）を開示請求したことに対し、人事課が文書等開示請求拒否決定（不存在）（以

下「本件処分」という。）を行ったことについて、本件処分の取消を求めたものである。 

 

第３ 審理関係人の主張の要旨 

 １ 審査請求人の主張 

  審査請求人が、審査請求書及び反論書で主張した内容は、おおむね次のとおりであ

る。 

 

(1)  人事異動の際に、親族だけでなく夫婦や離婚した人は同じ課や同じフロアにならな

いなど配慮して人事異動が行われており、処分庁が直接受けた公式な相談というかた

ちでなくとも、様々な情報源から寄せられたセクハラやパワハラなど問題がある人の

情報等も紙面ではなくデータとして保有していることが容易に推察できる。 

(2)  審査請求人は、職務を行わずに庁舎内外を徘徊する市職員を処分するようにコンプ

ライアンス推進委員に通報したり、人事課に対し意見を出したことがある。その時の

市の対応は、当該職員の実態を把握しているにもかかわらず結局何も対処されない、

というものであった。このように、通報や相談をしても市の内部で揉み消されてしま

っている事実がある。人事課は、自ら「認定」した件数は既に開示した３件のみと主

張しているが、審査請求人の事例のように、公にしていないだけで、その情報を保有

しているものが少なからず存在するはずである。このような市の対応からも、市が行

諮問第２号 
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った「認定」の方法にも疑問がもたれ、「認定」には至らなくても保有している情報

は包み隠さず開示すべきである。 

 

 ２ 人事課の主張 

   人事課が、弁明書において主張した内容は、おおむね次のとおりである。 

 

開示請求の対象となる文書等のうち、人事課が保有する文書等については、文書等開示

決定通知書（平成２８年５月１８日付け人事発第８３号）において既に３件開示したとこ

ろである。人事課は、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメントに限らず、職

場環境に関する相談を広く受けているが、その中でセクシュアル・ハラスメント又はパワ

ー・ハラスメントと認定できた案件はこの３件のみである。よって、これら以外には文書

等を保有していない。 

 

第４ 審議会の判断 

１ 審査請求人が開示を求めている文書等について 

審査請求人が人事課に対し開示を求めている文書等は、平成１７年度から平成２７年

度までに人事課において把握している市職員のセクシュアル・ハラスメント、パワー・ハ

ラスメント等（以下「セクハラ等」という。）に関する相談又は処分の件数、内容及び対

応を示す文書（平成２８年５月９日付け情報公開窓口受付第５６号で開示された案件につ

いては除く。以下「本件文書」という。）である。 

 

２ 判断に当たっての基本的な考え方 

本件審査請求に係る判断は、本件文書について、条例、関係法令、関係資料等を総合

的に勘案し、開示決定時を基準時として、人事課が行った本件処分の妥当性を判断し

たものである。 

また、当審議会は、条例に基づき本件処分の妥当性を判断するものであり、事業等の

是非については判断しない。 

 

 ３ 本件文書について 

審査請求人及び人事課の主張を踏まえ、人事課は本件文書を保有していないことを理

由とする本件処分の妥当性につき検討する。  

(1) 人事異動の際に参照する情報 

    審査請求人は、人事課が、親族関係やセクハラ等問題がある人といった人事異動

に際して配慮すべき情報を保有しているはずであると主張する。 

当審議会が、人事課に確認したところ、親族関係や人間関係が拗れている職員

同士を同じ課内に配置しないように配慮されているものの、その理由については

記録していないとのことであった。具体的には、セクハラ等の相談があったが懲
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戒処分には至らなかった場合、その当事者同士を同じ課内に配置しようとすれば

システム上警告が出るように設定されているが、表示された警告からはセクハラ

等が原因であるのか、不仲であることが原因であるかは分からないということで

ある。人事課がこのような取扱いをしている理由は、現在使用している人事配置

に使用するシステムでは数文字程度の記載で管理しているためであるという。 

  (2) セクハラ等と認定されなかった通報や相談等の情報 

    審査請求人は、人事課は、セクハラ等があったという認定には至らなくても通報

や相談等の情報を保有しているはずであると主張する。 

    当審議会が、人事課に確認したところ、人事課においてもセクハラ等の相談を受

けることもあるが、相談を受けるときは個人のノート等にメモをとるにとどまり、

最終的に懲戒処分に至らないと判断されればメモを廃棄し、懲戒処分に至ると判

断されればメモをもとに文書を作成するとのことであった。人事課がこのような

取扱いをしている理由は、懲戒処分に至らなかったということは事実関係が不明

であったということだから、当該職員が以後の人事評価において不当に低い評価

がされることを防ぐためであるという。 

(3)  当審議会の調査 

当審議会が、実施機関のうち諮問を行った契約政策課（以下「審査庁」という。）

に確認したところ、人事課の保有するパソコン端末やキャビネット内の文書等を網

羅的に検分したが、審査請求人が開示を求める文書等の存在は確認できなかったと

いうことであった。当審議会は、審査庁に在籍し人事課において検分を行った職員

に対して、聞き取りを行ったが、検分の手法・程度が不十分であるとの判断には

至らなかった。 

(4) 文書管理の問題点 

    当審議会は、本件文書の存在は確認できなかった。しかし、人事課がセクハラ等の

相談窓口であることを考えると、文書が存在していないこと自体に問題がある。その

理由は以下のとおりである。 

    通常、セクハラ等の被害を受けたという相談があった場合、相談者の主張を正確に

記録する必要があること、当事者が事実関係の調査に必要な主張を述べる機会を保障

される必要があること、同じ質問と回答を繰り返すことによる相談者の負担を軽減で

きること、相談窓口に対する相談者の信頼性を確保すること、さらに後日人事課の

判断を検証する機会を確保するためにも、相談内容を文書化することが必要である

と考える。 

それにもかかわらず、人事課では、市職員からセクハラ等の相談を受ける時に個人

のノートにメモをとるにとどまり、統一された相談記録票の様式を用意していないと

いう。さらには、個人のノートにとったメモは課内で共有されることなく廃棄して

いるという。このような人事課の運用は、市職員のセクハラ等の他の相談窓口（職場

におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に関する要綱第４条、職場におけるパワ
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ー・ハラスメントの防止に関する要綱第４条参照）において相談記録票の様式が整備

され、保管されている課があることに比べても、相談窓口として著しく不十分である

と言わざるをえない。 

セクハラ等の相談は職員の勤務環境に関わる可能性があるので、今後は、セクハラ

等が行われたという認定をするか否かに関わらず、相談・通報等を受けた時に必要事項

を記録する様式を整備し、文書として作成し、保管することを強く要望する。その上で、

セクハラ等が行われたと認定しなかった案件は、その記録が当事者にとって人事評価に

不当に影響することのないように区別するなど、記録した文書を適切に管理することが

不可欠である。 

(5) 本件文書の存否について 

以上のことから、人事課が本件文書を保有していないという主張については認めざ

るをえず、他にその存在を認めるに足りる事情も見当たらない。よって、人事課が

本件文書を保有していないことを理由とする本件処分は妥当と言わざるをえない。

ただし、今後は、セクハラ等として認定し懲戒処分をするか否かに関わらず、職員

からの相談を受けた際には相談内容を記録し、その保管方法を整備することを要望す

る。 

    

４ 結論 

以上により、「第１ 審議会の結論」のとおり判断する。 

 

  

 

 

 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会     長  高木 絹子 

会長職務代理者  大江 正昭 

委     員  馬場 啓 

委     員  澤田 道夫 

委     員  魚住 弘久 
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〔参考〕  

審議会の審議経過 

年 月 日 審  議  経  過 

平成２８年１０月１９日 

熊本市長から諮問を受けた。 

熊本市長から審査請求書の写しを受理した。 

熊本市長から弁明書の写しを受理した。 

熊本市長から反論書の写しを受理した。 

平成２８年１１月９日 諮問の審議を行った。 

平成２８年１２月１４日 諮問の審議を行った。 

平成２９年１月１１日 諮問の審議を行った。 

平 成 ２ ９ 年 ２ 月 ８ 日 諮問の審議を行った。 

平 成 ２ ９ 年 ３ 月 ８ 日 諮問の審議を行った。 

平成２９年４月１２日 諮問の審議を行った。 

平成２９年５月１０日 諮問の審議を行った。 

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ７ 日 答申案の審議を行った。 

平成２９年７月１２日 答申案の審議を行った。 

平 成 ２ ９ 年 ８ 月 ９ 日 答申案の審議を行った。 

平成３０年２月１４日 答申案の審議を行った。 
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情 個 審 答 申 第 ４ 号   

平 成 ３ ０ 年 ２ 月 １ ４ 日   

 

 熊本市長 様 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会 長  高 木 絹 子 

 

 

熊本市情報公開条例第１８条の規定に基づく諮問について（答申） 

 

平成２８年１０月１９日付け、契政発第３３７号により諮問を受けました下記の審査請

求について、別紙のとおり答申します。 

 

記 

 

平成１７年度から平成２７年度までに実施機関において把握している市職員のセクシュア

ル・ハラスメント、パワー・ハラスメント等に関する相談又は処分の件数、内容及び対応を示

す文書の文書等開示請求拒否決定（不存在）に対する審査請求（以下「本件審査請求」とい

う。）について 

  

213



214



 別 紙 

 

 

答     申 

 

第１ 審議会の結論 

  熊本市長（以下「実施機関」という。）の行った文書等開示請求拒否決定（不存在）は

妥当である。 

 

第２ 審査請求の経緯 

本件審査請求は、審査請求人が熊本市情報公開条例（以下「条例」という。）に基づき、

平成１７年度から平成２７年度までに実施機関のうち当該決定を行った労務厚生課（以下

「労務厚生課」という。）において把握している「セクシュアル・ハラスメント」、「パワー・

ハラスメント」等の「○○ハラスメント」の件数（実際に処分を下したものだけでなく、相

談を受け付けたり、指摘されたりして把握しているものを含む。）、その内容及び処分や対応

についてわかる文書を開示請求したことに対し、労務厚生課が文書等開示請求拒否決定

（不存在）（以下「本件処分」という。）を行ったことについて、本件処分の取消を求めた

ものである。 

 

第３ 審理関係人の主張の要旨 

 １ 審査請求人の主張 

  審査請求人が、審査請求書で主張した内容は、おおむね次のとおりである。 

 

労務厚生課は市の人事異動の権限を有しており、異動案作成にあたり様々な事項を考慮す

るうえで、開示請求したような内容の文書を一切保有していないということはあり得ず、不

当な処分である。 

 

 ２ 労務厚生課の主張 

  労務厚生課が、弁明書において主張した内容は、おおむね次のとおりである。 

 

労務厚生課には人事異動の権限はなく、異動案作成も行っていないため、開示請求された

内容を保有する立場にない。なお、労務厚生課は、平成２７年度以前は人事課に属していた

が、開示請求された内容の文書を人事課から引き継いでいない。 

また、労務厚生課衛生管理室については、職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防

止に関する要綱に基づき、セクシュアル・ハラスメントに対する苦情相談窓口の１つとされ

ているが、過去に衛生管理室においてセクシュアル・ハラスメントの苦情相談を受けた実績

がないため、同室において開示請求された内容の文書は保有していない。 

諮問第３号 
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第４ 審議会の判断 

１ 審査請求人が開示を求めている文書等について 

審査請求人が労務厚生課に対し開示を求めている文書等は、平成１７年度から平成２７

年度までに労務厚生課において把握している市職員のセクシュアル・ハラスメント、パワ

ー・ハラスメント等（以下「セクハラ等」という。）に関する相談又は処分の件数、内容及

び対応を示す文書（以下「本件文書」という。）である。 

 

２ 判断に当たっての基本的な考え方 

本件審査請求に係る判断は、本件文書について、条例、関係法令、関係資料等を総合的

に勘案し、開示決定時を基準時として、労務厚生課が行った本件処分の妥当性を判断し

たものである。 

また、当審議会は、条例に基づき本件処分の妥当性を判断するものであり、事業等の是

非については判断しない。 

 

 ３ 本件文書について 

審査請求人及び労務厚生課の主張を踏まえ、労務厚生課は本件文書を保有していない

という本件処分の妥当性につき検討する。  

(1) 人事異動の権限について 

   労務厚生課（総務厚生課の厚生部門と人事課の給与部門を引き継いで平成２８年度に

新設された。）の事務分掌には、職員の人事に関する項目はなく、人事異動の権限を有

していない。よって、労務厚生課が人事異動案作成のために本件文書を保有している

とは認められない。 

  (2) 相談窓口の設置について 

   職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に関する要綱第４条第１０号及

び職場におけるパワー・ハラスメントの防止に関する要綱第４条第９号によると、

労務厚生課衛生管理室は、セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメントに

関する苦情相談の相談窓口である。しかし労務厚生課は、第３の２に記載のとおり、

セクハラ等についての苦情相談の実績がないため本件文書を保有していないと主張す

る。 

   当審議会が、実施機関のうち諮問を行った契約政策課（以下「審査庁」という。）に

確認したところ、労務厚生課及び労務厚生課衛生管理室の保有するパソコン端末やキ

ャビネット内の文書等を網羅的に検分したが、審査請求人が開示を求める文書等の存在

は確認できなかったということであった。当審議会は、審査庁に在籍し労務厚生課に

おいて検分を行った職員に対して、聞き取りを行ったが、検分の手法・程度が不十

分であるとの判断には至らなかった。 

(3) 本件文書の存否について 
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以上のことから、労務厚生課が本件文書を保有していないという主張に不自然・

不合理な点は認められず、他にその存在を認めるに足りる事情も見当たらない。よ

って、労務厚生課が本件文書を保有していないとする本件処分は妥当である。 

   

４ 結論 

以上により、「第１ 審議会の結論」のとおり判断する。 

 

 

 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会     長  高木 絹子 

会長職務代理者  大江 正昭 

委     員  馬場 啓 

委     員  澤田 道夫 

委     員  魚住 弘久 
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〔参考〕  

審議会の審議経過 

年 月 日 審  議  経  過 

平成２８年１０月１９日 

熊本市長から諮問を受けた。 

熊本市長から審査請求書の写しを受理した。 

熊本市長から弁明書の写しを受理した。 

平成２８年１１月９日 諮問の審議を行った。 

平成２８年１２月１４日 諮問の審議を行った。 

平成２９年１月１１日 諮問の審議を行った。 

平 成 ２ ９ 年 ３ 月 ８ 日 答申案の審議を行った。 

平成２９年４月１２日 答申案の審議を行った。 

平成２９年５月１０日 答申案の審議を行った。 

平成３０年２月１４日 答申案の審議を行った。 
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情 個 審 答 申 第 ５ 号   

平 成 ３ ０ 年 ２ 月 １ ４ 日   

 

 熊本市長 様 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会 長  高 木 絹 子 

 

 

熊本市情報公開条例第１８条の規定に基づく諮問について（答申） 

 

平成２８年１０月１９日付け、契政発第３３８号により諮問を受けました下記の審査請

求について、別紙のとおり答申します。 

 

記 

 

平成１７年度から平成２７年度までに実施機関において把握している市職員のセクシュア

ル・ハラスメント、パワー・ハラスメント等に関する相談又は処分の件数、内容及び対応を示

す文書の文書等開示請求拒否決定（不存在）に対する審査請求（以下「本件審査請求」とい

う。）について 
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 別 紙 

 

 

答     申 

 

第１ 審議会の結論 

  熊本市長（以下「実施機関」という。）の行った文書等開示請求拒否決定（不存在）は

妥当である。 

 

第２ 審査請求の経緯 

本件審査請求は、審査請求人が熊本市情報公開条例（以下「条例」という。）に基づき、

平成１７年度から平成２７年度までに実施機関のうち当該決定を行った男女共同参画課

（以下「男女共同参画課」という。）において把握している「セクシュアル・ハラスメント」、

「パワー・ハラスメント」等の「○○ハラスメント」の件数（実際に処分を下したものだけ

でなく、相談を受け付けたり、指摘されたりして把握しているものを含む。）、その内容及び

処分や対応についてわかる文書を開示請求したことに対し、男女共同参画課が文書等開示

請求拒否決定（不存在）（以下「本件処分」という。）を行ったことについて、本件処分の

取消を求めたものである。 

 

第３ 審理関係人の主張の要旨 

 １ 審査請求人の主張 

  審査請求人が、審査請求書で主張した内容は、おおむね次のとおりである。 

 

男女共同参画課は市の機構において開示請求したような内容が寄せられるべき部署であ

り、開示請求したような内容の文書を一切保有していないということはあり得ず不当な処分

である。 

 

 ２ 男女共同参画課の主張 

  男女共同参画課が、弁明書において主張した内容は、おおむね次のとおりである。 

 

男女共同参画課（その前身となる市民協働課男女共生推進室、男女共生推進課の時期を

含む。）は、平成１１年に制定された「職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に

関する要綱」により、セクシュアル・ハラスメントの苦情相談窓口の一つと定められている

が、それ以外のハラスメントについての苦情相談窓口とは位置づけられていない。また、男

女共同参画課が平成１１年にセクシュアル・ハラスメントの苦情相談窓口とされて以降、相

談を受けた実績がない。 

 

諮問第４号 
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第４ 審議会の判断 

１ 審査請求人が開示を求めている文書等について 

審査請求人が男女共同参画課に対し開示を求めている文書等は、平成１７年度から平成

２７年度までに男女共同参画課において把握している市職員のセクシュアル・ハラスメント、

パワー・ハラスメント等（以下「セクハラ等」という。）に関する相談又は処分の件数、内

容及び対応を示す文書（以下「本件文書」という。）である。 

 

２ 判断に当たっての基本的な考え方 

本件審査請求に係る判断は、本件文書について、条例、関係法令、関係資料等を総合的

に勘案し、開示決定時を基準時として、男女共同参画課が行った本件処分の妥当性を判断

したものである。 

また、当審議会は、条例に基づき本件処分の妥当性を判断するものであり、事業等の是

非については判断しない。 

 

 ３ 本件文書について 

 審査請求人及び男女共同参画課の主張を踏まえ、男女共同参画課は本件文書を保有し

ていないという本件処分の妥当性につき検討する。 

(1)  相談窓口の設置について 

    職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に関する要綱第４条第９号に

よると、男女共同参画課は、セクシュアル・ハラスメントに関する苦情相談窓口で

ある。しかし男女共同参画課は、第３の２に記載のとおり、セクハラ等についての

苦情相談の実績がないため本件文書を保有していないと主張する。 

     当審議会が、実施機関のうち諮問を行った契約政策課（以下「審査庁」という。）

に確認したところ、男女共同参画課の保有するパソコン端末やキャビネット内の文

書等を網羅的に検分したが、審査請求人が開示を求める文書等の存在は確認できな

かったということであった。また、当審議会は、審査庁に在籍し男女共同参画課に

おいて検分を行った職員に対して、聞き取りを行ったが、検分の手法・程度が不

十分であるとの判断には至らなかった。なお、男女共同参画課は、女性に関わる各

種相談窓口や支援制度を担うが、専ら熊本市民全体の支援を行う部門であるため、

本件文書が存在しなかったとしても不合理とまではいえない。 

(2) 本件文書の存否について 

以上のことから、男女共同参画課が本件文書を保有していないという主張に不自

然・不合理な点は認められず、他にその存在を認めるに足りる事情も見当たらな

い。よって、男女共同参画課が本件文書を保有していないとする本件処分は妥当で

ある。 

   

４ 結論 

222



以上により、「第１ 審議会の結論」のとおり判断する。 

 

 

 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会     長  高木 絹子 

会長職務代理者  大江 正昭 

委     員  馬場 啓 

委     員  澤田 道夫 

委     員  魚住 弘久 
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〔参考〕  

審議会の審議経過 

年 月 日 審  議  経  過 

平成２８年１０月１９日 

熊本市長から諮問を受けた。 

熊本市長から審査請求書の写しを受理した。 

熊本市長から弁明書の写しを受理した。 

平成２８年１１月９日 諮問の審議を行った。 

平成２８年１２月１４日 諮問の審議を行った。 

平成２９年１月１１日 諮問の審議を行った。 

平 成 ２ ９ 年 ３ 月 ８ 日 答申案の審議を行った。 

平成２９年４月１２日 答申案の審議を行った。 

平成２９年５月１０日 答申案の審議を行った。 

平成３０年２月１４日 答申案の審議を行った。 
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情 個 審 答 申 第 ６ 号   

平 成 ３ ０ 年 ２ 月 １ ４ 日   

 

 熊本市長 様 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会 長  高 木 絹 子 

 

 

熊本市情報公開条例第１８条の規定に基づく諮問について（答申） 

 

平成２８年１０月１９日付け、契政発第３４２号により諮問を受けました下記の審査請

求について、別紙のとおり答申します。 

 

記 

 

平成１７年度から平成２７年度までに実施機関において把握している市職員のセクシュア

ル・ハラスメント、パワー・ハラスメント等に関する相談又は処分の件数、内容及び対応を示

す文書の文書等開示（一部請求拒否）決定に対する審査請求（以下「本件審査請求」という。）

について 
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 別 紙 

 

 

答     申 

 

第１ 審議会の結論 

  熊本市上下水道事業管理者（以下「実施機関」という。）の行った文書等開示（一部請

求拒否）決定は、一部妥当ではない。 

 

第２ 審査請求の経緯 

本件審査請求は、審査請求人が熊本市情報公開条例（以下「条例」という。）に基づき、

平成１７年度から平成２７年度までに実施機関のうち当該決定を行った上下水道局総務課

（以下「上下水道局総務課」という。）において把握している「セクシュアル・ハラスメン

ト」、「パワー・ハラスメント」等の「○○ハラスメント」の件数（実際に処分を下したもの

だけでなく、相談を受け付けたり、指摘されたりして把握しているものを含む。）、その内容

及び処分や対応についてわかる文書を開示請求（以下「本件開示請求」という。）したこと

に対し、上下水道局総務課が文書等開示（一部請求拒否）決定（以下「本件処分」という。）

を行ったことについて、本件処分の取消を求めたものである。 

 

第３ 審理関係人の主張の要旨 

 １ 審査請求人の主張 

  審査請求人が、審査請求書で主張した内容は、おおむね次のとおりである。 

 

   所属や氏名を公開することが許されないことは、プライバシー保護の観点からも納得で

きるが、具体的な言動を情報開示したところで、これらの情報を結び付けて個人を特定す

ることは不可能であり、また不利益な取り扱いを受けるものでもない。 

  また、事実を公表することで、通報・相談事例減少のための抑止力となるとともに、し

っかりと対応してもらえるのであれば諦めずに通報・相談しようという職員の後押しにも

なり、事業の適切な執行に支障を及ぼす恐れなどなく、十分な公益を有するというもので

ある。 

   なお、熊本市コンプライアンス活動報告書においては、平成２３年度は運用状況を掲載

しているが、それ以降は相談件数しか掲載しておらず、これは熊本市職員等の内部通報制

度に関する要綱第１８条に規定する「概要」とはいえず、同要綱に違反している。 

 

 ２ 上下水道局総務課の主張 

   上下水道局総務課が、弁明書において主張した内容は、おおむね次のとおりである。 

 

諮問第５号 
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相談内容を具体的に示すことにより、開示された情報及び他の関連情報を基に、相談者

等の特定に至ってしまう可能性がある。また、相談者に「相談内容が容易に開示されてし

まう」との懸念を抱かせ、相談を躊躇、萎縮させる結果となり、制度の根幹を大きく揺る

がすおそれがある。 

平成２３年度のコンプライアンス活動報告書において、内部通報制度等運用状況として

概要や処理状況を公表したことは認めるが、平成２４年度から平成２７年度までのコンプ

ライアンス活動報告書においては、相談業務における概要や処理状況は公表していない。 

 

第４ 審議会の判断 

１ 審査請求人が開示を求めている文書等について 

審査請求人が上下水道局総務課に対し開示を求めている文書等は、平成１７年度から

平成２７年度までに上下水道局総務課において把握している市職員のセクシュアル・ハ

ラスメント、パワー・ハラスメント等（以下「セクハラ等」という。）に関する相談又は

処分の件数、内容及び対応を示す文書（以下「本件文書」という。）である。 

 

２ 判断に当たっての基本的な考え方 

本件審査請求に係る判断は、本件文書について、条例、関係法令、関係資料等を総合

的に勘案し、開示決定時を基準時として、上下水道局総務課が行った本件処分の妥当性

を判断したものである。なお、本件文書の不開示部分については、インカメラ方式を用

いて検討している。 

また、当審議会は、条例に基づき本件処分の妥当性を判断するものであり、事業等の

是非については判断しない。 

 

 ３ 本件文書について 

上下水道局総務課は、相談内容を具体的に示すことにより相談者を特定される可能性

があること、及び相談を躊躇して事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあることから、

本件文書の一部について条例第７条第２号及び第６号により不開示であると主張する。こ

れに対し審査請求人は、具体的な言動を開示しても個人を特定することは不可能であるこ

と、及び具体的な事例を示して対応することで相談しようとする職員を後押しすることを

理由として条例第７条第２号及び第６号該当性を否定する。 

そこで、本件文書におけるセクハラ等の具体的な言動が記載された文書の不開示部分

のうち、審査請求人が不服を申し立てていると思われる部分について、それぞれ条例第７

条第２号該当性及び条例第７条第６号該当性を検討する。 

(1) 条例第７条第２号該当性 

条例第７条は、文書等の開示請求に対して、原則開示の基本的枠組みを定めた条

例第６条の例外として、開示されないことの利益を保護するため、実施機関に対して

開示してはならない義務を定めている。そして条例第７条第２号は、個人の尊厳及び
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基本的人権の尊重の立場から、個人のプライバシーを最大限保護するため、個人に関

する情報であって、特定の個人が識別され、又は他の情報と照合することにより識別さ

れ得る情報を原則として不開示情報にすることを定めたものである。一方で同号ウは、

個人に関する情報であっても、氏名その他特定の個人が識別され得る情報の部分を除

くことにより、開示しても、この号の規定により保護される個人の利益が害されるお

それがないと認められる情報については除外している。よって、同号によって不開示

となる情報とは、個人に関する情報であって個人識別性があり、かつ、特定の個人が識

別され得る情報の部分を除いたとしても、開示することにより保護される個人の利益が

害されるおそれがある情報をいう。   

   ア 本件文書のうち調査結果報告書中の調査結果が記載された部分 

調査結果報告書のうち、調査結果部分は、上下水道局総務課がセクハラ等の調

査を行った結果を示した部分であるが、最終的にセクハラ等の事実確認ができたか

否かの所見を記載しているだけである。この情報を開示したとしても個人を特定す

ることは不可能であるから、これを開示することによって特定の個人が識別され、

又は他の情報と照合することにより個人を識別することができるとは認められな

い。 

よって、本件文書のうち調査結果報告書中の調査結果が記載された部分は、条例

第７条２号に該当しない。 

イ 本件文書のうち調査結果報告書別紙 

     当審議会は、上下水道局総務課が審査請求人に一部不開示として交付した文書以外

に、調査結果報告書別紙があること、及び、調査結果報告書別紙には、開示請求者が

求めるハラスメントの具体的内容及び対応が記載されていることを確認した。 

別紙には、セクハラ等が行われたと主張する相談者が訴える被害場所、日時、

行為の具体的手法・発言が詳細に記載されており、相談者と一定の範囲内の者には

個人を識別しうる程度の詳細な行為の記載がされている。 

当審議会が当該調査結果報告書別紙を検分したところ、相談内容の部分は、相手方

の発言を逐語に近い状態で記載した部分やハラスメントを受けたときの相談者の率

直な心情が詳細に記載されていることを確認した。これらは、特定の職員が他の特定

の職員に対して行った行為を示した個人に関する情報であり、詳細な記載であるため

に特定の個人を識別することができる。そして、セクハラ等の相談記録という性質か

ら相談者の名誉や感情に配慮する必要性が特に高く、また、通常他人に知られたくな

いと望む情報であることから、特定の個人が識別され得る情報の部分を除いたとして

も、開示することにより、相談者の名誉やプライバシーといった権利利益が害される

おそれがある情報といえるので、条例第７条第２号に該当するといえる。 

他方、当該調査結果報告書別紙の一部には、表題や項目名のように、明らかに条例

第７条第２号に該当しないと判断できる部分も存在した。そして、当該部分は、条例

第７条第２号に該当する部分に比して相当小さい程度であり、条例第７条第２号に該
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当する部分を不開示処理すれば、そのほとんどが黒塗りされたものになるとしても、

上下水道局総務課が相談者の相談内容を細分化し、一つひとつについて検討したこと

は伺えるものであった。確かに条例第６条第２項ただし書は、不開示情報が記録され

た部分を除くことにより、客観的に有意な情報が残らない場合には部分開示をしなく

てもよいことを定めており、不開示部分の分量からしても、上下水道局総務課が有意

性を欠くと判断して不開示としたとしても理解できなくはない。しかし、条例第６条

第２項ただし書は、条例が市政運営の公開性を向上させることにより、説明責任を全

うすることを目的としていることからすれば、限定的に適用すべきと考える。そして、

本件開示請求がセクハラ等に対する市の対応がわかる文書についても求めている以

上、市が相談者等に対して聞き取り等の対応を行ったことを推測させる情報は、有意

性がないとはいえない。 

よって、本件文書のうち調査結果報告書別紙の一部は条例第７条第２号に該当す

るが、一部該当しない部分も存在する。 

(2) 条例第７条第６号該当性 

条例第７条第６号は、実施機関の事務事業の適正な遂行を確保するため、事務事業に

関する情報のうち、開示することにより、当該事務事業の性質上、その適正な遂行に支

障を及ぼすおそれのある情報を不開示情報にすることを定めたものである。 

   ア 本件文書のうち調査結果報告書中の調査結果が記載された部分 

     前述のとおり、本件文書のうち調査結果報告書中の調査結果が記載された部分は、

最終的にセクハラ等の事実確認ができたか否かの所見を記載しているだけである。

この情報を開示したところで、将来的に、相談者が相談を躊躇するとは認められな

い。 

よって、本件文書のうち調査結果報告書中の調査結果が記載された部分は、条

例第７条第６号に該当しない。 

   イ 本件文書のうち調査結果報告書別紙 

     前述のとおり、当審議会は、調査結果報告書別紙には、ハラスメントの具体的内

容及び対応が記載されている個別の相談記録が記載してあることを確認したが、上

下水道局総務課は、そのほとんどが不開示となるため、審査請求人に交付しなかっ

たと思われる。当審議会が検分したところ、一定の範囲内の者には個人が識別され

る程度の詳細な行為の記載があった。しかし、セクハラ等の苦情相談をする者は、

プライバシーが保護されることを前提として相談窓口に訴えるはずである（職場

におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に関する要綱第９条、職場における

パワー・ハラスメントの防止に関する要綱第９条）。このため、相談者名を伏せた

状態とはいえ相談内容が開示されるとなれば、将来相談者が、自己の供述内容が

開示されることを憂慮して、事実をありのままに述べることに消極的になること

が容易に想像できる。その結果、必要な具体的・客観的な情報を得ることが困難

になり、セクハラ等を行った者に対して公正な処分を行うことに支障が生じるお
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それがある。 

他方、表題や項目名のように、明らかに事務事業の適正な遂行に支障があるとは

いえない部分も存するため、調査結果報告書別紙の一部は条例第７条第６号に該当

するが、一部該当しない部分も存在する。 

(3)  本件処分の妥当性について 

以上のことから、調査結果が記載された部分及び調査結果報告書別紙の一部は条

例第７条第２号又は第６号に該当するとはいえないため、本件処分は一部妥当ではない。 

   

４ 結論 

以上により、「第１ 審議会の結論」のとおり判断する。 

 

 

 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会     長  高木 絹子 

会長職務代理者  大江 正昭 

委     員  馬場 啓 

委     員  澤田 道夫 

委     員  魚住 弘久 
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〔参考〕  

審議会の審議経過 

年 月 日 審  議  経  過 

平成２８年１０月１９日 

熊本市長から諮問を受けた。 

熊本市長から審査請求書の写しを受理した。 

熊本市長から弁明書の写しを受理した。 

熊本市長から反論書の写しを受理した。 

平成２８年１１月９日 諮問の審議を行った。 

平成２８年１２月１４日 諮問の審議を行った。 

平成２９年１月１１日 諮問の審議を行った。 

平成２９年１０月１１日 諮問の審議を行った。 

平成２９年１１月８日 諮問の審議を行った。 

平成２９年１２月１３日 答申案の審議を行った。 

平成３０年１月１０日 答申案の審議を行った。 

平成３０年２月１４日 答申案の審議を行った。 
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情 個 審 答 申 第 ７ 号   

平 成 ３ ０ 年 ２ 月 １ ４ 日   

 

 熊本市長 様 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会 長  高 木 絹 子 

 

 

熊本市情報公開条例第１８条の規定に基づく諮問について（答申） 

 

平成２８年１０月１９日付け、契政発第３４１号により諮問を受けました下記の審査請

求について、別紙のとおり答申します。 

 

記 

 

平成１７年度から平成２７年度までに実施機関において把握している市職員のセクシュア

ル・ハラスメント、パワー・ハラスメント等に関する相談又は処分の件数、内容及び対応を示

す文書の文書等開示（一部請求拒否）決定に対する審査請求（以下「本件審査請求」という。）

について 
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 別 紙 

 

 

答     申 

 

第１ 審議会の結論 

  熊本市病院事業管理者（以下「実施機関」という。）の行った文書等開示（一部請求拒

否）決定は、妥当である。 

 

第２ 審査請求の経緯 

本件審査請求は、審査請求人が熊本市情報公開条例（以下「条例」という。）に基づき、

平成１７年度から平成２７年度までに実施機関のうち当該決定を行った熊本市民病院事務

局総務課（以下「市民病院総務課」という。）において把握している「セクシュアル・ハラ

スメント」、「パワー・ハラスメント」等の「○○ハラスメント」の件数（実際に処分を下し

たものだけでなく、相談を受け付けたり、指摘されたりして把握しているものを含む。）、そ

の内容及び処分や対応についてわかる文書を開示請求したことに対し、市民病院総務課が

文書等開示（一部請求拒否）決定（以下「本件処分」という。）を行ったことについて、

本件処分の取消を求めたものである。 

 

第３ 審理関係人の主張の要旨 

 １ 審査請求人の主張 

  審査請求人が、審査請求書及び反論書で主張した内容は、おおむね次のとおりであ

る。 

 

   所属や氏名を公開することが許されないことは、プライバシー保護の観点からも納得で

きるが、具体的な言動を情報開示したところで、これらの情報を結び付けて個人を特定す

ることは不可能であり、また不利益な取り扱いを受けるものでもない。 

  また、事実を公表することで、通報・相談事例減少のための抑止力となるとともに、し

っかりと対応してもらえるのであれば諦めずに通報・相談しようという職員の後押しにも

なり、事業の適切な執行に支障を及ぼす恐れなどなく、十分な公益を有するというもので

ある。 

   なお、熊本市コンプライアンス活動報告書においては、平成２３年度は運用状況を掲載

しているが、それ以降は相談件数しか掲載しておらず、これは熊本市職員等の内部通報制

度に関する要綱第１８条に規定する「概要」とはいえず、同要綱に違反している。活動報

告書等でどのような行為が行われたのか、概要や処理状況を公表しているから、その基と

なる具体的な相談内容を不開示とする理由はない。 

 

諮問第６号 
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 ２ 市民病院総務課の主張 

   市民病院総務課が、弁明書において主張した内容は、おおむね次のとおりである。 

 

行為そのものについての情報を不開示とする理由は、相談内容を詳細に示すことにより、

相談者又は相談者の職場が想定され、特定の個人が識別される可能性があるからである。

また、職員が各種制度の相談窓口へ秘密が守られることを前提に相談しようとする行為に

影響し、相談業務に支障を及ぼす恐れがあることもその理由である。 

なお、実施機関が活動報告書等でどのような行為が行われたか、概要や処理状況を公表

したという事実はない。 

 

第４ 審議会の判断 

１ 審査請求人が開示を求めている文書等について 

審査請求人が市民病院総務課に対し開示を求めている文書等は、平成１７年度から平

成２７年度までに市民病院総務課において把握している市職員のセクシュアル・ハラス

メント、パワー・ハラスメント等（以下「セクハラ等」という。）に関する相談又は処分

の件数、内容及び対応を示す文書（以下「本件文書」という。）である。 

 

２ 判断に当たっての基本的な考え方 

本件審査請求に係る判断は、本件文書について、条例、関係法令、関係資料等を総

合的に勘案し、開示決定時を基準時として、市民病院総務課が行った本件処分の妥当

性を判断したものである。なお、本件文書の不開示部分については、インカメラ方式

を用いて検討している。 

また、当審議会は、条例に基づき本件処分の妥当性を判断するものであり、事業等の

是非については判断しない。 

 

 ３ 本件文書について 

市民病院総務課は、相談内容を詳細に示すことにより相談者が識別される可能性があ

ること、及び相談を躊躇して事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあることから、本

件文書の一部について条例第７条第２号及び第６号により不開示であると主張する。こ

れに対し審査請求人は、具体的な言動を開示しても個人を特定することは不可能であるこ

と、及び具体的な事例を示して対応することで相談しようとする職員を後押しすることを

理由として条例第７条第２号及び第６号該当性を否定する。 

そこで、本件文書におけるセクハラ等の具体的な言動が記載された文書の不開示部分

のうち、審査請求人が不服を申し立てていると思われる部分について、それぞれ条例第７

条第２号該当性及び条例第７条第６号該当性を検討する。 

(1) 条例第７条第２号該当性 

条例第７条は、文書等の開示請求に対して、原則開示の基本的枠組みを定めた条例
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第６条の例外として、開示されないことの利益を保護するため、実施機関に対して

開示してはならない義務を定めている。そして条例第７条第２号は、個人の尊厳及

び基本的人権の尊重の立場から、個人のプライバシーを最大限保護するため、個人

に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は他の情報と照合することにより識

別され得る情報を原則として不開示情報にすることを定めたものである。一方で同号

ウは、個人に関する情報であっても、氏名その他特定の個人が識別され得る情報の

部分を除くことにより、開示しても、この号の規定により保護される個人の利益が

害されるおそれがないと認められる情報については除外している。よって、同号によ

って不開示となる情報とは、個人に関する情報であって個人識別性があり、かつ、特定

の個人が識別され得る情報の部分を除いたとしても、開示することにより保護される個

人の利益が害されるおそれがある情報をいう。 

   ア 本件文書のうち就業等相談報告書中苦情の具体的内容及び処理状況が記載された

部分 

     苦情の具体的内容の欄には、セクハラ等が行われたと主張する相談者が訴える行

為者、被害場所、日時、行為の具体的手法・発言が詳細に記載されている。処理状

況の欄には、実施機関の職員が相談を受けた後にとった対応について、日時及びアド

バイスの内容が詳細に記載されている。これらの記載内容は、特定の職員が他の特定

の職員に対して行った行為及び対応を示した情報であるので、条例第７条第２号の

「個人に関する情報」であるといえる。また、記載内容は極めて詳細であり、相談者

と一定の範囲内の者には相談者を推測できる程度に識別性を有する記載であるとい

える。そして、セクハラ等の相談記録という性質から相談者の名誉や感情に配慮する

必要性が特に高く、また、通常他人に知られたくないと望む情報であることから、相

談者の所属部門といった特定の個人が識別され得る情報の部分を除いたとしても、開

示することにより、相談者の名誉やプライバシーといった権利利益が害されるおそれ

がある情報といえる。 

よって、本件文書のうち就業等相談報告書中苦情の具体的内容及び処理状況が記

載された部分は、条例第７条第２号に該当する。 

(2) 条例第７条第６号該当性 

条例第７条第６号は、実施機関の事務事業の適正な遂行を確保するため、事務事業に

関する情報のうち、開示することにより当該事務事業の性質上、その適正な遂行に支障

を及ぼすおそれのある情報を不開示情報にすることを定めたものである。 

   ア 本件文書のうち就業等相談報告書中苦情の具体的内容及び処理状況が記載された

部分 

     前述のとおり、苦情の具体的内容及び処理状況部分には、一定の範囲内の者には

個人が識別される程度の詳細な行為の記載があった。セクハラ等の苦情相談をする

者は、プライバシーが保護されることを前提として相談窓口に訴えるはずである

（職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に関する要綱第９条、職場にお
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けるパワー・ハラスメントの防止に関する要綱第９条）。このため、相談者名を伏

せた状態とはいえ相談内容を開示するとなれば、将来相談者が、自己の供述内容が

開示されることを憂慮して、事実をありのままに述べることに消極的になることが

容易に想像できる。その結果、必要な具体的・客観的な情報を得ることが困難にな

り、セクハラ等を行った者に対して公正な処分を行うことに支障が生じるおそれが

ある。 

よって、本件文書のうち就業等相談報告書中苦情の具体的内容及び処理状況が記

載された部分は、条例第７条第６号に該当する。 

  (3)  本件処分の妥当性について 

以上のことから、苦情の具体的内容、及び処理状況を不開示と判断した本件処分は

妥当である。 

   

４ 結論 

以上により、「第１ 審議会の結論」のとおり判断する。 

 

 

 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会     長  高木 絹子 

会長職務代理者  大江 正昭 

委     員  馬場 啓 

委     員  澤田 道夫 

委     員  魚住 弘久 
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〔参考〕  

審議会の審議経過 

年 月 日 審  議  経  過 

平成２８年１０月１９日 

熊本市長から諮問を受けた。 

熊本市長から審査請求書の写しを受理した。 

熊本市長から弁明書の写しを受理した。 

熊本市長から反論書の写しを受理した。 

平成２８年１１月９日 諮問の審議を行った。 

平成２８年１２月１４日 諮問の審議を行った。 

平成２９年１月１１日 諮問の審議を行った。 

平成２９年１０月１１日 諮問の審議を行った。 

平成２９年１１月８日 諮問の審議を行った。 

平成２９年１２月１３日 答申案の審議を行った。 

平成３０年１月１０日 答申案の審議を行った。 

平成３０年２月１４日 答申案の審議を行った。 
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情 個 審 答 申 第 ８ 号   

平 成 ３ ０ 年 ２ 月 １ ４ 日   

 

 熊本市人事委員会 様 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会 長  高 木 絹 子 

 

 

熊本市情報公開条例第１８条の規定に基づく諮問について（答申） 

 

平成２８年１０月２７日付け、熊市人委発第２０４号により諮問を受けました下記の審

査請求について、別紙のとおり答申します。 

 

記 

 

平成１７年度から平成２７年度までに実施機関において把握している市職員のセクシュア

ル・ハラスメント、パワー・ハラスメント等に関する相談又は処分の件数、内容及び対応を示

す文書の文書等開示（一部請求拒否）決定に対する審査請求（以下「本件審査請求」という。）

について 
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 別 紙 

 

 

答     申 

 

第１ 審議会の結論 

  熊本市人事委員会（以下「実施機関」という。）の行った文書等開示（一部請求拒否）

決定は、妥当である。 

 

第２ 審査請求の経緯 

本件審査請求は、審査請求人が熊本市情報公開条例（以下「条例」という。）に基づき、

平成１７年度から平成２７年度までに実施機関において把握している「セクシュアル・ハラ

スメント」、「パワー・ハラスメント」等の「○○ハラスメント」の件数（実際に処分を下し

たものだけでなく、相談を受け付けたり、指摘されたりして把握しているものを含む。）、そ

の内容及び処分や対応についてわかる文書を開示請求したことに対し、実施機関が文書等

開示（一部請求拒否）決定（以下「本件処分」という。）を行ったことについて、本件処

分の取消を求めたものである。 

 

第３ 審理関係人の主張の要旨 

 １ 審査請求人の主張 

  審査請求人が、審査請求書及び反論書で主張した内容は、おおむね次のとおりであ

る。 

 

   所属や氏名を公開することが許されないことは、プライバシー保護の観点からも納得で

きるが、氏名、年齢、対象者双方の所属、行為が行われた場所及び日時さえ不開示とすれ

ば、具体的な言動を情報開示したところで、これらの情報を結び付けて個人を特定するこ

とは不可能であり、また不利益な取り扱いを受けるものでもない。 

  また、事実を公表することで、通報・相談事例減少のための抑止力となるとともに、し

っかりと対応してもらえるのであれば諦めずに通報・相談しようという職員の後押しにも

なり、事業の適切な執行に支障を及ぼす恐れなどなく、十分な公益を有するというもので

ある。 

   なお、熊本市コンプライアンス活動報告書においては、平成２３年度は運用状況を掲載

しているが、それ以降は相談件数しか掲載しておらず、これは熊本市職員等の内部通報制

度に関する要綱第１８条に規定する「概要」とはいえず、同要綱に違反している。活動報

告書等でどのような行為が行われたのか、概要や処理状況を公表しているから、その基と

なる具体的な相談内容を不開示とする理由はない。 

 

諮問第７号 
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 ２ 実施機関の主張 

   実施機関が、弁明書において主張した内容は、おおむね次のとおりである。 

 

苦情相談の内容には、その性質上、苦情相談の対象となる職員（以下「苦情対象者」と

いう。）の具体的な言動が含まれていることが多く、また、苦情対象者が相談者の上司や

同僚等であることが多い。このような状況の中で、苦情対象者又は苦情相談に至った経緯

を知る職員が相談内容について開示請求を行った場合、相談者の所属や氏名のみを不開示

として相談内容を開示する取扱いをすれば、苦情相談を行った職員を容易に特定できる可

能性が高い。よって、特定の個人が識別されるといえる。 

苦情相談においては、相談者が、苦情対象者との関係を懸念する等により、その内容を

苦情対象者や所属長にすら伝えないように要望されることが多い。このような状況の中で、

相談者の所属や氏名のみを不開示とし相談内容を開示する取扱いをすれば、今後実施機関

に対する相談を躊躇する要因となりかねない。また、苦情の解決には、当事者やその周辺

の職員の協力が不可欠であるから、苦情相談及びこれに対する実施機関の対応の具体的な

内容を開示することは、これらの関係者との信頼関係をも失わせることになり、また、今

後生ずることが想定される問題について、関係者の協力を得ることが困難になる等、問題

の解決に向けた努力に支障を及ぼすおそれがある。 

なお、実施機関は、活動報告書等において、どのような行為が行われたか、概要や処理

状況を公表したという事実はない。 

 

第４ 審議会の判断 

１ 審査請求人が開示を求めている文書等について 

審査請求人が実施機関に対し開示を求めている文書等は、平成１７年度から平成２７

年度までに実施機関において把握している市職員のセクシュアル・ハラスメント、パワ

ー・ハラスメント等（以下「セクハラ等」という。）に関する相談又は処分の件数、内容

及び対応を示す文書（以下「本件文書」という。）である。 

 

２ 判断に当たっての基本的な考え方 

本件審査請求に係る判断は、本件文書について、条例、関係法令、関係資料等を総

合的に勘案し、開示決定時を基準時として、実施機関が行った本件処分の妥当性を判

断したものである。なお、本件文書の不開示部分については、インカメラ方式を用い

て検討している。 

また、当審議会は、条例に基づき本件処分の妥当性を判断するものであり、事業等の

是非については判断しない。 

 

 ３ 本件文書について 

実施機関は、相談内容を具体的に示すことにより相談者を容易に特定できること、及
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び相談者が相談を躊躇したり、周囲の協力者の協力を得ることができなくなって事業の適

正な執行に支障を及ぼすおそれがあることから、本件文書の一部について条例第７条第

２号及び第６号により不開示であると主張する。これに対し審査請求人は、具体的な言動

を開示しても個人を特定することは不可能であること、及び具体的な事例を示して対応す

ることで相談しようとする職員を後押しすることを理由として条例第７条第２号及び第

６号該当性を否定する。 

そこで、本件文書におけるセクハラ等の具体的な言動が記載された文書の不開示部分

のうち、審査請求人が不服を申し立てていると思われる部分について、それぞれ条例第７

条第２号該当性及び条例第７条第６号該当性を検討する。 

(1) 条例第７条第２号該当性 

    条例第７条は、文書等の開示請求に対して、原則開示の基本的枠組みを定めた条

例第６条の例外として、開示されないことの利益を保護するため、実施機関に対し

て開示してはならない義務を定めている。そして条例第７条第２号は、個人の尊厳

及び基本的人権の尊重の立場から、個人のプライバシーを最大限保護するため、個

人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は他の情報と照合することにより

識別され得る情報を原則として不開示情報にすることを定めたものである。一方で同

号ウは、個人に関する情報であっても、氏名その他特定の個人が識別され得る情報

の部分を除くことにより、開示しても、この号の規定により保護される個人の利益

が害されるおそれがないと認められる情報については除外している。よって、同号に

よって不開示となる情報とは、個人に関する情報であって個人識別性があり、かつ、特

定の個人が識別され得る情報の部分を除いたとしても、開示することにより保護される

個人の利益が害されるおそれがある情報をいう。 

   ア 本件文書のうち就業等相談報告書中苦情の具体的内容及び処理状況が記載された

部分 

    苦情の具体的内容の欄には、セクハラ等が行われたと主張する相談者が訴える行為

者、被害場所、日時、行為の具体的手法・発言が詳細に記載されている。処理状況の

欄には、実施機関の職員が相談を受けた後にとった対応について、日時、アドバイスの

内容、人事課との調整内容が詳細に記載されている。これらの記載内容は、特定の職員

が他の特定の職員に対して行った行為及び対応を示した情報であるので、条例第７条第

２号の「個人に関する情報」であるといえる。また、記載内容は極めて詳細であり、相

談者と一定の範囲内の者には相談者を推測できる程度に識別性を有する記載であると

いえる。そして、セクハラ等の相談記録という性質から相談者の名誉や感情に配慮する

必要性が特に高く、また、通常他人に知られたくないと望む情報であることから、相談

者の所属部門といった特定の個人が識別され得る情報の部分を除いたとしても、開示す

ることにより、相談者の名誉やプライバシーといった権利利益が害されるおそれがある

情報といえる。 

よって、本件文書のうち就業等相談報告書中苦情の具体的内容及び処理状況が記載
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された部分は、条例第７条第２号に該当する。 

(2) 条例第７条第６号該当性 

 条例第７条第６号は、実施機関の事務事業の適正な遂行を確保するため、事務事業に

関する情報のうち、開示することにより当該事務事業の性質上、その適正な遂行に支障

を及ぼすおそれのある情報を不開示情報にすることを定めたものである。 

   ア 本件文書のうち就業等相談報告書中苦情の具体的内容及び処理状況が記載された

部分 

    前述のとおり、苦情の具体的内容及び処理状況部分には、一定の範囲内の者には個

人が識別される程度の詳細な行為の記載があった。セクハラ等の苦情相談をする者

は、プライバシーが保護されることを前提として相談窓口に訴えるはずである（職

場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に関する要綱第９条、職場における

パワー・ハラスメントの防止に関する要綱第９条）。このため、相談者名を伏せた状

態とはいえ相談内容を開示するとなれば、将来相談者が、自己の供述内容が開示さ

れることを憂慮して、事実をありのままに述べることに消極的になることが容易に

想像できる。その結果、必要な具体的・客観的な情報を得ることが困難になり、セ

クハラ等を行った者に対して公正な処分を行うことに支障が生じるおそれがある。 

よって、本件文書のうち就業等相談報告書中苦情の具体的内容及び処理状況が記載

された部分は、条例第７条第６号に該当する。 

  (3)  本件処分の妥当性について 

以上のことから、苦情の具体的内容、及び処理状況を不開示と判断した本件処分は妥

当である。 

   

４ 結論 

以上により、「第１ 審議会の結論」のとおり判断する。 

 

 

 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会     長  高木 絹子 

会長職務代理者  大江 正昭 

委     員  馬場 啓 

委     員  澤田 道夫 

委     員  魚住 弘久 
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〔参考〕  

審議会の審議経過 

年 月 日 審  議  経  過 

平成２８年１０月１９日 

熊本市人事委員会から諮問を受けた。 

熊本市人事委員会から審査請求書の写しを受理

した。 

熊本市人事委員会から弁明書の写しを受理し

た。 

熊本市人事委員会から反論書の写しを受理し

た。 

平成２８年１１月９日 諮問の審議を行った。 

平成２９年１月１１日 諮問の審議を行った。 

平成２９年１０月１１日 諮問の審議を行った。 

平成２９年１１月８日 諮問の審議を行った。 

平成２９年１２月１３日 答申案の審議を行った。 

平成３０年１月１０日 答申案の審議を行った。 

平成３０年２月１４日 答申案の審議を行った。 
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